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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

 　年月日　　令和６年３月８日 (金曜日) 

 　開　会　　午前10時０分

 　散　会　　午後２時44分

 　場　所　　第２委員会室

本日の委員会に付した事件 

 　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

  算（土木建築部所管）

 　２　甲第５号議案 令和６年度沖縄県下地島空港

  特別会計予算

 　３　甲第12号議案 令和６年度沖縄県宜野湾港整

  備事業特別会計予算

　４　甲第15号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計予

  算

 　５　甲第16号議案 令和６年度沖縄県中城湾港マ

  リン・タウン特別会計予算

 　６　甲第17号議案 令和６年度沖縄県駐車場事業

  特別会計予算

　７　甲第18号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（泡

 　 瀬地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

 　８　甲第24号議案 令和６年度沖縄県流域下水事 

業会計予算

出席委員 

  委 員 長　呉　屋　　　宏 

　副委員長　下　地　康　教 

　委　　員　座　波　　　一    玉　城　健一郎 

　　　　　　瑞慶覧　　　功　　新　垣　光　栄 

　　　　　　崎　山　嗣　幸　　島　袋　恵　祐 

　　　　　　比　嘉　瑞　己　　赤　嶺　　　昇 

　　　　　　照　屋　守　之 

欠席委員 

　　　　　　仲　里　全　孝 

説明した者の職・氏名 

 　土 木 建 築 部 長　　前　川　智　宏

 　　土 木 総 務 課 長　　新　垣　雅　寛

 　　技 術 ・ 建 設 業 課 長　　森　田　　　敦

 　　道 路 街 路 課 長　　前武當　　　聡

 　　道 路 管 理 課 長　　奥　間　正　博

 　　海 岸 防 災 課 長　　川　上　呂　二

 　　港 湾 課 長　　呉　屋　健　一

 　　空 港 課 長　　波　平　恭　宏

  　都市計画・モノレール課　　
比　嘉　喜　彦

 

　　都 市 モ ノ レ ー ル 室 長　　　　 

 　　都 市 公 園 課 長　　仲　　　　　厚

 　　住 宅 課 長　　當　山　真　紀
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○呉屋宏委員長　ただいまから、土木環境委員会を

 開会します。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

 ております。

なお、令和６年度当初予算案の総括的な説明等は、

昨日の予算特別委員会において終了しておりますの

で、本日は関係部局予算議案の概要説明を聴取し、

 調査いたします。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第５号議案、甲第12号

議案、甲第15号議案から甲第18号議案まで及び甲第

 24号議案の８件を一括して議題といたします。

土木建築部長から土木建築部関係予算の概要説明

 を求めます。

前川智宏土木建築部長。 

○前川智宏土木建築部長　本日もよろしくお願い申

 し上げます。

ただいま議題となりました甲第１号議案、甲第５号

議案、甲第12号議案、甲第15号議案から甲第18号議

案まで及び甲第24号議案の当初予算について、その

 概要を御説明いたします。

令和６年度は、誇りある豊かな沖縄の未来に向け、

新・沖縄21世紀ビジョン基本計画で掲げた取組を加

 速させ、着実に推進していく重要な年であります。

令和６年度の重点テーマを踏まえ、土木建築部と

しては産業インフラの整備、安全・安心の確保、離

島・過疎地域の振興を施策の３本柱に据え、社会資

本整備の推進に向け、全力で取り組んでまいります。 

次に、土木建築部所管の議案ごとの予算内容につ

 いて、御説明いたします。

土木環境委員会記録（第３号）
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令和６年度当初予算説明資料土木建築部抜粋版の

 １ページを御覧ください。

初めに、一般会計の部局別歳出予算について御説

 明いたします。

表の最下段の合計額になりますが、令和６年度一

般会計の県全体の歳出予算額は、8421億4300万円と

 なっております。

そのうち土木建築部は中ほどの太枠内となってお

り、予算額は864億2328万1000円で、県予算全体の

10.3％を占めております。令和５年度と比較すると

42億1597万5000円、率にして5.1％の増となっており

 ます。

続きまして、歳入予算について御説明いたします。 

 ２ページを御覧ください。

土木建築部の歳入予算額は、表の太枠内、最下段

の合計の金額になりますが、739億2192万4000円で、

県全体の8.8％を占めており、令和５年度と比較する

と42億3795万2000円、率にして6.1％の増となってお

 ります。

歳入の主な内訳としましては、中ほど太枠内にあ

ります９の使用料及び手数料は、64億3972万9000円

となっており、令和５年度と比較すると6413万

5000円、率にして1.0％の増となっております。増と

なった理由としては、航空機の着陸回数の増加や機

材の大型化に伴う空港使用料の増などによるもので

 あります。

その下の10の国庫支出金は、444億8913万2000円と

なっており、令和５年度と比較すると15億4115万

7000円、率にして3.6％の増となっております。増と

なった理由としては、沖縄振興公共投資交付金ハー

ド交付金及び道路改良費などが令和５年度より増加

 したことによるものであります。

その下の13の繰入金は、21億2742万5000円となっ

ており、令和５年度と比較すると３億3794万8000円、

率にして13.7％の減となっております。減となった

理由としては、沖縄県首里城復興基金繰入金の減な

 どによるものであります。

また、下から３行目の15の諸収入は24億698万

2000円となっており、令和５年度と比較すると２億

6842万5000円、率にして12.6％の増となっておりま

す。増となった理由としては、国営公園管理費（水

族館）の指定管理者から納付される歩合納付金の計

 上による増などによるものであります。

その下の16の県債は、181億2060万円となっており、

令和５年度と比較すると27億1960万円、率にして

17.7％の増となっております。増となった理由とし

ては、緊急自然災害防止対策事業や県営住宅建設事

 業などの増によるものであります。

 続きまして歳出予算について御説明いたします。

 ３ページを御覧ください。

土木建築部の歳出予算は、中ほど太枠内にありま

す８の土木費が850億6473万2000円、及び11の災害復

旧費が13億5854万9000円となっており、合計で864億

2328万1000円となっております。令和５年度と比較

すると42億1597万5000円、率にして5.1％の増となっ

ております。増となった理由としては、防災・減災、

国土強靱化対策と連携して実施される緊急自然災害

防止対策事業（道路防災）の工事箇所及び県営団地

の本体工事着手のため地域居住機能再生推進費等が

増えたことによるもの、またモノレール分野におい

て沖縄振興公共投資交付金（ハード交付金）事業が

令和５年度より増加したことなどによるものであり

 ます。

主な事業としては、昨年度に引き続きモノレール

の３両化を行う沖縄都市モノレール輸送力増強事業、

南部東道路及び高規格ＩＣアクセス道路（幸地イン

ター線）の整備を行う地域連携道路事業費、首里城

正殿に用いる造作材調達及び赤瓦調達などを行う首

 里城復興基金事業などがあります。

以上が、土木建築部に係る一般会計歳入歳出予算

 の概要であります。

次に、土木建築部関係の６つの特別会計における

 予算の概要について御説明いたします。

 ４ページを御覧ください。

下地島空港特別会計の令和６年度歳入歳出予算額

は、４億5365万2000円で、令和５年度と比較すると

8271万4000円、率にして15.4％の減となっておりま

す。減となった理由としては、下地島空港管理運営

費の維持管理費において、下地島空港周辺県有地の

明渡し期日が令和７年３月末まで延長されたことに

伴い、令和６年度においては、明け渡された県有地

に係る維持管理業務が生じないことによるものであ

 ります。

 次に５ページを御覧ください。

宜野湾港整備事業特別会計の令和６年度歳入歳出

予算額は、５億8874万3000円で、令和５年度と比較

すると4585万7000円、率にして8.4％の増となってお

ります。増となった理由としては、新たに元金の償

還が始まったことによる元金償還金の増などによる

 ものであります。

 次に６ページを御覧ください。

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計の令和６年
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度歳入歳出予算額は、３億7278万4000円で、令和５年

度と比較すると4449万2000円、率にして13.6％の増

となっております。増となった理由としては、新た

に元金の償還が始まったことによる元金償還金の増

 などによるものであります。

 次に７ページを御覧ください。

中城湾港マリン・タウン特別会計の令和６年度歳

入歳出予算額は、２億4192万6000円で、令和５年度

と比較すると405万8000円、率にして1.7％の増となっ

ております。増となった理由としては、官民連携導

入可能性調査の基本設計業務に係る与那原マリーナ

 管理運営費の増などによるものであります。

 次に８ページを御覧ください。

駐車場事業特別会計の令和６年度歳入歳出予算額

は、１億3767万2000円で、令和５年度と比較すると

7968万6000円、率にして137.4％の増となっておりま

す。増となった理由としては、泡消火薬剤の交換に

係る駐車場整備事業費の増などによるものでありま

 す。

 次に９ページを御覧ください。

中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会

計の令和６年度の歳入歳出予算額は、４億7309万

1000円で、令和５年度と比較すると２億72万9000円、

率にして73.7％の増となっております。増となった

理由としては、載荷盛土の撤去及び転地に係る泡瀬

地区臨海部土地造成費の増などによるものでありま

 す。

 最後に10ページを御覧ください。

企業会計である、流域下水道事業会計の令和６年

度歳入額は、178億42万5000円で、令和５年度と比較

すると１億5725万1000円、率にして0.9％の減となっ

 ております。

一方、歳出額は、193億973万円で、令和５年度と

比較すると６億3008万7000円、率にして3.2％の減と

なっております。減となった理由としては、収益的

支出における動力費が減となったことによるもので

 あります。

以上で、土木建築部所管の令和６年度当初予算の

 概要説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○呉屋宏委員長　土木建築部長の説明は終わりまし

 た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

て行うことにいたしますので、十分御留意願います。 

総括質疑を提起しようとする委員は、質疑の際に

その旨を発言するものとし、３月11日、本委員会の

質疑終了後に改めて、その理由の説明を求めること

 にいたします。

また、総括質疑の提起があった際、委員長が総括

質疑を提起した委員に、誰にどのような項目を聞き

たいのか、確認しますので、簡潔に説明するようお

 願いたします。

その後、予算特別委員会における総括質疑につい

ての意見交換や当該事項の整理を行った上で、予算

 特別委員会に報告することにいたします。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、予算

特別委員会に準じて、譲渡しないことにいたします。 

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いように簡潔にお願いをいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で、説明資料の

当該ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

 ます。

それでは、土木建築部に係る甲第１号議案、甲第

５号議案、甲第12号議案、甲第15号議案から甲第18号

議案まで及び甲第24号議案に対する質疑を行います。 

 下地康教委員。

○下地康教委員　おはようございます。 

それでは私のほうは歳出予算事項別積算内訳書の

 ほうから行きたいと思っています。

まず、49ページの沖縄振興公共投資交付金で委託

料の中の説明及び積算内訳の中で無電柱化事業とい

うのが、委託料と工事費が含まれておりますけれど

 も、その内容を教えてください。

○奥間正博道路管理課長　無電柱化推進事業は、防

災性の向上及び良好な景観の形成などを目的として

県管理道路における無電柱化を推進するために予算

 を計上しております。

 以上です。

○下地康教委員　内容というのは、この工事箇所も

含めてですよ。私はそれをお聞きしたいと思うので

 すけれども。

○奥間正博道路管理課長　宮古島市管内においては

保良西里線、平良久松港線、あと国道390号の宮古地

 区が２路線等を実施しております。

○下地康教委員　これは継続と考えてよろしいです

 か。

○奥間正博道路管理課長　次年度も継続して事業を

 実施することとしております。
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○下地康教委員　次に、53ページ。 

県単独事業の道路事業ですけれども、土地購入費、

これが緊急自然災害防止対策事業というふうにある

 んですけれども、内容はどうなっていますか。

それと負担金がありますが、これはどの機関に対

 する負担金という形になりますか。

○奥間正博道路管理課長　緊急自然災害防止事業は

県管理道路における災害の発生予防や拡大防止が必

 要な緊急性が高い箇所において実施しております。

令和６年度当初予算の工事費については、道路の

り面の土砂災害対策、舗装、破損及び道路冠水の予

 防保全対策を予定しております。

土地購入費については、道路のり面の土砂災害防

止対策や冠水対策の流末整備に必要な土地の購入費

 となっております。

この予定箇所につきましては、中部管内の宜野湾

西原線及び県道36号線ののり面対策及び南風原知念

線――これは南部管内ののり面対策、あと県道35号

 線の流末整備となっております。

また、負担金については、他の管理者が修繕工事

を行う必要がある箇所についての費用となっており

 ます。

現在調整を行っている箇所については、ＮＥＸＣ

Ｏ――高速道路関係のほうと、今、調整を行ってお

 ります。

○下地康教委員　負担金に対して少し理解しづらい

部分があったのですけれども、これは要するに県が

ある機関に負担金として支払うということですよね。 

今回計上されているのはどこに支払うということ

 ですか。

○奥間正博道路管理課長　ＮＥＸＣＯ――高速道路

でありますので、やはり安全対策とか実施に関して

非常にデリケートな箇所になりますので、現在、県

がやったほうがいいのか、それともＮＥＸＣＯにお

願いして実施したほうがいいのかということで調整

 を続けております。

○下地康教委員　要するに負担金をどこに支払うか

 ということですよ。

 これ支出するのでしょう。

○奥間正博道路管理課長　ＮＥＸＣＯ――高速道路

 を管理している……。

○下地康教委員　ＮＥＸＣＯに支払うということで

 すね。

○奥間正博道路管理課長　そういうことになります。 

○下地康教委員　了解です。 

もう一度、無電柱化事業ですけれども、これ沖縄

振興公共投資交付金の管理ということと、今これか

ら質問するのは、無電柱化推進事業費補助とあるの

 ですが、これはどう違うのですか。

○奥間正博道路管理課長　無電柱化推進事業費補助

は、通常の補助事業で現在実施をしている区間を行っ

 ております。

○下地康教委員　いや、私が申し上げているのは、

49ページの無電柱化事業と56ページの無電柱化事業

 というのはどう違うのですかということです。

○奥間正博道路管理課長　現在、新たな事業に関し

ましては国の補助事業が活用できることから、無電

柱化推進事業費補助ということで事業を立ち上げて

 実施しております。

○下地康教委員　では49ページの沖縄振興公共投資

交付金というのは従来のやり方で、新たに補助事業

として無電柱化事業が出てきたという理解でいいで

 すか。

○奥間正博道路管理課長　そのとおりでございます。 

○下地康教委員　これは２本立てで整備をしていく

 ということですか、これからも。

○奥間正博道路管理課長　活用できる予算があると

いうことで、極力推進していくために、一応は使え

る補助事業なりメニューを活用して推進しておりま

 す。

○下地康教委員　これは、たしか国がその無電柱化

に関する取組を強化しようと、昨年ですかね、そう

いう姿勢を見せたと思うのですけれども、それに伴っ

て今回のその推進事業の補助というのができたとい

 う理解でいいですか。

○奥間正博道路管理課長　今年度つくられたわけで

はなくて、無電柱化推進事業ということの計画を策

定してから使えるようになっていますので、今年度

 以前から、一応、事業は実施しております。

　従前は、無電柱化事業はハード交付金のメニュー

でしか実施できなかったんですけれども、国のほう

が無電柱化を推進するということで、事業を国土強

靱化等々組み合わせて、国のほうが新たに補助事業

を立ち上げていただけたものですから、県としては

エントリーできる、さらに電柱化を推進できるので

あれば、エントリーして予算獲得に努めているとこ

 ろです。

○下地康教委員　無電柱化は非常に重要なことで、

これは私たち宮古島も、以前の台風で非常に多くの

 電柱が倒れたんですね。

そういう意味では、やはり予算がないことには無

電柱化事業が推進できませんので、ぜひ、でき得る
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予算でしっかりと執行していただきたいというふう

 に思っています。

次は88ページ、海岸保全費ですけれども、海岸事

業で委託料と工事費、前年度に比べて大幅に減をし

ていますけれども、この理由はどういうことですか。 

○川上呂二海岸防災課長　お答えいたします。 

海岸整備事業におきまして令和６年度の当初予算

が減少している主な理由につきましては、令和５年

度は、当初予算編成時に国庫内示額が未確定であっ

 たことから、国への要望額を計上しておりました。

令和６年度当初予算につきましては、令和５年度

の内示額を考慮して予算編成を行っているために、

令和５年度の予算に比べて予算が減少しているとい

 う状況でございます。

○呉屋宏委員長　休憩します。 

　　　（休憩中に、下地委員から令和５年度の内示

額は幾らかとの確認があり、海岸防災課長

から３億1720万3000円との答弁があった。） 

○呉屋宏委員長　再開します。 

 　下地康教委員。

○下地康教委員　今、説明があったように、前年度

の予算が３億余りということですけれど、それにし

ても次年度の令和６年度の予算、その半分以上です

 よ、半分以上減額されていますよね。

 これはどういうことですか。

○川上呂二海岸防災課長　大変申し訳ございません。

今お答えしました令和５年度の内示額ですけれども、

 誤りがありました。

令和５年度の内示額、海岸事業につきましては１億

 1620万3000円でございます。

先ほどは海岸事業全体としての事業費を述べてお

 りました。

 申し訳ございません。

○下地康教委員　それでは、前年度の予算と令和６年

度の予算というのは、そんなに開きはないという理

 解でよろしいですか。

○川上呂二海岸防災課長　はい、そうです。 

○下地康教委員　分かりました。 

次は港湾です。112ページの那覇港開発推進費。そ

の負担金が15億余りあるのですけれども、これ那覇

港の管理組合というのは、沖縄県と那覇市と浦添市、

この３つの自治体と思いますが、このそれぞれ負担

 金はどのぐらいですか。

○呉屋健一港湾課長　令和６年度の当初予算の各母

体の負担金としまして、細かくなりますけれども、

県負担金が11億856万4000円、那覇市の負担金が５億

2525万3000円、浦添市の負担金が１億8959万9000円

 となっております。

 以上です。

○下地康教委員　やはり10億、約半分以上を県が負

 担しているということですよね。

○呉屋健一港湾課長　母体の負担金の割合は、県が

 ６割、那覇市３割、浦添市１割となっております。

 以上です。

○下地康教委員　分かりました。 

次は、114ページ、港湾の改修事業ですけれども、

工事費が20億余りあるのですけれども、大きなメイ

 ンの工事というものを教えてください。

○呉屋健一港湾課長　港湾改修事業については、重

要港湾１港、地方港湾１港において、橋梁の耐震補

強とか、防波堤護岸とか、物揚げ場の整備を行って

おりまして、令和６年度の水納港でいうと事業費は

 ６億ほどついております。

○下地康教委員　この水納港の６億というのは、内

 容をちょっと教えていただけますか。

○呉屋健一港湾課長　水納港、北部のほうにありま

すけれども、今年度の内容としまして、防波堤及び

船揚げ場、護岸等の整備を行う予定となっておりま

 す。

○下地康教委員　次に114ページの補助金です。 

補助金が沖縄振興公共投資交付金に係る間接補助

と、今、約３億円余りあるのですけれども、これは

 どういう内容ですか。

○呉屋健一港湾課長　これは間接補助ということに

なりまして、石垣市、宮古島市、那覇港管理組合に

 対する間接補助ということになっております。

○下地康教委員　その間接補助の意味と内容を教え

 てください。

○呉屋健一港湾課長　各港湾管理者が行います港湾

施設の整備を支援するために補助金を交付というこ

とで、元ハード交付金ということで、沖縄県を経由

 して交付するということになっております。

○下地康教委員　ちなみに、各港湾管理者において

 は具体的にどういうものに使われているのですか。

○呉屋健一港湾課長　石垣市においては、新港地区

の海浜の整備に充てておりまして、宮古島市につい

ては張水地区の緑地整備、那覇港については各埠頭

の渋滞対策とか安全対策、利便性向上とか、また、

既存施設の延命化、老朽化対策等に使用しておりま

 す。

 以上です。

○下地康教委員　それでは、その補助金を受けた管
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理者としては、ハード交付金で使えるような事業メ

 ニューで使うという理解でいいですか。

○呉屋健一港湾課長　さようでございます。 

○下地康教委員　次は139ページです。 

これは県単の街路事業ですけれども、委託料と工

事費で、工事費がいろいろ書かれていますけれども、

この宮古管内の街路事業の内容を少し教えてくださ

 い。

○前武當聡道路街路課長　令和６年度県単街路事業

における工事費につきましては7000万となっており

まして、そのうち、宮古管内のほうでは、1000万を

 今、配分を考えているところです。

内容としましては、さきの11月補正でいただきま

した市場通り線の工事をこれから行うのですが、そ

れとすりつける市道とのすりつけ区間の暫定舗装と

か、そういったものを考えているところでございま

 す。

○下地康教委員　次に、159ページ、これは公営住宅

 建設費ですね。

工事請負費ですけれども、補助金と単独がありま

すけれども、これ併せて整備を進めるという考えで

 いいですか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

こちら補助と単独とございますけれども、補助の

ほうは国庫補助を入れて、建て替え事業などを行う

もの、そして単独については、補助が充てられない、

県単で行う改修ですとか、そういった事業となって

 おります。

○下地康教委員　ちなみに、この県の単独事業の内

 容はどうなっていますか。

○當山真紀住宅課長　主に補助対象外の単独で行う

事業としましては、県営団地敷地の老朽化した擁壁

や、落石のおそれがある崖地に対する、大規模な安

全対策工事であるとか、そのほか県営団地のエレベー

ター、こちらの部品の取替えを行う改修工事、こう

 いったものになっております。

○下地康教委員　具体的に、工事箇所は決まってい

 ますか。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

令和６年度の事業内容としましては、嘉手納高層

住宅の崖地対策安全工事、そのほかエレベーターの

改修工事につきましては、県営赤嶺市街地住宅ほか

 ３団地となっております。

○下地康教委員　次は164ページですね。 

公共離島空港整備事業費ですけれども、それの委

託料。宮古、久米島、南大東、そのほかに係る調査

というふうになっていますけれども、具体的にどう

 いうものですか。

○波平恭宏空港課長　公共離島空港整備事業につき

ましては、県管理空港におきまして国庫補助金を活

用して、空港基本施設の建設拡張、あと、更新改良

整備を行う事業となっておりまして、令和６年度の

委託料につきましては、工事に伴う現場技術業務の

ほか、滑走路端安全区域の整備に伴う磁気探査業務

 等を予定しております。

○下地康教委員　ちなみに、宮古空港はどういった

 ものを考えていますか。

○波平恭宏空港課長　宮古空港におきましては、現

 場技術業務を予定しているところでございます。

○下地康教委員　工事があるからその現場技術業務

という話になりますけれども、この工事はどういう

 工事ですか。

○波平恭宏空港課長　航空灯火のＬＥＤ化を予定し

 ているところでございます。

○下地康教委員　それでは165ページの土地購入費が

ありますけれども、これが３億4000万円。これはど

 ういう内容ですか。

○波平恭宏空港課長　宮古空港におきまして、滑走

路端安全区域の整備に現在取り組んでおりまして、

令和６年度で整備に係る用地の取得費としまして

３億4000万円、物件の移転補償費としまして３億

 7700万円を予定しております。

○下地康教委員　いや、私が聞いているのは、どの

辺にどれぐらいの用地を買おうとしているのかとい

 うことです。

○波平恭宏空港課長　先ほど御説明しました滑走路

端安全区域の拡張に伴って、用地の面積としまして

 は約5600平米の取得を予定しております。

○下地康教委員　要するに、滑走路の端のほうだよ

 ね。

そこの回転する場合の用地を、安全の面で確保し

 ましょうということですよね。

これ、要するに空港用地の中じゃないですか。つ

まり、フェンスに囲まれている中の用地を買うとい

うことですか。それともフェンス外を、フェンスを

大きくしていこうということですか。広げていこう

 ということですか。

○波平恭宏空港課長　広げていくことになります。 

○下地康教委員　ではフェンスの移設というか、空

 港用地が広がるという理解でよろしいですか。

○波平恭宏空港課長　そのとおりでございます。 

○下地康教委員　供用はいつ頃になりますか。供用
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 というか、機能が活用できる時期は。

○波平恭宏空港課長　令和７年度完了を予定してお

 ります。

○下地康教委員　次、181ページ、下地島空港の委託

 料。この内容を聞かせてください。

○波平恭宏空港課長　下地島空港におきまして、場

周柵の老朽化に伴う更新工事のための実施設計業務

 を予定しております。

○下地康教委員　最後に、84ページ、宜野湾港の特

 別会計です。

令和４年で少し特別会計の問題が発生したのです

 けれども、歳入と歳出を聞かせてください。

 令和６年度のです。

○呉屋健一港湾課長　宜野湾港の整備事業特別会計

において、歳入といたしまして、令和６年度は５億

8874万3000円、それに対して歳出も同額というふう

になっておりまして、歳入増減額として4585万7000円

 となっております。

 以上です。

○下地康教委員　特別会計ということで一般会計か

らの繰入れもあるというふうになっていますけれど

 も、繰入れが１億2900万円余り。

この繰入れは今まで平均して毎年どのぐらい繰り

 入れているのですか。

○呉屋健一港湾課長　繰入れのこれまでの平均的な

ということの資料を持ち合わせておりませんけれど

も、昨年度でいきますと、１億2941万1000円という

ことで、ほぼ同額ということで、年度によって変わっ

たりいたしますので、ほぼこのぐらいで推移してい

 るかと思います。

 以上です。

○下地康教委員　やはり特別会計ですから、その繰

入金をいかに減らしていくかというようなことを考

えていかなければならないと思いますので、これは、

常時同じような金額を繰り入れるということではな

くて、しっかりと繰入れを少なくするような対策を

取るようにしていただくことをお願いをして、私の

 質疑を終わります。

○呉屋宏委員長　座波一委員。 

○座波一委員　資料３－４からいきます。 

21ページの南部東道路の進捗ですけれども、令和

 ６年度の予算が50億ですね。

地域連携道路ということで50億、この内訳、幸地

 インターと嘉手納線との内訳をお願いします。

○前武當聡道路街路課長　地域連携事業につきまし

ては、南部東道路で34億、あと、高規格ＩＣ事業で

 16億、トータル50億となっております。

○座波一委員　この南部東道路の34億の整備計画は、

年度中どの程度まで計画されているのか。例えば用

地買収については何％ぐらい進めていくというよう

 な計画を持っていますか。

○前武當聡道路街路課長　まず、工事につきまして

は、南城大里ＩＣから南城大城ＩＣの区間におきま

して、用地の取得状況、あと、難航用地、そういっ

たものを迂回するための工事を、侵入道路の状況に

もよるのですが、次年度、仲間高架橋の下部工への

 着手を今考えているところです。

もう一方、南城佐敷・玉城ＩＣから、南城つきし

ろＩＣの区間におきまして、南城佐敷・玉城ＩＣ橋

の上部工への着手等を今、考えているところでござ

 います。

用地につきましては、難航案件もありまして、土

地収用法の手続も進めているところですが、任意交

渉を継続して続けていくということを考えておりま

 す。

○座波一委員　用地買収で難航案件が出ているとい

うことですけれども、これは件数でいうと、何件か。 

○前武當聡道路街路課長　土地収用法の手続が２件

ありますので、難航案件としては２件、１件はさき

の12月に収用法の手続を進めているところで、もう

 １件につきましては手続の申請中でございます。

○座波一委員　これは土地開発公社が全て受託して

 いるという形でいいのでしょうか。

○前武當聡道路街路課長　土地の取得につきまして

は、土地開発公社の協力も得ながら進めているとこ

 ろです。

土地収用法の手続につきましては、委託先の南部

土木事務所のほうが窓口で手続を進めているという

 状況でございます。

○座波一委員　収用法の手続は土地開発公社ではで

 きないという、何かありますか。

○前武當聡道路街路課長　県のほうから土地開発公

社に用地の委託をしているところですが、土地収用

法の手続につきましては、起業者――県のほうがや

 るという手続になっております。

○座波一委員　それはもう手続上、決められたこと

 なのですね。

○前武當聡道路街路課長　そのとおりでございます。 

○座波一委員　地権者のほうからの相談もいろいろ

あって、地籍が確定していない地域も結構多い状況

ですので、確定していなくても土地収用は大丈夫な

のか、該当できるのかというような質問があるので
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 す。

 そこはどうですか。

○前武當聡道路街路課長　まさに地籍の境界が確定

していない案件の収用手続を今、申入れしていると

ころですので、その手続はできるということで進め

 ているところでございます。

○座波一委員　ということは、土地の地籍未確定で

あっても、収用法は進めていけるという解釈でいい

 んですね。

○前武當聡道路街路課長　その理解で手続は進めて

 おります。

○座波一委員　分かりました。 

続きまして、人員体制等は、今の現場事務所体制

で大丈夫か。大幅に遅れているというのは現実です

ので、そういったものを見直す予定はなかったので

 すか。

○前武當聡道路街路課長　南部東道路建設現場事務

所におきましては、令和２年度から技術職員２名を

 増員して強化しているところです。

現在は県職員８名、用地関係職員５名、計13名体

 制で事業を推進しているところでございます。

先ほど申し上げた、沖縄県土地開発公社の活用を

しながら事業推進に取り組んでいるというところで

ございまして、さらなる事業推進に向けまして、南

城市から沖縄県土地開発公社に対して職員の派遣が

できないかというところを今、南城市と調整してい

 るところでございます。

○座波一委員　分かりました。 

それと予算ですが、南部東道路は地域連携道路予

算になっておりまして、ハード交付金ではないとい

うことですけれども、そのハード交付金は全体の部

分で振興予算ということでは分かるのですけど、あ

る意味、この地域連携道路予算というのは、国交省

 への直接交渉が可能ですか。

○前武當聡道路街路課長　地域連携道路事業費につ

きましても、枠としては沖縄振興予算の中に組み込

 まれているところでございます。

我々のほうで予算確保に向けて、実務的には、ま

ず、年度で実施可能な額はまず、積み上げますと。

その積み上げた段階で沖縄総合事務局と適宜調整等

しながら、例年５月頃に、内閣府沖縄振興局のほう

に直接出向きまして、予算確保の必要性等を説明し、

 要望を行っているという状況でございます。

○座波一委員　ハード交付金の範囲内においての地

 域連携道路予算となるわけですよね、そうなると。

沖縄振興予算の枠内での地域連携道路予算となる

と、もうこれはアッパーは決められて、ハード交付

金の枠内でしか地域連携道路予算が取れないという

ことになると、これは交渉できない話じゃないの。

一括交付金の中のものだというのであれば、交渉の

 余地がないのかなという話です。

○前武當聡道路街路課長　沖縄振興予算の中にハー

ド交付金もありますし、今回の地域連携につきまし

ては個別補助メニューということで予算は動いてい

 ます。

あと、沖縄振興予算の中にまた、社会資本整備総

合交付金もございますので、その県全体のものが沖

縄振興予算という枠の中で、その一部でハード交付

 金もあるというところでございます。

○座波一委員　ちょっとそこがいまいちよく分から

 ないのですけれども。

今、沖縄県は、振興予算外で各省庁に対する、そ

ういう予算を目指して動こうというような、令和６年

度にも反映されつつある傾向が見えているんですよ

 ね。これはいいこととして捉えていますけれども。

だから、土木建築部においてもそういうハード交

付金の減額が続いて、市町村が非常に苦しんでいる

という、公共事業も進まないというこの状況の中で、

そのような予算を獲得するというのは、地域連携道

路予算とか、社会資本整備総合交付金とかに、やは

 り可能性が広がってくるのではないかなと。

それを振興予算の中でとどめさせるというのが問

 題ではないかなと思っているのですけどね。

 どうですか、そこは。

○前武當聡道路街路課長　今回、個別補助――この

地域連携道路事業費につきましては我々のほうで事

業の必要性を説明して、一定程度、予算の確保はで

 きている現状が続いてきているところです。

ハード交付金につきましては、なかなか予算確保

が厳しい状況というところで、市町村と連携し、予

算確保に努めていっているという状況でございます。 

○座波一委員　私の聞く範囲では、地域連携道路予

算というのは全国の、はっきり言ってもう分捕り合

戦ですよ、そういうところなんです。そういうとこ

 ろにいけないのかというのが本音です。

○前武當聡道路街路課長　次年度、地域連携トータ

ルで50億の予算計上をしておりますが、今年度は幸

地インター線につきましては補正もいただいている

ところですので、しっかりそういった形で、予算確

 保は続けていきたいというふうに考えております。

○座波一委員　沖縄県の予算編成で、今年もそうで

すけれど、そういうふうに各省庁予算を獲得すると
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いう方針に転じている中で、令和６年度の予算には

これは見られていないんですね、土木建築部の部分

 が。

 それはないのです、実際には。

だから、そこは土木建築部がなぜないのかという

のが、疑問にありましてね、そういった質問をして

いますけれども、そこは部長、どう考えていますか。 

○前川智宏土木建築部長　先ほど道路街路課長が答

弁したとおりでございますが、地域連携道路事業に

つきましては、これまで一定程度予算が所要額を確

保できているという状況がございますので、これま

でどおり、沖縄振興予算の中で、個別補助として事

業推進していくのがいいだろうということで、この

ように、事業をこれまで進めているところでござい

 ます。

また、交付金以外の、そのほかの各省計上予算と

いうところについては、事業の可能性があれば当然、

取り組んでいくべき課題とは思っておりますが、現

状これまでの振興予算の中の取組で、確保できる分

については継続してやっていきたいという考えでご

 ざいます。

○座波一委員　沖縄の特殊な、一括交付金制度とい

う名の下で、減額という結果が続いて、市町村の事

業が全部進まなくなってしまっている現状があるか

 らこそ、このような話をしているんですよ。

しかし過去数年間この遅れが出ているわけですよ

ね。それを取り戻す方法として、令和６年度に一気

にハード交付金を増やせますか、令和７年度に増や

 せますかという問題です。

恐らくそれはないでしょう。それを補うには、そ

ういう別枠予算みたいな、この地域連携道路予算と

か社会資本整備総合交付金とか、そういったもので

しか、これまでの遅れを取り戻す方法はないのでは

ないかなと考えているわけですね。だから、そうい

 う観点を持てないのかということなのです。

○新垣雅寛土木総務課長　お答えいたします。 

委員御指摘のとおり、ハード交付金が、平成26年

度をピークに減少傾向が続いているというところが

ございますので、土木建築部としても新たな予算獲

得というところで、今各省計上補助金でありますと

か、あと、有利な地方債を積極的に活用していると

いうところで、公共事業に係る各省計上の補助金に

つきましては、令和６年度は18事業で32.4億円計上

しておりまして、令和５年度当初予算と比較して、

10.4億円、47.4％増ということで、各省計上補助金

は昨年度に比べて約10億円増加しているというとこ

 ろがございます。

また、交付税措置が有利な地方債につきましても、

起債総額56億3320万円となっておりまして、前年度

と比較しましても18億5270万円の増となっていると

 ころです。

 以上です。

○座波一委員　今の説明であれば、土木建築部も、

その各省計上、あるいは起債の大幅アップで取り組

 んでいるということで理解していいですか。

○新垣雅寛土木総務課長　そのとおりでございます。 

○座波一委員　分かりました。 

　この問題は、総括質疑に上げたいのですけれども。 

○呉屋宏委員長　休憩します。 

（休憩中に、委員長から座波委員に対し、総

括質疑に提起するため誰にどのような項目

を確認するのか改めて説明するように指示

があった。） 

○呉屋宏委員長　再開します。 

 　座波一委員。

○座波一委員　一括交付金のハード交付金の減額が

続く中で、地方の事業が進まなくて非常に困ってい

る、まちづくりに影響が出ているという状況が数年

続いているわけですよね。そういった中でいかに遅

れを取り戻していけるのかという点においては今の

予算のつけ方の中でどうしてもハード交付金に頼る

ことは難しいでしょうという状況が続いている。そ

れを沖縄県として今年度から新たな省庁予算を獲得

する、あるいは公債をもっと増やすという方針なの

ですが、土木建築部の部分においてもまだやるべき

でしょうと、これでは足りないという各市町村の要

望が考えられますので、その方針を改めて知事に確

認して、省庁予算の獲得にどう動くのか、あるいは

公債を補正でも組んでやるべきではないかというよ

 うなことを聞きたいということです。

○呉屋宏委員長　ただいま提起のありました総括質

疑の取扱いについては、３月11日の委員会の質疑終

 了後において協議いたします。

 　質疑を続けます。

 　座波一委員。

○座波一委員　最後に、国道507号八重瀬道路も、今

言った状況の中で、もう一向に進んでいないという

ことで、用地買収も全くないのだということで、地

 域住民からの声もあります。

 令和６年度のほうの進捗はどうでしょうか。

○前武當聡道路街路課長　国道507号八重瀬道路につ

きましては、先ほど委員からお話がありましたハー
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ド交付金のほうで事業展開しているところでござい

 ます。

現在、東風平交差点付近につきまして、重点的に

 整備を進めているところでございます。

令和６年度につきましては、用地の取得に向けま

して、東風平交差点から東風平南交差点の区間につ

きまして、優先的に任意交渉を継続して続けていく

 ということで考えておるところでございます。

○座波一委員　これは本当に何度も同じことを言っ

ていますけど、このハード交付金の裁量権によって、

都市モノレールに集中配分したのが非常に大きかっ

 たんです。

そのあおりを受けて、この八重瀬道路の部分は、

事業の停滞になってしまったという現実。それを取

 り戻すというのは本当に大きな責任ですよ。

公共事業がこうあってはいけないというのが、私、

思っているんですけどね。公共事業というのは、地

域からの必要に応じて採択され、そして計画され採

択されたというのは、非常に大きなことですから、

これが年々、あまりにもこの差があって進まないと

いうのは、やはり、沖縄県に裁量権があるからこそ、

もう少し均等な配分をすべきだったのではないかな

 と本当は思っているわけですけれども。

そういう意味では、八重瀬道路の遅れを取り戻す

というのは、非常に大きな命題だと思っていますけ

 れど、いかがですか。

○前武當聡道路街路課長　予算確保という点で、や

はりなかなか厳しい現状が続いている状況でござい

ますが、県内のハード交付金事業で展開している路

 線につきましては23路線ございます。

北・中・南部、離島もありますので、なかなか配

分ができない状況も続いているところではあるので

すが、そこはいろいろ知恵を絞りながら、どういっ

た配分をしていくかというところは、現状の中では、

そういったものは考えていきたいと思っております。 

○座波一委員　最後に１点、市町村の要求額に対し

て、これまで大体20から30ぐらいのパーセントしか

確保されなかったというのが続いていますけれど、

 令和６年度もそんな感じですか。

 見通しは何％ぐらいですか。

○新垣雅寛土木総務課長　お答えいたします。 

土木建築部における令和６年度ハード交付金の配

分額は、総額約204億円となっており、そのうち、市

町村の配分額は約108億円で、市町村の要望額、約

214億円に対しまして、50.4％の措置率となっており

 ます。

また、県分の配分額は約96億円となっており、県

と市町村の配分割合は47対53で、市町村の配分は前

年度の令和５年度に比べまして約５億9000万円、率

にして1.2ポイント市町村へ多く配分し、市町村事業

への影響が小さくなるよう配慮はしているというと

 ころでございます。

○座波一委員　以上です。 

○呉屋宏委員長　質疑のために、副委員長に委員長

 の職務を代行させます。

 よろしくお願いします。

 休憩します。

　　　（休憩中に、呉屋委員長の質疑のため、下地

 副委員長が委員長席に着席）

○下地康教副委員長　再開いたします。 

委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長

の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいた

 します。

 休憩前に引き続き質疑を行います。

 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員　細かいことを聞くつもりはありませ

 ん。

最後の議会なので、委員会でも質問させていただ

 きます。よろしくお願いします。

今、僕もこれ座波委員から引き続き気になってい

るところでして、今回の議会でも、補正予算の審議

でもそうだったんだけれども、常にハード交付金が

 足りない、その議論ばかりをしているのですよね。

皆さんが仕事しなかったのは、このハード交付金

の問題で仕事をしなかったということで考えていい

 のかな。

 どうですか。

○前川智宏土木建築部長　ハード交付金の減少が続

いておりまして、この減少が社会基盤整備に影響を

及ぼしているということは認識をしているところで

 ございます。

しかしながら、土木建設部としましては、ハード

交付金以外の事業にも取り組んでおりまして、また、

当然ですがハード交付金の必要額確保というところ

にも、県庁を挙げて一体となって取り組んでいると

 ころでございます。

引き続き必要額の確保を目指し、社会基盤の整備

に取り組んでいきたいと考えているところでござい

 ます。

○呉屋宏委員　蒸し返すつもりはないのだけれども、

 この間、実は補正予算をやったんですよね。

手続の中で、たしか皆さんの繰越しに上げたのは
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 136億ぐらいではなかったか。

 繰越額は幾らだったか。

○新垣雅寛土木総務課長　お答えいたします。 

令和４年度の繰越額は314億円で、予算現額に対し

8.7％となっており、繰越率は27.5％となっておりま

 す。

 以上です。

○呉屋宏委員　令和４年度ではない、令和５年度の

 繰越しだよ、令和６年度への繰越し。

 この間補正予算をやったでしょ。

これぐらいは覚えていたほうがいいと思うよ。ど

れぐらいの繰越しがあったかぐらいはね、この間審

 議したのだから。僕でも覚えているぐらいだから。

これは、たしか136億だったと思うんだけど、この

136億を繰り越さなければいけなかったというのはど

 ういうことなのか。

これはちゃんと検証しておかないと令和６年度も

 そうなるんだよ。

 どうなのか。

○新垣雅寛土木総務課長　令和５年度に国の経済対

策関連で補正を計上いたしましたが、その経済対策

関連の全額を次年度に繰り越すというところで、繰

越額が増えた一つの要因ということは言えるかと思

 います。

 以上です。

○呉屋宏委員　これ全体がそうですか。 

 136億の全体がそうなんですか。

○下地康教副委員長　休憩します。 

　　　（休憩中に、執行部から手元に資料がないた

め即答できないとの説明があった。） 

○下地康教副委員長　再開します。 

 　呉屋宏委員。

○呉屋宏委員　それはそれぐらいにしておきますけ

れど、部長、これは次年度も――令和６年度もそう

いうふうになる可能性がある。予算は足りないと言っ

ているけれども、これはそういうふうになりそうで

あれば、もう事前に準備をしておかなければいけな

いと思っているし、それとハード交付金の使い方、

これもハード交付金のせいにするだけではなくて、

 真剣に捉えてほしいと思っています。

 次に行きます。

これは一般質問でもやったけれども、皆さんに送っ

た総括のやつの内訳書がありますけれども、この中

 に道路事業があります。

皆さんが今、道路工事をするというときに、ここ

を先にやろうと言っているのは、何を前提に選定し

 ているのですか。

○前武當聡道路街路課長　県の道路整備の方向性に

つきましては、国と県が連携しまして、ハシゴ道路

ネットワーク、長期的な視点で渋滞対策に資する、

あと沖縄自動車道も有効活用するためのハシゴ道路

 ネットワークを進めているところでございます。

○呉屋宏委員　いや、ハシゴ道路ネットワークは分

かるけれども、しかし、このハシゴ道路ネットワー

 クの中でも選択肢があるでしょう、幾つか。

右の柱と左の柱を横につなぐのがハシゴ道路って

あなた方は言っているのだけど、これのどこが重要

なのか、どこが経済とつながっていくのか、どこに

人口がたくさんいるのかというのは考慮していない

 のか。

○前武當聡道路街路課長　まず、沖縄自動車道との

連結、あと南部東道路、あと幸地インター線等、そ

こは重点的に整備を進めているところでございます。 

 東西の連結でいきますと、浦添西原線ですね。

あと、宜野湾北中城線等々、そういったところを

 優先的に取り組んでいるところでございます。

○呉屋宏委員　あなた方が取り組んでいるところは

 分かるよ。

僕は前から皆さんに言っているけれども、どこに

車がたくさん渋滞をしているのかということは分

かっているはずだけど、あなた方はもう今、道路の

そこをやろうとしているからって、前から宜野湾の

パイプラインはやるべきだって僕はずっと言ってき

 たけれど、全く進んでいないよね。

 進んでいますか。

○前武當聡道路街路課長　委員おっしゃるのは喜友

 名から真志喜区間のお話だと考えております。

過年度まで３案検討しておりまして、あと、新た

な案としまして、普天間飛行場フェンス沿いに通る

ような案も、今、テーブルにのせまして、今、宜野

湾市といろいろ意見交換をしているところでござい

 ます。

○呉屋宏委員　これはね、申し訳ないけれど、僕が

４年前に当選してきてから、最初にこれは出した案

 だ。

４年になる。部長がやると言ってから３年なる。

３年の間動いていないんだよ。現実に。その３案も

 見ました。

新たに２案また出すと言っているけれども、これ

が検討されて進むまでに１回会議したらまた半年後

 に会議するの。

民間ベースで言えば、本当にこの道路を仕上げな
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ければいけないと思うのであれば、もっとペースを

 上げていかないと、ほかの道路もそうだよ。

選択と集中という言葉が昔あったんだけど、そう

いうふうになっていなくて、あっちこっち手をつけ

 ている。

もう何を先に手をつければいいのか、もう一回整

理をすべきだと思っているのだけど、どうですか、

 そこは。

○前武當聡道路街路課長　まさに委員おっしゃると

 おりです。

まず、市町村の意向も確認しながら、どこの道路

整備を優先的に進めていけばいいのかというところ

も、地元の意向も確認しながら、県の全体的な道路

ネットワークを考えながら取り組んでいきたいと考

 えております。

○呉屋宏委員　宜野湾からうるま市まで、周辺市町

 村も入れて50万人が住んでいますよ。

僕は前にもあなた方に言った。その周辺には、全

部、米軍基地があるんですよ。なお狭隘になってい

る。だから、米軍基地があるのは、その間を通さな

ければいけないということも考えて、少し考えれば、

ここに道路があればもっと便利だけどなというのは

 分かるはずだよ。

皆さんはほとんど那覇で暮らしているから、あま

り中部のこと知らないのかもしれないけれど、そう

いうのは気をつけてやっていただきたいなと思いま

 す。

 次に行きます。

通告をしていましたけれども、特別会計の宜野湾

 港マリーナの件だけれども、184ページ。

これ、今の整備状況をもう一度聞かせてもらえま

 せんか、進捗状況を。

○呉屋健一港湾課長　お答えします。 

宜野湾港のマリーナになりますけれども、その整

備として次年度になりますが、工事費として１億

609万5000円を計上しておりまして、その内容は浮き

桟橋の修繕に5200万円、給電給水更新に5409万5000円

を計上して、これまで老朽化していたところ等を修

 繕していく計画となっております。

○呉屋宏委員　僕はこの間一般質問でやったのだけ

れども、もう桟橋がひっくり返っている。もう30年

 余る、マリーナが。

これ、１回、部長が見に行くという答弁をたしか

していたと思うのだけど、これ申し訳ないけれども、

本当に早急にやっていかないと恥ずかしい話になる

 よ。

あれ、うねりが入ってくる、港湾の間口というの

かな、出入口のところから大きなうねりが入ってき

たら、前にやっているポンツーンというあの浮き桟

 橋は全部破壊されている。

こんな状況では、これは指定管理が今、大変な思

 いをしながらやっていますよ。

だからここは、僕はこの間も聞いたけれども、１億

でそういう整備はできないから、もっと次年度補正

でもいいからそういうものをね――今年度は１億余

りしかついていないんでしょう。補正できないのか

少し確認をしておきたいと思いますけれど、いかが

 ですか。

○呉屋健一港湾課長　修繕等については計画的に

やっておりまして、修繕はお金を倍にしたからといっ

て、全部その年度でできるということではなくて、

狭隘な場所になりますので、少しずつではあります

けれども確実に実施していきたいと考えております。 

○呉屋宏委員　分かりました。 

もうだらだらとやるつもりはないので、そこはしっ

かりやってほしいと思っていますから、この委員会

 の中で指摘をしておきたいと思います。

それと、先ほどの道路に戻るけれども、ここの中

で予算はついていないから、渋滞対策で皆さんに聞

 きたいけれども、僕、前に通告はしてありますよ。

普天間交差点から北中城まで道路を通すつもりは

ないのかと。普天間高校の横、そういう話もしまし

 た。

これ、どうなっている、検討したのか。一般質問

 ではやると言っていたけれど。

○前武當聡道路街路課長　過年度に、普天間交差点

と北中城インターチェンジを結ぶ道路につきまして

 は、概略調査を行っているところでございます。

その中で、地域の分断が発生するために合意形成

が必要であるとか、交通の安全性の確保、例えば地

域内の交通の流入が増えるとか、あと、普天間交差

点が変則の十字路になるといったところの課題が今

 あるところを把握しているところでございます。

あと、費用対効果につきましてもなかなか今厳し

い状況というところで、今後の検討課題というふう

 に考えております。

○呉屋宏委員　これ、まずあなた方が今答えたこと

――地域が分断されるというのは、僕は丁寧に部落

を回りました。これはこれで、自治会長中心にして

やっていいということを言っています。変則な道路

にすると言うんだけど、今現在が変則なんだよ。宜

野湾市役所の前から下りてきたら、この道路は交差
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点の手前で左に曲がっているんだよ、それから右に

行くんだよ。これ、同じ国道330号だよ。この国道330号

がなぜ真っすぐにならないのか。真っすぐにすれば、

伊佐から上がってくる道路はそのまま普天間につけ

 れば、そこは十字路になるでしょう。

伊佐から上がってきたのが、そのままインターに

つながるんだよ。だけれど今の感覚では、81号線が

普天間交差点についたら、沖縄市に行くのが県道だ

と思うよ。これが変則じゃないで何が変則というの。 

 もう一度答えてみてください。

○前武當聡道路街路課長　過年度で概略検討をした

内容でお話しさせていただいたところですが、その

中でトンネルも180メートル、あと、掘り割り部分が

200メートルという、そういった特殊な今状況になっ

ておりますので、そういったのをまた精査をしてい

かないといけないのかなと考えておりますので、そ

ういったところも含めて今後の検討課題と捉えてい

 るところでございます。

○呉屋宏委員　よく検討してくださいね。早めに検

 討してほしいと思います。

普天間高校の周辺は、行った人は分かるけれども、

道路が４メートルなくて、新設もできないところな

んだよ。改築ができない、建物が。そこは、区画整

理も含めたあの道路の検討をすべきだと僕は思って

 いますよ。

あれ逆に言えば、普天間高校を移設できなかった

のだから、その周辺まで取って、高校にくっつける

 べきだと僕は思っているのです。

だから、その整理を市長とも調整しようと思って、

 前から市長とお話はしています。

ですから、そこはあなた方が市と連絡を取れば、

それはすぐにでも進むようなことですから、あそこ

は野嵩３区という自治会と普天間１区という自治会、

この２つとも自治会長はオーケーをしているので、

 あとはあなた方が動くか動かないか。

そういうような地域事情があることも、多分、あ

なた方は知らないと思うから、ここはもう一回どう

 すればいいかと考えてほしい。

一番の大事なところは費用対効果と言ったけれど、

あの北中インターを出てきて、正面に岩があります

よ、確かにね。これは掘り込めばいい話だけど、こ

れがつながると、あの救命救急を中心にする琉球大

 学の新しい病院、あそこに直結するんだよ。

これ、北中インターから出て、右も渋滞、左も渋

滞、救急車はどうするの。だから僕は、前から考え

 ろと言っているのはそういうことなんだよ。

命を大事にするということであれば、そこは真剣

に考えて、高速道路で病院をつなぐべきだ。だから、

那覇の病院も、那覇から高速につながっているでしょ

 う。

だから、中部病院も高速のそばにつくるべきだと

僕は言っているし、琉大病院も高速から出ていくべ

きだ。そういうことを真剣に考えなければ、あなた

 方だけの事業ではないよ、これは。

医療とも関係がある、どことも関係があるという

事業になるから、そこは十分に検討して、今後進め

 ていってほしいなと思っています。

 以上です。

○下地康教副委員長　呉屋委員の質疑は終わりまし

 たので、委員長を交代いたします。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、下地副委員長は自席に戻り、呉

 屋委員長が委員長席に着席）

○呉屋宏委員長　再開いたします。 

 　玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員　よろしくお願いします。 

 何点か私から質疑させていただきます。

資料は当初予算の部局別の概要でお願いいたしま

 す。

21ページ、土木建築部の令和６年度概算要求額の

中での沖縄都市モノレール輸送力増強事業について。 

こちら事業内容と今回この増強事業によって最大

の乗客数はどれだけ増加するのか、御説明をお願い

 いたします。

○比嘉喜彦都市計画・モノレール課都市モノレール

室長　御質問にお答えします。 

沖縄都市モノレールの事業内容と、３両化に伴う

 最大乗客数についてでございます。

モノレール輸送力増強事業においては、３両化車

両９編成の導入と、新車両基地の整備を行っている

 ところでございます。

３両化車両は、令和５年８月に２編成で運行を開

始しており、令和６年度早期には２編成を追加し、

残り５編成については、製造完了後、順次導入を予

 定しているところでございます。

令和６年度は、引き続き３両化車両の製造及び新

 車両基地の整備に取り組んでまいります。

なお、３両化車両の定員数は251名となっており、

既存の２編成車両の165人より86人多く、約1.5倍の

 増加となっております。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

 次に移ります。
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こちらの中での同じページで、公営住宅の整備の

部分に関してですけれども、次年度、公営住宅の整

 備状況についてお伺いします。

○當山真紀住宅課長　お答えします。 

県営住宅におきまして、令和６年度は３団地の本

体工事が完了しまして、合計で207戸の住戸を供給す

 る予定となっております。

○玉城健一郎委員　ということは、207戸増えるとい

 うイメージでよろしいですか。

○當山真紀住宅課長　こちらは純粋に増えるという

ことではなくて、建て替えによりまして、既存の住

戸、それから増える住戸を含めまして、合計で完成

 する住戸が207戸ということでございます。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

公営住宅を利用する際に、２年前ぐらいに保証人

を廃止したと思うのですが、保証人廃止をして、ま

た保証人は使わなくていいですよという通知という

か、そういったものもしている中、現状どうですか、

保証人なしでお借りしている方って増えてきていま

 すか。

○當山真紀住宅課長　今数字は持ち合わせていない

のですけれども、制度のほうが改正されまして、現

在は保証人なしで契約をしているという状況でござ

いますので、今年度入居されました方についても、

 そういった形で対応しているところでございます。

○玉城健一郎委員　ありがとうございました。 

制度が運用されて２年ぐらいたっていますけれど、

何かそこで、以前、いろいろ懸念とかあったと思う

 のですが、そういった事象って起きていますか。

○當山真紀住宅課長　保証人がなくなることによっ

て、いろいろな懸念事項等も当初あったかと思いま

すが、今現状として、そういった相談とかはこちら

のほうには上がってはきていない状況でございます。 

○玉城健一郎委員　分かりました。ありがとうござ

 います。

 続きまして、公園整備の状況について伺います。

公園整備、インクルーシブ遊具の導入状況と計画

と、以前、確認したのですけれども、授乳とかおむ

つ替えをする施設の整備状況についてお伺いします。 

○仲厚都市公園課長　お答えします。 

県営都市公園については、海軍壕公園及びバンナ

公園に、車椅子の方でも使用できる遊具がございま

 す。

今後の計画として、令和６年度に沖縄県総合運動

公園及び浦添大公園で大型遊具の設置を予定してお

り、その中には、車椅子でそのまま乗れるスイング

遊具や、大きな寵、体をしっかり支える寵型ブラン

 コなどのインクルーシブ遊具も含まれております。

今後も遊具の設置や更新の際には、関係者の意見

を伺いながら、インクルーシブ遊具の導入を推進し

 てまいります。

続いて、授乳室、おむつ替え室の件ですが、現在、

県営都市公園は９公園ございます。うち、全公園に

おむつ替え施設は設置しております。３公園に授乳

 室を導入しております。

授乳室を導入していない公園については、利用者

の要望があれば管理棟の一室を授乳室として貸し出

 すなど、柔軟に対応しております。

今後も、公園利用者や関係者の意見を踏まえ、授

 乳室の導入に向けて検討をしてまいります。

 以上です。

○玉城健一郎委員　分かりました。 

前もお話ししたのですけれども、公園を使う方っ

て小さなお子さんがいるので、やはりそういった施

 設って必要だと思うのです。

私も今子供が小さいんですけど、やっぱりそうい

う施設のあるところにしか行かないので、週末に見

たら分かると思うのですが、ライカムとパルコシテ

ィがいっぱいなのは、そこが一番の要因なのかなと

 思うぐらいなんですよ。

あそこに行ったら授乳施設も全部あるし、陰だし、

そういったところなので、県立、県営の公園だった

ら、やはりこの授乳施設というのは必要だと思うの

 で。

今、管理棟を使って柔軟に対応されているという

ことですけれども、やはりそういったところは言い

づらかったりとか、例えばこういったサイトがある

のですが、そういうサイトを見たときに、そういう

のがあるかなしかというのを見て判断していくと思

うので、そこは少し前向きに検討していただきたい

 と思います。これは要望です。

続きまして、次は、今年度の土木建築部の発注事

業の県内、県外の比率、こちら金額ベースと契約ベー

 スをお願いいたします。

○森田敦技術・建設業課長　お答えします。 

土木建築部発注工事における令和５年度の実績に

ついては、２月末時点で発注件数327件、約239億円

のうち、県内企業は316件、約224億円を受注し、受

 注率は件数で97％、金額で94％となっております。

 以上でございます。

○玉城健一郎委員　ありがとうございました。 

これ、次年度の発注事業で、県内優先をどれぐら
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いやるとか、そういった見込みとか、そういった計

 画とかあるのですか。

○森田敦技術・建設業課長　令和６年度については、

県内企業の受注率は90％程度を見込んでおり、引き

続き県内企業に配慮した発注を行っていきたいと考

 えております。

○玉城健一郎委員　細かいこと、確認ですけれども。 

令和６年度ベースで、発注件数で97％で、金額で

94％という、非常に私は高くて評価をしてはいるの

ですけど、この３％が残る６％の部分というのは工

事として県内企業ができない事業を県外企業が行っ

 ているという認識でいいのですか。

○森田敦技術・建設業課長　工事によって、施工が

困難である工事であったりそういうのがありますの

で、県外の企業がやる場合もあるんですけど、その

場合でも共同企業体により発注するなど、県内企業

 に配慮して発注を行っております。

○玉城健一郎委員　分かりました。 

少しこれ気になったのが、この間の県道20号線の

ところでも、やはり県外の事業者がトップになって、

それで共同企業体となっているので、その辺りの利

益配分とかは少し気になっていたところで、これ質

 問したのですが。

県内事業者に優先発注するために、契約金額とい

うのはどれぐらいにしないといけないとかはあるの

 ですか。

国際競争だったら約22億円という金額があるので

すが、県内だったらそういった金額があるのですか。 

○森田敦技術・建設業課長　現在、土木建築部のほ

うでは、３億円以上の工事については共同企業体で

 やるような発注方法にしております。

○玉城健一郎委員　分かりました。 

では３億円以上の事業をする場合だったら共同企

業体ということで、これはもう県外の事業者とかも

 参入できるという認識でいいのですか。

○森田敦技術・建設業課長　そのとおりでございま

 す。

○玉城健一郎委員　分かりました。ありがとうござ

 います。

引き続き県内事業者優先発注というのを続けてい

ただきたいですし、県の事業として、やはりこの事

業者を育てるというのは大切なことだと思いますの

 で、ぜひ進めていただきたいと思います。

あわせて、こちらの予算には関わってこないので

すけれども、総合事務局が発注している事業、そこ

は県として、しっかり県内事業者へ発注ということ

を要請しないといけないですし、その予算というの

は、あくまで沖縄の振興予算という意味から言えば、

やっぱり県内事業者が受注するべきだと思うので、

 ぜひよろしくお願いいたします。

 以上です。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 　崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員　お願いします。 

歳出事項積算別内訳書の１ページの総括の中で、

 公園費のことについて伺いたいと思います。

奥武山運動公園の中のウオーキングコースですが、

ゴムブロックが随所に段差とかくぼみがあって、足

を取られる危険性があったということでありますが、

 この整備状況を少し聞かせてくれますか。

○仲厚都市公園課長　お答えします。 

奥武山公園のジョギングコースはゴムブロック舗

装であり、整備後、約10年が経過し、一部において

経年劣化によるひび割れ、隙間、浮き等が生じてお

 りました。

現在、浮き等が生じにくいゴムチップ舗装へ更新

 を行っております。

全長1066メートルのうち、令和４年度までに

293メートルを更新し、現在、残りの773メートルを

更新しており、今年度内には完了予定となっており

 ます。

 以上です。

○崎山嗣幸委員　ゴムチップへの切替えをするとい

うことでありますが、そういった意味で安心してウ

オーキングできると思いますが、そこぜひ残りの

700メートルを含めて、新年度からしっかりとウオー

キングできるように整備をお願いしたいと思います。 

それから、奥武山の陸上競技場が使用されて、Ｊ

１サッカー場を造るということを計画されています

が、陸上競技場がなくなって、この代替は近隣の市

町村で対応せよとの方針でありますが、あまりにも

陸上アスリートたちに冷たいのではないかというこ

との声が都市部からあります。この代替というのか、

競技場を造れとまで言わないが、多目的広場を造っ

て、その中で400メートルトラックを整備するとかに

ついての検討はできないのか、伺いたいと思います。 

○仲厚都市公園課長　奥武山公園、昭和48年に開催

された若夏国体の主会場として様々な運動施設の整

備を行い、その後、園路、広場、遊戯施設、駐車場

 等の整備を行ってまいりました。

現在、文化観光スポーツ部において、現陸上競技

場の場所にＪ１規格スタジアムの建設が計画されて
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 おります。

なお、奥武山公園に代替施設ということでありま

すけれど、Ｊ１スタジアムの事業計画を踏まえなが

ら、検討できる範囲内であればやっていきたいなと

考えておりますけれど、400メートルトラック、かな

り面積を取りますので課題はあるかなと考えており

 ます。

○崎山嗣幸委員　課題がありますので、ぜひこれは

また議論が深くなると思いますので、検討してもら

 いたいと思います。

那覇市内にある唯一の運動公園でありますから、

 よろしくお願いしたいと思います。

それから、同じく総括の中で、港湾費のことにつ

 いて伺いたいと思います。

那覇港管理組合が、最近、緑地公園環境整備計画

制度ということを導入、検討をするということで報

道がありましたが、それの事業概要、それから内容、

 予算規模、実施計画を教えてくれますか。

○呉屋健一港湾課長　お答えいたします。 

令和４年度の港湾法の改正により、港湾緑地等に

おいて収益施設の整備と当該施設から得られる収益

を還元して、緑地等のリニューアル等を行う民間事

業者に対して、緑地等の行政財産の貸付けを可能と

 する港湾環境整備計画制度が新設されております。

那覇港管理組合によりますと、当該制度の活用に

向けて、多様なアイデア、相談、声を聞き、事業、

案件創出の参考とすることを目的としまして、相談

窓口を試行的に令和６年３月まで設けているとのこ

 とであります。

今後の公民連携の具体的な進め方については、当

窓口の試行状況を踏まえて検討するとのことであり

 ます。

 以上です。

○崎山嗣幸委員　これは地方自治体連携財団と協定

を締結するということの報道ですが、事業主体は財

 団になるのですか。

○呉屋健一港湾課長　事業主体は那覇港管理組合に

 なります。

○崎山嗣幸委員　それだと財団はどういう立場にな

 るのですか。

○呉屋健一港湾課長　財団は管理組合と協定を結ん

でおりまして、協定書によりますと、財団は管理組

合の政策課題に対するＰＰＰ研究を実施し、ＰＰＰ

推進に向けた政策事例及び考察結果を管理組合に提

 供するということになっております。

 以上です。

○崎山嗣幸委員　では、民間の人がこの貸付けを受

けてカフェをやったり、レストランをやったりする

ことについては、管理組合のほうに応募して、採用

されたらできるということのシステムになるのです

 か。

 財団は関係ないというのは。

○呉屋健一港湾課長　制度上のシステムありますけ

れども、今後、今回窓口を設けていますので、それ

で応募をしていただいて、その試行状況を踏まえて

 検討するということになっております。

○崎山嗣幸委員　内容がよく分からないのですが、

要するに、港湾区域内の緑地を使って、民間の人た

ちにカフェなり、レストランなり、そういったこと

で貸付けするという制度だと思うのですが、この計

画・企画をつくって、管理組合に出して、これが認

められればできるというシステムですかと聞きたい

のですが、これは財団が何かそういうアイデアを出

して、計画していますということで、これが３月末

に締め切られるということであるものだから、応募

 者はどうなのかなということを聞きたいのですが。

○呉屋健一港湾課長　公民連携の具体的な運営の進

め方について、今後の窓口の試行的な状況を踏まえ

て検討ということでありまして、まずは、取りあえ

ず情報収集といったところから始めていくというこ

 とになっております。

○崎山嗣幸委員　いい悪いというよりかは、報道さ

れているので、どんな形でやるのかなということに

ついてあるので、これしっかりと説明できるように

 したほうがいいというふうに思います。

財団が何かアイデアを出したところと相談をして

締結をするという報道があったので、民間の人が応

募するとどうなるのかなと疑問があるので、このこ

とについては明確にできるように努めてお願いした

 いというふうに思います。

 次に行きます。

同じく港湾費の中ですが、那覇港の国際港湾化に

ついて聞きますが、前回も聞きましたけれど、那覇

港の９号、10号バースのコンテナ取扱い貨物ですが、

これは全体の貨物量の33.7％あるということを言わ

れていますが、個々の９号、10号における直近４年

 間、取扱い貨物と順位を教えてください。

○呉屋健一港湾課長　那覇港管理組合によりますと、

内貿のコンテナ貨物量は、2019年が53万4000ＴＥＵ

で全国２位となっております。また、2020年が52万

2000ＴＥＵで２位、2021年が51万3000ＴＥＵで３位、

2022年が51万7000ＴＥＵで２位となっており、外貿
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につきましては、2019年が８万8000ＴＥＵで全国

16位、2020年が８万5000ＴＥＵで16位、2021年が８万

ＴＥＵで17位、2022年が７万8000ＴＥＵで17位となっ

 ているとのことであります。

○崎山嗣幸委員　この４年間のことを教えてくれま

したが、その前の2018年からコンテナ取扱い貨物が

過去最高の59万8000ＴＥＵで、全国７番になってか

ら2019年以降の４年間を含めて５年連続、全国７番

の位置を示しているということで今ありましたが、

これは実際は内貿コンテナが51万ＴＥＵで全国に

２番になっているということの結果であって、これ

実は足を引っ張っているのが外貿の８万ＴＥＵなの

 です。

これ17位であるということを言っていましたが、

これはずっと過去５年、これが10年含めて、10年前

も外貿は８万ＴＥＵから７万ＴＥＵということで、

変化がないし、16位から17位前後でずっと続いてい

 るわけね。

だから、そういった国際貨物については、ずっと

 伸び悩んでいるわけですよね。

それで内貿が伸びて、今言っているように全国７位

ということの報告でありますが、何でこの外貿コン

テナが伸び悩んでいるのかについて、原因と課題に

 ついてどうなのかを教えてください。

○呉屋健一港湾課長　委員おっしゃるとおり、確か

 に伸び悩みがございます。

那覇港管理組合によりますと、平成15年３月の港

湾計画では、外貿コンテナ貨物として欧米向けの国

際トランシップ貨物を見込んでおりましたが、東ア

ジアの主要港の急速な発展によりまして、那覇港に

おける国際トランシップ貨物の取扱いが減少して、

 実現しなかったことが原因となっております。

○崎山嗣幸委員　航路が７航路あって、北米、中国、

アジア、台湾もそうですが、伸び悩んでいること含

めての中において、やはりこの影響を与えることも

含めて、片荷運送の問題もあると思うのですが、県

内から出す貨物がない、産業がないという、ほとん

ど入ってきて送るのが片荷運送であるという経済的

なコストの影響があると思うのですが、この片荷運

送の解消を図るというのは重要だとずっと言われて

おりますが、この計画はどのようになっていますか。 

○呉屋健一港湾課長　那覇港の輸入に対して、輸出

 が過度に少ない片荷輸送が課題となっております。

海上輸送コストが割高になる原因等の１つにも

 なっております。

それで、那覇港の管理組合においては、那覇港に

おける片荷輸送の解消は取り組むべき重要な課題と

認識しておりまして、その課題解決のために、貨物

増大と外航コンテナ航路の拡充に取り組んでいると

 のことであります。

具体的には、那覇港の利用を促進させるため、国

内外の荷主や外航船社へのポートセールスや、那覇

港輸送効率化支援事業による荷主支援等に取り組む

とともに、国際流通港湾としての機能向上を図るた

め、那覇港総合物流センターの２期、３期の整備な

 どに取り組んでいるとのことであります。

 以上です。

○崎山嗣幸委員　空コンテナについては、港湾だけ

ではなく、他部局とのことも含めて、農林水産物の

一層の拡充するとか、あるいは県内の製造業とか育

成するということによって、沖縄経済、総体的に物

を出していくということをやらないと、この片荷運

 送については解消できないと思うんですよね。

これはだから、他部局との連携をしていかないと

解消は図られないと思うのですけど、これは検討は

 されておりますか。

○呉屋健一港湾課長　那覇港管理組合によりますと、

農林水産部とか、商工労働部関係とも連携してやっ

ていきたい、そのように取り組んでいきたいという

 ふうに述べております。

○崎山嗣幸委員　トランシップの貨物の実績も聞き

ますが、ずっと一貫して、沖縄がとても地理的優位

性があるからということで、中継コンテナの獲得を

目指して、那覇港トランシップ構想というのがあっ

て、ずっとアクセスの道路、背後地の物流倉庫も造っ

たということで、外航のアジア諸国からの貨物を沖

縄を中継地点にして本土に運んだりするということ

の構想がずっとあるのですが、もうこれがほとんど

ないということを含めて、これは中継港としてのト

ランシップ貨物の方針は、どういうふうに解消を図

 ろうと思っていますか。

○呉屋健一港湾課長　那覇港管理組合によりますと、

欧米向けの国際トランシップ貨物については、東ア

ジアの主要港の急速な発展によりまして、那覇港に

おける国際トランシップ貨物の取扱いが実現しな

 かったということが現実的にございます。

そのような状況を踏まえまして、昨年３月に改定

した港湾計画の方針としまして、アジアネットワー

クと国内ネットワークをつなぐアジアの中継拠点港

としての展開を図ることとして、物流の戦略の見直

 しを行っているとのことであります。

 以上です。
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○崎山嗣幸委員　見直しというのは、どういう中身

の見直しですか。中継港としての役割は継続してい

 るということですよね。

どんな感じでこれを達成するかを聞きたいのです

 が。

○呉屋健一港湾課長　港湾計画の改定におきまして、

那覇港の強みであります特性を生かしまして、アジ

アにおける地理的優位性や流通加工等を行う那覇港

の総合物流センターの機能を生かしまして、アジア

のネットワークと国内のネットワークをつなぐ中継

 拠点を目指していくということになっております。

 以上です。

○崎山嗣幸委員　どちらにしても、中継港としての

実績はゼロだから、これからまた那覇港にアジア諸

国から荷物が入ってきて、本土に運ぶということの

 拠点にならないと実績は上がらないわけですよね。

だから、それが何でここが中継港にならないかに

ついての原因を解明していかないと克服できないと

思うので、これはぜひ、これから先にこの中継港と

しての役割を果たすようなことを努めてもらいたい

 というふうに思います。

それから、外貿の貨物量、国際コンテナが増えな

いことについて、私はトランシップは増えてこない

ことについては、難しいのではないかと思うのです

が、ただ、この９号、10号バースの北米航路から米

軍物資が入っていることが結構な量になっているの

ですが、そういった意味での北米航路からの米軍物

 資の積卸しの実態について教えてくれますか。

○呉屋健一港湾課長　那覇港管理組合によりますと、

同組合が実施している港湾法に基づく港湾調査があ

りますけれども、その貨物の種類についての調査項

目はありますが、荷主を調査する項目がないために、

米軍関係の貨物量について把握していないというこ

 とであります。

○崎山嗣幸委員　北米航路の２航路についてのトン

 数を教えてください。

 ＴＥＵで。

○呉屋健一港湾課長　北米に寄港する船主は、ＡＰ

 Ｌ社とマトソン社の２社があります。

令和４年度における米国との取扱い貨物量は、約

 ２万ＴＥＵとなっております。

 以上です。

○崎山嗣幸委員　これはずっと港湾の統計調査でも

そうですが、ＡＰＬとマトソン社の２社というのが、

北米航路プラス貨物量が合計４万487ＴＥＵと入って

いて、国際コンテナターミナルの貨物量が７万9000余

りの中の半分以上はこの北米航路から入っていると

いうことになっているのですが、その中の米軍物資

がこれだけ入っているということについては、９号、

10号は、北米航路の米軍物資によって重きを置かれ

ているということが実証されたと思うのですが、こ

 れはそういうふうに理解していますか。

北米航路、ほとんど米軍物資ではないかと、私は

 聞いているわけです。

○呉屋健一港湾課長　繰り返しになって申し訳あり

ませんが、那覇港管理組合によりますと、同組合が

実施している港湾法に基づく港湾調査では、貨物の

種類についての調査項目がありますが、荷主を調査

する項目がないため、米軍関係の貨物量については

 把握していないとのことであります。

 以上です。

○崎山嗣幸委員　これは、もう60年前から那覇港に

 下ろされているわけよね。

これは米軍の資料からも分かる。それから、開発

庁官僚ＯＢの建設部長会議の中でも、那覇港には米

軍物資が下ろされていると。この物資は、約３万

ＴＥＵあるということで、これがなくなったら９号、

10号の外貿からの荷物、ただでさえ来ないのに、米

軍物資が重きになっているのではないかということ

が分析されているので、この解決を図らないとどう

するのですかというのを提示されているわけですよ

 ね。

それで、米軍物資についての９号、10号に下ろす

 のは、ずっと続けていくのかね。

これから先、米軍の物資についてはどうやってい

くのかについて、那覇港にずっと下ろされていくの

 か、やめるのかについて聞きたい、最後に。

那覇軍港があるのに、何でこちらに下ろしている

 のかと私は聞いているわけ。

○呉屋健一港湾課長　荷主を調査する項目がないた

めに、米軍関係の貨物量については把握しておりま

せんので、なかなか答えにくいところではあります。 

 以上です。

○崎山嗣幸委員　なかなかではないよ、これ。 

何で那覇軍港があるのに、那覇港に下ろしている

 のと言っているわけさ。明確だということだから。

 もう時間ないので、終わります。

 またあとは次の機会に言います。

○呉屋宏委員長　休憩します。 

 　　　午前11時59分休憩

 　　　午後１時20分再開

○呉屋宏委員長　再開します。 
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　先ほどの玉城委員の質疑に対する答弁で技術・建

設業課長から答弁を訂正したいとの申出があります

 ので、発言を許します。

 　森田敦技術・建設業課長。

○森田敦技術・建設業課長　先ほどの玉城健一郎委

員の質問に関して、３億円以上が県外企業対象とお

答えしましたが、県内企業で施工が困難な工事につ

 いては、県外企業を対象としております。

県外企業を対象とする工事の金額に制限はござい

 ません。

 以上、訂正させていただきます。

○呉屋宏委員長　午前に引き続き質疑を行います。 

 　新垣光栄委員。

○新垣光栄委員　それでは、土木建築部の令和６年

 度の当初予算案の資料から質疑をします。

少し重複してしまう面があるのですが、その中の、

まず道路事業に関して、先ほども地域連携道路の件

 で質疑がありました。

私は、幸地インター線の件について概要をお伺い

 いたします。

○前武當聡道路街路課長　幸地インター線につきま

しては、沖縄自動車道と浦添西原線を連結し、ハシ

ゴ道路ネットワークを構築するものとして整備を

 行っているところでございます。

令和６年度の事業費につきましては、14億5000万

円を計上しておりまして、補助率は90％となってお

 ります。

 以上です。

○新垣光栄委員　そこで、これに続いて、今、池武

当のほうの事業が入ってきていると思うのですけれ

ども、その予算書の中にも池武当インターチェンジ

の整備ということで新規のほうが入っているのです

けれども、事業概要等をよろしくお願いいたします。 

○前武當聡道路街路課長　池武当インター線、こち

らもハシゴ道路ネットワークの軸を形成する道路と

して整備するものでございまして、令和６年度の事

業につきましては、要望額ですが、今、１億5000万

 を計上しているところでございます。

 以上です。

○新垣光栄委員　これを地域連携道路のほうは、ハー

ド交付金と比べて順調に事業が進んでいると思うの

ですけれども、その中で交通総合体系の中で宜野湾

横断線があると思いますが、宜野湾横断線の事業の

位置づけとか、次年度の事業、次の事業の関連する

 予算については、今どのように考えているのか。

○前武當聡道路街路課長　今おっしゃった宜野湾横

断道路、中城地区のことかと考えておりますが、そ

ちらにつきまして、ハシゴ道路ネットワークの位置

 づけをしているところでございます。

そちらの路線につきましては、今現在、最新の将

来交通量推計に基づく検討を行っているところであ

りまして、引き続き国、市町村と連携し、事業化に

 向けて取り組んでいるところでございます。

○新垣光栄委員　それで事業化に向けて取り組んで

いるということで、順調に行けば幸地インター線が

終わって池武当、そして宜野湾横断線というふうに

進んでいくと思うのですけれども、調査はもう済ん

 でいるのですか。

○前武當聡道路街路課長　路線として、調査路線と

 して位置づけて検討しているところでございます。

現在、南部東道路、幸地インター線、また、次年

度から池武当インターチェンジが事業化されるだろ

うと考えておりますが、この宜野湾道路、横断道路

につきましては、検討を進めているところでござい

 ます。

○新垣光栄委員　ぜひ、先ほども呉屋委員の発言も

ありましたとおり、今、交通渋滞の状態が違ってき

 ていると思うのです。

やはり47年前に計画したハシゴ道路の部分も進め

なくてはいけないと思うのですけれど、新たに今、

東海岸は市街化調整区域、西側がロードサイド型の

店舗、商業地や観光地が並んでしまって、どうして

も住民が住むところが中央部に集まってきています。 

それで中部は基地がありますので、どうしても交

通渋滞の要所が南部から中部に移ってきているよう

 に私は感じます。

それを高速道路と329号、58号だけでは補完が難し

 いのではないかな。

新たな横断線、そして新たな県道等の整備が必要

ではないかなと思っておりますので、そういった思

いも今回の予算の中で将来構想に向けての調査費を

どんどんつけていただきたいと思っております、方

 向性としてですね。

その辺の考え方について、部長、どうでしょうか。 

○前川智宏土木建築部長　委員御指摘のとおり、ハ

シゴ道路ネットワークの構築をすることは当然です

が、中南部都市圏の交通を考える上で、はしご道路

に加えまして、サンライズベルト構想ですが、北中

城村、中城村、両村のまちづくり計画など、それが

また普天間飛行場の返還後の跡地利用、そういった

ところも当然視野に入れまして、広域な道路ネット

ワーク計画を構築する必要があると思っております。 
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それについては、国と一緒に、また、地元の市町

村の意見も聞きながら計画を進めていくべきだろう

 と考えているところでございます。

○新垣光栄委員　その中に、予算はちょっと外れて

くると思うのですが、マリンタウンのＭＩＣＥ事業

は観光部のほうの事業だと思いますが、これに関連

して、今、那覇宜野湾線、県道38号線、それと西原

 バイパス等の工事が順調に進んでいます。

そのＭＩＣＥ事業との関連した道路網の構築が急

がれると思うのですけれども、その辺に関する予算

 等の考え方をお聞きします。

○前武當聡道路街路課長　ＭＩＣＥ関連の道路の位

置づけとしまして、まず直轄国道のほうで那覇空港

自動車道の小禄道路、あと、南風原バイパス、与那

原バイパス、西原バイパスは事業化されて、そこの

アクセス向上に資する道路になるだろうと考えてお

 ります。

県のほうでは浦添西原線――南北東西軸ですね。

あと、市内域の真地久茂地線、そういったものを鋭

 意取り組んでいるところでございます。

○新垣光栄委員　ぜひＭＩＣＥが皆さんの頑張りで

決定しているわけですから、やはり核となるＭＩＣ

Ｅを生かすも殺すもこの道路網ですね。交通渋滞対

策等が私は鍵を握ると思っておりますので、しっか

りそのＭＩＣＥを生かすためにも、沖縄の経済を活

性化させるためにも、東海岸に核となるもう一つの

経済圏をつくるためにも、しっかりとした道路計画

 をお願いしたいと思っています。

次ですね、持続可能な国際観光の景観事業という

ことで、皆さんとは関係しない予算ではあるんです

けれども、私は皆さんの沿道景観推進室を設置して

 いただいて本当に感謝申し上げます。

その中で雑草なり、高木と道路景観の事業がさら

 に進んでいくことを期待しています。

そういった中で、持続可能な国際観光景観事業の

３億円に関して、皆さんと関連する事業はあるのか

 どうか、お伺いいたします。

○奥間正博道路管理課長　持続可能な国際観光景観

事業は、世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道

景観を実現するため、～美ら島沖縄～花と樹木の沿

道景観計画で位置づけられた重点管理路線において

見せる沿道景観の整備や、官民連携による維持管理

 体制の構築などを実施することとしております。

事業の所管は文化観光スポーツ部となっておりま

すが、土木建築部としては予算を分任していただい

 て執行する体制を構築しております。

○新垣光栄委員　しっかり予算を取っていただいて、

しっかりとした見せる沿道景観の構築に向けて頑

張っていただきたいと思いますので、期待をしてお

 ります。

当初計画では、令和７年から令和８年に県道の雑

草をゼロにするという目標があったと思うのですけ

 れども、その辺は実現できそうですか。

 お伺いいたします。

○奥間正博道路管理課長　県では、先ほど御説明し

た沿道景観計画において、本計画の目標である沖縄

を世界水準の観光地にふさわしい沿道景観というこ

とで、性能規定方式による除草管理に現在取り組ん

 でおります。

令和５年度では、先島を含めた県管理道路の約５割

まで拡大しており、令和６年度においては引き続き

実施をするよう拡大に取り組んでいくこととしてお

 ります。

○新垣光栄委員　ぜひ県道の雑草ゼロを目標に頑

 張っていただきたいと思います。

電柱の無電柱化等も先ほど質疑がありましたので、

宮古以外の資料の提供をよろしくお願いいたします。 

 もう終わりたいのですが、もう一つ。

いろいろな事業を進めていく中で、人材育成等が

必要だと思うんですけれども、その辺の考えはどう

 でしょうか。

○新垣雅寛土木総務課長　お答えいたします。 

土木建築部におきましては、執務に必要な実践能

力を養うため、技術職を含めた全ての新採用職員に

対し、各所属の事業説明や現場見学など、土木建築

部新採用職員研修を実施しているほか、新採用職員

の相談役となる職員をフレッシュマントレーナーと

して指定し、職場の基本的なルール等についてアド

 バイスを行っております。

そのほか、技術職を対象とした設計積算等説明会、

ＩＣＴ施工技術育成講習会、ＣＡＤ講習会、スキル

アップセミナー等を実施しているところでございま

 す。

 以上です。

○新垣光栄委員　この土木建築部のやはり予算を執

行していく中で、職員の増員、そして技術力の向上

がスムーズな予算執行にもつながると思っておりま

すので、しっかり技術員の確保をしていただきたい

 と思っています。

その技術員の確保のために、もう一つ、民間のや

 はり技術力のアップ、技術人材育成も必要です。

そこで私たちは、建設コンサルタント業、土木の
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コンサルタントの最低制限価格を上げていただいて、

しっかり人材が確保できるようにということで全会

一致で採択したのですが、その辺はどういう状態に

 なっているか、最後にお伺いして終わります。

○森田敦技術・建設業課長　お答えいたします。 

建設に係る業務委託の最低制限価格については、

建設業関連就業者の高齢化や離職が進む中、将来の

担い手の育成に向けた経営基盤の確保に資するため

にも、現状分析を踏まえた最低制限価格等の入札制

度の見直しは有効な対策であることから、令和５年

12月から、沖縄県建設業審議会において、これまで

 ３回審議を行っております。

最低制限価格の見直しについては、沖縄県建設業

協会や沖縄県測量建設コンサルタンツ協会等から様

々な意見を聞きながら、沖縄県建設業審議会におい

て慎重に審議をしていただいているところでありま

 す。

 以上でございます。

○新垣光栄委員　ぜひ、今観光業の人材育成の予算

はついてるのですけれども、そういった建設業界の

――沖縄県の主要産業だと思うんですよ、私は。 

その技術者がいなくなると、そういった予算執行

面でも障害が出てくるし、社会の構築、インフラの

構築にも支障を来すと思いますので、しっかりその

辺まで考えて事業を進めていただきたいと思います。 

 以上です。

○呉屋宏委員長　島袋恵祐委員。 

○島袋恵祐委員　よろしくお願いします。 

まず、中城湾港泡瀬地区についてですが、国、県、

 沖縄市の役割分担について、確認いたします。

○呉屋健一港湾課長　お答えします。 

中城湾港泡瀬地区開発事業は、地元からの強い要

請に基づき、沖縄本島中部東海岸地域の振興を図る

目的で実施しており、国、県、沖縄市の３者が連携

 し、事業を推進しております。

それぞれの役割については、国は中城湾港新港地

区の航路等のしゅんせつ土砂を活用して埋立てを

 行っております。

県は海洋レクリエーション機能の整備及びスポー

ツコンベンションの形成を図るため、アクセス橋梁、

臨港道路、人工海浜、緑地等の整備を行っておりま

 す。

沖縄市は、スポーツ、健康・医療、交流・展示を

メインテーマとし、県民や市民、観光客が交流、健

康づくりを行える空間の創出などのまちづくりを図

 ることとしております。

 以上です。

○島袋恵祐委員　そこで少し伺いたいのですが、先

日の一般質問でも取り上げたのですけど、この人工

海浜の先行使用が次年度から行われるということで、

先行使用をさせてもらいたいというのは、沖縄市か

らの要望が県にあったということで理解していいで

 すか。

○呉屋健一港湾課長　そのとおりであります。 

○島袋恵祐委員　人工海浜ビーチの先行使用につい

てですが、やはり幾つか先行使用するに当たって、

懸念していることがあって、一般質問では環境保全、

コアジサシの件で聞いたのですが、今回は防災の件

を少し聞きたいのですけれども、先行使用に向けて、

防災計画などは今きちんと作成されているのでしょ

 うか、伺います。

○呉屋健一港湾課長　人工海浜の使用時の防災とい

うことの質問で考えておりますが、人工海浜の部分

使用に当たっての安全確保については、工事箇所に

 隣接した使用となります。

海浜利用者に対して、工事区域内への侵入防止対

 策などの安全確保を図ることとしております。

沖縄市によると、人工海浜の部分使用時の津波対

策については、高台となっております載荷盛土や橋

梁を避難箇所として活用したいとのことであります。 

県としては、沖縄市と協力し、安全確保に努めて

 まいります。

 以上です。

○島袋恵祐委員　今、課長の答弁の中で、これ載荷

盛土の件があったのですけれども、これ載荷盛土は

県が設置していると思うのですが、これの目的は何

 ですか。

○呉屋健一港湾課長　載荷盛土というのは、この埋

立て時によくある軟弱地盤になりますので、圧密沈

下を促進させるためにおもしという意味合いで載荷

 する盛土でございます。

 以上です。

○島袋恵祐委員　沖縄市は、それを津波とか発生し

 た場合の避難に使いたいということなのですか。

そもそもそういうためのものではないということ

 の理解でいいですか。

○呉屋健一港湾課長　機能的には、載荷盛土という

のは圧密沈下を促進させるためのものでありますが、

ただ高さ的に高台となっておりますので、それを活

 用したいということでございます。

○島袋恵祐委員　この載荷盛土で、例えば、先行使

用の際に受入れした使用人数とかそういったものも、
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そこで賄えるということですか。避難に耐え得るぐ

 らいの広さとかがあるのでしょうか。

○呉屋健一港湾課長　この平場の面積ということに

なると思いますけれども、これはビーチフェスタと

いう類いのビーチを活用した――これまで年に１度

開催されていますが、それの参加人数が1500人程度

というふうになっておりますので、今回、載荷盛土

ということで設けてあります平場については、4300平

米ほどございますので、十分な広さは有していると

 いうふうに考えております。

○島袋恵祐委員　ちなみに少しお伺いしたいのです

が、2011年の東日本大震災、大きな津波が発生しま

した。同じ規模の地震が発生し、同規模の津波が発

生した際に、この潮乃森、また東部地域に津波の到

達時間、また高さどのぐらいになるかという推計は

 出ていますか。

○呉屋健一港湾課長　今委員がおっしゃった地震と

は別に、沖縄県のほうでは津波の想定地震というの

をやっておりまして、津波の想定のシミュレーショ

ンに基づくものでいきますと、津波の遡上高が標高

 の6.1メートルということになっております。

 以上です。

○島袋恵祐委員　今、沖縄市の説明では、この載荷

盛土、また、橋梁を使って避難するということで、

沖縄市自身がそこに防災の何か施設を造るとか、ど

ういった土地の活用をするのかということは今まだ

 計画としてはないのでしょうか。

○呉屋健一港湾課長　載荷盛土を利用して避難する

という計画はございますが、それ以外のものについ

ては、今のところ特に施設を設けるということはご

 ざいません。

○島袋恵祐委員　先ほども聞いていて、やはりそれ

ぞれ国、県、沖縄市の役割があるとなると、沖縄市

は土地の利活用についての部分での、検討というか

 分担があると思います。

沖縄市から今回、ビーチの一部を使用させてほし

いということで要請もあったということも先ほどの

答弁で分かりましたが、やはりしっかりとこの防災

計画、地震が発生した際に津波が押し寄せてくるか

もしれない。そういう際にきちんとその利用者が安

全担保ができるようなものをしっかりと計画を示す

必要があると。今の話だと、この沖縄市の状況では、

 僕はまだ足りていないと思うのですよ。

なので、県としてもしっかりと沖縄市に対しても、

そういうものをしっかりとつくってほしい、また連

携して、そういった防災計画をしっかりとつくらな

いことには、この一部先行利用を、私はまだ懸念材

料が残っているという認識ですけれども、その辺ど

 うでしょうか。

○呉屋健一港湾課長　人工海浜の部分使用時の海浜

被災の案内時に、安全管理に関する周知は十分に行っ

ていただきたいということで、防災意識をまず高め

てもらうということも一つ、手ではないかなと思っ

ていますので、この辺については沖縄市と調整を図っ

 ていきたいと考えています。

○島袋恵祐委員　もちろん県としても指導してやっ

てほしいのですが、この沖縄市の皆さんの役割分担

もされているわけですから、そういったところの責

任を果たしてもらうということも、しっかりと県の

 ほうから申出をしていく必要があると思います。

 では、次に行きたいと思います。

県道20号線、道路整備のところですけれども、こ

の県道20号線の泡瀬地区橋梁のところではなくて、

陸側のところで少し聞きたいのですけれども、今年

 度の取組を教えてください。

○前武當聡道路街路課長　県道20号線、胡屋泡瀬線

につきましては、胡屋交差点から高原交差点まで整

 備を取り組んでいるところでございます。

今年度、年度当初に胡屋交差点からコザ中学校の

間での延長680メートルにつきましては、暫定供用し

 たところでございます。

コザ中学校前から高原団地入り口に向けましては、

用地交渉は任意交渉を続けているところでございま

 す。

また、主要渋滞箇所になっております高原交差点

につきましては、今年度、都市計画変更に向けた手

 続を開始しているというところでございます。

○島袋恵祐委員　今出た次年度の取組、高原十字路

 の渋滞が今、本当に慢性化しています。

地元の人から話を聞くと、2015年に北中城村のほ

うに大きいショッピングセンターができて、土日も

常に渋滞しているという声もあって、あそこの渋滞

対策が急がれると思うのですけれども、どういった

 ことを今計画しているのでしょうか。

○前武當聡道路街路課長　そちらの主要渋滞箇所を

まず優先的に進めていこうということで、今年度か

ら次年度にかけて、都市計画のまず変更を進めてい

こうということで、次年度に都市計画決定、変更の

 手続を経たいと考えております。

それから、用地取得に向けた現地測量等を行って

 いくというところになります。

一方で、以前委員がおっしゃっていた、既存の交
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差点の中で何かしらの対策が取れないかなというこ

 とも並行して検討しているところでございます。

○島袋恵祐委員　すぐ小学校、中学校もあって、登

校また下校時も、多くの学生児童がそこを歩くわけ

 ですよね。

事故も多くなっている状況と聞いていますので、

 やはり早期の対策をしっかりやってもらいたいと。

この20号線の次年度の取組、何を今、計画されて

 いるのか確認させてください。

○前武當聡道路街路課長　令和６年度、こちらにつ

きましては、まずコザ中学校前から高原団地入り口

までは、引き続き用地取得に向けた任意交渉も継続

 していこうというところです。

高原交差点につきましては、先ほど来お話しさせ

ていただいています都市計画変更の手続に向けて今

取り組んでいるというところで、令和６年度の予算

としましては約１億1700万を計上して、早期整備に

向けて取り組んでいこうというところでございます。 

○島袋恵祐委員　地元からも、もう本当に早く整備

してほしいという声もありますので、ぜひ早期の事

 業完了をお願いしたいと思います。

次に、高原団地ですけれども、団地の公営住宅の

 件ですが、高原団地の今の状況を教えてください。

○當山真紀住宅課長　県営住宅高原団地の令和６年

 度の取組についてお答えします。

県営高原団地建て替え事業につきましては、令和

４年３月より、第１期本体工事に着手しておりまし

 て、本年３月末に完成予定となっております。

それから、令和６年度は、６月１日より既存団地

住民の新住棟への入居を開始する予定となっており

まして、引き続き第２期解体工事、地滑り対策工事

などを実施し、それから第２期の本体工事に着手し

 てまいります。

 以上です。

○島袋恵祐委員　１期工事の建設工事が完了したと。

２期工事をまたやっていきますよということですが、

これ当初の予定どおり進んでいるという理解でよろ

 しいのでしょうか。

○當山真紀住宅課長　予定どおり進んでおります。 

○島袋恵祐委員　今回、１期工事ですけれども、建

て替える前と比べて戸数は増えているのか、それと

 も同じなのか確認させてください。

○當山真紀住宅課長　まず、住宅の建て替えに関し

てですが、複数棟の住棟を集約するという形で建て

替えするというものが、建て替え事業となっており

 ます。

その中で、１期工事に関しましては今回、完了と

いうことになりまして、今後また２期、３期と続い

ていくわけですけれども、戸数の増加、どれだけ増

えるかということに関しましては、この事業の全体

を通してということで考えてございますので、そち

 らでお答えさせていただきます。

高原団地の建て替え後の戸数は273戸を予定してお

りまして、建て替え前の248戸より25戸増加する予定

 となっております。

○島袋恵祐委員　25戸増えるということで理解をし

 ました。

 次、５番の公園整備に行きたいと思います。

県総合運動公園についてですけれども、海岸線の

ほうに貝殻をモチーフにしたあずまやがあるのです

が、そこの整備が大分長い間遅れていると思います。 

私も現場を見てきたのですが、要するに、防止線

とか張られて整備がされていない状況ですけれども、

 いつ修繕に着手するのか教えてください。

○仲厚都市公園課長　お答えします。 

県総合運動公園南側、海岸側に設置している３戸

のあずまやだと、今、認識しておりますけれども、

当あずまやは屋根及び柱のほうにクラックが生じて

 おりまして、現在、使用禁止にしております。

あずまやはもう撤去する必要があると判断してお

りますので、令和６年度に撤去作業を実施したいと

 考えております。

 以上です。

○島袋恵祐委員　そのほかにも、歩道のところに木

材で造られた柵があって、それも塩害とかで朽ちた

りして、壊れているような状況もあるのですけれど

も、その整備も急がれると思うのですが、計画等は

 どうなっているでしょうか。

○仲厚都市公園課長　斜路の件でよろしいでしょう

 か。

斜路は現在、腐食等によって進入禁止にしており

ます。この斜路についても撤去する必要があると今

判断をしておりますので、今後、撤去に向けて検討

する業務が多々ありますので、その検討を踏まえて、

実際、撤去する時期を確定したいと考えております。 

○島袋恵祐委員　あそこは多くの県民がウオーキン

グとかで利用したり、子供たちも歩いたりとかする

中で、ずっと工事があって、安全面でも不安ですし、

また海もすぐ近くにあるということで、やはり子供

が海に落下するということの危険性もあるというこ

となので、早期の取組で、撤去するなら早く撤去を

 すると。
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柵も早く直して、この立入禁止とかそういった表

示さえも、もう古くなって見えなくなっているとこ

ろもあるので、ああいうのもすぐに替えられると思

 うわけですよね。

やはりそういったものもちゃんと、しっかりとチ

ェックをして、早め早めのそういった動きをやって

 もらいたいと思うのですけれど、どうですか。

○仲厚都市公園課長　委員の御指摘どおり、看板等

とかは消えかかっているものとかというのは、認識

 はしております。

今回、指定管理者とともに現場のほう早急に確認

しまして、対応策等を検討していきたいと考えてお

 ります。

○島袋恵祐委員　ぜひよろしくお願いします。 

最後に少し確認ですけれど、土木建築部、これま

でも質問してきた中で、やはり事業が遅れていたり

とか、そういった部分で予算がなかなかつけ切れな

いとか、そういったものもあると同時に、この労働

 環境の問題も一つあるのかと思っています。

今回、４月からいわゆる働き方改革の中で、2024年

問題と言われているものがあるのですけれども、そ

れはやはり労働者を守るための法律として一つ有効

だと思うのですが、県としても必要だという認識な

 のかどうかをまず確認させてください。

○森田敦技術・建設業課長　土木建築部では、長時

間労働の是正に関する取組として、週休２日の導入

や、請負業者の裁量により工事着手時期が選択でき

る余裕工期の設定などの適正な工期の確保に努めて

 おります。

○島袋恵祐委員　県としても、ちゃんと事業者に必

要だという認識で取り組んでいくという理解でいい

 のですか。

○森田敦技術・建設業課長　はい、そうです。 

 そのとおりでございます。

○島袋恵祐委員　この問題が取り沙汰されて、この

24年問題、働き手がいなくなるとか、そういったと

ころがちょっとマスコミの中ではクローズアップさ

れて、労働者自身の環境であったりとか、雇用を守

るという観点が何か少ないなというところが私自身

の認識としてあるのですけれども、５年間猶予もあっ

たということですけれども、実際これがこの５年間

猶予があった中で、県内における業者の皆さんが取

組等々もしっかりとやられているかどうかというの

 を、皆さんとしては把握していますか。

○森田敦技術・建設業課長　土木建築部においては

週休２日を推進しているところではあるのですけど、

令和４年度の週休２日については、工事において73％

 達成されております。

令和３年については68％で５％上昇したというこ

 とになっております。

○島袋恵祐委員　今、本当に働き手不足という、建

設業界の中でも大きな問題になっている中で、そう

いった労働環境、また待遇改善もしっかりと図って

いくということ、皆さんとしてもこれまでも取り組

んでいると思うのですけれども、やはりそういった

ことがしっかりされないと、いろいろな事業等々に

 も支障というのは出てくると思うわけですよ。

なので、しっかりと皆さんとしては週休２日、ちゃ

んと賃金を引上げ――労務単価どおりの賃金が、しっ

かりと事業者から払われるような仕組み、取組を強

化をしてもらいたいと思うのですけれども、最後、

 部長、見解を聞かせてください。

○前川智宏土木建築部長　2024年問題をきっかけと

しまして、担い手の確保というのは非常に重要な課

 題だと思っております。

先ほど技術・建設業課長からも申し上げましたが、

週休２日に加えまして、見積り尊重宣言などによる

技能労働者の賃金の確保といったところ、業界団体

ともよく意見交換をしながら、一体となって取り組

んでいくべき課題だというふうに認識しているとこ

 ろでございます。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 　比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員　部局別の説明資料でお願いします。 

令和６年度のこの予算の特徴として、国のほうで

もこの防災・減災の対応、国土強靱化のための予算

ということで厚くしているみたいなのですが、沖縄

県におけるこの耐震化や老朽化、これの遅れている

 分野について対応はどうなりますか。

○新垣雅寛土木総務課長　お答えいたします。 

土木建築部が所管する社会基盤施設については、

定期的な点検を実施し、長寿命化計画等に基づき、

 耐震化と老朽化対策に取り組んでおります。

土木建築部の所管施設で、耐震化、老朽化対策が

遅れている分野といたしましては、海岸施設が挙げ

 られます。

進捗状況といたしましては、管理する海岸延長約

173キロメートルに対し、耐震化の状況は31キロメー

トル、率にしまして約18％の進捗となっております。 

 以上です。

○比嘉瑞己委員　今、海岸のほうのお話がありまし

たけれども、ほかにも道路、治水、空港、ここに述
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べている分野がありますが、ほかは大丈夫なのです

 か。

○奥間正博道路管理課長　県が管理する道路、橋に

ついては、災害直後から発生する緊急輸送路に必要

な緊急輸送道路上の橋梁等を優先して、老朽化対策

 及び耐震化を進めております。

優先する橋梁215橋のうち、老朽化対策の実施状況

については、令和４年度末までに177橋、約82％となっ

ており、耐震化の実施状況については141橋、約66％

 となっております。

引き続き大規模災害等に備えた、強くしなやかな

県土づくりの推進のため、道路橋における老朽化対

 策及び耐震化の推進に取り組んでまいります。

 以上です。

○比嘉瑞己委員　他の治水、空港、住宅、公園、港

湾、下水道とあるのですけれども、全部でなくても

いいのですが、ちょっとここは手を打たないといけ

 ないなというものがありましたら教えてください。

○前川智宏土木建築部長　本県は島嶼県でございま

すので、被災時にはやはり物流というところが、緊

 急輸送道路含めまして重要だと思っております。

先ほど、道路の現況につきましては道路管理課長

が答えた部分でございますが、その他の港湾につき

ましては、岸壁を耐震化するという取組をしており

ますが、現在のところ８港のうち３港しかできてい

 ないというところがございます。

それから下水道施設につきましても、管路につい

ては117キロのうち４割弱というところで、耐震化が

十分ではない施設もございますので、そういったと

ころを重点的に取り組む必要があると考えていると

 ころでございます。

 以上でございます。

○比嘉瑞己委員　この間、水道のほうの破裂が、欠

陥があって大変な被害になりましたけれども、ここ

は常に点検していって対応していかないといけない

 と思うのです。

 一方で、このハード交付金が減らされている。

一方で国は、防災・減災には力を入れますよとやっ

ているのですが、この予算を獲得していくに当たっ

て、どのようなスタンスで臨んでいけばいいと考え

 ていますか。

○前川智宏土木建築部長　予算要求に当たりまして

は、この予算減額の影響が具体的にどのように生じ

ているかというところを、具体的に事例をもって説

明をしながら、必要額の確保を訴えていきたいと思っ

 ております。

また、関係要路への要請など、併せて取り組んで

 いきたいと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員　部長、その際にあっても、今、皆

さん省庁予算の獲得とかでも頑張っているんですけ

ど、やはりこの一括交付金が自由度が高い、ちゃん

と県の判断で使えるという意味で、一番そこが求め

 られていると思うのですよね。

その確保に当たって、こういった実態もしっかり

と示して、だから一括交付金が増額が必要だという

根拠をつくっていくべきだと思いますが、再度いか

 がですか。

○前川智宏土木建築部長　委員御指摘のとおり、予

算減額に伴いまして、様々な支障が生じているとこ

 ろでございます。

そういったところは、具体的な支障の状況等もよ

くまとめて、国に訴えていきたいと考えているとこ

 ろでございます。

○比嘉瑞己委員　頑張ってください。 

続いて、事項別積算内訳書でいきたいと思います

 が、先ほども働き方改革のお話がありました。

それで、この時間外労働規制というのが、これま

で建設分野は５年の猶予があったけれども、次年度

 からスタートすることになっています。

この猶予をもらった理由というのも、この建設業

界の人手不足が原因だったというふうに理解してい

ますが、県内の建設労働者の数、あるいはトラック

の運転手の数とかは、推移をどのようになっていま

 すか。

○森田敦技術・建設業課長　お答えいたします。 

県の労働力調査によると、過去３年間の沖縄県の

建設業就業者数は、令和４年度は６万9000人、令和

３年度は７万1000人、令和２年度は６万9000人となっ

 ており、７万人前後を推移しております。

また、国の運輸要領によると、トラック事業者数

は、令和４年度は856事業者、令和３年度は860事業

 者、令和２年度は857事業者と推移しております。

○比嘉瑞己委員　まだ維持はできているのかなとい

う印象もありますが、ただ、私たちが地域に出てい

くと、どこも人が足りないよという声は聞いており

ますので、実態はもっと深刻なのかなというふうに

 思っています。

国もここに問題意識を持っていて、予算とかもつ

けているかと思うのですが、皆さんの説明の中でな

かなか見えないのですけれども、こういった時間外

労働規制に対する県の対応策とか、何とか事業とい

 うのがあるんでしたら教えていただけますか。
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追加で、この時間外労働規制に対応する事業とい

 うのがあるのか。

もしなければ、例えばですけれど、この担い手不

足への対策という形で、何らか対策を取っていらっ

 しゃるのか。

 これは商工の分野になるのかな。

○森田敦技術・建設業課長　直接的な補助とか、そ

ういうものではなくて、技術・建設業課のほうで建

 設産業ビジョン推進事業というのがございます。

これは、沖縄県建設産業ビジョン2018を推進する

 というような事業、委託費になっております。

それと、あともう一つ、経営支援に関する取組と

して、建設業経営力強化支援事業として1313万円、

 そういう事業もございます。

○比嘉瑞己委員　これ、政府もこの規制はかけるの

だけれども、その根本問題に対してどういった対応

をしていくのかというのがなかなか見えていないと

 思うのです。

業界の努力だけに頼っていないかというところで、

 それで質問をいたしました。

県としても何ができるかというところをしっかり

 研究していただきたいと思っています。

その対応の一つ、県でもできる中で、公共工事で

入札制度があるわけですから、せめてこの公共工事

の分野で、この入札制度を活用して担い手不足を解

消していく、時間外労働を規制していくというのが

 仕組みとしてできるのではないかなと思います。

この間、皆さんも入札制度いろいろ改善を重ねて

きていると思うのですけれども、こういった働き方

改革という視点から、今の県の入札制度というのは

 どのようなことをやっていますか。

○森田敦技術・建設業課長　お答えいたします。 

土木建築部では、長時間労働の是正に関する取組

として、週休２日の導入や請負業者の裁量による工

事着手時期が選択できる余裕期間の設定など、適正

 な工期の確保に努めております。

また、労務費見積り尊重宣言促進モデル工事を試

行するなど、技能労働者の適切な賃金水準の定着を

図り、建設産業の担い手確保に向けて取り組んでい

 るところであります。

引き続き建設産業の働き方改革を考慮した工期の

設定であるとか、賃金水準及び担い手の確保に取り

 組んでいきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員　今上げた分野はどれも大切で、も

う一つ付け加えるとしたら多重下請、これの規制と

 いうのも、特に沖縄では課題だと思うのです。

皆さんそういう問題意識を持っているのだけれど

も、それを本当にどうやって担保するのか、入札制

 度の中で、ちゃんとその仕組みがあるのですか。

○森田敦技術・建設業課長　現在、先ほど申し上げ

た労務費見積り尊重宣言というものがありまして、

これは元請業者が下請に出すときに、下請は労務費

用、条件明示に記載してくださいというような制度

でありますので、それを引き続き県として推進して

 いこうというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員　今期の議会で何回か、設計労務単

価のお話を議会でも取り上げさせていただきました。 

そういう目安となるものがあるけれども、実際の

現場ではそのとおり支払われていないということを

 指摘してきました。

皆さん、そういった中で労務費の宣言に取り組ん

だと思うのですけれども、ただこれは宣言だけして、

では実際に反映されたのかというところまでの検証

 はなかなかできていないのかなと思いました。

それで、この間も提案させていただきましたが、

総合評価方式の中で、実際に賃上げをしたところに

加点をするという仕組みを導入すべきじゃないかと

いうことを提案したのですけれども、その検討があ

 りましたら状況を教えてください。

○森田敦技術・建設業課長　お答えいたします。 

賃上げを実施した企業に加点する措置だと思うの

ですけれど、現在、国が行っている賃上げに対する

加点と同じようなことは今、県ではまだ行っており

 ません。

県のチェック体制であるとか、組織であるとか、

その辺を整備しないとなかなかできないと考えてお

りますけれど、あと、今、商工労働部のほうでやっ

ております沖縄県所得向上応援企業認証制度、この

 認証を受けた企業に加点をすると。

これも賃上げに資するものだと考えておりますの

で、その辺を整理して、すぐ県ができるようなもの

 を考えていきたいと思っております。

○比嘉瑞己委員　ありがとうございます。 

私も商工労働部がやっているこの認証制度、すご

く注目していて、この間は従業員の奨学金を返済す

る認証企業の皆さんを県も応援しようという形で、

どんどんこの認証を取得することが企業にとっても

 すごくブランド的になっていますよね。

こういうのを取って、公共工事でもちゃんと評価

されるのだというようなものをつくれば、すごく県

 全体にいい影響を与えると思っています。

部長にこの点お聞かせいただきたいんですけれど
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も、本会議でこれ度々やっていて、もう国は既にやっ

ているわけですよ。実際に賃上げしたところを評価

 する。

これやはり、人の問題であれば、スタッフをちゃ

んと増やして、県経済、建設労働関係者が７万人で

すか、労働者の約１割と言われている県内ですから、

公共工事が変わると、民間の工事も変わっていくと

思うので、ぜひこの総合評価方式のさらなる改善、

特にこの加点の方式、賃上げ企業をちゃんと評価す

るというところを、ぜひ次の年度では実現していた

 だきたいのですけど、いかがですか。

○前川智宏土木建築部長　建設業界に限らず、担い

 手の確保が重要な課題だという認識でございます。

その確保に向けまして、様々、土木建築部ででき

る入札制度で取り入れられる部分は、積極的に国の

状況なども調査しながら、導入に向けて取り組むべ

 きだと思っております。

それから、他部局で取り組んでいる制度につきま

しても、こういったところを活用することによって、

その企業のイメージもアップするでしょうし、お互

い、担い手を確保するという相乗効果もあろうかと

思いますので、そういった面も含めて検討してまい

 りたいと考えております。

○比嘉瑞己委員　ありがとうございます。 

ぜひその好循環をつくっていただきたいと思いま

 す。

次に、少し住宅政策を伺いたいのですけれども、

県営住宅の建て替え等々、御奮闘されていると思う

んですが、一方で、うちの会派では、今、特に高齢

者の皆さんが住居に困っている、障害者の皆さんが

困っているというところをすごく課題として持って

いて、制度としてセーフティーネット登録住宅、要

配慮者向けの住宅の制度があるみたいですけれども、

 県内の状況をまずお聞かせください。

○當山真紀住宅課長　まず、県と沖縄県居住支援協

議会では、住宅の確保が困難な世帯を支援するため、

あんしん賃貸支援事業などで、委員御質問されまし

たセーフティーネット住宅、こちらの登録制度や、

サービス付高齢者向け住宅などの情報提供を行って

 いるところでございます。

まず、セーフティーネット住宅につきましては、

住宅確保、要配慮者の入居を拒まない登録住宅と、

それから住宅確保要配慮者専用の専用住宅がござい

 ます。

その専用住宅の登録数というものは、現在23戸と

 なっております。

○比嘉瑞己委員　沖縄県でまだ23戸しかないんです

よね。高齢化社会を迎えるに当たって、このセーフ

ティーネット住宅というのはますます重要だと思っ

 ています。

 県内でなぜ進まないのか教えてください。

○當山真紀住宅課長　この住宅確保要配慮者の入居

を拒まない専用住宅の登録の戸数、今23戸というこ

とでお答えしましたけれども、こちらを増やすため

には、賃貸人が住宅を提供しやすい環境整備という

 ものが必要であると考えております。

まず、そのためには、地域における住宅部局と福

祉部局、こちらが連携した居住支援体制づくりがま

ず必要であると考えておりまして、県と沖縄県居住

支援協議会のほうでは、地元市町村での居住支援協

議会の設立支援に向けて取り組んでいるところでご

 ざいます。

○比嘉瑞己委員　やはり県が、県の居住支援協議会

を持っているけれども、市町村での協議会の立ち上

がりがまだまだというところらしいんですけれども、

今幾つあるのか、今後はどういうふうに増やしてい

 くのか教えてください。

○當山真紀住宅課長　今年度、去る２月になります

けれども、県内で初めての市町村の居住支援協議会

として、沖縄市のほうで設立がされたところでござ

 います。

今後、沖縄市を皮切りといたしまして、引き続き

県の居住支援協議会のほうでは、そのほかの市町村

協議会の設立に向けまして、例えばシンポジウムの

開催ですとか、市町村職員、それから福祉、不動産

の事業者、こういった方たちとの勉強会などを現在

開催しておりまして、関係者間のつながりをつくり

ながら、情報提供や助言を行っていき、また引き続

き市町村の協議会立ち上げに向け、取り組んでいく

 ということで考えております。

○比嘉瑞己委員　今、住宅課の皆さんとやり取りし

ていますけど、中身的にはかなり福祉面の制度でも

 あると思うのですよね。

そういった中で、市町村も所管がはっきりしない

ような面もあると思うのですが、しかし求められて

いる事業ですので、皆さんは、県としては福祉部を

巻き込んでやっているみたいなのですけれど、そう

した市町村が手を挙げやすいように、もっと県とし

てもいろいろなやり方があると思うのですが、どう

 いった形で進めていきますか。

○當山真紀住宅課長　委員がおっしゃるように、住

宅部局と福祉部局というところの連携というのは、
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これまでも課題であるというふうに感じているとこ

 ろでございます。

県の協議会のほうでは、庁内の住宅部局、それか

ら福祉部局、また福祉関係で言いますと、沖縄県社

会福祉協議会、それから沖縄県地域包括在宅介護支

援センター、こういった団体を沖縄県の居住支援協

議会のほうで会員としまして、情報共有などを今図っ

 ているところでございます。

また、国のほうの動きとしましては、住宅セーフ

ティーネット法の改正を検討していると聞いており

 ます。

この改正法におきましては、現在、法律を所管し

ております国土交通省と、それから厚生労働省、法

務省、こちらのほうで共同で検討会を開催しており

まして、制度や事業などの面で、一層連携ができる

 ものと考えているところでございます。

○比嘉瑞己委員　頑張ってください。 

次に、奥武山公園、私からも伺いたいのですけれ

ども、昨年、ＮＡＨＡマラソンを完走できなかった

んですけれど、私も練習していて、奥武山があんな

に人気のある、市民の皆さんにとって利用されてい

 る公園だというのを改めて認識しました。

幾つか要望を聞いてきたのですが、仕事を終えて

夜に練習する方が多いのですけれど、照明がもっと

あったら安心して、女性でも行けるなという話と、

あと、朝練習して仕事に行く方もいらっしゃって、

このシャワーの施設があるとさらに助かるなという

 ことでした。

体育館とか施設の中にあるそうなのですけれども、

朝夜も利用できるシャワー施設等も検討できないか

 ということですが、いかがですか。

○仲厚都市公園課長　御質問の照明の件ですけれど、

照明については現場のほうに確認しながら、整備の

必要性について検討をしてまいりたいと考えており

 ます。

シャワー施設に関しては指定管理者と、開園時間

がございますので、それが何時から何時までが延長

が必要なのかというのも、やはり利用者の意見を確

認しながら、検討できる範囲で調整していきたいと

 考えております。

○比嘉瑞己委員　よろしくお願いします。 

最後に、識名トンネルを少し聞きたいのですけれ

ども、地域から照明が切れていますよと、暗いとい

 うことで、定期的に来るのです。

ふだん私も使っているときに、全部はついていな

 いのですよ。

僕はもう半分ぐらいでも十分明るいなと思ってい

たのですけど、少し前はその半分よりももっと消え

ていて、昼間でも暗くてすごく危険だということで

すけれども、この照明の管理はどういうふうになっ

 ているのですか。

 全部はつけないのですか。

○奥間正博道路管理課長　識名トンネルの照明が点

灯しないということの苦情は、我々のほうにも幾つ

 か来ております。

現在、識名トンネルにおいては、全ての照明施設

をＬＥＤ化する工事を令和６年２月に契約を終えて

おりまして、令和６年10月末までには工事を完了す

る予定でおりますので、それ以降は全ての照明が点

 灯するようになると考えております。

○比嘉瑞己委員　その間どうするのかという話――

大丈夫だと思うのですけれど、ちゃんと、工事が完

了するまでの間もしっかりと安全に気をつけて運営

 してほしいと思います。

 終わります。

○呉屋宏委員長　続いてまいります。 

 　照屋守之委員。

○照屋守之委員　お願いします。 

県道37号線の舗装工事、県が非常に厳しい中頑張っ

てもらって、今進んでおりますけれども、あと少し

残っていて、次の修繕というか、その説明をお願い

 できますか。

○奥間正博道路管理課長　県道37号線は沖縄本島か

ら海中道路や平安座島等の周辺離島につながる、重

要な生活、観光及び物流道路だと認識しております。 

近年、増大する交通量に伴い、舗装が破損してい

 るところであります。

県では、優先度の高い区間から補修工事を行って

おり、今年度末に工事を１件、また次年度――令和

６年度に工事をさらに１件発注する計画となってお

 ります。

なお、県道33号線との交差点から海中道路までの

区間については、令和６年度末までに舗装、補修を

 完了する見込みとなっております。

○照屋守之委員　ありがとうございます。 

そうですよね、だから土木建築部が考えていたよ

うに、この道路を造った当初より通行量もかなり増

えて、一番厄介なのは石油、燃料のタンクローリー

 が頻繁に通るんですよね。

行くときは空っぽで通るのだけど、帰りはあれは

相当な燃料を積むから、かなりそういう面では道路

は負担感があるのではないかと思うのと、最近、観



－241－

光客が海中道路も含めて、結構多いものですから、

多分、当初の道路計画より非常に通行量が増えて、

土木建築部も苦慮していて、その県道33号線から海

中道路まで令和６年度末に２件工事発注する、この

延長でどのくらいあるのですか。それで完了すると

 いうことですか。

○奥間正博道路管理課長　県道33号線の交差点から

海中道路までの区間は3.3キロメートルございまし

て、隣接する区間ということで、その区間を令和６年

度末までには舗装を全て改修しようということで進

 めております。

○照屋守之委員　ぜひお願いします。 

何か土木建築部が頑張ってやろうとしたら、その

アスファルトの傷みをチェックしたら、逆にまたそ

のアスファルトの関係もあって、そのアスファルト

の厚みを増やしてやったという、いろいろ御苦労な

 さっているみたいですけれども。

やはり、この２件の工事もそういうふうな可能性

 もあるのですか。

○奥間正博道路管理課長　現在行っている計画では、

 舗装構成もさらに厚い計画で行っております。

こちらは33号線が４車線ということで、その交差

点を委員がおっしゃるとおり大型車が平安座島に向

けて多くなっていて、その影響で傷みが激しくなっ

ているということで、舗装自体も厚く計画しており

 ます。

○照屋守之委員　照間地域もそうですけれども、平

安座、浜比嘉、伊計、宮城地域の皆様方の声が、あ

い、きれいになっているよ、上等になっているさ、

県も頑張っているなと言うから、もう少ししたら最

後まで頑張らせますよって言ってありますから、ぜ

 ひお願いしますね。

県道224号線、せんだっても確認しましたけれども、

物件補償の問題があってというのは聞いております。 

同時に、また、残りの期間も工事発注のロットと

いうか、業者がなかなか受注できるような金額には

ならないというのは聞いてはおりますけれども。ど

うなんですか、今、物件補償の部分は厳しいとして

も、それが終わっているものについて、何とか目に

 見える形で次年度に工事はできませんか。

○奥間正博道路管理課長　県道具志川環状線のうる

ま市仲嶺における公共交通安全事業につきましては、

計画延長810メートルのうち、490メートルの事業は

 完了しております。

未整備区間については、令和５年度に３筆の用地

 を取得しております。

令和６年度においては、その用地を含めまして、

現在発注延長で180メートルほどの整備を、発注する

 ということで取り組んでおります。

○照屋守之委員　ぜひ、よろしくお願いします。 

そこは市民芸術劇場というのと、ゆらてくという

 のがあってですね。

もともと県道224号線本線だったものが、新たに整

備をされてその整備というものについてはなかなか

県も厳しいという。そこは事情もよく分かっており

ましたけれども、土木建築部のいろいろな配慮をい

ただいて、やはり市民芸術劇場、あるいはゆらてく

とか、様々なその地域に貢献していくためには、そ

の整備が必要だろうということでやってもらってい

る道路ですから、地主のほうも100％同意を取り付け

てやったものは、なかなか交渉の段階においてそこ

が折り合いつかないという、そこは理解をしており

ますから、ぜひ残りの区間の整備をしていただいて、

まだ同意を得ていない地主に対しても、それを見る

ことによって理解をいただくという、そういうふう

なことしかできないのだろうなと思っていますから、

 ぜひ引き続きよろしくお願いします。

次に、県道与勝一周線、平敷屋から南風原の区間、

 これは6.2キロメートルですかね。

これは具体的に進めるために、今どういう課題が

 ありますか。

 説明をお願いできませんか。

○前武當聡道路街路課長　これまでの取組としまし

ては、米軍施設用地外の環境調査を終えて、今後、

提供施設内の環境調査に入っていかないといけない

 という課題がございます。

その中で立入りの許可が得られるように、令和５年

６月以降、県、うるま市、沖縄防衛局の３者で、そ

の立入りができるように前向きにいろいろ協議を進

 めているところでございます。

○照屋守之委員　環境アセスの調査もさることなが

ら、もともと南風原から平敷屋までのその基本的な

設計というのかな、これはしっかりとした、大まか

 な形は出来上がっているのでしょう。

○前武當聡道路街路課長　委員おっしゃるとおり、

過年度にそういった設計は進んでいるところでござ

 います。

○照屋守之委員　では手順としては、その米軍との

交渉を経て、その後に、具体的なその用地、物件補

償も含めた形の実施設計みたいな、線を引いていく

 ということですか。

○前武當聡道路街路課長　立入り許可を得られた段
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階で、環境アセスの調査をしていかないといけない

 というところでございます。

その環境の調査をした後に、まず条例アセスに対

応しないといけませんので、準備書の段階の手続等

がございますので、そういったアセスの手続を踏ん

でいって並行して実施設計、あと、それから測量等

 に入っていくという段階になろうと思います。

○照屋守之委員　具体的に進めましょうね。 

結局、あの地域は米軍との共同使用で、米軍がも

ともと使っていたものを勝連町のときに、やはり共

同使用という形でああいう道路を入れているわけで

 すよね。それが、今の時代に合わないわけですよ。

結局、あの道路をなぜ整備するかと言ったら、実

際今、与勝地域は人口もどんどん減りつつあるので

 すよ、合併した後にね。

というのは、そこまでにかなり時間がかかるから、

同じうるま市だったら、この中心地に近いほうがい

いという形で、この辺に、旧具志川のほうに人口が

 増えているわけですよ。

だから、やはりあの地域は、もっと道路を早めに

整備することによって、いろいろな時間短縮をやる

 ということは重要だと思うのですが。

 同時に、この米軍との調整ですよね。

平敷屋の自治会とか、そういう方々とのこういう

 連携は取れていますか。

○前武當聡道路街路課長　現在はうるま市を窓口に

して、いろいろ話合いはしているところですが、ま

た、米軍施設用地内の立入りに向けた話合いを進め

ている段階ですので、個別具体的に地元の方と県の

ほうで直接お話ということはまだ今後になるかと思

 います。

○照屋守之委員　ぜひそういう米軍との交渉も含め

 てやってくださいよ。

あそこの地域は、実は海上自衛隊もそうですけれ

ども、ホワイトビーチ、米軍、その地域も含めてい

 ろいろ連携を取りながらやっていますよ。

ですから、どちらかというと、あの地域の方々が

その米軍と相談するほうが、事は非常に早く進む可

 能性もありますよ。

ですから、そういうことも含めて、あの6.2キロメー

 トルですからね。

勝連グスクの世界遺産に登録されている地域も含

めて、やはり私はもうこれある程度タイムスケジュー

ルも決めて、地域との連携はもちろん、うるま市と

 の連携もそうですよ。

だから、そこも含めて、米軍との関係であれば、

そこを何とかいろいろな角度から交渉していくとか

ということを、ぜひ進めていただけませんか。いか

 がですか。

○前武當聡道路街路課長　防衛側との協議につきま

しては、防衛局も前向きに動いてもらっているとこ

 ろです。

今、委員がおっしゃっているように、地元との協

議、そういった場もうるま市を介しながら、地元の

声を聞きながら、整備に向けて取り組んでいきたい

 と考えております。

○照屋守之委員　ぜひ、お願いします。 

次に、雑草ゼロ対策の取組ですね。これは全県的

 に非常にいいと思います。

私は、うるま市だけの道路を見ても、８号線、224号

線、10号線、そういう意味でも、非常に変わってい

るなと思っていますよ。非常に高く評価しています

 よ。

だから、これが今後、同じような形で予算も含め

 て、定着していくのか、どうですか。

○奥間正博道路管理課長　県管理道路においては、

性能規定方式による除草管理により、雑草の草丈が

 低い状態の維持に取り組んでおります。

令和５年度は宮古・八重山地区において性能規定

方式による除草管理を拡大しており、令和６年度に

おいても引き続き対象路線の拡大に取り組んでいく

 こととしております。

○照屋守之委員　部長、これ道路維持管理――以前

少しお話し申し上げておりますけれども、この道路

ボランティアの活用、そことの連携はどうしても必

 要だと思いますよね。

ところが、何とかモーターでしたっけ、今話題に

 なっている報道で。

結局、自分たちでああいうことをやって、1600万

か何か賠償されるとかですね。ああいう報道がされ

ると、市民、県民は、自分の目の前を自分でやろう

としても、それに対して責任を負わされるというリ

スクがあるものだから、非常に気が引けるわけです

 よ。

ですから、道路ボランティアの皆様方ともう一回、

県がそういう話合いの場を持って、これはやはり県

民の財産だから、どうぞできる方々はお願いできま

せんかということで、そのボランティアとの連携と

いうのは、もっと深めていく必要があるのではない

 かと思うのですけれど、いかがですか。

○奥間正博道路管理課長　道路管理においては、住

民と行政との協働による美しい道路環境づくりを推



－243－

 進しております。

令和４年度末時点で575団体の道路ボランティアの

団体登録があり、県としても、その団体等に花、苗

の提供、また、保険、報償金等の支援を行っており、

引き続き拡大に向け取り組んでいきたいと考えてお

 ります。

○照屋守之委員　ぜひお願いします。 

我々もずっと七、八年やって分かるのは、今、500幾

つもあるのだけれど、その団体の活動状況が少し気

 になるんですよね。

だから、やはり年に１回ぐらいはそういう団体を

集めて、県のほうから、部長でもいいですよ、その

地域や団体を表彰するとか、そういう何らかの仕組

 みを取れませんか。

それぞれの地域で一生懸命頑張っていても――も

ちろん評価されたいと思ってやっているわけではな

いですよ。そうではないのだけれども、やはり県が、

土木建築部のトップが、そういうのを認めて、自分

たちを表彰してくれたということになれば、士気は

 上がりますよ。

我々、毎週土曜日７時からやっていますけれども、

だんだん士気が落ちてくるんですよ。だから、そこ

は道路管理の責任者である部長たちが、年１回そう

いうふうなところを、地域ごとに、沖縄県の575ある

団体の中からピックアップして表彰してあげるとい

う。それを全体の前でやるとか、もっと県民ボラン

ティアの促進できるような、そういう仕組みはつく

 れませんか。

 いかがですか。

○奥間正博道路管理課長　国土交通省においては、

例年８月に実施する道路ふれあい月間の一環として、

道路交通の安全、道路の正しい利用、道路の愛護に

関し、特に著しい功績があった団体また個人に対し

て、道路ふれあい月間沖縄地方推進協議会の会長か

 ら、現在、感謝状を贈呈しております。

県においても、企業と連携した取組やボランティ

ア協議会の設置、表彰制度を導入向けた検討を行い、

ボランティア団体の意識の醸成等に努めてまいりた

 いと考えております

○照屋守之委員　以上です。 

○呉屋宏委員長　以上で土木建築部に係る甲第１号

議案、甲第５号議案、甲第12号議案、甲第15号議案

から甲第18号議案まで及び甲第24号議案に対する質

 疑を終結いたします。

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 休憩します。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○呉屋宏委員長　再開します。 

 本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月11日月曜日、午前10時から委員会を

 開きます。

 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 本日の委員会はこれをもって散会いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－244－

 

 

 

 

 

 

沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。 

 

委 員 長　　呉　屋　　　宏 

 

副 委 員 長　　下　地　康　教 



－245－

 

 

 

 

 

 

令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月11日 (月曜日)  

　開　会　　午前10時０分 

　散　会　　午後３時46分 

　場　所　　第７委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

 算（企画部、出納事務局、監

 査委員事務局、人事委員会事

務局及び議会事務局所管分）

 　２　予算調査報告書記載内容等について

出席委員 

　委 員 長　又　吉　清　義 

　副委員長　島　尻　忠　明 

　委　　員　仲　村　家　治　　花　城　大　輔 

　　　　　　仲　田　弘　毅　　山　里　将　雄 

　　　　　　当　山　勝　利　　國　仲　昌　二 

　　　　　　平　良　昭　一　　西　銘　純　恵 

　　　　　　渡久地　　　修　　當　間　盛　夫 

　　　　　　上　原　快　佐　　　　　　　　　 

説明した者の職・氏名 

　企 画 部 長　　金　城　　　敦 

    企 画 調 整 統 括 監　　武　田　　　真 

　　企 画 振 興 統 括 監　　谷　合　　　誠 

　　企 画 調 整 課 長　　武　村　幹　夫 

　　企 画 調 整 課 副 参 事　　宮　城　直　人 

　　交 通 政 策 課 長　　大　嶺　　　寛 

　　交 通 政 策 課 副 参 事　　西　垣　紀　子 

　　交 通 政 策 課 室 長　　比　嘉　　　学 

    県土・跡地利用対策課　　
池　村　博　康

 

　　跡 地 利 用 推 進 監    

　　科 学 技 術 振 興 課 長　　大　城　友　恵 

    参 事 兼 デ ジ タ ル　　
石　川　欣　吾

 

　　社 会 推 進 課 長    

　　情 報 基 盤 整 備 課 長　　與　儀　　　尚 

　　地 域 ・ 離 島 課 長　　高　嶺　力　志 

　　市 町 村 課 長　　真栄田　義　泰 

　　市 町 村 課 副 参 事　　佐久本　　　愉 

 　会 計 管 理 者　　名渡山　晶　子

　　会 計 課 長　　仲宗根　園　子 

 　監 査 委 員 事 務 局 長　　大　城　　　博

 　人 事 委 員 会 事 務 局 長　　茂　太　　　強

 　議 会 事 務 局 長　　山　城　貴　子

　　参 事 兼 総 務 課 長　　久　貝　　　仁 

 3ii4

○又吉清義委員長　ただいまから、総務企画委員会

 を開会いたします。

  本日の説明員として、企画部長、会計管理者、監

査委員事務局長、人事委員会事務局長及び議会事務

 局長の出席を求めております。

  「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

 いて」に係る甲第１号議案を議題といたします。

  まず初めに、企画部長から企画部関係予算の概要

 の説明を求めます。

   金城敦企画部長。

○金城敦企画部長　委員の皆様、おはようございま

す。企画部でございます。本日もよろしくお願いい

 たします。

  企画部の令和６年度歳入歳出予算の概要について、

令和６年度当初予算説明資料企画部抜粋版にて、御

 説明いたします。

  資料の１ページ、部局別歳出予算を御覧ください。 

  企画部所管の一般会計歳出予算額は345億2741万

7000円で、令和５年度と比較して21億6662万8000円、

 6.7％の増となっております。

   ２ページを御覧ください。

  企画部の歳入予算の概要について御説明いたしま

 す。

   表の一番下、合計欄を御覧ください。

  歳入は、県全体8421億4300万円のうち、企画部所

管の歳入予算額は256億9254万3000円で、令和５年度

当初予算と比べ10億6942万3000円、4.3％の増となっ

 ております。

  企画部所管の一般会計歳入予算の概要について、

 款ごとに御説明いたします。

  ９の使用料及び手数料は、主に沖縄県県土保全条

例に基づく申請手数料、地籍図等の閲覧、交付手数

 料等であります。

  10の国庫支出金は、主に沖縄振興特別推進交付金

総務企画委員会記録（第４号）
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 の国庫補助金、統計調査の委託金等であります。

  11の財産収入は、主に沖縄県特定駐留軍用地等内

土地貸付料、市町村振興資金貸付基金利子等であり

 ます。

  13の繰入金は、主に沖縄県特定駐留軍用地等内土

 地取得事業基金繰入金等であります。

  15の諸収入は、主に地域総合整備資金貸付金元利

 収入等であります。

  16の県債は、主に沖縄振興特別推進交付金事業等

 であります。

  以上が、企画部所管一般会計歳入予算の概要となっ

 ております。

   資料の３ページを御覧ください。

  次に、企画部の歳出予算の概要について御説明い

 たします。

  企画部の予算は全て、２の総務費に計上されてお

 ります。

  県全体の総務費717億2277万7000円のうち、企画部

所管の歳出予算額は345億2741万7000円となっており

 ます。

  次に、企画部の一般会計歳出予算の内容について、

 目ごとに御説明いたします。

  （項）総務管理費の中の（目）諸費107億3624万8000円

のうち、企画部所管分は10億3207万3000円で、駐留

軍用地跡地利用促進費及び自衛官募集事務費であり、

令和５年度に比べ１億4276万6000円、12.2％の減と

 なっております。

  （項）企画費の中の（目）企画総務費は32億8854万

4000円で、これは主に電子自治体推進事業費、職員

費であり、令和５年度に比べ５億9430万7000円、

 22.1％の増となっております。

  （目）計画調査費は95億8531万円で、これは主に

交通運輸対策費、通信対策事業費であり、令和５年

度に比べ８億926万円、9.2％の増となっております。 

   資料の５ページを御覧ください。

  （項）市町村振興費の中の（目）市町村連絡調整

費、４億3557万5000円は、職員費及び市町村事務指

導費であり、令和５年度に比べ、1073万2000円、2.4％

 の減となっております。

  （目）自治振興費７億1149万3000円は、市町村振

興資金等貸付費及び市町村振興協会交付金であり、

令和５年度に比べ1208万5000円、1.7％の増となって

 おります。

  （目）沖縄振興特別推進交付金182億376万6000円

は、沖縄振興特別推進交付金のうち県内市町村が実

施するソフト事業を対象とした交付金であり、令和

５年度に比べ２億6641万3000円、1.5％の増となって

 おります。

  （項）選挙費の中の（目）選挙管理委員会費3914万

2000円及び（目）選挙啓発費720万8000円は職員費及

び選挙の常時啓発に要する経費であり、それぞれ、

令和５年度に比べ102万 7000円、2.7％及び54万

 7000円、8.2％の増となっております。

  （目）県議会議員選挙費６億1836万3000円は、６月

に行われる県議会議員選挙に要する経費であり、令

和５年度に比べ６億1836万3000円、皆増となってお

 ります。

  最後に、（項）統計調査費の中の（目）統計調査総

務費３億4152万3000円、（目）人口社会経済統計費２億

6442万円は職員費、諸統計調査に要する経費であり

 ます。

  （項）統計調査費は、令和５年度に比べ1812万

 4000円、3.1％の増となっております。

  以上が、企画部所管の一般会計歳入歳出予算の概

 要となっております。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　企画部長の説明は終わりました。 

  次に、会計管理者から、出納事務局関係予算の概

 要の説明を求めます。

   名渡山晶子会計管理者。

○名渡山晶子会計管理者　おはようございます、出

納事務局でございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、出納事務局所管の令和６年度一般会計

歳入歳出予算の概要につきまして、スマートディス

カッションに掲載されております令和６年度当初予

算説明資料出納事務局に基づきまして御説明いたし

 ます。

  ただいま表示いたしました令和６年度当初予算説

 明資料を御覧ください。

  資料の１ページの令和６年度一般会計部局別歳出

予算について、表の部局名の13、出納事務局の欄を

 御覧ください。

  出納事務局における令和６年度歳出予算額は11億

 5141万9000円となっております。

   続きまして、２ページを御覧ください。

  出納事務局の歳入予算の概要について御説明いた

 します。

  表の一番上の行、出納事務局合計欄を御覧くださ

 い。

  出納事務局が所管する歳入予算の総額は106万

1000円で､前年度と比較して76万7000円の増額となっ

 ております。
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  その主な要因といたしましては、（款）財産収入に

おける古紙の売却見込みに伴う不用品売却代の増と

 なっております。

   続きまして、３ページを御覧ください。

  出納事務局の歳出予算の概要について御説明いた

 します。

  表の一番上の行、出納事務局合計欄を御覧くださ

 い。

  出納事務局が所管する歳出予算の総額は11億

5141万9000円で､前年度と比較して､２億5990万円の

 増額､率にして29.2％の増となっております。

  次に、歳出予算の主な内容について目ごとに御説

 明いたします。

  （目）一般管理費は予算額４億4547万9000円で､こ

れは職員費となっており､前年度と比較して5012万

6000円の増額､率にして12.7％の増となっておりま

 す。

  （目）会計管理費は予算額６億8647万6000円で､こ

れは主に財務会計システムの運用管理に係る経費で

あり､前年度と比較して２億1058万8000円の増額､率

 にして44.3％の増となっております。

  主な要因としましては、次期財務会計システム開

発に係る委託料の増及び指定金融機関等への公金取

 扱いに係る手数料の増となっております。

  （目）財産管理費は予算額1946万4000円で､これは

物品管理及び調達事務費と車両管理事務費となって

おり､前年度と比較して81万4000円の減額、率にして

 ４％の減となっております。

  その主な要因としましては、３年に１度の競争入

札参加資格者登録定期申請に係る業務が令和５年度

 において完了したことによるものです。

  以上で、出納事務局所管の令和６年度一般会計歳

 入歳出予算の概要について説明を終わります。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　会計管理者の説明は終わりまし

 た。

  次に、監査委員事務局長から、監査委員事務局関

 係予算の概要の説明を求めます。

   大城博監査委員事務局長。

○大城博監査委員事務局長　お願いします。委員の

 皆様、おはようございます。

  それでは、監査委員事務局所管の令和６年度一般

会計歳入歳出予算の概要につきまして、タブレット

に表示しております令和６年度当初予算説明資料監

 査委員事務局に基づき、御説明いたします。

   １ページ、部局別歳出予算を御覧ください。

  監査委員事務局における令和６年度歳出予算額は

表の17行目、１億9162万4000円で前年度と比較して

106万7000円、率にして0.6％の増加となっておりま

 す。

   次に、２ページを御覧ください。

   歳入予算の概要について御説明いたします。

  監査委員事務局における令和６年度歳入予算額は、

（款）諸収入の３万1000円で、その内容は会計年度

任用職員等の雇用保険料本人負担分の受入れであり

 ます。

   次に、３ページを御覧ください。

   歳出予算の概要について御説明いたします。

  監査委員事務局における令和６年度歳出予算額は、

（款）総務費の１億9162万4000円となっております。 

  歳出予算の内容を（目）ごとに御説明いたします。 

  初めに、（目）委員費1953万4000円の内容は監査委

員の報酬、給与及び旅費等の運営費となっており前

年度と比較して15万5000円、率にして0.8％減少して

 おります。

  次に、（目）事務局費１億7209万円の内容は事務局

の職員費及び運営費となっており、主に人事異動及

び給与改定の影響により、前年度と比較して122万

 2000円、率にして0.7％増加しております。

  以上で、監査委員事務局所管の令和６年度一般会

 計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　監査委員事務局長の説明は終わ

 りました。

  次に、人事委員会事務局長から、人事委員会事務

 局関係予算の概要の説明を求めます。

   茂太強人事委員会事務局長。

○茂太強人事委員会事務局長　おはようございます。 

  それでは、人事委員会事務局所管の令和６年度一

般会計歳入歳出予算の概要につきまして御説明いた

 します。

  初めに、部局別歳出予算について御説明いたしま

 す。

  人事委員会における令和６年度歳出予算額は１億

9364万8000円で、前年度と比較して1492万5000円、

 率にして8.4％の増となっております。

  続いて、一般会計歳入予算の概要について御説明

 いたします。

  人事委員会事務局が所管する歳入予算総額は、（款）

諸収入のうち、雑入の178万円で、前年度当初予算と

比べ５万3000円、率にして3.1％の増となっておりま

 す。
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  ３ページの（目）雑入178万円の内容は、市町村・

一部事務組合等からの公平委員会事務受託料172万

4000円と会計年度任用職員等雇用保険料受入分５万

6000円でございます。前年度当初予算額と比較して

 ５万3000円の増となっております。

  増の主な要因としましては、公平委員会事務受託

料について、経常的費用の見直し及び受託団体の増

 加に伴うものであります。

  続きまして、一般会計歳出予算の概要について御

 説明いたします。

  （款）総務費における人事委員会事務局の令和６年

度予算額は１億9364万8000円で、前年度当初予算額

１億7872万3000円と比較しますと1492万5000円、率

 にして8.4％の増となっております。

  ５ページの歳出予算額を目別に説明しますと、（目）

委員会費758万7000円でございますが、その内訳は人

事委員会委員３名の報酬や旅費等で、前年度当初予

算額より１万4000円、率にして0.2％の増となってお

 ります。

  次に、（目）事務局費の１億8606万1000円でござい

ますが、その内容は、職員費、職員採用試験費等に

要する経費で、前年度の当初予算額より1491万

 1000円、率にして8.7％の増となっております。

  増の主な要因としましては、職員採用試験システ

ムの改修や新規試験の実施に係る委託料を計上した

 ことによるものであります。

  以上で、人事委員会事務局所管の令和６年度一般

 会計歳入歳出予算の概要説明を終わります。

   御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○又吉清義委員長　人事委員会事務局長の説明は終

 わりました。

  次に、議会事務局長から、議会事務局関係予算の

 概要の説明を求めます。

   山城貴子議会事務局長。

○山城貴子議会事務局長　皆さん、おはようござい

 ます。

  それでは、議会事務局所管の令和６年度一般会計

 予算の概要につきまして、御説明申し上げます。

  初めに、歳入予算の概要について御説明申し上げ

 ます。

  ただいまお手元のタブレットに表示しました令和

６年度一般会計歳入予算細節別総括表を御覧くださ

 い。

  議会事務局の令和６年度一般会計歳入予算額は、

（款）使用料及び手数料が41万6000円、（款）諸収入

が190万8000円で、合計額は232万4000円となってお

 ります。

  前年度当初予算額244万6000円と比較しますと12万

2000円の減となっており、その主な理由は、（款）諸

収入（節）雑入において、議会棟１階ラウンジ等の

 光熱費の収入見込みの減等によるものであります。

  次に、歳出予算の概要について御説明申し上げま

 す。

  ただいま表示しました令和６年度一般会計歳出予

 算目別総括表を御覧ください。

  議会事務局の令和６年度一般会計歳出予算額は、

（款）議会費の13億9969万9000円で、前年度当初予

算額14億 4212万 3000円 と比較しますと、 4242万

 4000円、2.9％の減となっております。

  減となった主な要因は、（目）議会費（事項）議会

運営費において、令和５年度は、新型コロナウイル

ス感染症の影響により中止となっていた海外派遣の

回数を通常の１回から２回とするなど派遣議員数を

追加した予算額でありましたが、令和６年度はコロ

ナ禍前との同様の人数で計上したこと等によるもの

 であります。

  以上が、議会事務局所管の令和６年度一般会計予

 算の概要であります。

  御審査のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

○又吉清義委員長　議会事務局長の説明は終わりま

 した。

  これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

 て行うことといたします。

  予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

 る予算議案でありますので、十分御留意願います。

  なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、３月８日と同様に行うこととし、本日の

 質疑終了後に協議いたします。

  質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いよう簡潔にお願いいたします。

  また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

 ます。

   休憩いたします。

 　　　（休憩中に、質疑時間の譲渡について確認）

○又吉清義委員長　再開いたします。 

  山里委員から質疑時間の３分を当山委員に譲渡し
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たいとの申出がありましたので、御報告いたします。 

  なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

 御承知お願いします。

   それでは質疑を行います。

   山里将雄委員。

○山里将雄委員　おはようございます、それじゃ、

 お願いします。

  質問調整はしていなかったんですけれど、今説明

を受けながら、ちょっと各事務局について、少し確

 認だけをさせてもらいたいと思いますけれども。

  先ほど、出納事務局の会計管理者からの説明で、

財務会計システムの料金といいますか、この委託料

が含まれていたんですけれど５億3700万。非常に大

きい金額でありますけれども、これはいわゆる財務

会計システムですから、財政からいわゆる会計出納

まで合わせたシステムとなっていると思うのですが、

 そういう理解でいいですか。

○仲宗根園子会計課長　お答えいたします。 

  財務会計システムにつきましては、一般会計、企

業会計を除く特別会計及び基金を対象に、日々の収

入支出の管理等に関する会計事務を処理して、必要

な決算資料と管理資料の作成支援を行っているシス

 テムとなっております。

○山里将雄委員　これらの会計システム、非常に複

雑になっているので、定期的な更新も必要だと思う

んですけれど、どれくらいの頻度で更新しているの

 ですか。

○仲宗根園子会計課長　実は、今回の更改は、もう

 平成16年に更新して以来のものとなっております。

○山里将雄委員　じゃ、もうそろそろやっぱり更新

の時期だと思うんですけれど、いつ頃、次の更新を

 予定しているのですか。

○仲宗根園子会計課長　今回、５年度、６年度で開

発いたしまして、令和７年度から稼働開始の予定と

 なっております。

○山里将雄委員　分かりました。 

  じゃ、今回の予算は、その更新費用も含めている

 ということですね。ありがとうございました。

  それから議会事務局ちょっとだけ。今、何か改修

工事していますよね、建物ですね。これは今回の予

算を見る限りは、そういったものが組まれているよ

うに見えないんですけれども、もうこの改修は今年

 度で終わりということなのでしょうか。

○久貝仁参事兼総務課長　改修事業は去年から行っ

ておりまして、今年は県民広場側と市役所側をやっ

ております。来年は、議会庁舎の吹き抜けの内部の

 分を改修する予定になっております。

○山里将雄委員　じゃ、予算はそこで組まれている

 ということですね。

○久貝仁参事兼総務課長　予算については、総務部

管財課のほうで全庁的に修繕工事をやっておりまし

て、実際の工事は、土木建築部が所管となって工事

 を進めているところです。

○山里将雄委員　はい、分かりました。ありがとう

 ございました。

  改めて、じゃ、企画部の新規事業について、少し

 確認をさせてもらおうと思っています。

  まず、出ていますけれど、わった～バス利用促進

乗車体験事業、これは島尻委員のほうから代表質問

では質問があったと思うんですけれども、改めて事

 業概要、どういう内容なのか教えてください。

○大嶺寛交通政策課長　このわった～バス利用促進

乗車体験事業は、無料で路線バスに乗車できる日を

設定しまして、多くの県民に乗車の機会を提供する

ことでバスの利用を促進したいと、そういう事業に

 なってございます。

  事業の期間としましては、一月のうち平日４回、

休日に４回、各１日を運賃無料として６月頃に実施

 したいと考えております。

  ただ、対象のバスとしましては、県内の離島も含

めまして、路線バスとコミュニティーバスを対象と

する予定としておりますが、高速バス、リムジンバ

 ス等は対象外とする予定としているところです。

   以上です。

○山里将雄委員　すみません、今、ちょっとよく分

からなかった。一月のうち平日４回と休日４回で各

１日、ちょっと意味がよく分からないのですけれど

 もう少し。

○大嶺寛交通政策課長　１週間のうち、例えば平日

の水曜日とか、休日の日曜日とか、それを１週間の

うち２日を無償にして乗っていただくと。これを４週

 間続けるということでございます。

○山里将雄委員　さっき路線バスと、それからコミュ

ニティーバスも含むと言っています。コミュニティー

バスは、大体、市町村の運営なんですけれど、市町

村とそういう調整をして、県のほうでその費用を負

 担するということになるのですか。

○大嶺寛交通政策課長　コミュニティーバスにつき

ましては、今、委員おっしゃったとおり、市町村運

営のものがございますので、この辺は市町村といろ

いろ調整させていただいて、県のほうで負担させて
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 いただくという方向で進めたいと考えております。

○山里将雄委員　バス事業者との調整もこれはもう

予算化しているわけですから、ある程度その調整は

 進んでいるという理解でいいですか。

○大嶺寛交通政策課長　バス事業者様とも調整させ

ていただいております。補助金として支出しますの

で、そのバス事業者の、１日当たりの売上げに相当

するような運賃収入について、補助していくという

 ところで調整させていただいております。

○山里将雄委員　運賃収入は日々違うはずなんです

けれども、大体、平均的な１日の収入ということに

 なるのでしょうか。

○大嶺寛交通政策課長　それにつきましては、前年

度の実績とか、そういったものを勘案して決定させ

 ていただきたいというところです。

○山里将雄委員　６年度ですけれども、実際、いつ

 頃それをやる予定ですか。

○大嶺寛交通政策課長　６月頃に実施したいと考え

 ております。

○山里将雄委員　これは６年度だけ、あるいはあと

 何年かやるか、そういう予定ですか。

○大嶺寛交通政策課長　現時点では６月の一月を考

えているところでございます。その後に、その辺で

どれくらい利用者が増えたのかというのをいろいろ

検討をさせていただきながら、この効果も含めてで

すね。その後はどういったふうに持っていくかとい

 うのは検討していきたいと考えております。

○山里将雄委員　今のところは令和６年度の６月だ

けというか、今、予定としてはそれだけということ

 ですね。

○大嶺寛交通政策課長　はい、そのとおりでござい

 ます。

○山里将雄委員　面白い取組だとは思うんですけれ

ども、どれくらいの効果があるのか。どういった効

果というか、期待しているものというのはどういう

 ことになるんですか。

○大嶺寛交通政策課長　この事業につきましては、

路線バスの利用者離れというのは全国的にございま

すので、佐賀県のほうで似たような同様な事業を実

施しております。この佐賀県の効果ですね、事例を

見るとバス利用者の数がこの事業終了後、これは半

年間のデータなんですけれども、前年と比べて約

1.17倍に利用者が増えたというところがございます

ので、沖縄県もその程度の利用者増加を期待してい

 るというところでございます。

○山里将雄委員　佐賀県のほうで成果が一応はあっ

たということであれば、沖縄県内でもそういう効果

が出るかもしれません。期待をしたいと思います。

 分かりました。

  じゃ、次行きます。その下の自動車交通サービス

地域実装推進事業について、お伺いしますけれども、

 これについても事業内容をまずお願いします。

○西垣紀子交通政策課副参事　本事業は、県内離島

地域において、人口減少や運転士不足等により、公

共交通の維持が課題となっていくことから、自動運

転による交通サービスの提供を目指した実証実験な

 どを行うものとなっております。

  自動運転技術の導入に当たっては、安全面とコス

ト面が課題となることから、本事業においては、安

全面について住民の合意を得ながら、低コストで持

続可能な自動運転モデルを構築したいと考えており

 ます。

   以上です。

○山里将雄委員　これまでもこの自動運転について

はいろんな実証実験といいますか、取り組んできた

と思うんですけれども。これまでの取組と、今回の、

これは新規事業となっていますので、この新たな取

 組とどういう関連となるのでしょうか。

○西垣紀子交通政策課副参事　これまで県内におい

ては、例えば直近で行きますと首里城公園内ですと

か、先月ですと斎場御嶽周辺の自動運転の実証実験

 が、実際行われております。

  内容としては観光客、実際に利用者が一定程度い

る地域における自動運転というところも、県内にお

いては実証しておりますが、今回の事業に関しては

いわゆる人口といいますか、利用者が限定的な地域

においても、公共交通を維持するために持続可能性

というところに重点を置きまして、低コストで持続

可能な自動運転技術を目指すためのモデル構築をし

 たいというところが特徴となっております。

   以上です。

○山里将雄委員　限定的な地域ということですけれ

 ども、どこを予定しているのですか。

○西垣紀子交通政策課副参事　令和６年度は先行モ

デルとしまして、多良間島において実施を予定して

おりまして、その結果を踏まえまして、県内離島、

過疎地域への展開を検討していきたいと考えており

 ます。

○山里将雄委員　今年度は、まずは多良間村でとい

うことになるわけですね。多良間村とは、もちろん

調整を行っていると思うんですけれども、その辺に

 ついてはどうですか。
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○西垣紀子交通政策課副参事　多良間村におきまし

ては、もちろん村長も含め担当課、行政も含めてで

すが、地域の方々、公民館長であったり、そういっ

た方々への説明も含めて、今年度から開始をしてお

りまして、来年度の実証実験に向けてスタートさせ

 たいという取組をしているところでございます。

○山里将雄委員　実際、多良間村、離島ではあるん

ですけれど、そこでもう走らすということなんです

ね、実証実験ではありますけれども。それはやっぱ

り安全面というのが非常に気になるところなんです

けれども、その辺はどうなんですか。どういった車

 両を使うのか分からないんですけれどね。

  今後、こういった安全面というのは、ある程度は

 確立されていると理解してよろしいのでしょうか。

○西垣紀子交通政策課副参事　安全面につきまして

は、やはり自動運転の技術に関して、これは全国各

 地で実証実験の段階という状況でございます。

  今回の多良間島への導入前には、沖縄本島におい

て、これは沖縄総合事務局の協力も得ておりますが、

本島内でその安全面に関して技術検証を行った上で、

 多良間村には島のほうには車両を持ち込むと。

  車両につきましては、全国でやはり実績のある車

両を選定していきたいと考えておりますので、そう

いった安全面も含めて、段階を踏んで島には導入し

 たいと考えているところです。

○山里将雄委員　安全面はきちっと検証してという

ことですが、この使う車両、これってどんなものな

のですか、実際見たことないんですけれども。この

 事業では購入ですか、リースですか。

○西垣紀子交通政策課副参事　今、来年度の実証実

験については、島においては２つの実証実験を予定

しております。一つは集落内、部落内です。部落内

ともう一つは空港、港から集落までの拠点間の移動

という、この２種類の実証実験を予定しておりまし

て、最初に申し上げた集落内というのは、やはり道

路自体が狭いのを想定して、カートタイプの車両を

 予定しております。

  一方、その２つ目の拠点間の移動というのは、や

はり島民もそうですけれども、観光客も利用すると

いうところでバスタイプの車両を予定しているとこ

ろです。一般的に自動運転の車両というのは、いわ

ゆる普通の車両にカメラであったり、センサーであっ

たりというそういったシステムを搭載して、自動運

転技術を搭載した車両となっている状況となってお

 ります。

○山里将雄委員　カートタイプと、それからバスタ

イプということで、もう実際に多良間村では人を乗

 せて走る、そういうことになるわけですか。

○西垣紀子交通政策課副参事　実証実験の段階では

人を乗せた形で実証をしたいと思っておりますが、

最初はやはり完全な無人化ではなくて、やはり自動

運転にもレベルがございまして、内容としてはレベ

ル２、運転手は何かあった場合のサポートのために、

乗車している状況の試験から実施したいと考えてい

 る状況です。

○山里将雄委員　そうすると何かあるというか、危

険な状況がもし察知できれば、すぐ運転手、人がそ

 れを制御するという形になるのですか。

○西垣紀子交通政策課副参事　おっしゃるとおりで

 す。

○山里将雄委員　事業費が１億4000万と結構な事業

ではあるんですけれども、この予算の確保はどのよ

 うになっていますか。

○西垣紀子交通政策課副参事　１億4000万の中で

２種類の国庫補助の活用を考えております。一つは

内閣府のデジタル交付金の活用、もう一つは国交省

の、自動運転の実装のための補助金の活用を考えて

 おるところです。

○山里将雄委員　これはそのどちらかということで

 すか、それとも両方活用できるのでしょうか。

○西垣紀子交通政策課副参事　現在のところ、その

 ２つの補助金を活用したいと考えております。

○山里将雄委員　実際、補助率はどれくらい。この

１億4700万のうち、どれだけの補助金がありますか。 

○西垣紀子交通政策課副参事　内閣府のデジタル交

付金に関しては、補助率が２分の１となっておりま

して、国交省の自動運転に関する補助金は10分の10、

 100％の補助率となっております。

  事業費としましては、内閣府のほうが約5300万を

予定しておりまして、国交省のほうは9400万程度を

 今、予定しているというところとなっております。

○山里将雄委員　すみません、国交省は10分の10な

んですよね。9400万というのは全部じゃないんです

 か、どういう計算なんでしょう。

○西垣紀子交通政策課副参事　すみません、１億

4000万のうち、国庫補助金が約１億2000万、残りが

 2600万程度。

○山里将雄委員　残りは県のいわゆる一般財源、単

 費ということですか。

○西垣紀子交通政策課副参事　おっしゃるとおりで

 す。

○山里将雄委員　分かりました。 
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  この事業については、これまでもさっきも言った

とおり、ずっと取り組んでいて、今後のいわゆる運

転手不足とか、それから路線の確保とかに非常に期

待はされているわけなんですけれども、なかなか難

しい技術だと思いますので、これが実際に実用化で

きれば、非常に県民の生活にも、それから観光産業

にとっても重要な交通手段となると思うので、非常

に期待はしております。しっかりと進めていただき

 たいなと思っています。

  今後も、またいろんな動きがありましたら、ぜひ

報告をしていただいて、様子を聞かせていただきた

 いと思います。

   以上です。

○又吉清義委員長　当山勝利委員。 

○当山勝利委員　おはようございます、よろしくお

 願いいたします。

  早速ですけれども、質疑をさせていただきますが、

ただいま山里委員からありましたので割愛しようか

なと思ったのですが、一部ちょっとまだ足りないと

 ころをお伺いしたいと思います。

   まず、わった～バス党のほうからお伺いします。

  路線バス、コミュニティーバスとありますが、路

線バスは全ての路線バスでやられるのか、その一部

なのか、あとコミュニティーバスに関しては、何コ

 ミュニティーバスを無料化されるのか伺います。

○大嶺寛交通政策課長　路線バスにつきましては、

離島を含めて全てを対象にしておりますが、ただ、

路線バスの中でも、例えば高速バスとしての路線バ

スであったり、リムジンバス、そういったものは除

いた上で、コミュニティーバスも含めて対象とさせ

 ていただきたいというところでございます。

○当山勝利委員　分かりました。 

  じゃ全て無料化、平日４日間、休日４日間と６月

に、分かりました。利用者の見込み人数について伺

 います。

○大嶺寛交通政策課長　先ほども佐賀県の事例のほ

うで説明させていただきましたが、効果としまして

は1.17倍ということですので、今現在、県内で１日

当たり乗っている、利用している沖縄本島の路線バ

スですと、例えば１日当たりの輸送人員が約５万

8000人いらっしゃいますので、その1.17倍というふ

うなところで１日当たり１万人程度は増えるのでは

ないかという、この利用の見込みを立てているとこ

 ろでございます。

○当山勝利委員　休日、平日によって違うと思うの

で、トータル何人の利用者数があるか、見込み数は

 出されていますか。

○大嶺寛交通政策課長　先ほど申し上げた数字を

ベースに、８日間、普通に乗っていますと48万人と

いうことになりますが、それにプラス８万人増える

ということですので、トータルとしましては56万人

 というところでございます。

○当山勝利委員　分かりました。 

  56万人の県民の方々が、利用されるだろうという

見込みでやられるということですので、またこれは

 検証を楽しみにしたいと思います。

  次のほうに移ります。自動運転交通サービスに関

してなんですけれども、いろいろ先ほどもありまし

たのでいいんですが、内閣府と国交省の予算があり

ます。金額が来ましたけれど、内容は何が違うので

 すか。

○西垣紀子交通政策課副参事　先ほどちょっと申し

上げましたが、多良間島においては２種類、集落内

と拠点間移動という２種類の実証実験を予定してお

ります。そのうち１つ目の集落内移動については、

ニーズ調査や住民ワークショップなどが必要なため、

地方創生を目的とした、内閣府の交付金を活用した

 いと考えております。

  もう一つ、拠点間の移動につきましては、車両調

達やインフラ整備が必要なため、自動運転の社会実

装を目的とした国交省の補助金の活用を考えている

 ところです。

○当山勝利委員　レベル２ということなので、現時

点としては、さしてそんなにレベルの高い運行では

ないと思いますが、全国で何か所くらい、これはや

 られていますか。

○西垣紀子交通政策課副参事　すみません、正確な

数字は今持ち合わせておりませんが、何十か所。要

は単位的には、そういったところで実施されている

 というふうに聞いております。

  今国内では、レベル的にはレベル４が、今年度か

ら数か所認定を受け始めているところでして、現在

のところ、四、五か所程度というところを、レベル

４で国内では実証実験が実施されている状況となっ

 ております。

○当山勝利委員　その中にあって、沖縄でレベル２で

 やられる理由は何ですか。

○西垣紀子交通政策課副参事　レベル４というと、

やはり無人化、要は人が乗っていない状況となって

おりますが、今回レベル２から始める理由としまし

ては、やはりその安全面というところでは、少し今

回の事業の特徴ではございますが、やはり低コスト、
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コストを抑えるという点と、安全面をどれだけ両立

 できるのかというところを観点に置いております。

  その安全面につきましては、例えば自動運転の車

両の走行ルート上は路上駐車を行わないとか、そう

した島内におけるルールづくりも含めて実施したい

と考えております。それでコストをどれだけ抑えら

れるかというところも含めて、やはり持続可能性の

ある公共交通を維持するためのモデルとしまして、

そういった面でやはりレベル２から始めて、段階を

経て、やはり最終的には運転士不足という課題解決

につなげるためのレベル４までは目指したいという

 ふうに考えているところです。

○当山勝利委員　これまで自動運転に限らず、いろ

いろな実証実験が、県だけではなく沖縄県の市町村

の中で行われました。市町村が入っているものもあ

れば、民間事業をやられているようなものもありま

す。市町村の自治体が主体的にやられているものの

事業というのは見てると、大概がそれで終わりなん

 ですよね。

  結局、その事業をやるだけやって、後に何も残ら

ない事業というのはたくさん見てきました。それは

国の財産や何かしらの財産になったかもしれないで

すけれども、担当してきた自治体の財産にならない

んですよ。そういうのを踏まえて、今回そうならな

いようなことを、どのように仕込んでいらっしゃる

 のでしょうか。

○西垣紀子交通政策課副参事　委員おっしゃるとお

りでして、全国の実証実験の箇所についても、私た

ちも調査をしてまいりました。やはり国の補助金が

ある間は、その実証実験というのは成立はするので

すが、その補助金が切れた段階で実際に実装ができ

るかというところは、要は各地において、そこが課

 題となっているのも見えてきたところです。

  ですので、今回はその車両に関して、先ほどから

申し上げている安全面につきまして、例えば車両に

たくさんのカメラをつければ安全面は上がるんです

ね。ただそうしてしまうと、やはりコストがかかっ

てしまうと。そこの部分を、先ほど申し上げた住民

の協力も得ながら、やはりそういったところで、安

全面とコスト面を両立することを今回は目指したい

と考えておりまして、委員がおっしゃっている実証

実験にとどまらず、やはり実際に実装ができる形で、

今回モデルケースとして構築を目指す事業となって

 いるところです。

   以上です。

○当山勝利委員　持続可能な運用をしていきますと

いうことを、先ほど山里委員のほうには御答弁があ

りました。ぜひそうしていただきたいのですけれど

も、これまでの実証実験という在り方が、結局尻切

れとんぼになってしまう。言い方は悪いかもしれな

いですけれども。その間、職員の方々はその事業に

携わって、一生懸命やられているわけですよ。その

財産が残らないというのは本当に残念なので、ぜひ

そうならないように頑張っていただきたいんですけ

 れども、部長いかがでしょうか。

○谷合誠企画振興統括監　お答えいたします。 

  委員がおっしゃるように、これまでは技術的な面

の実証が多くて、なかなか地域に残らなかったケー

スが多かったと思います。今回は技術的な面はある

程度クリアできてきておりますので、低コストで住

民の合意を得ながら、住民とともにサービスをつく

 り上げていくということで実施をしてまいります。

  その中で当初から地元で継続的に運営可能なプ

レーヤーを、どういう形で維持していくかを含めて、

今回実装のための実証を行いますので、委員の御懸

念にならないような形で実証事業を進めたいと思い

 ます。

   以上でございます。

○当山勝利委員　分かりました、期待したいと思い

 ます。

  次にバス路線補助事業についてですが、前ちょっ

と投げていた、国協調と県単の違いについては調べ

させていただきましたのでこれはいいんですけれど

も、次年度の予算、どのような形でやられるのか伺

 います。

○大嶺寛交通政策課長　令和６年度の予算につきま

しては、国協調補助が８系統、８路線を対象とさせ

ていただいて、今5952万7000円。県単補助のほうが

28系統を対象とさせていただいて、１億1217万9000円

 で計上させていただいております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  バス路線運転手不足等もあって、いろいろバス会

社も大変なようですけれども、そこら辺、今どんな

 状況でしょうか。

○大嶺寛交通政策課長　やはり現時点でもバスの運

転手が不足しているということと、いわゆる2024年

問題というのもございますので、バス事業者のほう

では、ダイヤの改正も含めていろいろ改善に取り組

んでいるというところですので、県としましては、

引き続き運転手確保のほうで２種免許の取得支援で

あったり、職員募集の広報活動といったところに支

援させていただきながら、一緒に確保に向けて取り
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 組んでいきたいと考えております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  いろいろな補助もありますし、県のほうも頑張っ

 ていただきたいと思います。

  次に県有施設ＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉ整備事業につい

て、今出させていただいていますけれども、まず県

有施設のフリーＷｉ－Ｆｉの現状、それから次年度

 の整備計画について伺います。

○與儀尚情報基盤整備課長　お答えします。 

  県有施設ＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉ整備事業、これは県

が所有する公共施設において、県民の利便性向上を

図るとともに、災害時における重要な通信インフラ

として活用できるように、フリーＷｉ－Ｆｉを整備

するもので、令和６年度からの新規事業として設定

 しているものとなっております。

  次年度の計画としては、施設利用者の形態や地域

が異なる10か所を、まず先行的に整備していくとい

 う計画としております。

○当山勝利委員　10か所ということなんですけれど

 も、具体的にはどこでしょうか。

○與儀尚情報基盤整備課長　具体的な整備箇所、令

和４年度に各部局へ調査を実施した上で、フリーＷ

ｉ－Ｆｉの導入が必要な施設の絞り込みを行ってお

りまして、各部局が所管する施設を１か所ずつとい

 うのをまず考えております。

  具体的なところでは、例えば沖縄県総合福祉セン

ターであったり、県立奥武山総合運動場、あとは離

島地区も含めて各地区にも１か所ずつというふうに

考えていますので、例えば宮古であったら宮古青少

年の家であったり、石垣であればバンナ公園といっ

 たところを計画しております。

○当山勝利委員　令和６年度の計画、新規事業とい

うことなんですけれども、10か所。この事業全体と

して何か所を整備される予定なのですか。それとも

 10か所が全てでしょうか。

○與儀尚情報基盤整備課長　対象施設としては、行

政サービスの窓口のある施設であったり、コミュニ

ティー施設、交流センターや博物館など、あと災害

時に避難場所として利用することが想定されている

施設などと考えておりまして、それを調査した結果、

現時点では70施設程度を見込んでいるところでござ

 います。

○当山勝利委員　70施設が全部整備するべきところ

だろうということで調査されて分かったと。そのう

ち令和６年度で10か所やられると。この事業として

は、何年度までにこの70か所をやられる予定なので

 しょうか。

○與儀尚情報基盤整備課長　現時点の想定では、７年

度に残りの60をそれぞれ各部局と連携しながらの事

業になるので、整備していきたいと考えております。 

○当山勝利委員　そうすると令和６年10か所なんだ

けれども、令和７年度に向けて、その調整も６年度

 でやられるということでしょうか。

○與儀尚情報基盤整備課長　そのとおりでございま

 す。

○当山勝利委員　分かりました。ぜひ頑張っていた

 だきたいと思います。

  災害時のときに携帯が使えるとかというのは、す

ごくライフラインと同じくらい重要な情報になるら

しいので、ぜひそこら辺の整備よろしくお願いいた

 します。

  次、行きます。沖縄型イノベーション・エコシス

テム構築に向けたコーディネート等機能強化プロジ

ェクトについて伺いますけれども、まずこの事業内

 容について御説明ください。

○大城友恵科学技術振興課長　本事業につきまして

は、県が実施する県内大学などの研究者に対する、

共同研究支援事業の研究成果を円滑に事業化へとつ

なげるための、コーディネート人材を育成していく

 事業になっております。

  具体的には、大学などの研究成果である知的財産

の、企業への技術移転などを一貫してサポートする

コーディネーターを、ＯＪＴ研修などにより育成す

るとともに、企業や金融機関などで構成される協議

会などを通じて、県内関係者の連携体制の構築を目

 指していきたいと考えております。

   以上でございます。

○当山勝利委員　大学の持っていらっしゃる知財、

技術、いわゆるシーズを企業のほうに移転される。

それで経済に活用してもらうという事業なんですけ

れども、これは県内、県外事業、どのような企業さ

 んにやられていくのでしょうか。

○大城友恵科学技術振興課長　この事業につきまし

ては人材育成を目的にしております。まずは専門的

な技術移転をコーディネートできる人材ということ

で、試験的に県内の大学等の研究シーズを探索して

その情報を集約する。それから、県内企業、県外企

業のニーズとマッチングをして、モデル的にその技

術移転のノウハウを、ＯＪＴ研修として学んでいく

 ようなスキームになってございます。

○当山勝利委員　これはやり取りの中でさせていた

だきましたけれども、県内企業というのは、なかな
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かこういう大学のシーズを技術に変えていく、製品

に変えていくという余力がないところが多くて、相

当数少なくて、恐らくどちらかというと、県外企業

のほうが取り組みやすい事業になってしまうのかな

 ということを思っています。

  今、県内企業が本当に求めているのは、やっぱり

ニーズ、これを解決したい、あれを解決、商工さん

も含めてそうなんですけれども、ニーズをどう解決

してもらえるかということを、県内企業は求めてい

るのが多いと思うんですけれども、そこら辺はこの

 事業での取組はないのですか。

○大城友恵科学技術振興課長　当山委員が御懸念の

ところというのは、我々も課題意識としては持って

ございまして、例えば大きな柱は技術移転というこ

とで、県内の大学の研究成果を使っていただくとい

うところで、知的財産の知財化、技術移転に関して

は、県外企業のほうがもしかしたらその割合は大き

くなるかもしれませんけれども、事業スキームの工

夫として、例えば県内企業への技術的な助言をする

ような、そういうノウハウを学べないかなど、その

辺はその専門セミナーなどを組んでいく予定でござ

いますので、そういったプログラムの中で検討して

 いきたいと考えております。

○当山勝利委員　なぜこういうことを申し上げるか

というと、京都市のものづくりって、結構盛んなん

ですけれども、京都市の企業というのは、戦後、復

興の中でどういうことをやってきたかというと、京

都にある技術をしっかりとその独自性のある技術、

これは村田製作所にしても、京セラにしても、島津

製作所にしても、ロームにしてもそうなんですけれ

ども、大学と一緒にやってそれぞれの技術を高めて

きたんですよ。そうやって、今、ああいうふうな世

界的に有名な企業になってきたんですね。なので沖

 縄もそういうことが必要だと思うんですね。

  ぜひ、沖縄県内の企業のニーズをしっかり捉えて

いただきながら、やっぱりそこは大学が一緒になら

ないと解決できないことがいっぱいあるので、ぜひ

そこは努力していただきたいと思いますけれど、い

 かがでしょうか。

○大城友恵科学技術振興課長　こちらは内閣府のデ

ジタル交付金活用を前提とした事業でございますが、

交付決定等が下りましたら、委員御懸念の部分も含

 めて検討してまいりたいと考えております。

○当山勝利委員　よろしくお願いします。 

  次に移ります。似たようなものがあるんですけれ

ども、沖縄イノベーション・エコシステム共同研究

推進事業について伺いますが、次年度の事業内容に

 ついて伺います。

○大城友恵科学技術振興課長　イノベーション・エ

コシステム共同研究事業につきましては、基本的に

は令和５年度と同様に産学連携共同研究支援、それ

から企業の共同研究支援、こちら補助になりますけ

れども、それから一層の支援が求められている分野

の共同研究支援、大学等の共同研究支援の４分野で

 実施を予定してございます。

○当山勝利委員　先ほどの事業と併せてこちらのほ

うは進められると思いますので、ぜひ頑張っていた

だきたいと思うのですが、これ３年間で一応区切り、

区切りでやっていかれると思うのですが、今度が３年

目ということで達成度については、どう見込んでい

 らっしゃいますでしょうか。

○大城友恵科学技術振興課長　達成度という具体的

な数値的なところで申しますと、新ビジョンの基本

計画に基づく実施計画におきましては、令和５年度

における本事業の活動指標としまして、共同研究の

支援件数ということで目標値28件のところ、実績は

 34件と達成を見込んでございます。

  ただ、エコシステムを回していくという部分にお

きましては、やはり継続して、こういった事業を実

施していくことが大事だろうと思っておりますので、

令和６年度、先ほど御説明した新規事業と連動しま

して、研究成果を産業振興へとつなげる取組を推進

 してまいりたいと考えております。

○当山勝利委員　この中にいろんな事業が入ってい

るので、予算額もすごい３億6000万と高額になって

いますので、大変かと思いますけれど、頑張ってい

 ただきたいと思います。

  次、移ります。ヒト介入試験プラットフォーム構

築事業も、しょっちゅう質疑させていただいていま

 すが、すみません。

   まず、令和５年度の予算額について伺います。

○大城友恵科学技術振興課長　本事業の令和５年度

当初予算額は2848万7000円と、令和６年度当初予算

 額と同額となってございます。

○当山勝利委員　科学技術振興費自体はトータルで

下げられています、予算減額になっています。その

中で、ヒト介入のほうはしっかりと予算をつけてい

ただいているということなのですが、次年度の事業

 について伺います。

○大城友恵科学技術振興課長　令和６年度におきま

しても、令和５年度から、引き続きモデルケースと

してヒト介入試験を１件実施するとともに、当該プ
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ラットフォームの自走化に向けて、最適な試験条件

の設定ですとか、コストの低減化についての検証を

行いまして、１件当たりの企業の負担額を試算して

 まいりたいと考えております。

○当山勝利委員　これも３年ごとで区切り、区切り

でやられる事業かと思います。先ほどと同じように

達成度というんですか、次年度で、どの程度達成で

 きるのか伺います。

○大城友恵科学技術振興課長　こちらも数値的なと

ころで申しますと、ビジョンの実施計画における活

動指標はヒト介入試験の実施件数となっておりまし

て、令和５年度の目標１件に対して、実績１件で当

 該指標は達成しております。

  ただ、最終年度となります令和６年度につきまし

ては、本事業の最終目的である当該プラットフォー

ムの自走化を目指しまして、実務上の課題ですとか、

効率的な運営、試験費用の低減化などの課題に対し

まして、どのように対応するかを検討していきたい

 と考えております。

○当山勝利委員　やはりこの事業は自走化がとても

重要だと思っているんです。それを目指されている

ということなんです、令和６年度でやっていくとい

うことですけれど。具体これは令和６年度で自走化

 できそうですか、もうちょっとかかりそうですか。

○大城友恵科学技術振興課長　まずは今、企業の負

担額というのは令和６年度中には算出してまいりた

いと考えております。ただ今現状の体制というのが、

大学を中心としたプラットフォームとなってござい

まして、その自走化における課題の整理が令和６年

度にちょっとこうできるところをきちんと整理をし

 ていきたいと考えております。

  それを踏まえて令和７年度以降、どういうふうな

取組をしていくかというところは検討してまいりた

 いと考えております。

○当山勝利委員　分かりました。 

  ぜひ、これは頑張っていただきたいと思います。

 よろしくお願いします。

　子ども科学技術人材育成事業について伺います。

 まず令和５年度の予算額は幾らでしたでしょうか。

○大城友恵科学技術振興課長　本事業の令和５年度

 の予算額は4200万円となってございます。

○当山勝利委員　子供たち、これはもう低学年から

高校生まで対象にされている事業で、これまで

4000万、ずっと継続してやってこられた事業だと思っ

ていますけれども、残念ながら今回800万程度減額に

 なっております。

  この科学技術振興費自体がもう減額になっている

ので、そういう流れなのかもしれませんけれども、

その中にあっての次年度の事業、この減額分を減額

としないで、事業としてどう展開されていきたいの

 か、ちょっと期待を込めて伺います。

○大城友恵科学技術振興課長　ありがとうございま

 す。

  次年度につきましては、今年度と同様に、琉大と

高等教育機関や研究機関、企業と連携した科学体験

プログラムですとか、科学イベントといった子供た

ちの科学に対する興味、能力を高める取組を引き続

 き実施してまいります。

  令和４年度、令和５年度の取組の中で見えてきた

ことといたしまして、商業施設などを活用して、週

休日に複数のブースを設けた科学プログラムを実施

することで、よりこの子供たちを集めやすい、参加

 しやすい環境になるということが分かりました。

  実績で申しますと、令和４年度が総計で4200人程

度の参加でしたが、令和５年度につきましては１万

5000名くらいの親御さんを含めてなんですけれども、

集客につながりましたので、そういった機会を活用

していくということと、あと企業さんが社会貢献活

動としまして、無償でこの科学プログラムを協力し

てやっていただけるような環境もだんだんできてき

てございますので、そういったところを活用してい

きながら連携を深めて実施してまいりたいと考えて

 おります。

○当山勝利委員　分かりました。 

  子供たちの科学的な興味、関心を育てていただき

 たいと思います。よろしくお願いします。

  次に行きます。自治体ＤＸ推進事業について伺い

ます。まず次年度の庁内のＤＸ化推進について伺い

 ます。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長　お答えし

 ます。

  この自治体ＤＸ推進事業事項ございますが、各部

局のＤＸ施策の支援だとか、市町村の支援等を行っ

ていますが、県庁内部のＤＸ推進については別の事

 業で取組を進めているところです。

  令和６年度なんですが、５年度に引き続いてノー

コードツール、こちらの施行環境を整備して、簡易

なアプリケーションを作成して、業務の効率化を図

る検証事業を行うということです。あと、このほか

にエクセルと効率よく集約できるようなデータ連携

ツールというものもございますので、こちらについ

 ても検証していく予定にしております。
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  このほか動きとしてはデジタル人材の育成、こち

らも進めながら、あとは関連部局が行うような電子

決裁の導入だとか、パソコンとか、ネットワークの

整備、それから生成ＡＩの導入研修、こんなところ

も連携しながら庁内のＤＸを推進していくこととし

 ております。

   以上です。

○当山勝利委員　今ありましたノーコードツールの

ほうで使ってやられるとか、エクセルもおっしゃっ

ていましたけれども、総務企画委員会で東京都を視

察したときに、キントーンを使って全庁的にあちら

 は取り組まれているということでした。

  県としては、ノーコードツールというのは、どの

 程度の職員を対象にされる予定でしょうか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長　使ってい

ただきたいのは使っていただきたいんですけれども、

全庁が使うと全員のライセンスが必要になりますの

で、今、検証事業で若干、来年度は300、ライセンス

を限定しながら、少しずつ使っていく人を広めたい

なと思っていまして、それをまた庁内でうまく広報

していくために、こんな事業で使えますだとか、事

業を選定して簡易なアプリをつくっていくような、

そんな仕組みを今年度だったり、来年度だったり取

り組んでいきたいなというふうに考えているところ

 です。

○当山勝利委員　推進する側はなかなか大変かと思

いますけれども、東京都さんのほうはボトムアップ

もしていますよということだったので、分からない

ところがあったら、すぐ聞けるような状況をつくっ

ているというようなこともありましたので、よろし

 くお願いします。

  あと次、ＤＸ人材確保育成市町村支援事業、市町

村に対する支援事業、こちらのほうで市町村のＤＸ

推進についての現状について、伺いたいと思います。 

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長　お答えし

 ます。

  総務省が策定した自治体ＤＸ推進計画なんですけ

れども、重点取組事項の一つとして情報システムの

標準化・共通化、こちらが義務づけられておりまし

 て令和７年度末が期限とされています。

  そのため県では、システム標準化を中心に市町村

を支援するということで、県全体における取組の底

上げを図っているところです。このシステム標準化

の進捗状況、こちらを管理するために総務省が整備

 したツールがございます。

　今年１月末時点における県内市町村の進捗率、こ

ちらが30.6％、全国32位、全国平均の33.3％を若干

 下回っているという状況にございます。

○当山勝利委員　令和７年度までに、総務省が示し

ている業務は市町村はやらなきゃいけない。県はそ

れをサポートされるということなんですけれども、

全国平均並みには来ているのでしょうけれども、で

も完遂しなきゃいけないわけですよね。なので、そ

の取組というのは、次年度以降になりますけれども、

 どのようにまたされていくのでしょうか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長　次年度の

事業なんですけれども、令和５年度に引き続きまし

てこの支援事業、こちらでシステム標準化を中心に

取組を支援してまいるということなのですが、令和

６年度、国の示すスケジュールでいきますと、市町

村においては標準化されるシステムに合わせて業務

フローの見直しだったり、あとは連携する作業だと

か、システムの調整だったり、あとは条例、規則の

改正、こういった多くの作業が市町村で発生する見

 込みになっています。

  ですので、県においては令和５年度は15団体を伴

走支援させていただいたんですけれども、令和６年

度は20団体にちょっと拡大して実施する予定にして

 おります。

  これとは別に、全市町村を対象にニーズに応じて

コンテンツ類を案内するような窓口を設置したり、

あとは職員を対象としたＤＸ研修の実施など、市町

村における取組の促進を図ってまいる予定としてお

 ります。

   以上です。

○当山勝利委員　これも市町村さん、いろいろ濃淡

もあると思うので、しっかり取り組んでいただきた

 いと思います。

   終わります。

○又吉清義委員長　國仲昌二委員。 

○國仲昌二委員　よろしくお願いします。 

  先ほど、多良間村で自動運転の事業を行うという

のが出ていましたので、ちょっと私のほうからも質

 問したいと思います。

  まず、多良間村でこの事業をやるという理由とい

うんですか、多良間村を選んだ理由というのですか、

 その辺をちょっとお聞きしたいのですけれども。

○西垣紀子交通政策課副参事　今回、事業実施に当

たっては、沖縄本島、離島を含め各候補地となり得

る地域について、人口動向や公共交通の有無、交通

状況について調査を行ってきたところ、やはり離島

過疎地域において運転手不足の課題が深刻化してい
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るというところが見えてきたところです。その状況

を踏まえまして、外部有識者を含む検討委員会を立

ち上げ、実証実験の候補地選定などについて検討を

 行っております。

  主にその４つの観点から選定を行っておりますが、

まず安全面から車両と人の混在が比較的少ない地域

であること。２つ目が効果検証の明確化、限定領域

が創出できて、その検証結果が明確化できる環境に

あること。もう一つ、３つ目が技術面としまして、

道路の幅員、幅ですね、通信環境と加えて車両の整

備環境を確認しています。最後に、地元の意向など

を含めまして、これらを基に検討委員会の意見を踏

まえまして、多良間島に決定したものでございます。 

○國仲昌二委員　この事業は何年間くらいを見込ん

 でいるのですか。

○西垣紀子交通政策課副参事　今現在では３年を予

 定しております。

○國仲昌二委員　先ほどの説明では内閣府と国交省

の事業があると。国交省では拠点間の事業をすると

いうことですけれども、この事業の最終目的といい

ますか、どの程度までを、この事業で達成するとい

 う考えなのでしょうか。

○西垣紀子交通政策課副参事　先ほど申し上げたよ

うに、事業期間としては３年程度を考えております

が、その期間の中でやはり拠点間、要は集落内の移

動ニーズを含めて、その集落内の移動と拠点間に関

しての自動運転を活用した公共交通としての維持が

できるかというところを、まず実証したいというふ

 うに考えております。

  最終的には、まず３年ではレベル２で人が乗って

いる状態で、先ほど申し上げた安全面で、住民の協

力を得て実装まで持っていけるかというところを検

 証したいと考えているところです。

  それらを踏まえまして、最終的に、そのレベルを

上げていけるのかというところも含めて、検証して

 いきたいと考えております。

○國仲昌二委員　国交省の事業と、それから集落内

の事業は、それぞれ何か違うような説明だったと思

うんですけれども、国交省はもう車両調達をしてやっ

ていく、集落内はニーズ調査とか、そういったのか

らスタートするという話だったんですけれど、これ

は集落内のものも、それから拠点間の事業も、最終

的には１つの達成目標というのかな、それは同じと

いうふうに考えていいのですか。それとも別々に、

例えば集落内は集落内の最終目標があって、拠点間

は拠点間であってという、その辺はどんな考えなの

 ですか。

○西垣紀子交通政策課副参事　この２つの移動に関

しては、島民の方々が、その島で住み続ける環境を

整備するというところの面もございます。そういっ

た面では、やはり一体となって島の方々が住み続け

られる移動サービスを、持続的に提供できるかとい

うところに観点を持っておりますので、もちろん先

ほど申し上げた空港から集落内、集落内の中での移

動というところは連結させながら、その移動サービ

 スの提供を目指したいと考えているところです。

○國仲昌二委員　新年度は、この予算がついたら、

 いつ頃からのスタートになりますか。

○西垣紀子交通政策課副参事　先ほど申し上げた

 ２種類、内閣府と国交省の補助金がございます。

　今、現状としましては、内閣府のデジタル交付金

につきましては、令和６年１月の国の公募に対して

現在も応募を行っております。それが今月末くらい

に結果が出るというふうには伺っているところです

が、デジ田に関しては、４月頃からスタートができ

 るというふうに考えております。

  もう一つ、国交省につきましては、令和６年４月

以降に公募を開始予定と聞いておりますので、まず

公募に対して応募をして、内示を受けて、交付決定

をしてスタートというふうなスケジュール感を持っ

 ております。

○國仲昌二委員　期待しております、頑張ってくだ

 さい。

　次は、離島・過疎地域の振興という部分で質問し

たいと思います。一般質問の答弁でも、離島振興で

前年度比で37億円の増というようなことがありまし

た。離島住民等の航路、空路の交通コスト負担軽減

というので増になっていますけれども、この増の要

 因の説明をお願いします。

○大嶺寛交通政策課長　交通コストの負担軽減事業

につきましては、令和５年度の上期の離島航空路線

の利用の実績が、コロナ前の利用実績より伸びてい

るというところで、加えまして令和５年11月から離

島航空路線については運賃値上げがございました。

その運賃値上げについて、離島住民の負担が増えな

 いように県の負担割合を引き上げてございます。

  そういったことから約４億円増となっております

が、一方で小規模離島は航空路線については、交流

人口についても支援させていただいているんですけ

れども、負担軽減を図っておりますが、県が負担金

を設定している運賃よりも安い運賃、早割の運賃が

出てきまして、交流人口につきましてはその安い運
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賃のほうを活用しているようなところが多くござい

まして、その辺はコロナ前と比較すると約７割減っ

ていると、金額にすると約１億8000万くらい減って

いますので、これを合わせまして２億くらいの増額

 というところになってございます。

○國仲昌二委員　私たちは、もうこの交通コストの

削減というと離島割という感覚しかないんですけれ

ど、先ほど説明があったもの、観光客なども対象に

なると、小規模離島ですね。この小規模離島という

のは、宮古島市と石垣市あるいは久米島町以外の離

 島になるんですか、この辺ちょっと。

○大嶺寛交通政策課長　そのとおりでございます。 

○國仲昌二委員　分かりました。 

　積算内訳書の中からちょっと質問していきたいと

思います。20ページ、電子自治体推進事業費が結構

増になっているというので、ちょっと見ていくと

21ページの通信運搬費、それから22ページの使用料

及び賃借料、これでネットワーク整備費というのが

３億くらいの増になっているんですけれど、これに

 ついての説明をお願いします。

○與儀尚情報基盤整備課長　お答えします。 

  令和６年度の電子自治体推進事業費が前年度より

約３億300万円、29％の増となっております。主な要

因としては、職員用の一括調達ＰＣの入替えに合わ

せて、パソコンをモバイル化するということをしま

すのでこれの増。あとは本庁舎執務室への無線ＬＡ

Ｎの本格導入ということで、この２つが賃借料のと

ころに計上されるものになっておりまして、これで

３億近くの増になっているということでございます。 

○國仲昌二委員　次、行きましょうね。通信施設維

持管理費、23ページから24ページにかけてかな。こ

この部分でも委託料と工事請負費が大きな増になっ

 ていますけれども、これの説明もお願いします。

○與儀尚情報基盤整備課長　通信施設維持管理費で

ございますが、前年度より約２億4000万円、84.3％

の増となっております。主な要因としましては、個

別施設計画に基づく防災行政無線の改修箇所とか、

規模が増加していることであったり、令和６年度よ

り新たに次期防災行政無線の更新に向けた基本設計

 を開始することなどによるものとなっております。

○國仲昌二委員　ありがとうございました。 

  次、行きます。37ページの振興計画費、これの委

託料が4000万ほど増になっていますけれども、この

 説明をお願いします。

○武村幹夫企画調整課長　お答えいたします。 

  その要因といたしましては、３年ごとに実施して

いる県民意識調査に要する費用、そして来年度開催

予定のＳＤＧｓ全国フォーラムに要する費用などに

 よるものでございます。

○國仲昌二委員　ありがとうございます。 

  次、行きます。51ページになりますか、離島振興

対策推進費。これは逆に大きな減になっているので、

 この説明をお願いします。

○高嶺力志地域・離島課長　離島振興対策推進費は、

離島フェア開催支援事業、それから離島・過疎地域

 づくりＤＸ促進事業で構成されています。

  令和６年度予算としては6491万5000円を計上して

いますが、前年度に比べて1653万6000円減となって

います。減の理由としては、離島・過疎地域づくり

ＤＸ促進事業において補助金が減になっているとい

 うことです。

   以上です。

○國仲昌二委員　この離島・過疎地域づくりＤＸ促

 進事業、これはどういった事業なのでしょうか。

○高嶺力志地域・離島課長　この事業はオンライン

学習塾の支援事業と、高齢者等の見守り支援事業か

ら構成されていますけれども、まずオンライン学習

塾の支援事業というのは、東京から実施地区の各教

室にオンライン形式で授業を行うという学習塾です。

それから高齢者の見守り支援事業については、Ｗｉ

－Ｆｉの電波で独り暮らしの高齢者等の居住者の動

きとか、睡眠の状況を把握することができるセンサー

を活用して、その動きなどの状況を遠くに離れてい

る家族とか、実施地区内の区長、民生委員などに共

有するというような、そういった事業になっていま

 す。

○國仲昌二委員　これはその両方の事業費が減に

 なったということですか。

○高嶺力志地域・離島課長　まず高齢者の見守り支

援事業について、これは事業の当初からの計画なん

ですけれども、事業者の自走化を促進するために補

助率を段階的に下げるというような事業計画になっ

ておりまして、それで補助率を８割から７割に低減

しているというようなことでの減になっています。

それからオンライン学習塾については、これは令和

５年度は３つの町村で事業を実施していたのですが、

令和６年度は、事業継続を希望する自治体が１つと

いうようなことで、実施地区の減によって補助金が

 減となっております。

   以上です。

○國仲昌二委員　これは３つから１つになったとい

うことは、２つの自治体はオンライン学習塾支援事
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業というのをもうやらないという、どういった理由

 なのですか。

○高嶺力志地域・離島課長　令和６年度の事業に向

けては、令和５年度の早い段階から、現在参加して

 いる市町村とは意見交換を重ねてきました。

  これは具体的に言うと、本部町と竹富町と東村と

いうことになるのですが、本部町については、今地

域おこし協力隊を活用した対面形式の町営塾を、今、

中学生を対象として設置していますけれども、これ

を小学生まで拡大したいというようなことの話があ

りました。それから竹富町についてはタブレット端

末の配布などで学校教育の充実、それから自学実習

に重きを置きたいというような、そこのほうを重視

したいというようなことで、今回、来年度は事業の

 参加を見送るというようなことでありました。

   以上です。

○國仲昌二委員　この事業の対象というのは小規模

 市町村になるのですか。

○高嶺力志地域・離島課長　離島・過疎地域の全部

の市町村に対して希望調査を行っておりまして、た

だ、それぞれの市町村、例えば一括交付金を活用し

て、既に以前からオンライン学習塾を実施している

というようなところがあるというようなこと。それ

から対面形式の学習塾を実施しているところが幾つ

かありまして、そういったこともありまして、ほか

の市町村についても希望調査をしましたが希望はあ

 りませんでした。

   以上です。

○國仲昌二委員　もうこれは、来年度は１自治体だ

 けということになるわけですね。

○高嶺力志地域・離島課長　そのとおりです。 

○國仲昌二委員　分かりました。 

  次は52ページです、石油製品輸送等補助事業費、

これ補助金が8500万ほど増になっていますけれども、

 その要因をお願いします。

○高嶺力志地域・離島課長　この事業、令和６年当

初予算は前年度当初予算と比較して１億1442万円増、

12.2％増の10億5542万円となっております。増額の

内容については、委託料について離島での陸送費と

して補助をしている倉入れ料というのがありますが、

それが平成25年度以降改定していませんので、その

実態調査を行うための委託料。それから、次回、税

制改正に向けては、価格差の縮小に効果的な新たな

方策を検討する、そのための調査を実施する経費と

 して委託料を計上しています。

  それから補助金については令和５年度の実績で、

補正予算も措置をするようにしていますが輸送量が

増えている。それから輸送単価も上がっているとい

うようなことで、補助金についても令和５年度当初

予算と比べて8505万円増というようなことで計上し

 ています。

   以上です。

○國仲昌二委員　この事業については、ちょっと効

果がいかがなものかという厳しい意見などもありま

すけれども、委託料で実態調査を行うという予算も

ついております。この調査はどういった内容になり

 ますか。

○高嶺力志地域・離島課長　まず倉入れ料の調査に

ついてですけれども、倉入れ料というのは、離島の

入荷港から各石油販売事業所まで陸上輸送経費、そ

ういった経費、これは離島特有の輸送に必要となる

経費というようなことになるのですが、これは海上

輸送費とは別に補助しています。これはそれぞれタ

ンクローリーだったり、コンテナとか、輸送の形態

ごとに単価を設定しているんですけれども、これが

平成25年度に行った調査を基に単価設定しているの

で、当時に比べて物価水準や人件費が上昇している

というようなことで、事業者の負担に対して不足を

している可能性がある。この不足分が石油製品価格

に影響しているというようなことが考えられるので、

令和６年度に改めて実態調査を実施して、必要に応

じて単価等の検討をしていきたいというようなこと

 が一つです。

  もう一つ、次回、税制改正に向けた取組として、

令和６年度の与党税制改正大綱も踏まえて、次回の

税制改正に向けては、国や離島市町村、石油販売事

業者等と連携を図りながら、本島との価格差縮小に

つながる新たな取組を検討したいと考えていますの

で、そのための新たな方策を検討するための調査と

 いうようなことで考えています。

   以上です。

○國仲昌二委員　この事業については、なかなか離

島住民に恩恵がないんじゃないかというような指摘

もありますので、しっかり調査をして取り組んでい

 ただきたいなと思います。

  次、行きます。61ページ、離島航路補助事業。こ

れ補助金が１億4000万ほどの減となっていますけれ

 ども、その要因をお願いします。

○大嶺寛交通政策課長　この事業は離島航路の確保

維持のために、離島航路の運航により生じた欠損額、

これに対しての国、県、関係市町村で補助する事業

でございますが、令和６年度においては、新型コロ
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ナウイルスの感染症による行動制限の緩和で乗客数

が増えてございます。それで欠損額が減少しており

ますので、その分、この補助金を減額させていただ

 いているということでございます。

○國仲昌二委員　分かりました。 

  次、行きます。81ページ、離島活性化特別事業の

補助金が大きい減になっているということで、5000万

 減になっているその要因をお願いします。

○高嶺力志地域・離島課長　離島活性化特別事業費

なんですけれども、沖縄離島体験・デジタル交流促

進事業、それから離島ブランディングといいまして、

島あっちぃとか島まーるの事業であるとか、離島デ

ジタル広報・販売スキル向上事業などで構成をされ

 ています。

  令和６年度については、前年度と比べて6372万

 6000円減の３億7096万5000円を計上しています。

○國仲昌二委員　81ページの補助金が5100万ほど減

になっているのですが、この減の要因は何でしょう

 か。

○高嶺力志地域・離島課長　すみません、補助金の

減額の理由なんですけれども、離島ブランディング

事業というのがありますが、これは島あっちぃとか

 島まーる事業を行っています。

  これは観光プログラムを組み込んだ離島のツアー

の造成等を行っていますけれども、これも自走化に

向けて事業開始当初からの事業計画のとおり、補助

率を段階的に低減していますので、これは７割から

６割に低減をしているというようなこと。それから、

観光プログラムの自走化が進んできておりまして、

そういったことを踏まえて事業対象を絞っていくと

いうようなところもあって、3500万円の減となって

 います。主な減の理由は以上です。

○國仲昌二委員　分かりました。 

   これで私の質問を終わります。

○又吉清義委員長　交通政策課長から答弁を訂正し

 たいとの申出がありますので発言を許します。

　大嶺寛交通政策課長。 

○大嶺寛交通政策課長　先ほど、國仲委員の沖縄離

島住民等交通コスト負担軽減事業の御説明の中で、

交流人口の対象外となっている地域として、宮古島

市と石垣市と久米島町と申し上げましたが、久米島

町は対象となっておりますので、おわびして訂正さ

 せていただきます。

○又吉清義委員長　平良昭一委員。 

○平良昭一委員　市町村のＤＸ推進事業で、県・市

町村職員向けのＤＸ研修というのがありますけれど、

どういう方法でやっていくのか教えていただきたい。 

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長　お答えし

 ます。

  まず、県職員のほうなんですけれども、部門にお

けるキー人材、こういった方の育成に向けてＤＸの

事例だとか、ツールの活用等を学習する集合型研修、

このほかに多種多様な学習ニーズに対応できるｅ－

ラーニング、こちらを実施する予定にしております。

あとこの事業のほかに、職位に応じてこのデジタル

知識を習得するために、令和５年度から階層別研修、

こちらを強化しまして職員全体の能力、底上げを図っ

 ているところです。

  次に市町村職員向けの研修なんですけれども、令

和６年度のＤＸ研修については、ｅ－ラーニングを

活用して事業を実施していく予定です。これは令和

４年度にデジタルツールをテーマにしたオンライン

セミナーだとか、集合型のセミナー、３回やったん

ですけれども、一定の効果はあったものの各市町村

の人材育成のニーズ、レベルとか内容等が多様であ

ること。あとは時期をそろえて集合することが難し

い、こういったことから令和５年度から多様な講座

がいつでも受講可能なｅ－ラーニング、こちらを活

 用した研修事業に改めて実施しているものです。

　令和５年度の研修受講者の満足度が７割程度あり

ますので、令和６年度においても改善を図りながら

 実施していきたいと考えているところです。

   以上です。

○平良昭一委員　これ市町村でかなり温度差がある

ような状況が生まれてしまうのが一番怖いんですよ。

そういう面では意外に市町村長の意向が優先される

ような状況があって、非常に心配な予想があります

ので、温度差をどうなくしていくかというのは、非

常に努力しないといけない状況だと思いますけれど、

 その辺どうでしょうか。

○石川欣吾参事兼デジタル社会推進課長　この支援

事業の中でも幹部職員だとか、支援事業でアドバイ

ザーの方と一緒に伺いながら、副村長だとか、そう

いったところにお話もしながら、今、進めていると

ころですので、こういったところも押さえながら６年

 度も継続していきたいと考えております。

○平良昭一委員　分かりました。 

  次にわった～バス利用促進乗車体験事業ですけれ

ど、以前、議会で高校の出前講座、具志川高校に行っ

たときに、朝乗れないときがあるというようなこと

があって、そうするとラッシュ時に無料乗車をする

となると、日常乗っている方々が乗れなくなる可能
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性があると思うんですよ。その辺はどう考えていま

 すか。

○大嶺寛交通政策課長　乗れなくなる可能性につき

ましては、先ほど申し上げた佐賀県の事例でも、そ

 のようなことがあったように聞いております。

  そこで、今、バス事業者のほうといろいろ調整さ

せていただいておりますが、そのようなことがない

ようにあらかじめ、乗れなくなるような路線は――

共同路線は次に来るバスもいっぱいありますのでそ

の辺はカバーできるんですけれども、そうじゃなく

て単独で走っているようなところは、追走するよう

な形でバスを出す方向で調整させていただいており

 ます。

○平良昭一委員　分かりました。 

  バスの利用機会を多くするということで、逆にマ

イナスになってしまったら困りますので、その辺は

 努力していただきたいなと思っています。

  次にシームレスな陸上交通体系構築事業の中で、

自治体運行バス、いわゆるコミュニティーバス、こ

れがいろいろ労働団体の意見を聞いたりすると法定

協議会を立ち上げてスムーズにいっているところと、

それがないところがあると言っているんですよ。法

定協議会があるのは県内で幾つくらいあるのですか。 

○大嶺寛交通政策課長　法定協議会、今現在、どれ

くらいの市町村が持っているかという具体的な数字

で確認できておりませんが、法定協議会は２種類ご

ざいまして、道路運送法に基づく法定協議会と、活

性化協議会という、活性化法という公共交通を活性

化する法律がございまして、そこに基づく法定協議

 会がございます。

  県としましても、そこに参加させていただきなが

らいろいろ意見交換させていただいておりますが、

今、県のほうでも本島の26市町村を対象とした沖縄

県地域公共交通協議会というのを立ち上げてござい

ますので、そちらの中でも、いろいろ意見を酌み取っ

ていくことができるという仕組みになってございま

 す。

○平良昭一委員　なぜそういうこと聞くかというと、

各市町村のコミュニティーバスというのは、いわゆ

る地域内だけで運行しているわけですよね。それが、

地域外の路線への連結があれば、もっと有効になる

のじゃないかなという意見が出てきているんですよ。

であれば、この市町村を取り巻く連携した取組とい

うのが、法定協議会なのかなと、僕自身は思ってい

るんですけれど、その辺を立ち上げていく方法によっ

て、この地域外に連結できるようなことが可能になっ

 てくるのじゃないかなと思います。

  これは国からの補助金と責任があるから市町村単

位でやっていることになりますけれど、それ以外の

こともつなげていくというのは可能性としてありま

 すか。

○大嶺寛交通政策課長　法定協議会とはまた別に、

県のほうでは北部圏域、中部圏域、南部圏域に分け

て、それぞれの市町村の皆様とバス事業者も入れて、

連絡会議、交通会議というのを開催してございます。 

  その中で、今、いろいろテーマを決めて意見交換

させていただいておりますので、そういった中で意

見を集約しながら、法定協議会のほうに反映してい

 くというところで進めてございます。

○平良昭一委員　これは、今後、非常に大きな課題

になると思うんですよ。例えば北部あたりからする

と、国頭、東村あたりは単独でやっているわけです

 よ。

  しかし、いわゆる病院がないということで名護ま

で行かないといけないというとき、これは非常に不

便。名護は名護市内で一生懸命やって、努力して路

線巡らしているわけですよ。そういうつなぎができ

るようなことになれば、それこそバスに対する魅力

がまた出てくるわけですよね。その辺の可能性とい

うのは十分あるのであれば、そういうのをどんどん

進めていただきたいなと。法定協議会以外に、そう

いうのができるのであれば、やっていただきたいな

と思っています。そのときに、やっぱり市町村の財

政の問題もありますので、これまで赤字路線、既存

の路線というのは市町村も幾らか補塡していますよ

ね。コミュニティーバスに対してのものは、全くやっ

ていないわけですよ。市町村単位の中でばらつきが

 あるわけ。

  その辺を、県のほうで、どうにか助成することが

できる要素はないかなと思いますけれど、どんなで

 すか。

○大嶺寛交通政策課長　県のほうでは、特に北部で

申し上げますと、路線バスの広域的にまたがるよう

な、国道を北上していくような路線バス、ここにつ

いて国、市町村、バス事業者から構成された法定協

議会を設置しまして、その中で赤字になっている路

線バス、そういったものを協議して了承しながら補

 助しているところです。

  一方、コミュニティーバスについては、先ほど委

員がおっしゃったように、市町村が主体で法定協議

会を立ち上げて、そこで必要なルートとか運賃を協

議、了承して運行しているところですので、今後こ
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のコミュニティーバスの運行については北部圏域の

市町村、あるいは交通事業者を交えた、先ほど申し

上げた連携交通会議の中でも議論をさせていただき

ながら、名護市を交通結節点とした、広域的な移動

についても検討していきたいというところでござい

 ます。

○平良昭一委員　聞いた話によると、このコミュニ

ティーバス、南城市が非常に活発にやってきて効果

が出ているというような話を聞くんですけれど、実

際、どういう状況か、分かれば教えていただきたい。 

○比嘉学交通政策課室長　お答えします。 

  今、委員から御質問ありました南城市の事例です

けれども、南城市のほうで、独自にＮバスというコ

ミュニティーバスを運行しております。ここは南城

市の旧合併前の市町村と、南城市役所を結ぶという

南城市内の住民の足ということと、あとは南城市か

ら少し八重瀬町に向陽高校、そちらの通学用の足と

いうことで運行しているコミュニティーバスでござ

 います。

○平良昭一委員　こういうふうに非常に努力すれば

効果が出るというところもありますので、それはま

だ、今後、研究課題でありますけれど、努力してい

 ただきたいなと思っています。

  あと、ＥＴＣの件でちょっと聞きたいのがあるん

ですけれど、来年度からＥＴＣ利用以外はできない

となるような話も聞いていますけれど、今、県のほ

うで促進事業をやって、助成金を出しながらやって

 いますよね。

  その効果というのは今どうですか、どういう状況

 ですか。

○大嶺寛交通政策課長　この利用促進につきまして

は、助成金の事業につきましてはＮＥＸＣＯ西日本

様のほうで実施しているところでございまして、県

は、その辺の広報活動のほうは支援させていただい

ておりますけれども、昨年度からＥＴＣの利用促進

を進めておりまして、現在は、昨年度の実績を大幅

 に上回る設置数というふうにして聞いております。

○平良昭一委員　ＮＥＸＣＯ西日本さんも、よく頑

張ってはいると思いますけれど、まだまだやっぱり

料金所で並んでいるのがあるんですよ。果たして、

沖縄県の皆さんが広報等でもやっていますけれど、

実際、効果があるのかなとちょっと疑問に思うのが

あるんですけれど、過去の実例を挙げると、ほかの

都道府県よりは沖縄県は少ないんだということ。い

わゆる車社会の中で、沖縄は保有率もかなり高いと

いうことも実証されているわけですけれど、まだま

だ足りないのかなと思っていますので、県の今後の

努力というのはもうこれ以上考えられないですか、

 促進の。

○大嶺寛交通政策課長　ＥＴＣの利用の促進につき

ましては、令和６年度も、引き続きＮＥＸＣＯ西日

本の皆さんと一緒に普及に努めてまいるというとこ

 ろでございます。

○平良昭一委員　頑張っていただきたいと思います

けれど、実際割引されていますよね。それが６年度

以降は、どうなるか分からないというような話も聞

いていますけれど、実際、皆さんの感覚として、ど

 んな状況になりそうですか。

○大嶺寛交通政策課長　今後の、ＥＴＣ設置車の運

行割引の継続というのは先週も要請してまいりまし

た。その中でいろいろ意見交換させていただく中で、

ぜひ、必要な取組ということは、御理解いただいた

のかなというふうに認識しているところでございま

 す。

○平良昭一委員　沖縄県の県民性で、ＥＴＣ以外は

助成の対象になりませんよということを、やっぱり

やってみないと沖縄県民も分からないところもあり

ますので、この辺、また一旦割引が効かなくなった

ときに、ＥＴＣを入れたいというようなところが出

 てくると思うんですよ。

  その辺は、設置の助成金の対象期間が終わりまし

たということでは、ちょっと困るかなと思っている

んですけれど、その辺、ＮＥＸＣＯ西日本さんとの

話合いもやらないといけないと思いますけれど、県

 民のためにどうでしょうか。

○大嶺寛交通政策課長　この件につきましては、県

としてもこのキャンペーンを、ぜひ継続していただ

きたいというところで要望してございますので、そ

ういう方向で取り組んでいきたいと考えております。 

○平良昭一委員　最後に移住定住促進事業、これは

離島・過疎地域であると思うんですけれど、沖縄県

は、この地域おこし協力隊を非常に活発に取り入れ

ているような状況が過去にもありました。市町村で

もちょっと温度差はあるかもしれませんけれど、こ

の移住定住促進事業に、地域おこし協力隊のメンバー

の経験等がかなり生かされると思うんですけれど、

その位置づけとして、どういう状況になっています

 か。

○高嶺力志地域・離島課長　まず、県内の市町村で、

地域おこし協力隊の方々がいらっしゃって活動をい

ろいろされています。５月現在で、県内19市町村で

58人の方々が活動していらっしゃいます。これは前
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年度と比べても、増加をしているというような傾向

 になっています。

  そのうち５つの市町村で、移住定住関係の活動に

この方たちがなさっていまして、具体的には移住相

談窓口の対応であったり、空き家の調査発掘などに

取り組んでいらっしゃいます。そこで県が実施する

移住定住促進事業、これの中で移住フェアであると

か、移住相談会、いろんな様々な研修会等、県が実

施していますが、それは市町村の地域おこし協力隊

の方々も実際に県外で、例えば移住フェアやる場合

には一緒に参加するとか、市町村から代表として来

て対応していただいて連携をして取り組んでいると

 ころです。

   以上です。

○平良昭一委員　よく離島の物産展なんかをパレッ

トの前とかで、また沖縄タイムスさん、琉球新報さ

んの玄関先でやっていたりするんですけれど、大体

そういうところへ行くと、やっぱりこの地域おこし

協力隊のメンバーの考え方というのが非常に普及し

ていて、もともとの島人以外の方々とうまくやりな

がら新しい物産を誕生させたりとかしているんです

 よ。

  そういうことからすると、移住定住促進事業とい

うのは、この地域おこし協力隊の考え方というのは、

大きく左右されるようなところが出てくるだろうな

というふうに思っているんですよ。その中で19市町

村しかやっていないというのは、恐らく離島を中心

にしていると思うのですけれど、これは全て国の助

成事業ですよね、市町村の持ち出し分はないですよ

 ね。

○高嶺力志地域・離島課長　基本的に地域おこし協

力隊の方々の報酬であるとか、またその活動費に関

しては、特別交付税措置がされることになっていま

 す。

○平良昭一委員　この辺、とにかくやる気のある方

々が、普通３年くらいだと言っているんですけれど、

こういう方々が定住していくということは、大きく

また離島に対しても貢献してくると思いますので、

指導する立場の県としては、その辺をサポートでき

るようなシステムをつくることも大事だと思います

ので、その辺一緒になって取り組んでやれるような

 状況がありますか。

○高嶺力志地域・離島課長　県のほうで市町村の協

力隊、また市町村の移住関係の部署とか、その辺を

対象にした研修会などを実施しておりまして、その

ときに市町村の協力隊の皆さんも参加していただい

 ています。

  その中で県と市町村の協力隊の方々とのいろんな

やり取り、意見交換なども行われています。それか

らＯＢ・ＯＧネットワークというようなことで、今

回地域おこし協力隊の方々が、例えば現役の方であ

ればいろんな相談、いろんな悩みごともありますの

で、活動するときの。それであったり、また卒業さ

れた後に地域に定着していただくために、ちょっと

県のほうが中心になってネットワークづくりを進め

 ているところです。

   以上です。

○平良昭一委員　どんどんこれを進めていただきた

 いと思います。

   以上です、終わります。

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

 　　　午後０時８分休憩

 　　　午後１時30分再開

○又吉清義委員長　再開いたします。 

 　午前に引き続き質疑を行います。

   西銘純恵委員。

○西銘純恵委員　お願いします。 

  最初に企画部の市町村課に伺います。会計年度任

用職員について、11市についての人数と割合はどう

 でしょうか。

○真栄田義泰市町村課長　お答えします。 

  令和５年４月１日時点の県内11市における会計年

度任用職員数は7031名となっております。全職員に

占める割合は平均で43.3％となっております。11市

のそれぞれの内訳については、那覇市が1562名で全

体に占める割合が39.2％、宜野湾市が642名で46％、

石垣市が431名で44.2％、浦添市が617名で42.8％、

名護市が601名で48.9％、糸満市が424名で47.8％、

沖縄市が898名で46％、豊見城市が276名で37.1％、

うるま市が861名で45.6％、宮古島市が567名で

 45.4％、南城市が152名で31％となっております。

   以上です。

○西銘純恵委員　高いところが50％に近いというこ

とは、本当、相当増えているんだなと思うんですけ

れども、時給についてどうなっていますか。最低額

 と最高額、お尋ねします。

○真栄田義泰市町村課長　お答えします。 

  令和５年度総務省が行った調査における県内11市

の会計年度任用職員のうち、事務補助職員の時給に

 ついてお答えします。

  令和５年４月１日現在の11市の時給の平均につい

ては、事務補助職員の任用がない名護市を除く11市
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において約982円となっております。11市それぞれの

内訳については、那覇市が989円、宜野湾市が993円、

石垣市が982円、浦添市が1017円、糸満市が1008円、

沖縄市が1025円、豊見城市が960円、うるま市が

933円、宮古島市が960円、南城市が950円となってお

ります。最低額はうるま市で933円、最高額は沖縄市

 で1025円となっております。

   以上です。

○西銘純恵委員　公務労働であっても、こんなに差

があるということですけれども、本当に県も含めて、

時給1500円以上に引き上げる必要があるんじゃない

かと思ってはいるのですがいかがでしょうか、考え

 を伺います。

○真栄田義泰市町村課長　お答えします。 

  会計年度任用職員の給与決定については、地方公

務員法に定める職務給の原則や均衡の原則など、給

与決定の原則にのっとり決定されることとなってお

ります。当該原則を踏まえ、各市町村において、人

事委員会の勧告を受けて決定される常勤職員の給料

表を基礎として、職務遂行上必要となる知識、技術

及び職務経験などを考慮するとともに、それぞれの

地域の実情などを踏まえて、適切に決定されている

 ものと認識しております。

   以上です。

○西銘純恵委員　市町村課に最後にですが米軍に軽

減している軽自動車税、これも復帰後、どれだけ軽

 減されたのか、お尋ねしたいんですけれども。

○真栄田義泰市町村課長　お答えします。 

  軽自動車税は市町村税ですので、県では詳細を把

握しておりませんが、復帰時以降の米軍構成員に係

る軽自動車税の軽減額について、県で保有する統計

データを基に、平成22年度から令和４年度までの13年

間を試算したところ、約１億3000万円となっており

 ます。

○西銘純恵委員　分かりました、米軍軽減ですよね。 

  地域・離島課に伺います。離島・過疎地域づくり

ＤＸ促進事業、この事業について内容等、継続され

 ていると思うんですけれども、お尋ねします。

○高嶺力志地域・離島課長　離島・過疎地域づくり

ＤＸ促進事業ですけれども、大きく２つの要素があ

りまして、ちょっと午前中も答弁させていただいた

のですがオンライン学習塾ですね、それの支援を行

う事業と見守りセンサーを活用して独り暮らしの高

齢者等の活動状況をその家族であったり、民生委員

とか、地域の方々に共有するようなことを行う民間

事業者を支援するというような事業になっておりま

 す。

○西銘純恵委員　高齢者見守りについて離島過疎地、

とても重宝じゃないのかなと思うのですけれども、

これまで成果ですね、何人の方が使われて、世帯で

も結構なんですけれども、成果としてどうだったの

 でしょうか。

○高嶺力志地域・離島課長　令和４年度は国頭村、

大宜味村及び東村で実施をしておりまして、令和５年

度には、これらの３村に加えて石垣市及び伊江村と

いうことで、５市町村で高齢者の見守り支援を実施

しています。支援を受けた世帯数は令和４年度が50世

帯、令和５年度が152世帯、令和６年度は、さらに200世

帯を増やして支援を行うことを目標としております。 

   以上です。

○西銘純恵委員　家族の方が見守りという具体的な

 説明をお願いできますか。

○高嶺力志地域・離島課長　このセンサーは、独り

暮らしの高齢者などのお宅に３か所とか設置をして、

電磁波というか、その状況で動きであったり、睡眠

 しているかどうかというのが感知できるようです。

  その状況がインターネットで遠くに離れて住んで

いる家族とか、また民生委員の方とか、そのような

方々に共有できるというような仕組みになっていま

 す。

○西銘純恵委員　町村もまだ増やしていく計画です

か。それと遠くに離れた家族といっても、何かすぐ

手だてを取るというのは難しいと思うのですが、そ

この町村のほうで社協もあると思うんですけれども、

そういうところと連携をしたほうが効果というのか、

迅速にいろいろ対応できるんじゃないかと思うので

 すが、それについてはどうなっていますか。

○高嶺力志地域・離島課長　まず市町村数について

は、現在５市町村のものを、来年度は市町村は増や

さずに、市町村当たりの世帯数を増やして、密度を

高めていくというような考え方でやっていくという

ようなことになっています。それからちょっと家族

のほう、ちょっと離れて暮らしているというような

ところの中で、もし急に何か駆けつけられるかとい

うようなことについては、例えばすぐに行けない場

合は民生委員の方などに連絡して、見てもらうとい

 うような協力体制になっております。

   以上です。

○西銘純恵委員　この事業、いいと思いますので拡

 充を期待したいと思います。

　今の５番ですが、沖縄離島体験・デジタル交流促

進事業、これも令和４年度からだったかなと思うん
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ですけれども、結構、いい施策だと思うんですが、

どれだけの皆さんが説明等利用されたのか、お願い

 します。

○高嶺力志地域・離島課長　この事業、前身事業も

含めて結構以前から、14年間、平成24年からやって

おります。内容的には、例えば沖縄本島の児童を離

島に派遣して、離島の重要性や魅力等に関する認識

を深めてもらう。それから離島の児童を本島に派遣

 するというのもあります。

  本島と離島の交流促進によって離島地域の活性化、

産業振興を目的として地域の人々の交流の下、体験

学習や民泊等を実施をしているというような事業に

 なります。

  これまでの実績として、前身事業も含めて平成22年

から令和５年度まで14年間で延べ491校、３万1308人

の児童の派遣をしています。またちょっと令和４年

度からオンラインというようなことも始めているの

ですが、オンラインでの相互交流というようなこと

で、事前学習とか、どんどん活用していますけれど

も、それはまた3231人がそれを活用しているという

 ようなことになっています。

  それで令和５年度なのですが、27校1252人の児童

を10の島に派遣をしております。またオンラインに

ついては1325人の児童が事前・事後学習支援を含め

 て活用しております。

   以上です。

○西銘純恵委員　新年度は何校で、そして全県的に

 学校が回る形につくられているか、お尋ねします。

○高嶺力志地域・離島課長　令和６年度については

令和５年度と同程度の28校、約1300人の派遣を計画

 しています。

  希望する市町村学校について、これは一度で全部

できませんので、できるだけ派遣がまだされていな

いようなところから、派遣をしていくというような

 ことを考えて、計画をしているような状況です。

   以上です。

○西銘純恵委員　交通政策課にお尋ねします。資料

 ３の４のページ３、お願いします。

  わった～バス利用促進の件ですが、何名か質問を

されていますけれども、本当にバス利用者を増やす

というのはとても大事だと思うので、これまでの導

 入、予算計上に至った経緯についてお尋ねします。

○大嶺寛交通政策課長　県内では、マイカー利用に

よる慢性的な交通渋滞というのが発生している状況

です。このような影響を受けまして、路線バスも定

時制のサービスが低下しているのかなと。その経緯

もございまして、利用者や運賃収入が減少するとい

う負のスパイラルに陥っているのではないかという

ところです。また、県民にアンケート調査を行いま

してもバスは時間どおりに来ないとか、時間がかか

るとか。またそういった意見のほかにも車のほうが

便利だと。あるいは、特にそもそもバス利用を考え

ないとか、そういうふうにして関心がないような意

 見もあると。

  こういったことも踏まえて、県としてはまずは県

民に利用すること、そういうふうなことで公共交通

を支える。これがもう最大の支援であるということ

を伝えながら、この事業を契機に県民の関心とか理

解、こういったのをやって利用者をできるだけ増や

していって、公共交通の維持確保に努めていきたい

 というふうなところでございます。

○西銘純恵委員　バス利用者ピーク時からどれだけ

の人数が減って、今、どれだけが利用されているの

 か御存じでしたら。運賃収入もお願いします。

○大嶺寛交通政策課長　ピーク時というところです

けれども、現在、手元にピーク時のものはないので

すが、復帰後はかなり利用者が多かったというふう

に伺っていて。今、手元にある資料としては、昭和60年

頃は年間ですけれども7700万人の利用者がいたとこ

ろですけれども、今現在、最新のデータでは、令和

４年度はこれが2100万人まで、約３割弱くらい低下

 しているという状況でございます。

○西銘純恵委員　全県の話ですよね、１日どれぐら

 いですか。

○大嶺寛交通政策課長　今、実績としましては、１日

 約６万人が利用している状況でございます。

○西銘純恵委員　佐賀県の例で、先ほど1.1倍になっ

たということを言われたんですけれども、本当にバ

スを利用しようという気になるのは、一つ、今おっ

しゃったように、やっぱり今の実証事業、わった～

 バスはとってもいいと思うんです。

  もう一つは、最近、高校生、中学生のバス賃無料

が出て朝の通学時、高校生が結構バス満杯にしてい

るというのをよく見るんですよね。ですからバス利

用者に対する、やっぱりバス賃がどんどん高くなっ

ていって余計バス離れしたということもあるので、

そこら辺も含めて、ぜひ検討をしてほしいなと思う

んですけれど。午前中も言ってましたけれど、バス

会社はそれなりに乗る方が増えたら収益も上がるし、

バス賃も安くすることができるのだろうと思いまし

たので、総合的に取り組んでいただきたいなと思い

 ます。
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  次、離島住民等交通コスト負担軽減事業について。

これまで、結構、離島の皆さんに利用されて喜ばれ

ているんですよね。離島で今使われている数と利用

者の人数、そして住んでいる住民に対する割合とい

 うのは分かりますでしょうか。

○大嶺寛交通政策課長　交通コストの負担軽減事業

につきまして、航空路線は12路線、航路のほうは24航

 路です。

  県内の25の離島において定期的に運航している路

線が対象となってございます。利用の人数につきま

しては、令和４年度の実績ですけれども、航路につ

きましては46万7862人、航空路につきましては51万

 5626人となってございます。

  先ほどの住民の利用割合といいましょうか、離島

住民の利用している割合としましては、航空路、航

路とも１を超えているといいますか、住民がほぼ１回

以上は使っているというような状況になってござい

 ます。

○西銘純恵委員　本当に、離島に住む皆さんの交通

費、今のように予算も増やしてやっていることは、

本島に移らなくて離島で定住するという大きな条件

になると思うんですよ。それでこれを沖縄県が補助

をしているというのは分からないんじゃないかなと

思っているんですよ。よく使われている人もいるけ

れども、これは補助して、そういう運賃を安くして

いるんだよという周知には取り組んでいらっしゃい

 ますか。

○大嶺寛交通政策課長　沖縄県のホームページのほ

うには御紹介させていただいておりますけれども、

積極的にＰＲしているというところではございませ

んが、ただ航路の協議会とか、航空路の協議会、市

町村も交えていろいろ意見を交換する中では、そう

いったことの重要性というのはお互い確認してござ

いますので、そういった中で、一緒に住民の方々に

もＰＲしながら進めさせていただいているというと

 ころでございます。

○西銘純恵委員　沖縄県がやっているとても大事な

離島支援だと思っているんですけれど、例えば港の

ターミナルとかに沖縄県が補助していますとか、今

おっしゃったところから住民にはつながっていない、

届いてない感じがするんですよ。話をして、そうな

のというところもありますから、沖縄県が支援して

いるということを、やっぱり知らせていくというの

はとても大事だと思いますので、そこを住民の側に

知らせるということでやってもらいたいなと思いま

 す。

○大嶺寛交通政策課長　この件につきましては、検

討させていただきたいと思いますが、先ほどで航空

路補助12路線と申し上げましたが１月から２航路、

石垣、波照間、多良間路線も増えましたので14路線

となっております。おわびして訂正させていただき

 ます。

○西銘純恵委員　次、シームレスな陸上交通体系に

 ついてお尋ねします。

  予算が減っていますが、事業内容とあと新たな取

 組があるのか、お尋ねします。

○大嶺寛交通政策課長　この事業は、県民や観光客

の移動利便性を高めるシームレスな陸上交通体系の

構築を目指しておりまして、交通結節点の強化とか、

基幹バスシステムの導入に向けた取組を行うものと

 なっています。

  具体的には、６年度てだこ浦西駅と結節する新規

バス路線の実証実験とか、伊佐以北へのバスレーン

の延長の検討、引き続きノンステップバスの導入も

いろいろ予定してございますが、令和５年度に比べ

て300万円減額となっていますが、これは必要額を積

算、積み上げて計上した金額で7528万6000円を計上

 させていただいているところです。

○西銘純恵委員　バスレーンの延長、もう一度、ど

 こからどこまで次年度予定していますか。

○大嶺寛交通政策課長　国道58号、宜野湾の伊佐か

らバイパス方面に向かいまして、沖縄市のコザ、こ

こまでの間のバスレーンの延長を検討しているとい

 うところでございます。

○西銘純恵委員　新年度にコザまでやるということ

 でよろしいの。

○大嶺寛交通政策課長　これはあくまでも検討に

なってございまして、例えば現在その伊佐近辺、琉

球大学の病院が移転してきていますので、その辺の

影響がバスレーンを設置するに当たって、どのよう

な影響があるかとか、そのような調査とか、その地

域住民の合意も含めまして、どのように説明してい

くかというところ。そういったところを琉球大学、

宜野湾市と一緒になって、いろいろ検討させていた

 だいている状況でございます。

○西銘純恵委員　具体的にどこまで伸びるというの

はまだ出ていない。新年度に、どこまでというとこ

 ろも調査の上、確定するということですか。

○大嶺寛交通政策課長　コザのほうまで計画はある

んですけれども、具体的にどこまで伸びるかという

のは今回入っていなくて、ここにつきましては、や

はり58号３車線の空間と、この２車線。道路が２車
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線になりますので、その空間とではかなりこのスペー

スもありますので、地域住民に与える影響も大きい

というふうなことも。マイカーの利用の方々にも大

きいということもありまして、この辺を含めて、い

 ろいろ御検討させていただいているところです。

○西銘純恵委員　次、鉄軌道導入に向けた事業です

 けれども、新年度の事業内容をお尋ねします。

○比嘉学交通政策課室長　鉄軌道に関する令和６年

 度の事業についてお答えします。

　鉄軌道の早期導入に向けまして、令和５年度に引

き続き国と意見交換を行いながら、費用便益比のさ

 らなる向上に向けた調査検討に取り組みます。

  令和６年度の新たな取組としまして、鉄軌道と接

続するフィーダー交通の可能性調査ですとか、経済

波及効果など、便益として算入、ちょっとまだ確立

できていない項目、そういった把握を行うこととし

 ております。

  また、沖縄本島、北中南部、各圏域で市町村が参

加する連携交通会議の中でも、市町村と公共交通の

充実に向けて広域的な公共交通、課題解決に向けた

 協議を行うこととしております。

   以上です。

○西銘純恵委員　国の動きはありますか。 

○比嘉学交通政策課室長　国のほうでも、もう10年

以上この鉄軌道導入に向けた課題について調査が行

われており、年々少しずつ向上しているところでは

ありますけれども、まだ課題があるということで、

 引き続き次年度も調査を行うと聞いております。

○西銘純恵委員　次、科学技術振興課にお尋ねしま

 す、３の３の19ページお願いします。

  最初に沖縄イノベーション・エコシステム共同研

究推進事業、これが県内大学、どこでやっているの

か、内容についてもこれまでの成果についてお尋ね

 します。

○大城友恵科学技術振興課長　本事業につきまして

は、イノベーションの創出を推進するため、琉球大

学ですとか、ＯＩＳＴ、沖縄高専などの県内大学な

どの研究者を対象といたしまして、企業等との産学

連携した共同研究に対する支援を行う事業となって

 おります。

  これまでの主な成果といたしましては、肌の修復

再生に有効な成分を抽出して、それを化粧品にして

開発を行う企業の創出ですとか、動物用ワクチンの

開発を行って、農林水産省の認可に至った事例等が

 ございます。

   以上です。

○西銘純恵委員　新規事業の沖縄型イノベーション

・エコシステム構築に向けたコーディネート事業と

いうのは、今の事業と関連してやられているのです

 か。

○大城友恵科学技術振興課長　今、御説明した共同

研究推進事業のほうでも、コーディネーターを配置

いたしまして、琉球大学等の研究成果をブラッシュ

アップして、企業とマッチングをして、事業化につ

 なげるという事業を行ってまいりました。

  これまで60件程度、実績がございますけれども、

今後はこの地域の中にエコシステムを残していく、

展開していくということで、この事業を離れまして

も地域に支援機関がございますので、そういったと

ころの人材、あるいは大学で知的財産を活用してい

くような人材を対象にセミナーを開催したりですと

か、ＯＪＴ研修を開催をして、専門人材を育成して

 いくというような事業になっております。

○西銘純恵委員　支援機関があるということですが、

 県内でどれだけあるのですか。

○大城友恵科学技術振興課長　数というよりも、我

々の事業づけでコーディネーターを３名配置してい

る公益財団法人科学技術振興センターというところ

に、ライフサイエンス系に詳しい専門人材、金融に

詳しい専門人材を配置して、コーディネート業務を

担っております。それ以外には研究の管理法人、進

捗を管理する法人としましては沖縄ＴＬＯですとか、

 トロピカルテクノプラスさん等々がございます。

○西銘純恵委員　今おっしゃった事業には、県内の

人材も働いているのかというのか、割合的にもどれ

だけいるのかというのが。県内の人たちが、そうい

うところでやれているのかどうかを知りたいと思う

 のですが。

○大城友恵科学技術振興課長　例えば、琉球大学で

申しますと、外部資金を取ってくるような人材の配

置はあるようですが、こういう知的財産を積極的に

県外企業さんに技術、その知的財産の活用について

技術を移転していくような人材というのが、フルタ

イムでというのはなかなか難しいような状況と聞い

ております。ちょっと数のほうは把握はしておりま

せんけれども、そういった状況も勘案して、今回の

事業をスキームを立てさせていただいたところでご

 ざいます。

○西銘純恵委員　ある意味では商売ということじゃ

ないけれど、基礎研究というのですか。そういうと

ころに今、予算をあげてやっているということで理

 解してよろしいのですか。
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○大城友恵科学技術振興課長　企画部のほうでは、

大学の研究成果を地域あるいは企業さんに使ってい

ただくというところで、このコーディネーターさん

を配置をして、事業化に展開をしていくお手伝いを

 しているということでございます。

○西銘純恵委員　分かりました。ありがとうござい

 ます。

   以上です。

○又吉清義委員長　渡久地修委員。 

○渡久地修委員　まず、離島石油製品補助事業です

けれど、これは何度も何度もやっていることなので、

 改めて確認しながらやりたいのですが。

  私、以前から小規模離島は、役場、農協、郵便局、

業者が一体となった体制構築が必要じゃないですか

ということを言い続けてきましたけれど、答弁は他

県ではあるけれどもということだったんだけれど、

その件についてこれまでの取組、やったかどうかお

 願いします。

○高嶺力志地域・離島課長　今のＳＳ、サービスス

テーションですね、給油所の。公設民営化であった

り、第三セクターが運営に関与している事例という

のが県外のほうにありまして、そういった事例のほ

 うは、事例収集というようなことを行っています。

　例えば和歌山県すさみ町、それから岡山県の西粟

倉村、これは地域唯一のＳＳの配備に伴って、資源

エネルギー庁の補助事業を活用して、地元自治体が

設備の買取りや更新を行った上で、民間事業者や自

治体出資の第三セクターによる運営を行っている事

 例があります。

  あと、県内では東村において、村内唯一のＳＳが

６月末で廃業をしましたので、県のほうに村のほう

から相談があったんですけれども、村が主体になり

まして、資源エネルギー庁の補助事業を活用しまし

て、地域の燃料需要それからＳＳのニーズ等の調査

などを行って、新たにＳＳを整備するための計画を

 ２月に策定をしたと聞いています。

   以上です。

○渡久地修委員　県外のいろんな第三セクター的な

ものというのは前から聞いているのだけれど、これ

を県内の小規模離島の、例えば役場とか、いろんな

 ところと相談したことはありますか。

○高嶺力志地域・離島課長　県内の市町村と石油の

輸送費補助事業に関して意見交換というのをやって

きているわけですけれども、その中でやはり１つの

島に１つの給油所しかないようなところで、さらに

経営存続というんですか、給油所の存続、将来的な

後継者がいるのかというような問題とかもあったり

して、給油所の存続が懸念されるようなそういった

 地域があります。

  そのような地域については市町村と事業者と一緒

になって、例えばこういった資源エネルギー庁の補

助事業を活用した調査であったり、県外の事例でこ

ういった経営をしている事例がありますよというよ

 うな情報の提供をして意見交換は行っております。

   以上です。

○渡久地修委員　市町村とさっきから言っているけ

れど、市には小規模離島はないよね、だからほとん

ど村だと思うんだよ。だから小さな小規模離島、具

体的に実現するかどうかは置いといても、しっかり

と一つの提案とか、こういう方法もありますよとか、

その辺を含めて僕は１回話し合ってみたらどうかな

 と思うのですが、その辺はいかがですか。

○高嶺力志地域・離島課長　すみません、先ほど市

町村とちょっと申し上げたのは、個別の離島の町村

を回ってのそういった意見交換もするのですが、前

回、離島の市町村もということで市も含めた全体的

な意見交換を行ったことがあるので、ちょっと市町

 村というふうに言いましたが。

  今、おっしゃったようなことについては、離島の

町村を回るときに、また意見交換しながら、実際こ

ういった事例がありますよというような、例えば東

村の事例とかもありますというようなことは、この

事業をやる中で離島町村はよく回りますので、その

 ような情報提供もしていきたいと思っています。

○渡久地修委員　この東村の制度、これは離島にも

 活用できそうですか。

○高嶺力志地域・離島課長　これ過疎ＳＳといって、

ＳＳが１つの市町村に、これは２つでしたか、３つ

でしたか。そのように非常にＳＳの数が少ないよう

な、ＳＳ過疎地と言っていますけれども、そういっ

 たところに適用できるようになっています。

○渡久地修委員　今の制度があるよね、離島石油製

品補助制度。それと東村との兼ね合い、あるいは両

方利用するとか、その研究も皆さん始めていますか。 

○高嶺力志地域・離島課長　ちょっと東村について

は離島ではないものですから、その輸送費の補助と

かというようなものとは関係していないんですけれ

ども、これは資源エネルギー庁の補助事業というこ

とで、その計画策定などが行えますので、その制度

を御紹介して活用していただいたというようなこと

 です。

○渡久地修委員　いや、だからこの制度を離島にも
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併せて適用するような研究ができますか、これは可

 能ですかということを聞いているんだよ。

○高嶺力志地域・離島課長　この資源エネルギー庁

の補助制度で、計画を策定したいというようなそう

いった支援については、そのＳＳ過疎地ということ

で、離島にもこれは適用できる制度になっています。 

○渡久地修委員　向こうが活用したいのじゃなくて、

県の今の制度があるでしょう、離島石油製品補助事

業というの。相当、これお金出しているわけよ。そ

ういう中で東村が今やろうとしている、皆さんが言っ

ている、資源エネルギー庁のものも併せて取り入れ

てやれば、今の離島の負担というのは、もっと軽減

 できるのですかということを聞きたいんですよ。

○高嶺力志地域・離島課長　今、県が行っている本

島離島間の石油製品の輸送費補助事業については、

今、あくまでも本島離島間の輸送費の補助というよ

うなことになっているので、今のこの制度ではちょっ

と――例えば沖縄本島内の過疎地とか、その辺には

 適用はできないというようなことになっています。

○渡久地修委員　いずれにしても、あらゆる制度を

もっと研究して、もっと負担軽減できるようにぜひ

 やってください。

  そして部長、これもあるけれど今回やっと延長が

決まったのだけれど、３年ごとにもう繰り返したら

駄目なんだよね。しっかりとこの制度全体、本当に

今のままでいいのか、別の制度でやることが必要な

のか、どうなのかということを含めてやらないと、

今から対策を取らないとまた同じことを繰り返すの

で、その辺、県はどのようにやろうとしていますか。 

○金城敦企画部長　今の揮発油税の軽減措置につい

ては、復帰特別措置法の激変緩和措置で位置づけら

れておりますので、復帰後55年延長されることにな

りましたが、財務省からは激変緩和ではもうちょっ

と難しいと、この説明がですね。そういう理屈は通

 らないというお話もいただいています。

  県としましては、離島とか、沖縄の条件不利性を

理由とした沖縄振興特別措置法、こういうものの見

直し時期がやがてまいりますので、５年以内の見直

しがですね。その中で制度提言して検討できないか

ということをこれからですね、先週も経済団体会議

とも意見交換してきましたので、そういう方向で国

 と調整していきたいと考えております。

   以上でございます。

○渡久地修委員　期限が迫ってからやるのじゃなく

 て、今からぜひ抜本的な対策を取ってください。

  次にわった～バス体験事業なんですけれど、これ

質疑たくさん出て答弁あったけれど、再度、次の質

問との関係で期待する成果について簡潔にお願いし

 ます。

○大嶺寛交通政策課長　成果につきましては、定量

的な成果が出せるような形は考えておりまして、バ

ス事業者のほうと、どのように取り組むかはいろい

ろ意見交換させていただいておりますが、利用者に

整理券を取っていただいて、その数をカウントして、

その乗った人、そうじゃない人の比較検討でもって

どれくらい効果があったのかとか。同時に国道とか

で、国のほうで車をトラフィックカウンターでカウ

 ントしていますので。

○渡久地修委員　聞いたことを答えればいいのに、

 成果。何を期待していますかということですよ。

○大嶺寛交通政策課長　佐賀県の事例とかによると、

大体1.17倍というふうなところで増加していますの

で、そういったところを目指していきたいというと

 ころでございます。

○渡久地修委員　課長は、今から聞くことを先に答

 弁しているから。

　僕はこれ皆さんがやるというのはとてもいいこと

だと思うんだけれど、今後にどう生かしていくかと

いう点で、しっかりと今後の分析につながるような

やり方をしないと、非常にこの事業にとってもった

 いない気がする。

　例えば増えたとする。出勤者の利用が増えたのか、

通学者の利用が増えたのか、買物で利用する人が増

えたのか。それから年齢的には何歳くらいの人が増

えたのか、あるいは今まで利用しなかった人たちが

本当に乗ってきたのか、交通量は減ったのか、その

辺が分かるようなものであれば、今後の政策に大き

く展開ができるわけよ。ただ増えましただけでは、

 なかなか次の事業展開が難しくなると。

 　その辺はどんなふうに考えていますか。

○大嶺寛交通政策課長　今回の事業では、やはり今

委員おっしゃったような、細かいところの属性も含

めたところはなかなか把握するのは難しいんですけ

れども、ただこの数が増えたとか整理券を配って数

は把握したいと思いますので、数が通常より増えて

いるとか、あとは車の利用につきましては国道のト

ラフィックカウンターとかでカウントして、その当

日は車の量が減ったとか、そういったのを数字とし

てデータとして収集しつつ、今後、パーソントリッ

プの調査もございますので、そういったものといろ

いろ見ながら、それぞれ検討した上で、今後の施策

 に生かしていきたいというふうに考えています。
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○渡久地修委員　これやり方が難しいと思うんだけ

れど、例えばバスを利用する人たちにアンケート用

紙を配るというのも一つの方法だと思うよね。例え

ば通常は歩いて出勤する人が無料だからということ

でバス利用したのか、あるいは車で通勤していたの

がバス利用に変わったのか、これでも全然、次の政

策展開が違ってきますよね。そして出勤通学時間に

増えたのか、昼間増えたのか、これによっても違う。

ひきこもりだった高齢者が無料になったことでもっ

と買物利用するようになったのか、その辺でも全然

違ってくるのよ。その辺ちょっと検討したほうがい

 いんじゃないですか、いかがでしょうか。

○大嶺寛交通政策課長　利用者へのアンケートにつ

 きましては検討させていただきます。

○渡久地修委員　それと、あと交通量が減ったかど

うかというのは、皆さん方の、今後のバス利用の問

題での政策展開になっていくかというのも重要なの

で、これも何らかの方法、ちょっと検討したほうが

 いいと思うんだけれど、その辺いかがですか。

○大嶺寛交通政策課長　この車の量につきましては、

国道を管理している国道事務所さん、あるいは県警

も含めまして、このデータを共有させていただきな

 がら検討していきたいと考えております。

○渡久地修委員　ぜひ、よろしくお願いします。 

  そして、このデータ含めて、この前も本会議で出

ていた高齢者の割引、敬老パス、これもしっかりこ

のデータも基にしながら検討してほしいんだけれど、

皆さん、部局横断的な検討会議、設置するというこ

とだったんですけれど、これはもう４月からスター

 トするのですか。

○大嶺寛交通政策課長　敬老パス等の検討に当たっ

ては、体験の確保とか、サービスレベルの考え方、

関係部局とか、市町村との役割など課題の整理がま

ず必要かなと思っていますので、現在、福祉部局と

意見交換を始めたところでございます。あわせて他

県といっても東京都になるのですが、政令指定都市、

そういったところでの事例収集も行いながら、今後

はワーキングチームを設置して高齢者の移動支援と

か、公共交通の確保、維持などの観点から検討して

 いきたいと考えております。

○渡久地修委員　その意味でも、さっきの高齢者が、

皆さんの体験バスで増えたかどうかというのも非常

 に鍵を握るので、ぜひこれを検討してください。

  次に普天間基地の先行取得についてなんだけれど、

現時点の普天間基地の国所有、県所用、市所有、そ

して個人というのか、私の所有の割合というのが分

 かったら教えてください。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

 お答えします。

  令和５年10月に公表された沖縄の米軍及び自衛隊

基地においては、普天間飛行場の施設面積約476ヘク

タールのうち、土地の所有形態の割合は国有地が

35.7ヘクタールで約８％、県有地が12.8ヘクタール

で約３％、宜野湾市の市有地が15.7ヘクタールで約

３％、それと民有地が411.5ヘクタールで約87％と

 なっております。

○渡久地修委員　先行取得を全部終わった、完了を

 したとなったら割合はどうなのですか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

県及び宜野湾市において、現在の、目標面積の土地

を全て取得した場合の所有形態の割合になりますけ

れども、国有地が35.7％で約８％、これは変わりま

せん。県有地が22ヘクタールで約５％、あと宜野湾

市有地が25.9ヘクタールで約５％、民有地が392.1ヘ

 クタールで約82％となる見込みとなっております。

○渡久地修委員　今のいわゆる私有地87％、人数は

 分かりますか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

令和５年10月に公表された資料によりますと、普天

 間飛行場の地主数4204人となっております。

○渡久地修委員　県がこの先行取得を進めていく場

 合、一番困難なものは何でしょうか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

跡地利用推進法に基づく先行取得の制度ですけれど

も、通常の公共事業の用地取得と違いまして、こち

らから用地交渉を行うということではなくて、地権

者からの申出を受けて、初めて土地取得を行うとい

う制度になっておりますので、これで計画的な土地

 取得が難しいという側面があります。

○渡久地修委員　計画的な土地取得が難しいといっ

 た場合、皆さんはどんなふうに推進するのですか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

土地の先行取得の制度の周知ということをやってお

 ります。

  まず、普天間飛行場の地権者へ、年度初めにリー

フレット、パンフレットを発送しております。その

ほかに年度内に地権者の戸別訪問とか、あとは県の

広報紙、ラジオ、テレビ番組等の広報媒体を活用し

て、制度の周知を図っていくということをやってい

 ます。

○渡久地修委員　皆さんの、この完了予定はあと何

 年でしょうか。
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○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

例年1.2ヘクタールくらいずつ取得すると仮定しまし

たら、令和11年頃に完了見込みというふうになって

 おります。

○渡久地修委員　もっともっとできれば前倒してで

もどんどんやらないと、いろんな用地を取得する場

合に、例えば地権者が亡くなって相続したりすると、

この地権者というのはどんどん多くなって海外に在

住しているとか、非常に取得がだんだん難しくなっ

てくるんですよ。そういう意味では急がないといけ

ないので、部長、これぜひいろんな手法を駆使して、

前倒しを含めて、ぜひ早めにできるように頑張って

 ほしいのですが、いかがですか。

○谷合誠企画振興統括監　お答えします。 

  委員がおっしゃるように難しさが増していくこと

も想定されますので、我々としましては、まず現年

どおりのペースで着実に購入していくために広報を

しっかりすること。また先行して取得できる場合に

は、補正予算も含めながら検討してまいりたいと考

 えております。

   以上でございます。

○渡久地修委員　この先行取得を、ぜひ県が積極的

にやっていくというのは、そして跡地利用計画、こ

れも早急に進めて公表していくということ、とても

 大事になってくると思うんだよ。

  これ新聞に2024年３月に出されたものだけれど、

いわゆる米軍の高官が、普天間飛行場は維持したい

ということを米軍の幹部が言ったというのが載って

いるわけよ。だから、沖縄県の普天間基地の早期返

還というのは、もうみんなの一致した願いだから、

絶対、我々は譲らないんだという立場で、早めに100％

 取得できるように頑張ってください。

   以上です。

○又吉清義委員長　よろしいですか。 

   當間盛夫委員。

○當間盛夫委員　よろしくお願いします。 

  まず石油製品の補助事業からお聞かせください。

この中で今回、前年度と比べて予算増加しているの

ですが、この増加した理由から、まずお聞かせくだ

 さい。

○高嶺力志地域・離島課長　今年度の予算は前年度

と比べて１億1442万円増となっております。増額の

内容ですけれども、まず委託料について、この委託

料は令和５年度は措置していなかったんですけれど

も、離島での陸送費として補助している倉入れ料と

いうのがありますが、その倉入れ料が平成25年に調

査した実態調査を踏まえた単価を設定しているので、

その後、いろいろと物価だったり、上昇していると

いうようなこともあるだろうというようなことで、

その倉入れ料の実態調査を行うというようなことに

 なっています。

  それから次回の税制改正に向けて、価格差の縮小

に効果的な新たな方策を検討するための調査をまず

する。そのために委託料のほうが約2936万円計上し

ています。それから補助金については、令和４年度

の実績から令和５年度の実績は輸送量が増えている。

それから輸送単価も上がっているというようなこと

で、令和５年度の実績見込みを踏まえて、前年度に

比べて8505万円増の予算を計上しているというよう

 なことになります。

   以上です。

○當間盛夫委員　今回、委託料ということで、この

経営者実態調査、平成25年にやったものをもう一度

ということがあるんですけれど、これを踏まえてど

 う変わるということが。

○高嶺力志地域・離島課長　倉入れ料についてなの

ですが、平成25年度から今の時点に比べて、当時の

物価水準や人件費が上昇しているということがあり

ますので、事業者の負担に対して、この補助が不足

 をしているというような可能性もあります。

  この不足分が石油製品価格に影響しているという

ことも考えられますので、調査を実施しまして、必

要に応じて単価の見直しなどを行っていくというよ

 うなことにしています。

   以上です。

○當間盛夫委員　我々も石油製品がまだまだガソリ

ン車というか、離島においてのものというのは大事

な部分があるんですけれど、実際、県が今ＳＤＧｓ

ということで脱炭素と常に言うんですけれど、この

政策自体、実は逆行しているんじゃないかという指

摘があるんですけれど、皆さんが掲げる持続可能な

ＳＤＧｓの部分と、この事業が増加していくという

ものの矛盾点を、皆さんどう捉えてこれをどう変え

ていこうとしているのか、もしあるのでしたらお答

 えください。

○高嶺力志地域・離島課長　この補助事業を実施す

る立場としましては、補助事業の実施以外に、県と

しての取組として、ＥＶ車の導入の促進というのは

離島も含めて、県のほうが推進しているというのが

 あります。

  県の環境部で公用車のＥＶ転換であるとか、路線

バス、観光バス、タクシー、レンタカー等の業務用
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車両のＥＶ化に対する補助を実証しているというよ

 うなものがあります。

  また市町村においても、離島市町村のほうでＥＶ

を購入したときの上乗せ補助であるとか、それから

電動車等の導入実証実験などを市町村でも行ってい

て、ＥＶの導入促進については県としても取り組ん

 でいるというふうに考えています。

   以上です。

○當間盛夫委員　分かりました。 

  次、交通運輸対策のほうなのですが、これも増加

しているんですけれど、まず増加理由からお聞かせ

 ください。

○大嶺寛交通政策課長　主な増減理由ですけれども、

まず一番大きいのが沖縄離島住民等交通コスト負担

軽減事業。これにつきましては、利用者が前年度実

績に比べて増えているというところが主な理由と

 なっております。

  続けて離島航空路チャーター運航の支援事業、こ

ちらにつきましては市町村負担の割合も見直したの

ですけれども、那覇、粟国、石垣、波照間、多良間

路線への欠損補助として約3000万を計上していると

 ころです。

  それから、先ほど説明しました自動運転交通サー

ビス地域実装推進事業、こちらのほうで約１億

4700万、わったーバス利用促進乗車体験事業で２億

1400万というところで約５億3874万2000円増となっ

 ております。

○當間盛夫委員　離島の交通コストのことはまた次

に質問するのですが、まず、また６年度もこの鉄軌

道の導入促進事業5200万上げているのですが、６年

 度は何をする予定なのですか。

○比嘉学交通政策課室長　お答えします。 

  令和６年度ですが、鉄軌道に関しまして新たな取

組としましては、鉄軌道と接続するフィーダー交通

の可能性調査ですとか、あと国のほうでも調査を行っ

ていますけれども費用便益比、こちらについては国

のマニュアルのほうで、今、算入の手法が確立でき

ていないものはちょっと計上することができないん

ですけれども、そういった算入手法の確立に向けて

の便益向上の調査ですとか、そういったことを予定

 しております。

○當間盛夫委員　次に離島の交通コストのほうなん

ですけれど、午前中からあったように、航空路のも

のであったり、航路の補助のものがあるんですけれ

ど、航空路と航路の28億の割合というのは分かりま

すか。航路でどれだけ、航空路でどれだけというの

は、割合でもし分かるんでしたら。分からなければ

 いいよ。

○大嶺寛交通政策課長　６年度当初予算としまして

は航空路が約25億3000万強で、航路につきましては

 ２億7200万というふうなことでございます。

○當間盛夫委員　予算額は相当に、航空路の予算が

ほぼほぼになるんですけれど、この移動的なものの

 割合は、人数的なもの分かりますか。

○大嶺寛交通政策課長　実績としまして、航空路、

航路、両方とも50万人くらいの数になってございま

 す。

○當間盛夫委員　半分、半分という認識でいいわけ

 ですか、分かりました。

  この運賃低減のもので、交流人口にもこの航空路

のほうには軽減がありますよということであったん

ですけれど、航路に交流人口の軽減がない理由は何

 ですか。

○大嶺寛交通政策課長　航路については、航空路に

比べて運賃が低減というふうなところで、負担が少

ないというところで、この交流人口の運賃低減を行っ

 ていないというところでございます。

○當間盛夫委員　私もちょっと調べて、でもやっぱ

り船のほうが多分多いと思うんですよね、家族で行

く分にしても、帰省する分にしても。例えば、粟国、

小規模離島というのは航空路の隻数にしてもそうな

いわけですよね。それからすると、小規模離島に関

するものは、航空路よりは航路のほうが、船のほう

が多いはずなんですよ。これから小規模離島が人口

減少だとか、そういったものがあるわけですから、

航路で交流人口も増やすということの考え方はどう

 なのでしょうか。

○大嶺寛交通政策課長　県としましては、この事業、

離島住民の交通コストの負担軽減、定住条件の整備

という観点でやっておりますので、今後もこの辺は

安定的かつ継続的な事業を実施していくこととして

重要なのかなと考えておりますが、先ほどの交流人

口を増やしていくといったところは、観光部局とか、

あるいはその市町村と一緒になって、プロモーショ

ンのほうで増やしていくようなところで取り組んで

 いきたいところでございます。

○當間盛夫委員　交通の重要性というのはあるはず

でしょうから、しっかりとその辺も各部署と連携を

 取ってやっていければと思っております。

  次にバス路線の補助事業なんですけれど、これ補

助金として１億7000万、運行費や車両購入費という

のがあるんですけれど、この車両購入費って、今回、
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令和６年度では何台の車両購入を予定しているので

 すか。

○大嶺寛交通政策課長　今、車両の台数はちょっと

確認できていないのですが、予算的に言うと国協調

補助のほうで593万3000円、県単補助のほうで900万

 円を今予定しているところでございます。

○當間盛夫委員　これ国の協調補助となっているん

だけれど、でも財源は一般財源となっているけれど、

 これはどう見ればいいの。

○大嶺寛交通政策課長　こちらにつきましては、直

接補助という形になっていますので、県が直接事業

者に、国は直接事業者に補助するということになっ

 てございます。

○當間盛夫委員　毎年、この車両の入替えというか、

低床だとかという形で補助をしていると思うんです

よ。ほぼほぼこの事業をやって何年くらいになるの

 かな、20年くらいになるのかな、どうなのですか。

○大嶺寛交通政策課長　平成24年度からノンステッ

 プバスに支援しているところでございます。

○當間盛夫委員　それからすると、もう昨今のもの

からすると、この前の新聞でもＥＶバスとか、関空

のＥＶバスがありますよとかというマスコミ報道も

あったんですけれど、皆さん、こういうＥＶバスと

いう部分での導入的補助ということもあるのですか。 

○又吉清義委員長　休憩いたします。 

（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。） 

○又吉清義委員長  再開いたします。 

　大嶺寛交通政策課長。 

○大嶺寛交通政策課長　先ほどのＥＶバスへの支援

ですけれども、こちらの事業では対象にはなってご

ざいませんが、環境部のほうでＥＶバスについては

詳細は承知しておりませんが支援しているというと

 ころでございます。

○當間盛夫委員　あれは環境部の国事業の中での話

ですから、皆さんは一般財源を使って、この生活路

線に関するという分でやっているわけですよね。そ

ういう購入も20年ということになってくると、支援

しているものを、新たにまたバスを変えるというよ

 うな部分だとか出てくると思うんですよ。

  今度の事業を見ると、前年より約6000万くらい減っ

ているわけ。大体１台、バスが大体1000万としても

その分の減少が今年度あるわけですよ。もうそういっ

 た需要は終わったという認識でいいのですか。

○大嶺寛交通政策課長　バス事業者としても買換え

は常にあるのですが、この事業者の計画の中での数

で、少しずつ入れ替えていっている状況になってお

 ります。

○當間盛夫委員　分かりました、ありがとうござい

 ます。

  次の離島航路の補助事業になるのですが、これは

減少しているわけですよね。この令和６年度の予算

 が減少している理由って何ですか。

○大嶺寛交通政策課長　この事業は欠損の額に支援

することになっておりまして、コロナが明けて利用

客が増えたことに伴いまして、欠損額が減っている

というふうな状況ですので、補助金の額も減額して

 いるというふうなところです。

○當間盛夫委員　ちなみに離島航路事業者って24業

者ということになるのですか。違うか、24路線にな

 るのかな。事業者的にはどれくらいなの。

○大嶺寛交通政策課長　これは交通コストの負担軽

減事業とは違いまして、今16航路が対象になってい

 まして、うち14航路に支援しているところです。

○當間盛夫委員　皆さんからもらっている、この交

通コスト負担の航路の事業者とは違うわけですよ。

 どういったところにこの分はあるの。

○大嶺寛交通政策課長　この事業につきましては、

国の要綱に基づいて国と協調で支援している事業と

なっておりまして、その要件としましては、沖縄本

島と離島とか、離島相互間を結ぶ航路であったり、

あとほかに交通機関がない地点間を結ぶとか、他の

公共機関によることが著しく不便である地点間を連

絡する航路、それとあと関係住民のほか郵便物とか

生活物資、そういったものも運べる航路と、こういっ

 たところに支援している事業となっております。

○當間盛夫委員　ちなみにこの欠損金に対する補助

であるんだけれど、この赤字金額は縮小していると

いう認識でいいのですか。これはどこかその事業者

が黒字化になっているというところもあるのですか。 

○大嶺寛交通政策課長　こちらは利用者が増えたこ

とによりまして、運賃収入が増えて、欠損額が圧縮

 されているというところでございます。

○當間盛夫委員　分かりました、ありがとうござい

 ます。

  次に科学技術のほうになるのですが、もう一度、

事業的なものを聞かせてほしいのが、この８番目に

あるイノベーション・エコシステム共同だとか、16番

目にあるイノベーションの事業、どういったことを

 やるということでしたでしょうか。

○大城友恵科学技術振興課長　８番目にございます

沖縄イノベーション・エコシステム共同研究支援事
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業、こちらは平成27年度から行っている事業で現在

２期目です。これは県内の大学等の研究者に対する

共同研究支援で、事業づけのコーディネーターを配

置しておりまして、事業化を担う事業になっていま

すけれども、16番目のイノベーション・エコシステ

ムコーディネート機能強化プロジェクトにつきまし

ては、８番目の事業に限らず広く大学の研究成果を

技術移転をできる人材を育成したいということで、

モデル的に県内大学等の研究シーズの探索ですとか、

集約化、それから企業ニーズの把握とマッチング支

援ということをやっていって、人材を育成していき

たいというところで事業立てをしている事業でござ

 います。

○當間盛夫委員　平成27年からやっているというこ

とになると、これまでに大学との推進事業をやって、

何か事業化されたものって何件くらいあるのですか。 

○大城友恵科学技術振興課長　実績としましては、

平成27年度から令和３年度までで58件の支援をして

おりまして、大学発ベンチャー創出に至ったものが

４件、事業化に至ったものが13件、国事業などの展

開へ発展的に研究の継続がなされているものが７件

 などとなっております。

○當間盛夫委員　この分野には主に琉大、一つに大

学院大学のＯＩＳＴがあるんですけれど、割合的に

 はどうなのですか。

○大城友恵科学技術振興課長　現行の令和５年度実

施の事業ですと、大体34件程度実施しておりますけ

れども、その中で４件程度はＯＩＳＴの事業になっ

 ております。

○當間盛夫委員　この科学振興費、先ほどもいろん

な形でのコーディネーターだとかいろいろとあると

いうことで、今回ちょっと減額されて６億なんです

けれど、ほぼほぼ委託料なんですよね。５億1000万

余り、そのまま。この委託料で県が蓄積するものっ

 て何なのですか。

○大城友恵科学技術振興課長　県は21世紀ビジョン

基本計画におきまして、大学等の研究成果を活用し

てイノベーションを創出していくエコシステムを構

築するということで、やはり大学の研究成果で産業

振興につなげていかないといけないというところか

 ら、科学技術振興課のほうで施策を打っています。

　委託で行っているのは、やはり高度な大学等の研

究活動の内容を産業振興、県の行政目的に沿った施

策に結びつけていくようなコーディネートを進めて

いくというところで、委託で整理してございます。

ただ、例えば前期計画の中では知的産業クラスター

の形成ということで、主にそういう共同研究支援に

よって研究開発型企業の誘致ですとか、大学発ベン

チャーの創出によって、主にうるま市洲崎地区に41社

 程度のベンチャー企業を集積しております。

  令和４年度からのエコシステムという施策の中で

は、集積した企業も含めて産学金の役割の下にイノ

ベーションの創出を自立的に行っていくというよう

な施策を打ってございます。そういう施策の転換に

合わせて、今回のコーディネート事業もそうですけ

れども、今回、初めて共同研究支援事業からコーデ

ィネート機能の強化ということで、コーディネーター

育成事業に展開してございます。その辺はこれまで

の施策の成果を踏まえて、県職員の企画部のほうで

検討してきた施策の内容になっておりますので、こ

れまでの委託業務の成果を踏まえて、新たな施策を

 打っていくというようなことで考えております。

○當間盛夫委員　なかなか沖縄は今回の熊本のよう

にＴＳＭＣとかという、そういう半導体の工場を誘

致できるというものは厳しいと思うんですね、この

水事情だとか電力からすると。そういった面からす

ると、このイノベーションを皆さんがコーディネー

トして、県にしっかりとその蓄積を持っていって、

言われた産学金の部分は沖縄県が率先してやってい

るということを、ぜひまた頑張って、県の蓄積も頑

 張られてください。

　最後になりますが、沖縄振興特別推進交付金のほ

うに移らせてもらうんですけれど、今回、委託料と

して市町村事業の施策立案の勉強会業務委託という

ことで、今度84万つけているんですけれど、この場

に及んで何なの、この施策立案の勉強会って。もう

13年、一括交付金を含めてやってきているのに、新

 たにこの勉強会ってどういうことをするのですか。

○佐久本愉市町村課副参事　お答えします。 

  この勉強会に要する80万円でございますけれども、

令和５年度には見合う額はつけておりませんで、令

和６年度に新たにつけさせていただきました。実は

令和４年度、去年度も若干つけていた経費でござい

ます。これは各市町村さんからアンケートを取りま

したところ、近年、市町村によっては企画立案能力

が、なかなか経験が乏しい職員さんが増えている実

態があるというお話がございまして、そういった基

本的な企画立案のノウハウから研修会があるとあり

がたいというお声をいただきましたものですから、

令和４年度、今年度はなかったのですが、令和６年

度も研修会の予算をつけさせていただいたという経

 緯がございます。
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○當間盛夫委員　僕は代わりばんこに職員が代わる

からという話じゃなくて、もう一括交付金で前計画

からあってもう13年たっているわけですよ。本来、

それからするともう13年の蓄積があっていいような

ことになるわけですよ。だって皆さん今度の交付金

でも178億ですよ。178億のソフト事業に対する交付

金があるわけですよ。それが能力的なものがという

ことで勉強会をするというのは、部長、いかがなも

 のなのですか。

○佐久本愉市町村課副参事　一括交付金、本年度は

700余りの事業をやってございますけれども、市町村

によりましては継続的な内容の事業が続いている、

また一方では斬新な事業を組むと、いろいろ市町村

 の事情によっても様々状況が変わります。

  そこに近年、職員の若返りがあって、新しい職員

しかいないだとか、いろんな事業も組み合わさりま

して、いろいろなかなか過去のノウハウがそのまま

生かしづらいという現場の実態もあるようでござい

 ます。

  そういったところも踏まえまして、県といたしま

しては他の細かいノウハウの検討会、学習会が必要

なところについては、それについても機会をセット

させてもらうということで組んだということでござ

 います。

○當間盛夫委員　今の話を聞くと、県は今700余り、

各市町村からこの事業的なソフト事業のものが上

がってくるのだけれど、県は全く精査してないとい

うふうにも聞こえてくるんだけれど、どうなのです

 か。

○佐久本愉市町村課副参事　県市町村課におきまし

ては、一括交付金支援班というセクションを設けて

おりまして、各市町村から上がってきた700余りの事

業計画をそれぞれ担当職員が精査いたしまして、内

閣府のほうに事業計画を提出して交付決定してもら

うという流れで、中身の精査まで逐一行ってござい

ますけれども、繰り返しになりますけれども、市町

村の事情によりましては、過去からの継続的な案件

が、そのまま事業が続いているという事情もござい

 ます。

  そういったところについては、さらにブラッシュ

アップできないのかというような観点からも、県の

ほうでは当然アドバイス等を行っておりますけれど

も、その延長でさらに今現在ある事業をブラッシュ

アップできないかという観点で学習会をさらに組ん

でいくというところにもまた意味があるんじゃない

かということで、このような予算をつけさせていた

 だきました。

○當間盛夫委員　３年のもう今年見直しの部分で、

あと２年でこの振興策を５年の事業ということに

なっているわけですから、各市町村がソフト事業で

あれ、しっかりとこの効果がある部分を各市町村も

つくっていかなければいけないと思うんですよ。た

だ予算の消化じゃないわけですから、その辺はしっ

かりと県と市町村、上から目線じゃなくて連携を取

りながら、ぜひそのソフト事業の在り方等々、頑張っ

 てください。

   以上です。

○又吉清義委員長　仲村家治委員。 

○仲村家治委員　質問取りもありましたので、ゼロ

というわけにはいかないので、質問１つだけやりま

 しょうね。

  資料３の４の３ページ。企画部の６の新・沖縄振

興計画、実施計画の推進等とありますけれども、そ

の中の主な取組、新・基本計画、実施計画の推進の

 内容を教えてください。

○宮城直人企画調整課副参事　これ新・沖縄振興計

画と書いていますけれど、沖縄振興計画案を令和４年

につくったもので、そのままなので新でありません

ので新・基本計画、実施計画の推進等ということで

あります。それで7700万のところですけれど、まず

沖縄21世紀ビジョン基本計画の推進をまた３年目も

図っていきますので、その広報活動それから施策等

の検証、ＰＤＣＡの実施、それから税制改正要望等

 を実施するための必要な経費を計上しています。

  具体的には広報に係る委託料、昨日も沖縄21世紀

ビジョンゆがふしまづくり計画の新聞広告も県内

４紙載せましたけれど、そういったものを来年度は

前期実施計画の最後の年になりますので、そういっ

たものの成果とかも広報することになるかと思いま

す。そういったものであるとか、それからＰＤＣＡ

も今回支援システムというのを今年度はつくりまし

た。そのシステムの運用のための保守管理料とか、

それからあと税制改正要望に係る関係要路への東京

等への要請等の旅費なども計上しています。あと来

年度は３年ごとに実施している県民意識調査という

ものがありますので、それの費用も計上していると

いうところであります。大体、具体的には以上です。 

○仲村家治委員　振興計画の５年に一度の見直しと

いうか、そういうことを取り入れているので、多分

それも含めて実施していくと考えているんですけれ

ども、内閣府のほうからは、具体的にまだ来ていな

いのか分からないのですけれど、もし来ているので
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したら、それをどのように評価、数値化で評価する

ような話もあったんですけれども、この辺の方針と

 いうのはまだできていないですか。

○宮城直人企画調整課副参事　内閣府のほうでも、

令和６年から７年にかけて５年以内の見直しについ

て、県と一緒にやっていこうということで話が来て

います。まず来年度は、年に一、二回、沖縄振興審

議会というのをやっていますけれど、そこで調査審

議をするテーマとして、そういった観点からやって

 いくという話も聞いています。

  それから、あと国の検証の視点としては、令和４年

の沖縄振興特別措置法改正後、沖縄を取り巻く環境

の変化があるか、どういったものがあるのかという

観点とか、それから沖縄振興策を進めるに当たって、

観光や雇用などの個別分野について新たな課題が生

じたものもあるかどうかとか、それ以外にも留意す

べき沖縄振興になっている視点はあるか、そういっ

た観点から議論していきたいということは示されて

 おります。

○仲村家治委員　昨年末の予算編成とか税制改正の

中で、特に税制改正に関してはかなり突っ込んだ議

論がなされて、どうにか揮発油税にしても理論武装

をしないといけない部分が多々出てきていると。沖

縄だけなのか、沖縄オンリーの税制でいいのかとい

う議論も政府、また与党のそういった中であるんで

すけれども、企画部長としてこの辺の折り返しての

戦略とか、また揮発油税の３年後の戦略とかという

のを今の段階で、もしお考えをお聞かせいただけれ

 ばありがたいなと思うのですけれど。

○金城敦企画部長　国と調整をする前に戦略を明か

しては戦いにならないものですから、基本的な考え

方だけ申し上げますと、先ほどの復帰特措法から振

興特別措置法に移していく。これはちょうどタイミ

ングが５年見直しに当たるものですから、この動き

を県として早めに動き出すということで、２月に入っ

てから、もう２回経済団体と意見交換をしています。

先週は12団体と具体的に説明してほしいということ

がありましたので戦略は申しませんが、このような

内容でということをあらあら方向性みたいなのを情

 報共有しております。

  今後、こういう動きを加速化させて、国ではこれ

について審議会でも審議しようという動きもありま

すので、それに県経済界も県もまた市町村も合わさっ

て、総動員でそういう制度提言とかいうふうな取組

 をしていきたいと考えております。

   以上でございます。

○仲村家治委員　企画部長は３月で卒業なさるみた

いなので、ちょっとその辺心配なんですけれども、

後任の人には引き続きちゃんとやっていただいて、

しっかりと、今大震災とか東北の復興とか、あと熊

本もそうなんですけれども、通常では考えられない

ような復興予算がかかる中で、沖縄に対して人口も

伸びているし、リーディング産業の観光も伸びて税

収も上がっているということで、客観的に見て、も

うそろそろ独り立ちしてもいいんじゃないかという

動きがあるというのも事実ですから、ただ在日米軍

基地がもう大半が沖縄にあるという負担も間違いな

く沖縄は負っているわけですから、地方交付税にし

ても、この海域を含んだ面積からすると、僕は本当

にこの地方交付税の算出が当たっているのかどうか

ちょっと疑問もあるので、この辺はもう皆さん、政

府とちゃんと対等に議論をぶつけ合って、沖縄特区

の戦法でこの辺の予算を獲得する、税制を獲得する

というのをやってもらいたいと思いますので、ぜひ

奮闘していただいて、私たちも協力するところはし

ますので、ぜひ部長、しっかりと３月まで勤めて後

 輩にバトンタッチしてくださいね。

○金城敦企画部長　ありがとうございます。 

  後ろに後任がいますので、連携して今取り組んで

おりますので、情報共有して全然問題ありませんの

 で、行政は継続ですので大丈夫だと思っています。

   どうもありがとうございます。

○仲村家治委員　以上です。 

○又吉清義委員長　仲田弘毅委員。 

○仲田弘毅委員　よろしくお願いします。 

  企画部の令和６年度歳出予算事項別積算内訳書か

ら質問を行います。まず２ページの駐留軍用地跡地

利用促進費について伺いたいと思います。一番最初

に事業概要について、もう一度、御説明をお願いし

 たいと思います。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

駐留軍用地跡地利転用促進事業についてお答えしま

 す。

　返還予定の駐留軍用地の跡地利用について、広域

的かつ一体的な整備に向け、国や市町村、関係団体

等との連携を図るとともに、円滑な跡地利用に向け

た調査を行う事業となっております。主な調査とし

まして、普天間飛行場跡地における大規模公園の整

 備の在り方に向けた調査を予定しております。

   以上です。

○仲田弘毅委員　渡久地委員からも質問がありまし

たけれども、その土地取得の、今現在の、長年頑張っ
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てきていらっしゃいますけれども、進捗率みたいな

 ものはどのようになっておりますでしょうか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

平成25年度から土地取得に取り組んでおりまして、

令和６年１月までの間に、目標面積22ヘクタールの

 70％に当たる15.4ヘクタールを取得しております。

○仲田弘毅委員　その中で特定という名前がつくの

ですが、駐留軍用地内の土地取得事業というのがあ

りますけれども、この特定とついたら具体的な事業

 内容は変わるのですか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

土地の先行取得をするに当たり、特定駐留軍用地跡

地という指定を受けなければなりませんので、この

先行取得制度を使うということで特定駐留軍用地と

 なっております。

○仲田弘毅委員　これは普天間住宅跡地利用も含め

 てということで御理解してよろしいでしょうか。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

現在、土地取得をやっております市町村は５市町村

あるんですけれども、その５市町村が先行取得を取

り組んでいる跡地は、全て特定駐留軍用地となって

 おります。

○仲田弘毅委員　今、医療拠点地として注目を浴び

ている琉球大学病院、琉大医学部が、移転を予定し

ている普天間に関しての跡地の土地取得の完了のめ

どというか、それは大体どの程度になっております

 か。

○池村博康県土・跡地利用対策課跡地利用推進監　

西普天間住宅地区につきましては、土地取得は全て

 完了していると認識しております。

○仲田弘毅委員　ありがとうございます。 

  次に51ページ、離島振興対策推進費の中の過疎地

域づくりのＤＸ推進事業がありますけれども、午前

中に概要についての説明がありましたけれども、県

として、この効果をどのように把握しあるいは認識

 しているか、まずはお聞かせください。

○高嶺力志地域・離島課長　まずオンライン学習塾

の効果というか、これは東京から各教室にオンライ

ン形式で授業を行っているということで、授業は現

役の東大生が講師となって、自身の勉強方法、ある

いは受験対策等の実例も交えながら、解説や指導を

 行っているというようなことです。

  ですので、そのような東大生のほうから勉強を教

えてもらうというようなことで、またこれは実際に

オンラインだけでなくて、対面で派遣をする場合も

ありまして、そのときに勉強の悩みや進路に関する

相談、交流会なども実施をしております。この小中

学生と年齢が近くて、そういった魅力的な先輩でも

あるというような現役東大生が講師になるというよ

うなことで、子供たちのモチベーションの向上につ

 ながっていると聞いております。

  それから見守り支援のほうなんですけれども、独

り暮らしの高齢者などをその家族や、またその地域

のほうで支援を行うというようなことで、地域全体

が連携した見守り体制の構築が図られるというよう

 なことで。

  実際に、私、利用している御家族の方から話を聞

いたことがあるのですが、親が独りで住んでいます

が、この動きが止まって非常に心配したというよう

なことで、実際それで慌てて駆けつけたら、やはり

体調不良で倒れていたということがあって、それで

 非常に助かったという声も聞いています。

 　そのような効果があると思っています。

   以上です。

○仲田弘毅委員　これは大変すばらしい事業だと

思っています。残念ながら、この事業は国庫補助が

50％しかないですよね。国庫補助が50％、半分しか

ない。これは本当、県もいい事業だと思って継続し

ようとしても、やっぱり持分がありますので厳しい

 ところもあるかと思うのですが。

  この事業でデジタル田園都市構想推進交付金とい

うのがありますけれど、その交付金を使っている事

業かどうか、まずは確認したいと思います。いかが

 ですか。

○高嶺力志地域・離島課長　そのデジ田交付金と

 言っていますが、その交付金を活用しています。

○仲田弘毅委員　この交付金を使って、やっている

事業がほかにもありますか。県はもっともっとこう

いったものをアピールすべきだと思っていますけど。 

○高嶺力志地域・離島課長　地域・離島課で所管し

ている事業で今のＤＸ促進事業以外に、例えば移住

定住促進事業の中で、移住支援金というような移住

者に対して支援金を市町村のほうが支給すると。そ

れを県のほうが補助をするというような事業を実施

しておりまして、それについてもこの交付金を活用

 しています。

   以上です。

○仲田弘毅委員　次に52ページ、石油製品輸送等の

事業経費がありますが、この事業は、今後とも沖縄

県の離島振興においては絶対欠かすことができない

 大変重要な事業だというふうに考えています。

  揮発油税を含めて、この重要度はもう皆さん御案
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内のとおりでありますが、その内容等は変えてでも

継続すべきだというふうに考えておりますが、当局

 の見解をまずお聞かせください。

○高嶺力志地域・離島課長　この事業、先ほどちょっ

と答弁したりしていますけれども、一部補助対象と

なっていない経費があったり、これは小規模離島の

特有の法定検査などの費用とか、倉入れ料なども、

平成25年度時点での実態調査での単価を採用してい

るというようなこともありまして、このようなこと

を見直しをしながら、また３年後に向けては、新た

な従来の補助事業とは違う形の方策というようなこ

とも含めて、検討するような調査をやっていくとい

 うようなことで取り組んでいく考えです。

   以上です。

○仲田弘毅委員　先ほど、うちの仲村家治委員から

もお話がありましたが、特に石油揮発税等に関して

は、企画部長として金城部長にいろいろと御苦労を

かけてまいりましたけれども。部長、あと３か年後

のことも含めて、後継者に引き継ぐ意味でもお気持

ちを聞かせていただきたいと思いますが、いかがで

 すか。

○武田真企画調整統括監　金城部長の背中を見なが

ら薫陶を受けておりますので、引継ぎも含めまして、

３年後に向けて、沖縄振興のためになるような形で

 進めていきたいと考えております。

○仲田弘毅委員　ぜひ頑張ってください。先ほど家

治委員がおっしゃったように、我々も一生懸命バッ

 クアップしてまいりますので。

  次に交通運輸対策費の中の離島住民等交通コスト

についてお聞きします。予算としては28億6000万余

りになっておりますけれども、実施されてから何年

 目に入っておりますでしょうか。

○大嶺寛交通政策課長　実証事業から始めてござい

まして、平成22年頃から始めておりますので、十四、

 五年程度というところでございます。

○仲田弘毅委員　この28億の財源のうち、これは財

源は一括交付金ですよね。一括交付金ということは

県単事業からもその部分に関して事業費は出ていま

 すか。

○大嶺寛交通政策課長　２割は一般財源のほうで負

 担しております。

○仲田弘毅委員　ほとんど国の一括交付金で賄われ

ているということですよね。ですから、やはり特に

企画部、財政含めて国と対峙するだけではなくて、

しっかり協力するところは協力して、県民のための

財源確保に邁進していただきたいとこのように考え

 ております。

  そこで、我々うるま市で唯一の離島である津堅島

がありますが、津堅島の今、片道切符の料金が幾ら

で、幾ら割引されているか、県としては把握してい

 らっしゃいますでしょうか。

○大嶺寛交通政策課長　津堅航路につきましては、

現行、片道運賃としまして1110円というところでご

ざいます。こちらに今回のコストの軽減事業を活用

させていただいて約63.1％低減して、県のほうで

700円負担させていただいておりますので、販売価格

 としては片道410円となっております。

○仲田弘毅委員　これは各離島とも地域の皆さんか

ら、ぜひ継続していただきたいという要望が上がっ

ておりますので、県民の各離島の足の確保というこ

 とで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

  次に57ページ、自動運転がありますが、これはも

 う相当質問が出ましたので割愛をします。

  ６番目のわった～バス利用促進事業ですが、これ

は路線バス、コミュニティーバスを利用するという

ことですけれども、乗車体験事業という、これはど

ういうふうに本当に中身を把握するのかいろいろ質

問が出ましたけれども、大嶺課長としてはどういう

ふうに把握しておりますか。例えば何名の人間が乗っ

て、何名が利用して、何名の方が運転してというこ

とが、本当に県としてしっかり掌握できるかどうか

 というのは疑問点がありますが。

○大嶺寛交通政策課長　この辺の把握の方法につき

ましては、やはり細かいところまで把握するのは現

時点では困難なのかなとは考えておりますが、利用

者に乗車券、この整理券を取っていただいて人数を

把握して、大まかにこの中身を把握した上で、全体

としてどれくらいのボリュームで人が増えているの

かといったところから、検討を始めさせていただき

 たいというところでございます。

○仲田弘毅委員　課長、県知事と佐賀県の知事さん

 がお会いしたのは、昨年の何月頃ですか。

○大嶺寛交通政策課長　８月の九州知事会でお会い

 したと聞いております。

○仲田弘毅委員　この事業は、その後起こってきた

 事業ですか。

○大嶺寛交通政策課長　はい、そのお話は伺ってお

 ります。

○仲田弘毅委員　にわか仕込みの事業であっても、

県民の足の確保につながれば僕は大変すばらしい事

業だと考えておりますので、よろしくお願いします。 

  続けて質問しますけれども、この事業は単年度事
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 業ですか、それとも継続事業になりますか。

○大嶺寛交通政策課長　現時点では単年度事業とさ

 せていただいております。

○仲田弘毅委員　ありがとうございます。 

  最後に移住定住促進事業でありますけれども、そ

 の事業内容をまずよろしくお願いします。

○高嶺力志地域・離島課長　移住定住促進事業です

けれども、離島過疎地域での人口の維持増加等を目

的とするもので、県外での移住フェアの出展、移住

相談会の開催、それからふるさとワーキングホリデー

移住体験ツアー等を市町村と連携をして実施をして

 おります。

   以上です。

○仲田弘毅委員　この事業に関しては毎回質問をさ

せていただいておりますけれども、県は補助金、助

成金を出して、なおかつその事業が、どれくらい効

果を上げているかということを、しっかり僕は把握

していただきたいということを毎回申し上げており

 ます。

  これは、多分事業としては各市町村がメインになっ

てやっている事業だと思うんですよね。ですから各

離島において、この事業がどういった具体的な成功

例があるということは、もっともっとアピールして

いただきたい。そうでなければ、もうこれはうるま

市の与勝地域は従来５つの離島があったわけですが、

津堅島以外はもう橋が架かって僻地ではあるけれど

も離島ではない。僻地であろうが離島であろうが人

口は毎年減っているんですよ。ですから、そこの定

住策を強化していくためには、どうしてもそれにま

つわる移住定住政策とか、テレワークとか、いろん

なものを持ってきて、離島ででも本島並みの生活が

できるんだという状況をつくっていただきたい。そ

のための事業だと考えておりますので、どうぞよろ

 しくお願いいたします。

   お願いをして質問を終わります。

○又吉清義委員長　以上で、企画部、出納事務局、

監査委員事務局、人事委員会事務局及び議会事務局

に係る甲第１号議案に対する質疑を終結いたします。 

   説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

   休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○又吉清義委員長　再開いたします。 

  予算調査報告書記載内容等について議題といたし

 ます。

  それでは、予算調査報告書記載内容等について御

 協議をお願いいたします。

  まず、提起のありました総括質疑について、提起

した委員から、改めてその理由の説明をお願いいた

 します。

  なお、提起理由の説明の順番につきましては、お

手元に配付してあります総括質疑の順番でお願いい

 たします。

  また、提起理由の説明の後、反対の意見がありま

 したら御発言をお願いいたします。

  まず、項目１、知事が台湾を訪問した真意につい

てを島尻忠明委員から提起理由についてお願いいた

 します。

○島尻忠明委員　委員会でも述べましたとおり、さ

きの一般質問で台湾訪問に当たって、台湾訪問を知

事は民間外交であるというお話がありましたので、

その件は特別旅費が支払われておりまして、随行職

員も行っておりますので、民間外交であれば、その

特別旅費の運用についても真意を聞きたいというこ

 とで知事の総括質疑への出席を求めました。

   以上です。

○又吉清義委員長　次に項目２、地域外交という概

念に基づくワシントン駐在の在り方及びそれに対す

る予算の考え方についてということで、提起理由に

 ついて仲村家治委員よりお願いいたします。

○仲村家治委員　すみません、「地域外交という概念

に基づく」なんですけれども、これは取ってもらえ

ますか。地域外交の部分とワシントンは違う意味が

 あるので。

　このワシントン駐在の在り方というのは、そろそ

ろ立ち止まって戦略を練り直したほうがいいんじゃ

ないかということと。あと今年アメリカ大統領選挙

もあって、万が一、大統領が変わることがあったら、

アメリカの政策ががらりと変わる可能性があるので、

それに対してのワシントン事務所の在り方を、ぜひ

戦略として知事から聞きたいなと思って提起をして

 おります。

   よろしくお願いします。

○又吉清義委員長　次に項目３、知事が訪米する目

的についての提起理由について、當間盛夫委員より

 お願いいたします。

○當間盛夫委員　昨年も知事訪米をされているので

すが、現実にこの辺野古を止めると、造らせないと

いう目的があったのでしょうが、なかなかそれが進

 んでいない。

  昨今の台湾有事ということで、今日も石垣の艦船

というところがあって、全く効果がない中で、今回

知事訪米ということがあるわけですから、新たに何
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をもって、その訪米をされるのかをぜひ知事にはお

伺いしたい。そしてまた1000万という予算、もう８名

も、知事以外に８名の随行が本当に必要なのかとい

うところも知事にはお伺いをしたいと思っておりま

 す。

○又吉清義委員長　それでは反対の御意見がありま

したら、項目番号を述べてから御発言をお願いいた

 します。

 　反対意見等ありますか。

　　　（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○又吉清義委員長　意見なしと認めます。 

  以上で、総括質疑に係る提起理由の説明と反対意

 見の表明を終結いたします。

　次に、総括質疑に係る予算特別委員会における総

括質疑についての意見交換及び整理等について、休

 憩中に御協議をお願いいたします。

   休憩いたします。

 　　　（休憩中に、総括質疑について協議）

○又吉清義委員長　再開いたします。 

  休憩中に御協議いたしました総括質疑につきまし

ては、予算特別委員会に報告することといたします。 

  次に、特に申し出たい事項について御提案があり

ましたら、挙手の上、発言をお願いいたします。よ

 ろしいでしょうか。

　　　（「提案なし」と呼ぶ者あり） 

○又吉清義委員長　提案なしと認めます。 

  以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

 結いたします。

   次に、お諮りいたします。

  これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

 すが、これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○又吉清義委員長　御異議なしと認めます。 

   よって、さよう決定いたしました。

  なお、予算調査報告書は、３月13日水曜日、正午

までにタブレットに格納することにより、予算特別

 委員に配付することになっています。

  また、予算特別委員の皆様は、３月14日木曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定になって

 おります。

   以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

  次回は３月19日火曜日、午前10時から委員会を開

 きます。

   委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

   本日の委員会はこれをもって散会いたします。　
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月11日 (月曜日)  

　開　会　　午前10時１分 

　散　会　　午後５時10分 

　場　所　　第１委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

 算（商工労働部及び文化観光

  スポーツ部所管分）

　２　甲第３号議案 令和６年度沖縄県小規模企業

 者等設備導入資金特別会計予
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　３　甲第４号議案 令和６年度沖縄県中小企業振

  興資金特別会計予算

　４　甲第11号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

　５　甲第13号議案 令和６年度沖縄県国際物流拠

 点産業集積地域那覇地区特別

  会計予算

　６　甲第14号議案 令和６年度沖縄県産業振興基

金特別会計予算

出席委員 

　委 員 長　大　浜　一　郎 

　副委員長　大　城　憲　幸 

　委　　員　新　垣　　　新　　西　銘　啓史郎 

　　　　　　島　袋　　　大　　中　川　京　貴 

　　　　　　上　里　善　清　　山　内　末　子 

　　　　　　次呂久　成　崇　　仲　村　未　央 

　　　　　　玉　城　武　光　　金　城　　　勉 

欠席委員 

 なし

説明した者の職・氏名 

　商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享 

　　産 業 政 策 課 長　　金　城　睦　也 

　　産 業 政 策 課 班 長　　兼　島　篤　貴 

　　ア ジ ア 経 済 戦 略 課 長　　島　袋　秀　樹 

　　マ ー ケ テ ィ ン グ　　外　間　一　樹
 

　　戦 略 推 進 課 長　 

　　も の づ く り 振 興 課 長　　座喜味　　　肇 

　　中 小 企 業 支 援 課 長　　小　渡　　　悟 

　　Ｉ Ｔ イ ノ ベ ー シ ョ ン　　白　井　勝　也
 

　　推 進 課 長　 

　　雇 用 政 策 課 長　　上　原　美也子 

　　労 働 政 策 課 長　　前　原　秀　規 

　文 化 観 光 ス ポ ー ツ 部長　　宮　城　嗣　吉 

　　参事監兼観光政策統括監　　川　上　睦　子 

　　文 化 ス ポ ー ツ 統 括 監　　高江洲　昌　幸 

　　観 光 政 策 課 長　　久保田　　　圭 

　　観 光 振 興 課 長　　大　城　清　剛 

　　Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ 推進課長　　小　浜　守　善 

　　文 化 振 興 課 長　　佐和田　勇　人 

　　文化振興課しまくとぅば　　翁　長　富士男
 

　　普 及 推 進 室 長　 

　　空 手 振 興 課 長　　桃　原　直　子 

　　ス ポ ー ツ 振 興 課 長　　嘉　数　　　晃 

　　交 流 推 進 課 長　　仲　村　卓　之 

 3ii4

○大浜一郎委員長　ただいまから、経済労働委員会

 を開会いたします。

　本日の説明員として、商工労働部長及び文化観光

 スポーツ部長の出席を求めております。

　「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第３号議案、甲第４号

議案、甲第11号議案、甲第13号議案及び甲第14号議

 案の６件を一括して議題といたします。

　商工労働部長から商工労働部関係予算の概要の説

 明を求めます。

 　松永享商工労働部長。

○松永享商工労働部長　委員の皆様おはようござい

 ます。本日はよろしくお願いいたします。

　それでは、商工労働部に係る令和６年度の一般会

計及び特別会計歳入歳出予算につきまして、タブレッ

トに掲載されております令和６年度当初予算説明資

料商工労働部（抜粋版）によりまして概要を説明い

 たします。

　お時間としましては、７分から８分ほど御説明に

時間いただきたいと思いますので、よろしくお願い

経済労働委員会記録（第３号）
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 いたします。

 　それでは、１ページを御覧ください。

　こちらは、県全体の令和６年度一般会計部局別歳

出予算となっております。表の中段、太枠線の欄を

 御覧ください。

　商工労働部の予算額は781億968万1000円を計上し

ており、県の合計額に占める構成比は9.3％となって

 おります。

 　２ページをお願いします。

　商工労働部の一般会計歳入予算の概要につきまし

 て、款別に御説明いたします。

　表の左上の令和６年度予算額のうち、商工労働部

 の予算額を太枠線で囲っております。

　まず、９の使用料及び手数料ですが、16億2954万

4000円となっております。表の右側に主な内訳を記

載しておりますが、沖縄ＩＴ津梁パーク企業集積施

設使用料及び電気工事士法関係手数料等によるもの

 となっております。

　10の国庫支出金46億5994万3000円は、沖縄振興特

別推進交付金、デジタル田園都市国家構想交付金及

び職業訓練等委託金等によるものとなっております。 

　11の財産収入３億2700万3000円は、財産貸付収入、

利子及び配当金、財産売払収入によるものとなって

 おります。

 　３ページを御覧ください。

　13の繰入金１億6871万5000円は、新型コロナウイ

ルス感染症対応中小企業事業資金調達支援基金、小

規模企業者等設備導入資金特別会計からの繰入金に

 よるものとなっております。

　15の諸収入639億7038万1000円は、中小企業振興資

 金貸付金元金収入等によるものとなっております。

　16の県債4270万円は、職業能力開発校整備事業、

バイオ産業振興センター改築整備事業によるものと

 なっております。

 　合計欄を御覧ください。

　商工労働部一般会計の歳入予算は、総額が707億

9828万6000円で、前年度の711億3726万6000円と比較

しますと、マイナス３億3898万円、率で0.5％の減と

 なっております。

　予算減の主な理由としましては、いわゆるゼロゼ

ロ融資におきまして、３年間実質無利子とした利子

補給期間満了に伴う対象事業者の減少などにより、

15の諸収入の中小企業基盤整備機構補助金が減少す

 ることによるものとなっております。

 　４ページを御覧ください。

　次に、商工労働部の一般会計歳出予算の概要につ

 きまして、款別に御説明いたします。

　表の左上の令和６年度予算額のうち、商工労働部

 の予算額を太枠線で囲っております。

　５の労働費23億9399万9000円は、前年度の23億

8668万2000円と比較しますと、731万7000円、率で

 0.3％の増となっております。

　予算増の主な理由としましては、公共職業能力開

 発事業費の増によるものとなっております。

　次に、７の商工費756億8173万円は、前年度の761億

850万2000円と比較しますと、マイナス４億2677万

 2000円、率で0.6％の減となっております。

　予算減の主な理由としましては、中小企業金融対

 策費の減によるものとなっております。

　次に、13の諸支出金3395万2000円は、前年度の921万

7000円と比較しますと2473万5000円、率で268.4％の

 増となっております。

 　合計欄を御覧ください。

　商工労働部の一般会計歳出予算は、総額が781億

968万1000円で、前年度の785億440万1000円と比較し

ますと、マイナス３億9472万円、率で0.5％の減となっ

 ております。

 　一般会計歳入歳出予算の概要は以上となります。

　次に、商工労働部所管の５つの特別会計について

 御説明いたします。

 　５ページを御覧ください。

　小規模企業者等設備導入資金特別会計は、中小企

業高度化資金貸付事業と小規模企業者等設備導入資

 金貸付制度に要する経費となっております。

 　表の左下の部分、歳出の合計欄を御覧ください。

　令和６年度の歳入歳出予算額は１億3838万3000円

で、前年度の１億3800万6000円と比較しますと、37万

 7000円、率で0.3％の増となっております。

 　６ページを御覧ください。

　中小企業振興資金特別会計は、公益財団法人沖縄

県産業振興公社が、中小企業者へ機械類設備を貸与

するために必要な資金の同公社への貸付け等に要す

 る経費となっております。

　令和６年度の歳入歳出予算額は３億5013万5000円

となっており、前年度予算額と同額となっておりま

 す。

 　７ページをお願いします。

　中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会

計は、中城湾港（新港地区）の土地の管理及び分譲

 に要する経費となっております。

　令和６年度の歳入歳出予算額は１億4884万5000円

で、前年度の14億7006万4000円と比較しますと、マ
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イナス13億2121万9000円、率で89.9％の減となって

 おります。

　減となった主な理由は、公債費の元金償還金の皆

 減によるものとなっております。

 　８ページを御覧ください。

　国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計は、

同地区の運営に要する経費や、同地区施設建設資金

 借入金の償還等に要する経費となっております。

　令和６年度の歳入歳出予算額は３億3884万9000円

で、前年度の４億2485万円と比較しますと、マイナ

ス8600万1000円、率で20.2％の減となっております。 

　減となった主な理由は、那覇地区内一部入居企業

における光熱水費支払契約の変更に伴う実費徴収費

 の減となっております。

 　９ページを御覧ください。

　産業振興基金特別会計は、沖縄県産業の技術革新、

高度情報化、国際化等への適切かつ円滑な対応を促

進し、もって、産業振興を図るための事業に要する

 経費です。

　令和６年度の歳入歳出予算額は１億2349万1000円

で、前年度の１億2025万3000円と比較しますと、323万

 8000円、率で2.7％の増となっております。

　増となった主な理由は、前年度からの繰越金の増

 によるものとなっております。

　以上、商工労働部の令和６年度一般会計及び特別

 会計予算の概要説明を終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長　商工労働部長の説明は終わりま

 した。

　これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

 て行うことといたします。

　予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意を願います。 

　なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、３月８日と同様に行うこととし、本日の

 質疑終了後に協議をいたします。

　質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いよう簡潔にお願いをいたします。

　また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ告げた上で、説明資料の

該当するページを表示し、質疑を行うようお願いを

 いたします。

　それでは、これより直ちに商工労働部に係る甲第

１号議案、甲第３号議案、甲第４号議案、甲第11号

議案、甲第13号議案及び甲第14号議案に対する質疑

 を行います。

 　上里善清委員。

○上里善清委員　おはようございます。 

　まず、概要のほうから質問していきたいと思いま

 す。

　コロナが５類に移行して、観光客もかなり増えて

いるんですがね、経済の立て直しをどのように進め

ていくかということで、今方針として、どんな方針

 がありますか。まずそれから教えてください。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　令和６年度は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画

の取組を加速させる重要な年であると考えておりま

 す。

　商工労働部では、将来にわたる持続的な経済成長

を実現するため、コロナ禍や物価高騰等に対する経

済的な脆弱性の改善や、デフレ経済から成長経済に

移行させる施策の促進、生産性向上による付加価値

の創出、本県の課題や地域資源等の特性を踏まえた

施策などを展開するための予算を今回計上したとこ

 ろでございます。

　財源につきましては、沖縄振興特別推進交付金に

加え、デジタル田園都市国家構想交付金や、各省計

上予算など、国庫支出金の積極的な有効活用に努め

 ているところであります。

 　以上です。

○上里善清委員　人材育成という課題がとっても大

 きな課題だと思うんですけどね。

　資料３－４の14ページで、２番目に、外国人材受

入支援事業というのがあるんですがね。最近はコン

ビニとかいろいろ外国人が働いているんですが、今

の状況といいますか、そういうのが分かれば少し説

 明できますか。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　沖縄県内の外国人労働者数は、令和５年10月末時

点で１万4406人となっており、前年と比べまして

2677人の増加、率として22.8％の増加となっており

 ます。

　産業別では、宿泊・飲食サービス業が3028人と最

も多く、次いで卸売業・小売業が1952人となってお

 ります。

○上里善清委員　サービスのほうで大きく躍進して

 いるということで。

　第１次産業の農業のほうも、もう担い手がいなく
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て大変な状況なんですよ。農業のほうにどういう取

組をするのか、その辺、ありますかね。商工労働部

 の部外かもしれないけどね。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　今、農業というお話ですけれども、全般的なお話

から申し上げますと、まず、外国人労働者につきま

しては、受入れの企業のほうで、外国人が理解でき

るような言語によって支援していく体制を整えると

いうことが大事であるというふうに考えてございま

 す。

　それで、県におきましては、総合就業支援拠点で

ありますグッジョブセンター沖縄におきまして、企

業を対象とした外国人雇用相談窓口を設置するとい

うことと、あと、若年者を対象とする就職支援窓口

を設置した留学生の就業支援というものもやってご

 ざいます。

　さらに、今年度の取組としまして、令和５年度で

すけれども、外国人材受入企業支援事業というもの

を実施しておりまして、企業向けの相談窓口の設置

でありますとか、セミナー、あるいはガイドブック

作成による情報提供を行っているというところでご

 ざいます。

　また、令和６年度以降も同じように、農業も含め

てですけれども、企業向け支援の実施という意味で

は、企業のニーズから多かったマッチング支援とい

うことで、外国人留学生と県内企業のマッチングイ

 ベントをするということも予定してございます。

　さらに、職業紹介というのは沖縄労働局のほうで

もやっておりますので、外国人留学生を含めたマッ

チング強化を含めて、関係機関と意見交換をして連

携して取り組んでいくということになってございま

すので、御質問の農業の人材に関しても、その中で

支援をしていくということで考えているところでご

 ざいます。

 　以上です。

○上里善清委員　あと、15ページの４の域内経済循

環の拡大に資する取組促進ということで、１番目で

 太陽光発電の導入支援事業がありますけどね。

　今、太陽光というのはどのような状況になってい

 るのかちょっと御説明できますか。

○松永享商工労働部長　太陽光の割合ということで

 よろしかったでしょうか。

　まず、沖縄県の電源構成比でございますが、2021年

度は、再生可能エネルギーが11.1％という状況になっ

てございますが、その11.1％のうちの太陽光が57％

というような構成比ということになってございます。 

　あと、沖縄県におきましては、やはり水力発電と

か地熱発電が使えないというような不利性もござい

まして、委員から御質問の太陽光発電というところ

が沖縄県の今後の再エネの主力になるというふうに

 考えてございます。

　あと、それに続くものとしてバイオマス、さらに

は今後、風力の活用を考えていくと。将来的には水

素も、あるいはアンモニアもというふうに考えてご

ざいますので、今、沖縄県としましては、離島にお

ける太陽光の導入に取り組んでいるというところと、

あと、今年度は本島の中でも同じように、太陽光の

発電に力を入れて取り組んでいくということで、や

はりその太陽光が１番の今主力と考えてございます

ので、引き続き強力に取組を進めていきたいと取り

 組んでいるところでございます。

 　以上です。

○上里善清委員　太陽光を導入するとき、多分国か

らの補助があると思うんですけれどね、前だったら

300万かかったら、幾らは国からの補助がありますと

いう形ですけれど、この補助金の状況はどうなんで

 すかね。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　今委員がおっしゃっているのはＦＩＴ、固定価格

買取制度のことかと思いますが、ＦＩＴにつきまし

ては、再生可能エネルギーの普及を目的としまして

 2012年から始まった制度でございます。

　太陽光発電等の再エネ設備から発電された電気を

あらかじめ決められた、同じ価格で一定期間、買取

りを電力会社に義務づけた国の支援制度というのが

 ございます。

 　以上です。

○上里善清委員　すみません今、聞いているのは、

初期投資で国からの補助は幾らぐらいなのかという

 ことを聞いているんですけどね。

○金城睦也産業政策課長　太陽光発電設備の設置に

当たっての国の補助メニューというのはあるんです

けれど、公共施設とか民間とかによって、この補助

額というのは、またそれぞれ異なるというか、決まっ

ていないというところで、一概には幾らというのは、

 すみません、分からないところですね。

○上里善清委員　じゃ、全体的なことで聞きますけ

ど、2030年まで県の再生エネルギーの目標は、たし

 か18％でしたよね。

　その中で、一応太陽光に重きを置くという方針み

たいですけれど、この再生エネルギーの目標を立て

ないと、単なる数字の設定だとしか思わないわけで
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すよね、僕らは。太陽光で何％ぐらいまで持ってい

く、あと、ほかのバイオとか含めて、その設定目標

 というのが県にありますか。

○金城睦也産業政策課長　沖縄県クリーンエネル

ギー・イニシアティブでは、再生可能エネルギー電

源比率の2030年度目標を18％と設定しているところ

 でございます。

　その中では、再エネ種別ごとの目標値としては設

定はしておりませんが、構成比の想定としまして、

太陽光を48％、バイオマスを36％、風力を11％程度

 導入されるものとして見込んでおります。

　同イニシアティブの策定時におきまして、再エネ

の種別ごとの目標値を策定する議論もありましたが、

将来における技術革新の可能性などもあるため、目

標として設定することは困難として判断したところ

 でございます。

 　以上です。

○上里善清委員　そういうことで18％を達成すると

いう目標を立ててですね、これはできるんですかね。

ある程度、これこれで幾らということを設定して努

力しないと難しいんじゃないですか。どう思います

 か、部長。

○松永享商工労働部長　その18％の内訳というとこ

ろに関しましては、先ほど課長が申し上げましたと

おり、計画をつくる段階でイメージとして――やは

り将来的にはどういう形になるか分からないという

ところもあって、なかなかその内訳を立てるのが困

難という中で、イメージとして太陽光は48％ぐらい

ではないかというふうに立てたところでございます。 

　一方で、やはり意欲的な目標、18％の達成に向け

ましては、技術が確立している――先ほど申し上げ

ました、今後も主力となると見込める太陽光発電の

みで達成すると仮定した場合、議会でも答弁させて

いただいておりますが、1600億円程度必要だという

 ことで今試算としては出てございます。

　ただ、この1600億円という中で、どのように県と

して達成していくかというところですが、やはりこ

れまでの実証事業の成果などを活用しながら、民間

の投資を誘発しないといけないと、この民間投資を

誘発する仕組みを我々としては活用したいというこ

とで、今、離島の太陽光の導入でありますとか、あ

るいは来年はそれを本島に広げていくということを

やってございますので、その辺は民間投資を誘発し

ながら、エネルギーの脱炭素化と、あるいは自給率

の向上に取り組んでいくというふうに考えていると

 ころでございます。

 　以上です。

○上里善清委員　脱炭素に向けて、国の何か特別枠

 があると前に聞いたことあるんですよね。

　だから、その予算を獲得しに行くということをあ

る人から言われてですね、県の取組がちょっと弱い

と、その特別枠を取りに行くという努力しないと、

この目標は達成できないんじゃないかという話だっ

 たんですよ。

　これ、そういった特別枠というのはあるんですか。 

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　県としましては、沖縄振興予算に加え、各省庁予

算を積極的に活用するというところでありまして、

次年度は、環境省予算を活用しまして、この太陽光

発電設備の支援について予算を計上したところでご

 ざいます。

 　以上です。

○上里善清委員　額は幾らですか。 

○金城睦也産業政策課長　約１億2000万円を計上さ

 せていただいております。

○上里善清委員　今の取組で目標を達成するという

のは、ちょっとこれ絵に描いた餅になりそうで、強

 力に進めないとできないと思います。

　あと、スタートアップなんですが、ＯＩＳＴと連

携しながら、早く何か芽が出ないかなと期待してい

 るんですよ。

　今、ＯＩＳＴで、これは事業化できそうというも

のがあるのかないのか、この辺ちょっと御説明でき

 ればお願いします。

○兼島篤貴産業政策課班長　お答えします。 

　ＯＩＳＴの研究からスタートアップが、ＯＩＳＴ

発ベンチャーみたいなものが出てきておりまして、

その中で有望なものを少し御紹介しますと、ＯＩＳ

Ｔの中で研究されている技術を使って、泡盛メーカー

の製造所から出る排水を微生物で浄化するという新

しい装置を作りまして、これを泡盛メーカーと連携

して排水処理の実証法などの解決に取り組んでおり

ます。これができると、結構アジアのほうでも同じ

ような課題を持っている地域がありますので、そう

いったところに展開できるんじゃないかということ

で、ＯＩＳＴのほうでこのスタートアップが今、研

究開発とビジネス化のほうに取り組んでいる事例な

 どがございます。

　そのほかにも、バイオ農業分野での新しい、水が

少ないところでも農業ができるような、ポリマーを

使った技術を持ったスタートアップも出てきていま

すので、こういったＯＩＳＴから世界の課題解決に
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つながるような、期待されるスタートアップが今出

 ているという状況になっております。

○上里善清委員　結構な話ですね。 

　経済労働委員会でうるま市の視察をやったんです

が、小型の風力発電とＥＶの２件を視察してきたん

ですよ。両方とも、県の支援をお願いできないかと

いうことだったと思うんですがね。この辺はどんな

 感じになっていますか。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　ＥＶにつきましては、環境部が所管しております。 

　風力、レンズ風車に関して答弁させていただきま

 す。

　うるま市にある、小型風力発電設備レンズ風車に

つきましては、当課においても、昨年12月に視察し

 て関係者と意見交換したところでございます。

　関係者のほうからは、昨年の台風６号の影響によ

る、一日の最大風速が35.3メートルの環境下におい

ても発電を続けたということを聞いておりまして、

 停電への備えとして有効だと考えております。

　ただ一方で、出力３キロワット相当の当該発電設

備は、風車、分電盤、蓄電池及び施工費用も含めて

総額2000万円程度の導入費用がかかると聞いており

ますので、今後の普及拡大に当たっては、コスト低

 減が課題であるというふうに考えております。

 　以上です。

○上里善清委員　ＥＶのほうもちょっと情報で分か

 るのであれば。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えします。 

　ＥＶの件でということですけれども、商工労働部

のほうでは、これまで生産技術の高度化ですとか、

新たな産業創出を図るため、平成23年度からこの県

内のＥＶ開発事業者の支援を実施してきております。 

　具体的には、委員のほうも視察された素形材産業

施設のほうに入居していますけれども、こちらの活

用ですとか、あと、県以外にもうるま市の支援も含

めながら、当該ＥＶ開発事業者が主体となって、車

体や動力系統の技術に係るような研究開発を行って

 きております。

　当該事業者ですけれども、今後の事業拡大に伴っ

て新たな生産施設の拠点も必要だということで聞い

 ております。

　そのため、県ではものづくりの製造業振興の立場

から、賃貸工場施設を含む産業用地の確保ですとか、

ネットワークの構築など、そういったところで今後

の展開に向けた意見交換を行っているというところ

 です。

 　以上です。

○上里善清委員　非常に有望な産業になるんじゃな

いかと私たちも感じたんですけれどね、こういった

産業、骨をつくっていかないと、沖縄の経済がなか

なか前に進まないということですので、しっかり取

 り組んでいただきたいなと思います。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　上里善清委員の質疑は終わりま

 した。

 　山内末子委員。

○山内末子委員　おはようございます。 

　私も資料３－４の概要資料のほうからお伺いをい

 たします。

　まず、国際航空物流機能強化推進事業。コロナ禍

においてはもう国際便のストップとかで、輸出入と

もに厳しい状況があったと思いますけど、その推移

 と現状についてまずお伺いいたします。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えします。 

　本事業は、那覇空港の国際物流拠点の形成に向け

て、沖縄から海外への輸送費の補助でありますとか、

那覇空港の貨物ターミナル、貨物上屋への企業の集

積、賃料補助の取組でありますとか、県産品の販路

拡大、物流ハブの認知度向上を図るための沖縄大交

 易会の開催支援を行っております。

　委員御指摘のとおり、コロナの影響がございまし

て、フレイター、いわゆる貨物専用機が止まってい

るという状況で、今現在は、新モデルということで

発表させていただいて、旅客便の貨物スペースを活

用して海外に物を運ぶという取組を進めております。

徐々にではありますけれども、台北、香港、ソウル

といったところに物が運べるような状況になってき

 ていると。

　ただし、まだまだ物が少ないという状況もありま

すので、しっかり県内から出していくもの増やす取

組を今後も進めていきたいというふうに考えており

 ます。

 　以上です。

○山内末子委員　ちなみに、コロナ前は、海外とし

 ては、あと幾つぐらいあったんですか。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　今申し上げました、

沖縄県が海外事務所を置いている、中国もそうです

けれども、シンガポールにも飛んでおりました。シ

ンガポールは昨年11月から旅客便が復便しましたけ

 れども、まだ荷物を運べていないという状況です。

○山内末子委員　次年度の目標としては、あとどれ

ぐらいの販路の拡大、航空便の拡大ということを見
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 込んでいるのか、その辺はどうですか。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　当然、沖縄から出

す荷物を増やしていきながらということで、引き続

き全日空さんとも議論というか、調整は進めさせて

 いただいています。

　ただ、今、全日空さんだけに限らず、ヤマトさん

の動きであるとか、あとはチャイナエアラインさん

でありますとか――台北からシンガポールでありま

すとか、香港でありますとか、ほかの複数のエアラ

インさんともいろいろ調整をしながら、なるべく、

沖縄から直接物が運べる路線を増やしていきたいと

 いうことでございます。

○山内末子委員　予算をつけて事業をするわけです

から、やっぱり目標設定をしないといけないと思う

 んですよね。

　そういう意味では、輸送量であったり、成果額と

いうんですかね、そういうのは設定されているので

しょうか。どれほど見込んでいるのか、その辺もお

 伺いいたします。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えします。 

　まず、基本的に目安といいますか、沖縄からの海

外への食料品、飲料関係の輸出額というのを目安に

していますけれども、これが、コロナの前で、平成30年

度が31億円、令和元年度が32億円。コロナの期間中

も、巣籠もりの需要等あって、令和４年度が43億円

まで伸びてきていますけれども、これは羽田経由で

運ばれているものもございますので、それを羽田経

由ではなくて、沖縄から直接運ぶということで、少

しでもこの輸出の額を伸ばしていきたいということ

 です。

○山内末子委員　いろんな産業も、それから、農林

水産業も、コロナが明けて去年あたりから、いろん

な意味で生産額も増えておりますし、期待がかかる

 んですよね。

　それをあくまで県内外だけではなくて、やっぱり

沖縄のものに対する世界からの評価というのは高い

ものがあると思いますので、この事業をやっぱりしっ

かりと確立をしながら、ピンポイントで欲しいもの

が欲しいところに届くような、そういう効果を狙っ

て、効率を狙っていくというのがとても大事だと思

うんですけど、その辺については、やっぱり大きな

ことではあると思うので、しっかりとした目標を定

めて、ぜひやっていただきたいんですけど、部長、

 どのようにお考えですか。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　国際航空物流ハブによりますネットワークを基盤

としまして、県内企業の海外展開の促進であります

とか、臨空・臨港型産業の集積に取り組んで、委員

からありました県産品の輸出拡大を図っていくと、

また、沖縄県が全国特産品の流通拠点となるという

ところを今目指して取り組んでいるところでござい

 ます。

　現状としましては、やはりコロナ禍の中で貨物機、

フレイターが止まっているという状況ですので、先

ほど課長からもありましたように、貨物専用機の活

用に加えて、旅客機の貨物スペースを活用するとい

うことで、新たな輸送モデル、新モデルということ

で今取り組んでいるというところでございます。い

わゆる旅客機を使うということですので、文化観光

スポーツ部の観光の取組と一体となってきますので、

その辺は文化観光スポーツ部とも連携しながら、で

きるだけ旅客便の復便を早めに取り組んでいくとい

うことになりますので、それによって、多仕向地、

あるいは多頻度化に対応したような、航空物流ネッ

トワークを構築するというところを目指しておりま

すので、今時点では委員がおっしゃるような目標と

いうのはなかなか立てられておりませんが、文化観

光スポーツ部と意見交換をしながら、もう大分経済

が動き始めてきておりますので、県としてもその目

標を立てながら、急ピッチで取組を進めていきたい

 というふうに考えているところでございます。

○山内末子委員　とても大事だと思います。 

　また、それによっては、文化観光スポーツ部だけ

ではなくて農林水産部との連携というのも大事だと

思いますので、その辺の取組もお願いしたいと思い

 ます。

　あと、大交易会。これも毎回、何かいい状況だと

思うんですけど、その実態についてお聞かせくださ

 い。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えします。 

　大交易会については、例年11月に開催いたしてお

 ります。

　今年度の開催の実績でございますが、今回は13の

国と地域から、まず、バイヤーが273社参加しており

ます。この中には、この大交易会と連携して、ＪＥ

ＴＲＯさんが取り組んでいる商談会というのもあり

 ますけど、その30社も含んでおります。

　サプライヤーについては280社が参加して、海外か

らの参加ですけれども、シンガポール、台湾、中国、

香港、タイといった多くの国から参加していただい

 ております。

○山内末子委員　資料によると5000万円の、沖縄県



－290－

からも分担金というんですか、それを出しておりま

すので、今のバイヤーさんと契約に結びついている

というのはどれぐらいありますか。成果としては、

 どういうふうに考えておりますか。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えいたします。 

　2023年度の第11回ですけれども、商談件数が2263件

で、12月末時点の成約率がまず16.4％、成約の金額

 が約１億7000万円ということでございます。

○山内末子委員　成約率が16.4％ということですの

で、頑張っているのは分かるんですけれど、いかに

成約率を上げていくかというのは大変課題もありま

すので、ぜひ今年度のこの事業の中ではしっかりと

した目標を定めて、少しでもその成約率をアップし

ていく取組をお願いしたいと思います。よろしくお

 願いいたします。

　次に、新規の事業で、多様な人材活躍促進モデル

 事業の事業概要についてまずお願いいたします。

○上原美也子雇用政策課長　本事業は、働き手であ

る人材の掘り起こしと企業の業務改善、人材と企業

のマッチングを一体的、包括的に支援する体制を構

築し、各支援を実施することを目的として、新たに

 令和６年度新規事業として計上しております。

○山内末子委員　具体的に、何をそういうふうにし

 てやっていくのかお願いします。

○上原美也子雇用政策課長　具体的には、高齢者や

女性などの仕事をしていない層――きっかけがあれ

ば仕事ができる方たちに対して、いろんな働き方の

情報発信や就労支援の案内を様々なイベントにおい

て実施するととともに、企業の業務棚卸しですとか、

切り出しや、多様な働き方の導入を支援した上で、

合同企業説明会等によるマッチングを行うものと

 なっております。

○山内末子委員　どちらかに委託をして、働き手を

求めている企業さん、そして、仕事を求めている女

性や高齢者に、どういうふうにして、どのような形

でそれを進めていくのか。ハローワークとかいろい

ろあるじゃないですか。それと違う方法でやってい

 くということですか。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　まず、人材の掘り起こしですけれども、各種イベ

ントがあると思うんですけれども、その中において

ですとか、あとは各種サークルのところに出向きま

 して、いろんな働き方の周知をします。

　それを県の総合就労支援拠点施設でありますグッ

ジョブセンター沖縄ですとか、あと、ハローワーク

さんと連携して、企業におきましては、そういった

短時間労働で働きたい方たち向けにどういった仕事

が切り出しできるかといったところを、切り出しの

支援というところで、そこをうまくマッチングする

 形となっております。

○山内末子委員　企業の情報をしっかり提供して、

それをしっかりと受け止める、キャッチをしていく、

そういう作業がとても大事だと思うんですけど、そ

ういうことを、グッジョブとかハローワークとは別

なところでそれを行うという、事業のイメージとし

 ては今、そういうふうに理解してもいいですか。

○上原美也子雇用政策課長　周知に関してでござい

ますけれども、市町村、あと経済団体、そういった

ところに、会員企業に呼びかけをしまして、企業支

援の参加ですとか、あとは、各種沖縄労働局をはじ

め沖縄総合事務局さんといったところも含めまして、

周知啓発を行いながらマッチングをしていきたいと

 いうふうに考えております。

○山内末子委員　ちょっと理解に苦しむところでは

あるんですけれど、本当に今、女性や、特に高齢者

の皆さん方が働きたくても働けない状況というのが

あったり、また、企業によっては働き手がいないと

いう、そういうアンバランスな状況があると思いま

すので、うまくマッチングさせていくという意味で

はとても期待ができるのかなというふうに思ってお

りますので、ぜひ工夫をしながらマッチングできる

ような、雇用につながるような、そういう事業を期

 待をしていきたいと思います。

　あと１点だけ、すみません。若年者活躍促進事業

 についてお願いいたします。

○上原美也子雇用政策課長　本事業は若年者が活躍

できる環境を整備するために、若年者の就職と定着

の支援、小中学生を対象に就業意識啓発の推進と、

県外在住の若年者を対象にした県内就職の支援を実

 施するものでございます。

　具体的には、新規学卒者に対しましては、県内７つ

の大学等への就職支援員の配置、合同企業説明会の

開催、若年求職者に対しましては、インターンシッ

プですとか、あと職場訓練による県内企業とのマッ

チングの支援、県外在住者に対してはＵＪＩターン

 の就職支援などを行うものとなっております。

○山内末子委員　この事業によって、どれだけの若

年者の雇用につなげるのか、目標は設定されていま

 すでしょうか。

○上原美也子雇用政策課長　令和６年度の目標値と

しましては、この事業におきまして就職者数を705名

と設定しております。大学等への就職支援員配置に
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よる就職として520名、合同企業説明会による就職を

80名、職場訓練による就職を40名、ＵＪＩターンに

よる就職を65名、合計705名の就職を目標としており

 ます。

○山内末子委員　この事業はこれまでもやっていて

実績があるとは思うんですけど、またそれで定着を

 していくというのがとても大事だと思うんですね。

　県内の若者は、割と就職はするけれど離職率が高

いとかと言われておりますので、その辺の定着率を

どう高めていくかという、その課題について、どの

ように捉えて、どのような方向性を持っているのか

 お聞かせください。

○上原美也子雇用政策課長　新規学卒者の早期離職

というものは、沖縄労働局が調査し集計しておりま

すけれども、これでは令和２年３月卒業者の就職後

の３年以内の離職率が、高卒者が48.5％、大卒者が

 39.6％となっております。

　若年者活躍促進事業における職場訓練を経て就職

したものにつきましては、就職後のフォローアップ

の研修会など、職場定着支援を３年間行うことで定

 着状況を把握しているところです。

　県としましても、若年者の早期離職の多さは課題

であると認識しておりますので、県の取組としまし

ては、この事業のほかにはなるんですけれども、社

会保険労務士などの専門家を企業へ派遣しまして、

正規雇用の拡大の促進なども含めて、就業環境の改

善を図り、従業員の定着に向けた企業の取組を支援

しているところです。また、ワーク・ライフ・バラ

ンス企業認証制度や人材育成企業認証制度、所得向

上応援企業認証制度などの普及を進め、働きやすく、

働きがいのある職場づくりを促進しているところで

 ございます。

○山内末子委員　頑張ってください。ありがとうご

 ざいました。

○大浜一郎委員長  次呂久成崇委員。 

○次呂久成崇委員　よろしくお願いします。 

　当初予算案の部局別の資料３－４のほうの14ペー

ジです。県単融資事業費についてですね、この対象

等も含めてちょっと概要をお聞きしたいと思います。 

○小渡悟中小企業支援課長　県制度融資は、個人、

法人、事業主の別にかかわらず、中小企業者、小規

模事業者等に該当するもので、県内において１年以

上事業を営んでおり、かつ税金の滞納がない者が対

 象となっております。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　この融資の上限というのは、こ

の企業さんの資力、体力とかに応じての制限という

 ことになってくるんでしょうか。

○小渡悟中小企業支援課長　お答えいたします。 

　融資金額の上限については、企業さんの体力とい

うことではなくて、まず、沖縄県信用保証協会にお

ける信用保証限度額の範囲内で資金ごとに定めてい

 ることになります。

　例えば、自然災害などの緊急性の高い資金では

3000万円を限度額としており、また、事業再生のよ

うに、長期的事業計画にのっとり事業を実施する場

合の限度額は8000万円とするなど、資金の趣旨によっ

 て上限額が異なっている状況です。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　この融資の目的は、今の物価高

も含めたものというふうに理解してよろしいでしょ

 うか。

○小渡悟中小企業支援課長　県単融資事業において

は、小規模事業者の資金繰りの円滑化を通して経営

の安定と成長に資するような目的で事業を実施して

いるものとなっておりまして、今般の原油・原材料

等の高騰などで影響を受けた事業者、その場合にも

 利用できる資金というものも設けております。

　また、一般的な事業資金においても、原材料費を

抑えるために設備投資を行うなど、物価高騰に対応

するために融資を申し込むことなどが可能となって

 いる状況です。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　商工労働部としての、この物価

高騰対策というのは、個別では何か補助メニュー的

 なものはあるんでしょうか。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　商工労働部でやっています物価高対策ということ

で、まず、令和４年度に実施しました物価高対策支

援につきましては、令和４年４月から令和５年３月

の期間を対象としまして、約51億7300万円を計上し

 たところであります。

　また、昨年１月から特別高圧に対する電気料金の

支援で、昨年６月から低圧、高圧に対する電気料金

の支援、また、昨年４月からはＬＰガスの支援を行っ

 ているところであります。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　こちらの申請等の窓口というの

 はどういうふうになっているんでしょうか。

○金城睦也産業政策課長　物価高対策支援につきま

しては、委託業者のほうで窓口を設置しております。 

　電気料金、ＬＰガスの支援につきましては、窓口
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ではなくて、料金のほうから値引きをするという形

 で支援をしております。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　私も、この物価高対策について

は、やっぱり地元の企業さんのほうからもいろいろ

相談があるものですから、ぜひその周知を含めてしっ

 かりやっていただきたいなと思います。

　次に、同じページなんですけれども、奨学金返還

 支援事業についてお聞きしたいと思います。

　この事業なんですけれども、令和４年度から事業

をスタートしていて、当時の当初予算というのは

600万円ですが、令和５年度は1400万円、そして、令

和６年度は1700万円というふうに増額しているんで

すけれども、これはやはりそれだけニーズがあると

 いうことで認識してよろしいんでしょうか。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　本事業は、従業員の奨学金返還を支援する企業に

対する補助事業で、令和６年１月末時点で31社、

 164名、補助総額約650万円となっております。

　本事業を活用する企業からは、学生等に企業ＰＲ

がしやすく、社員の定着率も向上したなどの意見が

寄せられており、企業の人材確保定着に有効な支援

 であると考えております。

 　以上です。

○次呂久成崇委員　この補助対象企業なんですけれ

ども、要件があると思うんですけれども、ちょっと

私も資料等を頂きました。要件で、就業規則等で従

業員への奨学金返還支援制度を設けている企業とい

うことなんですけれども、その制度を導入している

企業というのは県内のほうに今どれぐらいあるのか

 とかというのを把握されていますか。

○金城睦也産業政策課長　先ほども答弁しましたよ

うに、今、活用している事業者が31社というところ

で、この支援制度を導入している企業がどれだけあ

るかというのは、すみません、把握しておりません。 

○次呂久成崇委員　ぜひですね、このニーズも含め

 て今後調査をしていただきたいなと思います。

　というのは、これ産業分野ごとの企業であったり

とか、あと、この離島のやっぱり中小企業さんなど

もそうなんですけれども、この制度を導入する――

皆さんの事業概要の目的で、導入を促すということ

であるものですから、それをぜひ積極的に調査をし

てやることによって、私はこの人材確保策にやはり

 一番効果的ではないかなと思います。

　今、31社がそれを利用しているということなんで

すけれども、増額をしてこの事業を拡充していくと

いうことは、やっぱり県としてもその事業目的にあ

わせて、この制度が効果的だということでの認識だ

と思いますので、どれだけ導入するのか、また、導

入をどうやって促すかということも含めて、ぜひ産

業分野ごと、また、離島などの圏域とか、そういう

ふうにしてしっかりニーズ調査も行って、実施して

 いただきたいなというふうに思います。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　次呂久成崇委員の質疑は終わり

 ました。

 　玉城武光委員。

○玉城武光委員　概要の説明の中で、トップにあり

ます高付加価値・グローバル展開加速化事業につい

 て、その概要と事業効果を伺います。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えします。 

　本事業は、県産品のさらなる海外販路拡大に向け

て、沖縄の観光地としての知名度、魅力も生かして、

県産品の高付加価値化とグローバル市場への展開に

 向けたプロモーションを行う事業でございます。

　具体的には、星つきのレストランでありますとか、

アジアで有名なバーなどで県産品を取り扱っていた

だくことによって高付加価値化、ブランド化を促進

 するためのプロモーションを実施するということ。

　さらには、県内企業の海外出店に向けたテストマー

ケティングやプロモーション等を実施する海外出店

プロモーションの取組といったことを実施いたしま

 す。

　効果としましては、これらの取組により、飲食店

などにおける県産品の高付加価値化やブランド化の

促進により、現地での取扱店舗が増加するというこ

と、そして、県産品の輸出額の増加というものを目

 指して実施するものでございます。

 　以上です。

○玉城武光委員　県産ブランドというのは、どうい

 うのがあるんですか。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　海外の一般のスー

パーで地元の方向けに売られる商品に対する支援と

いうのももちろん広くやってきましたけれども、こ

の事業で狙っているのは、例えば、星つきのレスト

ランで県産のモズクであるとか、あとは黒糖、ウミ

ブドウといったような食材をメニューの一部に取り

扱っていただいて――ある意味、星つきのレストラ

ンで、そういった食材を取り扱っていただくと非常

に宣伝効果というものもございますので、そういっ

たところを狙って実施していて、既に農林水産部の

ほうでこれまでやってきた取組とも連携させていた



－293－

だくような形で、海外事務所のネットワークを使っ

て、そういった取組を進めていきたいと考えており

 ます。

 　以上です。

○玉城武光委員　頑張ってください。 

　次に、小規模事業経営支援事業というのがありま

 すが、そこの概要について伺います。

○小渡悟中小企業支援課長　お答えいたします。 

　小規模事業経営支援事業費は、商工会及び商工会

議所が実施する税務、経理等の経営一般に係る事項

や、新商品の開発、販路開拓などの県内小規模事業

者の経営の改善発達を支援する取組等に必要な経費

 に対し補助を行っているものです。

 　以上です。

○玉城武光委員　どこどこに支援するんですか。 

○小渡悟中小企業支援課長　この事業は、商工会・

商工会議所が実施する取組に対する経費になります

ので、商工会は34商工会、プラス県連合会というも

のがございます。商工会議所は４つございまして、

計38の商工会・商工会議所と県連合会に補助してい

 る経費となっております。

 　以上です。

○玉城武光委員　次ですね、稼ぐ企業連携支援事業

というのがありますが、そこのところのプロジェク

 トの概要を伺います。

○外間一樹マーケティング戦略推進課長　お答えい

 たします。

 本事業では、複数の事業者の相互連携の下、互いの

強みを生かした新たな商品開発や販路拡大等を支援

するため、必要な経費を補助するとともに、専門家

 によるハンズオン支援等を行っております。

 具体的には、複数の事業者が各自で有する独自技術、

ビジネスモデル、もしくはノウハウ等、お互いの強

みを持ち寄って互いに連携することで、新たな製品

を開発したりビジネスモデル等を生み出すプロジェ

クトの推進に要する経費を補助するほか、中小企業

診断士とか、そういう資格を持っている方々、もし

くは県外のバイヤーさんとかですね、そのノウハウ

等を提供し、経営に関する助言であったり、意思決

 定のサポート等を実施しております。

　さらに、今後は、こういった企業間連携の機運を

高めるために、この事業に関心のある県内企業さん

に対して、自社の強みとか課題とかを発見するよう

なセミナーですとか、マッチング支援なども行って、

この事業の裾野を広げていくことを想定しておりま

 す。

○玉城武光委員　このプロジェクトが事業効果とし

 てどれぐらい出ていますか。

○外間一樹マーケティング戦略推進課長　企業成果

としましては、毎年10社程度を採択して、最長２年

 間の補助を行っております。

　例えば成果としましては、知名オーディオという

パイプオルガンの上等グワァーですね――職人技で

作っていて、全国的にも有名でとても高いスピーカー

があるんですよ。全国的にも引き合いがあって、こ

れ大人気商品なんですけれども、実は創業者の知名

宏師さんの手作りなんですね。要は、月間生産数が

少ないんですよ。なので、家族とかにしか教えてい

なかったこの職人技を、どういう工程があるのかと

いうことを見える化しまして、その一部の細かい製

品のところを立地した企業さんに委託して、いわゆ

る月当たりの生産数を上げたりとかですね。また、

２年目に行ったのが、これは高いものでして、やは

りそういったスピーカーのマニアは、やっぱり60代

から70代の高年齢者層、お金を持っていらっしゃる

方になるんですが、やはり若い人たちにも売ろうと

いうことで、例えばこういうプロモーション会社と

組んで、高専で集めたりしたいろんな科学的なエビ

デンスを訴えることによって、また、いろんなイベ

ントをやることによって、若い人にもこの販路を拡

 大していくような動きなどもやっております。

　そういった新たなビジネスが創出された事例を通

しまして、支援した事業者の７割以上において売上

 げが増加したと報告があります。

○玉城武光委員　７割の事業者が、売上げが増えた

 と。

　すごい効果ですね。ぜひ頑張っていただきたいと

 思います。

　次に、沖縄県中小企業成長促進事業の概要と、そ

の強化を促進するということで、どんな強化をしま

 すか。

○小渡悟中小企業支援課長　お答えいたします。 

　令和６年度より実施する沖縄県中小企業成長促進

事業は、創業期、拡大期、再生期といった事業者の

各段階に沿った支援の充実を図り、稼ぐ力の土台と

なる経営基盤の強化に向けた対策を推進する事業と

 なっております。

　本事業は、創業期、拡大期、再生期といった事業

者の状況に応じた支援を効果的に実施するため、２名

のコーディネーターが、支援を必要とする事業者を

直接訪問し、相談・助言を行うとともに、よろず支

援拠点等の支援機関へつなげるプッシュ型支援を実
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 施することが特徴となっております。

　創業期の事業者に対しましては、これまでは、中

小企業診断士等の専門家を派遣し、課題に対する助

言を行っておりましたが、令和６年度からは新たに、

伴走型支援を実施し、事業者と一緒になって課題解

決に向けた取組を行うことで、経営力の向上や倒産

・廃業の防止を図り、安定経営につなげていきたい

 と考えております。

　拡大期の事業者に対しましては、新商品や新サー

ビスの開発等の経営革新支援において、これまでは、

計画策定支援を重点的に実施しておりましたが、こ

の取組に加え、令和６年度からは、事業者と一緒に

なって事業計画の実現に向けて取り組む伴走型支援

を新たに実施し、事業者のさらなる成長を後押しし

 ていきたいと考えております。

　再生期の事業者に対しましては、事業転換や業種

転換等の事業再構築支援及び国の事業再構築補助金

の上乗せ補助を実施することにより、企業の再チャ

 レンジを後押ししていきたいと考えております。

　本事業は、事業者自らが課題設定や課題解決に取

り組めるよう、伴走型支援を実施することで、事業

計画の実効性を高め、事業者の成長促進を図ってい

 きたいと考えております。

 　以上です。

○玉城武光委員　新たにこの伴走型支援をしていく

ということですね。ぜひそれを強化していただいて、

 頑張っていただきたいと思います。

　次は、就職困難者等就労支援事業について伺いま

 す。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　本事業は、長期未就労、あるいはコミュニケーショ

ン能力に難がある方など、本人の力だけでは就職に

関する支援策を的確に活用することが難しい求職者

に対しまして、専門の相談員が個別かつ継続的に関

わり、相談者の就労につなげる支援を実施している

 ものでございます。

○玉城武光委員　令和４年度実績で何名が就職につ

 ながったんですか。

○上原美也子雇用政策課長　お答えします。 

　令和４年度におきましては、各取組において、就

 職者数は690名となっております。

○玉城武光委員　この就労の支援はどこかに委託し

 ているんですか。

○上原美也子雇用政策課長　令和５年度の委託先は、

公益財団法人沖縄県労働者福祉基金協会となってお

 ります。

○玉城武光委員　先ほど690名と言ってましたか。 

○上原美也子雇用政策課長　すみません。間違えて

 いたので、訂正いたします。

　先ほど、この事業の支援を690名を就職につなげた

とお答えしましたけれども、実際は令和４年度にお

きましては、相談者数が1186名に対しまして就職決

 定者数は554名となっております。

○玉城武光委員　いずれにしてもね、相談者が1100人

余りいて、500名余りの就職につながったというのは

非常にいい取組かなと思っています。頑張ってくだ

 さいということですね。

　次は、これ新規ですが、技能振興事業（地域リス

 キリング推進事業）についての概要を伺います。

○前原秀規労働政策課長　お答えいたします。 

　この地域リスキリング推進事業については、労働

生産性を高めることを目的に県内中小企業の経営者

に対し、事業に対するリスキリングの必要性を周知

するセミナーを開催するとともに、このセミナーと

併せて、労働生産性の向上につながるリスキリング

についての、経営者のニーズ調査を実施させていた

 だきます。

　また、この当該ニーズ調査の結果を踏まえて、県

内は小さい企業が多く、従業員数が少ない企業が多

いものですから、１社だけでは実施が困難な企業を

対象としたリスキリング研修を、同一業種の集合型

で実施することによって、県内企業の従業員のスキ

ルアップを図り、労働生産性の向上を促進したいと

 考えております。

○玉城武光委員　新規の事業ですから、ぜひ頑張っ

 ていただきたい。

　次に、これも新規ですが、バイオ関連産業振興支

 援事業の概要をお願いします。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えします。 

　バイオ関連産業振興事業は、バイオ関連分野の産

業化を促進するため、地域一体となった研究成果等

の情報発信や企業への経営支援等の側面的な支援を

行うもので、昨年度まで２つの委託事業として取り

組んできたものを、令和６年度より一本化して国の

戦略と県独自の取組の連携強化を図ることで、企業

の研究成果の事業化ですとか、販路拡大を効果的に

 実施するということにしております。

○玉城武光委員　今の説明の中で、２つあったもの

が１つにまとめるということで、事業をやっていき

 たいと。そこを具体的に説明お願いします。

○座喜味肇ものづくり振興課長　本事業ですけれど

も、具体的には、県内外のバイオ関連企業等のネッ



－295－

トワーク――産学官に加えて金融も含めた形でネッ

トワークを構築し、資金調達や共同研究推進等に向

けたマッチング機会の創出ですとか、企業や研究機

関などが必要な情報を県内外に発信をすることとし

 ております。

　また、個々の企業の実情に合わせて、ベンチャー

ファンドですとか補助金の獲得など、資本戦略に精

通するコンサルタントなどの専門家を派遣して、経

営に関する資金調達、販路開拓等の課題解決支援を

 行うこととしております。

　現状の取組としまして、国の戦略の中で、バイオ

コミュニティーということで国内外からの人材投資

を呼び込むということで、国のほうの施策として多

様な主体がネットワークを構築するというような制

度設計をしておりますが、沖縄県は、令和４年の12月

 にこれの認定をされております。

　国の取組と、あと、県のほうでも独自にバイオ産

業の側面支援を実施しているというところで、この

もともとやっていた２つの取組に関しては親和性が

高いということで、相互に連携した支援を行ってい

 きたいというところです。

 　以上です。

○玉城武光委員　ちょっと分かれば教えていただけ

ればと。バイオの中のどういう製品というのか、商

 品というのか、今やっているんですか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　バイオテクノロ

ジーに関する産業化の促進の中で、バイオ分野とい

うところは非常に幅広くて、微生物を活用した商品

開発もあれば、あと、沖縄県のほうで大分以前から

取り組まれてきた沖縄の地域資源を活用した健康食

 品といったものがあります。

　あとは、本県ですと、沖縄の地理的な優位性を生

かした形で先端医療、そういった分野にも今、取り

組んでいるところでして、健康、医療、そういった

観点から、本県としてはバイオ産業の振興に取り組

 んでいるというところです。

 　以上です。

○玉城武光委員　以上です。 

○大浜一郎委員長  大城憲幸委員。 

○大城憲幸委員　お願いします。 

 　資料は３－３の説明資料から８ページ。

　まず、高付加価値・グローバル展開加速化事業、

これ先ほども議論がありました。それで、私が言い

たいのは、食料製造業とか飲食なんかは、これで売

り込んでいくんだろうなというのがイメージできる

んですけれども、そういう食料とか飲料以外にも、

この事業で見据えているような分野もありますか、

 お願いします。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えいたします。 

　この事業につきましては、公募提案型で、事業者

から提案を募って事業実施したいと考えております。 

　対象となる商材といいますか、物については、県

産品ということで指定をさせていただいていますけ

れども、農林水産物以外のものも当然対象にはなっ

てくる――例えば実際に今、伝統工芸品やアパレル

でありますとか、雑貨でありますとか、そういった

ものを出している皆様もいらっしゃいますし、当然

そういったものも対象になってくるということでご

 ざいます。

○大城憲幸委員　今度はもう、知事の公約の新年度

の方針の中心としても、地域外交というようなこと

で、知事公室のほうでもこういうグローバル市場を

見据えた経済活動もやっていくということですけれ

ども、向こうとの連携、あるいは役割分担みたいな

ものは具体的に皆さんも議論しているんですか、お

 願いします。

○島袋秀樹アジア経済戦略課長　お答えします。 

　今現在、これまでもそうですけれども、商工労働

部としては、沖縄の地理的優位性を生かして、特に

アジアの経済成長を取り込んでいくことによって県

経済の成長発展を実現していくということが重要だ

 と考えて、様々な取組を進めております。

　今回、仮称で沖縄県地域外交方針のパブリックコ

メントを実施・終了して、年度内には地域外交方針

が決定されますけれども、そこの仮称案では、様々

な分野に関わる主体が連携し、取組を柔軟に組み合

わせることによって相乗効果を高めるという方針が

 示されています。

　海外との経済交流に関する取組につきましては、

本事業をはじめとして、商工労働部を中心に文化観

光スポーツ部、農林水産部などの関係部局と連携し

て取り組んでまいります。経済分野における海外と

の交流を関係部局で連携して積極的に推進すること

が、地域外交の推進に寄与するものと考えておりま

 す。

　当然、知事公室の平和・地域外交推進課とも情報

は随時共有しながら取組を進めてまいりたいと考え

 ております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　連携するのは当たり前のことだし、

 今、言ったのはそのとおりだと思います。

　ただ、やっぱり気になっているのは責任の主体が
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どこにあるのか――みんなで頑張りましょうねと

言って、開けてみると誰も責任を取らないみたいな

話になっちゃいけませんので、そこはこれからとい

うことですから、役割分担、責任の分担をしっかり

 としていただきたいと思います。

 　次のページお願いします。

　先ほども、この７、８、９、10番あたりの事業の

 議論がありました。

　製造業が特に本県は非常に弱いと。物的生産性と

いうのがほかの都道府県に比べてももう、割合的に

 弱いというのはずっと言われていました。

　それで、さっきも言ったように、食料とか飲食の

部分は割合的に少しあるんですけれども、どうして

も製造業と言われる様々な工場みたいなところが弱

 いんですよね。

　さっき、知名オーディオの話もありました。そう

いう特殊な部分は応援していきますよというのは分

かりやすいんですけれども、ずっと、県産品利用な

んかの議論のときにもしてきたように、例えば鉄鋼

業とか、セメントを使ったような大規模な製造業と

か、やっぱりそういうところが沖縄県の経済は調子

はいいんだけれども、ほかの県のスケールメリット

に押されて弱くなっているという状況はずっと続い

 ているわけですよね。

　その辺の部分をここにあるような産業間の連携と

か、様々な新たなものづくりの技術とか支援という

部分で、何とかもうちょっと強力にバックアップで

きないかなと思っているんですけれども、新年度の

その辺に関する考え方、あるいは取組はどうなって

 いますか、お願いします。

○外間一樹マーケティング戦略推進課長　まず、委

員のおっしゃられた３つの我々の事業についての概

要でございますが、まず、稼ぐ県産品支援事業でご

ざいますが、これは市場動向に応じた競争力のある

商品開発、様々な販売チャンネルの開拓やマッチン

グ機会を活用した県産品の販路拡大に向け、県内事

業者の各ニーズに合わせた総合的な支援を行うもの

でございまして、具体的に申しますと、県内企業の

県産品の県外の販路拡大であったり、認知度向上等

に向けた物産フェアや商談会への出展であったり、

商品開発等に対しての費用の補助を出したりします。 

　ただ、やはり生産規模が追いつかなかったり、小

 さくてもいい商品などもあったりします。

　そういう人たちに向けてですね、購買意欲の高い

県外消費者に対して、沖縄ならではのこだわりやス

トーリーを持つ県産品のアピール、販路拡大を図る

ため、首都圏の高付加価値の商品をそろえる、いわ

ゆるセレクトショップ、生活提案型商業施設という

――パレットくもじの２階に新しくできたようなと

ころでプロモーションを行って、沖縄県内の高付加

価値商品を購買力のある首都圏層にもどんどん売り

込んでいって、また、そのための販売手法であると

か、適正な価格づけ、マーケティング手法等に対し

て、もしくは品質管理に対するセミナー等、もしく

は伴走型支援を行うというのが、この稼ぐ県産品支

援事業で、やはりメーカー様の底力を上げて、ただ、

高付加価値化というところに少し重きを置いている

ところもございます。あと、県外へのアピールです

 ね。

　あともう一点。産業間連携おきなわブランド戦略

推進事業でございますが、やはりこれも県産品を含

め、農林、商工、観光の３部局が連携しまして、統

一的なブランド戦略を策定し、官民が連携して本県

のブランド力の強化に取り組む試みでございます。

各分野の産業振興、これは観光とか商工でもいろん

なブランディング、例えばＢｅ．Ｏｋｉｎａｗａと

か、いろんなものをやったんですけれども、それを

全部統一化する考え方ですね、ブランド戦略を整理

しまして、県民及び県内事業者に対して、ブランド

戦略の浸透を綿密に図るとともに、本戦略に基づく

産業横断的な連携促進策に取り組んでいこうと思っ

 ております。

　次年度は、これに基づきまして連携体制を構築し

まして、まず、県内事業者や県民に対して、おきな

わブランド戦略というものを広めていくことに主軸

を置きつつ、農林、商工、観光が統一的な事業連携

ができるようなことにトライしていくこととなりま

 す。

　先ほどまた申し上げました稼ぐ企業連携支援事業

につきましても、やはり複数の事業者の持っている

ノウハウ等を集めることによって、県内の中小企業

は事業規模が小さく、さらなる事業拡大ですとか、

新しいチャレンジを独力で行うことが難しいため、

それぞれが持つ強みなどを連携させて、新しいビジ

ネスモデルとか、商品開発などを行っていく、そう

いった知識やノウハウ等に対してサポートを行って

 いく事業となっております。

　そのような形の中で、域内循環といいますか、県

内調達等も力をつけることによって、県内の企業、

メーカーを含む稼ぐ力がついていくことをもくろん

 でおります。

○大城憲幸委員　ありがとうございます。 
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　部長、ここで最後にしますけれども、今あるよう

に、オンリーワンになるもの、あるいは外にブラン

ドで出せるというようなものの支援策はよく分かる

 し、それは必要なことだと思うんですよ。

　ただ、先ほど言ったように、沖縄の経済というの

は今、調子いいはずなんですよ。そして、外からの

投資というのも今、衰えていないんですよ。ただ、

もともとこつこつと地元の製造業としてやってきた

金属関係の仕事とか、セメント関係の仕事とか、そ

ういう地場の製造業の皆さんがなかなか伸び悩んで

いる、逆にスケールメリットを生かした県外製品に

苦しんでいるという意味では、県産品利用月間とか

で毎年やっていますけれども、その皆さんからは、

 いや、なかなかねという声が多いんですよ。

　だから、そこはやっぱり少し、地場の製造業を支

えるというものもしっかりと県が見据えて新たな取

組、あるいは継続的な支援が必要かなと思うんです

よね。その辺についてちょっと所見をいただけます

 か、お願いします。

○松永享商工労働部長　お答えします。 

　今、委員からありましたように、本県の製造業、

農林水産業も一緒なんですけれども、商品でありま

すとか、原材料の多くを県外から移輸入していると、

それに頼らざるを得ないという状況にありまして、

どうしても県外に所得が流出していくという状況で、

御指摘の域内経済循環が不十分であるというふうに

 我々も認識しているというところでございます。

　ですので、できる限りその県内で需給できるもの

を増やしていくということが大事であるということ

と、それを安定的に供給できる体制をつくっていか

ないといけないというふうに我々も感じているとこ

 ろでございます。

　そのため、その県内需給に応えて需給率を向上さ

せるというところで、先ほど御質問ありましたどう

いう取組をしているかというところだと思いますが、

県としましては、県内の既存産業の技術力でありま

すとか、あるいは商品・製品の開発力を強くしてい

くというようなことに力を注いでるというのが一つ

と。あと、ものづくり産業の高度化を図るという生

産性向上でありますとか、付加価値の高い製品を開

発していくというところにも事業として力を注いで

いる。あと、それに携わる技術者を育てないといけ

ないというところもありますので、技術者の育成と

 いうところにも取り組んでいます。

　さらには、県内需要に応えられるためには、サポー

ティング産業を集積しないといけないですので、企

業誘致も含めながら、そのサポート産業の集積振興

を図っていくというような取組を併せながら、我々

としては地元の企業を育てるという取組をしている

 ところでございます。

　それとあわせまして、やはり先ほど委員からもあ

りました県内企業の優先発注をすると。発注する側

も優先発注をしたり、あるいは優先使用をしたりと

いうことで、県内企業を育成することも大事だとい

うふうに考えておりますので、その辺は県内需要を

創出して、域内の経済循環を高める、経済を活性化

していくというところに取り組んでいるというとこ

 ろでございます。

　あわせて、もう一つだけ申し上げさせていただき

ますと、やはり、冒頭にございました国際物流ハブ

でございますが、やはりそのアジアのマーケットを

取り込むというのも大事だと思いますので、県内、

域内に経済効果が波及するために経済を好循環をさ

せるというためには、やはり国際航空物流ハブを使

いながら、県内企業の海外展開を促進していく、さ

らには、臨空・臨港型産業を集積して、県産品を外

に出していくと、販路開拓をしていくというのを併

せてやってございまして、やはりそういう海外、県

外へ出していくという取組と併せて、やはり中を強

くしないといけないというところが大事だと思いま

すので、そこは県内産業を力強くしていくというよ

うな取組を強力にやっておりますし、今後もそこに

力を注いでいきたいというふうに考えているところ

 でございます。

 　以上です。

○大城憲幸委員　ありがとうございます。 

　１点だけ。最後のほうにあった、県内企業の優先

発注の部分、これ前にも私の持論でも申し上げまし

たけれども、今、県産品の優先発注というのを県の

方針として出していますけれども、いろいろ課題は

あるんでしょうけれども、やっぱりもう一歩踏み込

む必要があるのかなと。どうにか条例なりで本当に

現実的に県内企業を支える、県内企業も実感できる

ような優先発注の仕組みというのが何とかできない

かなというようなことは前も議論しましたので、そ

の辺また今後ともぜひ前向きに検討いただきたいと、

 要望を申し上げます。

 　次、お願いをします。

　資料３－５、物価高騰対策の資料の中から、電気

料金の高騰に対する支援の部分についてお願いをし

 ます。

　ここに載っているものは、令和６年度の部分があ
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ります。現在は、第３弾の支援になっているはずで

すけれども、ちょっとそれぞれ、これまでの経過と

額について、そしてその効果についてまず説明願え

 ますか、お願いします。

○金城睦也産業政策課長　お答えします。 

　県では、電気料金の高騰による県民の負担軽減を

図るため、令和５年１月から県独自の電気料金支援

を開始しておりまして、これまで２回の延長を行い

まして、令和６年５月まで支援を行うこととしてお

 ります。

　この、国及び県独自の支援により、標準的な一般

家庭におきまして、令和５年６月から８月につきま

しては１月当たり2600円、令和５年９月以降につい

ては１月当たり1300円の負担軽減を行っているとこ

 ろであります。

　県としましては、本事業の実施が県民や県内事業

者の負担軽減につながって、県民生活、県経済の下

 支えとなっていると考えております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　通告で、低圧、高圧、特別高圧、

それぞれのこれまでの合計額を教えてくれますかっ

てやったつもりなんだけれども、数字を持っていま

 すか、お願いします。

○金城睦也産業政策課長　お答えします。 

　本事業による支援の総額は約161億円となっており

まして、低圧電力に対しましては約70億円、高圧電

力に対しましては約50億円、特別高圧電力に対しま

しては約37億円、その他システム改修費用等としま

 して約４億円の支援を予定しております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　今の額は５月までのトータルとい

 う認識でいいですか、お願いします。

○金城睦也産業政策課長　おっしゃるとおりです。 

○大城憲幸委員　これが県経済を支えてきたのは間

違いありませんけれども、そのまま終わったとした

場合に、６月以降、どれぐらいの値上げになるのか、

そして、現時点では６月以降についてはどういう考

 えを持っているのか、お願いします。

○金城睦也産業政策課長　まず、５月で国及び県の

支援が終了した場合は、標準的な一般家庭の電気料

金は7963円から8613円と、650円の負担増となります。 

　６月以降の支援につきましては、国による支援の

動向のほか、世界情勢の影響による燃料価格の高騰

や円安の進行等を踏まえ判断する必要があることか

ら、今後の状況を注視していきたいと考えておりま

 す。

 　以上です。

○大城憲幸委員　まとめますけれども、160億円を

１年ちょっとで入れてきたわけですよ。これは、こ

れまでの議論もありましたように、県経済を支える

ということで激変緩和は大事なこと。だけれども、

これはもうある意味払って終わりのお金なんですよ

 ね。

　先ほどもあったように、再生可能エネルギーの部

分というのは、私もずっと言ってるように、なかな

か前に進んでいない。額が桁が違うんじゃないかと

いうぐらい低い。この160億のうち何割かでもそうい

うのに入れたら大きく進むんじゃないかななんて考

 えたこともあるんですよね。

　ただ、そこは、県民、あるいは様々な意見がある

んでしょうけれども、政策的な部分にしっかりとつ

けていただきたいなというふうに個人的には思って

 いるところです。

　ですから、この160億円の効果も含めて、やっぱり

きちんと皆さん総括をして、県民に説明をして、今

後の政策を含めてやる必要があるなと私は思ってい

ますので、その辺について部長、最後に所見をお願

 いいたします。

○松永享商工労働部長　お答えします。 

　まず、世界的な燃料価格の上昇に起因する電気料

金の高騰というものは、やはり県民生活、あるいは

産業活動に大きな影響を与えるという判断の下で、

 我々はこれまで支援をしてきております。

　これまでの電気料金の負担軽減に向けた包括的な

取組というものに関しましては、コロナ禍からの回

復を目指す県民生活、あるいは県経済の下支えをす

る観点から、大変意義がある取組であったというふ

 うに我々は総括をしているところでございます。

　委員御指摘の、現状を踏まえて今後どうなるのと

いうところだと思いますけれども、現在としては５月

末までということで予算化をしておりますので、６月

以降の考え方ですが、やはり現在の高騰の要因となっ

ています世界情勢でありますとか、円安とか、その

辺をやはりまず注視していかないといけないなとい

うことで、これまでも注視してきたところでござい

ますが、現在、そこを我々としても見ているという

ところと。あと、国がどうするのかという国の動向

も判断の材料の一つとなりますので、国がまだ６月

以降の方針を示しておりませんので、そこも注視し

ながら、国がどうするつもりなのかというのを今見

 極めているというところでございます。

　いずれにしましても、県としましては、やはり県
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民、あるいは県内産業にどれだけの影響が与えられ

るのかという状況が判断の大きな材料になると思い

ますので、その辺の影響を見極めながら、あと、支

援ニーズがどういうニーズが出ているのかというと

ころを基に判断しないといけないと思いますので、

それを踏まえて適切に判断し、適切に対応していき

 たいというふうに考えてございます。

 　以上です。

○大城憲幸委員　今言うのは理解はしますよ。 

　ただ、やっぱり今後の世界情勢を考えたら、私は

もう下がるというのはあまり見込まないほうがいい

と思います。高止まりになるんだろうなという予想

 の中で、政策的に考えないといけない。

　そして、国の動向を見ながら、あるいは県民に相

談しながらというのは、それは分かりますけれども、

ある意味もう、ばらまき的なものではなくて、沖縄

県の特殊事情を考えても、支える部分は大事だけれ

ども、やっぱりしっかりと政策に予算措置してほし

 いなというのが私の思いですので、以上です。

○大浜一郎委員長　大城憲幸委員の質疑は終わりま

 した。

 　金城勉委員。

○金城勉委員　よろしくお願いをいたします。 

　まず最初に、先ほども出ましたけれども、奨学金

 返還支援事業についてです。

　令和４年度からスタートして、600万円の予算を、

実績として192万円、令和５年度は1400万円の予算で、

３月現在で650万円の執行なんですかね。先ほどの数

字がありましたけれども、この辺のところは、予算

額が実施できていないというのは、その辺の理由に

 ついて御説明お願いします。

○金城睦也産業政策課長　お答えします。 

　同事業につきましては、令和４年度から開始して

おりまして、先ほど委員がおっしゃっていましたよ

 うに、スタート時が600万円、翌年度が1400万円。

　内容を見ますと1400万円のうち、補助金が1200万

円ということで、２倍にしているんですけど、この

600万円、1200万円の根拠となるものが、令和４年度

は目標人数50名に対して１人当たり12万円を支給す

 るというところで目標を立てておりました。

　令和５年度につきましても、目標人数を100名に増

やしまして１人当たり12万円ということで、1200万

円と計上したところでありますが、実際、この支援

を行うに当たって、１人当たりの支援単価というの

が12万円まで届かないというところの現状がありま

 す。

　ただ、目標値、今年度に100名を目標にしていたん

ですけど、目標人数は上回ったというところであり

まして、支援の単価が思ったより低かったというこ

 とでございます。

 　以上です。

○金城勉委員　人数は上回って127名ですかね。25社

127名という数字を前に資料を頂いたんですけれど

も、その単価が低いというのはどういう理由ですか。 

○金城睦也産業政策課長　まず、年度途中から補助

金の申請をすることによって、１年間トータルで支

援を受けていないというところがあって、毎月１万

円の支援であれば12月で12万円となるんですけれど、

これが年度途中の８月、９月あたりに申請すれば、

その残り分しか支援を受けられませんので、それで

 支援の額が低くなったというところがございます。

○金城勉委員　なるほど。年度途中からのそういう

執行ということが影響しているということなんです

 ね。

　それで、令和６年度は1700万円の予算が組まれて

おりますけれども、この令和４年度、令和５年度を

踏まえてみると、ちょっと執行率が低いということ

もあって、それで1700万円増額しているんですけれ

ども、ここは見通しとしてどのように考えています

 か。

○金城睦也産業政策課長　次年度予算につきまして

は、企業への補助金を360万円増額しまして、事業全

体で1650万円を計上しておりまして、目標としまし

ては、40社、200名以上を目標に、今年度以上の企業

支援できるように取り組んでいきたいと考えており

 ます。

 　以上です。

○金城勉委員　この２年間実行してきて、その実績

が目標に至ってないという、この辺の分析はどのよ

 うに考えていますか。

○金城睦也産業政策課長　同事業につきましては、

やはり制度の周知というのが課題にあると思います

ので、今現在は県の広報等を通して、また、今年度

におきましては１月、２月に離島にも出向きまして、

 説明会を開催したところでございます。

　また、テレビ等で２月から放送をして周知を図っ

 ているというところでございます。

○金城勉委員　せっかくのいい制度なので、やっぱ

りそういう対象となる若い人たちが利用できるよう

に、もっともっと周知を図って、むしろ予算が足り

ないというぐらいに活用してもらえるようにしてい

 ただきたいと思いますね。ぜひお願いをします。
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　先ほどの答弁にありましたように、これを活用し

ている人たちは喜んでいるということのようですか

ら、やっぱりそういう奨学金を借りながら、それを

また、卒業後返済するというのは大変な負担ですか

ら、そういう意味でもその活用をぜひお願いしたい

 と思います。

　それで、一般質問でも申し上げたんですけれども、

令和７年度までの事業ということになっております

ので、こういうのは７年度ですぱっと事業が終了し

ましたということで終われるような内容じゃないで

すからね。やはり、皆さん関係部局とも調整をして

いるということのようですけれども、これぜひ、事

業継続をしていただきたいということでお願いをし

たいんですけれども、部長、どうですか、いま一度。 

○松永享商工労働部長　ありがとうございます。 

　県としましても、この令和４年度から始めた事業

でございますけれども、あちらこちらからその反響

というか、好評をいただいておりますので、ぜひ今

後もずっと継続をしていきたいというふうに考えて

 おります。

　現状としましては、やはり予算編成の過程で、財

政部局の総務部との関係で、やはり終期を打たない

といけないというところもございまして、今現在は

令和７年度までというようなお尻を打っているとい

 う状況でございます。

　ただ、前半申し上げましたように、商工労働部と

しましては、やはりこの事業は続けていくべきもの

だというふうに判断しておりますので、令和８年度

以降も続けていきたいというところで、まずは財源

を預かる総務部と調整が必要となりますので、総務

部と調整するというのと、あと、その活用状況、実

績というところもまた重要な材料となりますので、

その企業さんの活用状況でありますとか、今後に向

けての方針、あるいは意向も踏まえながら、引き続

き商工労働部としては継続に向けて取り組んでいき

 たいというふうに考えております。

 　以上です。

○金城勉委員　ぜひよろしくお願いいたします。 

　ちょっと時間配分もあるので、ちょっと飛ばしな

 がらいきたいんですけど。

　島しょ型エネルギー社会基盤整備事業とかですね、

あるいはまた、太陽光発電設備導入支援事業などが

ありますけれども、この再生エネルギーの導入につ

いてはそれぞれやってきているんですけど、特に太

陽光の導入については、我が家にもついてるんです

けれども、もう20年たちましてね、今でも発電して

いるんですけど、スタート当初の20年前には、買取

り価格も高くて、もう一気に導入が進んだんですけ

れども、それが今ではもうほぼゼロに近いような状

 況になっていましてね。

　だから、この政策の趣旨がよく分からない。進め

たいのか、止めたいのか、どっちなんだと言いたく

なるような、今の状況にあるんですけど、その辺の

ちょっと太陽光を取り巻く状況についての説明をい

 ただけますか。

○金城睦也産業政策課長　今、委員がおっしゃった

固定価格の買取制度、ＦＩＴにつきましては、再生

可能エネルギーの普及を目的とした全国一律の支援

制度となっております。家庭用の太陽光発電設備の

場合は、10年間を一定の価格で買い取る仕組みとなっ

ております。この固定価格買取制度、ＦＩＴが終了

した後は、電力会社が決めた価格で買い取る仕組み

となっておりますので、沖縄におきましては、沖縄

電力さんが今、キロワットアワー当たり7.7円で買取

 りをしております。

 　以上です。

○金城勉委員　一方で、電力もそうですけど、新た

にまた、皆さんのこの事業にもあるように、戸建て

に設置していこうという取組が出されているんです

けれども、この辺の政策的な整合性というか、よく

分からないんですけれども、そこはどういうふうに

 説明できますか。

○金城睦也産業政策課長　今、県のほうでこの太陽

光発電の第三者所有モデルというのを支援している

ところですが、これにつきましては、沖縄電力さん

のほうでも、かりーるーふという形でやっています

が、家庭にとっては初期投資も必要ないというとこ

ろで、毎月電気料金が安くなるというところのメリッ

 トがございます。

　一方で、自身でこの太陽光発電設備を購入すると

いったところで、ＦＩＴの適用を受けることになる

んですけど、それにつきましては、太陽光発電設備

を購入しないといけませんので、初期投資の負担が

大きいんですけど、一般的には、７年程度で初期投

資分は回収できるというふうに聞いております。設

置者については、その後も電気を自家消費できる上

に、引き続き売電するということも可能というとこ

 ろになっております。

 　以上です。

○金城勉委員　せっかくね、以前から設置したとこ

ろも継続できるような形であれば、なおいいんです

 けどね。
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　じゃ、この件については環境部が進めているこの

カーボンニュートラル2050運動もある、国もそれを

強力に進めているところですけれども、そういうと

 ころとも、皆さんの事業も関連しますか。

○金城睦也産業政策課長　今回、新規事業でやる太

陽光発電設備事業につきましては、我々商工労働部

でやっているこの事業に加えて、環境部のほうでも

ＥＶの導入に係る事業も実施するというところで、

 環境部と連携して行う予定としております。

 　以上です。

○金城勉委員  分かりました。 

 　以上です。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

       午前11時58分休憩

       午後１時20分再開

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　午前に引き続き、質疑を行います。

 　新垣新委員。

○新垣新委員　事項別積算内訳書の104ページの資源

エネルギー開発促進費、対前年度から大幅に上がっ

 たのは理解しています。

　その中で、６の沖縄電気料高騰緊急対策事業、７の

ＬＰガス料金高騰支援事業、その内訳の説明を求め

 ます。

○金城睦也産業政策課長　まず、沖縄電気料金高騰

緊急対策事業ですが、電気料金につきましては、昨

年１月から特別高圧に対する県独自の電気料金支援

を開始しておりまして、昨年６月からは沖縄電力の

電気料金を値上げしたことに伴いまして、低圧・高

 圧について支援を行っているところであります。

　今回、来年度予算に計上しています11億7000万円

につきましては、令和６年４月、５月に要する金額

 となっております。

　ＬＰガス料金高騰支援事業につきましても、昨年

４月から支援を実施しておりまして、今回、予算計

上しております３億1300万円につきましては、今年

 の４月、５月の支援に係る経費となっております。

 　以上です。

○新垣新委員　すみません、関連して伺います。 

　国が全国一律に加えた重点支援地方交付金が電気

 とガスで入ってきた。

　また、沖縄独特の特定事業推進交付金を活用した。

そこで県の負担金も足して、この半年間で大体どの

 ぐらいの総額のお金になったんですか。

 　半年更新と聞いていますので、伺います。

○金城睦也産業政策課長　電気料金の支援につきま

しては、国の特定事業推進交付金も含めまして約

161億円となっておりまして、この期間というのが令

和５年１月から、今回予算計上しております令和６年

 ５月までの予算として約161億円となっております。

　ＬＰガス支援に関しましては、昨年４月から今年

の５月までの支援の合計として約25億5400万円と

なっておりまして、合計は約186億6400万円の予算計

 上額となっております。

○新垣新委員　もう一度お尋ねしますよ。 

　この重点支援地方交付金、国の交付金。そして県

の負担金、そして特定事業推進交付金、これを足し

て１年間で161億円という形で理解してよいかという

 ことですか。

○金城睦也産業政策課長　電気に関してはおっしゃ

 るように161億円です。

○新垣新委員　この国の重点支援地方交付金と特定

事業推進交付金がなかった場合、県民１人当たりの

 基本料金はどのくらいになっていますか。

○金城睦也産業政策課長　一般家庭を例にしますと、

県による電気料金の支援を開始したのが昨年６月

だったんですが、支援によって8092円となりまして、

もし支援がなければ、これに2600円を加えた１万

 692円となります。

 　以上です。

○新垣新委員　これはもし補助がなかったら１万

 700円、基本料金スタートと理解していいですか。

○金城睦也産業政策課長　昨年６月の基準となれば、

 そうなります。

○新垣新委員　分かりました。 

 　続きまして88ページ、健康バイオ関連産業事業。

　この中で健康・医療データサイエンス人材育成事

 業について説明を求めます。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えします。 

　健康・医療データサイエンス人材育成ですけれど

も、本事業では、本県の健康・医療産業におけるバ

イオデータの利活用促進のため、情報科学技術をバ

イオテクノロジーに応用できる人材の育成を図る事

 業となっております。

　具体的には県内の学生、研究者、社会人等を対象

とした入門コースから、技術者認定試験コースまで

の３つの講座や高度機器を使用した実務研修を実施

し、令和５年度は延べ200人が受講をしている人材育

 成事業となっております。

 　以上です。

○新垣新委員　そこで伺います。 

　健康・医療・バイオという形で、この７番目に、
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健康・医療・バイオ関連産業拠点ってありますけれ

ど、これ再生医療を目的にしているのか、どこを目

 的にしているのか、改めて伺いたいと思います。

○座喜味肇ものづくり振興課長　県の取組としてお

 答えいたします。

　本県では、これまで、健康分野と医療分野、先端

医療分野も含めて、この健康・医療分野を成長分野

と位置づけて、様々な施策を展開して、これに関連

するバイオ関連企業を集積するような事業――集積、

あるいは研究開発、人材育成等による支援を実施し

 ているというところです。

　健康・医療分野の中で、再生医療に関しても、本

県におきましては事業化を目指す一環として、補助

金による支援という形で再生医療産業の事業に関し

 ても事業化促進という形で支援を行っております。

　事業名称でいくと、バイオ関連産業事業化促進事

業という事業の中で、再生医療に限らずではありま

すけれども、再生医療も含めた形で技術開発等の支

 援を実施しております。

○新垣新委員　その支援はどこに委託していますか。

 補助を出していますか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えいたします。 

　バイオ関連産業事業化促進事業におきましては、

今年度、合計で７件の補助を実施しており、このう

ち、先端医療分野ということで３件の補助を実施し

 ております。

　その中で、再生医療関連ということですけれども、

委託ではなくて補助ですので、うるま市内の事業者

に１件、再生医療関連の事業ということで、再生医

療製品の受託制度に必要な品質管理の技術と提供ス

キームを開発、実証する事業として補助を行ってお

 ります。

○新垣新委員　そういった補助等々を評価いたしま

 す。

 　成果はどうなっていますか。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えします。 

　本補助金を活用した当該事業者、再生医療製品の

受託制度に必要な品質管理の技術を提供するスキー

ムを開発、実証するということで、がん免疫療法の

ための特定細胞加工物を県内で製造するために必要

な条件の検討を行うとともに、患者へ安心・安全に

提供するためのトレーサビリティー、いわゆる提供

するための管理システムというものを構築しており

 ます。

 　以上です。

○新垣新委員　関連して再質疑したいんですけど、

シンガポールが今これ、非常に世界最先端を行って

いると。がんでステージ４の方が再生医療を受けに

来て、成果が出てきているという形で、沖縄県も負

けずに、シンガポールの取組、やり方を見習って、

国内の企業、県内の企業も強くして、医療観光とい

 う形で頑張っていただければなと思うんです。

　部長、やはりこれは大きな問題なので、部長が先

頭になって、担当課と今年度シンガポールへ見に行っ

てね――もう世界中から来ていて、そういう形で救

われる命を救っていると。実は私期待しているんで

すよ。だから県も今、頑張っている姿には評価する

んですけど、やはりアジア一を目指してほしいんで

 すね。

　アジアのお客さんが沖縄に来ていただいて、医療

観光を、ぜひ健康になってくださいという形で、大

学院大学との連携も含めて、その分野に関していか

 がですか。部長。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　今、御質問のあります再生医療につきましては、

今後、需要が見込まれるという高付加価値産業であ

りまして、産業化を推進することで、本県の経済振

興に大きく寄与するであろうというふうに県として

 も考えてございます。

　その中、沖縄はアジアの中心に位置する地理的優

位性、また物流ハブ機能がありますので、生きた細

胞を迅速に輸送する再生医療ビジネスに適している

というふうにも考えておりますので、再生医療関係

の集積による拠点形成が期待できるというふうに考

 えているところでございます。

　実際、取組としましては、再生医療に係る産業化

に向けて、技術開発であるとか、人材育成に今取り

 組んでいるところでございます。

　その中では、琉球大学でありますとか沖縄高専、

あるいは県内の医療機関、製薬メーカーなどと、関

係機関と連携しながら、今、いろいろと企業の実用

化であるとか、産業化を目指した研究開発の支援に

 取り組んでいるというところです。

　御質問のありますシンガポールなどの海外、県外

の優良事例につきまして、どういう状況なのかとい

うのも含めて、まず関係機関とも共有しながら、情

報収集をしながらですね、提案のありますシンガポー

ルに関しましても検討していきたい、研究していき

 たいというふうに考えます。

 　以上です。

○新垣新委員　ぜひ検討ですか、見に行っていただ

いて、沖縄県経済に寄与できるように頑張っていた
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 だきたいということを期待しています。

　続きまして19ページ、公共職業能力開発事業費の

 対前年度比と成果を伺います。

○前原秀規労働政策課長　お答えいたします。 

　公共職業能力開発事業費は具志川、浦添にござい

ます県立職業能力開発校の施設内で行う職業訓練、

あと離職者――雇用保険受給資格を持っていらっ

しゃる方を原則とするんですが、この離職者を対象

に、民間教育訓練機関、専修学校等に委託をして実

施する職業訓練、この２つを主に内容としておりま

 す。

　この事業では職業訓練、令和４年度実績で申し訳

ありませんが、令和４年度の成果としては、離職者

や新規学卒者向けの職業訓練を1429名に対して実施

しております。修了者1182名、就職率は87.5％でご

 ざいました。

○新垣新委員　そこで伺いたいんですけど、今、人

 手不足という非常に困った問題があります。

　そこで、ここに外国人も加えることはできないの

 か、改めて伺います。

○前原秀規労働政策課長　県立職業能力開発校での

外国籍の方の受入れということだと思うんですが、

県立職業能力開発校における外国人の受入れは県の

条例、規則で施設は定めておりますが、入校資格に

国籍についての定めはないことから、入校可能となっ

 ております。

　過去10年間、おおよそ平成27年度から数えて、こ

の県立職業能力開発校では６名の外国籍の方の訓練

 生の受入れがございました。

 　以上です。

○新垣新委員　ぜひ外国の方も来てくださいと、もっ

とＰＲ、周知活動を頑張っていただきたいですけど、

 いかがですか。

○前原秀規労働政策課長　離職者向けというのがハ

ローワークを窓口としているものですから、関係機

関としてのハローワーク、沖縄労働局と一緒になっ

 て周知活動を努めてまいりたいと考えております。

　あと、新規学卒者については、各訓練校のほうで

も、県立高校などを訪問させていただきながら周知

 を図っているところでございます。

○新垣新委員　頑張ってください。 

 　続きまして54ページ、工業研究費。

　予算に対して賛成の立場です。成果をまず伺いた

 いと思います。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えいたします。 

　工業研究費ですけれども、こちらは工業技術セン

ターが実施する食品醸造や、環境資源、機械金属の

分野における研究開発事業であり、同センターにお

いて単独での研究のほか、県内企業や大学等との共

 同研究、受託研究等も行っております。

　これまでの主な成果としましては、県産農産物を

活用した食品や、酒類などの新製品開発の支援、そ

れと、首里城の瓦ですとか美容オイル、小型電動バ

スなどの技術開発における支援の成果などが出てお

 ります。

 　以上です。

○新垣新委員　今抱えている問題が人手不足という

こと、ここも直面していると、製造業関係者から私

 は聞いています。

　そこに関して、製造業関係者に対するロボットの

支援等をさらなる形で、この工業研究費に付け加え

た形で、何かできないのか、改めて伺いたいと思い

 ます。

○座喜味肇ものづくり振興課長　お答えいたします。 

　先ほども説明する中で、工業技術センターで実施

する本予算となっております。県内企業ですとか大

学等との共同研究という形になっておりますので、

今後この事業の枠組みを活用しながら、先端技術の

導入ですとか、また、企業ニーズといったところも

掘り起こしながら研究開発、技術支援というところ

 で取り組んでいきたいと。

　また、ロボットという話もありましたけれども、

自動化、自走化、生産性の向上を上げるという視点

で、県内製造業もデジタル技術を活用した形で、製

造工程、そちらを改善していくような流れで生産性

 向上も図られると思います。

　そういった観点で県内企業の生産性向上の取組を、

本事業枠も、工業技術センターともちょっと意見交

換をしながら組み込んでいければと考えております。 

 　以上です。

○新垣新委員　ぜひ頑張ってください。期待してい

 ます。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　西銘啓史郎委員。 

○西銘啓史郎委員　よろしくお願いします。 

　まず最初に、令和６年度の一般会計当初予算ベー

スでの総事業数と、令和５年度の比較を教えてくだ

 さい。

○金城睦也産業政策課長　商工労働部全体の当初予

算の事業数につきまして、令和６年度は187事業、令

和５年度は182事業で、５事業の増加となっておりま

 す。
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 　以上です。

○西銘啓史郎委員　続いて、令和６年度の新規事業

数と、令和５年度で終了する事業があれば教えてく

 ださい。

○金城睦也産業政策課長　まず、令和５年度で終了

した、これＣ経費なんですけど、Ｃ経費の廃止事業

は５事業となっておりまして、一方、令和６年度の

Ｃ経費の新規事業は12事業となっておりますので、

 ７事業の増となっております。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　続いて、今ちょっと出ましたけ

れども、令和６年度のＣ経費、Ｄ経費の事業数及び

 予算額を教えてください。

○金城睦也産業政策課長　商工労働部のＣ経費の当

初予算額につきましては、令和５年度は76事業で約

707億円、令和６年度は83事業で約703億円となって

おりまして、令和５年度と比較すると事業数は７事

 業の増、金額では約４億円の減となっております。

　Ｄ－１経費につきましては、令和５年度は48事業

で約38億円、令和６年度は50事業で約37億円となっ

ておりまして、令和５年度と比較しますと事業数は

２事業の増、金額では約１億円の減となっておりま

 す。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　これちょっと通告していたかあ

れですけれど、義務的経費、Ａ経費で商工労働部の

 事業ってありますか。

　この間総務部長が、Ａ経費で70事業、25.6億円と

答えていたので、商工でＡ経費の事業があれば教え

 てください。

○金城睦也産業政策課長　Ａ経費につきましては、

令和６年度、令和５年度ともに８事業となっており

 ます。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　続いて、令和６年度と令和５年

 度の商工労働部の配置定数を教えてください。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　令和６年度の商工労働部の定数は262名となってお

ります。令和５年度は261名となっておりますので、

 １名の増となっております。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　あと、令和４年度、直前の実績

で、総残業時間と対象人数で割った１人当たりの残

 業時間数が分かれば教えてください。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　商工労働部における令和４年度の総残業時間数は

 ３万1975時間となっております。

　令和４年度の管理職を除く職員数は240人であるこ

とから、総残業時間を職員数で割りますと、１人当

 たりの残業時間は年間約133時間となっております。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　なぜこれを聞いたかといいます

と、これ各部、農林水産部も文化観光スポーツ部も

聞こうと思っているんですけど、事業数がＣ経費、

 Ｄ経費で増えていますよね。

　配置定数は１名しか増えてないということもあっ

て、それから残業時間が、過去の比較は分かりませ

んけれども、非常に気になるのが皆さんの働く時間

 の実態なんですよね。

　ですから、いろんな事業を遂行するにしても、た

しか商工労働部は令和４年度の決算では執行率91.何

％だと思いますけれども、要は、皆さんのモチベー

ションがどうなっているのか、私は常に気になるわ

 けで、それであえて聞きました。

　その中で、県単融資についてちょっと確認をさせ

 てください。

　先ほど質問の中で、答弁を聞いていると、直接、

県がいろんな企業と融資をやっているように聞こえ

たので、そうじゃないということを確認したいんで

すが、県単融資については民間の金融機関に対して

県が融資をしているという理解でよろしいでしょう

 か。それの説明をお願いします。

○小渡悟中小企業支援課長　お答えいたします。 

　県単融資事業については、県が金融機関と協調し

て融資を行っているということもあって、毎年、県

が金融機関に預託という形で予算を預け入れている

 形になります。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　この預託先は何行あるか教えて

 ください。

○小渡悟中小企業支援課長　８行になります。 

○西銘啓史郎委員　差し支えなれば名称を言っても

 らってもいいですか。

○小渡悟中小企業支援課長　琉球銀行、沖縄銀行、

海邦銀行、ＪＡですね、鹿児島銀行、みずほ銀行、

 商工中金、コザ信用金庫の８行となります。

○西銘啓史郎委員　恐らく県単融資の約637億円とい

うのは、原資預託はおのおの違うと思うんですけれ

ども、銀行の体力によって。それ以外の保証協会に

は、保証料の補助だったり損失補助もあると思いま

 すけど、この事業は何名でやっていますか。

○小渡悟中小企業支援課長　県単融資事業について
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は班長以下２人の班員で、３名で事業を行っており

 ます。

○西銘啓史郎委員　これは別に商工労働部にどうの

こうのじゃないですけれども、総予算781億円で、県

単融資が約640億円ということは、残り141億円の事

業を、262名のうちの３名除いたら259名でやってい

 るという理解でよろしいでしょうか。

○金城睦也産業政策課長　商工労働部の当初予算が

約781億円というところで、それからまたさらに人件

費とか義務的経費を除いたものが約741億円となりま

す。さらに今のこの県単融資の637億円引きますと、

 約104億5000万円で141事業となっております。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　これは全部局、本来見なきゃい

 けないと思うんですよね。

　ですから、総残業時間も部局によってもばらばら

でしょうし、ましてや課によってもばらばらでしょ

うし。この間農林水産部では、月間45時間以上の方

が、月平均で令和４度で26名、３年度で20名、２年

 度で25名という話がありました。

　同じデータをもしかしたら持っていらっしゃるか

もしれませんけど、申し上げたいことは、個人に負

担がかかったりすると大変ですから、やはり部長、

統括監、または課長が、その辺の業務の量を冷静に

見ておかないと、恐らくいろんな意味で――実は私、

先週の金曜日に、ＮＨＫのきんくるを見ましてね、

ああいう実態も本当かどうか分かりませんけれども、

非常に気になるんですよ。退職の数であったり、残

業代が支払われていないとか、これが事実として当

たり前にされているのであれば、非常に私は不思議

に思うし、改めなきゃいけないなと思っているんで

 すね。

　その辺はね、恐らく部長が全職員の残業まで把握

ができていないと思います。これはもう課長なり、

班長なり、いろんな方々の仕事だと思うんですけど、

申し上げたいことは、ぜひ全員のモチベーションが

下がらないような配慮をしてもらいたいというのが

 一つ。

　それからもう一つは、先週金曜日に内示があった

ように聞いていますけれども、私は個人的にも常に

思っているんですけど、人事は100点満点ってありま

せんよ。職員全員が満足する人事というのはないと

思います。悔しい思いをしたり、またはうれしい思

 いをしたり。

　大事なことは、この悔しい思いをした人たちが、

モチベーションをいかに上げるかはもう、これは上

司の仕事だと私は思っています。ですからぜひ皆さ

んが、今回の内示を多分言い渡したと思いますけれ

ども、昇任される方、されなかった方、いろんな方

がいると思いますけれども、そのモチベーションを

下げないように、部長以下の皆さんにはぜひお願い

 をしたいと思います。

　その中で、ちょっとその件に関してまず部長、何

 かありましたら、答弁をお願いします。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　まず商工労働部では、労働政策あるいは雇用政策

 を所管している組織です。

　ですので、日々、企業さんに対して働き方改革を

 訴えているという立場でもございます。

　それを委員がおっしゃるように自らどうなのかと

いうところを振り返らないといけないなというふう

 に思っております。

　その中で、やはりまず働きやすい環境づくりとい

うことで、ワーク・ライフ・バランスの推進であり

ますとか、今御質問のありました長時間労働の抑制

というところにまず取り組んでいるというところと、

あと人を育てるという意味では、人材育成にも取り

組んでおりまして、各職員の能力を育成する、開発

 するというところにも力を入れて取り組んでいる。

　さらに、やはり業務を効率化しないといけないと

いう、ＤＸとよく言われますけれども、ＤＸ化を含

めたＩＴ化、そして生産性を上げていくというとこ

ろにも日々取り組んでいるというところでございま

 す。

　具体的には、やはり過重労働防止というところで

は、毎月、職員の在課時間を確認しまして、所属長

から、在課時間の多い職員に対してはどういう状況

なのかというような声かけをしているというのが一

 つの取組。

　また、職場環境の改善という意味では、ストレス

チェックというのは総務部のほうでやっていますの

で、それの集団分析結果を熟読して、それを活用し

ていくというのと、職場の一斉点検などをするとい

うようなことで、職場環境も改善していこうという

 取組もしております。

　また、先ほど申し上げました人材育成、やっぱり

人を育てないとその苦しさも分からないと苦しいと

いうところがありますので、育てるという意味では、

財務会計、特に会計分野に関する初任者研修という

のを始めたりとかですね、そういうことをやりなが

ら働きやすい環境づくりに取り組んでいまして、そ

の中で、委員が心配されている職員の健康維持であ
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りますとか、あるいは職場環境の改善、あるいはさ

らにはスキルアップをしていくというようなところ

に取り組んでおりまして、今後もそれについては取

り組んでいきたいというふうに考えているところで

 ございます。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　すみません、事業の細部に入る

前に、こういう話をさせてもらったのはやはり、昨

今のいろんな県の各部局の動きが気になったもので

すから、ぜひその辺は目配り、気配りをお願いした

 いと思います。

　細かい事業はまた別途、担当の職員から聞きたい

と思いますので、これで終わりたいと思いますが、

 よろしくお願いします。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　西銘委員の質疑は終わりました。 

 　中川京貴委員。

○中川京貴委員　部局別資料の３－４の15ページを

 お願いします。

　その中の新規で、沖縄県中小企業成長促進事業、

 8800万円ですか。

　これは特区だと思うんですけど、説明お願いしま

 す。

○小渡悟中小企業支援課長　お答えいたします。 

　沖縄県中小企業成長促進事業は、事業者の創業期、

拡大期、再生期といった事業者の各段階に沿った支

援の充実を図り、稼ぐ力の土台となる経営基盤の強

 化に向けた対策を推進する事業となっております。

　本事業では、創業期、拡大期、再生期といった事

業者の状況に応じた支援を効果的に実施するため、

２名のコーディネーターが、支援を必要とする事業

者を直接訪問し、相談・助言を行うとともに、よろ

ず支援拠点等の支援機関へつなげるプッシュ型支援

 を実施することが特徴となっております。

　本事業において、事業者自らが課題設定や課題解

決に取り組めるよう、伴走型支援を実施することで、

事業計画の実効性を高め、収益の向上など、事業者

 の成長促進を図っていきたいと考えております。

 　以上です。

○中川京貴委員　じゃ、この8800万円というのは、

ほとんど人件費みたいな感じなの。どういった形で

 すか。

○小渡悟中小企業支援課長　この沖縄県中小企業成

長促進事業というのは、それぞれ創業期と拡大期と

再生期といったものの事業を、３つの細事業でやっ

ていて、それぞれ創業期には、これまでは創業支援

ということで経営診断士が助言ということを行って

いたんですけれど、その実効性を高めるために、経

営診断士がより何回も何回も事業者に通うような形

で、伴走型支援をしながら創業計画の実効性を高め

 ていこうというふうに考えているものです。

　経営革新事業、これが拡大期に行う事業で、今で

も経営革新事業というのはやってはいるんですけれ

ども、これも経営革新の計画策定支援というのが今

回までの主なものの事業でした。今回は、より肉づ

けした、充実した事業を実施しようということで、

２人のコーディネーターを新たに配置いたしまして、

策定支援とは別に、実効性を持たせるために、伴走

型支援をするために人を配置することとしています。 

　最後の再生期については、現場に積極的に出てい

くコーディネーターを２人配置して、支援が必要と

する事業者を洗い出しまして、直接指導するととも

に、関係支援機関、よろず支援拠点などにもつなげ

ながら、効率的な支援を実行していこうというもの

 になっております。

 　以上です。

○中川京貴委員　分かりました。 

　その下の、今日午前中も出ていましたが、新規の

１の太陽光発電設備等導入支援事業、１億2000万円

ですか。これは離島という説明を聞きましたけれど

も、離島のどの部分ですか。あと、件数を聞かせて

 ください。

○金城睦也産業政策課長　お答えいたします。 

　本事業は、環境省の補助金を活用して、県内の太

陽光発電設備の普及促進を図るために、第三者所有

モデルを実施する事業者に対して支援する事業内容

となっておりまして、対象となるのは、本島が対象

 となります。

　離島につきましては別の事業で、一括交付金を活

 用した事業で行っております。

 　以上です。

○中川京貴委員　件数は。 

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、中川委員から、対象に蓄電池が

含まれるか、１世帯当たりの支援額、申請

先について知りたいとの補足説明があっ

た。） 

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　金城睦也産業政策課長。

○金城睦也産業政策課長　まず、対象設備が太陽光

 発電設備と蓄電池になります。

　申請につきましては、この第三者所有モデルを実
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施するＰＰＡ事業者に対して申請を行うというとこ

ろで、太陽光発電設備については、住宅向けは、１キ

ロワットアワー当たり７万円の補助、事業者向けに

ついては、キロワットアワー当たり５万円の補助を

 行うというスキームとなっております。

 　以上です。

○中川京貴委員　その下の、これも新規ですけれど、

 テストベッド実証支援事業についてお願いします。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　お答えし

 ます。

　テストベッド実証支援事業は、県内外の企業が県

内で実施するデジタル技術を活用した革新的なビジ

ネスや、サービスの実証実験を支援する事業になり

 ます。

 　以上です。

○中川京貴委員　できればもう少し詳しく。 

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　公募をし

まして、それで実証実験の支援を決めるんですが、

具体的には実証実験に係る専門家による伴走支援で

あったり、あと、実証実験に係る経費への支援を予

 定しております。

 　以上です。

○中川京貴委員　例えば空飛ぶ車とかあったんです

 けど、それも対象ですか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　提案があ

れば――それで幾つか提案が上がるとは思いますけ

ど、その中で選ばれれば支援も可能だというふうに

 考えております。

○中川京貴委員　ちなみに今上がっているのは、ど

 ういった種類のものが上がっていますか。

○白井勝也ＩＴイノベーション推進課長　これにつ

いては相談窓口というのがございまして、そこに相

談があった案件としては海洋技術であったり、あと、

ライドシェア、交通関係であったり、農業技術であっ

 たり、そういった分野の相談がございます。

 　以上です。

○中川京貴委員　以上です。 

○大浜一郎委員長　中川京貴委員の質疑は終わりま

 した。

　以上で、商工労働部に係る甲第１号議案、甲第３号

議案、甲第４号議案、甲第11号議案、甲第13号議案

 及び甲第14号議案に対する質疑を終結いたします。

 　説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

       （休憩中に、説明員の入替え）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

 いて」に係る甲第１号議案を議題といたします。

　文化観光スポーツ部長から文化観光スポーツ部関

 係予算の概要の説明を求めます。

 　宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　委員の皆さん、

 こんにちは。

　令和６年度文化観光スポーツ部の当初予算（案）

 について御説明いたします。

　沖縄観光は、県内の各種イベントの開催や旅行需

要の回復などにより、国内客がコロナ禍前の水準ま

で回復しており、インバウンドも航空路線の復便や

クルーズ船の寄港再開に伴い段階的に増加している

ことから、国内客、外国客ともにさらなる観光需要

 が高まることが期待されます。

　また、１人当たり観光消費額が高い水準を維持し

ていることもあり、観光収入は堅調に推移しており

 ます。

　文化観光スポーツ部では、令和６年度において、

沖縄観光の回復基調を確かなものとするとともに、

沖縄観光の持続的な発展と質の高い沖縄観光を目指

し、国内外の観光需要を取り込むための効果的な誘

客・路線誘致活動や、課題となっている観光産業の

人手不足解消への支援を行い、県民・観光客・観光

事業者が自然、歴史、文化を尊重し、それぞれの満

足度を高めるとともに、環境容量の範囲において観

光産業の成長と維持を図り、世界から選ばれる持続

可能な観光地の実現に向けて、引き続き取り組んで

 まいります。

　また、世界を魅了する沖縄文化のさらなる発展と、

沖縄空手の保存・継承・発展に向けた取組や、本県

の特性を生かしたスポーツアイランド沖縄の形成、

世界に広がるウチナーネットワークの強化について

 もさらなる取組を進めてまいります。

　それでは、文化観光スポーツ部所管の令和６年度

一般会計予算の概要について、ただいま通知いたし

ました別紙、文化観光スポーツ部令和６年度当初予

 算（案）を御覧ください。

　令和６年度の文化観光スポーツの当初予算は、総

 額101億2000万円を計上しております。

　令和６年度当初予算の考え方を分野別に申し上げ

ますと、観光振興・ＭＩＣＥ分野では、世界から選

ばれる持続可能な観光地の形成と沖縄観光の変革に

向けて、国内外の誘客、路線誘致活動や、アドベン

チャーツーリズムなど高付加価値な観光資源開発の

支援に取り組むとともに、受入れ体制の充実強化の
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ため、引き続き観光人材確保への支援のほか、観光

二次交通対策や水難事故防止対策など、安全・安心

 で快適な島沖縄の実現に取り組んでまいります。

　また、ＰＦＩの手法による大型ＭＩＣＥ施設の整

備に向けた事業者の公募を行うほか、同施設を核と

した魅力あるまちづくりに向けた取組を進めてまい

 ります。

　文化・空手振興分野では、沖縄文化の保存・継承

・創造とさらなる発展に向けて、国内外における伝

統芸能の認知度向上など、文化芸術の振興と文化芸

術を支える環境づくり、しまくとぅばの保存、普及

や、次世代継承等の取組を拡充するとともに、文化

資源を活用した地域づくりなどに取り組んでまいり

 ます。

　また、第２回沖縄空手少年少女世界大会の開催や、

空手ツーリズムの推進に向けた受入れ体制の構築強

化、沖縄空手ユネスコ無形文化遺産の登録に向け取

 り組んでまいります。

　スポーツ分野では、ＦＩＢＡバスケットボールワー

ルドカップ2023の開催で得た経験やノウハウを生か

し、デフバレーボール世界選手権2024の開催支援を

行うとともに、トップアスリートと子供たちとの交

流機会の創出に取り組むほか、スポーツ合宿をはじ

めとしたスポーツコンベンションを推進し、スポー

 ツアイランド沖縄の形成に取り組んでまいります。

　また、令和16年第88回国民スポーツ大会・第33回

全国障害者スポーツ大会に向けて、各種競技団体及

び市町村等との関係機関による大会準備委員会を設

 立し、大会開催に向けた取組を進めてまいります。

　交流分野では、国際交流や地域外交の中核を担う

ウチナーネットワークの継承と発展に向け、県人会

サミットの開催など、国内外県人会との連携強化や

次世代育成の取組を拡充するとともに、海外姉妹都

市との交流など、地域間国際交流の推進、南米との

交流促進に向けた可能性調査の実施など、沖縄を結

び目とするウチナーネットワークの継承・発展・強

 化に向けた取組を進めてまいります。

　また、世界のウチナーンチュの心のよりどころ、

ムートゥヤーとなる世界ウチナーンチュセンター（仮

 称）の設置に向け取り組んでまいります。

　では、令和６年度一般会計当初予算について御説

 明いたします。

　説明に入ります前に、令和６年度当初予算につい

ては、組織再編に伴い、新しい組織に対応した編成

がなされているところでありますが、予算審査につ

いては現在の所管部局で説明することとなっていま

すので、御承知いただきたく、よろしくお願いいた

 します。

　それでは、通知いたしました説明資料の１ページ

 をお願いします。

　本ページは、部局別歳出予算の一覧となっており

 ます。

 　表の太線枠の欄を御覧ください。

　令和６年度一般会計の部局別歳出予算におきまし

て、知事公室欄のうち、文化観光スポーツ部所管の

部分及び文化観光スポーツ部欄が、現在の文化観光

 スポーツ部の予算額となります。

　知事公室へ移管した部分は、交流推進課から知事

公室特命推進課に移管する万国津梁会議費分であり

 ます。

 　表の一番下の欄を御覧ください。

　文化観光スポーツ部所管の令和６年度歳出予算額

は、知事公室へ移管した分を含め、101億3780万7000円

で、県全体の予算額に占める割合は1.2％となってお

り、令和５年度当初予算額と比較しますと149億

7269万6000円、率にして59.6％の減となっておりま

 す。

　それでは次に、歳入歳出予算について、個別に説

 明を行います。

 　２ページをお願いします。

　２ページは、款ごとの歳入予算一覧となっており、

県全体の予算額に文化観光スポーツ部の予算額を記

 載しております。

 　表の一番下、合計欄を御覧ください。

　文化観光スポーツ部の令和６年度歳入予算額は、

総額44億8054万9000円で、令和５年度と比較して

149億5542万4000円、率にして76.9％の減となってお

 ります。

　それでは、当部所管歳入予算について、款ごとに

 御説明いたします。

　なお、表の右説明欄には、主な項と予算額を記載

 しておりますので、こちらも併せて御覧ください。

　まず９の使用料及び手数料は、予算額が9405万

8000円で、その主な内容は、土地・建物使用料及び

一般旅券発給手数料に係る証紙収入であります。前

年度と比較して5253万2000円、率にして126.5％の増

となっております。増となった主な理由は、旅券発

給申請件数の増に伴う証紙収入の増によるものであ

 ります。

　次に10の国庫支出金は、予算額が31億6897万6000円

で、その主な内容は、沖縄振興特別推進交付金、沖

縄観光人材不足緊急対策事業であります。前年度と
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比較して152億7170万2000円、率にして82.8％の減と

なっております。減となった主な理由は、国の全国

旅行支援を活用して実施したＧｏＴｏおきなわキャ

ンペーン事業に係る訪日外国人旅行者周遊促進事業

 費補助金の減によるものであります。

　次に11の財産収入は、予算額3337万4000円で、そ

の主な内容は土地貸付料であります。前年度と比較

して717万4000円、率にして17.7％の減となっており

ます。減となった主な理由は、ＪＩＣＡ沖縄センター

用地の土地貸付面積の減に伴う土地貸付料の減によ

 るものであります。

　次に13の繰入金は、予算額が７億5897万6000円で、

沖縄県観光振興基金の繰入金であります。前年度と

比較して２億3048万2000円、率にして43.6％の増と

なっております。増となった主な理由は、観光２次

交通結節点機能強化事業など、沖縄県観光振興基金

 を活用した事業費の増によるものであります。

　次に15の諸収入は、予算額が２億8286万5000円で、

その主な内容は、観光庁事業による雑入であります。

前年度と比較して２億5453万 8000円、率にして

898.6％の増となっております。増となった主な理由

は、観光庁事業を活用した新規事業の増によるもの

であります。新規事業については、観光庁から委託

を受けた民間事業者から県が委託費を受け入れるこ

とから、国庫支出金ではなく雑入として受け入れる

 ものです。

　次に16の県債は、予算額が１億4230万円で、その

主な内容は、学校教育施設等整備事業に係る県債で

あります。前年度と比較して２億1410万円、率にし

て60.1％の減となっております。減となった主な理

由は、沖縄コンベンションセンターの発電機更新工

 事の完了に伴う減によるものであります。

 　以上が一般会計歳入予算の概要であります。

 　３ページお願いします。

 　説明に入ります前に、資料に訂正がございます。

　２の総務費の右側、説明の欄の知事公室（文化観

光スポーツ部所管）の事項名について、当初配付し

た資料では、③国際交流事業費と記載しておりまし

たが、正しくは万国津梁会議費となることから、赤

 字で記載しております。

 　なお、金額に変更はございません。

　大変申し訳ありませんが、訂正させていただきま

 す。

 　それでは説明いたします。

　３ページは款ごとの一般会計歳出予算一覧となっ

 ております。

　表の右、説明欄には、事項と予算額を記載してお

 りますので、こちらも併せて御覧ください。

　当部所管に係る歳出予算につきまして、款ごとに

 御説明いたします。

　２の総務費は６億3434万2000円で、主な事項は国

際交流事業費や海外移住事業費であります。前年度

と比較して１億964万4000円、率にして20.9％の増と

なっております。増となった主な理由は、ウチナー

ネットワーク拡充支援プロジェクトなど、新規事業

 の増によるものであります。

　次に７の商工費は66億5179万1000円で、主な事項

は観光指導強化費、観光宣伝誘致強化費であります。

前年度と比較して149億5286万 4000円、率にして

69.2％の減となっております。減となった主な理由

は、ＧｏＴｏおきなわキャンペーン事業（全国旅行

支援）の終了による観光指導強化費の減、ＦＩＢＡ

バスケットボールワールドカップ2023推進事業の終

了によるコンベンション振興対策費の減によるもの

 であります。

　次に10の教育費は28億5167万4000円で、主な事項

は文化施設費、大学運営費であります。前年度と比

較して１億2947万6000円、率にして4.3％の減となっ

ております。減となった主な理由は、県立芸術大学

の奏楽堂舞台音響設備等の改修工事の完了に伴う県

 立芸大設備整備事業費の減によるものであります。

　文化観光スポーツ部としましては、引き続き観光、

文化、スポーツ振興、交流推進に必要な施策を積極

 的に進めてまいります。

　以上で、文化観光スポーツ部所管の令和６年度一

 般会計当初予算の概要説明を終わります。

 　御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○大浜一郎委員長　文化観光スポーツ部長の説明は

 終わりました。

　これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度挙手により委員長の許可を得てから

行い、重複することがないよう、簡潔にお願いいた

 します。

　それでは、文化観光スポーツ部に係る甲第１号議

 案に対する質疑を行います。

 　上里善清委員。

○上里善清委員　６年度の当初予算、大幅な減であ

るんですけど、ＧｏＴｏキャンペーンの終了という

 のが主な要因ですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　文化観光スポー

ツ部の令和６年度の当初予算額、先ほども御説明い

たしましたけど、総額で101億3780万7000円、これ移
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 管分の１事業を含めますと141事業でございます。

　令和５年度と比較して149億7269万6000円、59.6％

の減ということになっておりますが、大きく減額と

なった主な理由は、ＧｏＴｏおきなわキャンペーン

事業が161億4001万2000円の減、ＦＩＢＡバスケット

ボールワールドカップ2023推進事業の終了によるも

のが、減が大きいということで、５年度と６年度の

予算を両方除いた形で比較しますと、約13億9000万

 円、16％ほどの増となっている状況でございます。

○上里善清委員　あと、説明資料３－４のほうから

 質問いたします。

　安全・安心で快適な島の沖縄という項目の中の

６番目、持続可能な国際景観事業なんですが、この

重点管理路線というのはどういうことを指していま

 すか。

○大城清剛観光振興課長　重点管理路線の予定とし

ては４つ設定されておりまして、国際通り・県庁周

辺、そして那覇空港周辺、北部地域で県道114号線、

そして中部地域で県道146号線の４か所となっており

 ます。

○上里善清委員　主な事業としては、道路沿いの雑

草を取って美化するということだと思うんですけど

ね。総体的にやっぱりウチナーの道路はみんな雑草

が生えて――雑草を見に来たんじゃないよという意

見もあるぐらいですので、この路線の拡大というの

 は今から考えているんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長　まずはこの４つの重点路

線を次年度行いまして、また拡大については、土木

建築部のほうといろいろ協議しながら進めていくも

 のと思っております。

○上里善清委員　ぜひ、観光立県をうたうわけです

ので美化に努めていただきたいと。台湾とか見てき

たらやっぱり草が生えてないんですよ、道沿いは。

みんなきれいにされておりますのでね、それを目指

さないと観光立県と言えませんので、取組を強化し

 てください。

　あとＭＩＣＥ施設なんですが、業者選定はまだで

 すか。どんな状況ですか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　お答えいたします。 

　大型ＭＩＣＥ施設の整備、運営に向けて、ＰＦＩ

 法に基づく手続を進めているところでございます。

　スケジュールを申し上げますと、昨年６月議会に

おいて、法に基づきまして実施方針に関する条例、

議会に提案させていただきました。また、この条例

に基づきまして、10月に実施方針を公表し、12月に

要求水準書案を公表したところです。１月には、西

原町、与那原町の両町で、町長にも参加いただきま

して住民説明会を行っておるところでございます。

今後は議会の議決を経まして、令和６年５月に入札

公告を予定しております。令和７年４月に事業契約

の締結後、令和11年３月の供用開始を予定している

 ところでございます。

　令和６年度は、今５月に入札公告を予定している

と申しましたけれども、その後に外部有識者による

委員会での検討を経まして、３月に落札者の選定と

 いうところを予定しております。

　事業着手後、設計に１年、建設に２年半を要する

ことから、令和11年１月に施設の引渡し、準備期間

を経まして、令和11年３月の供用開始を予定してい

 るところでございます。

 　以上です。

○上里善清委員　ちょっとこれ、余計な話かもしれ

ないんですけど、箱物ができて道路が整備できてな

いという状況があったら、ちょっと混乱するんじゃ

 ないかと思いましてね。

　これは道路のほうとも密に連携しながら、箱物が

できるまでには整備していただけるようにお願いし

 たいと思います。

　あと、沖縄文化の継承と発展についての中の１番

目、琉球歴史文化芸術興隆事業の中で、琉球料理の

ユネスコ無形文化遺産登録とされておりますが、今

この登録は認証制度だと思うんですけど、この下の

 事業のほうにも認証ってありますよね。

　認証を受けたところというのはあるんでしょうか。 

○高江洲昌幸文化スポーツ統括監　ユネスコのほう

に登録されているものにつきましては、今120件ござ

 います。

○上里善清委員　この琉球料理の、どういったもの

かが分からないんですよ。昔の琉球王朝時代の宮廷

料理なのか。今のウチナーだったら、ウチナーそば

もありますよね。ヒージャーもあるだろうし、どう

いったものがあるのかちょっとイメージが湧かない

んですよ、琉球料理の認定というもののですね。ど

 ういう品目があるんですか。

○佐和田勇人文化振興課長　お答えします。 

　まず、琉球料理の定義なんですけれども、伝統的

な食文化の９つの要素からなっていまして、１つが

食材、２つ目が調理法、３つ目が味わい、４つ目が

栄養、そして５つ目以降が菓子、酒、お茶、食器、

風俗習慣、こういった９つの要素から成り立ってい

 ます。

　歴史的には琉球王朝時代の士族の食文化として発
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 展したものが琉球料理でございます。

　戦後、アメリカのほうから入ってきたポークとか、

タコライスとか、そういったものを沖縄料理という

ふうにして区別して呼んでいるところでございます。 

○上里善清委員　あと、空手のほうなんですけど、

ユネスコに登録してくれということなんですよね。

　今の取組状況と、いつ頃登録をされるか、その状

 況をちょっと説明してください。

○高江洲昌幸文化スポーツ統括監　県としても、空

手振興のためにユネスコ登録が重要であるというふ

 うに考えています。

　現在は沖縄空手道振興会をはじめ、県内の主要な

空手４団体と連携して取組を進めているという状況

 です。

　幅広い分野の関係者の参画を得まして強化を図る

ということで、県内の空手団体以外にも市町村、教

育、文化、学術、経済団体も加盟をする、沖縄空手

ユネスコ登録推進協議会というものを令和２年に設

置をしました。関係省庁の要請とか、機運醸成のた

めのシンポジウム等を行っているというところです。 

　県としても、引き続き空手ユネスコ登録推進協議

会の加盟団体と一体となって要請を行うとともに、

ほかの伝統文化の分野とも連携しながら、登録に向

けて取り組んでいきたいというふうに考えています。 

○上里善清委員　食も、この空手も、沖縄観光の一

つの振興をする部分になると思いますので、ぜひ力

を入れて、これ観光にもつながりますので、ひとつ

 よろしく取り組んでいただきたいと思います。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　山内末子委員。 

○山内末子委員　こんにちは。お願いいたします。 

　事業概要の資料のほうからですけれど、スポーツ

振興の分野の中で、競技スポーツの推進事業があり

ますけれど、今年はオリンピックの年になっていま

して、前回のオリンピックで喜友名さんの輝かしい

栄光とかがあったんですけど、今の時点で、オリン

ピックの強化選手になっているとか、そういった実

 態について少しお聞かせください。

 　人数についてお願いいたします。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　現時点でオリンピック候補に選ばれている選手は

いらっしゃらないんですけど、可能性がある選手が

何名かいらっしゃって、競技名だけでよろしいです

 か。

　カヌーとか、あと陸上、レスリング、ウエートリ

フティングは、沖縄は特に毎年オリンピック選手も

出ているということで強いというところと。あとハ

ンドボールに関しては、オリンピックの出場権を獲

得しました。その際のキャプテンが、ジークスター

東京にいらっしゃる東江選手です。まだ最終発表は

されてないんですけど、東江さんがいらっしゃいま

す。あと自転車とか、こういった形で候補の選手が

 何名かいらっしゃいます。

○山内末子委員　まだちょっと決定には早いとは思

うんですけれど、実はブレークダンスという競技が

初めてオリンピックの競技になりまして、本県の高

校生がその強化選手の一番上のほうにランクとして

いるんですけど、マイナーな競技で、強化支援の予

算であったり体制があまりなくて、協会もなくてと

いうことで、ほとんど練習も強化合宿も自費で全部

行ってるらしくて。そういった新しい分野の皆さん

への支援とか、あるいは前回もそうですけど、オリ

ンピックの選手の強化とか、県としての支援はどの

 ようなものがあるのかお願いいたします。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　確かにブレーキング競技自体は沖縄県に連盟があ

るというわけではなくて、組織的に活動していると

いうところではないということで、なかなか活動を

 支える団体が少ないという現状でございます。

　ただ、オリンピック等の世界大会も含めて、そう

いったところに出場する選手に対して支援というと

ころで、私たちのほうの事業の中で、沖縄県のスポー

ツ協会がございますけど、そちらのほうに補助金と

して支援を行って、その中で世界的なトップレベル

の選手への支援という形で選手の強化費というとこ

 ろを支援する事業がございます。

○山内末子委員　今ダンスは学校の授業にも取り入

れられていて、特に沖縄県は今、小さい子たちから

ブレークダンスもそうですけど、ストリートダンス、

いろんなダンスの競技が大変盛んに行われていまし

て、これからどんどんそういった世界大会とかオリ

ンピックの競技にも可能な状況になると思うんです

 よね。

　そういった意味で、新しい事業に対しては、やっ

ぱり県のほうがしっかりと、特に協会が小さければ

小さいほど支援をしていくということをこれから

やっていかないと、特に若い子たちですので、さら

に振興していくためにも、ぜひその辺の新たな取組

の支援の方法というのを考えていただきたいんです

 けど、その辺、部長どうでしょうか。

 　どう考えますか。お願いします。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 
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　確かに、若い子供たちが、将来に向けてオリンピッ

ク、または国体に関してもいろんな競技が出てくる

と思いますので、そういった子供たちに対してしっ

かり支援ができるように、私たち、沖縄県スポーツ

協会とも連動しながら、選手の育成に努めてまいり

 たいと思います。

○山内末子委員　よろしくお願いいたします。 

 　次に、交流推進事業について伺います。

　この中で主な事業内容と、海外における文化伝統

芸能、そういった研修とか、これまでやってきた実

 績、それについてお願いいたします。

○仲村卓之交流推進課長　お答えします。 

　海外県人会が主催するウチナーンチュの日のイベ

ント等に合わせまして、沖縄から文化芸能指導者を

派遣するという事業を平成29年度から実施していま

 して、これまで17か所への派遣をしております。

　今年度で言いますと、ブラジル、アメリカ、オー

ストラリア、カナダの県人会等へ文化芸能指導者を

 派遣しております。

○山内末子委員　次年度は予定として何か国を予定

 していますか。

○仲村卓之交流推進課長　令和６年度につきまして

は、また各県人会からニーズを調査をしまして、派

 遣国を決定していくということになります。

○山内末子委員　大変いい事業だと思っています。 

　南米とかは割ともう県人会も、そういった芸能関

係もしっかりと大きなものになっているんですけど、

去年、私たちがカナダに行ったときに、やっぱりま

だその県人会が小さいだけに、その振興ということ

 では少し足りないかなと。

　そういった意味では、そういうものの道具を必要

としているということありますので、その辺をぜひ

 一緒に、もう一度考えていただきたいということ。

　そしてもう一点は、文化芸能、伝統芸能だけでは

なくて、少し分野が違うんですけど、紅型を教えて

ほしいとか、工芸のそういった研修も必要だという

ことを言われてきましたので、ぜひそこも一緒に、

ちょっと分野が違うんですけど、連携した形での研

修、そしてこの事業をお願いしたいと思いますけど、

 最後に部長、お願いいたします。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　海外にあるウチ

ナーネットワークと沖縄県のつながりを強くすると

いう意味合いで、現地のほうで伝統芸能活動を行っ

ている方々の支援というのは大事だと思っています。 

　その中で、エイサーとか三線とか琉球舞踊、道具

が足りないというような声も聞いておりますので、

そういった方々に支援ができるように、マッチング

などを行う、あるいは輸送等の支援とかも含めて、

そういったことを次年度検討しようかと思っており

ます。また、ありました伝統工芸ですね。こちらで

学んだ留学生が数多く技術を学ばれて現地のほうに

帰られているという事例もたくさんございます。そ

ういった方々が持ち帰った技術を現地で活用できる

ような形の支援ということもできないかというふう

 に考えております。

　そういった様々な支援を現地の県人会と意見交換

 を重ねながら進めていければと思っています。

○大浜一郎委員長　次呂久成崇委員。 

○次呂久成崇委員　お願いします。 

 　資料３－４の17ページです。

　沖縄観光人材不足緊急対策事業のほうについてお

聞きします。この事業の概要としてあるんですけれ

ども、観光産業においても様々な業種のほうがある

んですけれども、この無人化、省人化の取組という

のは、それぞれの分野というんですかね、それでも

ちょっと違うというふうに私は認識しているんです

が、その考え方とか、対象となるものについてお聞

 きしたいと思います。

○大城清剛観光振興課長　本事業は観光需要が回復

する中で、現場における人材不足に対応するため、

観光事業者が人材不足を補うために実施する自動チ

ェックイン機等の導入など、無人化、省人化に向け

た取組や、新たに採用する人材の渡航費など、県内

外からの観光人材の受入れに関する取組を支援する

 ものであります。

　支援の対象については、宿泊、レンタカー、貸切

りバス、観光施設、旅行代理店などの観光関連事業

者をはじめ、空港において、グランドハンドリング

や保安検査業務を担う事業者等の幅広い事業者を想

 定しております。

○次呂久成崇委員　次に、観光人材確保支援事業。

これ基金のものなんですけど、これとの兼ね合いも

あるかなと思うんですが、先ほど渡航費等の話もあ

 りました。

　この渡航費もそうなんですけど、我々、八重山、

先島のほうでいうと、人材確保しても、そこで働き

ながら生活をしていくというところで、一番大変な

のはやっぱり家賃。家賃が高いのでとても大変かな

 と。

　この渡航費だけじゃなくて家賃補助とか、処遇改

善等も含めたものなのか、ちょっとお聞きしたいと

 思いします。
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○大城清剛観光振興課長　渡航費のほう、航空運賃

等はこの事業に含まれておりますけれども、家賃等

については着後手当と申しまして、移転してきて、

引っ越してきて、しばらく数日の間、本格的に見つ

けるまでの数日の間という予算を組んでいる状況で

 ございます。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。） 

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

 　次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員　同じく確保支援事業なんですけ

れども、この事業は学生等向けに観光業界について

の理解を促進するための見学ツアーや体験というこ

となんですが、これは学生以外、例えば中途採用と

 か転職希望者というのも対象になるんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長　学生だけではなく、離職

 者や既卒生も対象にしております。

○次呂久成崇委員　分かりました。 

　同じページの、これは人材確保なんですけれども、

上のほうに３番で、離島観光活性化促進事業という

ことで、離島観光のプロモーション等の事業がある

んですけれども、この観光誘致に関しては、例えば

離島の受皿、人材不足確保対策との整合性というの

 はどうなっているのか伺いたいと思います。

○大城清剛観光振興課長　離島においても人材不足

が課題になっているということを、私たちも認識し

 ております。

　各離島の観光協会等に対して、今御説明申し上げ

た沖縄観光人材不足緊急対策事業について、積極的

に周知を図りまして、離島の人材不足に対する支援

 を強力に実施していきたいと考えております。

○次呂久成崇委員　新規事業での確保対策事業です

ので、周知のほうをしっかりやっていただきたいな

 と思います。

　その次の４番、高付加価値なインバウンド観光地

形成事業ということなんですが、この高付加価値な

観光資源開発の考え方、そして富裕層インバウンド

というのはどういうことを想定しているのかという

 のをお伺いいたします。

○大城清剛観光振興課長　沖縄県では、世界から選

ばれる持続可能な観光地形成を目指し、沖縄の自然、

文化、歴史、芸能など、沖縄のソフトパワーを活用

 した、多彩で質の高い観光を推進しております。

　本事業は、観光庁の財源を活用しまして、高付加

価値な外国人富裕層の取組を強化するため、当該富

裕層が好むとされているアドベンチャーツーリズム

やガストロノミーツーリズムなどの観光資源開発に

 取り組んでいくこととしております。

　本事業を実施することにより、高付加価値な外国

人富裕層の取り込みを強化し、その旺盛な旅行消費

や知的好奇心を満足させることを通して、地域経済

の活性化が図られ、多彩で質の高い沖縄観光に寄与

 するものと考えております。

○次呂久成崇委員　すみません、この高付加価値な

観光資源開発ということの、新しい観光資源という

のは県としてはどのような考え方、こういうのがあ

 るとかというのはあるんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長　今申し上げましたけれど

も、最近非常に脚光を浴びていますアドベンチャー

ツーリズムというものは、自然体験、文化体験、そ

してアクティビティーの３つのうち２つを含んだ

ツーリズムというふうに定義されておりますけれど

も、この定義だけじゃなくて、ツーリズムを通して

体験をして、深い感動を覚えて、自分の人生観が変

わるような、非常に印象に残るようなツーリズムと

いうような意味合いでして、まさに沖縄の様々な歴

史、文化、自然を、非常に多くのコンテンツを含ん

でいますので、その辺をまた各地域の皆様とも協力

して、そのようなものを開発していきたいなと思っ

 ております。

○次呂久成崇委員　次のページ、18ページの６番な

んですが、さっき上里委員のほうからもあったんで

すけれども、持続可能な国際観光景観事業というこ

とで、まず、この持続可能な国際観光地の形成の考

 え方、県の方針について伺いたいと思います。

○大城清剛観光振興課長　本事業は、沖縄の自然や

歴史、伝統文化を感じさせる、沖縄らしい、世界水

準の観光地にふさわしい良好な沿道景観を実現し、

持続可能で魅力的な国際観光地を形成することを目

 的としております。

　本事業を活用しまして、那覇空港や美ら海水族館

につながる県道114号線など、県内において選定され

た重点管理路線の４か所程度について、観光地にふ

さわしい植栽基盤等の改良、高木低木更新等の魅せ

る沿道景観の整備を実施するとともに、景観アドバ

イザーを活用しながら、官民連携による維持管理体

 制の構築などを実施することとしております。

○次呂久成崇委員　道路管理者というのは土木建築

部になるかと思うんですけれども、その土木建築部

との調整、連携の取り組み方というのはどのように

 なっているんでしょうか。
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○大城清剛観光振興課長　この予算は土木建築部の

ほうに分任して行う予定になっておりまして、土木

建築部のほうでも沿道景観推進室という新しい体制

を組みまして、私たちもこの室と意見交換をしなが

ら、しっかりと観光客が心を和ませる景観というの

ですかね、満足度を高めるような景観というのを実

現できるように、常に連携しながら取り組んでいき

 たいと思っております。

○次呂久成崇委員　やはり今、いろいろ問題になっ

ているのは、この道路の雑草の除草の問題とかにつ

いてよく一般質問等でも出るんですが、その雑草等

の対策とは別に、これは景観ということでこの線引

きが――なぜこの部署で、この事業なのかというと

ころが、いきなりぽんと出てきたものですから、

ちょっと分かりにくくて。この線引きまではいかな

いと思うんですけれども、どういう方針なのかとい

うのを、もう一度ちょっと、丁寧にお願いできます

 か。

○大城清剛観光振興課長　雑草があってはならない

というのは、もちろんこの中に含まれていると思い

まして、ただ雑草を刈るだけじゃなくて、きれいな

花を植えるとか、きれいな樹木をきちんと植栽して、

見ていて非常によいものを造り上げるというような

 ものだというふうに、私たちは理解しております。

　またこの道路に近接している公園なども連携して、

エリアとして整備を行っていくというようなものも

計画されているということで、観光客がとにかくた

くさん利用される道をまずしっかりと、魅せる景観

というのを整備するというような事業であると理解

 しております。

○次呂久成崇委員　道路管理者との連携、調整も含

めて、少し期待もありますので、注視していきたい

 なというふうに思います。

　最後に、この持続可能な観光地形成に向けた２次

交通推進モデル事業ということであるんですけれど

も、この特定の地域とか、時期とかの考え方につい

 てちょっとお聞きしたいと思います。

○大城清剛観光振興課長　本事業は、観光需要が回

復し、多くの観光客が沖縄県に訪れている中で、二

次交通の確保及び体制が十分ではなく、またクルー

ズ船寄港時における交通手段の確保など、大量輸送

が可能な鉄道がない沖縄県において、観光客の移動

手段を確保できなければ、観光客増加に起因する観

光諸問題が発生することから、未然防止策を実施す

 るものであります。

　具体的には、まず、手ぶら観光の推進。そして２番

目に、那覇空港から北谷町までの輸送力の強化等。

そして３番目に、クルーズ船寄港時における二次交

通の確保及び乗客の分散化等。この３つのそれぞれ

の事業をしっかり進めていきたいと思っております。 

○次呂久成崇委員　これ、自然環境や住民生活へ影

 響などの観光諸問題ですね。

　世界自然遺産登録の西表島なんかもそうなんです

けれども、離島の観光というところでは、この事業

 はどういった兼ね合いがあるんでしょうか。

○大城清剛観光振興課長　持続可能な観光地形成と

いうことで、もうまさしく全ての観光地においてこ

の概念というか、非常に求められているものだと認

 識しております。

　それで、先ほど申しましたように、次年度につい

ては、まず那覇空港で荷物がとにかくたくさんで、

モノレールに乗り切れないとか、非常に那覇空港か

ら出るのに四苦八苦しているというような状況も

 あって、これを何とか解消したい。

　そして、そのためにも北谷町の美浜のエリアを交

通結節点と位置づけるような事業もやりますので、

観光客の方へのバスを運行しまして、直通でそこに

 行ってもらうとか、そういう事業も考えています。

　そして、クルーズ船寄港時に、非常にこの国際通

りとかに人が集中するとか、いろんなことが起こっ

てきている部分もありますので、それを解消するた

め、二次交通に対するいろいろな事業を行うという

 ことで考えております。

　３点行いますけど、もちろん、幅広く、いろんな

ものがあると思いますので、その辺また私たちも研

究しながら、どこに予算を投下したらより効果的な

持続可能な観光地形成に資するかというのを考えな

 がら、またやっていきたいなと思っております。

○次呂久成崇委員　今聞いた限りでは、沖縄本島で

の交通網の対策なのかなというふうに感じたんです

けれども、やはり各離島のほうでも、例えば、竹富

島とかですと、300人ほどしか住んでない島に、ピー

 ク期にやっぱり50万人来たりとかしてですね。

　ただ、コロナ禍後は、これまでの定期船も減便さ

れていて、船に乗るのもぱんぱんでというような状

況とか、そういうことも併せて、ぜひいろんな、幅

広く取り組んでいただきたいなというふうに思いま

 す。

　ぜひこれも含めて、この事業を進めていただきた

 いなと思いますので、よろしくお願いします。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　仲村未央委員。 
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○仲村未央委員　お願いします。観光税のことでお

 聞きしてよろしいですか。

　取りあえず、観光税の導入に関してのこれまでの

到達点というか、進捗状況、どこまで来ているのか

 お尋ねいたします。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　これまでの観光

関連団体、市町村との意見交換、それからツーリズ

ム産業団体から意見書も提出されておりまして、そ

の中で税の使途、税額設定の在り方、県と導入市町

村との税率、税の配分等が論点として上がっており

 ます。

　宿泊税については目的税であることから、納税者

である観光客に利益が還元される必要があり、使途

 となる財政需要があることが前提となっています。

　現在、県の関係部局と全市町村を対象に需要調査

を実施しているところでありまして、この財政需要

を踏まえ、税額設定の在り方とか、県と市町村の税

額、税率の配分などを連動して検討するということ

 としております。

　方針としましては、県としては、納税者の過重な

負担とならない、簡素で分かりやすい制度となるよ

うに、観光関連団体や関係市町村と丁寧に意見交換

を行いながら、導入に向けて検討を進めているとい

 う状況でございます。

○仲村未央委員　この新年度の取組として、今スケ

 ジュール感としては何をするんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　現在、需要調査

を行っているというところで、目的税であることか

ら、その税の目的である需要額と、それからどれぐ

らいの規模になるのか、それからどういった形で使

うのかという使途の部分、それを基に、それを徴収

する、それを調達するための手段としての税率の在

り方というのがありますので、こういう需要額を基

に、県と市町村で、そういう論点を示しながら議論

をしていくということで、今年度中にその論点を取

りまとめて、方向性を、両論併記になる部分もある

のかもしれませんけれども、その論点を取りまとめ

 るという作業をやっていきたいと。

　次年度はこの整理された論点を基に、絞った形で

 議論をしていければなというふうに思っています。

○仲村未央委員　需要調査というのは、これは市町

 村はどこに調査をするんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　現在、照会して、

集計して、精査しているところですけど、県の全部

局、それから全市町村に、目的税の使途というとこ

ろでの使い道が想定される事業というのを調査した

 ところです。

○仲村未央委員　もちろん使途はこの目的をどう達

するかということにおいては非常に重要な議論に

なっていくと思うんですけれども、その目的税その

ものの目的をもう一度、すみません確認のためにお

 聞きしたいと思います。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　県では、沖縄が

世界に誇れる観光リゾート地として発展することを

目指すとともに、県民生活と調和した持続的な観光

振興を図る観点から、観光目的税の導入に向けて検

 討を進めているところです。

○仲村未央委員　それを目的としての使途なんです

けれども、これまでの提言などでまさに、今おっしゃ

るような、持続可能な観光地づくりとか、利便性と

 かというのが上がっていましたよね。

　これの目的、使途というふうに整理する中で、ど

こまでその目的として、使途としてターゲットにす

るかということになると、対象とする範囲というの

はどうにでも展開できるというか、目的自体が非常

に大きい目的ですから、例えば、先ほど議論にあっ

たような沿道の景観ももちろんそうでしょう、一つ

はね。持続可能な観光、国際基準のというふうになっ

てくると、それを目指すということを取れば、沿道

 だってそうでしょう。

　あるいは交通だってそうですよね。一番その需要

が高い、いつも不満が高い移動手段ということにな

 ると、交通政策もそうでしょう。

　ということになると、県の事業、県だけじゃない

けれども、一般的に行政が捉えている事業が、ある

程度全般的に、その捉え方によっては観光地をどう

高めていこうかという範囲に入ってくると思うんで

 すよね。

　そうなると、この目的税の目的ということを限定

せしめるということは、これはもう判断でしかない

のか、それとも、法的にある程度整理された基準と

 いうものがあるのか、そこはどうなんですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　目的税というと

ころで、判断基準としては、納税者である観光客に

利益が還元される使途になっているかというのが基

 準になります。

　今、使途として想定している、まさに議論してい

るところですけれども、観光客の受入れ体制の充実

強化が１つ目。２つ目に、観光地における環境及び

良好な景観の保全。３つ目に、観光の振興に通じる

文化芸術の継承及び発展並びにスポーツの振興。４つ

目に、地域社会の持続可能な発展を通じた観光の推
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進などを想定しておりますけれども、おっしゃるよ

うに、これまでもやられた取組というのがあります

ので、税を活用した事業については、新規の事業、

または拡充する事業に税を充てるということを想定

 しています。

○仲村未央委員　例えば、国が取っている出国税が

ありますよね。あれも国際観光の目的税として、出

ていく方々から――外国のお客さんに限らず、日本

 人が出国する際にも1000円取られますよね。

　その目的を比較してみると、その目的は、例えば、

空港の整備とか、海外のプロモーションとか、それ

から文化財を活用した事業も取られている。それか

ら、搭乗手続の自動化、簡素化とかですね。それか

ら、保安検査場とか。そして、あれこれ見ていくと、

例えば公衆トイレの洋式化、こういうものも、この

観光目的税として国際観光旅客税としての出国税の

 対象になっているんです、使途としてね。

　だから、どういう捉え方かによっても、いかよう

にも沖縄でどう気持ちよく過ごしていただくかとい

う視点に照らせば、しかも、新規のみならず拡充と

なると、やっぱり従来やってきた事業も含めて、対

象目的の範疇ですという整理はやっぱりつくという

 ふうに見えるわけですよね。

　だから、その受益者が還元をされるというときに、

還元のされ方というのは非常に抽象的であるしね。

何かもらったとか、その物品に代えられない価値だっ

てあるわけですよ。気持ちよく過ごせた、スピーデ

ィーに物事がいった、多言語化されていて便利だっ

た、こういうのは全てそういう対象になってくるわ

 けですよね。

　そういう意味では、その目的ということを捉える、

その使途というものを捉えるに当たっては、いざこ

れを現実化しようとすると、議論というのは、幾ら

でも広がる、幾らでも狭まるということかなと思う

んですけど、そこら辺は、ある程度、皆さんは察し

がついているのですか、その使途についての絞り込

 みというのは。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　納税者である観

光客に利益が還元されるというところは、使途につ

いて、その使われ方について、観光客の理解が得ら

れるような形の運用が必要だということになります

ので、使途について、こういう形で使われていると

いうところの公表ですかね、透明性を高めるという

 ところは必要かなと思っております。

　また、実際に活用するに当たっては、観光関連団

体や有識者で構成する検討委員会というようなもの

を、事前に意見を聴取しながら使途を決めるという

仕組み、また、事業を実施した後、それが効果的な

ものになっているのか、観光客の理解が得られるも

のであるのかというような効果検証をする仕組み、

そういったものも併せて検討しようと思っています

ので、そういう運用の中で観光客の理解を得る、あ

るいは従事している観光事業者さんの理解を得る、

 そういった仕組みを検討したいと思っています。

○仲村未央委員　そうなると、効果をどう評価する

かも含めて、一方通行じゃなくて、満足度の向上と

いうものを具体的につかまえていくということも、

恐らく想定しているんでしょうというふうに今お聞

 きをしました。

　それで、一番今、課題の一つとして上がるのが、

市町村との重複ですね。既に導入しているところ、

それから、今もう導入しようと動いていて、次年度、

次々年度ということで走り出しているところがあり

ますね。それから、これからまた検討しようとする

 ところもあると思うんです。

　先に、その市町村でも実践をしているところとい

うのは、もちろんその自治体の独自の取組ですから、

それを後から導入しようとする県が広域として調整

するというのはなかなか厳しいものもあるのかなと

いう感じがしますが、これから導入しようとする市

町村に対して、どう誘導して、なるべく一元的に分

かりやすく、重複をしない形で整理をしていけるか

どうかというのは、ある程度ここは調整をする必要

があるんじゃないかなと思いますけれども、そこは

具体的に上がっているんですか、その調整というの

 は。

○川上睦子参事監兼観光政策統括監　今年１月末現

在、観光目的税、宿泊税ですけれども、導入を予定

している県内の市町村は５市町村ありまして、本部

町、恩納村、北谷町、宮古島市、石垣市の５市町村

 となっております。

　これまで５市町村と個別にもありましたけれども、

５市町村集まって連絡会議を開催して、それぞれの

市町村で導入に向けた検討状況ですとか、論点になっ

ている部分について情報共有を行いながら、県と導

入市町村との税率、また税の配分、また課税免除の

対象等を中心に、検討の方向性ですとか取組手法に

 ついて意見交換は行ってきております。

　また、先ほども部長からもありましたけれども、

県庁内の関係部局ですとか、５市町村に限らない全

 市町村を対象に需要調査を実施しております。

　この需要調査の精査を今行っているところですけ
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れども、需要調査の需要額を踏まえまして、これで

県が取る分と市町村の配分については、この需要額

の精査を踏まえた上で配分額については今後検討し

ていくことになるんですけれども、この点につきま

しても需要額調査の結果を、市町村の――まずは５市

町村の担当者に提示して理解を得ながら、県と市町

村の配分については検討して、決定していくことに

 なるんじゃないかなと思います。

　いずれにしましても、県内のこの５市町村以外の

市町村の宿泊施設に泊まるのと、独自に導入を予定

している５市町村に泊まるのとで税率が変わっては、

観光客、また県民も泊まる方もいらっしゃいますの

で、そういった方が泊まる市町村によって税率が違

うというようなことがないように、納税者の過重な

負担とならないように、簡素で分かりやすい制度と

なるように、関係市町村とはなるべく足並みをそろ

えるような形で議論が進められるような意見交換を

 していきたいなと考えております。

○仲村未央委員　需要者の負担というのももちろん

視点だけれども、私が気にしているのは、政策を打

つに当たっての、還元に対するその負担感の公平さ

というのが整理されるかどうかというのを気にして

 いるわけですね。

　というのは、観光目的税を入れる市町村というの

は、基本的に観光需要が高いからこそ導入しようと

 する市町村ですよね。

　そうなると、例えばその観光地をきれいにしてい

くということから沿道をきれいにすることも分かり

やすく始めた場合、その還元先というのは、恐らく

二重に――その市町村も導入しているところが、県

の事業としても目的税を生かしてこれを施行しよう

とするところだったら、県だけの税が入っている導

入していない市町村は、100％県の目的税として徴収

されるという形を取るんだけれども、そこの需要者

はね。ところが、先に導入している、あるいは二重

に導入しているところというのは、例えば半分は市

町村、半分は県となった場合、事業の展開からして

も、その需要に対する負担ですよね。いわゆる、そ

の施策に対する経費というのは、県の分というのは、

 やっぱり減るわけですよ、言ってみれば。

　だから、そこら辺の負担の在り方、還元の先とし

てのその公平さという意味では、ここはいいんです

か。みんなが手を挙げて、それぞれ市町村にみんな

半分半分でいったときの、取っている市町村と取ら

ない市町村という意味での、還元の公平さというの

は、どういうふうに整理されますか。議論がありま

 すか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　まず、５市町村

が導入を予定、検討しているという部分については、

税額設定の在り方とか導入スケジュールについては、

県と市町村で十分に連携する必要があると思ってお

 ります。

　導入予定市町村とそれ以外の市町村で納税者が支

払う税額というのは一緒にしないといけないという

 ところがあります。

　一方で、目的税ですので、何のために使うのかと

いう、それに見合った税額である必要があるという

形になりますので、目的税を活用した施策という部

分について、それぞれ県の役割、市町村の役割――

例えば、県は全県的、広域的な見地から、先ほどあ

りました景観であるとか、人材育成であるとか、そ

ういった部分の取組がありますし、市町村は住民に

身近な自治体として行う施策がありますので、その

施策に応じた取組を、それぞれが役割分担をしなが

 らやるという形になります。

　導入予定市町村については、自らの税という形に

なりますので、市町村の自主的な判断に基づいて、

目的税に沿った形の活用をしていただく形になると

思いますし、導入しない市町村においても、県のほ

うで徴収した税額を一定程度、その他の市町村に何

らかの交付金とか補助金という形で、事業に見合っ

た形で配分して活用してもらうと、そういうことも

 想定しているところです。

○仲村未央委員　分かるようで、ちょっと気になる

 ところもやっぱり残ります。

　展開される施策というものが、県の役割、市町村

の役割というふうに、明解に分けて、財源も整理で

きるのかというところは、その事業の性質によって

も、はっきりは分からないんですけど、今の段階で

 ね。

　ただ、今から導入しようという検討があるところ

については、県として、ちょっと待ってよとか、一

緒にやりましょうとか、できれば一本化したいので、

そこは一緒に検討を、少し調整してくれないかとい

うことについては、やっぱり具体的に導入に向けて

は調整をしていかないといけないんじゃないかなと

 いう感じがするんですね。

　今から走り出そうとするところもたくさんあると

思うんですよ、市町村も。あそこもいいね、ここも

いいねって、みんな横並びで。まねしたくなると思

 うんですよね。

　今からやるところについては、県が基本的に広域
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自治体として導入をしていくのでちょっとお待ちく

ださいなど、なるべく一本化を図りたいので、先に

やっているところにはもう多分、そこまでは言えな

 いと思うんですけど、そこはやる考えですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　先ほど申しまし

たように、県と市町村がそれぞれ導入する――沖縄

県の場合には、沖縄県と５市町村が今まさしく議論

をして、導入を検討しているという時期ですので、

この導入のスケジュールと税の内容についてはすり

合わせができるように、今まさしく調整していると

ころであります。そこが導入予定市町村とそれ以外

の市町村とでのバランスが取れるよう――納税者に

負担感が生じないように、そういった形で調整をす

るということは、今まさしくやっているところです。 

○仲村未央委員　ちょっと、あんまりかみ合っては

いなかったけど、もう時間があれなので、また引き

 続きよろしくお願いいたします。

○大浜一郎委員長　休憩いたします。 

 　　　午後３時20分休憩

       午後３時39分再開

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　先ほど仲村委員の質疑に対する答弁で、文化観光

スポーツ部長から答弁の補足説明をしたいとの申出

 がありますので、発言を許します。

   宮城嗣吉文化観光スポーツ部長。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　先ほどの観光目

的税の検討に係る市町村との調整状況につきまして、

 補足説明をさせていただきます。

　導入を予定している市町村からは、県の動向を注

視しながら導入を検討する自治体と枠組みを検討し

たいなどとの発言もあるところであり、県としまし

ては同じタイミングで導入できるよう、また、税制

度の内容が相互に整合が図られるようにですね、丁

 寧に協議を進めているところでございます。

 　以上でございます。

○大浜一郎委員長  玉城武光委員。 

○玉城武光委員　いろいろ質疑がありましたけど、

初めにですね、この説明資料の中に沖縄観光人材緊

急対策事業と、それから、持続可能な国際観光景観

事業というのがあって、内閣府という説明があるん

ですが、財源が内閣府の事業を実施するということ

 なのか。ちょっとそこの説明を。

○大城清剛観光振興課長　こちら内閣府の計上予算、

省庁計上予算ですね。内閣府から県のほうが予算を

 いただいて実施するというものでございます。

○玉城武光委員　ソフト交付金、ハード交付金以外

に内閣府が事業を実施して、沖縄県でやるというこ

 とですね。

○大城清剛観光振興課長　そのとおりでございます。 

○玉城武光委員　金額もね、６億円、３億円という

事業ですから、ぜひ事業の効果を上げていただきた

 いということで。

　新規の琉球歴史文化芸術興隆事業の概要の説明を

 お願いします。

○佐和田勇人文化振興課長　お答えします。 

　本事業は、文化関連産業と観光関連産業を結ぶと

ともに、その沖縄固有の歴史、そして文化芸術の継

承及び発展交流に向けて取り組んでいく事業でござ

 います。

　そのため、県内外及び海外に向けて沖縄文化の認

知度向上、あるいは普及などに関する取組を実施い

 たします。

　具体的には、琉球歴史文化の日に係る取組として、

若年層に向けて沖縄の伝統文化に関する講演及び

ワークショップを開催するとともに、ウェブなどを

活用し、国内外に向けて沖縄の歴史や文化に関する

 情報発信を行っていきます。

　また、その他の取組として、琉球料理、あるいは

空手などの沖縄が誇る伝統文化のユネスコ無形文化

遺産登録のため、各文化関連団体などと連携しなが

 ら機運醸成や調査研究を進めていきます。

　加えて、県外での伝統芸能公演や北米において現

地県人会などと連携し、三線及び琉球舞踊など沖縄

 文化に係るイベントを開催いたします。

　これらの取組を実施することにより、担い手の育

成とか、あるいは観光誘客につなげていく事業でご

 ざいます。

○玉城武光委員　いろいろな３つの事業の説明があ

りましたけど、どれも大事なことですから、ぜひ全

 力で頑張っていただきたいです。

　次はですね、しまじまの芸能を活用した文化観光

 コンテンツ創出事業の概要の説明をお願いします。

○佐和田勇人文化振興課長　お答えします。 

　文化資源を活用した観光振興を図るために、県内

各地域に存在する多様で豊かな地域の伝統芸能を文

化資源として掘り起こして、その文化を活用した新

 たな観光コンテンツを創出しております。

　具体的には、文化相談員を直接地域に派遣いたし

まして、その地域で伝承されている芸能について、

情報収集、あるいは課題解決の支援を行いながら、

芸能祭への出演、あるいはウェブを活用した情報発

信などを通して、県内外にその魅力を発信し、地域
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 の活性化につなげていきます。

　伝統芸能祭に関しましては、次年度は本島で２回、

 離島は八重山で１回の開催を予定しております。

○玉城武光委員　伝統芸能祭という開催の場と言っ

 て、離島が２か所でしたか。

○佐和田勇人文化振興課長　離島は八重山で１回で

 す。

○玉城武光委員　宮古はないのですか。 

○佐和田勇人文化振興課長　宮古島は、今年度実施

 いたしました。

○玉城武光委員　これ島々にいろいろな伝統芸能が

たくさんありますよね。一つ一つの伝統芸能が認知

度というのか、これが高くなるようにぜひ頑張って

いただきたいということと、文化相談員というのは

 どういう方が相談員になるんですか。

○佐和田勇人文化振興課長　お答えいたします。 

　まず、もちろん文化に秀でている方々、例えば県

立芸術大学を卒業した方、あるいは今まさしくその

演舞に関わってる実演家の方々といった中から県の

ほうが選考しまして、その文化相談員を、文化振興

課内に１人配置をしまして、その文化相談員を、そ

れぞれ百五十数か所アンケート調査をしまして、ハ

ンズオン支援をしてほしいとか、そういった要望が

ある島のほうに、集落のほうに出向いていって、彼

らがその課題を解決する――継承者不足というのが

一番の課題なんですけれども、その継承者不足とか

いったことを解決するためにどうするかということ

を直に、そのフィールドワークといいますか、その

現場に行って話を聞いてそれを解決するという役目

 を担っております。

○玉城武光委員　伝統芸能と言われているのは、沖

 縄県で幾つぐらいありますか。

○佐和田勇人文化振興課長　すみません、今、完全

な数字は持ってはいないんですけれども、これから

それを掘り起こしていくということでですね、今大

体、その島々で芸能があるというのは50以上、県内

 であると言われています。

　47都道府県の中でも上位を占めていると言われて

おりますので、その50以上、もっと地域に埋もれて

いる伝統芸能があると言われていますので、それを

発掘しながら、そして、伝統芸能をお見せして、ま

た、県外の誘客につなげていくという事業でござい

 ます。

○玉城武光委員　50以上という、国内でも非常にた

 くさんあるということですね。頑張ってください。

　次に、沖縄空手世界大会開催事業ですね。これ第

２回沖縄空手少年少女世界大会とあるんですが、そ

 の概要をお伺いします。

○桃原直子空手振興課長　お答えいたします。 

　世界には、約１億3000万人もの空手愛好家がいる

 と言われております。

　県では、世界中の沖縄空手愛好家が定期的に空手

発祥の地・沖縄に集結し、交流を深める場を創出す

 るために、沖縄空手世界大会を開催しております。

　また、この大会は沖縄空手の技や精神性を今後も

正しく保存・継承し、将来にわたっての振興を図る

 ことを目的としております。

　この事業につきましては、その大会運営に係る事

業費となっております。今年の８月には、第２回沖

縄空手少年少女世界大会の本大会を開催することと

しております。令和５年度には、県内予選と審判講

 習会を実施しておりました。

　令和６年度につきましては、大会の周知広報、県

内離島・県外・海外予選の実施、交流演武会、沖縄

空手セミナーのプログラム調整、シャトルバスの運

 行検討などを行っていく予定であります。

○玉城武光委員　参加される方は何人ぐらい予定さ

 れていますか。

○桃原直子空手振興課長　前回の大会につきまして

は、令和４年度に開催しておりまして1196名参加い

 たしました。

　今回の大会につきましては、県内予選の大会のほ

うが終わっておりまして、そちらの参加者が1148名

となっております。全体として、これから県内の離

島、それから、県外、海外の方が参加することにな

りますので、前回大会以上の参加者が来ると想定し

 ております。

○玉城武光委員　じゃ、次ですね。 

　これ新しい事業です。新・地域間国際交流（協力）

 推進事業の概要をお願いします。

○仲村卓之交流推進課長　お答えします。 

　新・地域間国際交流（協力）推進事業ですけれど

も、沖縄県の有する国際ネットワークを生かして、

文化やスポーツ、教育、経済など多分野を通じた相

互交流を促進することで、アジア、ＡＳＥＡＮ諸国

との友好関係の深化を図るとともに、南米、北米、

欧州、オセアニアなどの国、地域との地域間交流の

 発展を図るというものでございます。

　主に２つの仕組みになってまして、一つは海外姉

妹都市を中心とした地域との交流、もう一つが新た

な国、地域を中心とした交流を図っていくことを想

 定しております。
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○玉城武光委員　これは交流なんですが、どこかに

行くんですか。それとも、外国から沖縄に来てもらっ

 て交流するんですか。

○仲村卓之交流推進課長　これは、こちらから出向

くこともありますし、向こうから来ていただいて交

 流すると、どちらのほうも考えられます。

○玉城武光委員　じゃ、最後になります。 

　人材交流を中心とした新事業・共創ネットワーク

 事業の概要説明をお願いします。

○仲村卓之交流推進課長　お答えいたします。 

　本県のネットワーク等を活用して、本県と海外、

双方の発展に寄与する新たな交流、これはビジネス

分野も含みますけれども、その交流の種を掘り起こ

して、その実現に向けて県庁内の部局、また、県内

のＪＩＣＡ等関連機関と連携して支援をするなど、

共創した取組を促進してまいりたいと考えておりま

 す。

　また、本県と南米のウチナーンチュとの連携強化

や交流の活性化を図るため、相互のニーズを把握す

るとともに、交流促進や経済発展につなげる可能性

 調査を南米のほうで行うこととしております。

 　以上でございます。

○玉城武光委員　南米のほうで行うということに

なっているんですが、ぜひですね、経済交流で、南

米のほうも、沖縄のほうも経済が発達するように頑

 張っていただきたいと思います。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　玉城武光委員の質疑は終わりま

 した。

 　大城憲幸委員。

○大城憲幸委員　今の部局別資料３－４の18ページ。

ちょっと商工労働部でしゃべり過ぎましたので、も

 う私は１つだけにします。

 　大型ＭＩＣＥの整備についてお願いをします。

　これまで紆余曲折があって、最終的にもうこの民

間の力を借りて整備するという方向性でスケジュー

ルまで出てきたわけですけれども、これまでも10年

以上調査事業もしたり、和解金を払ったり、土地代

を県債で購入したりと、様々なお金をかけてきまし

たけれども、最終的にこの事業はどれぐらいの額に

 なるんですか、お願いします。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　お答えいたします。 

　これまでですね、土地の取得に要した経費が69億

3500万円。また調査事業、いわゆる基本計画の策定

事業等も含めて、そのような委託事業、また委員の

おっしゃった和解金については9150万円というよう

なところがございまして、これまでの総額としては

 73億6000万円を要しております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　これに今回の建設費を足すと概算

 でどれぐらいですか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　73億円に今回、設計

建設で400億円を超える素案も出しているところで

 す。約507億円というところで、総額はなります。

○大城憲幸委員　507億円かけて民間の力を借りて、

20年間民間が独立採算で運営していきますよという

 ことになります。

　正直言って、当初は７割、８割の国の一括交付金

を活用をして建てますよということで県民にも説明

 をした経過があります。

　その後は、なかなか国との関係がうまくいかない

ので、民間の力を借りて負担を減らしますよという

話がありました。ただ、最終的にできた案を見ると、

なかなか民間活用のメリットというのが、私が期待

 したほどは出てないなというイメージなんですよ。

　それで500億円かけて20年間独立採算で運営します

けれども、いわゆるこの500億円かけるという部分の

ビー・バイ・シー、費用対効果については、どのよ

 うに説明をしますか。お願いします。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　本事業には経済波及

 効果というところで、我々、算定をしております。

　この経済効果については、令和３年度の調査結果

として、開業12年目の年間催事件数が223件、参加人

数が98万人で、経済波及効果は年間551億円との試算

 結果を示しております。

　いわゆる開業から12年後の１年間の経済波及効果

が551億円。それ以降は年間催事件数とかが安定して、

220件から230件で推移していく、この550億円という

ところの経済波及効果が続いていくというふうに考

 えております。

○大城憲幸委員　何か国が出すみたいに、ビー・バ

イ・シーが幾つとか、そういう数値的なものも出る

 んですか、お願いします。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　ビー・バイ・シーと

 いう形では、今回算定はしておりません。

○大城憲幸委員　締めますけれども、言うようにな

かなか国からの補助金が当てにできない中で、もう

ほぼ県民の税金、あるいは県債でほぼやるわけです

 よね、500億円という莫大なお金は。

　そこは県民の代表の議会にはもちろんですけれど

も、県民にも分かりやすい説明が必要だと思うんで

すよ、この費用対効果。500億円かけるけれども、こ
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の12年目で年間500億円、この20年でこうだというも

のを、やっぱり分かりやすく丁寧に説明する必要が

あると思いますので、その辺は、今後具体的に数字

を挙げて説明していただきたいと、要望して終わり

 ます。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　大城憲幸委員の質疑は終わりま

 した。

 　金城勉委員。

○金城勉委員　じゃ、私はしまくとぅば普及継承事

 業関連の質疑をさせていただきます。

　この事業が始まって、ほぼ10年がたつんですけれ

ども、改めて事業の目的、そして、また目標とする

 ところを説明いただけますか。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

 　お答えします。

　しまくとぅば普及継承事業は平成25年度から始め

てございますが、事業の目的としましてはしまくと

ぅばを次世代へ継承するため、現在ですね、しまく

とぅば普及推進計画第２期計画に基づきまして、全

県的な県民運動を展開をして、各地域への普及促進

 を行っていこうというところでございます。

　今回、令和５年度から令和13年度の９年間の第２期

計画の中で目指す目標としまして、しまくとぅばを

挨拶程度以上お話しする方々が県民調査の実態で

 60％と設定しているところでございます。

 　以上でございます。

○金城勉委員　本当に一生懸命取り組んではいると

思うんですが、具体的な数字として、これは皆さん

 の目標に向かって近づいていますか。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　令和５年度からは第２期計画が始まって、今、事

業を遂行しているとこでございますが、直近ですね、

第１期計画の最終年度の令和４年度の目標値が、し

まくとぅばを挨拶程度以上話すという割合が88％と

いう目標を掲げていたところでございますが、令和

４年度の県民調査の実績としましては、しまくとぅ

ばを挨拶程度以上に話す割合が39％という結果に

 なっているところでございます。

○金城勉委員　そういう88％に対して、実際は39％

 という状況のようですね。

　やっぱりね、肌感覚としても日常生活の中でも、

そういう方言、しまくとぅばとかを使う機会、ある

いはまた使っている状況をなかなか見かけないんで

すね。そのウチナーグチに対するこの県民の意識と

 いうのは、どのように捉えていますか。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

 　お答えします。

　先ほど申し上げました、しまくとぅばを挨拶程度

以上に話す割合というのが目標値に達していないと

ころでございますが、県民意識調査のほかの項目で、

しまくとぅばに対して親しみを持っているというア

ンケートを取ってございます。そちらにつきまして

 は、令和４年度は80.7％という数字がございます。

　実際、しまくとぅばを話す割合が減っているとい

う結果がある一方ですね、しまくとぅばに対しては

８割の県民の方々が親しみを持っているという結果

も出てございますので、その親しみを、そういった

関心を維持させることが大事ではないかなというと

ころで、そこも維持しながら、しまくとぅばを挨拶

程度以上に話す方々の割合につなげていければとい

 うことで取り組んでいるところでございます。

○金城勉委員　先日、皆さんと一緒に、琉大との連

携なんですかね、ハワイ語の復活についての何らか

の集会があったように、新聞でしたか、目にしたん

ですけれども、ちょっとその説明をいただけますか。 

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　先月ですね、２月に琉大のほうで、しまくとぅば

を次世代へつなぐために～ハワイの言語復興に学ぶ

～といったシンポジウムを開催したところでござい

 ます。

　そちらで、言語復興が進んでいるハワイの事例を

紹介させていただきながら、沖縄県のしまくとぅば

の普及、継承を考えていただく機会を設けるといっ

たことで、開催させていただいたところでございま

 す。

○金城勉委員　そのハワイ語復活を参考にして、こ

の沖縄のしまくとぅばの普及、復活に向けた、参考

になる要素というのは、どういうことがありますか。 

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

 　お答えします。

　そのシンポジウムの中では、ハワイの事例につき

まして紹介をしていただいたところなんですが、ハ

ワイで沖縄県と大きく違うところが、沖縄県につき

ましては特に本島と宮古、八重山とかいった地域ご

とにしまくとぅばの内容が大きく違うといったとこ

 ろがございます。

　ハワイのシンポジウムの中で、ハワイの事例につ

いて紹介いただきましたが、ハワイについては沖縄

県ほど言語の差異がさほどないという大きな違いが

 ございました。

　そこも踏まえながらですね、沖縄県としても、そ
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の地域による言語差を、その地域地域で維持してい

くような形での取組が必要ではないかというところ

 がございました。

　もう一点、ハワイの復興がごく少数の、子供を持

つ親の方々の取組から始まって、家庭におけるハワ

イ語の活用といったところを重点的に取り組んだこ

とで沖縄県よりも進んでいるという結果が出ている

というところでございまして、そこは沖縄県のしま

くとぅば普及継承事業の中で、今後参考とさせてい

ただきまして、家庭でどういった形でしまくとぅば

を活用していただけるのか。若年層、子供たちのみ

ではなくて、子を持つ親の世代にどういった働きか

けができるかというところを、ハワイを参考に取り

組んでいければなということで考えているところで

 ございます。

○金城勉委員　そういうことが参考になるのであれ

ば、沖縄の場合には、大体５つのエリアに絞っての

そういう考え方があるようですけれども、一方で、

やっぱり言語の復活という意味では、あれもこれも

というふうに追いかけていくと、なかなか成果を上

 げるのが難しいという現実があると思うんですね。

　ですから、そういう意味ではウチナーグチの、こ

の標準語という考え方、それぞれの地域の島々の言

葉はそれぞれの地域で大事にしてもらうとして、一

方で、沖縄全体をくくった中でのこのウチナーグチ

 標準語という考え方はどうですか。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

 　お答えします。

　今、金城委員からもございました、ウチナーグチ

と一般的に言われているのが本島の中南部で多く話

されている言葉というのがございます。そちらが主

に県内で活用されているというのが沖縄芝居とか、

そういったところで活用されることによって、宮古、

八重山でも耳にするような機会もあるというところ

 は現状としてはございます。

　ただ、先ほど申し上げました、沖縄県で言語の性

質というか、相違が本島と宮古、八重山とかで大き

く異なっているところがございますので、現在です

ね、県のしまくとぅば普及、継承という姿勢として

はですね、各地域地域で話されている言語をその地

域地域で継承していけるような形で事業に取り組ん

 でいるところでございます。

 　以上です。

○金城勉委員　だから、気持ちは分かるんですけれ

ども、そういうふうにすると結局何も残らなくなっ

て全部が廃れていくんじゃないかなという懸念を持

つんですね。だからせめて、そういう標準語なるも

のを１つ定めて、そこはもう集中的に県としてリー

 ドして残して普及させていくと。

　日本語でもそうですよね。やはりその全国でいろ

んな方言がある中で、東京の言葉を中心にして日本

語というものを標準語化して、きちっと文字表記と

してもそれを中心にしてやってきたという、そうい

うどこの国においても、１つの基準、標準になるも

のを定めてやっていったほうが効率がいいんではな

いかという、素人ながらに考えるんですけれども、

そういう議論は皆さんの中、あるいはまた専門家の

 中ではないですか。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　ただいまの金城委員からの御意見の声も県内では

 多々ございます。

　私どもも室の中で、そういったところも議論した

りするんですが、今おっしゃられた主に聞く機会が

多いという中南部につきましては講師養成講座です

とか、しまくとぅば検定とか、そういったところで

地域ごとに分けながら、その中で中南部で話されて

いるウチナーグチも普及、継承を図りながら、同じ

く他の地域の言葉も廃れないような形で進めていこ

うということで現在取り組んでいるところでござい

 ます。

○金城勉委員　もう時間もなくなったんで締めます

けど、ぜひこの事業は、沖縄の文化の基層になって

いる言葉ですから、頑張っていただきたいなと思っ

 ております。

　最後にですね、一般質問でも取り上げた県総合運

動公園の自転車競技場の件ですけれども、いろいろ

調査をしているというお話でしたけれども、調査結

 果は出ていますか。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　ただいま調査結果のデータを取りまとめて、今月

いっぱいで、３月末で調査結果をまとめる方向で進

 めているところです。

○金城勉委員　どうなりそうですか。 

○嘉数晃スポーツ振興課長　今、県内唯一の自転車

競技場ということでですね、県内に１つしかない自

転車競技場で隣接する北中城高校の部活でも利用さ

れているというところもありますので、ぜひともこ

ちらを活用して次の国体へ向けて、続けて使用でき

るというところができればいいのかなとは考えてお

 ります。

○金城勉委員　ぜひその方向で取組をよろしくお願

 いします。
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 　ありがとうございました。

○大浜一郎委員長　金城勉委員の質疑は終わりまし

 た。

 　新垣新委員。

○新垣新委員　歳入歳出予算事項別積算内訳書の

22ページ。そこに委託料の中９のＢｅ．Ｏｋｉｎａ

ｗａ多言語コンタクトセンター運営事業と、13のＢ

ｅ．ＯｋｉｎａｗａＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉ推進事業の

 対前年度比と成果を伺います。

○大城清剛観光振興課長　Ｂｅ．Ｏｋｉｎａｗａ多

言語コンタクトセンター運営事業は、外国人観光客

が安全・安心に沖縄観光を楽しめるよう、多言語コ

ンタクトセンターを設置し、外国人観光客からの問

 合せに対応しています。

　旅前からの渡航・県内観光情報の提供、通訳サー

ビス、台風災害等の対応サービスを行いまして、外

国人観光客の満足度やリピート率の向上を目指して

 おります。

　実績、成果のほうですね、本センターの今年度対

応実績について、２月末時点において、655件の問合

 せに対応しております。

　成果としては、観光事業者及び外国人観光客に係

る多言語対応のサポートを継続的に行うことにより、

外国人観光客の満足度向上及び沖縄観光の質の向上

 につながったものと考えております。

　Ｂｅ．ＯｋｉｎａｗａＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉ推進事

業については、Ｂｅ．ＯｋｉｎａｗａＦｒｅｅＷｉ

－Ｆｉの普及拡大、認知度及び利便性の向上を図る

ための事業でありまして、県では平成28年度より民

間事業者が有するアクセスポイントを県の統一的な

フリーＷｉ－Ｆｉサービスとして活用するＢｅ．Ｏ

ｋｉｎａｗａＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉを構築しまして、

官民連携でＢｅ．ＯｋｉｎａｗａＦｒｅｅＷｉ－Ｆ

 ｉの普及拡大を図ってきたところであります。

　令和５年度の取組としては、ポータルサイトのリ

ニューアルと併せて、ＧｏｏｇｌｅＭａｐの位置情

報と連携したＷｉ－Ｆｉマップの作成等を行ってお

ります。委託料としては、2500万円余りとなってお

 ります。

　また、令和６年度においては、世界的に普及が進

んでいる新たなＷｉ－Ｆｉであるオープンローミン

グを試験導入いたします。こちらは、Ｂｅ．Ｏｋｉ

ｎａｗａＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉをオープンローミング

対応して、世界中どこから沖縄に来ても接続手続な

しで自動的にＷｉ－Ｆｉへつなげる仕組みとなって

 おります。

　Ｗｉ－Ｆｉ整備については、限りある県予算を効

率的、効果的に執行しまして、また、持続可能な発

展となるよう官民の役割分担、連携を図りながら普

 及拡大に努めてまいります。

　令和６年度の委託料としては、1400万円余りを計

 上しているところでございます。

○新垣新委員　私１期目から、今までに至って度重

 なる質問もして、質疑をやっています。

　改めて伺います。沖縄県は観光立県ですよね、伺

 います。

○大城清剛観光振興課長　国内有数の観光地があり

 まして、観光立県であると認識しております。

○新垣新委員　そこで伺います。 

　糸満市のひめゆり塔は県の施設です。それのどこ

を巡っても、やはりＷｉ－Ｆｉがつながらないとか、

そういった苦情が多過ぎる。もう、これどうにかで

きないかって言って、何回かやったんだけど、今回

予算にも反映されていない。観光宿泊税ができる前

に、後でこれで元を取れって言っても、何も今回、

 成果が出てないんですね。

 　その件について、部長、改めてどうですか。

　これとても大事なことなんです、平和観光を抱え

る糸満ですよ。糸満だけでなくて、ほかも同じよう

な情報が取れないということにおいて、本当に沖縄

県は観光立県と言えるのかと。もう本当に、私は悲

しさを感じているんですよ。もう観光客は嫌な思い

 をしているんですね、実際は。

　どうですか、部長。補正でもいいから組んでほし

 いんですよ。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　観光客の利便性

向上というところでですね、このＢｅ．Ｏｋｉｎａ

ｗａＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉ推進事業の枠組みは、持続

可能になるということで、官民の役割分担と連携を

図りながら、今、事業を進めておりまして、先ほど

課長からも説明いたしましたとおり、令和６年度に

おいては、さらに利便性を向上させるために接続手

続なしで自動的につながるような仕組みとか、そう

 いったものを導入しようとしております。

　今おっしゃる平和祈念公園の部分ですけれども、

現在の県有施設につきましては、企画部においてＷ

ｉ－Ｆｉ環境を整える事業をやっておりまして、平

和祈念資料館自体は５年度に整備するというふうに

聞いております。順次ですね、企画部の計画の中で

――どこまで公園全体に広げるとかいった部分はそ

の計画の中で進められていくものというふうに考え

 ております。
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○新垣新委員　平和祈念公園は県の管理です。これ

は平和観光とも絡むもので、企画部ともまたがると

 いうのも理解しました。

　ぜひ全て、摩文仁の崖の下までもできるように、

Ｗｉ－Ｆｉを広げていただきたいんですけど、部長、

企画部との連携等、いつまでにこれができるか改め

 て伺いたいなと思います。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　先ほど御説明申

し上げましたとおり、令和５年度に平和祈念資料館、

建物というか、その周辺になろうかと思っておりま

す。公園自体の整備につきましては、企画部の計画

の中でですね、順次進められていると思いますけれ

ども、観光部局としては観光客の立入りが多い場所

を優先的にできないかというような形の働きかけな

 り、調整はさせていただきたいと思います。

○新垣新委員　分かりました。 

　ぜひこの取組頑張ってください、期待しています。 

　続きまして、15ページの一般観光事業費のｅスポー

ツ関連基礎調査事業の約1600万円。これどういう中

 身ですか、伺います。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　ｅスポーツ関連基礎

調査事業につきましては、今回新規事業として提案

 をさせていただいております。

　現在、国内外で成長を続けるｅスポーツですね、

今後の沖縄観光においても、有望な観光資源であり、

また、新たなＭＩＣＥコンテンツとしても大きな可

能性が期待されているところで、具体的にｅスポー

ツは性別や障害の有無とか、年齢といった、この身

体的差異にかかわらず、誰もが同じ土俵で楽しめる

バリアフリー性というところも有しておりますし、

新しい観光コンテンツとして観光客数の増加にも寄

与すること、あるいはプログラミングとか、教育分

 野への活用も想定されるところです。

　このため、今回、新規事業としてｅスポーツの国

際大会とか、大規模大会の誘致促進等に資するよう

な基礎調査を実施したいとして、今回提案させてい

 ただいております。

○新垣新委員　沖縄県、今回新規事業でやると。 

　他の都道府県はどういった形でこの事業をやって

 いるか、事例はありますか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　他の都道府県でも、

ｅスポーツについて取り組まれているところはござ

います。都道府県、あるいは市町村においてもです

ね、大きな大会の誘致でありますとか、そういう施

設の整備というところも取り組んでるところはござ

 います。

　沖縄県としては、この離島県の中でどのような対

応をやっていけばいいかというところも含めてです

ね、基礎調査として取り組んでいきたいと考えてお

 ります。

○新垣新委員　分かりました、頑張ってください。 

 　続きまして、27ページです。

　14のスポーツアイランド沖縄形成に向けた付加価

 値構築支援事業、今年度の取組を教えてください。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　同事業においてはですね、スポーツを通じた産業

振興を図るために、スポーツ等、様々な産業の連携

による事業に対して補助金を交付して、新たなビジ

ネスモデルを創出する事業でございます。補助率が

３分の２で上限額1000万円という事業でございます。 

 　令和５年度は８件の事業を採択しております。

　主な取組、支援した事業といたしまして、琉球古

武道の技と型をＡＩ技術を使ってアプリ化するとい

う、そのアプリを見て、この琉球古武道を学んでい

る方々が自分の撮影をしたものをどのように型が習

得できているかというところを学べるアプリの開発

を行っている事業とか。もう一つの事例として、Ｓ

ＵＰがございます。これよく海でＳＵＰを行ってい

るんですけど、沖縄の北部のほうにはダムが幾つか

ありますので、ダムの湖面を利用したＳＵＰのツアー

の造成というところがございます。こちらは、海だ

となかなか波が荒くて子供たちもできないというと

ころなんですけど、静かな湖面で山に囲まれながら、

森林浴も含めたＳＵＰのツアーを造成する事業を

行ったりとかですね。あと、糸満市のほうでスポー

ツのサイエンスとウエルネスを設置するサービスと

いうことで、南浜公園のほうに、スポーツおきなわ

さんというところがデータ機器をそろえて、このア

スリートの方々のいろんな運動能力を測定していっ

て、運動能力の向上を図るための事業を行ったりと

 かしている部分がございます。

○新垣新委員　分かりました。 

　部長、ちょっと教えてほしいんですけど、スポー

ツって幅があると思うんですね、メジャーとか、マ

イナーとか。これスポーツアイランド構想って、ど

こまでのパイと幅でやるかというのは決まっている

んですか、どうなんですか。やっぱり沖縄って暖か

いから、いろんなメジャーからマイナーから、たく

 さん来たいというのはいるんですよ。

　そこに関して、どこまでの幅なんですか、この範

 囲内というのは。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　スポーツアイラ
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ンド構想について、２つの側面がありまして、実際

にやるスポーツ、そこは生涯スポーツ、自らやると

いうところの環境を整えるというところ、そこが生

きがいだったり、健康につながったりという部分が

 あります。

　もう１個は見るスポーツですね。スポーツコンベ

ンションの誘致ということで、見て楽しむという部

分があります。それがプロ野球であったり、サッカー

での試合だったり、国際大会であったり、その誘致

 という形の部分があります。

　そのスポーツのどれがという部分についてはです

ね、メジャースポーツからマイナースポーツまで幅

広く対象としますけれども、スポーツコンベンショ

ンに当たっては、まず、どういった形のスポーツが

沖縄のほうで多く経済効果があるかという部分につ

いては、優先度はある形にはなるかと思いますが、

競技スポーツ、やるスポーツという部分については

 幅広く対象としているところです。

○新垣新委員　ありがとうございます。 

　このスポーツアイランド構想は、やるというスポー

ツ、見るというスポーツの中で、リゾートホテルが

あるところにやっぱりメジャーからマイナーまでの

支援――何でこう言うかというと、スポーツ観光で

税収となって跳ね返ってくるからなんですね。市に

おいても、沖縄県においても、必ず入ってくるんで

 すよ。

　私、一般質問でもカヌーという――マイナーだと

思ってたんですけど、海外に行ったらメジャーだと

いう言い方をするものですから。そういう形で、も

う小さなものから、できるものからぜひホテルがあ

る地域をどうにかマイナーなものから稼ぐ力を、税

収と跳ね返るような、施策をもう一度練り直してほ

 しいなと思うんですけど、いかがですか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　スポーツコンベ

ンションの範疇に入るかと思いますけれども、そう

いうスポーツで沖縄に来ていただくということは、

平準化、年間を通して来ていただくという部分があ

りますし、地域地域の特性に応じた競技が呼べると

いうところの地域の分散化にもなるかと思います。

そういった部分で呼べるような、今言うホテル環境

であったりとか、あるいはそのフィールドであった

りとか、あるいは活用できるような施設であったり

とか、そういった部分の情報共有をしながらですね、

沖縄県のほうにはスポーツコンベンションという、

そういう発信するような機能を設けておりますので、

そういったところで情報を集約しながら、効果的に

 誘致できるように発信していきたいと思います。

○新垣新委員　最後になりますけど、27ページの３番

のスポーツツーリズム戦略推進事業。そこでもです

ね、どうにかこの大・中・小と人気のある、スポー

ツはこういった幅が広いと思うんですけど。観光で

稼ぐ、税収を増やすんだというこの市町村との連携

もここでもう一度育んで、チーム、組織をつくった

ほうがいいんじゃないかなと思うんですけど、市町

 村との連携はどうなっていますか。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　スポーツコンベンションの受入れというところで

は、市町村の皆様の協力、あと市町村の施設、あと

宿泊施設というところは、連携というのは非常に大

事だと思っています。委員がおっしゃるように、市

町村との連携がなければ、沖縄県としても、こういっ

 た取組が実施できないところでございます。

　今、例えばプロ野球のキャンプであれば市町村連

絡会というところを設けておりまして、受け入れて

いる市町村との連携会議を行ったりとか、あと、サッ

カーのキャンプを受け入れている市町村との連携会

 議を行っているというところがございます。

　あともう一つ。沖縄県では、スポーツ協会のほう

にスポーツコミッションという組織を設けておりま

して、県外、海外も含めて、スポーツの合宿、キャ

ンプ、トレーニングをしたいというところがあれば

窓口相談業務を行っているんですけど、そちらもス

ポーツコミッションのほうで各市町村との連携を図

りながら、今後、いろんなジャンルで、プロトップ

レベルからアマチュアまでの受入れ環境を整えてい

 こうという取組を行っているところでございます。

○新垣新委員　目指す姿――このスポーツ観光等で、

税収、金額、経済効果等、どのくらいを目指してい

 るんですか。

○嘉数晃スポーツ振興課長　お答えします。 

　総額で幾らというところの目標はございませんが、

例えばプロ野球ですと100億円、サッカーキャンプで

すと20億円というところで、経済波及効果が非常に

高いというところと、あと、冬場の観光の平準化に

 非常に寄与しているところでございます。

　沖縄はいろいろ環境整備、サッカーのグラウンド

も整備できているというところでは、次に目指すと

ころは、例えばラグビーのキャンプとか、あと、沖

縄は冬場に自転車のサイクルツーリズムも非常に効

果があるというところで、サイクリング練習、あと

マラソン、駅伝の練習とかもございますので、そう

いったところの受入れを行って、沖縄のほうに経済
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波及効果があるような取組を行っていきたいと考え

 ております。

○新垣新委員　頑張ってください。 

 　ありがとうございました。

○大浜一郎委員長　新垣新委員の質疑は終わりまし

 た。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、質疑時間の譲渡の確認）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　島袋大委員から、質疑時間の５分を西銘啓史郎委

員に譲渡したいとの申出がありましたので、御報告

 申し上げます。

　なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は着席する必要がありますので、

 御承知おきください。

 　では、西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員　よろしくお願いします。 

 　３部共通で聞いていますので、お願いします。

 　まず、令和６年度の総事業数を教えてください。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

　令和６年度の総事業費につきましては140事業にな

 ります。

　これは、冒頭に部長からも御説明がありましたと

おり知事公室に１事業移管されますけど、それを除

 いた事業数で140事業になります。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　令和５年は。 

○久保田圭観光政策課長　令和５年度は131事業にな

 ります。

○西銘啓史郎委員　令和６年度の新規事業の数を教

 えてください。

○久保田圭観光政策課長　令和６年度におけます新

 規事業数につきましては20事業になります。

○西銘啓史郎委員　同じく令和６年度のＣ経費、Ｄ

 経費の事業数及び予算額をお願いします。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

　令和６年度当初予算のうち、Ｃ経費につきまして

 は71事業で、30億440万6000円になります。

　Ｄ－１経費につきましては34事業で、27億2131万

 2000円となります。

　なお、Ｄ－２事業につきましては当部ではござい

 ません。

○西銘啓史郎委員　あと、Ａ経費での事業から教え

 てください。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

　Ａ経費につきましては、令和６年度におきまして

10事業です。予算額としまして、22億6100万円にな

 ります。

○西銘啓史郎委員　ありがとうございます。 

　次は、令和４年度の実績で結構ですが、文化観光

スポーツ部の総残業時間と対象職員１人当たりの残

 業時間数を教えてください。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

　令和４年度の実績になりますけれども、総時間数

 が４万3084時間。

　対象人数が136人になりますので、割りますと、１月

 当たり平均で26時間となります。

○西銘啓史郎委員　年間で結構です。全部局に年間

 で聞いたので。

　４万3084割る136で、316時間ですよね、年間平均

 で。

○久保田圭観光政策課長　そうなるかと思います。 

○西銘啓史郎委員　あと、配置定数の、令和元年か

 ら令和６年までの数字を時系列で教えてください。

○久保田圭観光政策課長　お答えいたします。 

　まず、令和元年につきましては、部全体で228人に

 なります。

　令和２年が237人、令和３年が146人、令和４年が

153人、令和５年が135人、令和６年が137人となって

 おります。

○西銘啓史郎委員　令和２年から３年で、90名近く

 減った理由を教えてください。

○久保田圭観光政策課長　令和３年度から県立芸術

大学が公立大学法人化されたことに伴いまして、定

 数から省かれているということになっております。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　ということは、県立芸大に携わっ

 た方が90名ぐらいいたという理解でいいですか。

○久保田圭観光政策課長　そのとおりでございます。 

　ちなみに、令和元年が99人で、令和２年が101人と

 なっております。

 　以上です。

○西銘啓史郎委員　実は、今３部局の内容を聞くと

 非常に気になるんですけれども。

　文化観光スポーツ部が定数136名で、平均残業が年

間316時間。農林水産部126、商工労働部で133なんで

すね。もちろん個人差はあると思いますよ、１人の

人が８時間を超えているとか。それを見ると、私、

136人が適正かどうかが分からないです。部長、それ

 をちょっと後で答えてほしいんですけど。

　実はもう一つ。商工労働部で、187事業で781億円

の予算でやっていますけれども、そのうちの一つは
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県単融資で640億円ぐらいなんですよ。残り140億で、

しかも県単融資は３人で担当しているというんです

ね。人数は262名いて、同じ事業金額で約140億です。

文化観光スポーツ部は137名で、約半分じゃないです

か。事業数と額は関係――何が関係するか分かりま

せんけど、しかも残業は2.5倍ぐらいあるわけですよ

 ね。

　ですから、圧倒的に僕は、文化観光スポーツ部の

人数が足りていないんじゃないかなという気がする

んですけど、この辺、部長はどのように把握されて

いますか、他部と比較してですけど。他部の数字を

持っていなければ、今申し上げたとおり、商工労働

部は133時間、農林水産部は126時間です、年間の平

 均の残業時間。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　組織編成に当た

りましては、毎年度、関係部局と各部局が、次年度

の事務量、新規事業であるとか予算額であるとか、

あるいは周年的な大型イベントがないかとか、そう

いったものを勘案しながら、事務事業の規模に見合

う、また一方で、効率的な組織になっているかとい

うことも勘案しながら、調整しながら定数をはめて

 いるところであります。

　今、時間外が比較的多いんじゃないかと。各部局

との比較というのは一概に言えないかと思うんです

けど、文化観光スポーツ部は出先機関がないという

ところもありますので、そういう意味合いでは、本

庁業務でどうしても時間外が出てくる場合がありま

すので、そういった部分で多いのかなというところ

と、もう一つは、観光も文化関連もスポーツも交流

も、土日にイベントが入ってきます。その部分は時

間外という形になって、できればその同一週で勤務

時間の割り振り、変更という形で対応していただく

ということもあるんですけれども、それができない

場合には、やっぱり時間外に跳ね返ってくるという

 ような事例もあるのかなと思います。

○西銘啓史郎委員　確かにいかなる事由はあるかも

しれませんけれども、全部局に申し上げているんで

すけど、やはりいろんな意味で働き方改革が求めら

れている中で、いろんな事業を遂行するため、令和

６年度の事業、先ほど言いました140事業ですか、総

 事業数で。

　農林水産部は353、商工労働部は187ですけれども、

その事業の数と人員がリンクするかどうか分かりま

せん。予算の額、先ほど言っていましたように商工

労働部は781億円ですけど、県単融資が640億あるわ

けですよ。それを除いた140億を、262名から３人引

 いたら259名でやっているわけですよね。

　ですから、そういう見方をする中で、いろんな理

由があるにせよ、もう一度、業務の中身と、職員１人

に負荷がかかっていないのかも含めて、または課に

偏りがないのかも含めて、私はぜひ部長や統括監、

課長も含めてしっかり見てほしいと、これはもう全

部局にお願いをしていますけれども。そうじゃない

 と、恐らく県の職員は大変だと思いますよ。

　この2024年に継続もある、新規もある、いろんな

意味でやろうと思うけれども、厳しい、きつい。も

しかすると、これは私がある企業を回ったときに言

われたんですけど、働き方改革に対して、こういう

ことをやりました。我々もとにかく、給料も上げな

きゃ駄目。片方では、残業時間を減らせと言われる。

アクセルとブレーキを踏まれているようなものだと

いう言い方をしていました、ある会社の社長が。そ

れをやると、車なら転倒しますよということだった

んですね。アクセルを踏もうとしているのに残業を

減らせと。極端な話、例えば残業代を毎月５万円も

らっている人が残業を半分にして2.5万円になった

ら、給料が１万円上がっても、手取りは上がらない

 ということを言ってました。

　ですから、全てがそうじゃないにしても、大事な

ことは、まずは、僕は職員のモチベーションだと思

います。先週金曜日に内示が出たと聞いていますの

で、先ほどもちょっと言いましたけど、内示で100点

満点ってないですよ。みんなが満足する人事は僕は

できないと思っていますので、そこはぜひ部長、課

長が、部下に対していろんなことをコメントしてほ

しいですし、モチベーションを上げるための努力を

 してほしいと。

　すみません、予算の話に入る前に申し上げていま

すけど、先週ＮＨＫのきんくるを見ました。ですか

ら、ぜひ管理職の方々が、いかに部下に対して目配

り、気配りができるかというのが、僕はこの2024年

の事業をどうこなすかの大事なポイントだと思って

 います。

　それともう一つ。ごめんなさい、私がしゃべって

ばかりで恐縮ですけど、要は、ある事業をするとき

に、もっと夢があったらいいなと思いますね。わく

わくするような、何か我々からも指摘されたり、本

当に効果があるのかというときに、効果がないとい

うのも効果があると言わざるを得ないような事業も

 幾つかあると思うんですよね。

　ということで、その中で質問たいことは、先ほど

金城委員からもありましたしまくとぅば普及事業
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7400万円、前年と同じ額が出ています。私、目標が

変わったことを知らなかったんですよ。担当から聞

いてびっくりしましたけど、当初は88だったのが、

60に変わったんですかね、令和５年度から。13年度

 の目標が、最終年度。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

 　お答えします。

　令和５年度から令和13年度の９年間、しまくとぅ

ば普及推進計画の２期計画が今年度から始まってご

 ざいます。

　第１期計画は令和４年度までだったのですが、そ

のときの目標は第１期計画の最終年度の令和４年度

 が88％という目標でございました。

　令和５年度から始まっている第２期計画の最終年

度の令和13年度の目標値を60％――しまくとぅばを

挨拶程度以上話す方の割合ということで、修正した

 ところでございます。

○西銘啓史郎委員　私、何度か申し上げていますけ

ど、しまくとぅば自体は否定していないんですよね。 

　ただ、この事業は10年近くやっていて、７億近く

かけていて、88％の目標に対して39％しか行かなかっ

たということは、やり方を変えるか、何かを変えな

きゃ駄目だと思うんですよ。もっと言うと、目標を

下げたのであれば、かける予算を僕は下げるべきだ

 と思います。私はですよ。

　もう一つ。学校の先生方と話をしたことはありま

すか。しまくとぅば読本ですか、配りましたけど。

皆さん、その辺はどう聞いていますか、学校の教頭

 先生や先生方。教育庁の仕事かもしれませんけど。

○翁長富士男文化振興課しまくとぅば普及推進室長

　私どもで、教育庁のほうと何回か意見交換をして

 いるところでございます。

　教育庁のほうから聞くところによりますと、教員

の方々でしゃべれない方がいるというところで、し

まくとぅばの教育が進まない一つの要因になってい

るのかなというところで考えているところでござい

 ます。

○西銘啓史郎委員　私も、那覇市内の教頭先生、何

名かと話をしましたよ。そうすると、教育庁から、

また子供の英語教育もしっかりしろと来ると。時間

 を取るのも大変だと。

　先ほどおっしゃった先生がしゃべれないというの

もあるんですけど、申し上げたいことは、英語教育

としまくとぅば教育のどっちが重要かと言われたら、

私個人はですよ、子供の英語の教育のほうが重要じゃ

 ないかなという気はしています。

　申し上げたいことは、この間、琉球舞踊の道場の

ほうも回りましたけど、全部ボランティアで教えて

いるわけですよね。ですから、そういう方々へ沖縄

の文化、伝統芸能を含めて、そういう人たちに予算

を回すようなこともあってもいいんじゃないかなと

いう気がしているので、しまくとぅば事業自体は否

定しません。しまくとぅば県民大会も行きました、

 嘉手納に。

　ですから、くどいですけど、もう一度事業を見直

すなり、やり方を見直さないと、学校への負担、も

ろもろ、受け手の子供たちがどう受け止めて勉強し

ているかも含めて、生の声を聞いたほうがいいと思

 います、私は。

　それは、ぜひ今後を含めて、今年度の予算も含め

てですけど、しっかり検討していただければと思い

ます。部長、この件について何かあれば教えてくだ

 さい。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　しまくとぅばの

目標に対して実績のほうがかなり追いついていない

という状況については、しまくとぅばを使う世代が

高齢化しているというところで、話せる人が徐々に

減っているという部分、それから、日常的に使う機

会が少なくなったというような部分が挙げられるか

 と思います。

　どう効率的にしまくとぅばの話す機会を増やして

いくかというところの部分について、今、学校現場

に対して、学校の先生方が教えられるような形の講

師の養成――講師というか学校の先生方へ指導をし

たり、あるいは教材を作成したり、マニュアル化で

きないかというようなことをやったりとか、あるい

は、家庭のほうで、子供を持つ親世代に教えていた

だくような形をアプローチできないかとか。そういっ

た部分に関しては、地域地域で活動している団体の

ほう、実際の話者の方々、その方々のお力を活用で

きないかと、そういった部分をいろいろ毎回工夫を

 しながら取り組んでいきたいと思っています。

○西銘啓史郎委員　では、次に行きたいと思います。 

　先ほど、ＭＩＣＥの経済波及効果は何億円とおっ

 しゃいましたか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　開業12年後で、551億

 円です。

○西銘啓史郎委員　これは、今の宜野湾のコンベン

ションセンターへの影響は加味している、していな

い――例えば宜野湾は幾らか下がるとか、その辺を

 加味していますか。単純な需要増。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　需要増と考えており
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 ます。

○西銘啓史郎委員　ということは、コンベンション

センターは影響はないと。宜野湾は維持できた中で、

 単純増という理解でよろしいですか。

○小浜守善ＭＩＣＥ推進課長　沖縄コンベンション

センターについても、我々の管理する施設でござい

ます。コンベンションセンター展示棟が、今一番大

 きい施設展示棟のほうで約2500平米。

　大型ＭＩＣＥ施設の展示施設については１万平米、

約４倍のものがございます。そのほか会議室、多目

的ホールということで、大型ＭＩＣＥ施設について

 は、大規模な催事を受け入れていく。

　これまで沖縄のほうにも、大規模な催事のリクエ

ストといいますか、多々ございました。そういう部

分について大型ＭＩＣＥ施設で取り入れて、また、

沖縄コンベンションセンターは、中小規模な催事と

 いうところを生かしていきたいと考えております。

○西銘啓史郎委員　では、続いて観光人材不足で、

無人化、省人化の取組とありますけれども、先日、

新聞で見た記憶があるんですけど、観光バスでＧＰ

Ｓを使った案内、要はガイドがいなくてもできるよ

うなものを見た記憶があるんですけど、これは誰か

把握されていますか。どこの会社がつくって、どう

 やって開発したか、分かれば教えてください。

○大城清剛観光振興課長　ビューローのほうからそ

の話は聞いておりまして、やはりバスガイドがかな

り不足しているので、この音声とかビデオとか、そ

ういうのを使って、バスの中で例えば修学旅行生と

かを案内していると、そういう事例があるというこ

 とは聞いております。

○西銘啓史郎委員　事例があるだけで、それをどこ

が開発して、どれぐらいの予算で――要は、県とし

てこれを支援する意思があるのかないのか、この対

象になるのかならないのかをお聞きしたかったんで

 すけど。

○大城清剛観光振興課長　先ほどの事業者はＨＩＳ

がやっているということで、支援の対象のほうにも

 なります。

○西銘啓史郎委員　ぜひ、そういったことをどんど

ん――ガイドさんがいないことをＡＩ、またはＧＰ

Ｓを使ってできるということは僕はすばらしいこと

 だと思うんですよね。

　よく観光施設でも回りながら、日本語と英語とチャ

ンネルを選んでできるじゃないですか。ぜひそうい

うのも早めに導入していただいて、ガイド不足のこ

ういったものを補うこともぜひ検討してもらいたい

 と思います。

　ちょっと最後に１点だけ。先ほど仲村委員からあ

りました観光目的税ですけれども、ツーリズム産業

団体協議会が非常にいい資料をまとめてもらってい

 ます。

　その中で私ちょっと個人的に思うことは、日本国

内の形をまねるんじゃなくて、例えばハワイ州の実

態がどうなっているか部長、把握されていましたら

 教えてください。

○川上睦子参事監兼観光政策統括監　ハワイ州の宿

泊税は全ての宿泊施設で課税されて、税率は10.25％

のハワイ宿泊税と、また各市と郡で課税している３％

のホテル税、それを合わせて13.25％となっておりま

 す。

　これは2022年度会計での実績なんですけれども、

税収の約87％を一般会計予算として活用しており、

その他の予算をハワイコンベンションセンターの運

営資金、また自然資源の保全ですとか観光施策等に

 活用されていると聞いております。

○西銘啓史郎委員　あと、ＨＴＡ、ハワイ・ツーリ

ズム・オーソリティー――ハワイ州観光局、そこへ

も何億円か行っていると聞いたことがあるんですけ

 ど、それも把握していますか。

○川上睦子参事監兼観光政策統括監　2022年度から

は、ＨＴＡ――ハワイ州観光局に対しては、専用的

に資金は配分していないということになっておりま

 す。

○西銘啓史郎委員　部長、宿泊税の話はコロナの前

にあったじゃないですか、ある程度方向性が決まっ

 て、ただコロナで消えて。

　今、ホテル業界からすると非常に否定的ですよね。

いろんな人の問題も課題があって、令和８年から導

入を目指していると聞いていますけど、私はハード

 ルが高いと思っているんですね。

　これをどう解決するかはもちろん、行政、それか

ら市町村、あと業界、それに政治的な判断が入るか

どうかは別としても、私個人的には、もちろんアメ

リカと日本は違う、ハワイと沖縄はある意味では同

じ１つの県、州ですから、法律でできなければ条例

でどうするかも含めて、また特区がいいのかも分か

りませんけれども、何らかの形をやらないと、私こ

 れ収まらないと思いますね、恐らく。

　ですからここは、もう最後になりますけど、いろ

んなヒアリングをしているとおっしゃいましたが、

ぜひ、お互いが歩み寄れるところをしっかりと、過

去だけにとらわれないで新しい発想で何か考えて
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いってみてはどうかと思いますが、最後に部長、そ

 の件、お願いします。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　沖縄が世界に誇

れる観光リゾートとして発展することを目指すため

の税の必要性という部分については、観光業界、そ

れから関係市町村とも、その必要性と目的について

 は理解しているところであります。

　今、論点となっている使途であるとか、税率であ

るとか、あるいは運用の仕方とかという部分につき

ましても――目的について理解は徐々に得られてい

るというところがありますので、その目的に沿った

使い道とかという部分と、それを確保するためにど

うするような税の仕組みにすればいいのかという部

分については、論点を絞りながら丁寧に議論してい

くような形で、導入に向けては丁寧に進めていけれ

ば進むのかなというふうに思っていますので、引き

 続き丁寧な協議を進めたいと思います。

○大浜一郎委員長　西銘啓史郎委員の質疑は終わり

 ました。

 　島袋大委員。

○島袋大委員　私で最後の質問になると思っていま

 す。

　２点、聞きたいんですけれども、まず新規事業の

持続可能な国際観光景観事業、道路の件だけれども、

 どの辺までこの議論は進んでいますか。

○大城清剛観光振興課長　次年度予算のほうが、国

のほうから内示をいただいた後、事業をしっかり執

行して、先ほど申しました４つの重点路線のほうで

 行うということが決まっていることでございます。

○島袋大委員　土木建築部との連携ということで、

 どのようなスキームづくりをしていますか。

○大城清剛観光振興課長　次年度は専門家などの景

観アドバイザーを要する中長期的な沿道景観の維持

管理体制を構築、緑化目標像の設定、修景設計を行

い、また、官民連携の取組を推進し、重点管理路線

 全体に係る計画等を策定する。

　そして、重点管理路線の整備として、県内におい

て整備された重点管理路線における最重点管理区域、

モデル区域４か所程度について、実施設計、植栽基

盤等改良、高木低木更新、現場技術業務等をモデル

 的に実施する。

　そして、関係機関、国、市町村などとも連携し、

重点管理路線と関連するエリアの必要な整備を行う

 ということが計画として上がっております。

○島袋大委員　この事業は歴代の沖縄担当大臣が沖

縄に来るたびに空港からの幹線道路を含めて全部視

 察させました。

　今まで一括交付金ではこれは該当しないから、ど

うにかできないだろうかということで内閣府の知恵

 をつけてもらってやっているんですよ。

　この中身はぐだぐだ書いているけどさ、景観をど

うにかしてほしいということで、このロジックを使っ

てやっているんだけれども、要は、ああいう草も生

えまくって撤去する金がないからこういった形でや

るんだけれども、この予算というのは技術的に草が

生えないような形でどうにかできないか――マット

を敷くとか、こういう形を土木建築部と連携しなが

らスキームづくりしないと、その次年度は予算つか

 ないよということなんですよ。

　なぜなら我々がこれを運動してきたから。だから

僕は聞いているんですよ、部長。これ３億円という

のは重要な金額――きちんとスキームづくりして、

指定する４線道路を決めるのであれば、ここにこの

人工芝を張るのかどうするのかとやらないと。その

中では造園業者がいろんな面でこの仕事取っている

中で厳しくなるかもしれないけれども、造園業者は

上側の伐採をしてもらって、下側はそういった形の

工夫をできないかということの入り口論での３億円

 なんですよ。

　これができればもっと予算が倍掛けになる可能性

 があるんだよ、令和７年度から。

　だから、こういったことを聞きたいのに、我々の

努力も分かってくれという話ですよ。その辺はどう

 考えていますか。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　内閣府のほうか

ら、世界に誇れる観光地にふさわしいという景観の

創出が必要だということで、内閣府主導で県への補

助金という形で、ソフト交付金とは別建てで、内閣

の一括計上予算としてこの事業は仕組んでいただき

 ました。

　おっしゃるとおり、重点路線４地域ほどをモデル

地域として事前に整備するんですけど、その中では、

植栽基盤改良というところで、今後の維持管理の効

率性とかいう部分も検討されるというふうに聞いて

おります。また、景観アドバイザーなどの専門家を

交えて、中長期的な維持管理体制を構築すると。こ

の維持管理体制の部分については、地域の自治体で

あるとか、皆様も巻き込んだ持続可能な体制を構築

 するというふうに聞いております。

　予算のほうは、文化観光スポーツ部が窓口となっ

て、土木建築部と連携して予算のほうを措置してい

ただいております。そこは世界水準の観光地にふさ
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わしい良好な沿道景観を実現するという目的が観光

振興に資するというところで、窓口となって予算措

置をしておりますが、執行に当たりましては、土木

建築部のほうが中心となって、我が部と連携しなが

 ら執行させていただくこととなっています。

○島袋大委員　まさしく部長がおっしゃったように、

要するに、どうこじつけしても土木建築部には予算

 が行かなかったんだよ。

　だから、観光というこのキーワードを使って、ど

うにかしてくださいということで詰めての予算なん

ですよ。これは分かる。だから、そこを大変――声

を大きくしゃべっていても怒ってはいないですよ。

これは重要なことだから、入り口論をきちんとして

もらえれば、幾らでもこの実績をつくって予算をつ

けられるんですよ、こっちはね。だから、そこを大

事にしてほしいという意味ですよ。僕は、何やかん

 や茶々を入れるつもりもない。

　これは我々が言ってきたから達成できるような形

になるんだから。ここはもうちょっと沖縄振興調査

会にも強く言って、沖縄来るたびに現地視察でこう

いう状況ですよと言っている立場上さ、きちんとし

たことを入り口からやってもらえれば、ほら言った

でしょというのが言えるわけですよ、こっちも。だ

から、その辺は頑張っていただきたいですよという

意味ですから、何も文句じゃないですので、頼むと

いうことですので、よろしくお願いしたいと思って

 います。

 　もう１分しかないから、次、移ります。

 　もう一点、南米事務所。

　去年南米に行きましたけれども、３回目ですから、

３回目とも話はいつも事務所をつくってくださいね

 と。あーうーあーうと言って終わりなんですよね。

　もう次に行くときはうそつきと僕言われますので、

もう次はどうしようかな、ほかのところ行こうかな

と思っていますけど、この辺の入り口のつくりはど

 うなりますか、次年度に向けての。

○仲村卓之交流推進課長　お答えします。 

　人材交流を中心とした新事業・共創ネットワーク

事業という新規事業を次年度に実施いたしますが、

その中の一つとして、南米ウチナーネットワーク発

 展可能性調査というものを実施する予定です。

　その中では、今後の沖縄と南米の人的交流の可能

性と、あと経済交流の可能性、そういったものにつ

なげていくような調査というものを実施する予定と

 なっております。

　その調査結果を踏まえて、連絡事務所の可否、必

要性、どこにつくるとか、そういったことは検討し

 ていくことになるかと思います。

○島袋大委員　もうＪＩＣＡにしても、ＪＥＴＲＯ

にしてもつくったほうがいいですよという話でした

し、また、県人会の皆さん方もブラジルをはじめ、

ボリビア、ペルー、アルゼンチンも含めて、どうし

ても情報の共有をするために事務所をつくってほし

いというのが本音であって。その最大の都市がブラ

ジルのサンパウロを含めてだから、あれだけのすば

らしい建物があるんですから、その中に部屋は幾ら

でもあるはずですから、そこの職員を――こっちか

ら行かせるということじゃなくて、あれだけ県人会

が頑張っているんだから委託という形を取りながら、

当初、沖縄の事務所をつくるときもそういった委託

 をさせて、いろんな形で回したはずですから。

　今、調査が入ると言うけれども、次年度で調査を

入れて、内々的には早めに動いて――知事も副知事

も大変だと思う、行くたびに要請されて大変だと思

 う。

　これもやるということでの前向きな姿勢であれば

非常にいいと思いますけれども、それをきちんとま

た、次年度に向けて、部長もそのまま残られるとい

 うことであれば、その意気込みを……。

　そうか、失礼しました。じゃ、総務部長になって

も予算をつければいいじゃないですか。その辺の意

気込みを込めて、もう締めますけど、どうぞお願い

 します。

○宮城嗣吉文化観光スポーツ部長　次年度、その事

務所設置に向けたニーズ調査をやっておりますので、

その調査に当たっては、南米のほうの活躍されてい

る県人会のほうからも情報収集をしたり、あるいは

その関連の企業の状況、企業側のニーズというとこ

ろの部分も把握しながら、その調査結果を踏まえて、

どういった形なら設置できるのかということを含め

 て引き続き検討したいと思います。

○島袋大委員　次期、宮城総務部長、よろしくお願

 いします。

 　以上です。

○大浜一郎委員長　以上で、文化観光スポーツ部に

 係る甲第１号議案に対する質疑を終結いたします。

 　説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　予算調査報告書記載内容等についてを議題といた

 します。
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　総括質疑については、去る３月８日及び本日の質

疑において提起する委員はおりませんでしたので、

 念のために御報告を申し上げます。

　次に、特に申し出たい事項について御提案があり

 ましたら、挙手の上、御発言をお願いいたします。

　先日、調整しました飼料高騰等の畜産業に関する

 附帯決議をちょっとやりたいと。

　実は、これは令和４年のときも申出事項の内容と

して、円安や燃料の高騰等でこの配合飼料価格が２年

ほど値上がりしていると。ウクライナ情勢等も相まっ

て、畜産経営が厳しい現状にあることから支援を強

化することが求められるという文言を申し出ている

 わけですよ。

　その辺のところを今回も申出として提起してもら

いたいなというふうに思っているんですけど、よろ

 しいですか。

　これをきちっと予算特別委員会のところの議決に

反映をさせてもらって、関連して19日には参考人招

致としてしっかり議論していただいて、請願ですか

 ら、じゃ、採択もしますよと。

　しかしながら、採択して終わりですというふうに

はならないでしょうということで、委員会として、

しっかりと知事にも申入れをさせていただくという

ような形にしようと思っています。だから、19日は

だから、できるだけ早めに委員会を終了したいので、

イメージを持っていていただきたいと思っています。

　そのようなことで特に申し出たい事項ということ

で、この畜産関係の支援の強化について、附帯決議

としてやるという申出をすることに御異議ありませ

 んか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大浜一郎委員長　御異議なしと認めます。 

 　ほかに、御提案はありませんか。

      （「提案なし」と呼ぶ者あり） 

○大浜一郎委員長　提案なしと認めます。 

　以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

 結いたします。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、特に申し出たい事項については

委員長において各委員の意見をまとめた上

で報告することで意見の一致を見た。） 

○大浜一郎委員長　再開いたします。 

　ただいま提案がありました特に申し出たい事項に

つきましては、予算特別委員会に報告することとい

 たします。

 　次に、お諮りします。

　これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

 すが、これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○大浜一郎委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

　なお、予算調査報告書は３月13日水曜日正午まで

にタブレットに格納することにより、予算特別委員

 に配付することになっています。

　また、予算特別委員の皆様は、３月14日木曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定になって

 おります。

 　以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

　次回は、３月19日火曜日午前10時から委員会を開

 きます。

 　委員の皆様、大変御苦労さまでした。

 　本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。 

 

　　委　員　長　　大　浜　一　郎 
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月11日 (月曜日)  

　開　会　　午前10時５分 

　散　会　　午後４時８分 

　場　所　　第４委員会室 

本日の委員会に付した事件 

１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予 

  算（教育委員会所管分）

  ２　甲第21号議案 令和６年度沖縄県病院事業会

計予算

３　予算調査報告書記載内容等について 

出席委員 

　委 員 長　末　松　文　信 

　副委員長　石　原　朝　子 

　委　　員　小　渡　良太郎　　新　垣　淑　豊 

　　　　　　照　屋　大　河　　比　嘉　京　子 

　　　　　　喜友名　智　子　　仲宗根　　　悟 

　　　　　　瀬　長　美佐雄　　玉　城　ノブ子 

　　　　　　上　原　　　章　　 

欠席委員 

　　　　　　なし 

説明した者の職・氏名 

　病 院 事 業 局 長　　本　竹　秀　光 

　　病 院 事 業 総 務 課 長　　宮　城　和一郎 

　　病院事業総務課新型コロナ    
當　銘　哲　也

 

　　ウイルス感染症対策室長　　 

　　病院事業総務課病院総務　　
平　田　いずみ

 

　　事 務 セ ン タ ー 室 長 

 　　病 院 事 業 経 営 課 班 長　　山　里　修　一

 　　病 院 事 業 経 営 課 班 長　　北　川　征一郎

     病 院 事 業 経 営 課 班 長　　上　間　正　智

 　　病 院 事 業 企 画 課 長　　照　屋　陽　一

 　　病院事業企画課医療企画監　　中矢代　真　美

 　　病院事業企画課看護企画監　　徳　嶺　恵　美

 　　北 部 病 院 長　　久　貝　忠　男

 　　中 部 病 院 長　　玉　城　和　光

　　南 部 医 療 セ ン タ ー ・　　
福　里　吉　充

 

　　こども医療センター院長 

　　宮 古 病 院 長　　岸　本　信　三 

 　　八 重 山 病 院 長　　和　氣　　　亨

 　　精 和 病 院 長　　屋　良　一　夫

 　教 育 長　　半　嶺　　　満

 　　総 務 課 長　　諸　見　友　重

 　　教 育 支 援 課 長　　大　城　勇　人

 　　施 設 課 長　　平　田　直　樹

 　　学 校 人 事 課 長　　池　原　勝　利

 　　働 き 方 改 革 推 進 課 長　　上江洲　　　寿

 　　県 立 学 校 教 育 課 長　　崎　間　恒　哉

 　　義 務 教 育 課 長　　宮　城　　　肇

 　　保 健 体 育 課 長　　金　城　正　樹

 　　生 涯 学 習 振 興 課 長　　米　須　薫　子

 　　文 化 財 課 長　　瑞慶覧　勝　利

 3ii4

○末松文信委員長　ただいまから文教厚生委員会を

 開会いたします。

本日の説明員として病院事業局長、各県立病院長

 及び教育長の出席を求めております。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

 いて」に係る甲第21号議案を議題といたします。

病院事業局長から病院事業局関係予算の概要の説

 明を求めます。

 本竹秀光病院事業局長。

○本竹秀光病院事業局長　おはようございます。 

それでは、病院事業局所管の甲第21号議案令和６年

度沖縄県病院事業会計予算について御説明申し上げ

 ます。

令和６年度沖縄県病院事業会計の予算案の作成に

当たりましては、持続的な経営の健全化を目指す予

算を作成すること等、３つの基本的な方針の下で予

 算を編成しております。

 それでは議案の概要について御説明いたします。

 59ページを御覧ください。

初めに第２条の業務の予定量について（１）の病

 床数は、６病院合計で2149床としております。

また、（２）の年間患者延数は、同じく６病院合計

 で136万6107人を見込んでおります。

（４）の主要な建設改良事業は、中部病院放射線

 治療センター改修工事となっております。

文教厚生委員会記録（第４号）
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第３条の収益的収入及び支出について、病院事業

 収益は689億9929万4000円を予定しております。

収益の内訳ですが、医業収益が589億5939万6000円、

医業外収益が98億2010万4000円、特別利益が２億

 1979万4000円となっております。

続きまして、病院事業費用は755億582万5000円を

予定しており、費用の内訳は、医業費用が728億1792万

4000円、医業外費用が21億9158万6000円、特別損失

が４億3631万5000円、予備費が6000万円となってお

 ります。

60ページに移りまして、第４条の資本的収入及び

支出については、施設の整備と資産の購入などにか

かる予算で、資本的収入は62億7170万4000円を予定

しており、収入の内訳は、企業債が39億5740万、他

会計負担金が22億9667万8000円、他会計補助金が

261万2000円、国庫補助金が1531万3000円、寄附金が

 1000円となっております。

次に資本的支出は84億6567万2000円で、支出の内

訳は、建設改良費が42億1878万1000円、企業債償還

金が42億4688万7000円、他会計借入金償還金、無形

固定資産、国庫補助金返還金、寄附金返還金がそれ

 ぞれ1000円となっております。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足す

る額21億9396万8000円は、損益勘定留保資金で補塡

 することとしております。

第５条の債務負担行為は、債務負担行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額について、県立病

院附属離島診療所等建替事業（伊平屋診療所）、令和

７年度、１億2043万6000円、八重山病院電子カルテ

整備、令和７年度、15億8671万2000円と定めており

 ます。

第６条の企業債は、限度額を39億5710万円と定め

 ております。

61ページに移りまして、第７条の一時借入金は、

 限度額を60億円と定めております。

第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用は、

各項の間で流用することができる場合について定め

 ております。

第９条の議会の議決を経なければ流用することが

できない経費は、職員給与費、交際費と定めており

 ます。

第10条の他会計からの補助金は、９億7078万2000円

 を予定しております。

第11条のたな卸資産購入限度額は、薬品、診療材

料等の貯蔵品に係る購入限度額について、143億427万

 3000円と定めております。

 次のページをお願いします。

第12条の重要な資産の取得及び処分について、取

得する資産は機械備品で、磁気共鳴断層撮影装置、

ＭＲＩが１件、放射線治療システム１件、手術支援

ロボット１件、核医学診断用装置１件、Ｘ線撮影装

置１件、生化学・免疫検査システム１件、放射線情

報システム・医用画像管理システム１件と予定して

 おります。

以上で、甲第21号議案、令和６年度の沖縄県病院

 事業会計予算の概要説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長　それでは病院事業局長の説明は

 終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

 て行うことといたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

 る予算議案でありますので、十分御留意願います。

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱い等に

ついては、３月８日と同様に行うこととし、本日の

 質疑終了後に協議いたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いよう簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

信者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等あらかじめ述べた上で、該当するペー

ジを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたし

 ます。

質疑時間の譲渡についてでありますけれども、照

屋大河委員から、質疑時間の全てを比嘉京子委員に

譲渡したいとの申出がありましたので御報告をいた

 します。

それでは、これより直ちに病院事業局に係る甲第

 21号議案に対する質疑を行います。

 それでは、比嘉京子委員。

○比嘉京子委員　おはようございます。 

予算と決算のときのみ、各病院の院長先生たちと

意見交換ができる場所かなと思っておりますが、１つ

だけ、大枠だけをまず聞かせていただいてから通告

 したものに移りたいと思います。

まず、今回の予算は29億2000万円の増額となって

いますけれども、主な増額の内容についてお聞きし

 たいと思います。

○山里修一病院事業経営課班長　令和６年度当初予
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算におきましては、病院事業収益が689億9929万

4000円、病院事業費用が755億582万5000円となって

 おります。

医業収益においては、入院患者数の増等による収

益増が46億8000万円余り、一方で、医業外収益にお

いて、他会計補助金の減等による収益減が43億円余

 りとなっております。

一方、支出においては、医業費用で給与費、減価

償却費、経費等が増となり、こちらが29億6000万円

 弱の増となっております。

 あらましは以上です。

○比嘉京子委員　県からの繰入額は幾らですか。 

○山里修一病院事業経営課班長　令和６年度の一般

会計からの繰入金は、収益的収支予算と資本的収支

予算に繰り入れられる合計、合わせまして80億9500万

 円弱となっております。

○比嘉京子委員　この繰入額の中における離島増嵩

 費はお幾らでしょうか。

○山里修一病院事業経営課班長　離島増嵩費につき

ましては、過年度までは基準外繰入れで予算措置が

ありましたが、令和４年度以降に基準内の繰入れで

繰り入れられておりまして、例えば、不採算地区に

おける中核病院の経営に要する経費など、令和６年

度は２億8000万円弱ぐらいがありますけども、こう

 いった形で溶け込んで計上されております。

○比嘉京子委員　80億円の中にそれが入っていると

いうことですけれども、算定根拠、今日は聞きませ

んけれども、それが果たして離島にふさわしい金額

なのかどうなのかということもあると思いますので、

 後ほどお聞きしたいと思います。

では、通告した質疑に入りますけれども、令和４年

度の予算特別委員会におけるやり取りを少し振り

返ってみましたら、やはりコロナ対応に関して、ハー

ド、ソフトの面から各病院が、どのようなことに気

づき、そしてどのようなことが今後、提案できるの

かという質問をいたしました。それに対して、ソフ

ト面での共通課題として、県と市町村の連携強化、

それから非常時における地域医療機関との連携を話

し合う仕組み、いわゆるＢＣＰ策定などという提案

がありました。コロナが落ちついた今、コロナ禍で

気づいた現状から、どういうことを今、進めている

 のか。

お聞きしたいのは、１番目に、今言ったような地

域との連携ということで、もっときちんとした仕組

みが必要ではないかという点と、２番目は、コロナ

禍で顕著になった、産休、育休で人が足りない中に

おいて、感染する医療人も出てきたりして、非常に

人材不足に陥って困難だったと。ですから、ある意

味での病棟閉鎖した上で、特化した医療体制になっ

たというような意見が共通していたかなと思います。

それから、３番目に、ハード面では、それぞれの病

 院にそれぞれの意見がございました。

また、当時気づかれたことがあったら、北部病院

長からお聞きしたいと思いますので、よろしくお願

 いいたします。

○末松文信委員長　休憩いたします。 

　　（休憩中に、委員長から比嘉委員に対して具

　　　　体的に質問するようにとの発言があった。） 

○末松文信委員長　再開いたします。 

 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員　じゃ１番目と２番目を加味した北

部病院の内容ですけれど、北部病院はこれまで大型

機器や人工呼吸器など購入ができなかったけれども、

 コロナ関連予算で整備ができたと。

しかし、ＥＣＭＯを扱える人材が不足していたと

いうような御意見がありました。これを踏まえて、

北部病院の院長、お答えをいただければと思います。 

○久貝忠男北部病院長　ハード面に関しては、一定

 程度整備されたかとは思っています。

ちょっとピンポイントの説明でＥＣＭＯの話をさ

れてましたけど、ＥＣＭＯが扱える人材がいないわ

けではなくて、いるんですが、ちょっと少ないとい

うことで、実際、今回やっぱりこの感染症の場合は

人材をどうやって確保するかというのがとっても重

要で、私、この辺で考えたことは、要するに、今回、

デルタとオミクロンの２つの局面があるんですけど、

デルタのときなんかそうでしたけど、当初は役割分

担ということで重症者はどこそこ、軽傷者どこそこっ

て決まってはいたんですけど、実際、全県で感染が

拡大するとですね、当院でもレスピレーター患者を

見たりとか、妊婦を見たりとか、そういうことをやっ

 ていました。

だから、感染がどんどん拡大していくとマンパワー

不足というのは――日頃から足りない状況では、そ

 の辺は如実に出てくるのかと思ってます。

その辺で、一応ハード面は何とか整備させていた

だいたんですけど、人がいない場合はそれをどこか

に機能的に運ぶという、そういうふうなスキームが

 なかなかできていなかったかと思っております。

 以上です。

○比嘉京子委員　地域との連携の仕組みは、北部病

 院のほうはいかがでしょうか。
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○久貝忠男北部病院長　北部病院のほうは、前回も

申しましたけど、３者連携というのをいち早く立ち

上げていまして、そして医師会病院、あるいは、保

健所、そして医師会とで３者連携でいち早くこの辺

はかなり機能的にできて、むしろモデルケースになっ

 たのかと思います。

しかし、保健所が、意外と手薄でですね、疫学調

査も病院が担うようなことになったんで、その辺は

てこ入れしていったほうがいいのかなと思いました。 

あとは、特筆すべきは陽性者外来とかをつくって、

それがまた療養施設を差配する、これはまた次回に

 つながるいいモデルじゃないかと思っています。

あとは週１回のＺｏｏｍミーティングをやって、

各医療施設と、あるいは行政と、北部ですけどね、

その辺は十分に連携できたので、それは次回の感染

 症対応にも持ち越せると思っています。

 以上です。

○比嘉京子委員　ありがとうございました。 

では、中部病院の院長にお聞きしたいんですけれ

ども、１、２は同じで、３番目ですけど、中部病院

はまず建物の狭隘さから、いわゆる動線区分が非常

 に難しかったというふうに訴えておられました。

そして、やっぱり改築等の計画を立てていくこと

がまず必要ではないかというような御意見と、先ほ

ど私が１番目に申し上げたＢＣＰの策定等を発言さ

 れておられました。

この観点から、人材も含めて、課題等をお願いい

 たします。

○玉城和光中部病院長　お答えいたします。 

まず、ソフト面と、あと県市町村の連携強化等に

関するということに関しては、当院は御存じのよう

に大規模災害が起きた際、中部地域の病院間で連携

できるように７病院の協定を締結して、各病院長が

 参加するウェブ会議を開催してきております。

会議は、原則は月１回、非常時には緊急で開催で

きるようにした会議でしたけれども、県保健医療部

や子ども生活福祉部、あと中部保健所、地区医師会

 等も参加しておりました。

このように、組織や医療機関の枠を超えた取組を

当院が旗振り役となって運営して、この仕組みが今、

地域包括ケアシステムの構築にもつながっていくも

 のと考えております。

令和６年、この前の１月まで毎月定例開催してお

りましたが、今は有事の際の開催という形で仕組み

 は残して、今後も運用していく予定でございます。

あと、人材不足が顕著であったということに関し

ての質問のお答えですけれども、当院は令和５年度

もコロナウイルス感染による休職者が発生しており

ましたが、その数は今、徐々に減少し、令和６年３月

 １日の時点では休職者なしとなっております。

しかし、産休、育休による休職者は依然として多

く、令和６年３月１日の時点で77床が休床となって

 いるという現実がございます。

そして、中部病院の狭隘化に関しての質問ですけ

れども、中部病院の建物の改築に向けた検討は令和

５年８月以降、県立中部病院将来構想検討委員会に

 おいて進めております。

中部病院としては、建物の狭隘化に対する対応と

して、これ以上診療機能の拡張は物理的に困難な状

況と考えておりまして、建物の全面建て替えが望ま

 しいと考えているところでございます。

 以上です。

○比嘉京子委員　ありがとうございました。 

では、３番目に、南部医療センターのほうにお願

いしたいんですけれども、南部医療センターではコ

ロナ病棟と救急に特化してやられたというふうな報

告がありましたが、災害拠点病院としてこのように

特化することで何とか病院の役割を果たしたという

 ような御感想がありました。

 お聞きしたいと思います、お願いします。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター

院長　お答えします。 

まず、コロナが５類になって、自分たちで医療提

供体制を整えて連携するということが必要になりま

 した。

それで、私たち南部医療センターが主導して、去

年の11月、南部地区医師会、それから那覇地区医師

会の先生たちを招いて第１回の新型コロナ感染症に

 関する医療連携会議というのを行いました。

その後、連携に対する話合いはまだ継続している

 状態であります。

 ２番の人材不足です。

我々の病院も人材不足、特に看護師の人材不足と

いうのは深刻になっています。産休、育休、それか

ら病休を含めると約90人近い看護師が休んでいる状

態です。今、許可病床数としては435床の病床数ある

んですが、実質の稼働病床数としては400前後になっ

 ています。

 ３番目のハード面です。

ハード面は、コロナの補助金で人工呼吸器とかＥ

ＣＭＯの機械とか、我々に不足していたのは確保で

きるようになったんですが、当院は開設してから
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18年、老朽化と狭隘化が目立ってきてるわけですね。

それで、その設備の整備も行わないといけない。そ

れから、医療機器も、やっぱり老朽化があって更新

の時期を迎えているということで、計画的にそれを

整えていこうと思っています。我々が計画している

のはＰＩＣＵですね。ＰＩＣＵというのは小児のＩ

ＣＵですけど、それの後方ベッドとしてＨＣＵとい

うのがありますけど、そこの増設、新設を予定をし

ております。それから、外来化学療法室というのが

手狭になってますから、そこの拡張工事、増設工事

 も予定している次第です。

以上が南部医療センター・こども医療センターの

 概要です。

○比嘉京子委員　ありがとうございました。 

では、続いて、宮古病院は院内感染は経験しなかっ

たけれども、いかに院内感染を防ぐかということを

考えているということと、それから外来と救急の待

合室が非常に狭いと、狭隘であると、ですから発熱

外来と一般患者を分けて対応するにはどうしたらい

いのかということを考えているということで、市か

らの夜間診療所の無償譲渡をしてもらった上で、そ

の解消に向けて感染症対策に利用していきたいとあ

りましたが、どういうふうな状況になっておられる

 のか伺いたいと思います。

○岸本信三宮古病院長　それでは、委員の質問の１の

ほうから行きたいと思いますが、宮古島では、2021年

４月に爆発的な感染が発生し、医療崩壊寸前の状態

 に陥りました。

その際、県立病院、県本部、琉球大学、医師会、

民間病院、厚労省に加え、自衛隊派遣等により、こ

 の逼迫状況を乗り切った経緯がございます。

その後、宮古保健所に宮古コロナ本部を設置し、

沖縄県医師会の指導、宮古島医師会からの診療参加

により役割分担ができたことで、その後のオミクロ

ン株による患者数の増加にも医療体制が逼迫するこ

 となく、現在まで対応できている状況であります。

 続きまして、２の御質問に答えます。

宮古病院では、看護師の休職等による人材不足に

伴い、令和５年10月１日より、５階西病棟、地域包

括ケア病棟の定床45床のうち25床を休床し、現在20床

で運営をしておりましたが、新規採用及び派遣看護

師の受入れ等により令和６年３月１日より10床の稼

 働を再開して、30床で運営を行っております。

なお、令和６年度新規採用及び定期人事異動によ

り、令和６年４月１日から定床の45床で運用を再開

 する見込みとなっております。

これに伴い、派遣看護師の受入れも令和６年３月

 31日付で終了する予定となっております。

続きまして、質問の３ですね、先ほどハードの話

になりますけども、宮古病院では、救急待合室が狭

隘で手狭になっていることから、令和４年４月に宮

古島市から救急入り口に隣接する宮古島市夜間救急

診療所を譲り受けており、このスペースを改修し、

 救急待合室等の拡大を予定しております。

今年度は改修に係る実施設計を行い、令和５年12月

28日に施工業務の入札公告を行いましたが、応札が

なく、年度内の施工完了が困難となったため、令和

 ６年度に改修を行う予定としております。

改修後は、患者の待合室等の十分なスペースが確

保できることから、発熱患者と一般患者を適切に区

分けし、院内での感染拡大防止に従来より有効に対

 応できるものと考えております。

 以上です。

○比嘉京子委員　今の、応札がなかったという点に

ついてですけれど、令和６年度は金額等を見直して

その応札を受けてもらえるだろうというふうにお考

 えでしょうか。

 見通しはどうでしょうか。

○岸本信三宮古病院長　今ちょっと設計を変更しま

して、少し修正したものをつくりまして、応札に臨

んでいただきたいというふうに考えておりますので、

 もう少しだと思います。

○比嘉京子委員　分かりました。ありがとうござい

 ます。

では、八重山病院ですけれども、最初から重症患

者は本島に運ぶというやり方をしていたと思います。 

離島から本島への重症患者を搬送するため、環境

整備が必要だと訴えられておられました。ヘリポー

 ト建設の進捗状況はいかがでしょうか。

○和氣亨八重山病院長　委員の御質問の３つについ

 て、それぞれお答えしていきたいと思います。

まず、最初の医療圏ごとの地域全体でのＢＣＰ策

定という点についてですけれども、八重山医療圏に

おきましては、昨年の12月に沖縄県災害対策八重山

地方本部が、八重山地方版のＢＣＰ地震・津波編と

 いうものを策定しております。

八重山病院もこれに組み入れられており、地域で

唯一の災害拠点病院としての役割を果たしていきま

 す。

昨年の10月には、沖縄県総合防災訓練が八重山を

主会場として開催され、八重山病院もこれに参加し

ました。沖縄県、それから八重山の１市２町、地区
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医師会、消防、自衛隊、県警、あとその他団体を加

えて大規模な災害対策訓練を行いました。今後も、

災害発生時に備え、平時から防災機関相互の連携強

 化を図っていく予定です。

そして、医療機関同士の連携としては、八重山地

区の３病院連絡会議というものがあります。年に

３回、平時から定期開催をしており、また、災害時

に対しては迅速に連絡が取り合えるようＬＩＮＥグ

ループを活用した病院長間のホットラインも開設し

て、各院長の携帯電話がつながるようになっており

ます。このＬＩＮＥグループを利用して、昨年は、

８月に台風が１週間居座ったときだとか、あと12月

に石垣島で断水がありましたけれども、このときの

病院の対応について、こういった災害に対する相談

 をすることができました。

２番目の御質問ですね、コロナのときに職員が足

りなくなって病棟を閉鎖した、その後の状況という

 ことについてお答えします。

昨年は、石垣でも６月に第９波のピークがあって、

職員も少なからず罹患しましたが、このときは患者

の多くが軽症で、入院を要する患者が少なかったと

いうこともあって、病床を制限することなく、院内

 の運用と外部からの応援により対応いたしました。

職員に関しましては、八重山病院の場合、看護師

は会計年度任用を合わせて定数を30名を超えるぐら

いの職員はいるんですが、全員がフルに仕事できる

わけではなくて、病休とか産休、育休のために常に

一定数の休職者がありますので、実働数は常に不足

状態です。このため、コロナの流行にかかわらず、

病棟のほうは302床の許可病床に対して38床を休床し

て、稼働病床264床という小さいサイズで運用してお

 ります。

新興感染症の流行などで入院患者が急速に増える

状況に対応するには、稼働病床数を増やす必要があ

りますが、そのためには十分な数の実働職員を確保

することが課題となっています。離島であるがゆえ、

地元から確保するのには限界がありますので、八重

山病院としては今後、職員住宅を整備するなどして、

島外、あるいは県外からの医療者の確保を目指した

 いと考えています。

そして、３番目の御質問、ヘリポート建設の進捗

 状況についてお答えします。

ちょうど先週、３月６日にヘリコプター等添乗医

師等確保事業の今年度第２回の運営協議会がありま

した。陸上自衛隊第15旅団がまとめた急患ヘリ搬送

の実績報告があり、これによると、令和５年度は４月

からこの１月末までの10か月間ですけども、177件の

航空搬送があったそうです。そのうち、41件が八重

山から沖縄本島への搬送となります。平均すると、

八重山からほぼ毎週のように１人ずつ送られるとい

 うような勘定になります。

八重山病院には、病院に近接して利便性の高い暫

定ヘリポートがありますが、規模が小さく、自衛隊

の大型ヘリは離発着ができませんので、この41件の

八重山からの搬送は全て新石垣空港まで救急車で

20分かけて搬送して行われております。公共ヘリポー

トの設置に向けては、知事公室が各機関からの要望

を踏まえて検討を進めており、複数案の中から、八

重山病院敷地内、あるいは敷地に隣接したところの

３つ案に絞り込んで、昨年５月には現地で関係者会

議が開催されて、整備に向けて協議中であると伺っ

 ています。

八重山病院としましても、搬送環境の整備は重要

かつ喫緊の課題であると考えており、一日も早く公

共ヘリポートの整備方針が決定することを望んでお

 ります。

 以上となります。

○比嘉京子委員　事業局のほうにお聞きしたいんで

すけれど、あまりにもヘリポート建設の見通しが立

たない状況で、知事公室の防災担当にもちょっと連

絡を取ってみたりしているんですが、もし、沖縄県

の土地が必要だということになると、土木も入るか

もしれません。病院事業局だけではない連携プレー

が非常に必要な状況にあることは分かっているんで

すけれども、あまりにも長引き過ぎてるんではない

 かというふうに思います。

この委員会にも、竹富町からヘリポートの建設を

急ぐようにというか、お願いしたいという陳情も上

 がっております。

そういう中において、もう何年引っ張っているん

だろうかと思うぐらい引っ張っていると思うんです

けれども、やっぱり人命救助第一の問題なので、20分

かけて新空港へというようなことではなくて、もっ

と迅速に対応するために、もう少し協議が必要では

ないかなと思うんですが、この点についてはもう要

望だけにしておきます。あまりにも遅すぎるという

ことだけにしておきますけれども、これはちょっと、

前院長時代から引っ張っている懸案ですので、この

間に何らかの救急搬送の時間的な遅れでというよう

なことなどになることがあれば、ますます県立病院

の責任が問われるというふうに危機感を持っていま

す。与那国から運ぶとしたら、与那国まで来るだけ
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 で大変なことですよね。

そんなことを考えると、私はちょっとあまりにも

時間を引っ張りすぎているのではないかというふう

 に思いますので、ぜひお願いします。

最後にですけれど、精和病院は県立唯一の精神科

病棟として、政策医療を行っている病院です。民間

の精神科病院では対応できない医療になるというこ

とで、コロナの対応としても、既存の病棟１か所を

休棟にして対応したというふうにありますが、既存

の病棟というのは、ある意味で個室ではないという

状況があって、やっぱり、新設されるときには個室

も感染症も含めた、今後の病棟の在り方をぜひ検討

すべきだという御意見があったと思いますが、御質

 問いたしたいと思います。

○屋良一夫精和病院長　お答えします。 

３つ御質問あるということで、ソフト面での話か

らなんですけれども、コロナの蔓延時、一般科の病

院と異なりまして、精神科単科病院においては医療

圏ごとというところではなく、精神科病院全体での

 全県的な連携協力がありました。

当院、コロナ病棟を開設するに当たって、琉球病

院ほか民間病院に多くの患者さんを受入れていただ

き開設し、またコロナの受入れを行った状況の中で、

うまく効率よく回転できるように民間の精神病院協

会が後方受入れ病院を決めるというシステムを構築

していただいたことで、効率よく運用することがで

 きました。

受入れに関しましては、圏域でいうところで、琉

球病院が北で、うち精和病院が南で、大まかな受入

れの原則はありましたが、例外もあるというところ

 でその辺は臨機応変に行っていました。

今後なんですけれども、当院は南部医療センター

と統合をして、身体及び精神両方の患者を受入れ、

拡充をということで、非常時の両方の受入れ、災害

拠点病院をこれから目指すというところで、現在指

定されています精神の平安病院、琉球病院と中心に、

ほかの民間病院とも密な連携が必要であると考えて

 おります。

次の２つ目の御質問なんですけれども、人材不足

に関してなんですけれども、先ほどもちょっとお話

しましたけれども、ほかの病院に多数の患者さんを

受け入れてもらってコロナ病棟を開設したんですけ

れども、現在令和５年10月から一般病床に運用を変

 えてというか、一般病床として再開しております。

コロナのピークのときには精神科特有の感染対策

が十分にできない患者さんで、当院もクラスターを

 複数発生して職員の休業者が急増しました。

しかし、県内外から応援を受けて、コロナ病棟を

存続しながら精神科救急も並行して行い、病棟の閉

 鎖ということに陥ることはありませんでした。

令和６年２月１日時点で休業者は、育休による休

業者１名のみとなっており、病棟閉鎖などはありま

 せん。

最後、３番目の御質問なんですけれども、感染症

にも対応可能な個室主体の新設というところなんで

すが、現時点では感染症に対応する個室の新設は行

えていませんで、感染症の患者は現在既存の結核病

 床と、一般病床の個室で対応を行っております。

ただ、今後、精和病院の移転統合に併せて、結核

や新興感染症などに対応した陰圧個室を新設する方

向で、今お話を進めている最中で、一般病床のほう

もほぼ全室個室ということを想定させていただいて

 ます。

 以上です。

○比嘉京子委員　ありがとうございました。 

 部局別の25ページです。

そこの県立病院の課題のところに、病棟利用率の

向上とかって書いてあるんですけど、精和病院以外

でもいいんですけれど、人材不足のためにどれぐら

 い病床が閉鎖されているんでしょうか。

○徳嶺恵美病院事業企画課看護企画監　すみません、

先ほど各院長先生のほうから、稼働病床数を伝えて

いただいたんですけれども、看護のほうで毎月１日

時点の病床数、運用している病床数を確認しました

ところ、２月１日時点、北部病院が稼働病床数257床

中の257、中部病院が稼働病床数546床中の476床、南

部医療センターの通常の稼働病床数429床のうちの運

用病床が368床、宮古病院、270床中の245床が運用病

床数、八重山病院が264床中264で運用しています。

精和病院、200床中の175床で運用しているという報

 告を受けております。

○比嘉京子委員　最後の質問になるんですけれども、

いわゆる人が不足で病床を空けられないということ

 は収入も増えないってことですよね。

このことを考えると、事業局の方々に申し上げた

いんですけれど、企業局だから水道と皆さんしか、

県庁内では収益を得ているところがないわけですよ。 

その発想を転換しないと、人がいてこそ収益が上

がるということへの発想をしっかり持たないと、人

が少ないことで出費が少なくなるという発想ではな

いんですよね、これは医師も看護師もそう。でも、

このことはずっと慢性的なんですよ。この考え方を
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どう打ち破るかというのは、すごく課題だと思うん

です。もうずっと、年中と言ってもいいくらいに看

 護師不足なんですよ。

この看護師不足を、例えば、出産が８月、９月と

いったときに、産休に入る直前に人を採用しようと

すると、なかなか調達できないと思うんですよ、い

わゆる、その時期的なので採ろうとすると。それで

結局、それを引きずったまま、その上にコロナが来

 たので、もっと大変になったわけですよ。

そういうようなことを考えると、私は例えば、今

も工夫していらっしゃると思いますが、例えば、年

度が開けて、産休に入る人がいるぞとなったら、年

度の初めから採るぐらいの気概が必要ではないかと、

例えば、３月時点で。もちろん、出費が重なります

よね。だけれど、閉鎖するよりいいのかどうかも判

断して、年度の初めに採るということ。そういうこ

 とができないかどうか。いかがですか。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

今、御質問があった件に関しましては、従来から

お話しているとおり、年度途中にも育児休業等が多

く発生する場合には、基本的には補充の臨任職員で

充てるという方針ではあるんですけれども、年度当

初に正職員を多めに採用して配置する、いわゆる、

 加配という形で対応しているところでございます。

○比嘉京子委員　ずっと、病院事業局のこの問題、

何か新しい手法が必要ではないかと私は思っていま

 す。

これ、年から年中の話で、充足されている時期と

いうのは瞬間かも分かりませんが、常に不足を抱え

たまま病院を開けているという実態を、もっと工夫

のしようがあるのかどうかも含めて、ちょっと意見

だけで終わりますけれども、医師も含めて人材確保

の現状と課題について、最後お聞きして終わりたい

 と思います。

○中矢代真美病院事業企画課医療企画監　まず、医

師についての取組について、お答えさせていただき

 たいと思います。

医師の確保の策としましては、県内外の大学病院

等へ医師派遣を要請したり、地域枠医師の配置、就

業希望医師への視察ツアー、医師紹介会社の活用、

あと県立病院の専門研修における最終学年の専攻医

の１年間の離島、僻地への配置等に取り組んでいる

 ところです。

また、新たに負担軽減や定着を図る取組として、

 総合診療を得意とする医師の確保。

また、より高い専門性を研修できる診療体制、設

 備の精査などの検証を進めることとしております。

○徳嶺恵美病院事業企画課看護企画監　引き続き看

 護師のほうの説明をいたします。

看護師不足につきましては、３点原因があると思っ

 ております。

１点目に採用につながる応募者数の減少が起きて

 おります。

 ２点目が欠員の増加。

３点目が退職者数の増加と捉えておりまして、１点

目の採用につながる応募者数の減少につきましては、

これまでどおり、県内外の学校のほうの訪問であり

ましたり、就職説明会への参加を引き続き継続いた

します。今年度は、採用試験のほうを２回実施をし

 ております。

２番目の欠員増加につきましては、短時間勤務、

産前産後休暇、育休者の増加、また夜勤が困難な職

員の増加などとともに、先ほどの原因の３点目にあ

りました退職者の増加というのがありますが、中で

も新卒看護師の離職者の増加というのが今課題とし

 て挙げております。

離職防止の対策としまして、多様な勤務形態の工

夫でありましたり、業務負担軽減はこれまでどおり

取り組んでまいりますが、新採用職員の離職者防止

につきましては、コロナ禍により助長された看護基

礎教育の現場と臨床現場との乖離を解消するために、

現在教育現場と共同して就労継続できる環境の整備

 に向けて取り組んでいるところでございます。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

薬剤師に関しましては、内定者のうち国家試験合

格者を採用するということになっているんですけれ

ども、この国家試験を不合格になることによって、

 入職にならないというケースがございます。

そのことから、内定者のうち国家試験未合格者、

かつ希望する者に対しまして、国家試験対策予備校

に委託しまして、同校のオンライン講座を受講をし

てもらって、国家試験不合格による採用減の防止と、

入職前の人材育成を図るということが一つあります。

あと１点、採用試験前にダイレクトメールを送付す

るということも就職活動サイトの運営会社を通して

 やってございます。

 以上でございます。

○比嘉京子委員　今、薬剤師は何名不足していらっ

 しゃるのか。

○照屋陽一病院事業企画課長　令和５年12月１日時

点で定数92名のところ、79名の配置、欠員が13名と

 いうことになってございます。
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 以上です。

○比嘉京子委員　看護は何名必要なところ、何名で

 しょうか。

○徳嶺恵美病院事業企画課看護企画監　看護定数

 1933名のところ、70名の欠員になっております。

 以上です。

○比嘉京子委員　看護師の場合ですけれど、やっぱ

り、これ働き方の問題なのか、私がかつて調べたと

きに、看護師で定年まで迎える人というのは１桁だっ

 たと覚えています。

県立病院はそれぐらいに苛酷で、なかなか続けら

れないということがあって、そこは情報としてしっ

 かり回っていると思うんですね。

ですから、いろんな工夫が必要だと思われますけ

れど、ここ大きくネックだろうと思いますので、ぜ

ひ新たな発想の転換が必要ではないかということを

 訴えて終わります。

○末松文信委員長　比嘉京子委員の質疑は終わりま

 した。

 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員　お疲れさまです。 

私のほうからは、幾つか質問させていただきたい

んですが、まず、令和６年度予算の特徴、先ほど京

子委員からも二十数億円の増額というふうにありま

したが、令和５年度と比較しての新年度予算の特徴

 をお伺いいたします。

○山里修一病院事業経営課班長　令和６年度当初予

算は、沖縄県立病院経営強化計画の目標を達成する

ための予算とすることを基本方針とする病院事業会

 計予算原案作成方針に基づき編成したところです。

同計画では修正医業収支比率の改善と、単年度資

金収支の黒字化の２つの目標を掲げ、年度ごとの数

値目標を設定しており、各病院では令和６年度の数

値目標の達成に向けて、当初予算を見積もったとこ

 ろです。

 以上です。

○喜友名智子委員　ありがとうございました。 

次は、労務管理のシステム開発、委員会でも本会

 議でもお尋ねをさせていただきました。

今日、せっかく各病院の先生方がいらっしゃって

いるので、４月から本来始まる予定であった勤務管

理システム、各病院で今どのような進捗と課題を持っ

ているのか、病院ごとに現状をお聞かせいただけな

 いでしょうか。

○久貝忠男北部病院長　今の質問は、総務事務セン

 ターのシステムの話でしょうか。

これは令和４年11月ぐらいから、もう１年半ぐら

い前から始まっていることで、本来は今年の２月か

ら始まる予定ができなかったということですけど、

先行して北部病院はテスト稼働をさせていただきま

した。その中で幾つかの、問題といいましょうか、

知事部局のを運用しているんですけれど、病院事業

という特殊な環境、シフト制であったりとか、当直

があったりとか、あとは緊急呼出しがあったりとか、

そういうのはなかなか対応できないということで、

 ちょっと要望をさせていただきました。

現在は８月まで延期ということになりましたので、

今はどうしているかというと、従来のＴｉｍｅＮｅ

ｔｓというのを使って、北部病院は当初から時間外

もずっとＴｉｍｅＮｅｔｓで、紙を使わずにやって

いたので、その辺は今のところデジタル化できてい

るところです。それが、新しいシステムでは勤怠管

理と給与システムが引っつくということで、多少今

ちょっと混乱があるのかなと思っているところです。 

 以上です。

○玉城和光中部病院長　委員の質問にお答えします。 

稼働が今からではあるんですけども、当院も準備

として、まずは出退勤は全て電子化しているという

ことと、時間外についても今はもう管理も全て電子

化してシステムでやっているというところでござい

 ます。

そして、今引き続き病院現場と意思疎通をやる必

要、細かいことを行いながらやらないといけないと

ころもありますけれども、とにかく事務の効率化と

職員の事務の負担の軽減につながるような、可能な

限りの早期の追加機能の実装に取り組んでいこうと

いう形の動きを今はやっているところでございます。 

医師の働き方改革が、もう来月から始まりますけ

れども、システム外で勤務間インターバルを確保す

るための集計など一定の業務が生じるということも

ありますので、そこのところをできるように整備し

ていきたいという形で今考えているところでござい

 ます。

 以上です。

○福里吉充南部医療センター・こども医療センター

院長　お答えします。 

このシステムは、医師の働き方改革、４月から始

まりますけど、それですごく役に立つんじゃないか

と思っていて、その理由は勤務間インターバル、こ

れは勤務終了後から次の勤務までのインターバルで

すけれど、それの把握がこのシステムで可能になる。 

それから、時間外の労働時間100時間以上ですね。そ
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れで把握が可能になるということで期待していたん

ですけれど、それができないということで、今ある

ＴｉｍｅＮｅｔｓというシステムで、残りは手作業

でやる負担が生ずることになります。その負担を誰

がやっていくかというと会計年度任用職員とか、そ

れ以外のスタッフで何とか手作業でやっていかない

 といけないという負担が生じております。

 以上です。

○岸本信三宮古病院長　さっきの北部、中部、それ

から南部と大体同じような形ですが、この病院総務

システムは北部と宮古を先行して導入して、修練し

てくださいということでしたけれども、現在まだ調

 整、試行中の段階であります。

すぐに来る４月から医師の働き方改革の対応策と

して、現行の勤務管理システムで勤怠管理を継続し

た上で、システム外で勤務間インターバルや代償休

息の管理など、紙や表計算ソフトでの事務処理、集

計業務などが一定程度生じるものと見込んでおりま

すが、そのために４月から、その担当を１人予定し

てそれに当たるということですので、また繰り返し

になりますが、調整試行中というところであります。 

 以上です。

○和氣亨八重山病院長　八重山病院、お答えします。 

この病院総務システムに関しましては、八重山病

院でのテスト運用というのが昨年の12月に始まりま

 した。

そして、今年２月からそれを本格稼働するという

当初のお話でしたけれども、12月からテストをして

２月は拙速に過ぎると、現場のほうでは大変不安に

思いましたので、１月の院長会議の際に少し導入を

遅らせてはもらえないかというようなことをお願い

して、今回の延期ということになった次第でありま

すけれども、これは一つに毎年４月に担当者の人事

異動がありまして、給与担当が異動してしまうと今

までの仕組みがうまく引き継げないじゃないかとい

う不安があったということが一番大きな理由になり

 ます。

その後、改修が進められていると伺っていますの

で、８月の導入に向けて、今後取り組んでいきたい

 と思います。

○屋良一夫精和病院長　お答えします。 

当院の場合もやはり４月から始まる医師の働き方

改革、当院の場合は、定数がもともと９人というこ

とで少ないという事情もあり、欠員もある状況で４月

１日からの医師の働き方改革、かなり複雑なシフト

と工夫したシフトを組まなきゃいけないっていうと

ころがあって、勤務間インターバルであったりとか

代償休息とか、そういうことに関しまして、今の状

況をそのまま続けますと、手作業でこれをやらなく

ちゃいけないというところで、この管理に関して何

か非常に事務方のエネルギーを要すというか、そう

いう事情があるので、やっぱりこれがスムーズに運

用できるようになれば、その辺のところは解決して

いただけるんじゃないかなというふうに思っており

 ます。

 以上です。

○喜友名智子委員　ありがとうございました。 

当初より本格稼働が８月に遅れるということは今

までの答弁で理解はしておりましたけれども、各病

院での事務担当の負担がどの程度のものなのかは各

 病院の院長さんのお話でよく分かりました。

これはもともと当初の契約自体から少し無理だっ

たのではないかという指摘もさせていただきました

けれども、８月までまずは今の状態を続けるという

ことで予算が計上されていると理解をしております。 

今の各病院の話を聞いて、この現状を８月までに

どのように解消しようとしているのか、お聞かせく

 ださい。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　病院総務システムの稼働時期の変更に伴い、

現行の勤務管理システムを新年度も引き続き利用す

ることとなるため、各病院における職員の給与事務

につきましては、令和６年７月までの間、現行の事

 務を引き続き行うこととなります。

また、今各病院長からもお話がありましたように

医師の働き方改革への対応を含む勤怠管理につきま

しては、新システムが本稼働するまでの間、現行の

勤務管理システムを利用して、引き続き勤怠管理を

行うとともに、システム外で勤務間インターバルを

確保するための集計処理など一定の業務が生じるこ

 ととなります。

病院事業局としましては、引き続き病院現場との

意思疎通をより丁寧にきめ細かく行いながら、事務

の効率化、職員の事務負担軽減につながるよう可能

な限り早期の追加機能の実装に取り組んでまいりた

 いと思っております。

○喜友名智子委員　病院によっては、１人事務員を

追加したり、基本的には皆さん現行システムをしば

らく使うということで、システム開発がなかなかう

まくいっていないというところで、この契約がそも

そも何だったのかというところの見直しを一度やっ

てみてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。 
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○宮城和一郎病院事業総務課長　お答えします。 

既に御案内のこととは思いますけども、これまで

病院現場職員の手当や年末調整の申請事務は、各病

院にいる給与担当職員が個々の職員に代わって行っ

 てきたわけであります。

今後、個々の職員が総務事務システムに直接入力

し申請することになります。各現場にいる給与担当

職員は、この膨大な代行事務が軽減されるというふ

 うに見込んでおります。

そして、当局においては今回のシステムの開発に

当たりまして、現在連結している知事部が管理して

いる給与システム及び児童手当システムというもの

がございますが、これと切り離されるのではなくて、

これと安定的に連結している知事部の総務事務シス

テムを土台に新たなシステムをカスタマイズすると

いう選択を行ったところであります。よって、現在

確かに稼働が２月の予定から８月へなった等ありま

すけれども、これについては本庁においても各病院

の支援を行いながら乗り切っていきたいと思ってお

 ります。

よって、システムの導入を根本から見直すという

 ようなことは現在考えておりません。

○喜友名智子委員　それでしたら、現場に無理がな

 いような開発を続けてほしいというのが要望です。

あと、この件に関しまして、新聞ではないんです

けれども、一部のマスコミでこの勤務管理システム

が認められない随意契約だと、１月に監査から指摘

 があったということがありました。

私、この内容が分からないので教えてください。

 監査委員から、どのような指摘があったのか。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　監査の指摘につきまして、御説明いたします。 

地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続

の特例を定める政令、いわゆるＷＴＯ特例政令とい

 うものがございます。

そちらでは適用対象契約となる物品等の調達につ

いて、競争入札を原則としております。地方自治法

施行令、地方公営企業法施行令に規定する随意契約

 の事由を限定しているものと承知しております。

病院事業局としましては、令和４年度定期監査で

指摘を受けたとおり、当該契約で根拠とした地方公

営企業法施行令の規定、こちらが第21条の14第１項

第２号となりますが、こちらはいわゆる特例政令で

定められた随意契約事由に該当せず、本来は特例政

令第11条第１項第２項に該当するものとすべきで

 あったと考えております。

この点で当該予算執行伺いにおける地方公営企業

法施行令の規定第21条の14第１項第２号とした情報

の記載及び県公報における工事の際の随意契約とし

て病院の事項の記載については、いわゆる特例政令

の規定とのそごがあったものであり、当時の決裁書

を含む執行担当者の法令等の理解が不足していたも

 のと考えております。

なお、令和５年度の契約にいたっては同政令の根

拠規定に基づき、適正に処理しているところであり

 ます。

○喜友名智子委員　すみません、ちょっと私の理解

が追いついてないのですけれども、令和４年度の当

初契約は特例政令とのそごがあったと。ただ、令和

５年度の追加の契約については適切に処理をしてい

 ますと。何が違うんでしょうか。

もともとの契約にそごがあって、その延長として

事業が続いているんだったら、令和５年度もそのま

ま、そごがある上での契約をしているんじゃないん

ですか。令和４年度の契約を洗い替えて、令和５年

度に随契していると言うんだったら、やり直したん

だなという理解をできるんですけど、令和４年度の

監査で指摘があった不適切な契約のまま、令和５年

度に新たに追加契約しても不適切な契約の上塗りで

 はないんですか。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　今、手元に重要判例を掲載した自治体法務研

究資料2012年秋号がございまして、土地の売買契約

ではありますが類似の随意契約方法が不適正とされ

 た案件がございます。

こちらの最高裁、昭和62年５月19日判決によりま

すと、随意契約の制限に関する法令に違反して締結

された契約の私法上の効力につきましては、当然に

無効になるものではなく、また、私法上無効と言え

ない場合には普通地方公共団体は契約の相手方に対

して、当該契約に基づく債務を履行すべき義務を負

 うとされております。

類推して本案件についても、根拠条例の適用が誤

りで契約方法が不適正になるとしても契約が無効に

なるものではなく、現契約者に対して、契約に基づ

く債務を履行すべき義務を負うものと認識しており

 ます。

○喜友名智子委員　当局の理解は私も受け止めまし

 た。

監査委員の指摘の内容と、今おっしゃった過去の

判例との照らし合わせ、後で資料としていただきた

 いのですけれども、よろしいですか。
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○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　了解いたしました。 

○喜友名智子委員　ありがとうございました。 

最後に１つ、県立病院では南部離島区にも診療所

を抱えていると思います。その中で診療所の修繕予

算の要望が、今の時点で幾つ上がっているのか。そ

して、その中で令和６年度に予算化されているもの

 はあるでしょうか。

○上間正智病院事業経営課班長　お答えします。 

南部医療センター・こども医療センターは、８つ

 の附属診療所を所管しております。

令和５年度は全ての診療所からトイレ改修やエア

コン修繕等、101件の修繕改修要望が上がっており、

そのうち90件には対応しております。うち11件です

ね、修繕方法の検討やアスベスト調査等で時間を要

したため未対応となりました。この未対応11件につ

 いて、令和６年度当初予算に計上しております。

 以上です。

○喜友名智子委員　ありがとうございます。 

こちらも後でリストをいただけないかと思います。

 離島の診療所の対応ありがとうございます。

幾つか要望を受けていたものもありましたので、

令和６年度で予算計上されていると聞いて安心いた

 しました。

 ありがとうございます。

 私の質問は以上です。

○末松文信委員長　それでは、喜友名智子委員の質

 問は終わります。

 　次に、仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員　よろしくお願いします。 

特に私は質疑はありませんが、命の最前線で働く

院長さんがお見えですので、医療スタッフ、そして、

皆さんには敬意を表したいというふうに思っていま

 す。

特に３年以上続いたこの新型コロナの感染症の対

応にも、先ほどから言葉に言い表すことができない

ほど死力を尽くされてきたんだというふうに思いま

 す。

時折、報道で医療現場の様子を伝えておりました

けれども、病院スタッフは張り詰める緊張感の中、

使命感を持って当たっていると、その様子が伝えら

れていました。ところが、その中でとても使命感だ

けでは持ちこたえ切れないというようなところまで

伝えられておりまして、いっぱいいっぱいだったと

いうのがよく分かりました。本当に皆さんには感謝

 をしております。

今なお収束に至っていないというような状況であ

り、引き続きの御苦労もおありになることを感じて

おります。どうぞ頑張っていただきたいというふう

 に思っています。

いろんな課題も先ほどからお話がありますが、課

題も一つ一つまた取り組まれて、県民の安心・安全

 のため医療提供、頑張ってください。

 以上で終わります。

○末松文信委員長　それでは、仲宗根悟委員の質問

 は終わります。

 　次に、玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員　よろしくお願いいたします。 

医療従事者の皆さん、県民の命を守っていくとい

う大事な現場で頑張っていらっしゃる皆さん方の御

奮闘、頑張りに、私も心から感謝と敬意を表したい

 と思います。

 引き続きよろしくお願いいたします。

実は、さっき私も人材の確保の問題で準備をして

おりまして、比嘉京子委員とちょっと重なる部分が

ございますけれども、非常に大事なことでございま

す。今、病院事業局で一番必要なのはやっぱり人材

だと思うんですよね。医師や看護師、コメディカル、

その他の人材を確保していくために本当に必要なあ

らゆる手だてを取っていく必要があるのではないか

 というふうに思っています。

現状については、先ほどからのやり取りで了解い

たしました。今後医師や看護師をどう確保していく

かということで、先ほど看護師が減少しているとい

うことの中に、応募者の減少だとか、欠員の増加、

退職する皆さん方が増加しているとか、という答弁

がございましたけれども、途中で辞めざるを得ない

というふうな状況になっている、この原因について

皆さん方、現場のほうとしては、どのように考えて

 いらっしゃるんでしょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えいたします。 

看護師の退職者が増加している要因としましては

３つほどございまして、１つ目、急性期病院への不

適応による他施設への就職、２つ目としまして、疲

労やストレス、孤独感など健康上の理由、あと１点

ですね、今、急性期から美容形成、また、サービス

業などへの転職というのが聞き取り調査で分かって

 ございます。

 以上です。

○玉城ノブ子委員　もっと働き方改革が医療現場の

中でも必要なんじゃないかなということも考えられ

ますけれども、待遇改善もそういうことの一つでは
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ないかと、これについては皆さん方、今後どういう

ふうにこういう問題に対応していこうと考えてい

 らっしゃるのでしょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

看護師の定着を図るというような取組としての御

 質問であったと思います。

これも３つほどございまして、１つ目、多様な勤

務形態の工夫としまして、２交代制勤務の導入、ま

た、２つ目として、看護補助員への業務移譲による

負担軽減、あと、３つ目ですね、メンタルサポート

や教育体制の充実などに取り組んでいるところでご

 ざいます。

○玉城ノブ子委員　これは働き方改革、そして、待

遇改善も含めて、皆さん方が必要な支援をやってい

くということが大事じゃないかというふうに思いま

 す。

特に、人材の確保については、だんだんいろんな

点で厳しい状況が出てきておりますので、そこに対

する皆さん方の十分な支援をぜひよろしくお願いい

 たしまして、私はこの質問を終わります。

○末松文信委員長　それでは、玉城ノブ子委員の質

 疑は終わりました。

 　次に、瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員　よろしくお願いします。 

それで、現年度の収益的収支の予算の見通し、当

初予算どおりに、見込みどおりにいっているという

状況なのか、現況と、それを踏まえた上での新年度

予算計上となっているのか。その関連性について、

 お答えいただきたいと思います。

○山里修一病院事業経営課班長　令和５年度の病院

事業の収支としましては、コロナ関連補助金の減に

伴う医療外収益の減少等により、当初予算と比較す

ると赤字が約32億円増加し、約70億9000万円となる

 見込みです。

新型コロナウイルス感染症の５類移行後も、相応

の感染予防費用が必要であること。それから、人件

費や原材料費の高騰の影響が継続する見通しのため、

 経営は厳しい状況です。

６年度当初予算につきましては、現時点では、コ

ロナや物価高騰に関する補助金等は計上しておりま

せんが、国等の動向を注視し、補助金の活用につい

 ても適切に対応してまいります。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、医師、看護師など

の医療人材の安定的な確保の取組と、比嘉京子委員

の指摘も含めて質疑されましたので、この点で言う

と、新年度、新規に採用する医者、看護師、医療ス

タッフという点では、どのような計画になっている

 のか伺います。

○宮城和一郎病院事業総務課長　お答えします。 

先ほどの御質問のやり取りの中で12月１日現在の

看護師の欠員が70名、また、医師については出なかっ

たかもしれませんけど、欠員が54名という状況であ

 ります。

まず、医師については、例年、手法としては競争

試験等のペーパーテストじゃなくて、随時選考採用

と、大学の医局とか、先ほど説明申し上げましたと

おりの方法で随時人材を確保して、この欠員を埋め

 る努力をしていくということになります。

看護師については、毎年の採用選考試験を行って

おりまして、今年度は１回の採用試験で所定の人数

が確保できませんでしたので２回目の試験を行いま

 した。

ただ、残念ながら２回行ったんですけども、これ

だけの欠員が出ているという状況であります。次年

度も当然これまでどおり県内での採用試験を行うん

ですけども、現在、検討しておりますのは、次年度、

県外で看護師の採用試験ができないかということで、

 今いろいろ検討しているところです。

県外で薬剤師については採用試験を行っているん

ですけども、県外試験で一定の成果が得られており

ますので、看護師についても、人材確保のために県

 外での採用試験を今検討しているところです。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　確認ですが、欠員補充というの

が、新年度の採用目標なのか、そもそも必要定数と

いう意味での、医師がこれぐらい必要なので、新規

にこれだけの医師を採用、看護師もですね、という

そことの兼ね合いなのか、もう少し丁寧に説明をお

 願いいたします。

○宮城和一郎病院事業総務課長　失礼しました。 

原則論から申し上げますと県職員の採用試験とい

うのは、職種にかかわらず、まず、定数というのが

ございまして、その定数に不足する分を確保すると

 いうのが基本的な考えであります。

ただ、これまでの議論でありましたように、看護

師等については、育休、産休まで見越して採用しな

いと、年度を通して十分な数が確保できないという

ことでありますので、その分も見越した、看護師に

ついては確保に努めていくということでございます。 

欠員はそういった意味で申し上げたところであり

 ますので、ちょっと舌足らずでした。
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○瀬長美佐雄委員　ぜひ必要な職員を確保して、安

 定的に事業ができるように努めていただきたい。

続きまして、コロナ感染症の対応の総括をこの間

求めてきましたし、教訓をまとめて、今後に生かす

 ということも求めてきました。

先ほど、比嘉京子委員の質問で各病院の取組も報

告されましたが、保健医療部が沖縄県における新型

コロナの取組ということで、フェーズに合ったいろ

んな取組をやってきましたという概要版も読ませて

いただきました。この中で言うと、文字どおり県立

病院が果たした役割、あるいは保健所との連携があ

 りました。

それで、大事だと思うのは、各病院で取りまとめ

て、それぞれ教訓化し、次回に生かすという点で、

どのような取組でまとめられたと――今後に生かす

形でいうと、新年度の予算にどう反映されているの

 かという点で質問をしたいと思います。

それぞれの病院なのか、病院事業局でまとめたほ

うがいいのか、それはもう判断としてお任せします

 ので、よろしくお願いします。

○當銘哲也病院事業総務課新型コロナウイルス感染

症対策室長　本庁のほうで取りまとめてお答えいた

 します。

現在、各県立病院におけるコロナ感染症対応の総

括を、本庁のほうで、各病院の取組と課題等を踏ま

え、年度内をめどに取りまとめを行っているところ

 であります。

その総括の中では、コロナ感染症の拡大初期の頃、

令和２年あたりに、マスクやガウンなどの個人防護

具ですとか、あと、検査に使用する試薬などが不足

しましたので、医療資材や薬品の調達、それから備

 蓄が課題の１つとして挙げられております。

国等からのコロナ関連の各種補助金等は、今年度

で全て終了しますので、今後は、他の感染症と同様

に、コロナ感染症についても通常の医療提供体制に

おいて対応していく必要があるものと考えておりま

 す。

そのため、令和６年度予算では、コロナ感染症に

特化した予算計上というのは行ってはいないんです

けども、コロナの再拡大や新たな感染症へ対応する

ために、必要な医療資材や薬品などについては、各

病院において、必要数量を適正に積算し、予算に計

 上しているところでございます。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　感染を動線としても防ぐと、い

ろんな意味で施設整備も、課題という点で院長先生

 からもありました。

その観点もあるのでしょうが、中部病院の建て替

えという点で、耐震上も急がないといけないという

課題が、この間も議論されてきましたし、それの取

組状況、今後のスケジュール感も含めて伺いたいと

 思います。

○照屋陽一病院事業企画課長　お答えします。 

中部病院の建て替え等に関しましては、御承知の

とおり、検討委員会を設置しまして、中部病院が将

来果たすべき役割、あと、医療機能、施設全体の建

 て替え等について協議を行っております。

病院事業局としましては、この検討委員会の意見

を踏まえつつ、可能な限り早期に南病棟の耐震化方

針を含む県立中部病院将来構想を策定することとし

 ております。

この構想策定後は、引き続き基本計画、次は、基

本設計、実施設計、建築工事というようにして取り

 組んでいくこととしてございます。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　それが決まらないと、いつ着工

し、完成というのは――大きな鍵は現地での建て替

えがかなうのか、あるいは場所を変えたほうが急げ

 るのかと。

この課題については、この協議会の中で、一定の

方向性、どの程度まで議論が煮詰まっているのか確

 認させてください。

○照屋陽一病院事業企画課長　少し丁寧に説明した

 いと思います。

この検討委員会では、まず、喫緊の課題でありま

す南病棟の耐震化を優先事項として検討することと

 しております。

そのため、検討手順としましては、南病棟の早期

建て替えが可能で、かつ中部病院の将来の役割、医

療機能を踏まえた延べ面積が確保できるのであれば、

 現地建て替えを行うということとしてございます。

この２つの要件を満たされない場合には、移転建

て替えを検討するということとしておりまして、こ

れまでの検討結果では、南病棟建て替えの早期実現、

将来の役割、医療機能を踏まえました延べ面積の確

保は、現地建て替えで十分可能であるということが

 示されております。

なお、一部委員から、中部圏域の市町村、誘致へ

の状況を確認する必要があると意見があったことか

ら、市町村への照会の上、検討委員会へ報告し、御

 意見を伺っているところでございます。

 以上でございます。
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○瀬長美佐雄委員　重要な課題ですので、多くの皆

さんがとにかく十分に納得できるような方向で進め

 ていただきたいと思います。

次に、物価高騰、高止まりの状況の中で、今回の

予算にも、一定、そういった経費が多く加味された

予算になっているのかどうかという点と、あと物価

高騰でいうと機器購入も含めて、ちょっと割増しに

なることが、反映された予算となっているのかどう

 かの確認です。

 よろしくお願いします。

○山里修一病院事業経営課班長　令和５年度当初予

算の執行状況を見ましても、人件費や原材料費の高

 騰の影響が続いております。

それを踏まえまして、令和６年度の当初予算編成

に当たりましても、人件費と原材料費の高騰など、

そういった物価高騰の観点からの見積りは各病院と

 も行っております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　最後にですが、国の制度的な予

算対応で、物価高騰の支援とか、県を通してとか、

様々なメニューがありますが、この病院事業局全体

でそういったのを歳入として見込んでいるのか、あ

るいはもうそれはないので、そもそも予算化してい

ないのか、この点について確認ですがよろしくお願

 いします。

○山里修一病院事業経営課班長　今、瀬長委員がおっ

しゃった後者のほうに当たっておりまして、現状で

は、令和６年度当初予算には、こういった補助金、

保健医療部からの補助金ですとか他会計補助金とい

う収入科目で受け入れるんですけども、これは今の

 ところ措置はされておりません。

その上で、執行年度、令和６年度に入りまして、

国ですとか、あと県の動向で、もしそういった補助

金メニューが示されましたら、これを申請し、規模

 によっては補正予算編成を検討していきます。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

○末松文信委員長　それでは、瀬長美佐雄委員の質

 疑は終わりました。

 上原章委員。

○上原章委員　御苦労さまでございます。よろしく

 お願いします。

私はこの累積欠損金について、少し質問させてく

 ださい。

病院事業局の令和６年度当初予算案の概要の中に、

令和４年度の決算で、純損益は41億円、今回はコロ

ナの補助金等のあれがあったと思うんですが、医業

収支はマイナス120億円という中で、利益剰余金は

39億円という、コロナのこの数年間で、これまで90億

円近くあった累積欠損金がこういう形になっている

んですけども、皆さんが今回、課題、そして課題へ

の対応ということで、４点ずつ出しておるんですが、

この新型コロナウイルス感染症の対応、課題の２番

目なんですけどね。拡大した医業損失の縮減という

ことで、今後、病床利用率向上、平均在院日数短縮

等によっての収益増、時間外勤務縮減、委託費適正

化等による費用を縮減ということを立てていらっ

しゃるんですけども、これは具体的に目標値とか、

あと、中間報告、そういった結果の検証とかも重要

かなと思うんですけど、今後のそういった取組につ

 いてお聞かせ願えますか。

○北川征一郎病院事業経営課班長　お答えいたしま

 す。

まず、本業であります医業収支ですね、こちらの

改善に向けまして、まず収益の確保を地道に、請求

漏れの予防であったりとか、あと、過剰請求の点検

であったりとか、そういったレセプトの点検作業を

 実施しております。あと、時間外勤務の縮減。

費用のほうにつきましては、給与費の次に大きい

のが材料費になっておりまして、年間110億円から

 120億円程度の実績となっております。

ここの適正化購入に向けたアドバイザリーの活用

であったりとか、そういったもので医業収支の改善

 に努めているところです。

 以上です。

○上原章委員　今回、令和４年度の決算、今後は令

和５年度分、出てくると思うんですけど、コロナ前

は約90億円の累積赤字があったと思うんですが、令

 和４年度の利益剰余金が39億円であると。

今後、コロナも収束してそういう補助金もなくなっ

ていくわけですけれども、この利益剰余金というの

は、例えば先ほどのお話では、令和６年度、これ収

支それぞれの最終的な見通しの中で、これはまた減っ

 ていくということですか。

○山里修一病院事業経営課班長　上原委員からも、

今、累積欠損金の額について、推移、少しおっしゃっ

ていただきましたけれど、令和元年度が89億5000万

円だったんですが、それがコロナ期間中の令和２年

度は約67億2000万円、それから令和３年度は約２億

3000万円までどんどん大幅に少なくなっていって、

それで直近の令和４年度決算ではもう累積欠損金は

なくなって、今度は未処分利益剰余金を約39億円計
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 上しておりました。

ただ、令和５年度、現在見込みですけれども、も

う32億7000万円の累積欠損金が予定されていて、令

和６年度の当初予算ベースでも99億8000万円の累積

欠損金の増加というか、欠損額が大きくなるという

 状況にあります。

 以上です。

○上原章委員　採算が難しい分野を維持するという

ことは理解をするんですけれど、沖縄の場合、島嶼

県、いろんな僻地医療を皆さん頑張っていらっしゃ

るんですけれども、この累積欠損金というのは、病

院経営をしていく中で、これ本当にやむを得ない、

歯止めがきかないというのはちょっとまたおかしい

 のかなと思うんですよね。

例えば、令和元年は３億7400万円黒字になってい

るんですね。その前の平成30年はマイナス４億7800万

 円、赤字なんです。

この令和元年というのは、コロナの補助金が入っ

たからプラス３億7000万円になっていたのか、それ

とも皆さんの通常の業務で黒字に転じていたのか、

 これはどちらなんですかね。

○山里修一病院事業経営課班長　上原委員のおっ

しゃった後者の部分に当たりまして、病院事業局全

体の取組の結果で、自力で最終損益黒字を計上しま

 した。

○上原章委員　ですから、皆さんいろんな努力をさ

れて黒字に転じていたと思うんですよ、コロナに入

 る前もですね。

ですから相当に頑張っていただいたと思っている

ので、今後もですね、これまでも相当大きな累積欠

損金があった。それを、今回コロナのそういった補

助金等で改善した、結果的にはそうなんですけれど、

本業の収支、今後どういうふうに皆さんがアプロー

チして頑張っていただけるかという中でですね、さっ

き繰越しの話もありましたけれど、様々な目標を立

てていらっしゃると聞きましたので、ぜひ局長を中

心にですね、また、今日は病院事業局、院長さんも

来ていただいてるんで、ぜひ医療サービスをしっか

り提供もしながら、病院経営をしっかりやっていく

んだという、全スタッフでしっかり頑張っていただ

 きたいと思うんですが、その辺はどうでしょうか。

○本竹秀光病院事業局長　令和元年度で最後でした

けれども、何が違うかといいますと、やはり、コロ

ナでですね、実は今病院に患者さんが戻っていませ

ん。それは、沖縄県立病院だけじゃなくて、多くの

 自治体病院がまだ戻らない状態なんですよ。

だからといって、このままいくと、もう僕が非常

に危機に思っているのは、平成18年に戻るんじゃな

いかと非常に心配しておりまして、一にも二にもで

すね、それぞれの病院がですね、患者さんが戻って

くるって変な言い方ではあるんですけれども、やは

り公営企業は90％は自前で収益を上げないといけな

い企業体ですので、ぜひこれはですね、各県立病院

と一体になりながら、収益を改善させていきたいと

 思ってます。

○上原章委員　ぜひ、人材の確保も、また、そうい

う高度な医療機器もしっかり確保する意味でもです

ね、これはしっかり、病院経営の改善というのはも

う私は必要な取組だと思いますので、よろしくお願

 いします。

 終わります。

○末松文信委員長　それでは、上原章委員の質疑は

 終わりました。

ここで、病院事業局長から訂正の発言があるよう

 ですから、どうぞ。

○本竹秀光病院事業局長　先ほどですね、60ページ

の資本的収入の内訳の企業債の額を39億5740万円と

申し上げましたところ、正しくは39億5710万円でし

 た。

 おわびして訂正いたします。

○末松文信委員長　次に、小渡良太郎委員。 

○小渡良太郎委員　令和６年度病院事業会計予算書

の59ページ、主要な建設改良事業ということで、中

部病院における放射線治療センター改修工事とある

 のですが、詳細を教えてください。

○上間正智病院事業経営課班長　お答えします。 

現在稼働している放射線治療システム、これ医療

機器のほうですが、平成22年２月に南病棟に隣接す

る放射線治療センターに設置され、年間約250人のが

 ん患者に対し治療を行ってまいりました。

しかしながら、設置から14年が経過し、老朽化が

進んでいるため、医療機器のほう、令和６年度当初

予算に更新費をまず計上しております。最新の放射

線治療システムの導入に当たってですが、現在の放

射線治療センター、建物のほうですけれど、放射線

の遮蔽が難しいことから、放射線が外部に漏えいし

ないよう、放射線遮蔽を含む放射線治療センターの

 改修工事を行うこととしております。

また、あわせて、遠隔操作式密封小線源治療室の

新設やＣＴシミュレーション室等の改修工事も実施

 いたします。

 以上です。
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○小渡良太郎委員　ありがとうございます。 

この中部病院に関しては最近、建て替えとか移転

とかという話が出てきているんですけれども、老朽

化に伴う更新ということで、最新のシステムに切り

替えるのは、医療の現場の対応としては十分理解で

きるし、ぜひやっていただきたいんですが、今、説

明聞くと、室内の遮蔽も含めてシステム機器の導入

だけじゃなくて、部屋の改修等も行うという説明も

 ありました。

建て替え移転がどのくらいのタイミングでスター

トするかっていうのはともかくとして、そういった

のも考慮した上でですね、そういうのも含めてやら

 れているのか。

例えば、建て替えだったら全部取り壊して、また

一からやらないといけないというような形になるの

かどうかも含めて、もう少しここの部分ですね、詳

 しく教えてください。

○上間正智病院事業経営課班長　お答えします。 

医療用機器であったり、こういった施設整備につ

いては、本庁と各病院のほうで、今後の計画等も含

 めてですね、意見交換を行っております。

今回の放射線治療センターにつきましては、昭和

56年度に建てられた建物の内部改修になりますので、

移転等を行うときには取り壊す可能性が高いかなと

 思っております。

ただ、この中の機器はどうしても必要な医療機器

ですので、放射線を漏らすわけには当然いきません

 ので、必要な改修だと考えております。

 以上です。

○小渡良太郎委員　ありがとうございます。 

昭和56年といったらほぼ私と同じ年ですから、やっ

ぱり更新も必要なのかなというのは十分理解はでき

 ます。

関連するわけではないんですが、１つだけ指摘を

して終わりたいなと思うのですけれども、先ほども

申し上げたように、中部病院の移転、建て替え等々

の話が出てきていてですね、今年６月の県議選の争

 点になりそうな感じも出てきています。

今、精和病院の移転も含めてですね、恐らくその

後の順番になるのかなと思ってはいるんですけれど

も、そういう話が先に出て、説明とか聞き取りとか

いろんなのがされないままですね、先に話だけが走っ

てしまうとこういうことになってしまうのかなとい

 う思いもあります。

しっかりどういった形でやっていくのかという方

針を定めるのも、それを公表していくのも、必要な

ことだと思うんですけれども、もう少しいろいろ地

域の声とか自治体も含めてですね、声を聞いた上で

の公表という形でもよかったのかなというのは正直

 感じるところでもあります。

やっぱり県立病院、この地域の医療の中核にもな

りますから、それが、どうなるの、どうなるのとい

う形になってしまうのは、市民の混乱、県民の混乱

という形にも結びついていきますし、今話したよう

に政治の争点になるような状況というのは、やっぱ

 り少し慎むべきだったのかなと。

もうこれは過ぎてしまって言うことですから、そ

う言われてもという部分もあるかもしれないんです

けれども、ぜひ今後はですね、そういったことにな

らないように少し慎重に、気をつけて対応していく

ということをお願い申し上げたいんですが、病院事

業局長から最後一言いただいて終わりにしたいと思

 います。

○本竹秀光病院事業局長　ありがとうございます。 

今、小渡委員がおっしゃったようにですね、そも

そも政争の具になっちゃって私、個人的に非常に困っ

 ているんですよ、実は。

６月の県議会選挙の争点にもしていただきたくな

いんですけれども、そういう意味でもですね、特に

これは中部病院だけじゃなくて、各県立病院の先生

方がいて、中部病院の卒業生もいてですね、みんな

 で話し合うというのが今の委員会ですので。

地域の方々ともこれから説明会を持つように今、

計画していますので、その辺を見ていただきたいと

思いますし、一番はあの周辺の住民に不安がいかな

いようにですね、配慮してまいりたいと思いますの

 で、これからもよろしくお願いします。

○末松文信委員長　小渡良太郎委員の質疑は終わり

 ました。

 次に、新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員　ありがとうございます。 

１点だけ。先ほどの喜友名智子委員の質疑でちょっ

と気になったところがあるものですから、確認をし

 たいのですけれども。

勤怠管理のシステムの件なんですけど、今回この

ＷＴＯの案件に反するということでありましたが、

それでですね、何かその事務的なですね、例えば以

前、土建部で識名トンネルとかありましたけれども、

そういった形での、例えばこれに何か補助金を使っ

ていたとか、そういうもので償還するものが出てく

るのかどうかっていうのが、仮にあったら困るなと

思うんですけど、その確認というのはされているの
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 か教えてください。

○平田いずみ病院事業総務課病院総務事務センター

室長　お答えいたします。 

この指摘を受けた際に、監査委員事務局からは契

 約解除の指摘等は受けてございません。

今後ですね、自治法第199条第14項の措置状況のほ

うで、これからこの指摘に対してどういう措置をし

たかということを報告いたします。その際に、その

内容が認められれば、公報に登載されますし、認め

られない場合は、監査課のホームページで未措置と

 して報告されることと思っております。

○新垣淑豊委員　分かりました。 

あとですね、８月ということでありましたので、

それまでにですね、しっかりとシステムの構築のほ

 うをしていただきたいなと思っております。

これまで結構、延び延びになっていますので、も

うちゃんとお尻を決めてですね、やっていただけた

 らということを要望して終わりたいと思います。

 以上です。

○末松文信委員長　新垣淑豊委員の質疑は終わりま

 した。

 次に、石原朝子委員。

○石原朝子委員　よろしくお願いいたします。 

先ほど、沖縄県立病院経営強化計画という答弁が

ありましたけれども、今回令和６年度の予算編成に

 当たって、どう生かされたのかをお伺いします。

ちなみに、入院患者１人１日当たりの平均入院単

価、外来患者の１人１日当たりの単価等どのように

積算して、この予算書に反映されたのかをお伺いい

 たします。

○山里修一病院事業経営課班長　令和６年度当初予

算は、沖縄県立病院経営強化計画の目標を達成する

ための予算とすることを基本方針とする、病院事業

 会計予算原案作成方針に基づき編成しております。

同計画では、修正医業収支比率の改善と、単年度

資金収支の黒字化の２つの目標を掲げ年度ごとの数

値目標を設定しており、各病院では令和６年度の数

値目標の達成に向けて当初予算を見積もったところ

 です。

当初予算編成時点では、医業収益がコロナ禍前の

水準に戻っていないことや、医業費用が物価高騰等

の影響により増加傾向にあることなどから、令和６年

 度の数値目標の達成が困難な状況にあります。

この点につきましては、予算執行段階に入りまし

ても収益確保や費用の効率化等を徹底し、経営強化

 計画の目標達成に向け取り組んでまいります。

それから、次に、入院患者１人１日当たりの平均

入院単価と、外来患者１人１日当たりの外来単価を

 どう積算しているかどうかについてお答えします。

令和６年度当初予算における入院患者１人１日当

たりの入院単価は６万7497円、外来患者１人１日当

 たりの外来単価は１万8697円となっております。

この点については、各病院の令和６年度の業務予

定量を基に積算しておりまして、予算の編成の基礎

 となっております。

 以上です。

○石原朝子委員　この入院の単価につきましては、

この計画書によりますと、全国平均より上回ってい

 ると。

そして、外来の部分は全国平均を下回っていると

いう現状の計画になっておりますけれども、今回、

この数値というのは全国平均と比べましてどういっ

 た状況になっていますか。

○山里修一病院事業経営課班長　全国と比較可能な

令和３年度決算で見ますと、入院患者の１日１人当

たりの入院単価は、沖縄県立病院が６万4564円に対

し、全国平均は６万1089円、それから外来患者１日

１人当たりの外来単価は、沖縄県立病院が１万7214円

に対し、全国平均は２万665円となっておりまして、

石原委員がおっしゃったとおり、入院単価は全国よ

り高い傾向にありまして、外来単価は全国より低い

 状況となっております。

 以上です。

○石原朝子委員　段階を踏まえながらそれぞれの単

価は改善していかれると思うんですけれども、令和

６年度の見込みとしては、現状入院の場合は上回る

と、外来の場合は下回るという見通しで見ているん

 でしょうか。

○山里修一病院事業経営課班長　令和４年度以降に

ついては、まだ全国平均実績が示されておりません

ので、令和６年度予算上の病院事業局の入院単価と

 外来単価をお示しできるだけなんですけれども。

○石原朝子委員　これを踏まえた上での改善を今後、

 段階的に取り組んでいかれるんでしょうか。

○山里修一病院事業経営課班長　病院事業局全体の

経営成績の改善の在り方については、基本的には、

入院単価と外来単価を上げるという方向性も一つご

ざいますが、そのほかに、そもそもこの業務予定量

として入院患者数、特に外来患者数、両方をもっと

コロナ禍前の令和元年度の140万人ぐらいあったんで

すけれども、そこら辺の規模まで取り戻していくと

 いうのが先であると考えております。
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 以上です。

○石原朝子委員　分かりました。 

先ほども病院事業局長が患者が、戻らない状況で

あるという、その理由をどのように見ていらっしゃ

 るんでしょうか。

○本竹秀光病院事業局長　なかなか分析は難しいと

思うんですけれども、コロナ禍で、医療受診行動と

いうのが、これ沖縄県だけじゃなくて、他府県の先

生方に聞いてもかなり変わってきているというのは

 間違いないと思います。

どれぐらい反映されているか分からないんですけ

れども、これが５類になって普通に戻っていったと

きに、また同じように受診するのかしないのかとい

うのはですね、これはちょっと見てみないと分から

 ないかなとは思っています。

行動が変わったのは、多分間違いなく影響を受け

 ていると思います。

○石原朝子委員　私としては単純に健康な方が増え

たのかなと。国保の支出の分が、また改善されてい

くのではないかと思いまして、今、質問をさせいた

 だきました。

最後になりますけれども、観光客が結構増えてお

りますけれども、訪日外国人観光客もいらっしゃる

 かと思います。

以前、決算で診療費の不払いということで未納金

があったかと思いますけれども、そういった医療費

の不払い防止をするためにどういった取組をされて

いるのか、今後、現状としてはどういう状況なのか

 をお聞かせ願います。

○北川征一郎病院事業経営課班長　お答えいたしま

 す。

県立病院における訪日外国人の受診状況につきま

しては、昨年の４月から今年の１月末までの10か月

間で病院事業全体でですね、約400名となっておりま

 す。

訪日外国人患者に係る医療費の未収金残高、少し

データは古いのですが令和４年度末時点で712万円と

なっております。ただ、このうちですね、大部分は

 令和５年度に入りまして回収済となっております。

県立病院におきましては、未収金の発生防止対策、

特に、外国人の未収金の対策としまして、旅行保険

の加入の確認であったりとか所持金、あとクレジッ

トカードでの支払いの可否の確認を行うとともに、

未収金が発生した場合はですね、厚生労働省の訪日

外国人受診者医療費未払情報報告システムを活用す

るなど、訪日外国人のですね、未収金の発生防止に

 取り組んでいるところです。

 以上です。

○石原朝子委員　分かりました。以上です。 

 ありがとうございました。

○末松文信委員長　それでは、以上で病院事業局に

 係る甲第21号議案に対する質疑を終結いたします。

 説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

 休憩いたします。

 　　午後０時20分休憩

 　　午後１時40分再開

○末松文信委員長　それでは、再開いたします。 

本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につい

 てに係る甲第１号議案を議題といたします。

教育長から教育委員会関係予算の概要の説明を求

 めます。

○半嶺満教育長　本日はどうぞよろしくお願いいた

 します。

それでは、教育委員会所管の令和６年度一般会計

歳入歳出予算について、その概要を御説明いたしま

 す。

ただいまお手元のタブレットに表示しております

令和６年度当初予算説明資料抜粋版を御覧ください。 

 １ページをお願いします。

初めに、令和６年度の一般会計部局別予算であり

ますが、太枠で囲った部分が教育委員会所管に係る

 歳出予算となっております。

教育委員会が所管する一般会計歳出予算は、1782億

7292万3000円で、県全体の21.2％を占めております。 

また、前年度と比較し、77億6708万1000円、率に

 して4.6％の増となっております。

 ２ページをお願いします。

令和６年度一般会計当初歳入予算（教育委員会）

 について御説明いたします。

 一番下の合計欄を御覧ください。

県全体の歳入予算合計は8421億4300万円でありま

 す。

うち教育委員会所管の合計は489億4150万6000円

 で、県全体に占める割合は5.8％となっております。

 右側の欄を御覧ください。

前年度と比較し49億7322万2000円、率にして11.3％

 の増となっております。

 歳入予算の主な内容について御説明いたします。

中段にある９の使用料及び手数料を御覧ください。 

９の使用料及び手数料は48億1962万2000円であり

 ます。

前年度と比較し2323万2000円の増となっているの
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は、高等学校の生徒数の増に伴う授業料収入の増が

 主な要因であります。

次に、10の国庫支出金は391億4213万4000円であり

 ます。

前年度と比較し、24億3494万5000円の増となって

いるのは、公立学校における１人１台端末整備に係

 る国庫補助金の増が主な要因であります。

次に、11の財産収入は１億7324万5000円でありま

 す。

前年度と比較し、1134万2000円の減となっている

のは、県立学校における土地の貸付料の減が主な要

 因であります。

次に、13の繰入金は１億3228万7000円であります。 

前年度と比較し、皆増となっているのは、沖縄県

立公立学校情報機器整備基金の新規設置に伴う基金

 繰入金の増が要因であります。

次に、15の諸収入は３億2321万8000円であります。 

前年度と比較し、3390万円の増となっているのは、

雑入の名護青少年の家水源枯渇に関する国からの補

 塡による増が主な要因であります。

 次に、16の県債は43億5100万円であります。

前年度と比較し、23億6020万円の増となっている

のは、県立学校施設等の長寿命化改修に要する事業

 費の増が主な要因であります。

以上が教育委員会所管に係る一般会計歳入予算の

 概要であります。

 ３ページをお願いします。

続きまして、歳出予算の概要について御説明いた

 します。

教育委員会が所管する歳出予算は、10の教育費及

び11の災害復旧費の２つの款から成り立っておりま

 す。

 それでは、款ごとに御説明いたします。

10の（款）教育費は1782億898万3000円であります。 

前年度と比較し77億6695万7000円、率にして4.6％

 の増となっております。

増となった主な要因は、教職員給与費の増及び県

 立学校施設の整備の増などによるものです。

教育費の内容については、右の説明欄を御覧くだ

 さい。

（項）教育総務費179億9918万2000円は、人材育成

を推進するための経費や、公立学校等における必要

 な施設の整備に要する経費などであります。

次に、（項）小学校費574億4399万4000円は、公立

小学校教職員の給与費や旅費などに要する経費であ

 ります。

次に、（項）中学校費366億2300万3000円は、公立

中学校教職員の給与費や、県立中学校施設の管理運

 営及び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）高等学校費450億5540万3000円は、高

等学校教職員の給与費や、高等学校施設の管理運営

 及び施設整備などに要する経費であります。

次に、（項）特別支援学校費187億1586万2000円は、

特別支援学校教職員の給与費や、特別支援学校施設

の管理運営及び施設整備などに要する経費でありま

 す。

次に、（項）社会教育費17億2042万8000円は、県立

図書館の管理運営に要する経費や、文化財の保存・

 継承に要する経費などであります。

次に、（項）保健体育費６億5111万1000円は、児童

生徒の体力向上と学校体育指導者の資質向上などに

 要する経費であります。

 以上が（款）教育費の概要であります。

続きまして、11の（款）災害復旧費6394万円は、

 学校施設の災害復旧に要する経費であります。

以上が教育委員会所管の令和６年度一般会計予算

 の概要であります。

 御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○末松文信委員長　それでは教育長の説明は終わり

 ました。

これより質疑を行いますが、質疑及び答弁に当たっ

ては、その都度、挙手により委員長の許可を得てか

ら行い、重複することがないよう簡潔にお願いいた

 します。

それでは、教育委員会に係る甲第１号議案に対す

 る質疑を行います。

○比嘉京子委員　こんにちは。よろしくお願いいた

 します。

今、掲示しました部局別の当初予算のほうからお

 願いいたします。

まず、１番目の学校における働き方改革の推進の

１の項目ですけれど、４つの事業が書かれておりま

すが、新規も含めて、全部増額になっているかと思

います。その理由について、まずお聞きしたいと思

 います。

○上江洲寿働き方改革推進課長　よろしくお願いし

 ます。お答えします。

学校における働き方改革の推進に関する予算を今

回拡充した、教員業務支援員配置事業、スクールカ

ウンセラー・スクールソーシャルワーカー等配置事

業、部活動指導員派遣事業においては、各学校や市

町村教育委員会から、当該支援員の配置が教員の業
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務負担の軽減につながっているとの報告を受けてお

り、配置拡充の要望を受けていることから、次年度

 予算を増額し、計上しているところでございます。

○比嘉京子委員　この４つの事業というのは、働き

方改革の推進ということの事業だと理解をしており

ますが、いわゆる、これは先生方の多忙化軽減を支

援する支援員の増であるとかというふうに書かれて

いるわけですけれども、スクールカウンセラー、そ

れから、いろいろ問題に対応をするとかというよう

なことになってるわけですが、そもそも先生方の仕

事の仕分といいますか、軽減はどの程度進んでいる

 のでしょうか。

たくさんの仕事の一覧を以前に議会でも取り上げ

たことがあるんですが、先生方の仕事を軽減すると

いうことが、まず第１に必要ではないかと。支援員

 を配置することも必要ではあるけれども。

ですから、先生方自体があまりにも多くの業務を

抱え込んで、授業に本当に必要なのかどうなのかと

 いう、その仕分と軽減はどうなっていますか。

○上江洲寿働き方改革推進課長　委員おっしゃると

おり、先生方、本当に業務が多岐にわたっていて、

授業や生徒指導以外の部分の業務も今、非常に多い

 現状がございます。

我々としましては、今年度初めに公立学校の全教

職員を対象にアンケートを実施して、実際、業務改

善、精選が必要な業務の洗い出しを行ったところで

 あります。

そのアンケートを基に、８月にそのアンケート結

果を基にして、どのような業務を精選、もしくは支

援員を配置して負担軽減を図るかというところの取

組目標、私たちのピース・リスト2023と題して、８月

に短期の取組目標だけを公表したところでございま

 す。

今年度末には、このピース・リスト2023の完全版

ですね、中期目標、長期目標も併せて公表する形に

 しております。

今お話のあった業務の精選につきましては、非常

に大事な視点でございまして、令和６年度からの実

施となる働き方改革の次期プランにおきましては、

 取組の柱として３つ掲げてございます。

１つが人材の確保、支援員等の配置等も含めた人

 材の確保。

２つ目は、教育ＤＸの推進。ＤＸを導入すること

 によって、業務負担軽減につなげていくと。

そして、３つ目が、今、委員のおっしゃる業務の

 役割分担、適正化、精選と。

この３つの柱を掲げて、次期プランを今年度末に

公表していきますので、次年度以降も業務の精選も

 含めて取組を推進していきたいと考えております。

○比嘉京子委員　今、現時点で分かる範囲でよろし

いですけれど、その中期と長期のこれから出される

であろう働き方の見直しについて、どれぐらいの割

 合が、そこからそぎ落とされる見込みでしょうか。

○上江洲寿働き方改革推進課長　今、手元に細かい

資料はないんですが、中長期も合わせて全体で、現

 時点では50項目ぐらいになろうかと思っています。

短期の取組目標、８月に公表した暫定版では23項

目ございましたので、それに27項目追加する形で今、

 リストを作成しているところでございます。

細かい数字は、すみません、ちょっと手元にござ

 いませんので、以上になります。

○比嘉京子委員　50項目がもし実現される方向に行

くとしたら、全体の何割ぐらいの仕事が減ることに

 なるのでしょう。

○上江洲寿働き方改革推進課長　すみません、全体

の何割というところが非常に難しいところでござい

まして、ただ、現時点で、先生方、現場から声が上

がっている、例えば地域の行事参加のための引率で

すとか、あと、部活動とかですね、あと、夜間パト

ロール、街頭パトロールですとか、様々な業務があ

りますので、先生方がある程度実感できる形にはな

 るのかと。

我々も次期プランの取組期間を３年間と今、設定

して出す予定です。令和６、７、８の３年間で取組

を推進していく予定ですので、３年後ですね、でき

る限り少しでも、現場の先生方が業務負担軽減を実

感できるような環境づくりに努めたいと考えており

 ます。

○比嘉京子委員　聞き方を変えたいと思います。 

全項目で何項目あって、そのうちの50項目を軽減

 する予定になっているのでしょうか。

○上江洲寿働き方改革推進課長　全項目というのが

 50項目程度になるということになります。

ピース・リストという取組目標を一つ一つ――具

体的取組を挙げたリストになるんですけれども、そ

 の取組目標は約50項目ということになります。

 以上です。

○比嘉京子委員　全項目からカットしていくのでは

なくて、その項目全部を維持しながら、取り組む内

 容を変えていくという話なんですか。

○上江洲寿働き方改革推進課長　今お話した50項目

というのは、先ほどお話ししたように業務の精選だ
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けではなくて、支援員を配置したり、あとはＤＸを

進めたりということで、業務の改善、負担軽減を図

 る項目ということで50項目でございます。

○末松文信委員長　休憩いたします。 

　　（休憩中に、比嘉委員から、教員の業務全体

　　　　をまず把握した上で、削減項目を精査した

　　　　のではないのか。今の答弁では軽減量がつ

　　　　かめない、との指摘があった。） 

○末松文信委員長　再開いたします。 

 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長　今、比嘉委員のお話からすると、

例えば生徒指導であったり、学習指導であったり、

やるべきことはたくさんあると思います。これを例

えば、10としたときに、削減すべきものが３割であ

るとか、４割であるとか、そういうイメージだと思

うのですけれども、我々が今、ピース・リストで掲

げているものは全体の何割とかそういうところでは

なくて、何を負担軽減できるかをリストアップして、

 それを着実に削減していきたいと。

全体の仕事の何割になるかというところまでは、

出していないのですけれども、今、我々が削減でき

るだろうというピース・リストにしたものを着実に

やっていけば――先生方がこれは負担であるという

ものを挙げてもらって、さらに我々が削減できるだ

ろうというものをピース・リストに掲げております

ので、それを着実にやることによって、確実に先生

方の負担軽減は図られていくだろうという想定の下

でやっております。具体的に数値を示す、あるいは

割合を示すというのは、持ち合わせておりませんが、

今、軽減できるだろうというものを50項目掲げて、

それを着実に今、進めていこうという段階でござい

 ます。

○比嘉京子委員　ぜひ、カットすることもいとわな

くやっていくということが大事かなと思っておりま

 す。

 じゃ、２番目のほうに行きたいと思います。

当初予算のほうのこころの健康づくり支援事業を

今、モデルとしてされていると思うのですけれども、

その調査結果から得られている現段階での成果につ

 いて伺います。

○上江洲寿働き方改革推進課長　本事業は、国の調

査研究事業でありまして、那覇市と連携して取組を

 進めております。

今回ですね、那覇市と連携した取組の中で、オン

ラインを活用した保健師などの専門家に相談できる

相談窓口の設置ですとか、あと、研修会の実施、あ

と、休職されている方の学校の校長先生等に調査を

かけて、傾向・要因分析等を行ったり、あと、那覇

市の全教員対象のアンケート等が実施できておりま

 す。

なお、調査結果、分析結果については現在取りま

とめている段階でございまして、年度末に文科省を

 通じて成果報告をする予定になっております。

 以上です。

○比嘉京子委員　これは今年度だけするのか、次年

度もするのか、たしか2000万円ぐらい予算がついて

 いたと思うんですね。

次年度も同じように継続していく予算なんでしょ

 うか。

○上江洲寿働き方改革推進課長　国のほうの調査研

究事業ですので、次年度は、この事業の枠組みとし

て、５自治体に委託してやる事業になっております。 

我々としましては、来年度も那覇市と継続する方

 向で今、準備を進めているところでございます。

○比嘉京子委員　スタートがかなり遅かったという

ふうに聞いているものですから、それだけの期間で

 はなかなか難しいのではないかと。

しかも、これだけ全国ワーストでずっと来ている

 本県なので、ぜひそこはお願いしたいと思います。

 じゃ、次に行きたいと思います。

49ページの29の市町村幼児教育支援事業の実績と

 課題と今後の展開について伺いたいと思います。

○宮城肇義務教育課長　それではお答えいたします。 

令和５年度の実績については、研修支援が24市町

村で42回、園の訪問支援が23市町村で52回実施して

おります。令和３年度からの実績で比較すると、支

 援を実施した市町村の数が増加しております。

これまでの支援を通して、要領、指針に基づく保

育についての理解が浸透し、研修、園訪問を受けた

保育所の事後アンケート等から、保育実践に対する

幼児教育の質の向上に対する意識の高まりが見られ

 ております。

課題につきましては、離島や僻地の小規模市町村

に対する支援と、幼児教育専任担当者、幼児教育ア

ドバイザー等の未配置の市町村への支援の充実が挙

 げられております。

研修支援や園訪問支援の要請に消極的になってい

る小規模市町村に対しては、県から積極的に活用す

 るよう、働きかけを継続して行ってまいります。

また、幼児教育アドバイザー等の未配置市町村に

対しては、引き続き配置している市町村の好事例を

 紹介して配置を推進してまいります。
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令和６年度も引き続き本事業を活用した幼児教育

のさらなる充実に努めてまいりたいと考えておりま

 す。

○比嘉京子委員　アドバイザーが一度も行っていな

 い市町村ってあるのでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　アドバイザーの皆さんは全

部に、一応、訪問して支援をしているということで

 す。

○比嘉京子委員　市町村において、保育所であろう

と幼稚園であろうとこども園であろうと、３歳から

５歳児の幼児教育ができるだけ充実するようにとい

う事業だと理解しているのですけれども、評価につ

いてといいますか、今後はどのようにやるかという

と今、小規模離島が対象だというようなお話だった

 んですけれども、そういうことなんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　今後ですけれど、市町村の

幼児教育を軌道に乗せるために、令和６年度以降も

国の予算を活用した、幼児教育アドバイザーを活用

 した事業を継続していく予定ということです。

○比嘉京子委員　ありがとうございます。 

幼児教育とともに、ここが沖縄県の今一番課題か

なと思っているところですが、中卒時の進路未決定

 者と高校中退者は、直近、何名でしょうか。

○宮城肇義務教育課長　本県の進路未決定者の数で

 す。

令和５年３月の卒業者では233名、進路未決定率は

 1.5％となっております。

○崎間恒哉県立学校教育課長　県立高校における中

途退学者数につきましては、554名というふうになっ

 ております。

○比嘉京子委員　例えば中卒の未決定者に対しては、

どのような情報とか、またはアプローチとか、支援

 とか、そういうのをやっているのでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　中卒時の進路未決定に関す

る支援については、在学中に卒業後の相談先として、

地域若者サポートステーション、あるいは子ども若

者相談プラザｓｏｒａｅへの情報提供を行っており

 ます。

また、本人の了解がある場合は、卒業時に個人情

報に関する同意書を取り、サポステやこのｓｏｒａ

ｅに情報を提供し、アウトリーチを行っております。 

福祉部局とも沖縄県子ども・若者地域支援協議会

等においてこのサポステ、ｓｏｒａｅについての情

 報共有を図っております。

○比嘉京子委員　同じく、高校お願いします。 

○崎間恒哉県立学校教育課長　高校のほうでは、ま

ず、学びを継続させるということが重要だというこ

とで、各学校では、生徒が学習や学校生活を継続し、

安易な退学につながらないように、教育相談体制等

の支援体制の充実を図って丁寧に関わり続ける支援、

 指導、これを行っているところです。

また、子ども生活福祉部のほうで、居場所づくり

運営支援事業というのがありまして、そちらで学校

内、高校内に居場所をつくって、常駐で配置されて

いる社会福祉士、それからカウンセリング経験者な

どの専門的スキルを持つ支援員２名が配置されて、

学校側と要支援生徒の状況把握、それから支援方法、

役割分担等について、情報交換と情報共有を行って

 いるところであります。

○比嘉京子委員　今の高校の問題ですけれど、この

554名の中で、どれくらいの人がその支援事業といい

ますか、校内にある支援室のほうに行っているので

 しょうか。

 それ分かりますか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　今のおっしゃった数

 字の把握のほうまではしておりません。

○比嘉京子委員　先ほど、中学校のほうですけれど、

卒業時にですね、個人情報確認の上で、ｓｏｒａｅ

に紹介をしていると。そこに全部が全部行っていな

いと思われるんですよね、やっぱり。例えばｓｏｒ

ａｅが那覇と名護にしかないんですね。そうすると、

そこに紹介できない人たちのフォローは、どこか担

 当があるのでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　卒業後になりますと、中学

のほうでは、やっぱり追いかけることができないの

で、その前に、先ほどお話しましたけれど、生徒た

ちの意向等を確認しながら、やはりｓｏｒａｅやサ

ポステのほうにつなげる、あるいは福祉部局ともま

た連携ができればそこにつなげるという、そういう

努力をこれからまたやっていきたいと考えておりま

 す。

○比嘉京子委員　子ども生活福祉部のほうにも質疑

をしているんですけれど、やっぱり、そういう卒業

生を出さない教育というか、日頃から目標を持つと

いうような教育をぜひともお願いをしたいと思いま

 す。

 終わります。

○末松文信委員長　比嘉京子委員の質疑は終わりま

 した。

 　次に、喜友名智子委員。

○喜友名智子委員　お疲れさまです。 

 私のほうからは２点ですね。
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最初に、教育委員会の予算施策体系図を今見てい

ます。教員不足という言葉があまり見当たらなくて、

働き方改革の推進という言葉が出てきていますけれ

ども、令和５年度もいろいろと教員不足の対策をさ

 れてきたかと思います。

それを振り返っての総括と、今後、教員不足の解

消に向けて、令和６年度の予算にどういう形で反映

 しているかというところからお聞かせください。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

まず、教員不足の主な理由といたしましては、特

別支援学級の増による教員定数の増加や、年度途中

の休養等に係る代替教員の確保が追いつかない状況

 がございます。

そのため、教員の未配置につきましては、児童・

生徒の教育活動や、他の教職員の負担に影響がある

ことから早急に解消されるよう、各種セミナーの実

施等と教員の確保に努めているところでございます。

なお、今年度のセミナー等においては102名の方を新

 たに臨任として配置しております。

また、その教員不足の解消に向けては、次年度の

取組ですが、まず、新たに首都圏でのセミナーの実

施を行いたいと考えております。また、大学への早

い学年からの説明会など、各種セミナーの拡充をす

ることとしております。その経費として347万8000円

 の予算を計上しております。

また、本務職員の確保のために、教員選考試験の

制度改革について、引き続き他の都道府県の本務教

員を対象とした特別選考を実施するほか、新たに大

学推薦制度の導入による新卒者の確保や、長期間臨

時的任用職員を経験している方を対象とした秋選考

の実施等にも取り組みながら、教員の確保に努めて

 いきたいと考えているところでございます。

 以上です。

○喜友名智子委員　ありがとうございます。 

とにかく採用する方の枠を広げようという意図は

 理解をしております。

ただ、教員不足の要因の１つが特別支援学級の増

加というところは、もうこの10年ぐらいで急にクラ

ス数が伸びてきたというところで、資格のない先生

が配置されていると。こういうもともとの要因の問

題については、まだ対策というか、回答が見えてい

 ないのかなという気がします。

この特支学級も、親御さんによってはぜひ入れて

ほしいという方もいれば、なんでうちの子が特支学

級に入れられるのと、ちゃんと集団行動できるじゃ

ないかと。ちょっとグレーゾーンの子に関しては、

少し簡単に特支学級に入れていないかというような

 指摘もやはりあるわけです。

教員不足の大きな要因として、特支学級の増加と

いうのが挙げられているのであれば、ぜひ、この特

支学級の先生たちをどう確保していくかと、子供た

ちに対してどう向き合うかというところは、一つ特

出しをして対策をすることも今後必要になってくる

 のではないかなと。

すみません、これは予算を見て、今の答弁を聞い

 ての意見ですので、答弁はいりません。

あと、もう一つの質問が、教員不足の中でも委員

 会への陳情がいろいろと上がってきています。

その中で、図書館の司書、それから養護教諭、栄

養教諭が不足していますという陳情も幾つか上がっ

 ていて、ずっと継続審査になっているんですね。

今、こういった専門の先生方がどれぐらい不足し

ているかという現状、あるいは、この程度充足して

いますよという現状、正規率がどれくらいなのか。

この専門の先生方の今の配置状況ですね、教えてく

 ださい。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

令和５年５月１日時点の公立小中学校の正規率と

いうことでお答えさせていただきますが、まず、養

護教諭が87.3％、栄養教諭及び学校栄養職員は100％

となっております。なお、栄養教諭につきましては

正規率は100％ありますが、現在、産前産後とか、ま

た代替等がありますので、それについては臨時的任

 用職員で対応してるところでございます。

次に、養護教諭については、先ほど申しました

87.3％という数字となりますが、今後もですね、退

職者の推移等を見極めながら正規職員の確保に努め

 ていきたいと考えております。

なお、学校司書については、学校図書館法におき

まして、学校には学校司書を置くよう努めなければ

ならないとされていることから、小中学校について

は、市町村教育委員会において雇用配置をしている

 ところとなっております。

○喜友名智子委員　私のところにも不足しているよ

という御相談や要請が非常に多いのですけれども、

今の数字を聞くと、栄養教諭に関しては100％、それ

から養護教諭も９割弱ということで、もう少し頑張っ

てほしいではあるけれども、一応、人の配置はでき

 ているというふうに理解をいたしました。

県議会の陳情も、現状を把握するために継続審査

にしているという部分もあるんですけれども、今時

点の数字を確認して、また、陳情の採択にどう判断
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 するのか参考にさせていただきたいと思います。

 質問は以上です。

 ありがとうございます。

○末松文信委員長　それでは、喜友名智子委員の質

 疑を終わりました。

 　次に、仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員　お願いします。 

予算概要部局別23ページ、学校における働き方改

革の推進の中身を少し教えていただきたいと思うん

ですが、③番と④番なんですけれども、③番につい

ては、私、20年前に保護者でしたので、体育関係で

 その部活を見ました。

実際に先生の監督がいて、外部からコーチという

方がずっと指導をしていたんですけれども、配置、

これ全く全部、地域のほうに移行するというような

内容なのかどうか、その辺教えていただけませんか。 

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

まず、部活動指導員・部活動地域移行関連事業と

いうことで、今回のこの資料のほうには載せてあり

 ます。

まず、部活動指導員についてですが、教員に代わ

り部活動の指導及び大会等の引率が単独でできると

いう業務を行っております。令和５年度は、中高合

わせて179名を配置しております。県立学校に配置し

た部活動指導員が引率する際の旅費につきましては、

 予算措置をしております。

なお、先ほど委員がおっしゃいました地域の方も、

これまでどおり外部コーチということで、これは各

学校の校長先生が認めて、お願いをするということ

で、保護者とかですね、地域のそういった元ＰＴＡ

会長とか役員等で、ほとんどこれはボランティアみ

 たいなものになります。

うちのほうの事業としての部活動指導員は、旅費

 や報酬等があるものでございます。

続きまして、地域移行につきましては、県教育委

員会では、令和４年度から学識経験者及び関係諸団

体の代表による検討会議を設置し、将来の少子化の

中でも、将来にわたり子供たちがスポーツ、文化芸

術に継続して親しむことができる機会を確保するた

め、地域連携、地域移行の方策等について協議して

 おります。

昨年９月に、沖縄県公立中学校の学校部活動地域

移行推進計画を県のほうで策定して、市町村及び関

係諸団体へ周知を図るとともに、各市町村において

また地域移行に向けた検討を促しているところでご

 ざいます。

今年度は、国のこの地域移行に係る委託事業を活

用し、うるま市を含め４市村においてモデル事業創

出の実証事業に取り組んでおります。うるま市にお

いては、６校、12部活動が休日の運動部活動を地域

移行しております。そのうち、一部活動では平日も

 地域移行を実施しております。

 このような状況でございます。

○仲宗根悟委員　大変よく分かりました。 

じゃ、次の④番の学校問題解決支援事業なんです

が、これ新規になっているようなんですけれども、

保護者、地域からの過剰な苦情、学校だけでは解決

が難しい、専門家と連携して支援体制を図るという

ような内容のようなんですが、結構な数の苦情があ

 るんですか。

 よろしくお願いします。

○宮城肇義務教育課長　委員の結構な数ありますか

に対しては、少し地域性、学校の規模とかあります

ので、申し訳ありません、ないとは言えませんので、

 これで御勘弁ください。

学校問題解決支援事業について、御説明させてい

 ただきます。

学校問題解決支援事業とは、今、委員のおっしゃっ

たような保護者等からの過剰な苦情、あるいは不当

な要求、学校のみで解決が難しい事案の解決のため

 に、学校へ助言を行う支援事業です。

支援体制については、学校管理職のＯＢ等が、学

校問題解決支援コーディネーターとして、学校ある

いは教職員への苦情、いじめ等の問題について、保

護者、あるいは市町村教育委員会から相談を受ける

ほか、学校に直接出向いての巡回相談会、あるいは

各教育事務所での研修会、相談内容に応じて、必要

とされる心理士とか弁護士、社会福祉士、大学教授、

 医師も参画した専門家会議を実施するものです。

県教育委員会は、国のモデル事業を活用し、学校

管理職ＯＢや様々な外部の専門家による助言を市町

村立の小中学校へ行う支援体制を構築する手続を

 行っているところです。

本事業を実施することで、教職員等の問題解決の

対応能力が向上するだけではなく、教育委員会と市

町村の福祉部局とのネットワークの構築も期待され

 ると考えております。

○仲宗根悟委員　先生方の働き方改革の中でも、こ

ういった担任の先生が片づけないといけない問題が

いっぱいある中での支援員だというふうに思います

から、それだけ学校に非常にクレームをつける保護

者や地域の方々がいっぱいいるんだろうなというの
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は推察はされますけれども、我々はもうシンシーター

ヤ、ウスリティホーインというようなこと言われて

きた世代ですから、学校にこういった問題が現在生

じているんだということを聞きますと、非常に残念

だなとは思ったりもしますけれども、適切に頑張っ

 ていただきたいと思います。

 あと１つだけお願いします。

積算内訳書の202ページ、図書館管理運営事業なん

ですけれども、県立図書館がシステムのチェンジに

よって閉館しますということで、新聞で見る限り、

どうも県民の皆さん、そこで勉強している受験生や

ら、学習スペースを使う方々を締め出しているんだ

 というように受け止められているようなんです。

それで、そのスペースを民間銀行の方、海邦銀行

でしたかね、本店を提供しましょうという、また明

るいニュースもあったりして、我々も県議会がどっ

かでできないものかなというふうに思ったりもしま

した。委員会室が期間中開けられるんだったら使わ

せていいんじゃないのかなというようなお話もさせ

 ていただきましたけれども、かないませんでした。

それで、図書館が閉館をしながら新しいシステム

を導入するための期間をくださいというような内容

だったと思うんですけれども、早い者勝ちだったよ

うなのが、解決にこぎ着けたというようなお話もい

ただきましたけれども、ただ一つは、一定期間使え

ない状態になる以上は、この代替措置も県は講ずる

べきだったんじゃないのかなというふうに思ってい

 るんですね。

後で聞きましたら、南部合同庁舎ですか、そこを

提供するというような内容は聞いたんですけれども、

そういったお知らせを同時に、新聞で掲載してほし

 かったなとも思ったんですよね。

だったとすると、先ほど申し上げたように、県民

からの批判的な苦情、クレームも来なかったのかな

 と思ったりもしているんです。

そこで、私も提案なんですけれども、これ教育長

あたりから発信していただいて、地域の公民館です

とか、市町村の教育長が集まる会議で協力を求める

とかですね。今、ファストフード店ですか、コーヒー

１杯飲みながら２時間制限ですよとか、あるいは、

こういったのがあるらしいですよね、僕もまだ見た

 ことないんですが。

そして、各市町村の図書館によっては、受験生お

断りですとか、あるいは学習に使うのは御遠慮くだ

さいというような張り紙をされているというふうに

聞きました。これだけ勉強したい学生ですとか、国

家試験を控えている方々もいらっしゃると思うんで

すけれども、どうにかそういった学習スペースの提

供を、全県下でできないものかなというようなこと

 を考えたんですよ。

これについて、いかがお考えでしょうかね。まず、

 図書館のシステムについてお願いします。

○米須薫子生涯学習振興課長　お答えいたします。 

まず、県立図書館の今回新たにリニューアルした

 座席予約システムについてお答えいたします。

より多くの方々に便利に自主学習可能席等を御利

用いただくため、新たに座席予約システムを導入い

 たしました。

座席予約システムは、予約が必要な座席を図書館

のホームページで３日前から仮予約ができ、来館後、

専用端末で予約を確定するシステムであり、30分単

位で、また最長３時間までの座席の予約が可能となっ

ています。なお、当日、館内で直接予約することも

 可能です。

このシステムを導入することにより、これまで空

席がなくて困っていた方々が、図書館まで来て帰る

といったことがなくなることにもなりますし、また、

混雑時には開館前の順番待ちの列での割り込みや、

開館と同時に座席を確保するため館内を走るなどの

行為が見られましたが、当該システムの整備により、

今後はこのようなことはほぼなくなるものと考えて

 おります。

また、先ほど言われた自習施設の件ですけれども、

今回はちょっと県民の方々に御迷惑をかけた分がご

ざいましたが、自習施設についていろいろな施設か

ら直接、企業からも提供がありましたけれども、公

立の公民館や、また図書館で実施しているところが

あるということも分かりましたので、そのほうの周

 知をすることができました。

 皆さん、どうも御協力ありがとうございました。

○仲宗根悟委員　ぜひ、教育長、先ほど申し上げた

ような内容を、ぜひ市町村の教育長会議にも諮って

というか、協力を求めてですね、無料で学習スペー

スがありますよ、どうぞ勉強してくださいというよ

うなことがかなわないかなと思うんですがね、いか

 がでしょうか。

○半嶺満教育長　今回の閉館で、図書館を活用して

いた子供たちの勉強する場所がなくなって、非常に

懸念の声もありまして、今、課長からもありました

とおり、そういう状況を踏まえて、民間の方々から

本当に様々な場所の提供をいただいて、我々として

 も本当に感謝をしているところでございます。
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今回、こういうような状況の中でですね、様々な

提供していただける場所があるということが分かっ

て、今後、また様々な場面で協力をいただける可能

性が出てくるんじゃないかなと、そういう発展的な

 状況も、また我々感じたところであります。

今、委員の御提案のあった件については、やはり

子供たちがしっかり学べる場の確保ということでの

御提案だというふうに思いますので、今後、教育長

協議会等も含めて、今後の方向性についても検討さ

 せていただければと思っております。

○仲宗根悟委員　ありがとうございます。 

 よろしくお願いします。

 以上です。

○末松文信委員長　それでは、仲宗根悟委員の質疑

 は終わりました。

 次に、玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員　じゃ、よろしくお願いいたしま

 す。

23ページの施策の中から質問をしたいと思います。 

一番最初に教育業務支援員配置事業の各学校への

配置人数や増員数、業務内容等、今後の計画につい

 てお聞かせください。

○上江洲寿働き方改革推進課長　教員業務支援員配

 置事業の計画等をお答えします。

教員業務支援員配置事業は教員の負担軽減を図り、

教師が児童生徒への指導や授業の準備、教材研究な

ど本来の業務に専念できるよう、学習プリント等の

準備、印刷や教材作成の補助、学校行事や式典等の

準備など、これまで教員が担ってきた業務を支援、

サポートする教員業務支援員を配置する事業でござ

 います。

令和５年度は13市町村122校と、県立学校20校、計

142校に会計年度任用職員として配置されており、学

校からは当該支援員の配置が、教員の業務負担の軽

 減につながっているとの報告を受けております。

そのような成果等も踏まえて、令和６年度、次年

度はですね、市町村立学校につきましては、28市町

村の252校、県立学校には42校、計294校に拡充して、

 配置予定としております。

 以上です。

○玉城ノブ子委員　ぜひ、これは教員の働き方改革

とつながっていくと思いますので、具体的に、現場

で先生方の業務が改善されていくような、そういう

 方向での支援をやっていただきたい。

そして、現場の実態をしっかりとつかんで、働き

方改革にしっかりとつながっているのかどうかも

ちゃんと見据えて、そこの改善につながっていくよ

うな支援が進められていくべきだと思います。今後

 の取組についても、ちょっとお伺いいたします。

○上江洲寿働き方改革推進課長　次年度、委員御指

摘のあったように、教員業務支援員の配置が、実際

に先生方の負担軽減につながるようにしなければな

らないというところは、本当にまさにおっしゃると

 おりです。

　我々ですね、次年度、また新規に初めて配置する

学校等もありますので、そういう学校に対してはこ

れまで配置してきた学校の活用事例と、好事例等も

情報発信、情報を提供しながらですね、教職員の業

 務負担軽減につなげていきたいと考えております。

 以上です。

○玉城ノブ子委員　ぜひ、そこはよろしくお願いい

 たします。

あと、スクールカウンセラーの各学校への配置数、

そして増員数、正規や非正規の人数、そして今後の

 正規雇用化についてもお伺いいたします。

○宮城肇義務教育課長　まとめてお答えします。 

スクールカウンセラーの配置事業は、学校が抱え

るいじめ、不登校、問題行動等、この解決に向けて

学校へ配置しております。スクールカウンセラーは

児童生徒、保護者、そして、教職員へのカウンセリ

ングを通して、いじめ、不登校等の未然防止、早期

 発見、早期解決に当たっております。

令和６年度のスクールカウンセラーの配置人数は

137人を予定しており、今年度より５人の増員となっ

 ております。

正規職員化につきましては、文部科学省が、将来

的には正規の職員として規定することを検討すると

の考えを示していることから、国の動向を注視して

いくとともに、引き続き全国都道府県教育長協議会

を通して、スクールカウンセラーの正規配置を要望

 してまいりたいと思っております。

○玉城ノブ子委員　これはぜひ中央教育審議会のほ

うでも法令に基づいて、正規雇用化にしていくこと

について答申しているようですので、スクールカウ

ンセラーについてはやっぱり正規化にしていくとい

うことで、県としても、しっかりと取り組んでいた

 だきたいというふうに思います。

沖縄の教員のメンタルの対応というのは非常に大

きいと思いますので、やっぱり専門スタッフの抜本

 的な増員は必要であります。

ですから、国に対しても、その対応策としての常

勤配置を要求していくことが必要ではないかと思い
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 ますが、いかがでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　繰り返しになると思います

けど、この全国都道府県教育長協議会を通じて、ぜ

ひとも正規配置を要望してまいりたいと思っており

 ます。

○玉城ノブ子委員　じゃ、続きまして、校内自立支

援室事業なんですけれども、今、不登校児童の現状

 はどうなっていますでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　令和４年度の時点での数を

 報告したいと思います。

公立の小学校が2552人、中学校は3143人というこ

 とになっております。

○玉城ノブ子委員　そこに対応するための学習の機

会を保障するための学習支援員の配置ということに

なっておりますけれども、その配置状況、具体的に

 はどうなっておりますでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　大きな配置ですけれど、委

員がおっしゃっているのは校内自立支援室事業の支

 援員だと思いますのでお答えします。

県教育委員会では、昨年度より、校内自立支援室

事業を実施して、学校内の空き教室を活用した不登

校児童生徒への学習支援等を市町村教育委員会と連

 携して取り組んでいる状況です。

今年度は12市町村に43人の支援員を配置しており

ますが、来年度は事業を拡大して実施していこうと

 考えております。

令和４年度の支援室設置校においては、登校復帰

率が45％になっており、全国の公立小中学校の復帰

 率27.2％に比べると高くなっております。

○玉城ノブ子委員　そういう点からすると、やっぱ

りそういう不登校の子供たちがいる、そういう問題

を抱えている全ての学校で、学習支援員を配置して、

対応をしっかりとやっていくということが非常に大

事だと言われていると思うのですけれども、今後の

計画、これをもっと拡充していくということが必要

 じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。

○宮城肇義務教育課長　令和６年度、次年度ですけ

れど、学校数を51校に拡大して、展開していきたい

 と今、予定しております。

○玉城ノブ子委員　全ての学校の実態をちゃんと把

握して、要望があるところにはしっかりと支援員を

配置していくという取組を今後とも進めていただき

 たいということを要求していきたいと思います。

続きまして、就学継続支援員配置事業ですけれど

も、不登校傾向や中途退学が懸念される生徒、皆さ

んが掌握している数としては、現在のところ何名に

 なっているのでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　令和４年度の不登校

の生徒数では、1061名というふうになっております。 

○玉城ノブ子委員　これは事業としては、全ての学

校にコーディネーターが配置されているということ

 で考えていいでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　就学継続支援員配置

事業の説明をさせてもらいますと、不登校傾向のあ

る生徒や中途退学が懸念される生徒等が多く、支援

を必要とする県立高等学校、こちらに就学継続支援

員を派遣し、校内外における生徒の支援及び支援体

制等の構築を行う、これは委託事業というふうになっ

 ております。

令和５年度は54人を、県立高校41校、48課程並び

に泊高校の生徒就学支援センター、こちらのほうに

 派遣しているところであります。

○玉城ノブ子委員　全ての学校にコーディネーター

 を配置しているということではないのですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　これはですね、全て

の学校ではなくて、不登校や、あるいは中途退学が

多く在籍する学校に支援員を配置する事業になって

いますが、配置されてない学校につきましても、要

望に応じて、緊急配置という形で対応できるように

 しているところです。

○玉城ノブ子委員　全ての学校に配置されているの

ではないということになると、皆さん方が各学校の

状況をしっかりと掌握して、そういう問題を抱えて

いる学校については、支援員を配置していくという

 ことになっているわけですよね。

そうすると、皆さん方がやっぱり各学校がどうい

う状況になっているかをしっかりつかんでいくとい

うことは大事だと思うんですけれども、支援員を配

置できるようにつなげていけるような取組が、今後

やっぱり大事になってくるんじゃないかと思います

 が、いかがでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　今、委員おっしゃっ

たように、しっかり学びを継続するということが大

事だというふうに認識しておりまして、この就学継

続支援員は、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福

祉士などの資格を有する者を配置しておりますので、

やはり学校の先生方が、なかなかアプローチできて

いない部分をしっかり支援できるというふうに考え

ておりますので、学校の状況を、しっかり我々のほ

うで把握をして派遣をしていきたいと考えておりま

 す。

○末松文信委員長　休憩いたします。 
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 （休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。） 

○末松文信委員長　再開いたします。 

 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員　続きまして、バス通学費等の支

援事業ですけれども、これは非常に多くの県民の皆

さんから、大変負担軽減につながっているというこ

とで喜ばれております。さらに、対象児童を拡充し

 ていくことが求められております。

特に子供たちを四、五名も抱えているところ、南

部から中部に通っている子供たちも多く、それから

乗り換えて通学するとなると、やっぱり負担が非常

に大きいということで、支援対象児童を拡充してほ

しいという要望も非常に多くございます。ですから、

支援拡充についてもね、具体的に検討していただき

 たいと思っているのですが、いかがでしょうか。

○大城勇人教育支援課長　お答えいたします。 

中高生のバス通学の無料化については、これまで、

ひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業の対象

者に加え、住民税所得割非課税世帯の高校生への支

援を拡充し、令和２年10月から通学費の無料化を開

始しております。令和２年度に認定を受けた方はモ

 ノレール通学支援を含め3405名となっております。

令和３年度は通学区域が全県域となっている中学

校に通う生徒を対象に追加し、4435名となっており

 ます。

令和４年度は通学生徒の在籍校が指導要録上の出

席扱いとする通所区域の定めがないフリースクール

に通学する中高生を対象に加え、支援の拡充に取り

 組んでおり、5090名となっております。

令和５年度は高額通学費が原因で進学等を断念す

ることがないよう、中間所得層までの生徒の通学費

 の一部補助を開始したところです。

今後も支援を必要とする対象者に支援が届くよう

周知に加え、迅速な認定審査等に努めてまいりたい

 と思います。

○玉城ノブ子委員　ぜひよろしくお願いします。 

県民の皆さんから大変喜ばれている事業ですので、

 支援の拡充についても、今後検討をお願いします。

次に、高等学校等奨学のための給付金事業の支援

 内容と人数、対象児童の拡充についても伺います。

○大城勇人教育支援課長　お答えいたします。 

高等学校等奨学のための給付金は、意思ある生徒

が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教

育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世

帯を対象に奨学のための給付金を支給する国庫補助

 事業による事業であります。

令和４年度は9850人に給付しており、令和５年度

 は２月末時点で9302人に給付しております。

対象の拡充等については、全国都道府県教育長協

議会等を通して、所得制限の緩和や給付額の改善な

どを国へ要望しているところであり、令和６年度は

全日制に通う第１子の非課税世帯の給付額について、

年額11万7100円から12万2100円への増額を予定して

 おります。

授業料以外の教育費負担を軽減するため、引き続

 き制度の拡充等を国に要望してまいります。

○玉城ノブ子委員　ぜひ、これもですね、大変負担

軽減につながっている給付金ですので、支援の拡充

ができるように、ぜひ頑張っていただきたいという

 ことを申し上げまして終わります。

○末松文信委員長　玉城ノブ子委員の質疑は終わり

 ました。

 　次に、瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員　お願いします。 

ページは同じ23ページで、新年度予算は、77億円

余り増えているということで、新年度一般会計予算

の編成する上での教育委員会としての特徴、拡充す

る事業等において、今年度何が重点なのか、特徴的

 なことをお願いします。

○諸見友重総務課長　お答えいたします。 

令和６年度当初予算の県教育委員会の特徴といた

しましては、働き方改革の推進に係る施策として、

教職員の負担軽減を図るため、教員業務支援員やス

クールカウンセラー、そして、スクールソーシャル

ワーカー等の配置に係る経費を拡充したことや、学

校だけでは解決が困難な事案について、行政と専門

家が連携した支援体制構築のモデル事業に係る経費、

そして、中部Ａ特別支援学校の実施設計に係る経費

 等を計上したところであります。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　教職員の不足ということも深刻

ですし、新年度、教職員を増員するという、今年度

と比較して、定数自体もそうですが、どれだけ増や

 すという予算になっているか伺います。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

令和６年度の、まず、教職員の増員についてです

が、小中学校の新規教員の本務の配置は、令和５年

 度は356名から103名増の459名を予定しております。

また、定年引上げに伴い、本来退職となる予定だっ

た60歳以上の教員について、一定数の継続による増

 員も見込んでおります。
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なお、定数配置につきましては、公立義務教育諸

学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

等に基づきましてですね、児童生徒数や学級数等に

応じた教員の確保に努めているところでございます。 

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　300人台から400人台にと、80人

ほど引き上げると。大きな計画なのですが、それと

の関わりで言うと、どれぐらい採用を増やすという

 ことになるのか。

今の定員ではなくて、退職者補充とかいろいろあ

るかと思いますが、計画どおり430人を目標に取り組

むということなのか、そこの関係性について伺いま

 す。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

委員おっしゃったように、県教育委員会におきま

しては、令和５年９月にですね、小中学校の正規率

 改善計画を策定したところでございます。

同計画においては、特別選考による採用などを加

味しながら、新規採用者数をこれまでの350名から

80名増のですね、430名とする計画を立てておりまし

て、令和12年度までにですね、正規率を全国並みの

 90％にすることで今、取り組んでございます。

○瀬長美佐雄委員　現年度の正規雇用が新年度はど

こまで高まるのかという計画上の見通し、お願いし

 ます。

○池原勝利学校人事課長　すみません。 

これにつきましては、現在、学級数というのは、

またそれは小中とも需給計画等に基づいてですね、

人数とかが決定していくところがございますので、

現時点において、そういう具体的なですね、数字等

 は持ち合わせてないところでございます。

○瀬長美佐雄委員　同じページの学校教育の充実に

係る質問、県立学校施設の適正管理推進事業、新規

だということなので、この事業概要について伺いま

 す。

○平田直樹施設課長　お答えします。 

本事業は学校施設に対し、適切かつ計画的に予防

保全を行うことにより、建物を長寿命化し、学校施

設に求められる機能、性能確保、向上を図ることを

 目的としております。

また、計画的な実施により、中長期的な維持管理

等に係るトータルコストの縮減及び予算の平準化を

 図ることとしております。

 以上であります。

○瀬長美佐雄委員　ということは、もう次年度以降

も長寿命化が必要な建物が待機しているというふう

なことで、継続的に事業化していくということなの

 か、お願いします。

○平田直樹施設課長　例えば県立高校にある建物

853棟のうち、老朽化が問題となる築30年以上の建物

が454棟と53％を占めているので、継続的に実施して

 いく予定としております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　財源としては補助事業があるの

か、それとも一般財源なのか、財源について確認で

 す。

○平田直樹施設課長　財源としてはですね、財政措

置のある有利な地方債を活用して、充当率50％、基

 準財政需要額50％の事業となっております。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ハード交付金が、この間減額さ

れてきたということがありますがこれは、このハー

ド交付金事業にはなじまないのか、補助メニューが

 あるのか、どんな関係なんでしょうか。

○平田直樹施設課長　この事業はですね、公共投資

交付金で活用できない事業について対象としている

 ところであります。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、３の国際社会への

対応という中で、国際性に富む人材育成事業が増額

されていますので、理由等々ありましたらお願いし

 ます。

○崎間恒哉県立学校教育課長　国際性に富む人材育

成事業、これにつきましては、長期海外留学、それ

と短期海外研修、オンライン国際交流、この３つの

 事業がございます。

令和６年度は長期海外留学において、欧米、アジ

ア及び中南米、21名を派遣する予定にしております。 

そして、令和７年度の派遣生も募集選考、これを

 行う予定にしております。

それから、短期海外研修、これはアメリカ、オー

ストラリア、中国、ハワイ、こちらはそれぞれ30名

 程度派遣する予定としております。

オンライン国際交流については、県内及びアジア

の国、地域の高校生約200名がプロジェクト型探求学

 習等に参加する予定となっております。

増額の理由につきましては、海外に派遣する上で

物価高騰、円安の影響、世界情勢等と、そういった

ものに対応しつつ、短期海外研修、こちらの派遣者

数を拡充して、取組を充実させるということから、

 予算が増額というふうになっております。

○瀬長美佐雄委員　国際性を身につけるという点で
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 も、とてもいい事業だと思います。

 拡充する方向はとても望ましいと。

今言ったアジアの諸国というところでいうと、ど

ういう国々があるのか、紹介してもらえればと思い

 ます。

○崎間恒哉県立学校教育課長　長期留学のほうでは、

韓国、タイ、台湾、中国というふうになっておりま

す。この４か国につきましては、これまでの実績と

 いうことになります。

○瀬長美佐雄委員　対象には、ほかにも多くの国々

があるのかなと思うんですが、今の３つだけですか。 

○崎間恒哉県立学校教育課長　大変失礼しました。 

これまでの実績ということで、まず、インド、イ

ンドネシア、先ほど言った韓国、タイ、台湾、中国、

 それから、フィリピン。

 以上になります。

○瀬長美佐雄委員　続きまして、６の文化の継承と

いう中に埋蔵文化財の収蔵施設を整備すると、新規

ということで、既存の施設で間に合わないというこ

とであれば、そことの関係で、どういう整備計画に

 なるのか、規模感も含めてお願いします。

○瑞慶覧勝利文化財課長　お答えします。 

県立埋蔵文化財センターの収蔵庫は、首里城など

過去50年にわたる発掘調査によって出土した膨大な

量の埋蔵文化財が保管され、調査研究活用に役立て

 られているところです。

しかし、その収蔵庫の容量が約94％と限界に近づ

いていることから、新たな収蔵庫の増設が急務となっ

 ているところです。

そこで、沖縄県立埋蔵文化財センターの敷地内で

増設予定の収蔵庫については、向こう40年間の埋蔵

文化財の出土と保管に耐えられるよう、令和６年度

 に基本・実施設計を行います。

建築工事につきましては、実施設計完了後に事業

 化を計画しているところです。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　最後に、中部地区の特別支援学

校について、予算規模が増えています。新たにでき

る特別支援学校の規模感といいますか、教員定数、

どれぐらいの生徒数になるのかという、計画段階か

と思いますが、どういうふうな学校になっていくの

 か伺います。

○諸見友重総務課長　中部地区特別支援学校の過密

解消と教育環境の充実を図ることを目的に、現在、

うるま市兼箇段を設置場所として、新たな特別支援

 学校の整備に取り組んでいるところであります。

学校の規模についてはですね、美咲特別支援学校、

それから、はなさき支援学校の児童生徒数を基に

 200名程度というふうにしております。

また、教職員の定数については、開校時の児童生

徒数及び学級数に応じて算定されることになります

ので、現状において何名ですということはちょっと

 申し上げることが難しいということです。

今年度については、基本設計を進めているところ

です。令和６年度は、当初予算案に実施設計費を計

 上しております。

以前にも申し上げましたが、令和10年度の開校を

 目標に取り組んでいるところであります。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　教員定数を今、増やしていこう

という計画では、この中部の特別支援学校の開校も

見越した計画なのか、新たに増員するというふうに

なるのか。去年立てた計画との関わりでどうなるの

 か、最後に伺います。

○池原勝利学校人事課長　まず、教員の配置につき

ましては、公立義務諸学校の学級編制及び教職員定

数の標準に関する法律の規定に基づきまして、毎年

度ですね、児童生徒数及び学級数に応じた教職員の

 確保に今、努めているところでございます。

基本的には、毎年変わる児童生徒数、学級数によ

 り判断しております。

すみません、先ほどの定数の改善計画、あくまで

小中学校というところでやっておりますので、ちょっ

とここと直接、リンクはしないところでございます。 

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございました。 

○末松文信委員長　平田直樹施設課長。 

○平田直樹施設課長　すみません、先ほど瀬長委員

にお答えした地方債の充当率50％と言いましたが、

実際には地方債充当率が90％で、交付税措置率が50％

 です。

 おわびを申し上げます。

 以上です。

○瀬長美佐雄委員　ありがとうございます。 

○末松文信委員長　それでは、瀬長委員の質疑は終

 わりました。

 　次に、上原章委員。

○上原章委員　よろしくお願いします。 

幾つか通告出してありますので、それに沿って少

 しやりたいと思います。

教員不足についてなんですが、ちょっと確認なん

ですけど、教員免許というのは、一たび取ったらも
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 うそれはずっと有効ということでしたっけ。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

教員の免許ですね、免許法のほうが令和４年４月

に改正されまして、現在は、特に更新等はなくてで

すね、取得後はそのまま継続するという対応になり

 ます。

○上原章委員　教員採用の取組の中で、例えば現場

を一たび離れた教員を――どのぐらいの年数を離れ

たか、その基準があるのかも分かりませんけど、復

職という場合は、例えば県内、あと県外等でも、ど

 ういうようにされているのでしょうか。

○池原勝利学校人事課長　まず、教員免許を持って

いる方のですね、学校現場に戻ってくる取組としま

しては、令和４年度からペーパーティーチャーセミ

 ナーや各種セミナー等を実施しております。

これにつきましては、引き続き次年度も行いたい

と思っています。参考までに、そういうペーパーテ

ィーチャーセミナーとかですね、臨時的な任用職員

の研修セミナー等により、令和５年度と令和４年度

を合わせて102名の方が学校現場に配置されていると

 ころでございます。

○上原章委員　これはセミナーを受ければ、希望す

 る方は、その現場に復職できるということですか。

○池原勝利学校人事課長　セミナーの趣旨といたし

ましては、やはり新たに教員の発掘をするというこ

とでございますので、特にセミナーを受けなくても、

教員免許状を持っていれば、例えば臨任登録とかし

ていただければですね、そういう面談等を行って対

 応しているところでございます。

ただ、どうしてもやっぱり不安等がございますの

で、そういうセミナーで学校現場の現状というのは

 お知らせしているところでございます。

 以上です。

○上原章委員　臨任というのは、要するに正規では

 ないということですか。

○池原勝利学校人事課長　基本的に免許を持ってい

る方については選考試験という形で本務試験で選考

 を行っております。

ただ、どうしてもやはり本務職員だけではなかな

か、学校現場で教員の欠員等もございますので、そ

れで、臨時的任用職員とか、そういう形の対応もあ

 るところでございます。

 以上です。

○上原章委員　なかなか臨任になると、やっぱり

 ちょっと不安定なところもあります。

例えば東京都で10年近く実績を積んできたという

人が、またふるさと沖縄で現場に立ちたいという、

そういう人たちもあくまでも選考試験を受けなく

 ちゃいけないということになりますか。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

例えば、県外で本務職員だった方が継続してやる

場合については教員選考試験の一次選考を免除する

という制度を持ってございますので、それで対応し

 ていただいているところでございます。

なお、今委員おっしゃったとおり、臨任という形

については、やはり、あくまでも選考試験という試

験の制度が建前でございますので、それを踏まえて

 本務職員のほうに任用という形になります。

○上原章委員　人材の確保という意味では、他府県

でしっかり経験を積んで、そのまま継続して、沖縄

の学校現場でも貢献したいといったところは、ある

程度評価しても私はいいのかなと思うのですがいか

 がですか。

○池原勝利学校人事課長　県外のちょっと事例がな

いのですが例えば、県内で継続して臨任をしていた

だいている方につきましては、今、５年で36月以上、

臨時的任用職員で本県に勤務している方につきまし

ては、選考試験の一部を免除したり、次年度から、

臨時的任用職員として継続している方については秋

選考で、若干名でありますが選考、面接等の、そう

いう形の対応をさせていただきたいと思っておりま

すので、そういう意味で、やはり臨時的任用職員の

方のモチベーションの維持について、今後も検討し

 ていきたいと考えております。

○上原章委員　分かりました。ありがとうございま

 す。

沖縄で長年、現場に立っていた人が、御主人の仕

事の都合でどうしても海外に移転をして、転勤でま

た沖縄に戻って、教員に復職するための経験もあり、

また沖縄の教育、学校現場にも熟知している――い

ろんな事案があると思うので、できれば一つ一つ、

人材が本当に沖縄に今、必要だというところは評価

 してもいいのかなと思います。

 よろしくお願いしたいと思います。

 あと資料３の４の23ページ。

　学校教育の充実の中の新規事業で県立学校施設適

正管理推進事業、約５億円となっているのですけれ

 ど、これ新規なんですか。

○平田直樹施設課長　令和６年度からの新規事業で

 あります。

○上原章委員　これ、学校施設を長寿命化し、機能

確保・向上を図るとありますが、このタイミングで
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この事業がスタートするのは、何か背景があるんで

 すか。

○平田直樹施設課長　近年、沖縄公共投資交付金が

減少している一方、校舎等の老朽化に財政需要が高

まっており、地方財政措置のある有利な地方債を検

討し、公共施設等適正管理推進事業債を活用し、予

防修繕、古いのじゃなくて、予防修繕を主とした新

 規事業を立ち上げることとしております。

 以上です。

○上原章委員　分かりました。 

あと最後にこころの健康づくり支援事業は那覇が

モデルとなってスタートしたんですけれど、成果と

 課題を教えてもらえませんか。

○上江洲寿働き方改革推進課長　那覇市と連携して

進めているこの事業ですが、成果としましてはまず

オンラインで、保健師などの専門家に相談できる窓

口の設置など、ＩＣＴの活用や、保健師、産業医、

専門的視点を加えたこれまでにない新たな取組を実

 施できたことなどが挙げられます。

また課題としましては、先ほど委員からもありま

したが、本事業の課題としては、実施期間が短かっ

たことによる職員への周知等が徹底できなかったこ

 となどが挙げられております。

○上原章委員　私、本会議でも取り上げたんですが、

相談件数が増えていると。具体的な数字が出ていま

 すか。

○上江洲寿働き方改革推進課長　こちらのほうの那

覇市の事業ではなくて、県立学校のほうの、教職員

のメンタルヘルス対策に関して、保健スタッフによ

 る相談を受け付けております。

こちらは年度途中ではあるのですが、集計のほう

が今、上がってきていて、ちなみに令和４年度は593件

の相談件数だったものが、今年度は１月末の時点で

 878件ということになっております。

○上原章委員　教育長、例の復職プログラム、これ

が119名中22名しか受けられていないと本会議であり

ました。これ義務づけではない、本人が申し出ない

とこのプログラムを受けられないという、これ、な

ぜそういうふうになっているのですか、教えてくだ

 さい。

○池原勝利学校人事課長　お答えします。 

復職支援プログラムはまず、身分を有しますが職

務には従事させない分限処分としての休職になり、

その期間中は、基本的には療養に専念する目的となっ

 ております。

そういった勤務することを免除されている期間で

ある病気休職中の期間に実施するものであることか

ら、これら期間の休職に対しては義務づけするとい

 うのはなかなか難しいということでございます。

○上原章委員　これ、他府県もそうですか。 

○池原勝利学校人事課長　他府県も同様の取り扱い

 と考えております。

○上原章委員　孤立させないという意味でも、私は

しっかり受けてもらう、そのほうが本人のためには

 いいと思うんですけど。

 　最後に教育長お願いします。

○半嶺満教育長　委員御指摘のとおり、やはりしっ

かりと準備をして、学校にしっかり慣れて、先生方

が復職していく、これは重要でありますのでこの復

職プログラムにつきましては、今、課長からあった

事情がありますけれども、我々としては積極的に受

けてもらうように、今後、しっかり進めていきたい

 と思います。

○末松文信委員長　上原章委員の質疑は終わりまし

 た。

 次は、小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員　３点、確認したいなと思ってい

 ます。

まず、ちょっと重複になるのですけれど、不登校

対策に関して、説明資料３の３の49ページの校内自

立支援室事業、また、概要版では先ほども質疑で出

た就学継続支援員配置事業と、幾つかの事業で不登

校対策についてやられていると思うのですが、何と

なくこう、学校に復帰させる、または学校で対応す

るという事業がメインなように見えるんですけれど

も、学びの継続という観点から、例えば、ほかで学

校に通えないとか、ほかの場所で学ぶとかというよ

うな事業について、次年度どういった取組が予定さ

 れているのか教えてください。

○宮城肇義務教育課長　小渡委員のおっしゃるとお

り、校内自立支援室事業、先ほど来、説明しており

ますけど、拡充しながら社会的自立、そこに向けな

がらいろんな学びを続けていきたいということで拡

 張していると。

それは従来どおりではありますけれど、これまで

にしっかり行ってきた学校と子供たちをつなぐとい

うところでの支援、これは学校内での、いろんな課

題、宿題等を訪問しながら、しっかり居場所を確認

しながらつないでいくという双方向でやっていくと

いうことと、ＩＣＴを活用しながらオンライン、あ

るいはオンデマンドで、また家庭とつなぎながら支

援をしていくという、そういうことも一応考えてやっ
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ているということです。従来どおりやっていること

をまた評価していくという形で一応考えております。 

○小渡良太郎委員　以前から文厚でも少し議論させ

ていただいてるんですけれども、例えば、高校生だっ

たら義務教育の範疇外ですから、学校に来ていただ

いてという対応は理解できるんですが、義務教育の

範疇にある、特に中学生とか、この子たちが学校に

行けないような状況にあったとしても、学びの継続

をしっかりサポートしていくことで、次のステップ

からまた学校というか、そういう、この社会に復帰

をするということも促せるんじゃないかなというふ

うに考えているんですが、オンラインとかを活用し

 てという話もありました。

それ以外にもいろんな学びの場が、今の社会には

あって、そういうところに通う不登校の児童生徒も

いるんですけれども、そういったところに対するサ

ポートとかというのはどのように考えているのか、

 教えてください。

○宮城肇義務教育課長　予算的なところでも学業へ

の補助とか、そういうのは今はないのでお答えはで

きないんですけれど、先ほど、バス通学等、バスを

使っている子供への支援があるということを、大城

 課長がおっしゃっていました。

我々としましては、フリースクールと言われると、

かなり数があって、今、把握がし切れないという現

状があって、その中でも教育課程をしっかり行って

いるという、学習を行っているというところは校長

先生、あるいは教育委員会等が連絡を取りながら、

相談しながら、確認しながらということで、その子

に対しての学びの保障といいますか、後々また高校

進学を考えれば学習の評価とか、その辺にまでつな

がっていく、あるいは出席をしっかり認めていくと

いう形にはなっていくんですけれど、全てに対して

何ができるかといったときには、そこはすごく難し

 いところだなというところです、今のところ。

○小渡良太郎委員　分かりました。 

確かにフリースクールも結構多く、小規模からあ

る程度こういう子供たちを集めてというところまで

ありますし、居場所がそのまま学習支援につながっ

ているという場所もあって、必ずしもフリースクー

ルだけが学びの場じゃないというところも――実際

に、貧困対策でやっている子ども食堂がそのまま学

習支援をやっているところもありますから、かなり

多様な場所があるのかなというふうには考えている

んですけれども、そういう多様な場所があるからこ

そ、モデル事業を指定するとかじゃないんですけれ

ども、もう少しこの学びの継続で学校に復帰する以

外の部分、先ほど高校の復帰率の話も出たんですが、

中学生の復帰率ってかなり低かったと記憶をしてお

ります。行かなくても学びが継続できると、そうい

う環境をぜひ、次年度取り組んでいただきたいなと。 

ここはまだ、そんなにやられていないところなの

で、深く突っ込むのではなくて要望したいのと、あ

と不登校生徒に関して、いろいろ学びの継続をして、

学校ともやり取りをして、それが一つ、高校受験に

つながるという話、今も少しあったんですが、例え

ば、学校に真面目に通っていて、でも遅刻が多い子

 供は遅刻が内申点に響くという話もあります。

学校に行かない子はないんですけども、行ってい

る子のそういったところが逆に内申に響くというの

も、じゃ、遅刻するんだったら休んだほうがいいん

じゃないかって実際僕も言われたことがあって、指

導とかいろんな意味で遅刻はよくないことだとは思

うんですけれども、取扱いの部分、しっかり生徒が

納得できるような説明の仕方をする必要があるのか

なというのも感じたので、併せて、ぜひ注意をして

いただきたいなという意味で取り上げさせていただ

 きました。

次に、概要の23ページ、部活動地域移行に関して、

179名の指導員を配置しているとかという話がありま

 した。

一方で、部活動を指導したいという熱意を持った

 教員の方々もたくさんいらっしゃると思います。

また、この間、会派の人と福岡に行ってきたんで

すが、この競技力の向上という観点で、教育委員会

では別の取組をしていて、チョイスをして、選抜を

して、実際にオリンピック選手まで輩出をしている

というふうな取組を目の当たりにさせていただきま

 した。

この地域移行、まだ過渡期ですから、今後どうい

うふうな形で展開していくのかというのも、まだま

だ手探り状態ではあると思うんですけれども、この

競技力という観点から見た場合に、民間の方々の力

も必要と、熱意を持った教員の取組もしっかり促し

ていく。それ以外にもプラス、競技している子供た

ちの上位層という形で、全体的に時間をかけて取り

組んでいかないと、地域の競技力ってなかなか上が

らないのかなというふうにも考えるのですが、まず

は、部活動に熱心な先生方への対応というところで、

 今、どのようにやられているのか教えてください。

○金城正樹保健体育課長　今、委員のおっしゃるよ

うに、部活の指導にやりがいを感じている教職員が
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 いることは承知しております。

地域移行について、国は提唱する地域移行の形、

幾つかのパターンを示して、地域の実情に合わせた

取組を行ってくださいということで、取りあえずは

教員不足、あるいはまた、全国的には少子化の波が

押し寄せてきて、これまでどおりの地域での部活動

が、単独学校の部活動ができない地域も全国には出

てきているというのがありまして、まずは国は、休

日の部活動を、できるところはその地域に移行して、

 地域の指導者等にということがあります。

また、その中でも幾つかの学校で、これまでは部

活動の形で拠点校というんですかね、２校あるいは

３校で集まってやるとか、いろいろなその地域の実

情に合わせて進めてくださいということになってお

りまして、まだ具体的に部活を指導したい教員がど

 のようにするということまではないです。

ただ、これまでの学校部活動の範疇では、これま

でどおりのものになります。地域スポーツクラブと

いうことで、例えば、土日にそういう受皿ができた

場合には、そこに教員が関わるということも想定さ

れますので、今後そういった教員の地域クラブ活動

等への関わり方については、様々な、県で言えばス

ポーツ協会を含めて、そういった関係機関と、また

今後連携して、いろいろこういった部活の指導にや

りがいを感じている教員が出て、またこれをきちん

と、そういった指導ができるような環境整備には連

 携してやっていきたいと思っております。

○小渡良太郎委員　ありがとうございます。 

今、聞きたかったのは最後の部分でですね、学校

では単独で部活動は成り立たない、でも、この競技

を教えたいという熱意のある先生がいる。じゃ学校

を飛び越えて指導というのができるのかどうかって

いうのを、素朴な疑問として聞かれた経験があって

ですね。どのような感じになるんですかという部分

 で、少し確認をさせていただきました。

実際に、指導をしたいんだけれど、例えば人事異

動で、その部活にそんなに生徒がいない学校に行っ

てしまった場合、指導継続ができないことに対して

ちょっとというふうに思っている教員もいらっしゃ

るので、そこの対応を考えながらやっていただきた

 いなと思います。

時間がないので、最後、教員業務支援員配置事業

に関して、一つだけ指摘というかコメントをさせて

いただきたいんですけれども、23ページの施策体系

 図の働き方改革の部分ですね。

これ、聞き取りでも言ったのですが、学習プリン

トの印刷等を教員に代わって行うという説明になっ

 ています。

率直に言って、これだけを例えば県民にばんとお

示しした場合ですね、プリントのコピーも取れない

のかというふうな印象を与えかねない文章で、僕ら

は聞いたり、説明を受けたりできますから、いろい

ろと誤解もなく審議できるんですけれども、この文

章だけ全面に出てしまうと、ちょっと印象的にどう

 なのかなと思う部分があります。

だから、ちょっと書き方を工夫していただいてで

すね、説明を受けてしっかり支援の内容も把握はし

ているんですが、今後は気をつけていただきたいな

 というのを要望して、質疑を終わります。

○末松文信委員長　小渡良太郎委員の質疑は終わり

 ました。

 次に、新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員　ありがとうございます。 

ちょっとごめんなさい、ページ数は分からないん

 ですけれど、学校のクーラーの件です。

なかなかクーラーが効かないよという話がありま

した。特に、コロナになって換気が必要だというこ

とで、ちょっと換気をしたり窓を開けたりするとクー

ラーの効きが弱いよとかっていう話もあります。そ

の中で、また電気料が上がります。なおかつ、水道

代も上がってしまいました。ということで、その学

校経営にもかなり支障があると思っているんですけ

れども、その辺の学校に対してのですね、学校経営

費の中の光熱水費の推移というのはどのようになっ

 ているのかというのを教えていただけますか。

○大城勇人教育支援課長　令和５年度との比較とい

 うことで今お話しさせてもらいます。

まず、令和５年度と令和６年度の電気料の光熱水

費ですが、まず今年度については国、県の支援策が

あったため、当初予算の範囲で対応が可能となりま

 した。

また、次年度におきましてもですね、燃料等の値

上げの状況を踏まえてですね、また、学校の執行状

況、令和５年度に関しては、特に暑い日がそう多く

なかったとか、そういういろんな要素が入ってきて、

一定で測れるものではないもんですから、執行状況

を見据えながら対応をしているところでございます。 

そのため、令和６年度については、令和５年度と

同等の予算を一応計上させていただいているところ

 でございます。

○新垣淑豊委員　例えば、水道料は1.3倍になるわけ

 ですよね。
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これは多分、卸価格が1.3倍なので、それが反映さ

れるのは多分半年後ぐらいになると思うんですけれ

ども、そこから先の水道料金の値上げというのもやっ

ぱり勘案しないといけないのかなというふうに思っ

ていますので、ぜひここは学校経営が苦しくないよ

うな形で、途中で補正なども考えていただきたいな

 というふうに思っています。これは要望で。

 どうぞ、もし何かコメントいただければ。

○大城勇人教育支援課長　現在、電気料金の節減対

策としまして、電力調達、いわゆる新電力とかを導

入しまして、令和５年度においてまた新たに６校導

 入を計画しております。

この６校で、大体年間約1260万円程度の節減を今、

見込んでいるものですから、今のところ議決してい

ただいた場合は、その範囲内で済むのかなというふ

うに思っておりますけれども、今後もですね、教育

活動に支障のないよう、国、県の支援動向、あと、

原油価格、為替の状況、今、委員からもありました

水道料金等についてもですね、学校の執行状況等を

注視しつつですね、状況によっては関係部局とも調

 整してまいりたいと思っております。

 以上です。

○新垣淑豊委員　新電力ですね、非常に割安になる

可能性もありますけれども、やはり契約の内容では

逆に上限規制があったりするので、その辺の契約内

容というのはしっかりと注視していただきたいなと

 いうふうに思っております。

 よろしくお願いします。

あと、部活動の地域移行ですね、今だと9300万円

かな。これが今、どういった形で利用されているの

かというところと、どれぐらいの地域で、実際に部

活の地域移行がなされているのかというのを少し教

 えていただきたいと思います。

○金城正樹保健体育課長　お答えします。 

まず、現状の地域移行の状況ということでお答え

 いたします。

今年度はですね、国の委託事業を活用し、うるま

市含め４市村で、今、モデル事業の創出のための実

 証事業に取り組んでおります。

なお、うるま市においては、６校12部活動が休日

の運動部活動を地域移行しております。そのうち１部

活動では、平日も地域移行を実施している状況でご

 ざいます。

令和５年度の当初予算ベースになりますが、地域

移行に係る予算、コーディネーター配置支援事業等

ですね、体制整備事業ですが、3660万円の予算となっ

 ております。

これは先ほど申しましたように、４市村、うるま

市、宜野座村、南城市、そして石垣市のほうは地域

クラブのほうで、石垣島アスリートクラブのほうが

受託しておりますが、そこで地域でのそれぞれの、

休日の運動部活動や、そして協議会、地域でのスポー

ツ関係団体等を含めた協議会を運営して、今、４市

村においての地域移行の在り方を検討する会議の費

用とか、そういったものの予算を計上しております。 

○新垣淑豊委員　すみません。 

今のちょっとですね3660万円がそこに使われてい

ると。残り5700万円はどういった形で使われている

 のか、ざっくりでいいので教えてください。

○金城正樹保健体育課長　失礼しました。 

先ほど、地域移行に係る今年度の予算は3600万円

余りということで申し上げましたが、残りの6000万

円余りは部活動指導員の配置事業、これは中高とあ

ります。それに係るもので、残りの約6000万円とい

 うことになっております。

○新垣淑豊委員　じゃ、先ほどおっしゃっていた４市

村に関わる金額が、この9300万円だったということ

 の認識でよろしいですか。

それとも、それ以外にも、この部活の指導員とし

て派遣している人たちがいるという認識でよろしい

 でしょうか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

地域移行に関する支援としては、国の委託事業と

しては先ほどの４市村になりますが、文科系も含め

てですね、部活動指導員の配置は、またその他、多

くの市町村でやっておりますので、それ以外も含め

 てということになっております。

○新垣淑豊委員　それでは今回増額の4000万円近く

 というのは、どういった配分になるんでしょうか。

地域移行のほうに重点が置かれるのか、それとも

指導者の指導員の配置に重きが置かれるのかという

 のは、どうなっているのでしょうか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

令和５年度と比較しまして、令和６年度予算で増

える主な部分は、地域移行に係るものが予算的には

 かなり大部分を占めます。

○新垣淑豊委員　ちなみに具体的に、地域移行を進

めていく市町村というのはどこか決まっているので

 しょうか。

○金城正樹保健体育課長　お答えいたします。 

市町村も、まだ予算を組んでいる段階ですので、

実際には新年度にならないと最終決定にはなりませ
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んが、我々が昨年末にこの予算を組むときに調査し

た段階では、13市町村が一応、この国の委託事業を

検討しているということで、それが全てできる分の

予算確保ということで、県としては、国のほうにそ

 のように一応、予算申請している段階であります。

実際には、これがまた国のほうでも査定されて、

昨年度はそのまま満額はつきませんでしたので、あ

とは、また市町村が予算化ができたかというのはま

 たちょっと。そのような状況です。

○新垣淑豊委員　分かりました。 

今年よりも、13市町村増えるということで、今、

 取組をしているということですね。

先ほど、小渡委員もからもあったように、教員の

先生方もやっぱり部活の指導に思い入れを持ってい

る方もいるので、多分地域の方との調整というもの

も必要になってくると思いますので、一層この取組

もしていただきたいなと思いますので、そこは要望

 として上げさせていただきます。

 よろしくお願いします。

あと次は、メンタルヘルスに行きたいんですけれ

ども、メンタルヘルス自体もそうですが、やはりそ

こには働き方改革というのも大きく関わってくると

 思います。

実は、この場では、学校現場の働き方改革という

ものはよく議論されるんですけれども、教育委員会、

この本庁内での働き方の改革ということについて、

どのように、今、進んでいるのかということを、少

 しお聞かせいただきたいなと思っています。

○諸見友重総務課長　まず定数上の配置のお話から

 させていただきたいと思います。

教育委員会事務局の条例上の定数は431というふう

 になっております。

令和４年度が、この定数の中で配置した現員とい

うのが415名、そして、今年度、令和５年度が421名、

それから、令和６年度は426名を今、見込んでいると

 ころです。

令和４年度から令和５年度にかけてのこの増加と

いうのはですね、学校人事課を再編いたしまして、

先ほどから答弁していますけれども働き方改革推進

課というのを新しくつくったというところと、それ

から、ＤＸ推進室をつくったというところで増えま

 したよというところですね。

今年度から次年度にかけてについては、様々な事

業の需要がありますので、学校給食費無償化に対す

るものであるとか、あるいは、さっき、話題になっ

ていました部活動等の指導に関することなどがあり

ますので、教育委員会事務局もですね、業務量の増

加に伴って、職員定数を増やしていっているという

ような中で、委員の御質問のお答えになるか分かり

ませんが、働き方改革というよりも、もちろん業務

量だけが増えるんではなくて、職員定数も増えていっ

 てます。

○新垣淑豊委員　確かに仕事が増えたらそれだけ人

が増えるというのは、これはもう当たり前のことな

んですけれど、やはり多分、これまでも職員１人当

たりのその勤務状況というのは、僕はかなりハード

だと思っています。いろんなクレームも受ける。だ

から、そこをね、しっかり取組もしていただきたい

 なというふうに思っています。

 以上。

○末松文信委員長　それでは、新垣淑豊委員の質疑

 は終わりました。

 　石原朝子委員。

○石原朝子委員　では、よろしくお願いします。 

１番目の今回の予算編成に当たって、沖縄振興特

別推進交付金を活用した事業数と、総予算額、事業

終了となった事業、もしくは新規事業があるのであ

 れば、理由等をお伺いします。

○諸見友重総務課長　令和６年度沖縄振興特別推進

交付金の活用事業数、それから総予算額についてお

 答えをいたします。

教育委員会における令和６年度沖縄振興特別推進

交付金を活用した事業は16ございます。予算額は17億

 2051万7000円を計上しているところであります。

また、御質問のあった、終了した事業はあるかと

いうことでしたけれども、この16事業全て、令和５年

度からの継続事業となっておりまして、今年度で終

 了した事業というのはございません。

○石原朝子委員　ありがとうございます。 

では、２番目のほうに入りますけれども、沖縄振

興特別推進交付金活用事業以外の、令和５年度で事

業終了となって、令和６年度から取り組んだ事業も

 あるんでしょうか、伺います。

○諸見友重総務課長　沖縄振興特別推進交付金活用

事業以外のものについて、令和５年度で事業終了と

なる主な事業については、新型コロナウイルス感染

症の５類移行に伴うものとして、県立学校等感染症

 対策事業、これが１つです。

もう一つが、県立学校学寮等入寮者支援事業、こ

の２つの事業が令和５年度で終了する主な事業と

 なっております。

○石原朝子委員　２つ目の事業について終了となっ
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 た理由等をお聞かせ願えますか。

○大城勇人教育支援課長　まず、事業の概要を御説

 明いたします。

高校及び特別支援学校の寄宿舎、離島児童生徒支

援センターにおける新型コロナウイルス感染症の拡

大防止策として、コロナ陰性ではあるものの濃厚接

触者としての隔離のため、自宅及び親族等で待機が

困難な寮生が宿泊施設等を利用した際の宿泊費を支

 援しておりました。

令和５年度におきましてはですね、５月８日の新

型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したこ

 とにより、今年度の実績もゼロとなっております。

そのため、次年度についてはですね、予算は計上

 しておりません。

 以上です。

○石原朝子委員　分かりました、ありがとうござい

 ます。

続きまして、３番目のほうに入りますけれども、

 教員業務支援員配置事業。

今年度より大分、予算が増額になっておりますけ

れども、これは現在の事業詳細については前の説明

でも理解しておりますけれども、令和５年度の事業

執行状況を踏まえた上での令和６年度の予算計上だ

と思いますけれども、令和５年度の執行状況はどう

 いう状況になっていますか。

○上江洲寿働き方改革推進課長　令和５年度、まだ

途中ではありますが、現在、配置の要望のあった市

町村と、あと、要望のあった県立学校に配置をして

 いるところでございます。

令和５年度は13市町村122校と県立学校20校の

142校に配置している状況で、一部の市町村で人材の

確保ができない市町村があるというのは聞いていま

 すが、ほぼ全体で配置できている状況です。

参考までに、令和４年度の事業執行率のほうの数

字がございまして、令和４年度は99.9％の執行状況

 になっております。

 以上です。

○石原朝子委員　関連して、この学校における働き

方改革の推進の中で、事業３件が増額になっていま

 すよね。

この人材確保、やはり人の確保が各市町村大変だ

と思いますけれども、そういった未配置で困ってい

る市町村、スクールカウンセラーとか部活動指導員

 のほうの事業執行状況はどうでしょうか。

今、私が懸念しているのは、予算を拡充するのは

いいんですけれども、未執行になったときの不用額、

せっかくこの予算を取っても、人材確保ができなけ

れば難しいですよね、もったいないということです。 

○宮城肇義務教育課長　それでは、スクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカーについてです。 

人員のほうは確保できておりますので、大丈夫で

 す。

○石原朝子委員　ありがとうございます。 

では、学校における働き方改革の推進の中の４番、

学校問題解決支援事業、事業詳細は支援体制の構築

に向けたモデル事業ということなんですけれども、

具体的にどういった形でモデル事業を実施していか

 れるんでしょうか。

それと、教育委員会のほうでは、令和２年度から

県立学校法律相談研修活用事業を取り組んでおられ

ると思いますけれども、この事業との関連性はどう

 いったことになりますか。

○宮城肇義務教育課長　学校問題解決支援事業につ

いて、先ほどからちょっとお話しして、重複するか

と思いますけど、保護者あるいは地域住民からの苦

情と、それに対応するためということで、校長等の

ＯＢをコーディネーターとしてお一人、会計年度任

用職員として採用してですね、年間103日間、１日大

体7.75時間となりますけど、学校とか、域内の市町

村の教育委員会や教育事務所での活動、そして専門

家会議を企画しますので、弁護士あるいは心理士、

社会福祉士、大学教授、医師等による専門家会議等

を開催して、その対応に当たるという形になってき

 ます。

○崎間恒哉県立学校教育課長　県立学校の法律相談

研修活用事業のほうを説明しますと、学校現場、今、

様々なトラブル等、教員のこれまでの経験則でなか

 なか解決できない難しい事案もございます。

それで、事業を活用してですね、県立学校で起こ

るいじめ、保護者とのトラブル等について、法的側

面、アドバイスを行うスクールロイヤー、いわゆる

弁護士を活用し、各学校においていじめ等の予防対

策や相談などを行う事業というふうになっておりま

 す。

こちらは、弁護士を活用する事業というふうになっ

 ております。

○石原朝子委員　ちなみに、この県立学校法律相談

 の活用はどういうふうな状況になっていますか。

○崎間恒哉県立学校教育課長　スクールロイヤー制

度の活用状況ですけれども、令和２年度10月よりス

 タートしています。

それで、法律相談、過去の実績を紹介しますと、
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まず、令和２年度が９校21件、令和３年度は14校

27件、令和４年度は26校41件、令和５年度は25校51件

 というふうに増加の傾向にあります。

研修等につきましては３年間、令和３年度から研

修を行っていますが、３年間トータルで46校51件の

 研修を実施しているところです。

○石原朝子委員　ありがとうございます。 

こういった県立学校法律相談研修活用事業等を活

用しながら、今の問題解決支援事業というのを取り

組まなければならないということで、その事業を立

 ち上げたということで理解してもいいですか。

○宮城肇義務教育課長　今、県立学校教育課の崎間

課長のほうからは、スクールロイヤー、法律の側面

ということでしたけれど、義務教育は小中ですけど、

現在、多様な問題があるというところで、そこへの

対応として専門的な方々の対応がほとんどないとい

うことで、令和６年度から国のほうが立ち上げたこ

 の事業に、一応手を挙げたという形です。

ただ、決定は３月の末で、決まってはいないとい

 う状況です。

○石原朝子委員　これは補助事業を活用されるわけ

 ですか。

○宮城肇義務教育課長　はい、そういうことです。 

○石原朝子委員　分かりました。大変いい事業だと

 思っております。

最後になりますけれども、学童クラブの待機児童、

これからまた出てくると思うんですけれど、新聞、

 マスコミ等でですね、いろいろ。

それに対しましての、放課後子ども教室推進事業、

教育委員会のほうではその事業があるかと思います

けれども、取組、今現在の課題等をお聞かせ願えま

 すか。

○米須薫子生涯学習振興課長　お答えいたします。 

県教育委員会では、放課後子ども教室推進事業を

行っておりますが、小中学校区、または小学校にお

いて、放課後や週末等に余裕教室や公民館等公共施

設を活用して、地域住民の参画を得て、学習支援や

 体験活動を実施しております。

成果といたしましては、地域住民と子供たちの交

流や異年齢の子供たちの交流活動からコミュニケー

ション能力の向上が図られていたことが挙げられて

 おります。

また、課題といたしましては、ボランティアスタッ

フの確保ですとか、活動場所の確保等が挙げられて

 おります。

県教育委員会といたしましては、引き続き学校と

地域で連携協働し、子供たちの安全安心な居場所づ

 くりに努めてまいります。

○石原朝子委員　活動場所の確保ということが

ちょっと課題になっているということなんですけれ

ども、学校現場のほうとしては、どういった状況で

 活動場所の確保が難しくなっているのでしょうか。

○米須薫子生涯学習振興課長　地域によって、空き

教室の状況は様々でございますが、近年特別支援学

級が増えているということもあるかとは思いますけ

れども、学校以外の公民館などの公的施設などでも

この事業を行うことができますので、県教育委員会

としましては、そのほか学校教室や、その他の公的

施設などの活用ができるよう周知を行っているとこ

 ろでございます。

○石原朝子委員　分かりました。 

子ども生活福祉部のほうも、学童クラブに関して

は一生懸命取り組んでおりますけれども、ぜひとも

また教育委員会のほうでも一緒になって取り組んで

 いただきたいなと要望いたします。

 以上です。

 ありがとうございました。

○末松文信委員長　以上で、教育委員会に係る甲第

 １号議案に対する質疑を終結いたします。

 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 休憩いたします。

 　　（休憩中に、執行部退席）

○末松文信委員長　再開いたします。 

予算調査報告書記載内容等についてを議題といた

 します。

総括質疑については、去る３月８日及び本日の質

疑において提起する委員はおりませんでしたので、

 念のため報告をいたします。

次に、特に申し出たい事項について提案がありま

 したら、挙手の上、御発言をお願いします。

 ほかにありませんか。

　　（「提案なし」と呼ぶ者あり） 

○末松文信委員長　提案なしと認めます。 

以上で特に申し出たい事項についての提案を終結

 いたします。

 次に、お諮りいたします。

これまでの調査における予算調査報告書の作成等

につきましては、委員長に御一任願いたいと思いま

 すが、これに御異議ありませんか。

　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）」） 

○末松文信委員長　御異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。
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なお、予算調査報告書は３月13日水曜日、正午ま

でに、タブレットに格納することにより予算特別委

 員に配付することになっています。

また、予算特別委員の皆様は、３月14日木曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定になって

 おります。

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月19日火曜日、午前10時から委員会を

 開きます。

 委員の皆さん大変御苦労さまでした。

 本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第 27 条第１項の規定によりここに署名する。 

 

　　委　員　長　　末　松　文　信 
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

 　年月日　　令和６年３月11日 (月曜日) 

 　開　会　　午前10時０分

 　散　会　　午後２時53分

 　場　所　　第２委員会室

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

  算（環境部所管）

　２　甲第22号議案 令和６年度沖縄県水道事業会

 計予算 

　３　甲第23号議案 令和６年度沖縄県工業用水道

事業会計予算

　４　予算調査報告書記載内容等について 

出席委員 

  委 員 長　呉　屋　　　宏 

　副委員長　下　地　康　教      

　委　　員　座　波　　　一　　玉　城　健一郎 

　　　　　　瑞慶覧　　　功　  新　垣　光　栄 

　　　　　　崎　山　嗣　幸    島　袋　恵　祐 

　　　　　　比　嘉　瑞　己　　赤　嶺　　　昇 

　　　　　　照　屋　守　之 

欠席委員 

　　　　　　仲　里　全　孝 

説明した者の職・氏名 

 　環 境 部 長　　多良間　一　弘

 　　環 境 政 策 課 長　　仲　地　健　次

 　　環 境 保 全 課 長    知　念　宏　忠

　  環 境 保 全 課    
横　田　恵次郎

 

　  基 地 環 境 対 策 監     

 　  環 境 整 備 課 長    久　高　直　治

 　  自 然 保 護 課 長    出　井　　　航

    自 然 保 護 課    
東　盛　舞　子

 

　　生 物 多 様 性 推 進 監 　　　 

     環 境 再 生 課 長 　 與那嶺　正　人

   企 業 局 長　　松　田　　　了

 　  企 業 技 監    石　新　　　実

 　  総 務 企 画 課 長　　志喜屋　順　治

 　  配 水 管 理 課 長    米　須　修　身

     配水管理課危機管理室長    國　吉  真　也

     建 設 課 長    石　原　祥　之

 3ii4

○呉屋宏委員長　ただいまから、土木環境委員会を

 開会いたします。

本日の説明員として、環境部長及び企業局長の出

 席を求めております。

「本委員会の所管事務に係る予算議案の調査につ

いて」に係る甲第１号議案、甲第22号議案及び甲第

 23号議案の３件を一括して議題といたします。

まず初めに、環境部長から環境部関係予算の概要

 説明を求めます。

○多良間一弘環境部長　皆さんおはようございます。 

それでは、環境部所管の令和６年度一般会計予算

 の概要について御説明いたします。

それでは、ただいま表示しております令和６年度

当初予算説明資料概要版に基づいて御説明いたしま

 す。

環境部の令和６年度当初予算案は、世界に誇る自

然を次世代へという知事公約の実現に向け、新・沖

縄21世紀ビジョン基本計画における基本施策や施策

 展開に基づき、予算を編成いたしました。

ただいま表示しました１ページ目のほうを御覧く

 ださい。

令和６年度の環境部の歳出予算額は、上から５行

目でございますけれども、43億1995万円で、前年度

当初予算額と比較しますと５億4159万1000円、率に

 して14.3％の増となっております。

その主な要因は、物価高騰に対する生活者支援と

して、省エネ性能の高い家電への買換えを支援する

省エネ家電買換購入支援事業を立ち上げ、約４億

 6000万円を計上したことによるものであります。

ただいま表示しました２ページ目を御覧ください。 

 歳入予算について御説明いたします。

 表の左下の全体合計欄のほうを御覧ください。

一般会計歳入予算の合計額は8421億4300万円のう

ち、環境部に係る歳入予算額は、これは右隣になり

ますけれども、24億576万3000円で、前年度当初予算

額に比べまして、今度は右端の黒枠の下のほうです

ね、４億6529万9000円、率にして24.0％の増という

土木環境委員会記録（第４号）
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 ふうになっております。

歳入が増となった主な要因は、新規事業である省

エネ家電買換購入支援事業に係る物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金などの国庫補助金が増と

 なったことによるものであります。

それでは、歳入予算について、款ごとに御説明い

 たします。

 左から２番目の環境部の欄を御覧ください。

（款）９の使用料及び手数料は4522万4000円で、

産業廃棄物処理業の許可申請や動物取扱業の登録申

請など、各種申請に伴う手数料の証紙収入等であり

 ます。

（款）10の国庫支出金は19億9426万円で、これは

主に沖縄振興特別推進交付金や、省エネ家電買換購

入支援事業に係る物価高騰対応重点支援地方創生臨

 時交付金等であります。

（款）11の財産収入は１万1000円で、環境保全基

 金及び産業廃棄物税基金の預金利子であります。

（款）13の繰入金は１億165万6000円で、産業廃棄

物税基金繰入金及び環境保全基金繰入金であります。 

（款）15の諸収入は611万2000円で、動物愛護管理

センター受託金収入及び雇用保険料に係る雑入であ

 ります。

（款）16の県債は２億5850万円で、電動車転換に

係る脱炭素化推進事業及び自然公園施設整備に係る

 公共事業等であります。

 以上で、歳入予算の概要説明を終わります。

続きまして、歳出予算について御説明いたします。 

ただいま表示しました３ページ目のほうを御覧く

 ださい。

 上から４行目でございます。

（款）４の衛生費のうち環境部所管分は、右隣の43億

1995万円で、前年度当初予算額と比較しますと５億

4159万1000円、率にして14.3％の増となっておりま

 す。

次に、（款）衛生費における環境部所管の主な内容

について、（目）ごとに御説明いたします。 

 一番右端の説明欄を御覧ください。

（目）の食品衛生指導費は、動物愛護管理センター

の管理運営及び動物愛護思想の普及推進に関する経

 費で、２億1883万3000円を計上しております。

（目）環境衛生指導費は、一般廃棄物及び産業廃

棄物の適正処理の推進など、持続可能な循環型社会

の構築に要する経費で、７億8438万6000円を計上し

 ております。

（目）環境保全総務費は、環境部職員の給与や課

 の運営費で、６億1461万円を計上しています。

（目）環境保全費は、地球温暖化対策、米軍基地

の環境問題対策、水質汚染対策、大気汚染対策、赤

土等流出防止対策、緑化の推進等に要する経費で、

 14億2629万5000円を計上しております。

最後に、（目）自然保護費は、世界自然遺産である

沖縄島北部及び西表島での希少種の交通事故防止・

密猟対策等を実施するための経費や、外来種対策、

サンゴ礁保全・再生に向けた取組など、自然環境の

保全・適正利用を図るための経費で、12億7582万

 6000円を計上しております。

以上で、環境部の令和６年度一般会計歳入歳出予

 算の概要説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長　環境部長の説明は終わりました。 

次に、企業局長から企業局関連予算の概要説明を

 求めます。

○松田了企業局長　おはようございます。 

企業局関連の甲第22号議案及び第23号議案につい

 て御説明申し上げます。

本日は、画面に表示されております令和６年第１回

沖縄県議会（定例会）議案（その１）により、御説

 明させていただきます。

初めに、甲第22号議案令和６年度沖縄県水道事業

 会計予算について御説明申し上げます。

第２条の業務の予定量につきましては、給水対象

が、那覇市ほか27市町村及び１企業団、当年度総給

水量が１億5357万2000立方メートル、１日平均給水

 量が42万1000立方メートルを予定しております。

また、主な建設改良事業は80億512万6000円を予定

しており、その内訳は、導送取水施設整備事業が52億

8627万4000円、水道広域化施設整備事業が８億6672万

4000円、浄水場等施設整備事業が18億5212万8000円

 となっております。

次に、第３条の収益的収入及び支出につきまして

は、収入の水道事業収益は315億834万3000円を予定

しており、その内訳は、営業収益が189億 557万

1000円、営業外収益が126億277万1000円などとなっ

 ております。

支出の水道事業費用は、318億6994万2000円を予定

しており、その内訳は、営業費用が309億2947万

7000円、営業外費用が８億8994万円などとなってお

 ります。

第４条の資本的収入及び支出について御説明申し

 上げます。

 63ページを御覧ください。
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資本的収入は、96億1263万7000円を予定しており、

その内訳は、企業債が27億円、国庫補助金が34億

2018万7000円、他会計長期借入金が30億円などとなっ

 ております。

資本的支出は、136億6567万3000円を予定しており、

その内訳は、建設改良費が96億471万3000円、企業債

 償還金が38億5618万4000円などとなっております。

第５条の債務負担行為につきましては、債務負担

行為をすることができる事項、期間及び限度額を定

 めております。

 次に、64ページを御覧ください。

第６条の企業債につきましては、限度額27億円と

 定めております。

第10条の他会計からの補助金につきましては、３億

731万7000円を予定しており、これは、臨時財政特例

債の元利償還等に充てるため、一般会計から補助金

 を受け入れることを定めたものであります。

 以上で、甲第22号議案の説明を終わります。

 次に、66ページを御覧ください。

引き続きまして、甲第23号議案、令和６年度沖縄

県工業用水道事業会計予算について御説明申し上げ

 ます。

第２条の業務の予定量につきましては、給水対象

が110事業所、当年度総給水量が927万8000立方メー

トル、１日平均給水量が２万5000立方メートルを予

 定しております。

また、主要な建設改良事業は、7694万2000円を予

定しており、その内訳は、導水施設整備事業であり

 ます。

第３条の収益的収入及び支出につきましては、収

入の工業用水道事業収益は、６億6703万8000円を予

定しており、その内訳は、営業収益が３億6424万

2000円、営業外収益が３億279万5000円などとなって

 おります。

支出の工業用水道事業費用は、６億8859万2000円

を予定しており、その内訳は、営業費用が６億7869万

円、営業外費用が940万1000円などとなっております。 

第４条の資本的収入及び支出について御説明申し

 上げます。

 67ページを御覧ください。

資本的収入は、5887万1000円を予定しており、そ

の内訳は、国庫補助金が5193万5000円、他会計補助

 金が693万6000円となっております。

資本的支出は、１億3386万6000円を予定しており、

その内訳は、建設改良費が9252万5000円、企業債償

 還金が4133万1000円などとなっております。

第９条の他会計からの補助金につきましては、

 3420万4000円を予定しております。

これは、先行投資施設に係る維持管理費などに充

てるため、一般会計から補助金を受け入れることを

 定めたものであります。

 以上で、甲第23号議案の説明を終わります。

 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長　企業局長の説明は終わりました。 

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、予算議案の審査等に関する基本的事項に従っ

 て行うことといたします。

予算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る予算議案でありますので、十分御留意を願います。 

なお、総括質疑の提起の方法及びその取扱いにつ

いては、３月８日と同様に質疑の際にその旨を発言

するものとし、本日の質疑終了後に協議いたします。 

質疑及び答弁に当たっては、その都度、挙手によ

り委員長の許可を得てから行い、重複することがな

 いように簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、委員自らタブレットの発

表者となり、引用する予算資料の名称、ページ番号

及び事業名等をあらかじめ述べた上で、説明資料の

該当ページを表示し、質疑を行うようお願いいたし

 ます。

それでは、これより直ちに環境部に係る甲第１号

議案、企業局に係る甲第22号議案及び甲第23号議案

 に対する質疑を行います。

 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員　よろしくお願いします。 

 ちょっと何点か質問いたします。

まずは、企業局からですけれども、広域化によっ

て座間味浄水場の建設も今行っていると思うんです

 けれども、進捗状況はどのようになっていますか。

○石原祥之建設課長　委員の質問にお答えします。 

座間味浄水場の進捗状況のほうなんですけれども、

令和５年９月に、海水淡水化施設の建設、機械設備

工事及び電気計装設備工事、また、12月に土木工事

 その１に着手しております。

令和６年度の早期に、土木工事その２の発注を予

定しており、これら工事の完成後、令和７年４月に

 は、用水供給を開始する計画であります。

○玉城健一郎委員　分かりました。 

まずは令和５年に海水淡水化施設をやって、次年

度で海水淡水化施設を造って、令和７年度に供給開

 始。
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浄水場自体、これまでこの座間味浄水場というの

は、ダムを使って、あれはやっていたんですけれど

も、今回からはもう海水淡水化施設で全部回してい

 くというイメージでよろしいでしょうか。

○石原祥之建設課長　お答えします。 

浄水場のほうにつきましては、海水淡水化施設の

ほうをまず稼働させて、供用開始をして、その後、

現浄水場、高台にあります浄水場のほうを撤去しま

して、その後、新設をするということで、順序よく

 やっていく予定となっております。

○玉城健一郎委員　よく理解しました。ありがとう

 ございます。

前、就任してすぐに、ダム浄水場をみんなで視察

したんですけれども、あそこのダムとかも結構この

濁りとかもあったので、その辺りも、企業局はぜひ

対応していただきたいと、これは要望しておきます

 のでよろしくお願いいたします。

続きまして、企業局ですけれども、令和６年度の

 ＰＦＡＳ対策についての事業をお伺いいたします。

○國吉真也配水管理課危機管理室長　お答えします。 

令和６年度のＰＦＯＳ等対策に係る予算は、福地

ダムから福地浄水場へ導水しているトンネルの改修

工事期間中に、海水淡水化施設をフル稼働させる動

力費等を計上しておりまして、合計５億6675万5000円

 を計上しているところです。

○玉城健一郎委員　５億6000万が今回、ＰＦＯＳ対

策ということで入れられていると、これは通常、渇

水がなかったときの場合とかだと思うんですけれど

も、先日、渇水になった場合、その海水淡水化施設

をまずは利用していくということで、大体月1.9億円

かかってくるということなんですけれども、今、渇

水状況で回してますけれども、６月以降にまた戻っ

て、また渇水の状況になった場合、企業局はもう体

力的にそういったものは対応できる状況にあるんで

 すか。

そのときは補正予算とか、そういったことで対応

 していくのでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長　おっしゃるとおり、令

和６年度予算については、渇水がどの程度続くかと

いうのは見通しが立たないので、ある程度、その渇

水対策費用が見込める時期になったときに補正予算

 を組んで対応したいと考えております。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

続きまして、環境部の島しょ型資源循環社会構築

事業、こちらはどういった事業なのか御説明をお願

 いいたします。

○久高直治環境整備課長　お答えします。 

離島市町村ではリサイクル体制が脆弱な状態であ

り、また、沖縄本島においても、島嶼地域という地

理的要因などから、沖縄県は資源循環コストが高く、

一般廃棄物のリサイクル率が全国に比べて低くなっ

ている現状を踏まえまして、本事業では、本県に適

したリサイクル体制を整備するため、効率的なリサ

イクル手法及び体制に係る調査検討を行い、モデル

事業における実証試験を通して、リサイクル推進に

必要となる技術支援や市町村などの活動支援を行う

 計画としております。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます、目的ま

 で。

これは構築事業なんですけれど、令和６年度から

だと思うんですけれども、どういった事業を、具体

 的に今めどをつけている事業とかもありますか。

○久高直治環境整備課長　事業の概要で経緯を説明

しますと、事業の内容としましては、令和４年度か

ら令和８年度までの５年間の事業としまして、主に

プラスチック、バイオマスといった分野の沖縄に適

した資源循環型社会の構築に向けた市町村や有識者

などを構成員とする検討委員会において、リサイク

 ル体制について検討を重ねているところです。

○玉城健一郎委員　ぜひよろしくお願いいたします。 

続きまして、環境部で有機フッ素化合物残留実態

調査事業について、令和６年度の調査内容、どういっ

 た調査を行うとか、御説明をお願いします。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　お答えい

 たします。

県では、県内のＰＦＯＳ等の残留実態を把握する

ため、令和５年度から基地周辺以外の宮古、八重山

地域も対象として、全県的な水質と土壌の調査を実

 施しております。

令和６年度の有機フッ素化合物残留実態調査につ

いては、性質及び土壌ともに、ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ

及びＰＦＨｘＳの３物質を分析することとしており

 ます。

調査地点につきましては、水質は、中核市である

那覇市を除く40市町村、土壌は全41市町村の各１地

 点で実施することとしております。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

これは、昨年も土壌調査をしたと思うんですけれ

ど、昨年の結果とかはもう出ていますか。今年度で

 す。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　お答えい

 たします。
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令和５年度の調査の進捗といたしましては、全て

 の調査地点で検体採取と分析が完了しております。

現在、調査結果の公表に向けて市町村と調整中で

 あります。

 年度末までには公表する予定としております。

○玉城健一郎委員　ありがとうございます。 

あわせて、このＰＦＡＳの中で、普天間飛行場周

辺のボーリング調査を行ったと思いますが、このボー

リング調査は、基地からの由来というものの汚染源

を特定するための事業だと思いますが、実際ボーリ

ング調査を行って何か分かった点とか、そういった

 ものもありますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　有機フッ

素化合物汚染源調査につきましては、ボーリング調

査等々をやっておりまして、令和３年から令和６年

 度までの事業となっております。

現在、まだ検討途中という段階でございまして、

今後、来年度により精度を高めた検討結果を出した

 いというふうに考えております。

○玉城健一郎委員　分かりました。ありがとうござ

 います。

この令和４年度なんですけれども、専門家会議、

令和５年３月のこの専門家会議の資料を見させてい

ただいていますが、結構、これを読む限りだとどう

しても基地というところしか見えてこないので、や

はり、こういった調査を含めて、本会議でも知事が

答弁されていましたけれども、アメリカに対しても

こういった調査が、こういった状況があるので、や

はり立入調査を求めていくというのを、ぜひ力強く

 進めていただきたいと思います。

 以上です。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 　新垣光栄委員。

○新垣光栄委員　よろしくお願いいたします。 

 それでは、環境部のほうから。

少し、先ほどの玉城委員と、結構ダブっています

 ので、飛んだりしますけどよろしくお願いします。

まずは、赤土流出総合対策についてお伺いいたし

 ます。

前回の委員会でも、仲里全孝委員から、砂防ダム

 等も有効ではないかという意見もありました。

そこで、そういった、この予算の中に、赤土の防

止対策事業としてどういう事業を行っていくのか、

 概要をよろしくお願いいたします。

○知念宏忠環境保全課長　お答えします。 

赤土等流出防止施設機能強化事業におきましては、

沈砂池や砂防ダムの既存施設において、流出防止機

能の回復等に係る手法等を検証する実証試験を行っ

 ております。

砂防ダムについては、令和４年度にどういう形で

砂防ダムが設置されているかというような実態調査

を行いまして、令和５年度から堆積土砂の除去によ

る赤土等流出防止効果について、検証するための試

 験を行ったところでございます。

○新垣光栄委員　その検証をしたということですけ

れども、どういった効果が、今、現れているのか、

 まだそれは分からないのか、お伺いいたします。

○知念宏忠環境保全課長　この砂防ダムにおいて、

浮泥等を取りまして、今どういう効果が現れたかと

いうのを上流下流で試験というか、測定を行ってい

るわけですけれども、これをまた継続して行ってい

くこととしておりまして、今はっきり、これでどう

いう結果が出たというところまでは、まだないんで

すけれども、継続して調査をしていって、調査結果

を取りまとめて、効果を検証していきたいというこ

 とで考えております。

○新垣光栄委員　私も考え方が一緒で、砂防ダムと、

あとは不陸調整、勾配ですね。畑からの勾配をしっ

かり――条例制定後のこの圃場の状態はいいんです

けれども、その以前にやった圃場も、そういった沈

砂池等の強化が必要ではないかなと思っております

ので、そういった調査は、また農林水産部との協議

になると思いますけれども、しっかり環境部のほう

で主導的な立場に立って、この赤土対策をやってい

 ただきたいと思います。

部長、その辺の見解をよろしくお願いいたします。 

○多良間一弘環境部長　今御指摘の赤土条例ができ

る前の圃場における沈砂池なんですけれども、農林

水産部におきましては、平成７年度のこの条例施行

後の部分におきまして、赤土等の流出防止対策設計

指針というものを策定しておりまして、この指針に

基づいて農地における施設等を整備しているところ

なんですけれども、その後、この圃場における沈砂

池とかについても、恒久的な堆砂施設を設置すると

いうふうにこの指針の中になっておりますので、農

林水産部においても、そういったものが水質保全対

策事業といったような事業などで改修が行われてき

ているというふうに聞いておりますので、また、環

境部は庁内での協議会とか、農林水産部とも連携す

る体制等ありますので、そこのあたりはお互い連携

しながらしっかりまた取り組んでいきたいと思いま

 す。
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○新垣光栄委員　次、有機フッ素化合物の件、先ほ

 どともダブりますので、別の視点からですね。

 土壌調査はもう行っていると。

私は、血中調査も行わないといけないと思ってい

るんですけれども、これはまた部署が違うもんです

から、環境部のものではないんですけれども、そう

いった中で、やはり血中濃度の調査とか、バイオソ

イルですね、下水道から派生して、もしこの水道水

が有機フッ素化合物で汚染された場合、最終的には

下水、事業所のほうに行ってバイオマスになって、

また畑にまかれるわけですから、そうすると拡散が

 起こってきます。

アメリカでは、もうそのバイオマスの基準も設定

されて、そういった規制もやっていくという方針が

ＥＰＡのほうで示されていると思うんですけれども、

そういったのも含めて、環境部は指導的な立場になっ

て、課を統括してやっていかないといけないと思っ

 ておりますけれども、その考えはどうでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　お答えい

 たします。

例えばなんですけれども、国では、環境省におい

て２つの専門家会議を立ち上げて、ＰＦＯＳ関係の

 検討を行っております。

また、厚生労働省においても、常設の水質基準逐

次改正検討委員会というところで、また同じくＰＦ

 ＯＳの検討を行っております。

内閣府においては、食品安全委員会の中に有機フッ

素化合物のワーキンググループというものをつくっ

て、また検討を行っているというところで、各省庁

の所管分野においてＰＦＯＳ等が検討されていると

 ころです。

県では、環境部においては環境中のＰＦＯＳの状

況の把握のための調査を行っておりまして、企業局

においては水道水源、水道水中のＰＦＯＳ低減のた

 めの対策を講じていると。

また、知事公室においては、国及び米軍に対して、

軍転協等を通じて汚染源特定のための立入りの実現

 などを申し入れていると。

保健医療部においては、人の健康の影響に関する

情報について、Ｑ＆Ａのページを開設して、県民に

 周知を図っているというところでございます。

このように、各部局の所管に沿ってＰＦＯＳ等の

 対応を行っているところです。

一応、令和５年２月に、関係部局による情報交換

の場を設けて、定期的に意見交換を行っており、引

き続き関係部局と連携して、ＰＦＯＳ等に関する課

 題に対応していきたいと考えております。

○新垣光栄委員　そういった多くの部署が関わって

いるんで、ぜひそれを――今一番問題になっている

 のが沖縄県だと思います、ＰＦＯＳの問題ですね。

やはり、しっかり横串を組み込んで、指導してい

くのが環境部の役割と思っていますので、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

 たします。

続きまして、自然遺産の保全・適正化利用につい

 ての事業についてお伺いいたします。

○東盛舞子自然保護課生物多様性推進監　お答えし

 ます。

世界自然遺産保全・適正利用事業ですけれども、

遺産地域である沖縄島北部及び西表島の自然環境保

全維持するとともに、適正な利用を図るため、希少

種の密漁や交通事故対策、ノネコ等外来種対策、オー

バーツーリズム対策、県内外に遺産に関する理解を

深めるための継続的な普及啓発などに取り組む事業

 となっております。

○新垣光栄委員　私、すばらしい事業だと思ってお

 ります。

しかし、今、県民の意識調査の中でも、貧困対策、

次が自然の保全ということで、自然遺産のところは

そういった感じで守られて、事業も推進しているん

ですけれども、私は今、沖縄のそういった自然遺産

に登録されていない自然も今後守っていかないとい

 けないと思っております。

そういった意味では、開発許可とか、農地転用と

かで、法的にもう皆さんが対抗できない、守りたい

んだけど対抗できないという部分も出てくるし、い

ろいろな法制の中でもう限界があると思いますけれ

ども、やはり私たち、そういう自然環境を守る上で、

神聖なるものとか、道徳的なもので、自然を破壊し

たら駄目だという部分もやはりあると思いますので、

そういった部分を開発許可とか農地転用とかの上で、

その道徳的なもう神聖なる部分で、沖縄県は沖縄ら

しさ、今後のこういった沖縄の観光に資するために

も残すべきところをしっかり自然を残さないといけ

ないと思っているんですけれども、そのような対応

を皆さんは、環境部としてどのように考えているか、

 お伺いいたします。

○出井航自然保護課長　環境部のほうでは、これま

でも大規模な開発については、法令に基づく厳格な

審査、そういったものを実施しておりますし、環境

部所管以外の、例えば公有水面埋立法などについて

も他部局から照会があった場合には、環境部として
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意見を述べるというふうなことを通して、無秩序な

開発の抑制、それから環境の保全、そういったもの

 に取り組んできたところです。

環境部所管の法律の中でも、その開発規制につい

て、例えば自然環境の保全、それから生物多様性の

確保、それから自然の風景地や鳥獣の生息地の保護、

そういったものが各種法令がございまして、そういっ

たものについては環境部のほうでも地域を指定し、

自然環境への影響を最小化できるよう、その地域内

での開発行為などについて規制してきたところです。 

また、そういう規制がかからないような地域につ

きましても、一応、事業者の責務として環境基本法

などにおいては、事業活動に当たっては、その自然

環境を適正に保全するための必要な措置を講じるこ

となどが求められていることから、環境部として、

例えばレッドデータブックなどをホームページで活

用して、こういった地域にはこういう希少種がいま

すよというような情報を発信することによって、自

然環境に配慮された、そういう事業が行われるよう

 取り組んできたところです。

○新垣光栄委員　もう一歩進んだ取組ができるよう

に、また環境部のほうでも政策を練って取り組んで

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願

 いします。

そして、また道路景観に関しての部分で、土木建

 築部では推進室ができました。

害虫対策も農薬の問題とかもあって、なかなか、

せっかく景観を守ろうとしているのに害虫が入って

きたときに対応ができない。これも農林とか、いろ

いろな薬事法とか、いろんなのが絡んでできない。

せっかく景観をつくったのに害虫が入ってくると、

この景観も、もう一気にぶつ切りされて守れない状

 況があります。

そういったものに、環境部としてはどういうふう

 な対応をしていくのか見解を伺います。

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

環境部では、平成20年度に設立した沖縄県全島緑

化県民運動推進会議のスローガンである一島一森で

花と緑の美ら島づくりを推進するため、同会議の事

務局を担い、県内の緑花木が適切に管理されるよう、

関係機関に対して緑化活動や緑花木の病害虫対策の

 支援及び各種普及啓発を行っているところです。

病害虫対策の支援については、緑花木の管理者か

らの症状の原因や対処方法の相談先として緑化相談

 窓口の常設。

デイゴ、アカギのように新たな病害虫により景観

が著しく損なわれる場合には、また老木等に甚大な

被害が懸念されるものについては、被害状況、原因、

薬剤効果の検証を行った上で、新たな農薬の登録、

適用拡大に取り組み、その効果を関係機関に周知す

るとともに、市町村に対しては、薬剤を用いた防除

対策に対し、補助金による支援を行っているところ

 です。

 以上です。

○新垣光栄委員　ぜひ、やはりスピード感がないと、

これに対応できないと思います。あっという間に広

がってしまいますので、しっかりそういった対策を

環境部のほうで取っていただいて、各部と連携しな

がら、そういった街路の環境対策、これは台湾とか

シンガポールもやっているはずなので、そういった

事例も参考にしながら、皆さんのほうで進めていた

 だきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それで、あまりにも予算が少ないもんですから、

43億円、これだけの事業を担っていて43億円、増や

してもらっているんですけど少ないと思いますので、

しっかりこの辺の観光税の導入も、そういった環境

を保全するという部分にしっかり活用できるように、

この観光目的税の項目にもしっかり取り入れていた

だきたい、提案していただきたいと思っております

ので、どうでしょうか、部長の見解をお願いします。 

○仲地健次環境政策課長　観光目的税、宿泊税とい

いますか、今現在、市町村であったり、関係業界の

ほうと意見調整している段階というふうに聞いてお

 ります。

その使途についても、環境部として庁内内部から

 いろいろ意見していきたいと思っております。

○新垣光栄委員　ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、企業局のほうに行きます。

今、水道料金の値上げで大変厳しい状況ではある

んですけれども、私は企業局が30年間水道料金を上

 げることなく、これまで頑張ってきたと思います。

また、様々な取組で経費の節減をやってきたと思

いますので、どういうことを皆さんはやってきたの

 か、お伺いいたします。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

企業局で平成５年以降、経営の健全化・効率化に

取り組んできておりますが、その中で、例えば組織

のスリム化ですとか、あと、浄水場の運転管理の外

部委託、取水施設の無人化など、そういったもので

 定員削減に努めてきたというところがございます。

そのほかにつきましても、運転管理を効率化する

ですとか、あと省エネルギーの推進、小水力発電の
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導入などで動力費を低減化してきていること、それ

から、企業債の繰上償還をすることで、支払利息を

軽減するというふうな、借入れも抑制するというこ

とで、企業債の支払利息を軽減しているというふう

 な取組をこれまで進めてきたところでございます。

○新垣光栄委員　そういった中で、私は全国平均の

水道料金に比べて、沖縄県は全国平均を下回ってい

ると思うんですけれども、そういった実態はどうい

 う状況でしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長　令和５年４月１日時点

の家庭用の10立方メートル当たりの水道料金ですけ

れども、全国平均が約1611円に対しまして、沖縄県

は約1492円と、119円程度低くなっている状況にござ

 います。

○新垣光栄委員　そういった中でＰＦＯＳ問題等が

あって、私は、やはり沖縄県ではウオーターサーバー

を入れたり、ペットボトルなど、なかなか水道水を

 飲みたいという意識も薄れているのかなと思う。

ウオーターサーバーに期待したり、ペットボトル

の水を飲むとか、そういった実態がどうなっている

 か調査しておりますか。

○米須修身配水管理課長　総務省の家計調査により

ますと、全国の都道府県庁所在地、そして政令指定

都市におけます１世帯当たりのミネラルウオーター、

これには、ペットボトルとウオーターサーバーが含

 まれております。

これの年間消費額は、平成26年から那覇市が全国

１位となっておりますが、その理由については資料

 がなくて不明となっております。

○新垣光栄委員　これ以前は、五、六年の経緯的に、

 ずっと那覇市が１位だったんですか。

○米須修身配水管理課長　那覇市が１位となりまし

たのは平成26年からとなっておりまして、それ以前

の状況については、今ちょっと資料のほうを持ち合

 わせておりません。

○新垣光栄委員　私はそういったＰＦＯＳ等の、や

はり不安要素も絡んでるのかなと思ったりしていて、

そういった実態、所得が低い上に、水道料金も安い

上に、そういった高額のペットボトルとかウオーター

サーバーを使うとなると、本当にもう、県民の意識

の中で水道水をどうにかしてくれということになる

と思いますので、しっかりその辺も調査していただ

いて、安心・安全の水を皆さんが提供しているとい

うことを、自信を持って言っていかないといけない。 

そのためにも、ＰＦＯＳ問題をしっかり解決しな

いといけないと思っておりますので、皆さん、頑張っ

 ていただきたいと思います。

 最後に局長、その辺の所見をお伺いいたします。

○松田了企業局長　先ほどの答弁の中でもございま

したけれども、平成26年から１位ということで、我

々がＰＦＯＳをいろいろ調査して、ＰＦＯＳが検出

されているというのが平成28年ですので、それ以前

からミネラルウオーターの消費量が非常に高いとい

うような状況がございまして、このＰＦＯＳの影響

がどの程度なのかというのは実際上、ちょっとよく

 分からないというのはございます。

ただ、一般的に気温が暑い地方は水温が上がりま

すので、水温が高い水はあまり好まれないというの

が実態上ございまして、企業局のほうで、毎年みず

まつりというふうにイベントをやっておりますけれ

ども、そういうイベントでも、この水温を変えると、

低くすると、高い水よりもおいしいという、そんな

方が結構いらっしゃるというようなところがござい

 ます。

そういう点も、ちょっと要因としてあるのかなと、

 個人的にですけれども、思っております。

あと、ＰＦＯＳの件ですけれども、今、中部水源

からも取水をしておりますけれども、これまでの公

表したデータでは、最大１ということで、高機能の

活性炭が効果を上げておりまして、非常に低い値を

維持しておりまして、企業局としまして、国の暫定

目標値等を大きく下回っておりますので、安全・安

心な水であるというふうに考えておるところでござ

 います。

引き続き安全・安心な水を供給できるよう、企業

局としては、最大限、可能な努力を行ってまいりた

 いと考えているところでございます。

○新垣光栄委員　そのようなことを、しっかり調査

 していただきたい。

なぜかというと、今、ＰＦＯＳの問題があるから、

中部水源の水を――やはり市町村によって違うわけ

ですからね。そういった中部水源のほうから取った

水の地域は、ペットボトル、ウオーターサーバーの

利用量がこれから上がってくるのか、私は、上がっ

 てくると思っております。

そういった面も重視していただきたいと思います

 ので、よろしくお願いいたします。

 以上です。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 　崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員　お願いします。 

当初予算の主な事業の概要で、今、発信しました
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 ので、８ページのナンバー５に行きます。

サンゴ保全の再生事業として、その中に持続可能

な海洋共生社会ということで、7900万円拡充された

予算が計上されておりますが、この事業の中に、大

浦湾一帯のサンゴ礁の実態調査も予定されているの

 か、お聞かせ願いたいと思います。

○出井航自然保護課長　今、委員の発言にあったサ

ンゴ礁保全・再生総合対策事業につきましては、こ

ちらサンゴ礁の保全再生に関する取組として、主に

サンゴ群集の再生を目的として、それに関わる調査

 研究を行っているものでございます。

また、それと併せてオニヒトデ対策などの体制整

備なども行っているところでございまして、この事

業の中で、大浦湾のそういった特定のサンゴ礁保全

に関する調査などを予定しているということはござ

 いません。

○崎山嗣幸委員　この事業の中で予定していないと

いうことでありますが、この関連する事業の中で、

前回も質問しましたが、臨時制限区域、それから埋

立区域以外の大浦湾一帯の海底サンゴ礁の調査を他

の事業の中でするということも含めて検討はしてお

 りませんか。

○出井航自然保護課長　この事業とは別の事業にな

るんですけれども、生物多様性地域戦略事業という

事業がございまして、この中の１つの項目として、

サンゴ礁の調査を実施するということで、今、計画

 はしているところでございます。

ただ、こちらのほうは、環境部が行っているその

一般環境調査として、平成21年度から23年度にかけ

て全県調査を実施しておりますが、それから10年以

上経過しているということから、国のモニタリング

サイト1000という国によって毎年行われる調査があ

るんですけれども、そういったところで捕捉できな

い地域、そういったところを対象として補完的に調

査を実施したいということで次年度は考えていると

 ころです。

○崎山嗣幸委員　この中に大浦湾も含まれています

 か、あの一帯。

 できれば、もしあるのならば、予算があれば。

○出井航自然保護課長　こちら、先ほど申し上げた

とおり、環境省が実施しているモニタリングサイト

1000というサンゴ礁調査が毎年実施されているんで

すけれども、その中で今現在、こちらのほうで把握

したところ、沖縄島北部の西海岸、これが大体大宜

 味村から国頭村の地域になります。

それから、沖縄島北部の東海岸、宜野座村から名

護市あたり、こちらのほうがちょっと調査対象とし

て抜け落ちているということが分かりましたので、

こういった海域を調査するということで今考えてい

 るところです。

○崎山嗣幸委員　私が聞いているのは、この大宜味

村、国頭村と言っていますが、大浦湾一帯の区域は

 入っていないんですかと聞いているわけよ。

○出井航自然保護課長　特定の地域を実施するとい

う調査ではございませんが、先ほど申し上げたとお

り、沖縄島北部の東海岸、宜野座村から名護市海域

には大浦湾も含まれているというふうに考えており

 ます。

ただ、こちらのほう、どういった場所を調査対象

としていくかというのは、今後検討していくことと

 しております。

○崎山嗣幸委員　予算規模は、どれぐらい予算計上

 していますか。

○出井航自然保護課長　これは、先ほど申し上げた

生物多様性地域戦略事業の中の１つの細事業として

今予定しておりまして、今のところで約300万円の予

 算を予定しているところです。

○崎山嗣幸委員　300万円。 

私は、この大浦湾一帯が御承知のように、環境省

が生物多様性の観点から、これを絶滅危惧種のジュ

ゴンも、それからサンゴ礁も含めて、特に重要度の

高い海域という選定をしているということも含めて

考えるならば、この一帯の調査をぜひやったほうが

いいと思います。これ、今言われている宜野座、大

浦湾一帯も含めて可能性があると言っていますが、

この中には、従来、防衛省がサンゴを移植された区

 域も含める可能性がありますか。

埋立てじゃなくて、臨時制限区域以外のところに、

サンゴを移したわけですよね。この移したサンゴは、

当然この海域の中に入るのではないかということで、

これはサンゴの生育状態、調べることに入りますか。 

○出井航自然保護課長　工事の実施に伴う影響につ

きましては、事業者の責任の下、調査が行われるべ

 きものと考えております。

環境部のほうでは、一般的な環境調査といたしま

して、どういった場所を実施するかというのは今後

検討していくことにはしているんですけれども、そ

ういった中で大浦湾もその対象の一部に入ってくる

という程度には考えているんですけれども、具体的

にどこというところまでは、今現在検討はしていな

 いところです。

○崎山嗣幸委員　区域は特定しなくても――聞きた
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いのは、サンゴが白化しているかとか、あるいは生

育状況がどうかとか、それからの海域状況について

は、当然、基本的に調べることがあると思うんだけ

れども、聞いているのは、過去にこれまで防衛省が、

サンゴを移植した海域は埋立区域でもないし、臨時

制限区域でもないものだから、当然、皆さんの部署

として調べる対象になる区域ではないかと、私は聞

 いているんですが。

 これも入るんじゃないですか。

○出井航自然保護課長　区域としては、先ほど申し

上げたとおり、東海岸につきましては、宜野座村か

 ら名護市までの海域を予定しております。

その中で、どういったスポットを調査していくか

というのは、今後検討していくということにしてお

 ります。

○崎山嗣幸委員　今言われていることについては、

区域のことを指定するわけじゃなくて、一般調査と

いうから、そのときに、当然そこのサンゴの状況と

か、生育状況とか、環境というのは調べると思うん

ですが、部長、この中身はどんな内容の調査になり

 ますかね。

細かい調査ではないということなのか、よく意味

 が分からない。

○出井航自然保護課長　調査につきましては、先ほ

ど申し上げたとおりなんですけれども、国がモニタ

リングサイト1000という調査を実施しておりまして、

そこはずっと経年的に、サンゴの状況がどういうふ

うになっているかというものを潜って調査するとい

 うようなものを、場所を決めてやっております。

そういった調査で捕捉できないところを今回、補

完的に調査しようというふうにしておりますので、

そういった調査手法とか、そういったものについて

 も、今後検討していくということにしております。

○崎山嗣幸委員　では、国がデータとか調査されて

いることに関して、補完的に県が調査をすると一般

的なことを言っているんですが、従来から言ってい

るように、この防衛省がサンゴを移植したところも

 含めて、見解が違うわけですよね。

移植したサンゴが死んでいたり、成育状況も違っ

たりするので、県が調べる意味があるんであって、

防衛省が調べたことについて、懐疑的なもんだから

今、県は裁判も起こしているので、ここは実際、県

が調査をすることの意味は、やはり防衛省の調査し

ていることに対する懸念があるから、私は再度、県

が確認する必要があるんではないかと言っているん

だけれども、今聞いているのは、埋立区域ではない

海域は皆さんの担当だから、当然これは調べるべき

 ではないかと。

今、防衛省のデータと言っていますが、補完する

と言うんだったら、防衛省が今までやっていること

についてはやはり懐疑的であると、調査も含めてね。 

環境調査委員会も含めて、問題ありませんという

ことについて、県がしっかり調べる余地はあるので

 はないかと私は聞いているわけ。

○多良間一弘環境部長　お答えいたします。 

まず、移植したサンゴがどの区域かという部分が、

一律にははっきりしない部分があるのかなと思いま

 す。

臨時制限区域内で、我々が入れないようなところ

に移植するところもあると思っていますし、それ以

 外の場所もあると思います。

ですから、そこあたりをいろいろ確認した上で、

また、先ほどは課長から答弁があったとおり、我々

がやる一般的な環境調査としての調査地点について

は、北部の名護市までも、大浦湾を含む区域が対象

となるんですけれども、具体的な調査ポイントとい

うのは、これから今後検討して定めていくことにな

りますので、そういった部分も確認しながら調査し

 たいと思います。

ただ、一方で、先ほどもありましたように、工事

による影響そのものというものは、事業者自らが調

 査してやります。

ただ、その中で、環境影響評価法におきましては、

そうしたサンゴの調査とかの結果も含めて、この自

然保護課が行う調査とは別に、この法に基づいて事

後調査報告書という形で県に提出されますので、そ

の際にそういった部分については、しっかり影響が

出ているかどうかという部分も含めながら、我々は

専門家の意見も聞いて意見を述べていくというふう

 なことで考えているところです。

○崎山嗣幸委員　私せっかく、300万円というか、違

う事業の中で展開しようとしているから、それを活

用してというか、環境部の立場として、そういう移

植されたサンゴも含めてどうなのかということにつ

いて、調査する意義があろうかなと思って聞いたの

で、ぜひできれば、この間、所管はまた別の所管も

あるかもしれないが、そこの埋立事業と関連するこ

とも含めて、皆さんがサンゴの保全、それから再生

するということを含めて目的があると思いますので、

 これはぜひ努力をしてもらいたいと思います。

それから、同じく事業概要の中の、次、ＰＦＯＳ

 の件に行きますが、３ページの３ですね。
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先ほども、この土壌と水質の調査のことを継続し

て、新年度も1100万円ですか、拡充するのに計上し

ているということでありましたが、これの前年度調

査をしたものが公表されるのが今月末ということで

先ほど答弁がありましたけれども、今年度調査をし

たその結果によって、来年度の調査も影響してくる

と思います。これの水質・土壌調査をしたものの結

果が公表されたときの対応について、これの分析の

方法とか基準設定が従来、皆さんは曖昧なところが

あると言っていましたが、これを明確に示していこ

うというのか、その後の対応をどうする考えなのか

 を聞かせてもらいたいなと思います。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　お答えい

 たします。

まず最初に、今年度の調査結果を基に来年度の調

査地点をどうするのかということにつきましては、

今年度と同様に、市町村と調整しながら県のほうで

地点については設定していきたいと考えております。 

その調査結果を受けて、どういう対応を考えてい

るのかということにつきましては、土壌につきまし

ては、ＰＦＯＳの環境基準が定められておりません

ので、これらの調査結果を示しながら、国に対して

基準値の設定をしてほしいということで申し入れる

 こととしております。

○崎山嗣幸委員　今年度いっぱいに出たら、国に基

準設定というか、この設定がないという状況の中に

おいて、どう分析するのか、どう評価するかについ

て、国の基準が時間かかって曖昧なときに、この結

果が出ているものについての分析というか、対応を

 どうするかについてはどのように考えていますか。

 出ないとどうしようもないのか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　お答えい

 たします。

先ほども言いましたけれども、土壌中の環境基準

というのが定められていないということで、調査結

果を安全か、安全じゃないかとかそういったところ

 の評価はできないというふうには考えております。

ただ、一方で、相対的に高い低いというのは、評

 価できるのかなということで考えております。

○崎山嗣幸委員　ここはまた結果出てから、いろい

ろまた検討、分析してもらいたいと思います。それ

から、従来、普天間飛行場、嘉手納飛行場周辺につ

いては、この間、高い濃度が出てきたというのは明

確になっているんですが、もう明らかにこの米軍基

地が原因だという蓋然性が高いというのは県も認め

た話なんですが、この中で、この汚染事故とか基地

への立入りというのは、調査権が地方自治で認めた

というこの環境補足協定が、何で役に立たないのか

ということを私は疑問なんです。これは何でこの環

境補足協定に基づいて立入調査ができないのか、大

 きな原因は何ですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　2015年に

締結された環境補足協定に基づく立入手続につきま

しては、同日付の日米合同委員会合意の環境に関す

 る協力というもので規定されております。

同合意では、環境に影響を及ぼす事故、すなわち、

漏出が現に発生し、米側から通報がなされたときに

限り、立入申請を行うことができると定められてお

 ります。

そのため、基地周辺の湧水等で高濃度のＰＦＯＳ

等が検出されていることについて、県としましては、

同基地が汚染源である蓋然性が高いと考えておりま

すけれども、環境に影響を及ぼす事故が現に発生し

ておらず、米軍から通報もないことから、同協定に

基づく立入申請をすることはできないと考えており

 ます。

○崎山嗣幸委員　これは、米軍が認めない限り、基

地の調査ができないという、こういった補足協定そ

のものがでたらめだと思うんです。この先ほど言っ

た日米合意をしてきた、通報がなければタッチでき

ないということについての合意をした日本側に一番

私は問題があると思うんですが、この基準を見直す

 ということの要求をしっかりやってきたのか。

 どういうことの取組ですかね、この間。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　環境補足

協定につきましては、事故時に限られるというとこ

 ろもございます。

そのため、軍転協等を通じて改善を求めていると

 いう状況でございます。

○崎山嗣幸委員　これは当時、これができたときに

画期的だと、歴史的な意義があるということで、当

時の菅官房長官も評価をしたぐらい、これで沖縄の

そういった土壌汚染、そういった汚染事故について

基地に立入りできるんだということで、大きな評価

 をされた補足協定だったと思うんですよね。

それが今の時点で、これだけ明らかになっている

けれども、何ら役に立たない補足協定について、や

はり県は国に対して相当入れていかないと、一向に

 らちが明かない状態になっていますよね、これね。

これ世論をつくるなり、国への要請を相当強めて

 いかないと、解決できないんじゃないですか。

部長、政治的にどんなですかね、これ、動きとし
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 ては。行政的だけじゃなくて。

○多良間一弘環境部長　お答えいたします。 

先ほどありましたとおり、この環境補足協定の見

直しについては、いろいろ軍転協を通して見直しを

求めているところもありますけれども、一方で、こ

ういったものに対象とならないような部分について、

我々は1973年の逆に日米合同委員会合意に基づく立

 入調査申請というものを申請しているところです。

ただ、これについてもいろいろ認められていない

という状況がありますので、ずっと引き続きこの立

入調査を求めるように、国に対しても求めていると

 ころです。

この環境補足協定の見直しに関する政治的な部分

というのについては、ちょっと私的には言及しづら

い部分もあるんですけれども、なるべく、この米軍

基地に環境問題に対する立入り、原因究明のための

立入調査といったものを速やかにできるように、引

き続き我々としては、国あるいは米軍に求めていき

 たいというふうには考えているところです。

○崎山嗣幸委員　これができたときに、一歩前進す

るんではないかということで期待もあったと思うん

ですね。これだけ、国の官房長官が歴史的な意義だ

ということで強調したいわれものなので、これが役

に立たないということを含めて、やはり行政ベース

じゃなくて政治的にも相当強く働いて、この日米合

意そのものを変えていかない限りは、立入調査でき

ないんではないかということを思ったので、環境部

としても強くまた横の連携も取って、国への要請を

強めて、基地内に立入調査できるように努力をして

 もらいたいということで、私は終わります。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 　島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員　よろしくお願いします。 

予算の概要の中から、１つ、ＥＶバス導入促進に

係る経費について聞きますが、この導入促進に係る

 経費についてのこの事業の概要を教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

本事業は、県内を運行する路線バス、観光バス等

へのＥＶバス導入を促進するため、国の補助事業の

交付決定を受けたバス事業者に対し、県の補助金を

上乗せすることで、車両導入及び専用充電設備の設

 置を支援するものです。

具体的には、国が行っている既存の補助事業に県

が補助金を上乗せし、購入費の約５割を補助するこ

とで、一般的な路線バス等に用いられるディーゼル

バスと比較して、安価に導入できるようにするもの

 となっております。

 以上です。

○島袋恵祐委員　概要をお聞きしましたけれども、

 この事業でどういった効果が期待できるのか。

また、今年度の実績、どのぐらい申請があって事

 業をつけたのか教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長　ＥＶバスにつきまして

は、１台当たり年間12トンのＣＯ２が削減できるとさ

れております。このようなバスの導入を広げていく

 ことで、効果が期待されます。

実績としましては、前年度に行ったバス事業者へ

のヒアリングによる需要調査を踏まえ、令和５年度

は５台から９台の補助を計画しておりましたが、今

年度、国の補助金の交付決定を受けたバス事業者３社

５台のうち、２社の４台については、メーカーから

車両を調達することができず、導入を断念したこと

から、最終的に県への補助金の申請は、１社からの

小型ＥＶバス１台と専用充電設備１基となっており

 ます。

 以上です。

○島袋恵祐委員　12トンのＣＯ２削減が期待できると

いうことで、効果はあって、やはりこれを進めてい

く必要があると思うんですけれども、ちょっとメー

カーからの受注が遅れて、予定の台数が下回ったと

いう話でもあるんですけれども、なぜ遅れたのかと

 いうのは何か理由があるんですか。

○與那嶺正人環境再生課長　今回導入ができなかっ

たバスの製造メーカーに確認しましたところ、車両

とバッテリー等は確保できたんですけれども、車内

の装備品を装備する体制がちょっと遅れが生じてい

まして、それについては今年度中に工場を拡大する

という情報がありましたので、次年度の事業につい

 ては改善されるのではないかと考えております。

○島袋恵祐委員　この事業なんですけれども、対象

のバスというのは、路線バス、また、観光バス、い

ろいろな事業形態があると思うんですけれども、そ

ういったのは全てに対象になっていくんでしょうか。 

○與那嶺正人環境再生課長　本事業では、路線バス

と観光バス、そして、事業用として、例えば空港か

らレンタカー屋さんまで往復するような事業系バス

 も含んで対象としております。

○島袋恵祐委員　今、ディーゼルからそういう環境

に優しいというか、ＥＶバスの導入というのが、国

も事業としてやっているという理解なんですけれど

も、次年度、引き続きこの事業をやるということで

予算もつけられているんですけれども、皆さんとし
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 ての取組、また目標等もあれば教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長　令和６年度の予算計上

に向けて、導入の可能性のあるバス事業者や、補助

金に関する相談があった事業者に広くヒアリングを

した結果に基づき、ＥＶ車両６台と専用充電設備４基

 分を予算計上しております。

県としましては、同事業の事業者への周知時期を

早めるとともに、ＥＶバスの導入を予定している事

業者には、補助金交付申請に合わせて、車両メーカー

 との早期調整を行うよう促してまいります。

 以上です。

○島袋恵祐委員　沖縄は特に鉄道がほとんどないと

いう状況で、こういった人を多く運ぶバスのそういっ

た需要というものが多くある中で、このＥＶ化に進

めるということはすごく大事なことだと思いますの

で、もっと事業を拡充していくことも含めて、推進

 をお願いしたいというふうに思います。

次に、省エネ家電買換購入支援事業、これは新規

になっているんですけれども、その事業の概要を教

 えてください。

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

省エネ家電買換購入支援事業は、県民が現在使用

しているエアコンや冷蔵庫を、より省エネ性能の高

いものに買い換える費用の一部を支援することで、

家庭からの二酸化炭素排出量の削減を図るとともに、

電気料金の負担軽減に資する事業となっております。 

具体的には、県民がより省エネ性能の高いエアコ

ン、冷蔵庫を購入した際に、省エネ性能及び機器の

容量に応じて、キャッシュレスポイントまたは商品

 券を付与するものとなっております。

 以上です。

○島袋恵祐委員　今、概要をお聞きしました。 

どのぐらいのエアコンとか冷蔵庫、台数を、今回、

購入事業に充てていくのか、また、その辺の周知と

か、また対象は個人や法人、全ての人たちも対象な

 のか、その辺も教えてください。

○與那嶺正人環境再生課長　補助の予定台数につき

ましては、エアコンが約１万1000台、冷蔵庫が約

 8000台となっております。

本事業は、物価高騰に対する生活者支援を目的と

しておりますので、法人は対象とせずに、県民を対

 象とした事業となっております。

また、広報につきましても、受託事業者を選定し

た後に、様々な媒体を使って広く普及していきたい

 というふうに考えております。

 以上です。

○島袋恵祐委員　分かりました。 

これ、もしこの事業を適用する際への購入方法等

 とか、どういった形で今考えているんでしょうか。

○與那嶺正人環境再生課長　申請の方法につきまし

ては、対象の家電を購入後に、インターネットで証

拠となる書類を添付した上で、写真も含めてですけ

 れども、添付した上で申請することができます。

インターネットを活用できない御高齢の方とかに

おきましては、郵送でも申請できるように体制を整

 備する予定としております。

○島袋恵祐委員　今のインターネットでの購入の話、

これは何か例えば家電量販店とか、そういったお店

 では事業は適用できないんでしょうか。

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

本事業は、家電を設置した後に申請する形となっ

ておりまして、設置を確認した後になりますので、

店頭でそのままポイントを付与するということは今

 のところ考えておりません。

 以上です。

○島袋恵祐委員　そういったネットとか、そういっ

たものが使用できる環境があったりもあるんですけ

ど、先ほどあったように、高齢者の皆さんもこの事

業を使いたいと思う人、多くいると思うわけですよ

 ね。

そういった皆さんが、購入後に、例えば写真撮っ

て送るやり方がなかなか分からないだったりとか、

また、ポイントとかそういったもらうもの――電子

マネーを持っていないとか、そういった方もいると

思うんですが、そういった人たちに対しての対応と

 いうものはどういうことを考えていますか。

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

現在、委託に向けた仕様書の中で、コールセンター

を設置して対応することを今のところ検討しており

 ます。

また、郵送での申請だったり、商品券でのポイン

ト発行というのも考えておりまして、その辺に配慮

 してやっていきたいと考えております。

 以上です。

○島袋恵祐委員　物価高騰で、やはりこういった必

要な家電が高くなる中でのそういった支援策という

 ことを理解しています。

特に、沖縄は、その需要というのは高くなると思

うので、ぜひそういったインターネットとか、また、

そういう電子マネーが使えない人たちが、この事業

を適用できないということがないように、引き続き

の対応をお願いして、この事業をしっかりと進めて
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 ほしいと思います。

次ですが、有機フッ素化合物残留実態調査につい

 てです。

これまでも何名かの委員からもありましたが、こ

の調査地点の選定について、先ほど41市町村全てで

やったというんですけれども、その選定、ここで調

査を行おうというように決めたと思うんですけれど

 も、どのような取組をしたのか教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　お答えい

 たします。

地点につきましては、まず、一般的な地点と汚染

の懸念がある地点という２地点を検討していただき

たいということと、まず、市町村において、どちら

かで、令和５年度は選定してくださいということで

お願いして、その後、その地点について市町村と協

議をした上で。場所を県のほうで設定させていただ

 いたという形になっております。

○島袋恵祐委員　市町村と協議をして決めていった

ということですけれども、41市町村全てで行ったと

いうことなんですが、合計で何地点ほどで採取され

 ているんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　市町村各

１地点を設定しておりますので、41市町村ですので

 41地点という形になります。

○島袋恵祐委員　本当に予算をつけて調査をすると

いうことで、それからこの選定というものの取組も、

調査をする前に委員会でもしっかりと市町村とも協

議をしてやってほしいということも求めさせていた

だいた中で、そういうこともやったということで理

解をしていますが、先ほどからもあるように、やは

りＰＦＡＳのこの土壌の規制値がいまだにないとい

う状況の中で、それをしっかりと確立させるための

 材料にするということも理解をしています。

このＰＦＡＳのそういった実態が、どんどん明る

みに出ることを期待するんですけれども、やはり、

先ほどから議論があるように米軍へ立入調査、基地

への立入調査が果たされていないという状況によっ

て、本当にこのＰＦＡＳの問題のそういった実態の

把握が遅れている状況だと思うんですけれども、県

としてこれまで、この立入調査要請を何回行ってき

 たのかというのを、改めて確認させてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　お答えい

 たします。

県といたしましては、令和元年の６月、令和３年

の２月、令和４年の７月及び８月、そして、去る１月

 の５回行っております。

○島袋恵祐委員　これまで５回行ったということで、

そこはやはりなかなか実現ができないということで

すけれども、県の要請を国は受けて、国自身が、例

えば米国とかそういったところへの働きかけとか、

ちゃんとやっているかどうかというのを皆さん何か

 つかんでますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　要請の際

に、国のほうからは、米軍に対して事あるごとに申

し入れているということは回答いただいているとこ

 ろです。

○島袋恵祐委員　申し入れているというけれども、

じゃそれに対して米国が国にどういった回答をして

いるかとか、そういったものというのは何か説明を

 聞いていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　そこの内

 容については確認できておりません。

○島袋恵祐委員　これまで５回あって、いまだ実現

 できていない。

国は申し入れていると言うけれども、実際、中身

 も分からないと。

やはりそういったところもちゃんと、皆さんとし

ても国に対して聞くということも大事ですし、国が

ちゃんと動いているかどうかというのもチェックす

 ることも大事だと思うわけですよね。

そういったところを受けて、やはり皆さんとして

のこの立入調査を求める動き、今回の調査もそういっ

た立入調査を求める際の交渉の材料になると思うわ

けですけれども、その辺をしっかりとやってもらい

たいと思うんですが、もう一度ちょっと県の見解を

 聞かせてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監　お答えい

 たします。

県といたしましては、嘉手納飛行場や普天間飛行

場といったところの周辺で、高濃度のＰＦＯＳ等が

検出されていることにつきましては、同基地が汚染

 源である蓋然性は高いと考えております。

そのため、立入り、1973年合意に基づく立入申請

を行っているというところですが、まだ実現してお

 りません。

そのため、県としましては引き続き国及び米軍に

対して立入りを認めるように強く求めていきたいと

 考えております。

○島袋恵祐委員　引き続き取組をお願いしたいと思

 います。

それでは、企業局にちょっとお伺いしたいんです

けれども、同じく企業局でもＰＦＯＳの対策を取っ
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ていると思うんですけれども、今渇水の状況もちょっ

と深刻だというところで、中部水源からの取水も再

開しているということなんですけれども、それに関

 するＰＦＯＳの検出状況とかどうでしょうか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長　お答えします。 

これまで発表された最新の２月29日のデータでは、

北谷浄水場の浄水のＰＦＯＳ濃度は１となっており

 ます。

 以上です。

○島袋恵祐委員　この１というのは、１ナノグラム

 ということですか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長　失礼しました。 

浄水１リットル中１ナノグラムということになり

 ます。

○島袋恵祐委員　まず、先ほど別の委員からもこの

ＰＦＯＳ対策のまた次年度の予算も５億6000万円と

 いう話もありました。

やはり基地の蓋然性が高いと、先ほど環境部との

やり取りもあったんですけれども、基地を提供をし

ている国が、このＰＦＯＳ対策も責任持ってやって

 もらいたいと思います。

そこら辺の要請等も、これから引き続きやっても

らいたいと思うんですけれども、その辺の取組方は

 どうなっているでしょうか。

○國吉真也配水管理課危機管理室長　企業局におき

ましては、米軍基地由来の蓋然性が高いＰＦＯＳ等

対策の費用について、施設提供者である国が負担を

 すべきと考えております。

これまで、各関係部局と連携し、令和元年、３年、

４年に、関係大臣宛て要請を行ったところでありま

 す。

また、今年１月にも知事が関係大臣宛て要請を行

い、大臣からは、ＰＦＯＳ等問題は重大なものであ

ると認識し、政府としてできることをしっかり行っ

 ていきたいとの回答をいただいております。

引き続きＰＦＯＳ等対策に係る費用については、

 国が負担することを強く求めてまいります。

 以上です。

○島袋恵祐委員　最後に、建設改良費の関係で聞く

んですけれども、ハード交付金がこの間減額になっ

ていて、皆さんへのそういった老朽化対策に、建設

改良が遅れているというような話はこれまでも議論

 をさせていただきました。

次年度のこのハード交付金の皆さんの要求額と、

 実際に配分された額について教えてください。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

令和６年度の要望額につきましては、90億4700万

円の要望をさせていただいたところ、措置された予

算額については34億2000万円、措置率としては37.8％

 になっております。

○島袋恵祐委員　まず、今年度の数字で31.9％とい

うところで少し上がったということではあるんです

けれども、水道料金の値上げの――やはりこのハー

ド交付金が大きな要因となっているということで、

 48％ということが明らかになっています。

今回、この老朽化対策費の中で、建設改良費が前

年度より27億円も増えているというところもあるん

ですけれども、その辺の理由はどうなっているんで

 しょうか。

○志喜屋順治総務企画課長　建設改良費につきまし

ては、物価の高騰で建設コストが上昇しているとい

 うことがございます。

当初、毎年138億円が必要というふうな見立てをし

ていたんですけれども、そういった物価高騰に伴っ

て、建設コストが173億円まで上昇したということで、

今回、令和６年度の予算につきましても、そのよう

な影響がありまして増えているというふうなことが

 ございます。

○島袋恵祐委員　やはりこの物価高騰もある中で、

この建設コストが上がっているという状況で、なか

なか予定どおりの建設、修繕、また改善等が遅れて

 いるのは理解をします。

引き続きこのハード交付金の減額というものが影

響しているわけですので、そこをしっかりとまた要

望額を措置してもらえるように、企業局としても引

き続きの努力――沖縄は特殊事情ありますよね。管

路延長の距離が全国２倍とか、ポンプ台数も調整指

数も全国の３倍以上というような状況もあるので、

そこのとこも含めた中で実態を知らせる努力も、要

請も行ってほしいと思うんですが、最後、局長にお

 伺いいたします。

○松田了企業局長　お答えします。 

昨今の物価上昇によりまして、施設整備費の財源

を確保することができなくなったという点で、今回、

 料金の改定もさせていただきました。

いろいろインフレで県民生活非常に苦しい中、私

どもの水道料金の値上げということについては、非

常に御批判も受けているところでございますが、現

状のままですと、令和７年度の起債の償還金の確保

ができなくなるということで、我々もそういう状況

を踏まえて料金の改定を提案して、11月議会で認め

 ていただいた経緯がございます。
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一方で、その財源を確保する手法として、ではど

ういったものがあるのかということですけれども、

やはり今、沖縄県にとりまして、沖縄振興特別措置

法に基づきまして、制度設計されておりますこのハー

ド交付金、これは企業局以外の様々な施設整備に、

非常に大きく貢献しているという実態がございます。 

私ども内閣府にこれまで以上に現状と、それから

その必要性、どういったところで、なぜ必要なのか

ということについて丁寧に説明する必要があると

思っておりまして、知事部局とも連携しまして、こ

の説明、方法について、引き続き丁寧な説明、正確

な説明、必要性の理論的なところをきちっと説明す

るというところをやっていきたいというふうに考え

 ております。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員　よろしくお願いします。 

説明資料で通知しましたが、新年度も環境部の皆

さんが地球温暖化対策に様々な事業で取り組まれる

 ところだと思います。

最初に、沖縄県の温室効果ガスの削減目標と現在

 の達成状況についてお聞かせください。

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

県では、令和５年３月に改定した第２次沖縄県地

球温暖化対策実行計画において、2030年度までに県

内の温室効果ガス排出量を意欲的目標として2013年

度比で26％削減、挑戦的目標として31％削減するこ

 とを中期目標として掲げております。

最新の統計値である2020年度の県内の温室効果ガ

ス排出量は1143万トンで、基準年度である2013年度

 から9.3％減少している状況にあります。

県としましては、同計画で掲げた各種施策を着実

に推進することで、中期目標の達成を目指してまい

 ります。

 以上です。

○比嘉瑞己委員　2020年度は、かなり削減できたと

 いう評価でした。

その前の年がコロナとかがあって、観光客も減っ

て飛行機も飛ばなかったというのもあって、そういっ

たことで大きな削減ができたと聞いておりますが、

そうは言っても基準年の2013年から７年間で、今

 9.3％の削減という到達ですよね。

これはあと10年で、さらに17％削減しないといけ

 ないという、これが今の目標なんですよね。

本当は、その挑戦的目標で31％まで上げたいとい

うのもあるんですけれども、国はさらに高いところ

を言っているけど、沖縄県では最低でも26％は削減

 したいというふうに思っています。

そこでお聞きするんですけど、温室効果ガスの削

減目標に係る環境部の役割というのはどういうもの

 ですか。

○與那嶺正人環境再生課長　実行計画で定める役割

として、環境部では、地球温暖化防止に向けた取組

を総合的、計画的に進めるための施策を策定すると

ともに、施策の着実な推進を図るため、庁内、部局

間の連携や関係機関との連絡調整を行い、加えて、

県、関係行政機関、事業者、学識経験者等で構成さ

れる沖縄県地球温暖化対策実行計画協議会を毎年開

催し、施策の進捗や課題などの検討、協議を行い、

 進捗管理を行っているところです。

そのほか、県民や事業者、市町村等に対する地球

温暖化防止活動の支援や普及啓発等に取り組んでい

 るところであります。

 以上です。

○比嘉瑞己委員　沖縄県の各部署が温室効果ガス削

減に向けて頑張っていて、その進捗管理をするのが

 環境部の仕事だと理解しています。

一番大きいエネルギー問題は商工労働部ですし、

また他の部局にもあるわけですけれども、とにかく

全体を管理するというのが環境部の役割なので、皆

さんにはこれ重要だと思いますが、この進捗管理、

沖縄県の計画がちゃんと進んでいる、推進していく

 ために、皆さんどのように評価をされているのか。

進捗管理状況の評価というのはどういうふうに

 やっていますか。

○與那嶺正人環境再生課長　進捗管理報告書では、

18の進捗管理指標を上げて進捗管理を行っていると

 ころであります。

2020年度の進捗管理の結果につきましては、電力

排出係数や再生可能エネルギー、発電電力量など、

12の項目がかなりの改善傾向でＡ評価、渋滞箇所数

とフロン類回収量の２項目が改善傾向のＢ評価、森

林面積と一般廃棄物焼却量の２項目が現状維持傾向

のＣ評価となっており、悪化傾向を示すＤ評価とＥ

 評価はありませんでした。

なお、バス及びモノレールの利用者については、

コロナウイルス感染症の影響が見られるため、評価

しないこととして取りまとめ、現在、県のホームペー

 ジで公表しているところとなっております。

 以上です。

○比嘉瑞己委員　その報告書を頂いて、私も読ませ

 ていただきました。
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今、説明があったように18の指標がありますね。

 ５つの大きな分野に分かれていて、18の指標が。

その中にエネルギーの導入とか、バスとかいろい

ろあるわけですよね。その中で、今、評価を見たら、

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと５段階でやられていて、その

評価も前年度から進んだかどうかという観点での評

 価になっています。

それはそれで大切だと思うんですけれども、例え

ばこのエネルギー政策では、2030年度までにエネル

ギーで何パーセント削減するんだ、そのための必要

な予算はこれぐらいだというような、そういった計

 画が見えないんです。

 この18の指標のそれぞれ目標ってあるんですか。

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

令和３年度の地球温暖化対策推進法の改正におい

て、各施策の分野ごとに目標を設定することが義務

 づけられております。

ですので、令和５年３月に改定した沖縄県の実行

計画においても、重点施策の進捗を効果的に把握で

きるよう、従来の管理手法を18から22項目に見直す

とともに、そのうち安定的にデータを取得できるな

どの理由から選定した11項目については、施策目標

 として2030年度の目標を設定したところです。

今後は、目標を設定した11項目について進捗率で

評価を行うとともに、残りの11項目についても増減

 率の比較によって評価を行ってまいります。

なお、令和５年度に行った評価につきましては、

 今月末に公表する予定としております。

 以上です。

○比嘉瑞己委員　ありがとうございます。 

だんだん具体的になっていって、この分野でもっ

と力入れたほうがいい、もっと予算が必要だという、

 こういった議論を期待したいと思います。

さっきお話があった省エネ家電の事業も、今回４億

5000万円と環境部にしてはとても大きい額ですが、

これが本当に十分なのか、いやもっと本当は必要じゃ

 ないかという議論がなかなかできないんですよね。

冷蔵庫とエアコンだけでいいのか、車の買換えに

も必要じゃないかとか、そういった議論をするため

にもこの具体的な目標、そのために幾ら必要かとい

う予算も出てくると思うので、そこら辺、ぜひ部長、

環境部としての進捗管理の役割を果たすためにも、

他の部局にもこうしたお話で、しっかりとした計画

 をつくっていただきたいんですが、いかがですか。

○多良間一弘環境部長　お答えいたします。 

先ほど来、答弁があるとおり、温暖化の実行計画

において150の施策を設けておりまして、各関係部局、

それから県民等においてもいろいろ施策の進捗を既

にやっているものの、我々としては進捗管理をやり

ながら、それから庁内での協議会におきましては、

その進捗管理を行って、各部局にも確認をしている

 というようなところでございます。

そうした中におきまして、取りあえず必要となる

ような省エネの家電の買換えといったような部分も

やっているわけですけれども、これについても家電

の中で最もエネルギー使用量が高いというようなエ

アコンと冷蔵庫といったものをまずは対象にという

 形でいろいろやってきているところです。

こういったものも次年度の進捗を見ながら、また

どういった部分が必要かと、また新たな施策が必要

かという部分についても、またいろいろ議論してい

 きたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員　前、議会のほうで商工労働部でエ

ネルギー政策の議論の中で、目標達成を太陽光で全

部やるとしたら1600億円必要だという答弁が出たん

 ですね。

あれ県だけで1600億円という話ではないみたいな

のですけれども、そういう目で見ると、もっともっ

と予算が必要だ、国もそういった、今、力を入れて

いる分野でもあるので、しっかりとそこに手を挙げ

ていく根拠になっていくと思いますので、しっかり

とした指標の目標と計画をつくっていただきたいと

 思います。

次に、プラスチック問題の対策普及啓発事業とい

 うものがあります。

普及啓発と書いてあって、中心はそこになってい

るんですけれども、まず県内のプラスチックごみの

 状況というのはどういうふうになっていますか。

○久高直治環境整備課長　本県では、家庭から排出

される一般廃棄物のプラスチックごみのうち、ペッ

トボトルについては全市町村がリサイクルを行って

おりますが、一方でプラスチックごみについては、

その大部分が可燃ごみとして焼却処分されている現

 状があります。

また、事業活動に伴って排出される産業廃棄物の

プラスチックごみは、廃プラスチック類の許可を有

する処理業者で処理されておりまして、処理された

うちの約40％が再利用されている状況でございます。

 残りは焼却処分されております。

○比嘉瑞己委員　今、法律もできて、まだ努力義務

らしいんですけれども、今後、循環型を目指してい

くためには、ここでしっかりとやらないといけない
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 なと思っています。

今、ペットボトルは全市町村でやっているという

話なんですけれども、いわゆるプラスチックごみの

 分別というのは、市町村の状況はどうですか。

○久高直治環境整備課長　委員の御指摘のとおり、

ペットボトルについては、リサイクルがかなり進ん

でいるんですけれども、プラスチック製品の容器包

装のリサイクルについては、なかなか現状進まない

 ものとなっております。

それは理由としましては、リサイクルの事業者が

市町村から引き取った場合に、素材ごとに分別基準

や品質が定められておりますが、同基準及び品質へ

 の対応の困難さも原因の一つだと考えております。

プラスチック製容器包装は、容器包装以外のプラ

スチックは対象外となることや、プラスチック以外

の付着や混入がないことが条件となることから、一

般家庭における分別の煩雑さや市町村の分別収集後

 の洗浄等への対応に苦慮することが考えられます。

○比嘉瑞己委員　市民がせっかく分別しても、実際

その後どうなるのかと、今、現状は全部燃やしてい

 るという状況です。

これをリサイクルしていくためには、いろいろな

課題があると思うんですけれども、県内でリサイク

ルの施設整備の場所がないというのが大きな課題だ

 と思うんですが、その点はどうですか。

○久高直治環境整備課長　そうです、リサイクル処

理施設の必要性というのは非常に重要かと思います

けれども、現状としまして、一般廃棄物のリサイク

ル事業者が少ない理由としましては、県内だけでは

事業活動として島嶼県であるということもございま

して、経営が成り立つだけの原材料であるプラスチッ

クごみの安定供給が難しいことも原因の一つと考え

 ております。

○比嘉瑞己委員　スケールメリットの話が万国津梁

 会議の提言でもありましたね。

読ませていただきましたけれども、そうであれば

民間が手を挙げ切れないのであれば、公共で、沖縄

県としてどうしていくのかというところ、もう一つ

踏み込んだ議論が必要だと思うんですけれども、こ

ういったところも検討していく必要性はありません

 か。

○久高直治環境整備課長　委員の御指摘にあります

万国津梁会議ですけれども、令和３年度から２年間

 開催しております。

プラスチックの関わりの深い有識者などにより議

論していただきまして、プラスチック問題に関する

 提言書として取りまとめていただきました。

提言書のビジョンには、島しょ型プラスチック資

 源循環社会の実現も掲げられております。

その実現に向けた取組の一つとして、令和４年度

から実施しています島しょ型循環社会構築事業にお

いて、沖縄に適したリサイクル体制を整備するため、

効率的なリサイクル手法や体制に係る調査検討に今

 現在取り組んでいるところでございます。

○比嘉瑞己委員　部長、この提言には島しょ型とい

う言葉が至るところにあって、先ほど課長がおっ

しゃったように、すごく不利なところもあるけれど

も、ここで循環させたらすごい、世界に誇れるんだ

 という話になっています。

そのためにも、プラスチックの再利用の施設整備

というのは、すぐにでも検討していくべきだと思い

 ますが、最後に部長どうですか。

○多良間一弘環境部長　お答えいたします。 

先ほど課長からも答弁があったとおり、沖縄県に

おきましては、逆にこの島嶼性による不利益性の部

分、スケールメリットの部分が一つ大きな原因とい

 う形になっております。

そうした中において、県におきましては、プラス

チックの万国津梁会議の提言も踏まえまして、令和

４年度から島しょ型資源循環社会構築事業におきま

して、この沖縄でどういったリサイクルに適した体

制で整備できるかというものを検討を進めていると

 ころです。

新しいプラスチックに関する法律もできまして、

市町村においてもこういった分別、あるいは事業者

における取組といったものも求められているところ

になりますので、どこまで民間の施設として整備で

きるか、あるいは沖縄県においては、このヤマトで

処理するにしてもどういった体制ができるのかと

いったものについては、しっかり検討していきたい

 というふうに考えております。

○比嘉瑞己委員　ぜひ普及啓発にとどまらない具体

 的な取組を期待したいと思います。

次に、世界自然遺産保全・適正利用推進事業につ

 いてお聞きします。

この間もお聞きしましたが、世界自然遺産、北部

 の訓練場跡地で米軍の廃棄物が今でも出ています。

新年度予算では、返還跡地での除去についても予

 算に入っていますか。

○東盛舞子自然保護課生物多様性推進監　お答えし

 ます。

世界自然遺産保全・適正利用推進事業の中には、
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 廃棄物の処理費用は含まれておりません。

○比嘉瑞己委員　地位協定上では米軍に原状回復義

務はない、日本政府がやるということになっている

みたいなんですが、北部訓練場返還後の回収状況、

 国はどういうふうにやっていますか。

○久高直治環境整備課長　返還後につきましては、

所有者に引き渡す前の平成29年８月から同年12月ま

での間に跡地利用推進法に基づき、沖縄防衛局にお

いて土壌汚染調査や廃棄物探査、回収などの支障除

 去措置が講じられております。

また、引渡し後には、発見された薬きょうなどの

廃棄物については、沖縄防衛局が平成28年の返還時

に作成した返還実施計画に対する県知事意見及び平

成29年に土地所有者である沖縄森林管理署と締結し

た返還後の取扱いに関する協定に基づき、沖縄防衛

局において除去が行われているところでございます。 

○比嘉瑞己委員　除去が行われていると言っても、

 今でも出てくるわけですよね。

広大な敷地ですよ、この4000ヘクタールという広

大な土地を本当にきれいに原状回復しているのかと

 いうところでは、国の動きは鈍いと思います。

沖縄県が実態を示して、本来であれば国が調査を

するべきですけれども、しっかりと県のほうが告発

していかないと、国の重い腰も上がらないと思うん

 ですが、その認識はありますか。

○久高直治環境整備課長　委員の御指摘のとおり、

引渡し後の北部訓練場返還地では、米軍由来の廃棄

 物が度々発見されています。

そこで、県では世界自然遺産登録もその価値が損

なわれずに環境保全が図られるよう、令和３年５月

14日付で沖縄防衛局長に対し要請を行い、北部訓練

場返還跡地の十分な廃棄物の調査の実施、廃棄物が

確認された場合の適正な処理などを求めてきている

 ところでございます。

○比嘉瑞己委員　廃棄物が確認された場合には、国

も動くというような方針らしいんですけれども、そ

れが出てくるのを待つというのではなくて、しっか

 りとここにあるんだということを示す。

この間は、手りゅう弾が出てきたわけですよ。そ

んな危険なものがまだ残っている現状があるわけで

すから、県も、もう一歩踏み込んで県独自の調査、

その調査を基に、国に、ここにありますのでやって

くださいというような、こういった仕組みが必要だ

 と思うんです。

 いま一度いかがですか。

○久高直治環境整備課長　引渡し後の廃棄物の回収

などについては、沖縄防衛局から、先ほども申しま

した計画の中で報告を受けることになっておりまし

 て、報告を受けている現状です。

県としましては、廃棄物の回収などについて適切

な対応をなされているか確認していきたいと考えて

おりますし、必要に応じて現場も確認しているとこ

 ろでございます。

○比嘉瑞己委員　沖縄防衛局の調査というのは、毎

 年やられているんですか。

○久高直治環境整備課長　毎年、今のところ行って

 おります。

○比嘉瑞己委員　そこの調査が十分なのかどうなの

か含めて、しっかりと県も関わっていただきたいと

 思います。

 次に移ります。

毎回で恐縮ですが、犬・猫の事業なんですけれど

も、補正でもちょっと聞いたんですけど、いのちを

つなぐ事業というのがあって、そこに試験的なＴＮ

Ｒがあると思うんですけど、いま一度その実績を教

 えていただけますか。

○出井航自然保護課長　犬猫のいのちをつなぐ事業

におきましては、飼い主のいない猫に対する不妊去

 勢手術も予算化して実施しているところです。

ただ、補正のときにも説明は差し上げたところな

んですけれども、今年度は補助金として計上してい

たところ、補助事業者との調整が難航したことから、

次年度以降、それを実際に県が病院に役務の提供を

してもらった場合に、それにかかる費用を支払うと

いうような形で実施するというような方式に変えた

 ところでございます。

また一方、動物愛護管理センターのほうで実施し

ているＴＮＲの活動に対する支援につきましては、

令和５年１月から試験的に実施しているところでご

ざいまして、令和５年の12月末までで119頭の手術を

 実施したところでございます。

○比嘉瑞己委員　ちょっと整理させてほしいんです

けど、センターはセンターでやっていて、もう一つ、

センター以外の民間の病院でもやろうという仕組み

がある。補助金だったので執行ができなかったけど、

新年度はそこを別の枠組み、支援でやっていくとい

 う理解でいいんですか。

センター以外のところの話も少し教えてください。 

○出井航自然保護課長　委員御指摘のとおりでござ

いまして、今年度は補助金として実施しようとして

いたところ、その調整が難航いたしまして、執行が

 あまり進んでいないという状況でございます。
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ですので、制度自体は今年度から準備はしていた

というような状況でございまして、次年度は科目を

変更して、補助金でなくて役務費のほうに計上しま

して、もうちょっと執行がやりやすいような仕組み

 で進めようとしているところです。

○比嘉瑞己委員　ありがとうございます。 

その部分の事業の名前と予算は幾らぐらいで、目

 標は何匹なんですか。

○出井航自然保護課長　こちらのほう、事業は同じ

犬猫のいのちをつなぐ事業の中で実施するというこ

とにしておりまして、その中で役務費として計上す

る分が約280万円、こちらのほう、120頭分を今のと

 ころ想定しています。

○比嘉瑞己委員　ぜひＴＮＲが決定的だと思います

 ので、頑張っていただきたいと思います。

 最後に、企業局に伺いたいと思います。

県民みんな渇水に心配を寄せていますが、今日現

 在の渇水状況というのはどのような状況ですか。

○米須修身配水管理課長　今日現在の午前零時時点

のダムの貯水率は46.1％と、平年値と比べて28.6ポ

 イント低い値となっております。

○比嘉瑞己委員　皆さんの様々な渇水対策を行って

いると思うんですが、ひとつ県民から声をいただい

て、なるほどと思ったんですけれども、南部地域の

ほうに農業用として地下水がありますけれども、あ

 の地下水の活用状況はどうなっていますか。

○志喜屋順治総務企画課長　ギーザ水源というとこ

ろございますが、あそこにつきましては、南部水道

事業団が水道水源として活用しているというふうに

 聞いております。

○比嘉瑞己委員　この南部水道事業団、この八重瀬

町、南風原町の事業団と聞いていますが、そこが利

用しているんですけど、それでもかなり大きな地下

水源だというふうに聞いていますが、この南部の地

下水というのは水源としてはどれくらいの規模で、

 皆さんの評価はどうなっていますか。

○志喜屋順治総務企画課長　南部の地下水につきま

しては、農業用水のダムとして開発されたというふ

うに聞いておりまして、農業用水のダムですので、

 詳細な情報については持ち合わせておりません。

 申し訳ございません。

○比嘉瑞己委員　局長、私もっと勉強したいんです

けれども、そうは言っても八重瀬町と南風原町は摩

文仁浄水場を造って、水道水にやっているわけです

よ。水の硬度が高いので課題はあるそうなんですけ

れども、そういった意味では、県もあそこに浄水場

を造れば、こういったときにも役立つと思うんです

が、中長期的な話だと思うんですけれども、南部の

 地下水の活用についてどのようにお考えですか。

○志喜屋順治総務企画課長　現在、こちらが予測し

ている将来的な話になるんですけれども、将来的に

 は水需要の減少が見込まれております。

現状としましては、確保済みの水道の水源、水量

で、供給は今現在可能な状況であることから、現時

点では本島南部の地下水の活用のことは考えており

ませんが、情報収集には努めてまいりたいというふ

 うに考えているところです。

○呉屋宏委員長　休憩いたします。 

 　　　午前11時46分休憩

 　　　午後１時20分再開

○呉屋宏委員長　午前に引き続き質疑を行います。 

 照屋守之委員。

○照屋守之委員　環境部、国立自然史博物館の誘致

 建設、説明をお願いできますか。

○出井航自然保護課長　国立自然史博物館の設立誘

致に向けて、様々その機運醸成を図るためのシンポ

ジウム、企画展、そういったものを実施することと

 しております。

また、次年度は、自然史博物館の在り方について

も、検討を加えていくということを予定しておりま

 す。

○照屋守之委員　今後、これをどうやって進めてい

 くんですか。

 いつ頃までに造りたいとかというのも含めて。

○出井航自然保護課長　国立の施設の設立誘致を求

めていますので、具体的にいつ頃ということはなか

なか明言できないんですけれども、少なくとも現行

の21世紀ビジョン基本計画の期間内に、何らかの芽

出し、そういったものができればなと思っていると

 ころです。

○照屋守之委員　これ、３月22日にシンポジウムを

東京でやるという案内もいただきましたけど、国立

の自然史博物館を造るというのは、これは国にさせ

 るということなんでしょう。

 そういう理解でいいんですか。

○出井航自然保護課長　そのとおりでございます。 

○照屋守之委員　ということは、こういうシンポジ

ウムも大事なんだけど、国にはどういう形で働きか

 けしているんですか。

○出井航自然保護課長　国に対しては、今のところ

様々な機会を捉えて要請ということで、内閣官房長

官でありますとか、参議院、衆議院の沖縄特別委員
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会の委員長宛てとか、あとは沖縄の担当大臣宛てに

 要請を行っているところです。

○照屋守之委員　国の反応はどうなんですか。 

○出井航自然保護課長　今現在、特にこういった施

設が設立されるとか、そういった決定というものは、

 どこでも行われていない状況です。

○照屋守之委員　これは、直接県知事が総理大臣に

会って、そういうふうな要請をするとかということ

 もやってきたんですか。

○出井航自然保護課長　知事が様々な委員長、先ほ

ど申し上げたような方々に向けて要請等を行ってき

 たところです。

○照屋守之委員　これを、だから、下から上げてい

くのと、トップ同士で決めていくのとって、いろい

 ろ実現のやり方があると思いますけどね。

これ、今のままではできないんじゃないですか、

国立では。だって、国はその気になっていないで

しょ。国がその気になっていない国立自然史博物館

を沖縄に造ろうと言ったって、なかなか難しいんじゃ

 ないですか。

まず、これはトップ同士で、知事が総理と直談判

をして、ぜひ沖縄に造ってほしいということで了解

を得られたら、あとは、いろいろな事務方が動きま

 すよね。

だから、今のようになっていると、下から幾ら上

げていったって、上同士で決まらないから、決まり

 ようがないんじゃないですか、どうですか。

○出井航自然保護課長　国で決定していただく場合

においても、やはりこの県内全体の機運醸成と申し

ますか、下からのボトムアップ的な取組が重要だと

考えておりますので、私たちといたしましては、そ

ういった県内の機運醸成を図りながら、そういった

知事を筆頭に、要請なりできる体制に持っていきた

 いというふうに考えているところです。

○照屋守之委員　なぜ国立なんですか。 

我々もいろいろ視察をしてきて、国立の九州の自

然史博物館も見てきましたよ。私は、国立だから全

部国が出すものかなと思っていたら、全然違います

ね。国が出すのは、建設費用だって半分ぐらいで

しょ。だから、そういうふうなことからすると、運

営費も全て国が出すということではないと思います

 から、なぜ国立なんですか。

これ、国が全部やってくれるという期待を持って、

 皆様方進めているんですか。

○出井航自然保護課長　県立の自然史系の博物館、

あるいは博物館の中での自然史系部門というものは、

あくまでもその地域における自然史の研究、それか

ら情報発信ということにとどまるものだと考えてい

 ます。

一方、国立の自然史博物館ということになれば、

これは特に、東南アジアの地域は世界的に見ても多

様性が豊かな地域であるけれども、実際にはその自

然史系の大きな博物館がアメリカやヨーロッパほど

発達していないと。その結果、十分な研究も進んで

 ないというふうに言われているところです。

こういったような施設が東アジアの中心に位置す

る沖縄県に設立できれば、これは本県の生物多様性、

豊かな自然環境の保全がさらに図られるということ

や、県内の子供たちの学力向上、それから新たな観

光資源など、様々なところで沖縄振興につながると

いうことから、やはり国立である必要があるのかな

 と考えているところです。

○照屋守之委員　だから、国立だと建設費も運営費

も全部国が責任を持つという、そう理解をしている

 んですか。

○出井航自然保護課長　運営費についての議論はま

だ直接行ってはいないんですけれども、実際、九州

国立博物館の事例などでは、そういう維持管理に要

する経費の一部を地元が負担しているというような

 事例は承知しております。

○照屋守之委員　建設費はどうか。 

○出井航自然保護課長　建設費も国が出している部

分と、あとは寄附金とかそういったものもあったか

 というふうに記憶はしております。

○照屋守之委員　ですから、沖縄県が国立の自然史

博物館を造れとお願いしに行くときに、じゃ、建設

費用も全部国が持ってください、どのぐらいまでだっ

たらいいですよとかというふうなことにならないと、

 なかなか国は考えないんじゃないですか。

 100％、期待しているんですか、建設費は。

○出井航自然保護課長　国立での設置を求めている

 という状況でございます。

○照屋守之委員　だから、難しいですよ。 

これ、恐らく九州の国立もそうですけど、建設す

るのに、国が建設費用を100％持つということはない

と思いますよ。だって、国が持つんだったら、国の

ほうから国立自然史博物館は、じゃ、沖縄に造らせ

てくださいという形で向こうから来ればそれはいい

んだけど、結局我々が造ってくださいと言って国に

求めていくのに、じゃ、今までの国立の自然史博物

館とか国立のそういう施設なんていうのは、100％、

国が持っているんですかとかというふうなところを
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しっかり確認しないと、どうなんですか、北海道か

ら沖縄まで、九州、国立と名のつくもので、国が全

て持って造ったというのはありますか、どうですか。 

○出井航自然保護課長　すみません、ちょっと手元

の資料では、ちょっとそこまでのものが今ない状況

 ですので、お答えすることができないです。

 すみません。

○照屋守之委員　だから部長、それもちゃんと資料

として持っておかないと。県民に説明できません、

 我々は。

我々は、ぜひ造りたいと思っていますよ。それで

いろいろな視察もやってきたし、議員連盟もつくっ

 たし。

去年は、実はカナダ、アメリカへ行ってきました

けど、カナダのそういう施設を見てきたし、アメリ

カの自然史博物館も見てきた。すごいですよ。やは

 り、必要だなと思いますよ。

思うけれども、ただ、じゃ、日本で今、我々沖縄

県が目指す自然史博物館がどういうものなのかとい

うのも、なかなか形として分からない。そういう財

政的な負担も、あるいは国がどう考えているかも分

からない。県の進め方もよく見えない。いつ、それ

をやるのかも分からない。どうやって造るんですか

 という話ですよ。

ですから、これは、トップ同士でまず決めさせな

いといけませんよ。下からこういう状況で、幾ら上

がっていったって、なかなか難しいですよ。トップ

同士で決めないと、じゃ、沖縄でやりますとなれば、

それはあと具体的な実務というのは皆さん方がやる

わけでしょう、担当部署がやるわけですよ。これが

決まらないから、下から幾ら上げていったって、な

 かなか決まりようがないんですよ。

ＭＩＣＥ事業を覚えていますか。あれは仲井眞知

事のときに、ある程度予算を組んで一括交付金でや

りますと言って、やったんでしょ。それが、この翁

長知事、玉城知事、８年でできなかったじゃないで

すか。あれは形ができたんですよ。80％、一括交付

金事業、これは国のほうと１回確認してやればそれ

ができたのに今できない、どうやってやるかといっ

たら、この350億円。ＰＦＩ方式でやると言うんで

 しょ。あれ、補助がつかないでしょう。

だから、そういうふうなことになるんですよ。で

 すから、今ではっきりさせないと。

今から、とにかくトップ同士の意思決定をするた

めには、やはり我々の沖縄県選出の国会議員を動か

さないといけないんじゃないですか。10名いますよ。

国会議員の方々も動かして、向こうのトップにも、

こっちからも一緒にやっていくという、まず政治的

に、よしやろうという、そういう機運をつくらない

と、そこが決まらないと、なかなか難しいと思いま

 すよ。

ぜひ、まず沖縄県の国会議員、与野党問わず動か

してください。県がこういうことを求めているから、

ぜひ力貸してくれということを強くお願いして、そ

ういう政治的にも動かしていきましょうよ。政治決

断しかありませんから、これ。あと具体的になった

ら、そこは皆さん方に下りていって、国の側も調整

 しながらできますから、よろしくお願いします。

だから、国立としてやるんだったら、そのぐらい

しないといけませんよ。今のままずっとやっていく

と、あと国立ではできないから、じゃ、県立をやり

ましょうとやらざるを得なくなりますよ、皆さん方

が。本当に県立でやる覚悟があるのかどうかという

 ことですよ。

ですから、今のうちに、とにかく国会議員を動か

して、トップを動かして、沖縄の人はやるというい

 ろいろな期待がありますから、頑張りましょうよ。

 次ですね、企業局。

これ、老朽管の改修計画はどうなっていますか、

 送水管の。それを教えてもらえませんか。

 次年度どのぐらいまた仕事をするのか。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

企業局では、令和６年度から令和19年度にかけま

して、約71キロメートルの水道管の更新・耐震化を

 計画しております。

令和６年度につきましては、石川からうるま間の

送水管など、約延長1.8キロメートルの管路の更新・

 耐震化を予定しているところでございます。

○照屋守之委員　今年度はどのぐらいやったんです

 か。

○志喜屋順治総務企画課長　今年度につきましては、

整備延長としては0.3キロメートルを実施していると

 ころでございます。

○照屋守之委員　何でこれだけしかやっていないの。 

うるま市はどうなっているんですか。昆布のとこ

ろはこの前、漏水していましたよね。うるま市の管

のその改修計画はどうなっているんですか。何メー

 トルぐらいあるんですか。

○志喜屋順治総務企画課長　うるま市のほうは、企

業局の浄水場からうるま市のほうへ水道用水を供給

するための管路延長としましては、全体で25キロメー

 トルあります。
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○照屋守之委員　それで、この計画はどれぐらい進

 んでいるんですか。

○志喜屋順治総務企画課長　当該管路につきまして

は、まだ着手はしておりませんけれども、令和19年

 度までには更新する計画としております。

○照屋守之委員　この管敷設は、これはいつのもの

ですか。あれから何十年ぐらいたっているんですか。 

○志喜屋順治総務企画課長　当該管路につきまして

は、昭和50年に敷設させていただきまして、令和４年

度現在では、法定耐用年数を７年超過している状況

 でございます。

○照屋守之委員　７年超過して、それが終わるのが

 令和19年という説明ですか。

 そうですか。

○志喜屋順治総務企画課長　当該管路の先ほど申し

上げました25キロメートルのうちで、超過している

 のが現在７キロメートルとなっております。

水道管につきましては、法定耐用年数を超えても、

材質種類、施工方法などによって、それからまた定

期的な点検、防食対策などによって、管の状態を維

持、長寿命化ができるというふうに考えております

ので、現在そこの点検等に取り組んでいるところで

 ございます。

○照屋守之委員　皆さん方、そういう水を提供する

のに、一番大事な仕事なんでしょう、この送水管。

あのうるま市の昆布なんか、あそこだってまた何か

応急手当てしたはずだけど、もともとあの管は、本

来は早めに新しいものに取り替えるべきなんでしょ

 う。違うんですか。

何で、今年度は300メートル。どうなっているんで

 すか、今、企業局の対応は。

○志喜屋順治総務企画課長　漏水した箇所につきま

しては、その漏水箇所以外の鋼管の表面につきまし

ては、腐食を防ぐ塗装が健全に保たれておりまして、

漏水した箇所のみ塗装が剝がれている状況がござい

 ました。

ですので、原因は今のところ不明なんですけれど

も、当該管路そのものについては、健全性が保たれ

ていたということがございますので、こちらとして

は、点検等で長寿命化を図っていくというふうなこ

 とで考えているところでございます。

○照屋守之委員　そんな説明をするんですか。 

じゃ、今ここが漏れて、じゃ次こっちが漏れて、

 こっちも漏れてどうするの。おかしいでしょう。

だって、古いというのが分かれば、年次的にそう

いう予算を組んで、ここからここまでというものは

定期的にやる。年間で300メートルしかやらなければ、

沖縄中のそういう送水管の300メートルといったら、

そういうものを今修理したからそれでいいのか。じゃ

次こっち、次はこっちと。これ漏水した地域のそう

 いう交通渋滞も含めて大変なんでしょう。

何よりも、皆さん方は水が足りないと言っていま

すよね。雨が少ない、足りないと言っているでしょ。

そういうふうな古いところから漏れていたら。足り

 ない水がさらにまた無駄になるわけでしょ。

そういうことを企業局が真っ先に考えるのが、皆

 さん方の仕事、責任じゃないですか。

この計画をしっかりつくって、早めに今の計画を

見直して、それにかかるお金はどのぐらいかかるか

というのを算出して、国から幾らもらえるのか、そ

れができなければ県からでも借入れしてもやったら

 いいじゃないですか。

こういうのをきちっとやらないで、今やったもの

を収めたからいい、じゃこの次はどうなるか分から

んという、その世界でしょ。見えないでしょ、あの

 地下に埋まった管の状況というのは。

 どうなんですか。

○志喜屋順治総務企画課長　企業局のほうでは、他

府県の事例も考慮しまして、法定耐用年数を超えて

も管路が健全に保たれているという事例等も考慮し

まして、局独自の更新基準年数というのを定めてお

 ります。

その例で行きますと、ダクタイル鋳鉄管のポリエ

チレンスリーブが巻かれているものにつきましては、

法定耐用年数としては40年という設定がされていま

すけれども、企業局の更新基準年数につきましては

 80年を設定しております。

これについては、他府県の事例を参考にしまして

設定していることと、あと、財源確保につきまして

は、今回の料金改定において、毎年173億円の更新費

用、施設整備費用が必要というふうな算定をさせて

 いただいているところでございます。

それを踏まえて、今般の料金改定を実施している

ところでございますが、一括交付金以外の財源の確

保につきましても、現在、水道が厚生労働省から国

交省に移管されるというところもございますので、

現在、その辺の財源確保についても情報収集、調整

 を進めているところでございます。

 以上です。

○照屋守之委員　ここは他府県じゃないです、沖縄

ですよ。沖縄独自のそういうふうなものをつくって、

調査もして、しっかりやってください。県民の命に
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 関わる問題ですよ、水は。

 以上です。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 　下地康教委員。

○下地康教委員　お疲れさまです。 

資料は積算資料、事項別積算内訳書、環境の７ペー

 ジですね。

事項名が動物保護費ですけれども、動物適正飼養

 推進事業、それの内容をちょっと伺います。

○出井航自然保護課長　動物適正飼養推進事業費で

ございますが、こちら動物愛護管理センター、それ

から、宮古島、八重山における保健所、そういった

ところにおいて負傷動物の収容、それから、飼えな

くなった犬・猫の引取り、それから適正飼養の普及

啓発、そういったものを行うための経費として計上

 しているものでございます。

○下地康教委員　沖縄県のセンターがありましたよ

ね、動物愛護管理センターでしたか。その事業の中

での事業費ということで、それを離島においては、

宮古においては、宮古保健所が、これは委託のよう

 な形でやっているんですかね。

○出井航自然保護課長　まず、動物愛護管理センター

と宮古、八重山における保健所の業務内容なんです

けれども、基本的に動物愛護管理法あるいは狂犬病

予防法、様々な法律において、知事が実施すべきと

されている権限がありますけれども、そういった業

務、知事の権限に基づく事務のうち、沖縄本島、そ

れから周辺離島については動物愛護管理センターが、

それから宮古島、それから石垣島とそういった先島

においては、保健所の所長が実施しているというこ

 とでございます。

○下地康教委員　私がなぜそれを取り上げているか

というと、宮古は野犬が結構多いんですよ。その野

犬の被害が出ています。つまり、これは畜産農家の

子牛が野犬に襲われたということであるんですけれ

ども、その子牛の野犬の被害状況というのは皆さん

 のほうで把握はしていますか。

○出井航自然保護課長　直接に、何かしらその情報、

現場を見聞きしたというわけではないんですけれど

も、保健医療部のほうから情報提供はされておりま

 して、こちらのほうでも共有はしております。

○下地康教委員　そこで問題なのは、その野犬対策

 ですね。

それはどのようになっているのかというのをお聞

 きしたいんですけれども。

○出井航自然保護課長　宮古島、宮古地区について

のお話という前提でさせていただきますと、宮古地

区につきましては、先ほど申し上げたとおり、動物

愛護管理に関する環境部の業務、それから狂犬病予

防法に関する保健医療部の業務も併せて宮古保健所

 長が実施しているという状況でございます。

環境部につきましては、当然、野犬の原因につき

ましては、基本的に飼い主による適正飼養がなされ

ないということが一番の原因というふうに考えてお

りまして、例えば屋内飼養が徹底されていないとか、

リードをつけて散歩させていないとか、あるいは、

その係留が十分でないとか、そういったものが野良

犬、野犬につながるというふうに考えておりますの

で、環境部のほうではそういった飼い主に対する普

及啓発、そういう事業などを実施しているところで

 す。

○下地康教委員　要は、この野犬対策をどの予算で、

どの部署がやっているのかというのをはっきり明確

 にしてもらいたいんですけれども。

○出井航自然保護課長　野犬の捕獲ということにな

りますと、狂犬病予防法に基づき保健医療部のほう

で予算が計上されておりまして、その保健医療部が

計上した予算は、宮古地区の場合、宮古保健所に令

達されて、宮古保健所のほうでそれを執行している

 という状況でございます。

一方で、環境部の業務については、我々も宮古保

健所に予算のほうを令達しておりまして、そちらの

ほうで普及啓発、そういった業務も行われていると

 いうことでございます。

○下地康教委員　では、野犬対策というのは、環境

部のほうと、それと保健医療部で何でした、もう一

 つは。

○出井航自然保護課長　環境部と保健医療部です。 

　野犬対策と一言で申し上げても、そこに現にいる

野犬を捕獲するというようなことになれば、これは

狂犬病予防法に基づき実施するということになりま

すし、野犬にならないための飼い主の普及啓発とい

うことになると、これは動物愛護管理法などに基づ

いて普及啓発の事業を実施するということでござい

 ます。

ただ、宮古地区においては、それを宮古保健所長

が両方の業務を行っておりますので、結局は一体と

 して実施されているということでございます。

○下地康教委員　それでは、今、環境部とのやり取

りですので、環境部の中での野犬対策に結びつく施

 策ですね、それを確認をしたいんですけれども。

要は、野犬にならないような施策ということを環
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境部のほうではやっているという理解でいいですか。 

○出井航自然保護課長　環境部のほうでは、野犬に

ならないように飼い主に対して普及啓発を行うとい

 うことが動物愛護管理法上の業務になります。

○下地康教委員　まさにそこだと思いますね。 

やはり、ペットの放し飼いであるとか、そういっ

た要するに飼い主の意識ですね、それがなかなか徹

底されていないといいますか、レベルが上がってい

ない部分があって、結局、そういった飼い方で野犬

になってしまうというところがあるとは思うんです

けれども、それの対策というのはどのようになって

 いますか。

○出井航自然保護課長　なかなかその抜本的な対策

というものは難しいではあるんですけれども、環境

部といたしましては、飼い主に対して、ちゃんと適

正な飼養ですね、そういったものを啓発していくと

いうことになりますし、他の市町村などは、飼い犬

条例をつくっておりますので、そういった条例に基

づく係留の義務というものも、またこの市町村レベ

ルでアナウンスしながら啓発をしているということ

ですので、そういったものを総合的に実施しながら、

野犬にならないような対策を行っていきたいという

 ふうに考えています。

○下地康教委員　例えば、日本以外の例えばアメリ

カであるとか、そういったところでは、子犬を買っ

てくると、その予防接種等が終わるまで４か月ぐら

い外に出さずに、しっかりとその予防接種をして、

 それから出すというふうな話も聞いたりします。

そして、その４か月が終わると、トレーニングと

いう形で専門的なところに預けて、しつけのトレー

ニングをして、それで何か月かやってまた引き取っ

て育てるというような飼い方というんですかね、そ

ういうものがしっかりしているというふうに聞いて

 いますけれども。

これは今、どうなっているんですかね、日本も含

 めて、県のほうでですね。

 そういう考え方というのは、どうなんですか。

○出井航自然保護課長　動物愛護管理法におきまし

て、例えば、その動物を販売する場合の規定という

 ものがございます。

その規定の中では、対面による情報提供の徹底と

いうものが規定されておりまして、例えば実際に販

売する場合に、事業所のペットショップの中で、そ

ういった販売しようとするペットについて十分な説

明を行うというようなことが、法律上、そのペット

 ショップなどには求められております。

また、県のほうでは、動物愛護管理センター、そ

れから宮古保健所、八重山保健所のほうが、年に

１回、ペットショップの責任者、動物愛護管理の責

任者を配置することになっておりますので、そういっ

た方々に対して研修会を実施して、今お話ししたよ

うな対面での説明義務、そういったものについて周

 知などを行っているところです。

○下地康教委員　やはり、犬を飼い始めるという方

は、最初は犬に関する知識とか、専門的な知識とか、

その犬の習性とかですね、そういったものがなかな

か理解していない部分があると思うんですけれども、

要は、子犬の段階からトレーニングセンターに預け

て、しっかりとトレーニングをさせると。犬のしつ

けをさせると。そういった仕組みづくりが大事じゃ

 ないかなと思うんですね。

ただ、情報だけ与えて、そうしてくださいよとい

う話ではなくて、しっかりと専門の方に預けてしつ

けをさせるということは、そういった仕組みづくり

というのはどうなんですか、考えていないんですか。 

○出井航自然保護課長　今のところ、そこまでの仕

組みというのはちょっとつくっておりませんで、た

だ、動物愛護管理センターが譲渡する場合の犬・猫

などについては、十分な譲渡のための講習会を行っ

ておりますし、また、譲渡推進棟のほうにおきまし

ては、定期的にしつけ方教室、そういったものも実

施しているというようなことを通して、そういう適

正な飼い方ということについて、周知等を行ってい

 きたいというふうに考えております。

○下地康教委員　譲渡を希望する方というのは、あ

る程度、犬に対する知識とか、そういった興味とい

 うのはあるんですよ。

しかし、ペットショップで買う場合は、かわいい

とか、衝動的な考え方で買ったりしますので、だか

ら、そういったものが野犬に結びつくケースが僕は

非常に高いんじゃないかなというふうに考えていま

すので、そういったところから、そういったしつけ

トレーニング、そういう組織づくりをしっかりやっ

ていくような支援体制というか、そういったものが

今度、必要になってくるというふうに思っています

ので、その辺りの団体等々と話もしながら、そうい

う施策を打っていく必要があるのかというふうに

 思っています。

 私から以上です。

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

 座波一委員。

○座波一委員　企業局からまいります。 
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令和９年度までに値上げを抑えるということでは

あるんですけど、この令和６、７、８年度の間に企

 業局はどのような取組をするのか、お願いします。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

企業局としましては、経費縮減のための取組とし

まして、施設建設コストの縮減に努めるということ

で、ＤＢ方式の発注ですとか、あと、大ロット化等

で整備コストを下げるなどの取組を実施していくこ

 ととしております。

○座波一委員　それだけですか。 

○志喜屋順治総務企画課長　そのほか、財源の確保

というところに努めてまいりたいというふうに考え

ておりまして、沖縄特別措置法に基づく特殊事情に

鑑みた現在のハード交付金の制度の趣旨に基づきま

して、本県水道の遠隔性、散在性などの特殊事情を、

それから必要性、効果などについて、より適切に丁

寧に国に説明して、所要額の確保に努めてまいりた

 いというふうに考えているところでございます。

○座波一委員　先ほどの何をするべきかということ

についての技術的なものも、もっと聞きたかったな

 という感じがしますよ。

これ有収率を向上させるとか、そのためにどういっ

た計画をやっているとか、あるいはコスト削減、こ

れはもちろんですから、これは当然の話ですけど、

建設コストの問題は当たり前であって、プロとして

の有収率向上を含めて、どのような対策を立ててい

るのかというのを聞きたかったわけですよ。令和６年

 度の編成から、７、８年度に関してね。

そういうことを聞いているんです。それはないん

 ですかね。

○志喜屋順治総務企画課長　今おっしゃったように、

有収率につきましては、企業局の有収率は今現在99％

程度ございまして、引き続き有収率につきましては

維持できるように、先ほどお話しさせていただきま

した管路の長寿命化と定期的な点検等を実施して、

引き続き有収率の維持向上に努めてまいりたいとい

うところと、あと、基本的に、そのほかの取組とし

ましては、中長期計画に基づきまして、ＤＸを活用

するなどで情報化を推進することにより業務の効率

化を図ったり、そういったふうな各種施策の効率化

も進めてまいりたいというふうに考えているところ

 でございます。

○座波一委員　企業局の有収率は高いと言うけど、

市町村への給水する送水の場合の有収率が問題だと

思いますよ。そこも含めて考えないといけないんじゃ

ないかなと。これはもう詳しくは聞きませんが、そ

 ういうものも含めないといけないと思っています。

そして、沖縄の特殊事情ということで、ハード交

付金含めた国の支援ということになりますけれども、

議会でも局長は認めていましたが、今後の予算の確

保に関する在り方、これはぜひ考えていきたいと、

 見直していきたいという発言でした。

これは、いわゆるこのハード交付金の確保の仕方、

配分の在り方に、やはり問題があったのではないか

と私は思っていますけど、もう一度、局長、今後の

予算の確保の在り方を再考する必要があったこの真

 意をお願いします。

○松田了企業局長　県の知事部局と連携しまして、

これまで必要なハード交付金を積み上げまして、内

閣府に提出して予算の確保をお願いするということ

でこれまでやってまいりましたけれども、令和４年

度以降、私どもの要求額を大きく下回るような配分

額が実態としてありまして、これは内閣府の説明で

は、必要な額は措置したというふうなお話でござい

 ました。

一方、我々のほうでは、この長期的なハード交付

金の減少の上に、昨今の建設コストの急激な上昇、

大幅な上昇によりまして、施設整備費の確保が困難

な状況となったという状況がございまして、今般の

料金改定をせざるを得ないような状況になったとい

 うことでございます。

そのため、いわゆるハード交付金がどのようにし

て必要なのか、なぜ必要なのか、あるいは、それが

どの部分に今工事として充てられていて、その工事

の必要性、重要性、そのことが県民にどのような利

益をもたらしているかといったような点について、

いま一度、その説明方法を見直しまして、内閣府に、

我々の企業局が考えております必要性について、い

ま一度、その認識をお願いするということを改めて

 実施すべきであろうという考えでございます。

○座波一委員　この企業局の主な財源が、このハー

ド交付金であるというならば、やはり今、局長が言っ

たとおりの緊急性、必要性をしっかりと、この当年

 の経費だけの必要額ではないんですよね。

２年、３年、４年かけてもいいから、これだけの

金額を確保しないと大変なことになりますよという

ことを説得しなかったから、こういうことになって

いると思うんです。だから、そこら辺をしっかりと、

この企業局で全体でもって取り組んでほしいという

 ことです。

沖縄の特殊事情というのも、先ほどの有収率も含

めて、厳しい条件下の中にあるこの特殊事情という



－401－

のであれば、それを水道行政という点から、やはり

これはしっかり確保するという、沖縄県民のもう命

 の水ということで取り組んでいくわけですよ。

これ、今、水道局、広域事業になって、厚労省か

ら国交省に変わっていくんですか。そこは、予算は

今後どこに交渉していくんでしょうか、企業局とし

 ては。

○志喜屋順治総務企画課長　内閣府のほうのそれぞ

れの省庁の担当部署がございます。国交省のほうに

つきましては、振興第１というところの担当部署が

ございますので、基本的にはそちらとやり取りをす

 ることになるかと考えております。

○座波一委員　内閣府経由のもの、振興予算、それ

だけでは加配できないものもあると思うんですよね、

 この水道行政については。

だから、そこをこれだけの沖縄の特殊事情という

のであれば、厚労省あるいは国交省に単独でそうい

う交渉をするというふうな、省庁ごとのですね、そ

ういったことも、やはり県ぐるみでやらなきゃいけ

ないんじゃないかと思ってこういう質問をしていま

 すけど、いかがでしょうか。

○志喜屋順治総務企画課長　本省直接ではないんで

すけれども、出先機関である沖縄総合事務局のほう

の国交省の出先機関と、一括交付金以外の交付金、

その他財源ですね、そういったものが活用できない

かということは、いろいろと意見交換させていただ

 いているところでございます。

○座波一委員　総括質疑の提起をお願いします。 

○呉屋宏委員長　休憩します。 

　　（休憩中に、委員長から座波委員に対し、誰

にどのような項目を確認するのか改めて説

明するように指示があった。）　 

○呉屋宏委員長　再開します。 

 座波一委員。

○座波一委員　まず、県知事及び三役に、このたび

の水道料金の値上げと導水管破裂の主な要因がハー

ド交付金の減少ということになったわけですので、

このハード交付金の在り方、配分の仕方は、非常に

今後重要になってくるということで、企業局の予算

の確保においても、ハード交付金頼みでは難しいの

 ではないかという懸念があります。

ですので、ハード交付金の配分の在り方も含めて、

ハード交付金以外の振興予算を視野に入れて交渉す

べきではないかと、厚労省あるいは国交省に対して

ですね。そういうふうな姿勢、水道行政に対する姿

 勢を正したいということであります。

○呉屋宏委員長　ただいま提起のありました総括質

疑の取扱いについては、本日の委員会の質疑終了後

 において協議いたします。

 質疑を続けます。

 座波一委員。

○座波一委員　続きまして、環境部ですね。 

先ほどからずっと環境部の議論を聞いていました

が、やはり今、世界規模で環境行政というのは非常

に重要な局面を迎えているわけで、沖縄県も当然そ

うだと思っていますけれども、それにしては環境部

の予算は非常に少ないのと、対策が非常にうまくいっ

ているなと、よくやっているなという感じがしない

んですよね。これは、残念ながら事実、そういうふ

 うにしか感じられないんですけど。

例えば、外来種対策においても、世界自然遺産に

ヤンバルの森が登録されているならば、なお一層、

この森を守ることに予算もかけて、体制も整えてい

かなければいけないと私は思っていますが、そこら

辺の例えば外来種の対策は今どんな状況ですかね。

いろんなのありますよ、ツルヒヨドリとか、アメリ

カハマグルマ、ギンネム、あるいは松くい虫対策も

ですね。もう松くい虫なんか、もう非常に悲惨な状

況ですよね、ヤンバル。対策やっているのかなとい

う感じがしますよ。ヤンバルの森をどう守るんです

 かね。

○東盛舞子自然保護課生物多様性推進監　お答えし

 ます。

外来種の中でも、外来植物についての回答とさせ

 ていただきます。

県では、平成30年度に沖縄県対策外来種リストを

作成し、対策の優先順位を定めており、生態系等へ

の影響が大きいことから重点的に駆除等を行う必要

がある外来種を重点対策種とし、防除対策に取り組

 んでおります。

外来植物については、ツルヒヨドリとアメリカハ

マグルマの２種を重点対策種に選定し、令和４年度

からこれらの駆除等に取り組んでいるところです。

これらの対策は、世界自然遺産登録地であるヤンバ

ル地域などの重要区域からの排除を目的に行ってい

 るところでございます。

それから、松くい虫についてですが、こちらは農

 林水産部のほうで対応されているかと思います。

○座波一委員　松くい虫は農林水産部なのか。 

○東盛舞子自然保護課生物多様性推進監　環境部の

 ほうでは行っておりません。

○座波一委員　この外来種の防除、駆除は、その規
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模といい、予算といい、その体制といい、もう本気

でやっているのかなというふうな感じがするんです

よね。だから、そういうものを本当に根本的に対策

する、今、松くい虫も農林水産部だから分からんと。

これ、あくまでもこれ環境問題に近い問題であって

ですね。ただ、そういったものも、本当にもう県を

挙げてやるべき対策が、今、本当に迫っていると思

 うんですね。

だから、これを政策的に、例えば、間伐してくる

木とか、駆除したこういった外来種というのは、こ

れは処理をどうやってするのかとか、そういった問

題も残っているわけですけど、そういうものを活用

して、これは提案ですけど、グリーンエネルギーを

使わないといけないというこの電力の課題がありま

すよね。そういうふうに、間伐材をこのエネルギー

に使うというふうなことで、要するに、松くい虫と

かを含めて駆除したもの、駆除するものをこういっ

たエネルギーに逆に利用すると、そういったシステ

ムをつくって、民間の企業が率先してやるような考

 え方はないかなと思っているんですよ。

 どうですかね。

○與那嶺正人環境再生課長　お答えします。 

県内の未利用バイオマス資源の有効活用について、

現在、エネルギーの低炭素化の観点から、商工労働

部において、令和４年度から可能性調査を継続して

 いるところとなっております。

県内における木くずや伐採木など、未利用バイオ

マス資源の有効活用について、運搬や集積にかかる

コスト計算や、ペレット化に係る課題などを検証し

ていると伺っております。同調査は、令和６年度以

降も継続するとのことから、環境部としてもその調

査結果を注視していきたいというふうに考えており

 ます。

 以上です。

○座波一委員　対策をするのが環境部だけの問題、

あるいは、グリーンエネルギーの問題をまた商工労

働部だけの問題というふうに、この縦割りで解決し

ようとするんじゃなくて、これを一体化したら一石

二鳥、三鳥にもなる政策が出てくるはずなんですよ

ね。だから、そういうものを考えていかなければい

けない状況に来ているんじゃないかなというのが、

 今の質問の趣旨です。

だから、そういう何て言うんですかね、これ今は

決められた、その予算で本当にもう、ある程度やっ

たらもうこれで終わりぐらいの対策しかやっていな

いと思うんですよ。本当に、根本的にこれを徹底的

に駆除しようというような政策にはなっていない。

 ギンネムもしかり。松くい虫もそう。

だから、農林水産部と連携して、徹底して根本的

にやると、ヤンバルの森を守るんだというふうなこ

とで取り組まなければいけないんじゃないですかね。 

環境部長、そういうことを提案してみたらどうで

 すか。

○多良間一弘環境部長　お答えいたします。 

今おっしゃるように、いろいろ、それぞれの部署

において農林水産部も、あるいは商工労働部にて、

それぞれの所管があるという部分は、これはしよう

がない部分があるんですけれども、そこあたりを各

部でいろいろ連携しながら、それぞれの取組、環境

部の取組、商工労働部の取組、それから農林水産部

の取組、こういったものをそれぞれ取組を連携しな

がら、また、環境を守るという部分、あるいはエネ

ルギーの適正利用という部分でバイオマス資源を活

用するという部分を、それぞれ情報交換しながら取

組できるように検討していきたいというふうに思い

 ます。

○座波一委員　ぜひよろしくお願いします。 

 あと、赤土対策ですね。

以前からもずっと質問を続けてますけど、大切な

のは、先ほどから議論がありますとおり、農林水産

 部との連携と、さらに発生源の特定と規制ですね。

 それをどのように考えていますか。

○知念宏忠環境保全課長　お答えします。 

環境部では、海域の赤土等堆積状況等を把握する

ためのモニタリング調査を実施しておりまして、ま

た陸域の農地における赤土等流出防止対策状況を把

握するための現地踏査などを実施しまして、その結

 果を農林水産部に提供しております。

農林水産部につきましては、これらの調査結果を

農地での土木的営農的赤土等流出防止対策に係る事

業計画の策定などに活用していることを確認してお

ります。また、農林水産部の水質保全対策事業につ

きましては、環境部が定めた第２次基本計画におけ

る重点監視地域において、効率的に対策を進めると

いう観点から、重点海域を対象に事業採択、もしく

は予算配分をシフトするということは確認しており

 ます。

また、環境部が実施している流出防止機能を回復

させるためのしゅんせつ等の事業につきましては、

農林水産部から沈砂池の整備状況などについて情報

 提供を受けているところでございます。

発生源対策につきましては、農地につきましては、
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農林水産部と連携しながら農地の現地踏査を行って、

グリーンベルト等の設置状況を確認しながら、市町

村の農業環境コーディネーターなどと一緒に情報提

供しながら対策を進めているというところでござい

 ます。

また、環境部で実施している環境教育につきまし

ては、農地に係る小学校等に出前講座等を実施しま

して、赤土等の流出対策に係る環境教育を実施して

 いるところでございます。

○座波一委員　では、農林水産部との連携も、今、

ある程度進んできているということで、発生源の特

定も農地の部分でも特定化はできてきているという

 ことでいいですか。

○知念宏忠環境保全課長　御存じのように発生源の

８割につきましては、農地というところでございま

すので、農林水産部としっかり連携をしながら発生

 源対策をしていきたいと考えております。

○座波一委員　今、聞いているのは、特定できてい

 ますかということです、流出しているところが。

○知念宏忠環境保全課長　農地がかなり広うござい

ますので、個々の場所までは特定しているところも

ございますし、あとは沈砂池につきまして設置状況

等を確認しておりますので、こういう沈砂池から赤

土等の流出源になっているというところは把握して

 おります。

この辺、このような把握状況につきましては、農

林水産部に情報提供を行って対策を取っていただく

 ということを考えております。

○座波一委員　やはり農林水産部の立場から、徹底

的に赤土の発生源特定というのがやりにくいかなと

いうところもあるので、環境がそこは頑張って、場

所もしっかりこの農地の特定をして、ここからこう

いうふうに出ているということをしっかりデータで

示せるような調査をしなければいけないと思うんで

すよね。そこまでやらないといけないと思いますよ。 

だから、そういう環境部との連携を求めているわ

けですが、そういう考え方を持っていないかという

 ことです。

○知念宏忠環境保全課長　今回、流出源につきまし

ても、先ほど申し上げましたように、畑地に実際に

入って勾配や作付状況とかも調べておりますし、ま

た、今般の人工衛星画像なども取りまして、農地の

 作付状況とかも把握するようにしております。

ですので、こういう形で発生源の状況を確認して

農林水産部のほうに提供して、しっかり連携して対

 策を取っていきたいというように考えております。

○座波一委員　赤土汚染の海域調査だけではなく、

発生源の特定まで調査をしていく方向で変えてきた

 ということで解釈していいですか。

○知念宏忠環境保全課長　おっしゃるとおりでござ

 います。

○座波一委員　以上です。 

○呉屋宏委員長　続けてまいります。 

質疑のため、副委員長に委員長の職務を代行させ

 ますので、よろしくお願いいたします。

 休憩します。

　　　（休憩中に、呉屋宏委員長に代わり下地康教

 副委員長が委員長席に着席）　

○下地康教副委員長　再開いたします。 

　委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長

の職務を代行いたしますので、よろしくお願いしま

 す。

 　休憩前に引き続き質疑を行います。

 　呉屋宏委員。

○呉屋宏委員　それでは、今、送りましたけれども、

 まず水道から行きましょうね。

企業局、先週ＮＨＫの番組でひっくり返りそうに

なったんだけれども、皆さんのところは超過勤務っ

てあるの。どれぐらいの補正予算を使っているのか。 

○志喜屋順治総務企画課長　お答えいたします。 

令和４年度の管理職除く職員１人当たりの時間外

勤務としましては、月平均12時間程度となっており

ます。これにつきましては、補正予算ではなくて、

当初予算のほうで過去の実績に基づいて計上してい

るところでございますので、その中から残業代につ

 きましては支出しているところでございます。

○呉屋宏委員　実はあの番組を見て、本当に衝撃的

でした。その責任の一端も議会にあるんだろうなと

いう感じは、非常にしています。質問取りに来られ

て、そこからまた一生懸命答弁を考えていると。こ

の質疑の在り方も少し考えないといけないのかなと

 思って、反省をさせられました。

それ以上のことは言いません。あとは、総務か、

 議会運営委員会かどこかでやるんでしょう。

 26ページ、本題に入ります。

基本方針に安全で安心な水の安定供給とあります

が、今、安定供給に今年はなりそうもないですよね。 

 どうなんですか。

○米須修身配水管理課長　令和５年の９月以降の渇

水によりまして、ダム貯水率の低下が深刻化してい

るところではございますが、企業局では、これまで

取水を停止しておりました中部水源からの取水再開
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というところで、今後また、この渇水に対応してま

 いりたいと考えております。

○呉屋宏委員　僕は、それは否定はしませんけど、

ただ、何年ぶり、何十年ぶりの節水になりそうな感

じがする。ただ、神様に祈って雨が降ってくれと言っ

ているのが、今の皆さんの事業じゃないのかなと僕

 は本当に思っているんですよ。

それより西海岸にあるけど、東海岸を含めて海水

淡水化施設、大型のものは、そろそろ準備する時期

に来ているんじゃないのかなと思っている。こんな

ことが起こらない限りは、恐らくそれはできなかっ

たんだろうなという感じがするんですけど、枯渇し

たらどうなるんですか。水はどこにも供給できなく

 なるんですか、沖縄県は。

○石新実企業技監　過去にも30年以上前には、度々、

制限給水という事態に陥ることがございました。と

いうのは、ダムの整備が追いついていなかったとい

うことでございまして、残る部分は企業局が管理す

るダムですとか、河川から取水した部分で、日々の

需要を賄っていたんですけれども、少雨が続くと、

この企業局の水源というのが非常に弱いものですか

ら、当時の小さな金武ダムですとか、瑞慶山ダムで

すとか、山城といったところが、著しく水位が低下

して取水ができなくなってしまう、あるいは河川に

ついても取水ができなくなってしまうということが

ありまして、まだダムに水があったとしても、ダム

からの水利権だけでは日々の需要を賄うことができ

ないということで、給水制限せざるを得なかったと

 いうのが過去の実情でございます。

今現在、多くのダムが整備されまして、今11ダム

ございますけれども、ほぼダムからの安定水利権で、

日々の42万トンという配水量というのは、ダムから

 の水利権で賄えるという状況になっています。

なので、ダムの水がある限りは安定的に給水でき

るわけなんですけれども、言われるように、ダムの

水がなくなってしまう、取水不能の状態まで落ちて

しまうと、日々の水を配ることはできなくなってし

まいますので、そうならないように今から節水に取

り組んで、まとまった雨が見込める梅雨時期まで何

とかダムの貯水率を保ったまま梅雨時期を迎えたい、

あるいは台風時期を迎えたいという状況でございま

 す。

○呉屋宏委員　長々とありがとうございました。 

僕が言いたいのはそういうことじゃなくて、最後

に言ったように、要するにダムに頼らないと、皆さ

んの水計画というのは前に行かないんでしょう。そ

れよりは、人工的に海水から取って取水ができるよ

うな施設を今後は――僕はすぐやれとは言っていま

せんよ。これは検討せざるを得なくなるんじゃない

のかなという気がしてならないんですよ。浄水場の

近くで取水をするというのは、検討すべきではない

 のか。

それと、当時の水計画事情は最後は大保ダムだっ

たのかな。あれもツインダムだったのが１つに絞っ

 たんだよね、もともとの計画よりは。

ただ、分かってほしいのは、今、要するに水が減っ

ているからこそ、中に土砂がたまって水かさが減っ

 ているというダムも随分あるんじゃないの。

 どうなんですか。

○石新実企業技監　ダムには利水容量というスペー

スとその下に堆砂容量というスペースがありまして、

言われたように、土砂がたまる部分というのがござ

 います。

そこの管理というのは国のほうで行っているとこ

ろでありますけれども、少なくとも利水容量いっぱ

いまでは、取水は可能であろうという具合に考えて

 おります。

堆砂容量が予定より超えてしまった場合には、しゅ

んせつなど、適切な管理というものをダム管理者に

 おいてやっていただけるものと思います。

○呉屋宏委員　だから満水じゃないからこそ、それ

を今やりやすいんじゃないのかと思っているから、

ここのところはどうなっているかと思うので、あと

 はもう検討してください。

僕はこの間気がついて、なるほどと思ったんだけ

れども、テレビのデータ放送がありますよ。前に皆

さんへ局長に言ってくれないかと、僕は言ったんだ

けど、検討したかどうか分かりません。データ放送

を押すことによって、貯水率がどれだけかというの

が目に見えて分かるようにしてほしいんだよ。それ

が見えるからこそ、我々も節水に努力しようという

気にはなると思うんだ。だから、テレビのデータ放

送のボタンを押せば、今貯水率何％ですよと出るん

 だが、これ検討しましたか、局長。

○志喜屋順治総務企画課長　お答えします。 

委員の御提案がありましたその日にすぐテレビ局

のほうにお話をさせていただきまして、今データ放

送でどういったような形ができるのかというのは、

鋭意、各局と話を進めさせていただいているところ

なんですけれども、すぐにできるかというと、テレ

ビ局のほうから少し検討が必要な状況もありますと

 いう話は聞いているところでございます。
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○呉屋宏委員　普通に供給できるようになってから

ではもう遅いですよ。今だからこそ県民にアピール

をするためにそれは必要であって、できるだけそう

 いうふうにしてほしいなと思っています。

あとは環境部に質問しますけれども、環境部の予

算のところで、国立自然史博物館の誘致推進事業と

いうのがあります。これ10番かな、これさっきいろ

いろ照屋委員から話もありましたけど、僕は少し認

識が違っていると思うんですね。これ、僕がずっと

その歴史を読み込んで、最初はこれに携わってきた

んだけど、たしか1957年、58年ぐらいのときかな、

このときに日本の専門家会議は、自然史博物館を造

ろうというところを決めるわけですよ。しかしずっ

とこれまでの間、60年もほったらかされてきた、五

十五、六年ほったらかされてきた。それはやはり我

々の思いというよりも、日本の自然史学会が、どう

してもこれを日本に造りたいんだという思いが勝っ

ていたんですよ。だけど、どこもやり切れなかった。 

それで、それを自然史学会の皆さんが沖縄県にそ

れを要請して、実は第５次振計の、何年だろう、平

成27年ぐらいにたしか、翁長雄志知事が振興策に途

 中から入れていくんですね。

振興策の考え方というのは、皆さんどういう認識

ですか。振興策の考え方ということは、あれに乗る

ということは、国はそれを見て了承したと見ている

 んですが、どうなんですか。

○出井航自然保護課長　国が了承したかどうかとい

うことについては、今現在も設立の決定はされてい

ない状況ですので、当然、了承されていないという

 ことでございます。

ただ、沖縄県の基本姿勢といたしまして、国立の

自然史博物館というものは、やはり沖縄の振興にい

ろいろな面で資することから、あらゆる機会を捉え

て設立誘致に取り組んでいくということを示してい

 るものというふうに考えております。

○呉屋宏委員　課長、僕が聞いているのはそこじゃ

ないでしょう。沖縄振興計画の中に入っているとい

うことは、国が了承しているということじゃないの

かと聞いているんですよ。これ、こっちに勝手に計

画をつくって国の了承なしに振興計画が進められる

 の、どうなのか。

○出井航自然保護課長　計画は県が策定して、それ

を国が承認するかという、そのような流れだったと

思うんですけれども、基本計画の中においては、そ

ういう誘致につきまして、あらゆる機会を捉えてそ

の要請など行って、その誘致に取り組んでいくとい

うようなものを計画に位置づけているというような

 状況でございます。

○呉屋宏委員　いいですか。 

沖縄振興計画の中に入っているということは、間

口は開いているんですよ。そこからどうやって中に

思い切って入っていくかはあなた方の計画なんだ。

それができていないから、我々もずっとこの２年こ

ればっかりやってきたけれども、いらいらしてきて

 いる。

 今度、３月22日は何があるのか。

○出井航自然保護課長　東京でこの国立自然史博物

館の設立誘致に関わるシンポジウムを実施する予定

 としております。

○呉屋宏委員　対象は誰ですか。 

○出井航自然保護課長　対象は国会議員でございま

すとか、あと県内の県議会議員、そういった方々へ

も案内しておりますし、あとは都道府県会館に所在

する各都道府県事務所にも案内を送るということで

 予定しております。

○呉屋宏委員　国会議員に案内だけ送れば来ると

 思っているのか。

○出井航自然保護課長　国会議員の方々に対しては、

私どもが委託している事業者のほうにお願いして、

それぞれ今、衆議院会館、参議院会館のほうを回っ

て、それぞれ秘書などに接触したりと、あるいは説

明したりというようなことを行っているという状況

 です。

○呉屋宏委員　だから僕は前から言っているじゃな

 いですか。

あなた方は何やっているの。お金を渡して、委託

をすればあっちがやるだろうぐらいの気持ちでやっ

ているからそうなるんだよ。こっちから課長も行か

ない、部長も行かない。１件１件回るべきでしょう

が。衆議院会館、参議院会館、よくいって２日あれ

 ば十分だよ。

そういうことを熱として感じないから、22日のシ

ンポジウムが、あるいは、この東京でやる自然史博

物館が本当に沖縄に来るんですかと。その努力が見

 えない。どう思うか。

○出井航自然保護課長　私たちといたしましても、

受託業者に丸投げしているということは全くござい

ませんで、日程調整をお願いしつつ、日程が合えば

私たちも行きますよということで、国会議員の説明、

そういったものも調整等お願いしていたところです。 

ただ、先週末かそれぐらいに連絡があったのは、

本当にもう前日ぐらいにあしたはどうですかという
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ようなことがあったので、そういったものについて

はちょっとこちらのほうで別の対応もありましたの

で、ちょっと難しいですというようなことで、実際、

同行できなかったということはありますけれども、

基本的に日程が整えば一緒に行くということで予定

 しておりました。

○呉屋宏委員　これは３月に入ってからやるような

ことではないですよ。これは２月の段階で国会議員

にはもう事前に出して、３月になって最後の締めで

来ますか、来られないですかということを最後の調

整をするべき時期に来ているんだ、来週の金曜日で

しょ。先週来て、呉屋さん、議員連盟の県議団の幹

事長をやっているんだから来るよねと言われて、も

うどうしようかなと思っているぐらいなんですよ。

だって、こっちから誰も行かないかもしれない。皆

さんは行くんだろうけどね、部長とか、統括監は行

 くんだろうけど。

これ、本当にみんなの熱が見えないと、なかなか

 前に進まないですよ、新規事業だから。

 これぐらいにしておきます。

最後に、これ４番の、新規事業、業務用車両電動

 化促進事業というのがあるけど、これは何ですか。

○與那嶺正人環境再生課長　環境省の補助事業を活

用した事業になりまして、太陽光発電設備を有する、

または電力会社の再エネ電力メニューから電気を調

達するなどの再エネを活用した運行を行うタクシー

及びレンタカー、カーシェアを行う事業者に対し、

電気自動車及びプラグインハイブリッド並びに充電

 設備等の導入支援を行うものです。

補助額につきましては、国の補助分に県の補助分

を上乗せすることで、現行のＣＥＶ補助金に1.5倍の

 金額を支援するものとなっております。

令和６年度については初年度になるのですが、車

両10台、充電設備10基分の予算を確保しているとこ

 ろとなっております。

○呉屋宏委員　県内に車は何台あるの。10台、今の

 説明は。

 何台あるんですか。

○與那嶺正人環境再生課長　令和４年度末現在で、

 119万6000台となっております。

○呉屋宏委員　それを10で割ったら何年かかるの、

 これ。

僕は何で皆さんにそんなことを言うかといったら、

国は35万円のＥＶ補助をやっていますよ。久米島で

さえ10万円やっていますよ。県は何をやるの。県は

ＥＶ車に対してどんな施策を打ち込むの。あなた方

は、お金だけは取ってきて、自分たちの公用車に全

部使ってね、一般には配らないじゃない、この予算

は。これからもそのままでやるつもりでいるの。そ

れとも、ＥＶ車に皆さん、県として補塡をするつも

 りでいるの、どうなの。

○與那嶺正人環境再生課長　本事業につきましては、

令和６年度が初年度でありますので、令和７年度以

降については、申請台数を見ながら増やしていくこ

とも検討していきたいと思いますけれども、一般的

に車両についてはＣＥＶ補助金がありますので、県

としては、ＥＶバスにも力を入れながら、幅広く電

動車の導入を促していきたいなというふうに考えて

 おります。

○呉屋宏委員　僕が言いたいのは、一般の電気自動

車に対する新車への補助は考えてもいないんですか、

考えているんですか。一般の車に対してやるつもり

 あるんですか。

○與那嶺正人環境再生課長　現在、国のＣＥＶ補助

金がありますので、県として直接、一般県民に対し

て補助するということで今のところは考えていない

んですけれども、いろいろ国の補助金とか何か活用

できる事業がないか、勉強しながらまた検討してい

 きたいと考えております。

○呉屋宏委員　言っていることはよく分かります。 

国がやっているから、国がやっているけれど久米

島はやっているのだよ。自分たちのところの環境を

よくしようと思ってやっているんですよ。だから、

あなた方は何をするんですかと聞いているんですよ。

国がやればやっているということではない。国もやっ

て、あなた方もやって、市町村もやるとなったら、

もっと早くなるじゃない。だから、それを少しも考

えていないんですか、５万円の補助でも考えていな

 いの。

 そういうことを聞いているんですよ。

○與那嶺正人環境再生課長　繰り返しになりますが、

今のところ、そういった予定は、ちょっと検討して

 いないというところになります。

○呉屋宏委員　ぜひ考えてください、今後は。 

もうこの間一般質問でもやったけど、ここはつく

ることばかり考えて出口戦略がない。一次産業なん

 かも特にそうだ。

さっきの赤土問題を聞いていても、あれは20年前

に僕、初当選して土木委員会にいるときからの問題

だよ。どこか止めたところがあるのかとさえ聞きた

いけど、もう今日時間がありませんから、この辺で

終わっておきますけど、本当に何か、ここは成功し
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ましたというのがあるんですか。僕には見えないん

ですよ。だから、これが縦割りの弊害かもしれない。

その縦割りをどう潰すかということは真剣に考えて

いかないと、今後、皆さん行政は、やればいいとい

うだけになってしまっていますよということを考え

 てください。

 以上です。

○下地康教副委員長　呉屋宏委員の質疑が終わりま

 したので、委員長を交代いたします。

 休憩します。　

　　　（休憩中に、下地康教副委員長に替わり呉屋

 宏委員長が委員長席に着席）

○呉屋宏委員長　再開いたします。 

それでは、以上で、環境部に係る甲第１号議案、

企業局に係る甲第22号議案及び甲第23号議案に対す

 る質疑を終結いたします。

 説明員の皆さん大変御苦労さまでした。

 休憩いたします。

（休憩中に、東日本大震災の発生時刻に合わ

せて全員で黙禱をささげた。） 

○呉屋宏委員長　再開します。 

予算調査報告書記載内容等について議題といたし

 ます。

それでは、予算調査報告書記載内容等について御

 協議をお願いしたいと思います。

まず、提起のありました総括質疑について、提起

した委員から、改めてその理由の説明をお願いいた

 します。

なお、提起理由の説明の順番につきましては、お

手元に配付してあります総括質疑の順番でお願いを

 いたします。

また、提起理由の説明の後、反対の意見がありま

 したら御発言をお願いいたします。

では、項目１、市町村の公共事業の停滞をなくす

ため特にハード事業に係る一括交付金以外の各省計

上予算の獲得及び有利な県債の活用などの財源確保

の取組方針についてと、項目２、企業局の料金値上

げや導水管破裂の問題に係るハード交付金の在り方

と計画的な財政対策について沖縄の特殊事情として

厚生労働省及び国交省との直接的交渉も必要と思わ

れるため今後の県の水道行政の在り方について伺う

 の提起理由について、座波委員お願いします。

○座波一委員　この問題は、令和６年度の予算編成

において、ソフト事業関連は一括交付金外の部分で

 の努力が見られたという話でした。

省庁に対する直接交渉もやって、獲得したのが26億

円あったということもあったし、そういったことか

ら考えると、我々、公共事業に関しての常任委員会

ですから、そこはまたハード事業も頑張ってほしい

 という趣旨で調査事項に上げております。

続いて、企業局の問題は、御存じのとおり、ハー

ド交付金の在り方ということが非常に今後、水道局

事業に大きく影響するということで、本会議におい

ても、企業局長がそこに言及しておりましたので、

そこはやはり県の三役、知事がしっかりこの考えを

 示していただきたいと思って取り上げております。

○呉屋宏委員長　それでは、それに対する反対の御

意見がありましたら、項目番号を述べてから御発言

 を願います。

○照屋守之委員　反対じゃないけど、この項目１の

市町村の前に県も入れたら。県事業も相当遅れてい

 るよ。県、市町村込みで。

○座波一委員　県及び、じゃないか。 

○呉屋宏委員長　県及び市町村の、ということでよ

 ろしいでしょうか。

 　ほかにありますか。

　　　（「意見なし」と呼ぶ者あり） 

○呉屋宏委員長　意見なしと認めます。 

以上で、総括質疑に係る提案理由の説明と反対意

 見の表明を終結いたします。

次に、予算特別委員会における総括質疑について、

意見交換及び当該事項の整理等について、休憩中に

 御協議をお願いしたいと思います。

 休憩いたします。　

 　　（休憩中に、総括質疑について協議）

○呉屋宏委員長　再開します。 

休憩中に御協議いたしました総括質疑については、

 予算特別委員会に報告することといたします。

次に、特に申し出たい事項について御提議があり

 ましたら、挙手の上で御発言を願います。

　　　（「提案なし」と呼ぶ者あり） 

○呉屋宏委員長　提案なしと認めます。 

以上で、特に申し出たい事項についての提案を終

 結いたします。

 それでは、次に、お諮りいたします。

これまでの調査における予算調査報告書の作成に

つきましては、委員長に御一任願いたいと思います

 が、これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○呉屋宏委員長　異議なしと認めます。 

 よって、さよう決定いたしました。

なお、予算調査報告書は、３月13日水曜日の正午
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までにタブレットに格納することにより、予算特別

 委員に配付することになっています。

また、予算特別委員の皆様は、３月14日木曜日に

総括質疑の方法等について協議を行う予定になって

 おります。

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

次回は、３月19日火曜日、午前10時から委員会を

 開きます。

 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月14日 (木曜日)  

　開　会　　午前10時０分 

　散　会　　午前11時52分 

　場　所　　第７委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　総括質疑の方法等について 

出席委員 

　委 員 長　比　嘉　京　子 

　副委員長　小　渡　良太郎 

　委　　員　西　銘　啓史郎　　大　浜　一　郎 

 　　　　　　呉　屋　　　宏　　花　城　大　輔

　　　　　　仲　田　弘　毅　　山　里　将　雄 

　　　　　　照　屋　大　河　　平　良　昭　一 

　　　　　　仲宗根　　　悟　　島　袋　恵　祐 

　　　　　　玉　城　武　光　　比　嘉　瑞　己 

　　　　　　大　城　憲　幸　　上　原　　　章 

　　　　　　上　原　快　佐 

欠席委員 

　委　　員　島　袋　　　大　　崎　山　嗣　幸 
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○比嘉京子委員長　ただいまから、予算特別委員会

 を開会いたします。

 　総括質疑の方法等についてを議題といたします。

　各常任委員長からの予算調査報告書につきまして

は、予算議案の審査等に関する基本的事項に基づき、

昨日、タブレットに掲載して予算特別委員に配付し

 てあります。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、各常任委員会から報告のあった

 総括質疑等について事務局より説明）

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　理事会による協議のため、暫時休憩いたします。

 　　　午前10時４分休憩

       午前11時46分再開

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

   理事会の協議の結果を御報告いたします。

　総括質疑の実施方法等については、慎重に協議し

 た結果、次のとおりとなりました。

　まず、１番目の質疑項目につきましては、常任委

員会から提案された５項目は、一致をいたしました。 

　予算特別委員から１件の提案がありました。残業

代の未払いの現状と対応について追加で総括質疑に

提案したいという旨の御意見がありましたけれども、

 理事会での意見の一致を見ませんでした。

　次に、当該質疑事項に対し出席を求める者につい

 て、玉城知事、照屋副知事及び池田副知事。

　それから、２番目の質疑の方法及び時間につきま

しては、各委員からの質疑は一問一答方式で行い、

沖縄・自民党14分、てぃーだ平和ネット６分、おき

なわ新風６分、日本共産党沖縄県議団６分、維新・

無所属の会３分、公明党３分、無所属委員３分でご

 ざいます。

　３番目に会派間の質疑時間の譲渡については、で

 きません。

　４番目に質疑順序については、多数会派順といた

 します。

　５番目に重複する質疑を避けるようにお願いいた

 します。

　６番目に質疑通告書につきましては、通告書は様

式３により、質疑の要旨は可能な限り具体的に記載

 をする。

　そして、通告の期限は、明日３月15日金曜日の正

 午といたします。

 　以上、御報告いたします。

 　お諮りいたします。

　総括質疑の実施方法等については、意見の一致を

見ませんでした質疑項目のうち、予算特別委員から

提案されました追加の申出のあった残業代の未払い

の現状と対応についてを除き、理事会から報告のあっ

た協議結果のとおり決することに御異議ありません

 か。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

　次に、その他委員から特に申出のあった事項に関

し、経済労働委員会から附帯決議の要望がありまし

 た。

　経済労働委員会の要望に基づき、附帯決議（案）

予算特別委員会記録（第５号）
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 の提出はありませんか。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、大城憲幸委員から附帯決議（案）

の提出があった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

　大城憲幸委員から附帯決議（案）の提案がござい

 ました。何か補足説明はありますか。

 　大城憲幸委員。

○大城憲幸委員  お疲れさまです。 

　今お配りさせていただきました。実は令和４年の

予算のときにも附帯で意見を出させてもらいました。

それを踏まえての今回になりますので、少し文面の

ほうは簡単に挙げていますけれども、少しその後の

生産資材の高止まりとか、その辺をもうちょっと案

を練ってから、正式には皆さんにまた提示できれば

いいなというふうに思っていますので、附帯決議案

の提出について皆さんの御理解をお願いしたいなと

 思っております。

 　以上です。

○比嘉京子委員長  附帯決議については、25日月曜

日の予算特別委員会で採決に付しますが、各委員に

おかれましては、附帯決議に賛成の場合は、25日ま

 でに文言整理など、調整をお願いいたします。

 　以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

　次回は、３月18日月曜日午前10時から委員会を開

 きます。

 　委員の皆さん、大変御苦労さまでした。　

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月18日 (月曜日)  

　開　会　　午前10時０分 

　散　会　　午前11時40分 

　場　所　　第７委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　総括質疑 

出席委員 

　委 員 長　比　嘉　京　子 

　副委員長　小　渡　良太郎 

　委　　員　西　銘　啓史郎　　大　浜　一　郎 

 　　　　　　呉　屋　　　宏　　花　城　大　輔

　　　　　　仲　田　弘　毅　　山　里　将　雄 

　　　　　　照　屋　大　河　　平　良　昭　一 

　　　　　　仲宗根　　　悟　　崎　山　嗣　幸 

　　　　　　島　袋　恵　祐　　玉　城　武　光 

　　　　　　比　嘉　瑞　己　　大　城　憲　幸 

　　　　　　上　原　　　章　　上　原　快　佐 

欠席委員 

　委　　員　島　袋　　　大 

説明した者の職・氏名 

　知 事　　玉　城　デニー 

　副 知 事　　照　屋　義　実 

　知 事 公 室 長　　溜　　　政　仁 

　総 務 部 長　　宮　城　　　力 

　企 画 部 長　　金　城　　　敦 

　商 工 労 働 部 長　　松　永　　　享 

　土 木 建 築 部 長　　前　川　智　宏 

　企 業 局 長　　松　田　　　了 

　教 育 長　　半　嶺　　　満 
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○比嘉京子委員長　ただいまから予算特別委員会を

 開会いたします。

　本日の説明員として、知事及び両副知事の出席を

 求めております。

　なお、３月14日の予算特別委員会において決定し

ました総括質疑の実施方法等につきましては、タブ

 レットへ掲載しております。

 　それでは、これより直ちに総括質疑を行います。

 　花城大輔委員。

○花城大輔委員　おはようございます。 

 　それでは質問させていただきます。

　１番の知事が台湾を訪問した真意についてという

質問でありますけれども、まず民間外交に公費を支

出することについての知事の所見を伺いたいと思い

 ます。

○溜政仁知事公室長　お答えいたします。 

　知事や副知事の行うトップセールスは、観光誘客、

航空便誘致、民間企業の海外展開、文化やスポーツ

などの国際交流やウチナーネットワークの連携強化、

土木環境等各分野の技術協力など、民間の企業や団

体、個人の様々な活動を後押しすることを目的とし

ており、県に求められる重要な役割としてこれまで

 も取り組んできたものであります。

 　以上です。

○花城大輔委員　質問は民間外交に公費を支出する

ことについての考え方なんですけど、今、２番の質

 問に対する答えになっていませんでしたか。

○溜政仁知事公室長　これら、今御説明しました民

間企業等の取組を後押しする役割として、県の重要

な業務の一つだというふうに考えているということ

 でございます。

○花城大輔委員　要は適当だということをおっしゃ

りたいんだと思いますけれども、これ今の答弁を聞

いていても、政府関係者と会わないでビジネスの匂

 いがするものとかについては民間外交と言うと。

　知事は今回、台湾訪問の際に政府関係者と会って

いないわけですけれども、ただ溜公室長は聞くとこ

ろによると、政府関係者と会っているというふうに

 聞いています。

　知事は民間外交を行いました。では、溜知事公室

 長は何を行ったんですか。

○溜政仁知事公室長　私が台湾に行ったのは、基地

関係の調査――基地関係で今アジアの連携事業を取

り組んでいるところであり、そこで台湾の状況等を

把握するために台湾を訪れたもので、私も直接、政

府関係者といいますか、日本台湾交流協会とか、国

民党の国際部、あるいは台湾の民進党の国際部で、

予算特別委員会記録（第６号）
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向こうでは大学の教授等が政党に入っているような

ので、そこら辺の関係の意見交換ということを行っ

 たということでございます。

○花城大輔委員　先ほど基地の連携ということを

おっしゃっていましたけれど、何ですか、基地の連

 携って。

○溜政仁知事公室長　基地対策課が行っている事業

で、アジア太平洋地域平和連携推進事業というのが

ございます。その中でのヒアリングということにな

 ります。

○花城大輔委員　先ほどの質問に戻りますけれども、

知事は民間外交を行いましたと。溜公室長が行った

 この作業は何と呼ぶのですか。

○溜政仁知事公室長　私が行ったのは、あくまでも

その事業に基づくヒアリングということで位置づけ

 ております。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、花城委員から、この基地問題等

についてヒアリングする作業を何と呼ぶの

かを聞いているとの補足があった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　溜政仁知事公室長。

○溜政仁知事公室長　ヒアリングとしか言いようが

 ないのかなというふうに考えています。

○花城大輔委員　このヒアリングの目的は何ですか。 

○溜政仁知事公室長　先ほど申しました基地対策課

で所管しておりますアジア太平洋地域平和連携推進

事業ということで、今後の沖縄県とアジア太平洋地

域との連携についての可能性等を確認する事業でご

ざいまして、その中で台湾の状況というものを確認

 するためにお伺いしたということでございます。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、花城委員から委員長に対し、知

事がいるにもかかわらず、知事公室が答弁

をしており、総括質疑の目的に反している

のではないか、整理してほしいとの要望が

あった。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　溜政仁知事公室長。

○溜政仁知事公室長　基地対策課が行っているアジ

ア太平洋地域平和連携推進事業の一環として台湾を

 訪問したということでございます。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、花城委員から、知事に対し分か

るように説明してほしいとの要望があっ

た。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　溜政仁知事公室長。

○溜政仁知事公室長　失礼いたしました。 

　私が冒頭に米軍基地という発言をしていたという

 のであれば、これは訂正させていただきます。

　あくまでも基地対策課が所管しているアジア太平

洋地域平和連携推進事業の一環として、台湾におい

 てヒアリングを行ったということでございます。

○花城大輔委員　私は事前に７個の質問を全部通告

して質問しているんですから、答弁を準備していて

 当たり前だと思いますよ。

 　次の質問に移ります。

　この民間外交において求められる成果というのは

 どのようなイメージでしょうか。

○溜政仁知事公室長　お答えいたします。 

　今回の知事の台湾訪問では、観光、経済、文化、

教育など、様々な分野において台湾と沖縄の交流が

再び活発になる契機となり、平和構築や相互発展に

 つながるよう、代表的な団体を訪問しました。

　その後、台湾と沖縄県内の経済団体との相互連携

の動きが見られるなど、今後の具体的な取組につな

 がる成果が得られているものと考えております。

 　以上です。

○花城大輔委員　これは中国訪問の後の台湾訪問で

したけれど、この流れの中で台湾訪問を決めた意図

 について、説明をお願いできますか。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　昨年の台湾訪問は、コロナ禍からの復興を見据え、

経済、観光、文化など、各分野の交流を再び活発な

ものとするために現地の団体等を訪問し、関係者と

の意見交換を通して相互理解を深め、台湾との互恵

的な関係構築を図ることを目的として実施しました。 

　今回の訪問を契機として、東アジアの中心に位置

する沖縄の地理的優位性やソフトパワーなどの強み

を生かし、台湾との多面的な交流の発展を図り、沖

縄が人、物、情報、文化の交流拠点として、台湾を

はじめ、アジアと日本のかけ橋となることを目指し

 てまいります。

 　以上です。

○花城大輔委員　この中国訪問の後の台湾訪問を

行ったことで、中国訪問の際に知事が成果として挙

げたものが大分薄れたような気がしていますよ、報

 道を聞いていてもですね。

　また、台湾訪問の際も受入れ側のハードルが上がっ

たのではないかなと。なぜこのルートでやったのか

なというのは今の答弁を聞いていても疑問でありま
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 す。

 　次の質問に移ります。

　この際の旅費について、同行者が何名で総額幾ら

 かかったのか、説明をお願いします。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　台湾訪問に要した経費につきましては、知事及び

随行職員６名分の特別旅費が83万1677円、訪問先へ

の土産品に要した需用費が２万4079円、通信料に要

した役務費が２万690円、総額で87万6446円となって

 おります。

 　以上です。

○花城大輔委員　この台湾訪問の結果、先ほど、そ

ういった成果があったとありましたけれども、改め

てお尋ねしたいと思います。費用対効果はどうでし

 たか。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　台湾訪問におきましては、日本と台湾の経済、観

光、文化交流を担う団体等との意見交換を通して、

観光、ＩＴ、半導体、スタートアップ、貿易などに

ついて交流と連携を深めていくことをお互いに確認

 することができました。

　また、故宮博物院では、琉球に関する企画展の計

画に謝意を伝えるとともに、実施に向けた協力を約

 束してまいりました。

　さらに、台湾と沖縄のかけ橋として活動されてい

る県人会や留学生の方々と交流を行い、感謝の気持

 ちをお伝えしたところです。

　その後、訪問した経済団体から、県内経済界との

交流を目的とした沖縄訪問の相談があるほか、経済

団体による相互連携の動きが見られるなど、費用対

効果の観点におきましても、今後につながる成果が

 得られているものと考えているところです。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、委員長から執行部に対し、総括

質疑は知事等に対し大局的な観点で行うも

のとの趣旨を踏まえて、答弁者について配

慮するよう求めた。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　花城大輔委員。

○花城大輔委員　委員長、ありがとうございます。 

　この質問を提起した島尻委員は、民間外交と名づ

けて予算化したら、今後間違った方向に拡大するの

 ではないかなという懸念も持っておりました。

　例えば、シンクタンク的な、県庁の職員でもない

人が同行したりとか、行って成果があったと言えば、

これがずっと続けられる。物事にはいろんな見方が

 ありますよ。

　そして、今やっぱり答弁を聞いていて、民間外交

は必要だとは思いますけれども、ジュネーブ訪問等

も含めて、本当に議会として承認することが許され

るのかなという、そういったことは判断が難しくなっ

 てくるんじゃないかなと思っております。

 　では、次の質問に移ります。

　２番のワシントン駐在の在り方及びそれに対する

予算の考え方について。今後のワシントン駐在の在

 り方や戦略について伺います。

○玉城デニー知事　お答えいたします。 

　これまでのワシントン駐在の活動により、連邦議

会関係者ですとか、市民団体等の米国側関係者との

幅広い信頼関係とネットワークを構築してきており

 ます。

　また、米国内の沖縄県人会との連携や、観光客の

誘致、物産振興に関するイベントなどへの参加等に

 も取り組んでいるところであります。

　今後も、ワシントン駐在による政府関係者などへ

の働きかけを継続するとともに、発信力を有する人

物の沖縄への招聘や、ＡＰＡＬＡなどの民間団体と

の連携を進め、沖縄の基地問題に対する米国側の理

 解と協力を促していきたいと考えております。

　また、基地問題に加え、経済、観光などに関する

情報の提供も含めた、米国民の関心が高まる働きか

 けも行っていきたいと考えております。

 　以上です。

○花城大輔委員　続けて、ワシントン事務所の費用

 対効果について伺います。

○溜政仁知事公室長　お答えいたします。 

　ワシントン駐在員活動事業費の令和６年度予算は

 7950万8000円を計上しております。

　これまでのワシントン駐在による働きかけの結果、

2020年には下院軍事委員会即応力小委員会の国防権

限法案に関する書面に、辺野古新基地建設に係る４つ

の懸念事項と、建設予定地地下の強度の検証結果な

ど、５つの項目に関する報告書の提出を国防総省に

 求めることが明記されました。

　さらに2022年には、米国のシンクタンクであるク

インシー研究所と米戦略予算評価センターの報告書

に、普天間代替施設計画への懸念等が示されました。 

　ワシントン駐在の活動により、一定の理解を得る

ことができたことは大変有意義であり、ワシントン

駐在を設置したことによる効果が現れたものと考え

 ております。
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 　以上です。

○花城大輔委員　公室長、でも、この事業はＰＤＣ

 Ａで数値化で評価することはできないんですよね。

○溜政仁知事公室長　令和３年度の沖縄県のＰＤＣ

Ａの実施結果では……。 

　失礼しました。ワシントン駐在では、先ほども申し

上げたとおり様々な成果を上げていると理解してお

 ります。

　しかしながら、このような成果を定量的数値で測

 ることは非常に難しいと考えております。

　このため、令和４年度のＰＤＣＡにおいては、ワ

シントン駐在の活動のみの評価・検証を行わず、米

軍基地から派生する事件・事故の防止及び対応や国

民的議論を喚起するための取組の推進など、基地対

策に関連する施策を全体的に評価、検証していると

 ころでございます。

 　以上です。

○花城大輔委員　一定の成果はあることは認めるも

のの、この８年間、私たちからはこの費用対効果に

 ついて質疑が繰り返されてきたわけですよ。

　そして最終的には、人件費も含めて年間１億円使

う事業ではないと。そう思って、事務所を閉鎖する

べきだというような予算の修正案も出してきた経緯

 があります。

　そして与党側からは、面談した数、先ほど公室長

が答弁された内容をもって、非常に成果が認められ

ると。そのような議論が続けられてきたわけですよ。 

　しかしながらここに来て、費用対効果が数値で現

 すことができないといったコメントですね。

　これはひょっとしたらもう議論を続けることに根

負けして、私たち県民に理解していただけることを

諦めて――要は、成果が立証できていないから、も

う開き直ったというふうに私は捉えていますけど、

 その理解でよろしいですか。

○溜政仁知事公室長　先ほども申し上げたとおり、

ワシントン駐在の成果は上げているところだという

ふうに考えておりますが、ただ、それをワシントン

駐在だけでもって定量的な数値で測るということは

 非常に難しいというふうに考えております。

　そのため、基地問題全体での目標というか数値化

 を考えているということでございます。

 　以上です。

○花城大輔委員　基地問題は１ミリも動いてないと

私は思っていますけどね。今の答弁でよろしいのか

どうか、もう一回再考していただきたいと私は思っ

 ています。

　また、県の事業の中で、このようにＰＤＣＡで数

値で表すことのできない事業というのは幾つあるの

 ですか。

○金城敦企画部長　お答えいたします。 

　前基本計画に基づく令和３年度沖縄県ＰＤＣＡに

おいて、全施策が257施策ございまして、成果指標が

 設定されてない施策が25施策ございます。

 　以上でございます。

○花城大輔委員　知事の公約の達成率もそうですけ

 ど、非常にユニークな評価ですよね。

　ちなみに、このワシントン駐在は知事の２期目の

 公約の中に入っていましたか。

○玉城デニー知事　私は知事２期目の選挙公約とし

て、基地問題の解決に向けてワシントン駐在員を活

用、米国内での情報の収集発信を展開するというこ

 とを掲げておりました。

○花城大輔委員　去る決算特別委員会でありました

けれども、ＰＤＣＡ報告書にハイフンというんです

かね、それで表示をして、事業の検証は不可能だと

認めた上で、ＰＤＣＡ報告書からも削除したわけで

 すよ。

　まず、７年間効果があったと言い続けたことを覆

したと私は思っておりますけれども、これはしっか

り反省して、過去に報告した全てを訂正すべきだと

 思いますけど、いかがですか。

○溜政仁知事公室長　ワシントン駐在の活動におき

ましては、これまでも答弁しているとおり、一定の

成果は上げているものだというふうに理解しており

 ます。

○花城大輔委員　先ほど企画部長が、このように評

価できない事業が25あるというふうな答弁ありまし

 たけれども、予算額が多分違うと思うんですよね。

　これ、人件費も含めて年間１億円ですよ。そして、

自らが効果が検証できないことも認められて、これ

が予算として成立するのかどうか。数が多ければ成

立する、数が少なければ成立しない、そのような問

 題ではないと私は思っていますよ。

　またですね、今回、政策判断の転換がなされたこ

とで、この予算は認められない案件だと思っていま

す。予算編成方針には、ＰＤＣＡを予算編成に反映

させると書いてあります。これ、前言撤回じゃない

 ですか。

○溜政仁知事公室長　お答えいたします。 

　令和６年度概算要求基準においては、歳出につい

て、県の果たすべき役割等について改めて検証し、

事業の徹底した見直しを行うこと。特に、３年以上
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経過した政策的事業については事業評価を行い、廃

 止を含めた見直しを行うこととされております。

　米軍基地問題の解決に向けては、引き続き米国内

において政府関係者や連邦議会関係者等へ働きかけ

を行い、沖縄の現状について理解を深めていただく

 ことが重要であると考えております。

　そのためには、ワシントン駐在がこれまで構築し

てきた信頼関係やネットワークを活用することが重

要であると考えていることから、令和６年度も引き

続きワシントン駐在に係る予算を計上しているもの

 であります。

 　以上です。

○花城大輔委員　このワシントン事務所の存在価値

についての答弁、毎年ひどくなっているんじゃない

 ですかね。

　そして、ＰＤＣＡの在り方そのものを否定してい

 ませんかね。

　それと、言ったことと、これから実行することが

 矛盾している予算編成になっていませんか。

　私はこのような予算は議会で認めるわけにはいか

ないというふうに考えますけど、最後に所見を伺い

 たいと思います。

○玉城デニー知事　先ほども公室長から答弁をさせ

ていただきました。ワシントン駐在による働きかけ

の結果、例えば下院の軍事委員会即応力小委員会の

国防権限法案に関する書面に、辺野古新基地建設に

係る懸念事項の挿入、それから、建設予定地地下の

強度の検証結果など、５つの項目に関する報告書の

 提出を国防総省に求めることが明記されています。

　なお、米国の関係者からも、このような働きかけ

は継続して行われることが望ましいということも意

 見として伺っております。

　引き続きワシントン事務所の有効的な活用につい

て、様々な方面から検討してまいりたいというよう

 に考えております。

○花城大輔委員　今年の秋の決算、また来年の予算、

 同じような議論をするつもりありませんからね。

　しっかりと納得のいく内容を出していただきたい

 と思います。

 　終わります。

○比嘉京子委員長  呉屋宏委員。 

○呉屋宏委員　まず、今のやり取りを聞いていて、

質問ではなく、所見なんですが、私は実はワシント

ン事務所の初代の所長というのか、平安山さんとずっ

とここに帰ってくるたびに話をしていました。この

ようなことで、向こうに駐在で行く必要があるのか

というのはずっと聞かされてきました。かえって、

年に二、三回、グループを組んで行ったほうがいい

んじゃないかということまで本人は言っていて、あ

る意味では無駄な予算だということは、駐在してい

 る本人が言っていました。

 　それだけは申し述べて、質問に入ります。

　市町村の公共事業の停滞をなくすために、特にハー

ド交付金事業に一括交付金以外の各省計上予算の獲

得などの県債の活用など、財源の確保の取組の方針

 についてお伺いします。

○玉城デニー知事　お答えいたします。 

　県におきましては、沖縄振興予算に加え、いわゆ

るハード事業においては地方財政措置の有利な県債

を、それからソフト事業においては各省計上補助金

 などを積極的に活用することとしております。

　各省計上予算においては、予算編成方針に当たる

概算要求基準において、その他の事業とは別に一般

財源を別途措置するなど、特別な取扱いにより予算

 要求を認めているものであります。

　また、概算要求基準を各部局長に発出する際には、

部局長会議を開催し、その中でも、各省計上補助金

 の積極的な活用を呼びかけております。

 　以上です。

○呉屋宏委員　皆さんの予算編成方針を提出してく

ださいというお話をしたら、早速持ってこられてい

 て、少し読みました。

 だけどね、ここの中で各省計上予算というのは、令

和５年度より令和６年度がどれぐらい増えたのかを

 教えてください。

○宮城力総務部長　各省計上予算、当初予算ベース

で申し上げると、今回70事業、25.6億円を計上して

いるところでございます。これは昨年度と比べて、

 19億円増としたところでございます。

○呉屋宏委員　じゃ、これに付随して聞きますけれ

ど、ハード交付金が減らされてきたのはいつ頃から

 ですか。

○宮城力総務部長　沖縄振興公共投資交付金、いわ

ゆるハード交付金。国の当初予算額で申し上げると、

平成26年度の932億円をピークに減額傾向にありまし

て、令和元年度は532億円、令和４年度以降は368億

 円という同額が続いているところでございます。

○呉屋宏委員　これは、ハード交付金から各省の計

上予算に財源を求めていくというのを考えたのは、

 いつ頃からなんですか。

○宮城力総務部長　各省計上のうち、ハード、イン

フラ整備に係る補助金というのは多々ありますが、
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これについては沖縄振興予算に既に含まれている、

あるいは、寒冷地対策など沖縄県が活用できない事

業等々があって、ほとんど沖縄振興予算の中で充足

される、あるいは、各省計上でも既に計上している

 というところでございます。

　それで、各省計上予算を活用するのは、主にソフ

ト面の事業。ハード交付金が減少したことについて

は、県債――最近、防災・減災等々の起債メニュー

もございますので、それを積極的に活用していくと

 いうこととしているところでございます。

○呉屋宏委員　総務部長はそう言うけれど、我々、

土木環境委員会では、部長たちの答弁はほとんどハー

ド交付金が減らされて事業ができないと言っている

 んだよ。これはどうなのか。

○宮城力総務部長　先ほど申し上げたように、イン

フラ整備等にあっては、有利な県債等を活用して、

積極的に公共事業予算の確保に努めていくというこ

 ととしているところでございます。

　令和６年度の当初予算にあっては、この県債の活

用は29事業で82億円計上しているところで、前年度

 と比べて25億円増としたところでございます。

○呉屋宏委員　いや、部長ね、僕の話を聞いていま

 すか。

　土木環境委員会では、ハード交付金がなくなった

から、いわゆる事業がなかなか前に進まないと言っ

 ているんだよ。なぜですか。

○宮城力総務部長　ハード交付金の減により様々な

分野で影響が出てきている、これは間違いない事実

 でございます。

　これらの具体の箇所を用いて、ハード交付金の増

額に向けて内閣府と協議を続けてきたところでござ

 います。

　当初予算ベースでは368億円と同額が続いておりま

すが、令和４年度の補正予算にあっては29億円、た

しか８年ぶりにハード交付金の補正増をしていただ

きました。令和５年度にあっても39億円の補正増が

認められたところで、一定の理解は得られていると

 いうふうに認識しているところでございます。

　引き続きハード交付金の総額確保に向けて、様々

な取組を続けていきたいというふうに考えておりま

 す。

○呉屋宏委員　土木建築部長、委員会で言っている

 のと違うけれど、どういうことですか。

　それと、企業局長、後から質問するけれども、あ

なた方は、その30％の水道料金を上げるのはハード

交付金が減らされているからって、あなた記者会見

でも言ったよね。これは違うの。今の答弁とは全然

 違うんじゃないの。どうなの。

○宮城力総務部長　先ほど申し上げたのは、ハード

交付金の減額が様々な分野において影響を与えてい

 るということを申し上げました。

　その中には、企業局の所要額がなかなか措置でき

ずに、それが企業局の経営にも影響を与えていると

 いう意味でございます。

○呉屋宏委員　じゃ、それをどうやって解消するか

 という努力はどうしているのですか。

○宮城力総務部長　繰り返しになりますが、ハード

交付金の総額確保に向けては、市町村長の皆様方か

らも強い御指摘をいただいているところで、県とし

ても、総額増額に向けてこれまで取り組んできたと

 ころでございます。

　当初予算ベースでは368億円ということでございま

すが、補正予算も含めて、あらゆる機会を活用して、

ハード交付金の増額に取り組んでいきたいというふ

 うに考えております。

○呉屋宏委員　これね、我々が耳にしているのは、

皆さんがいわゆる各省庁計上に持っていこうといっ

 たときに、裏負担分が出てくるよね。

　そうすると、この方針の中にはないんだけれども、

この裏負担分はどこから持ってこようとするの。ソ

 フトであれ、ハードであれ。

○宮城力総務部長　ハード交付金というか、公共の

場合であれば、裏負担についてはほとんどが県債を

活用することになります。一部は一般財源を投入し

 ます。

　ソフト事業の場合は、裏負担については一般財源

で措置するというところで、ソフト関係の各省計上

予算の活用に当たっては、先ほど知事から答弁申し

上げたとおり、特別な扱いで裏負担分を措置すると

いうことで、各部に各省計上予算の積極的な活用を

 促しているというところでございます。

○呉屋宏委員　予算を組み立てるときに、大体パー

 センテージで部に割り振るよね。

　そうすると、各省計上予算で上げていくとなると、

その裏負担分もその各部の割り振られた部分から補

 塡されるということですか。

○宮城力総務部長　各省計上を除いては、経費区分

 で政策的経費というＣ経費がございます。

　令和６年度の当初予算の編成に当たっては、令和

５年度の各部のＣ経費の一般財源の総額の範囲内で

令和６年度要求をしてくださいというのが原則なん

ですが、ただし、各省計上予算を活用する場合はこ
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の限りではない、別途措置するという特別な扱いで、

 予算編成に臨んだところでございます。

○呉屋宏委員　こればかりやっておくわけにはいき

 ませんから、ちょうど半分なのでもう一つ。

　企業局の料金値上げや導水管破裂の問題について、

ハード交付金の在り方、計画的な財政対策について、

沖縄の特殊事情としての、厚生労働省との直接的な

交渉も必要と思われるため、今後の県の水道行政の

 在り方を知事にお伺いをしたいと思います。

○松田了企業局長　お答えします。 

　企業局では平成５年以降、経営の健全化、効率化

に取り組みまして、経費の削減等を図ってきたとこ

ろでございますが、今般、施設整備費の高騰、それ

から電気料金の急激な上昇などによりまして、料金

 の改定を行ったところであります。

　今後も引き続き国等の補助等の確保、それから経

営の効率化等に取り組みまして、料金の安定化に取

り組んでまいりたいと考えているところでございま

 す。

○呉屋宏委員　いや、局長ね、それは分かっている

よ。これは委員会でもやられてきたから。僕は知事

 に聞きたいんだよ。

　知事、今まで水道事業の老朽化を予測して積立金

 というのはやってこなかったのか。

○松田了企業局長　企業局では、経費縮減に取り組

みまして利益を確保し、平成９年度以降、議会の議

決を経て、企業債の償還に充てる減債積立金に積立

 てを行っております。

　今後も必要な積立てを行ってまいりたいと考えて

 いるところでございます。

○呉屋宏委員　じゃ、何で老朽化に伴ってこれだけ

 の30％の水道料金が上がるの。

○松田了企業局長　近年の施設更新コストが大幅に

増加するとともに、電気料金の急激な上昇などによ

り経営状況が悪化しまして、このままでは、令和７年

度の企業債償還金を確保できなくなるおそれがある

ことから、今般、料金の改定を行ったところでござ

 います。

○呉屋宏委員　それは、委員会でも十分聞いた。僕

 は知事に聞きたいの。

　知事、これね、料金上げないための努力というの

 は、企業局長と話し合ったことがあるの。知事。

○玉城デニー知事　企業局長から答弁がありますと

おり、これまでも企業局において様々な予算の計上

 のための工夫を取ってきたところであります。

○呉屋宏委員　どんな工夫ですか。 

○松田了企業局長　お答えします。 

　組織のスリム化、浄水場等の運転管理委託及び取

水施設の無人化などによる定員の削減で約7.8億円、

また、運転管理の効率化、省エネルギー対策の推進

及び小水力発電の導入による動力費の低減化で約

2.7億円、さらに、企業債の繰上償還などによって企

業債の支払利息を削減、これが約21億円となってお

 ります。

○呉屋宏委員　それでも30％値上げをしなければい

 けないという事態なんですよね。

　施設の老朽化に係るこの30％の老朽化対策の部分

というのは、電気料金以外で何パーセントぐらいあ

 るんですか。

○松田了企業局長　いわゆる施設の整備費、これは

老朽化対策、あるいは耐震化対策等でございますけ

れども、この部分が48％程度の料金の改定額の内訳

 に相当するものというふうに認識しております。

○呉屋宏委員　これはね、48％も老朽化対策と言っ

ていて、積立てはしてない、できるようになったの

は、恐らく平成30年ぐらいからは積立てが公にでき

 るようになったのかな。

　知事、私が聞きたいのは、この48％を何とか政府

 と話合いをしに行ったことがありますか。

○松田了企業局長　これまでも知事部局と連携しま

して、内閣府のほうにはハード交付金等の必要性に

 ついて御説明申し上げてきたところでございます。

　今後も、その必要性等について丁寧に説明してま

 いりたいと考えているところでございます。

○呉屋宏委員　あのね、質問者の話を聞いてもらえ

 ませんか。

 　知事、行ったことがありますか。

○玉城デニー知事　この間、予算要求に関しては様

々な方面に対して積極的に働きかけを行ってきてい

 るところであります。

○呉屋宏委員　私が聞いているのは、この水道事業

のハード、いわゆる老朽化対策に対して、特別にこ

れに焦点を当てて、政府あるいは閣僚と話をしたこ

とがありますか。これに特化してやったことがあり

 ますか。

○松田了企業局長　企業局としまして、個別に料金

改定についてこれまで詳細な状況報告をしていな

かった状況もございまして、知事部局と連携して一

括交付金の必要性の中で説明させていただいてきた

 ところでございます。

　今後は、より詳細に状況報告をしまして、御理解

を賜るよう取り組んでまいりたいと考えております。 
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○呉屋宏委員　知事が直接、閣僚とこの件だけで話

 をしたことがありますか。

○玉城デニー知事　企業局長からも答弁をさせてい

ただいておりますが、直接、この件について取り上

げたということではなく、全体の予算の獲得の中で

この案件も含めた上で総合的に調整を図ってきたも

 のであります。

○呉屋宏委員　ないとして考えておきます。 

　特別に、と私は言っているのだけれど、ごまかそ

うとして全部を入れるというのは、これは質問者に

 対して答弁していませんよ。

　じゃ、もう一つ聞きますけれど、今、企業局を見

ていて感じるのは、職員がこれまでどおりやってい

たのでは――これ、プロパーではなくて本庁と人事

交流をしているわけでしょ。これね、企業局という

んであれば、特別にここだけにプロパーを投入して

いったらどうなのかと思っているんだけど、企業局

 長、どう思うの。

○松田了企業局長　基本的に企業局は地方公営企業

で独立しておりますので、採用の形態も含めて知事

 部局とは個別に採用しているところでございます。

　浄水場等の管理運営等も自前で行っている部分も

ございますので、基本的にプロパーの職員――割合

は今ちょっと手元に数字がございませんのでお答え

できませんけれども、基本的にはプロパーの職員が

 ほとんどであるというふうな状況でございます。

○呉屋宏委員　じゃ、今、県庁の中にいる人たちも

 ほとんどがプロパーなんですね。

○松田了企業局長　人事交流の職員は企業局で採用

された事務系の職員もおりますし、技術系の職員も

 おります。

　浄水場等の現場も含めて、事務系の職員、それか

ら技術系の職員もおりまして、そういった職員が知

事部局と人事交流でお互いに行き来しているという

 ような状況でございます。

○呉屋宏委員　じゃ、もう一度、企業局長に聞きま

すけど、これは30％を上げない方法というのは、も

う頭の中では思いつかないんですか。今からでもで

 きないの。

○松田了企業局長　地方公営企業であります沖縄県

企業局が財源を確保する主な方法は３点ございます。 

　まず、国からの補助金、それから料金収入、それ

から企業債の発行という、主としてこの３つでござ

いますけれども、沖縄県企業局の場合、他の水道用

水供給事業に比べて企業債の発行高が高いというこ

とで、企業局としては、後年度負担を生じる企業債

の発行を今後も増やしていくということについては、

 慎重になるべきだというふうに考えてございます。

　それから先ほどから御指摘のございます、いわゆ

る国からの補助が今、私どもが要求している額の確

保ができない状況が続いておりまして、そのために

施設整備費の財源を確保することができないような

 状況に陥っております。

　そのため３点目の財源でございます料金収入を上

げる手法を今回取らざるを得ないということで料金

 改定を行った次第でございます。

○呉屋宏委員　最後にしますけれど、これは前の仲

井眞知事であれば、事務方から上がってきたものを

最後はトップセールスで全て解決をしてきているん

 ですよ。

　だから、さっきから知事に行くことはないのかと

 聞いているのはそういうこと。

　これからも知事はこの件だけで省庁を訪問するつ

 もりはないんですね。

○玉城デニー知事　予算の獲得につきましては、今

回のこの件も含めて、これからも積極的に行ってま

 いりたいと思っております。

○比嘉京子委員長　先ほど、呉屋委員の質疑に対す

る答弁で、総務部長から答弁を訂正したいとの申出

 がありますので、発言を許します。

   宮城力総務部長。

○宮城力総務部長　すみません、先ほどハード交付

金の補正は８年ぶりというふうに申し上げましたが、

 正しくは６年ぶりでございます。訂正いたします。

○比嘉京子委員長　引き続き質疑を行います。 

 　島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員　よろしくお願いします。 

　１の知事が台湾訪問した真意について。（１）知事

 の台湾訪問の成果について伺います。

○玉城デニー知事　お答えいたします。 

　昨年11月の台湾訪問におきましては、コロナ禍か

らの復興を見据え、経済、観光、文化など様々な分

野の交流を再び活発なものとすることを目的として、

日本と台湾の経済、観光、文化交流を担う団体など

と意見交換を行い、今後の交流に向けた意欲を伝え

 たところです。

　各団体との意見交換におきましては、観光、ＩＴ、

半導体、スタートアップ、貿易などについて、交流

と連携を深めていくことをお互いに確認することが

 できました。

　また、故宮博物院では、琉球に関する企画展の計

画に謝意を伝えるとともに、実施に向けた協力を約
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 束してまいりました。

　さらに、台湾と沖縄のかけ橋として活動されてい

る県人会や留学生の方々とも交流を行い、感謝の気

 持ちをお伝えしたところです。

　このような一連の日程を通して沖縄と台湾のつな

がりを確かめ合うことにより、交流が互恵的に発展

 する展望が開けたと感じております。

　今回の成果を踏まえ、沖縄が台湾をはじめ、アジ

アと日本のかけ橋となることを目指してまいります。 

 　以上です。

○島袋恵祐委員　今のお話を聞いて、有意義な訪問

 だったと理解をします。

　そこで（２）知事、副知事が行った地域外交の実

 績と成果について伺います。

○玉城デニー知事　令和５年度においては、コロナ

禍で停滞していた経済交流や文化交流を再び活性化

させることなどを目的に、私が中国、アメリカ、ス

イス、台湾、フィリピン、シンガポールを訪問し、

積極的に海外との国際交流や地域外交に取り組みま

 した。

　例えば、７月の北京訪問では、李強首相と直接面

談した結果、ビザの緩和や直行便の復便につながっ

 ております。

　また、９月の国連ジュネーブ事務所訪問では、国

際社会に向けて、沖縄の米軍基地問題や県民の平和

 を希求する思いを訴えてまいりました。

　これらの取組により、大きな成果を上げることが

 できたと考えております。

○照屋義実副知事　副知事としての御質問がありま

 したのでお答えしたいと思います。

　本年度の済州フォーラムに参加した際、済州特別

自治道が主導するグローバル平和都市連帯への加入

 意向書を提出し、加入を承認されました。

　これによりまして、アジア太平洋などの自治体と

の連携強化に向けたネットワークを得られたことは、

 韓国出張の大きな成果だったと考えております。

　同連帯では、2022年に済州とオスナブリュックの

共同事業として平和祈念写真展、済州とベルリンの

共同事業として平和音楽会を開催しており、今後の

共同事業等の活動は会員間で協議して決めていくこ

 ととしております。

　また、将来の目標としましては、ＡＳＥＡＮ加盟

国等の連携を図るとともに、会員間の協議を経て常

設体となるグローバル平和都市協議体（仮称）であ

りますけれども、これの設立を目指すとしておりま

 す。

　沖縄県としましては、これら都市連帯の会員と連

携した取組を進める中で、平和を希求する「沖縄の

こころ」の国外への発信に取り組むとともに、海外

自治体との平和ネットワーク構築に取り組んでまい

 ります。

○島袋恵祐委員　知事、副知事が今年度、本当に諸

外国に出かけて行って、交流、また、いろんな経済、

文化面に関しても意見交換して連携をしてきたとい

うことで、その成果があったものだと理解をしてお

 ります。

　そこで（３）地域外交室を次年度から課に昇格す

る理由と、今地域外交基本方針を策定していると思

いますが、そのパブリックコメントの意見数や内容、

 また次年度についての取組を伺います。

○溜政仁知事公室長　お答えいたします。 

 　まず、課への昇格についてでございます。

　令和５年度は知事公室の特命推進課内に地域外交

室を設置し、沖縄県の地域外交に関する万国津梁会

議の開催、地域外交基本方針の策定、あるいは庁内

推進体制の構築等を目標に取り組んでまいりました。 

　令和６年度は、基本方針に基づき、関係各部局や

県内関係機関等と緊密に連携の上、本県の地域外交

を本格的にスタートさせるため、地域外交室を課に

 昇格させたものでございます。

 　次に、パブリックコメントでございます。

　沖縄県地域外交基本方針案に対するパブリックコ

メントは、２月14日から３月８日まで実施し、54の

 団体や個人から116件の意見を受けております。

　意見の内容は、県の地域外交に期待するコメント

や文化環境分野の追記を求める要望、具体的な活動

・取組の提案など、様々な御意見が寄せられており

 ます。

　次に、次年度の取組としましては、沖縄県としま

しては令和６年度において沖縄独自の歴史的、文化

的特性のソフトパワーと国際ネットワークを最大限

に活用し、アジア太平洋地域の平和構築と相互発展

 に貢献してまいりたいと考えております。

　具体的には、海外の自治体や外国公館、国際機関

等との関係構築に向けた相互訪問や意見交換、庁内

関係部局の海外関係業務の支援などに取り組み、こ

れまで以上に積極的に地域外交を展開してまいりま

 す。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　知事にお伺いしたいんですけれど

も、地域外交を力強く進めるために、これまで積極

的に外交を展開してきたと、答弁を聞いて理解をし
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 ています。

　地域外交基本方針策定に向けてのパブリックコメ

ントも116件あったとのことで、県民の関心も高いも

 のだと思います。

　次年度、地域外交をどう進めていきたいか、知事

自身の考えと、また沖縄を平和の発信地とする知事

 の決意をお聞かせください。

○玉城デニー知事　先ほど、公室長から答弁をさせ

 ていただきました。

　令和６年度は、今般策定いたします地域外交基本

方針に基づきまして、関係部局や県内各関係機関等

と緊密に連携の上、沖縄県の地域外交を本格的にス

 タートさせてまいりたいと思います。

　特に、これまでのウチナーネットワークを構築し

てまいりました県人会所在地をはじめ、令和６年度

からは、特にＡＳＥＡＮ各国との地域間交流なども

積極的に行ってまいりたいということも、先般、フ

ィリピンやシンガポール等を訪問させていただいて

 強く認識をさせていただいたところであります。

　引き続き平和・地域外交課を中心に、あらゆる部

局と連携して積極的に展開してまいりたいと考えて

 おります。

○島袋恵祐委員　ぜひ頑張ってください。 

　続いて、２のワシントン駐在の在り方及びそれに

対する予算の考え方について。（１）ワシントン沖縄

 事務所のこれまでの実績と成果について伺います。

○溜政仁知事公室長　お答えいたします。 

　ワシントン駐在は、平成27年度から令和４年度ま

での約８年間で、累計4447名の米国政府や連邦議会

関係者と面談等を行い、沖縄の基地問題の解決につ

 いて精力的に働きかけを行っております。

　これまでの働きかけの結果、2020年には、下院軍

事委員会即応力小委員会の国防権限法案に関する書

面に、辺野古新基地建設に係る４つの懸念事項と、

建設予定地地下の強度の検証結果など５つの項目に

関する報告書の提出を国防総省に求めることが明記

 されました。

　さらに、2022年には、米国のシンクタンクである

クインシー研究所と米国戦略予算評価センターの報

告書に、普天間代替施設計画への懸念等が示されま

 した。

　これらはワシントン駐在のこれまでの活動の成果

であり、米国内において沖縄の基地問題への認識が

 広がりつつあるものと考えております。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　ワシントン事務所を設置して８年

間、延べ4447名と面談をされてきたということなん

ですけれども、その中でも本当に多くの方と面談さ

れて重要だったと思うことや、また、ＰＦＡＳの件

でもワシントン事務所があるということ、ＥＰＡと

の連携、あと知事自ら書簡も送ったというようなこ

れまでの経過もあったと思うんですが、そのことに

ついて重要だったと思うことを、また教えてくださ

 い。

○溜政仁知事公室長　先ほども答弁させていただい

たとおり、ワシントン駐在はこれまで米国政府関係

者、連邦議会関係者、あるいはマスコミ、シンクタ

 ンクの有識者などと面談を重ねてきております。

　その中には国防総省の日本部長、あるいは連邦議

会の調査局、連邦議会議員補佐官のほか、シンクタ

ンクである戦略国際問題研究所――ＣＳＩＳやクイ

ンシー研究所も含まれており、米国内で沖縄の基地

問題への認識が広がりつつあるというふうに考えて

 おります。

　今後も沖縄の米軍基地問題の解決に向け、ワシン

トン駐在を活用して米国内における働きかけを継続

 してまいりたいと考えております。

　令和４年12月に知事から米国環境保護庁――ＥＰ

Ａ長官宛てに書簡を送付し、沖縄の米軍基地におけ

るＰＦＡＳの状況を説明し、ＰＦＡＳ対策における

連携等を求めたところ、令和５年２月にＥＰＡ長官

から協力関係の継続を希望する旨の回答がありまし

 た。

　令和５年２月には、連邦議会議員宛てに辺野古新

基地建設に反対する沖縄県の立場に理解を求めるた

 めの知事の書簡を送付しております。

　上記の活動に加えて、オンラインで開催される公

聴会やシンポジウムでの情報収集、北米メディアか

らの取材等、様々な活動を行っているというところ

 でございます。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　次、３の知事が訪米する目的につ

いて。（１）歴代の沖縄県知事がこれまで訪米してき

 た目的を伺います。

○溜政仁知事公室長　お答えいたします。 

　沖縄の基地問題の解決を図るためには、一方の当

事者である米国政府に対しても知事が直接出向き、

 訴え続けることが重要と捉えています。

　このため、昭和60年以降、22回にわたり県知事に

 よる訪米要請を実施してきたところでございます。

　訪米においては、その時々における懸案事項につ

いて、米国政府等に具体的な要請を行っており、例
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えば、西銘知事は提供施設区域の全面的見直し、大

田知事は県道104号線越え実弾射撃演習の廃止など、

いわゆる重要３事案の要請を行っております。また、

稲嶺知事は、米軍再編の中での基地負担の軽減、仲

井眞知事はオスプレイ配備計画の見直し等を求め、

翁長知事は辺野古新基地建設に関する状況等につい

 て意見交換を行っております。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　（２）玉城デニー知事の訪米の実

 績と成果について伺います。

○溜政仁知事公室長　知事は就任後、平成30年11月、

令和元年10月及び令和５年３月の３回ワシントンＤ

 Ｃを訪問しております。

　昨年３月の訪米においては、国務省、国防総省、

連邦議会議員や補佐官、連邦議会調査局、有識者、

マスコミなど、多くの方々と面談し、知事が沖縄の

現状や台湾有事をめぐる問題に対する考え方を直接

 伝えることができました。

　知事が面談した連邦議会議員の一人であり、沖縄

にルーツを持つハワイ選出のジル・トクダ議員は、

４月18日の下院軍事委員会の公聴会で、辺野古新基

地建設やＰＦＯＳ等、沖縄の基地問題について発言

 しております。

　また、米国の複数専門誌等が知事の訪米を広く報

道したほか、連邦議会調査局が昨年５月に発行した

報告書には面談を踏まえたと思われる記述が見られ

 るなど、様々な成果があったと考えております。

 　以上です。

○島袋恵祐委員　知事にお伺いしますけど、歴代の

知事がこれまで直接訪米して沖縄の実情を訴えてき

たと理解をしています。主に、やっぱり基地問題だ

 と思います。

　戦後79年経過した今もなお、基地あるがゆえの事

件・事故に県民は苦しめられ続けています。辺野古

新基地問題、ＰＦＡＳ汚染問題、戦闘機の爆音問題、

米軍関係者による犯罪行為、直近ではオスプレイの

飛行再開、合意無視の嘉手納基地のパラシュート降

下訓練強行、石垣港への米軍艦船の入港など、枚挙

 にいとまがありません。

　沖縄県民の代表である知事が直接訪米して基地問

題など、沖縄の実情を訴えることは重要だと思いま

 す。

　改めて、知事が直接訪米する意義と知事自身のこ

 の思いを聞かせてください。

○玉城デニー知事　選挙により県民に選ばれた私、

沖縄県知事が訪米し、米軍政府関係者や連邦議会議

員等と面談して、地元の実情をじかに伝え、米国側

の理解と協力を促すことは基地問題解決のために非

常に重要であり、かつ意義があると考えております。 

　これまでの訪米で面会した方々とも、今後も連携

しながら、引き続き最適なタイミングを捉えて、基

地問題の解決を含めて訪米を行ってまいりたいとい

 うように考えております。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

　　　（休憩中に、西銘委員から、今日は総括質疑

の場であるが、与野党からの同様な質疑に

対して答弁者が異なることや、また総括質

疑項目と関連するにしても外れ過ぎと思わ

れるような、ＰＦＡＳや地域外交室などの

質疑を認めていいのか、整理してほしいと

 の要望があった。

　　　　　これに対し、委員長から、質疑した島袋

委員へ確認を行い、地域外交室は台湾訪問

に関連した質疑であること、ＰＦＡＳはワ

シントン事務所の実績として関連性がある

 ものと整理した。

　　　　　その上で、委員長から、各委員に対して、

今後は総括質疑は事前の通告に基づき、ど

のような趣旨での質疑なのかについて具体

的に説明するよう求め、また、執行部に対

しては総括質疑の趣旨を踏まえて誰が答弁

するかについての配慮を重ねて求めた。） 

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　玉城武光委員。

○玉城武光委員　よろしくお願いします。 

　沖縄振興公共投資交付金の減額について、アのハー

ド交付金減額による道路建設、河川改修、学校建設

 等の遅れの影響について伺います。

○前川智宏土木建築部長　道路建設及び河川改修の

 部分についてお答えをいたします。

　土木建築部のハード交付金の予算額は、平成26年

度の612億円をピークに減少傾向にあり、令和６年度

 当初予算案においては、204億円となっております。

　道路予算の確保が厳しい状況が続いていることか

ら、渋滞解消や災害時の緊急輸送道路などの交通基

 盤の整備に遅れが生じております。

　また、河川改修においては、浸水被害の軽減に向

け河川拡幅等を行っているところですが、予算の減

額により工事や設計を先送りせざるを得ないため、

事業進捗に遅れが生じております。河川改修の遅れ

による影響としては、気候変動により激甚化、頻発
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 化する水災害リスクが懸念されます。

　県としては、公共事業の予算確保に当たっては、

ハード交付金に加えて、各省計上予算等の獲得が必

要と考えられることから、市町村と連携し、事業の

必要性等を国に訴えながら、所要額の確保に努めて

 いきたいと考えております。

○半嶺満教育長　学校建設等についてお答えいたし

 ます。

　県教育委員会においては、これまで国の補助制度

 を活用した危険校舎の改築等を実施しております。

　沖縄振興公共投資交付金の減額により、校舎改築

事業やグラウンド整備事業等の実施に影響があり、

年度変更するなどの対応を行っているところであり

 ます。

　引き続き緊急性等を考慮しながら、必要な施設整

備事業の実施に努め、児童生徒の学習環境の確保に

 取り組んでまいりたいというふうに思います。

○玉城武光委員　次に、水道料金の値上げ要因の内

 訳について伺います。

○松田了企業局長　水道料金の改定につきましては、

施設建設コスト等が大幅に増加する一方、沖縄振興

公共投資交付金が減少していることや、電気料金の

高騰、本島周辺離島８村の広域化及びＰＦＯＳ等対

 策費用が主な要因となっております。

○玉城武光委員　具体的に、ＰＦＯＳ対策で何％、

ハード交付金の減で何％という数字が出ていると思

 うのですが、お答えください。

○松田了企業局長　ＰＦＯＳ等対策で11％、水道広

域化で13％、電気料金の高騰が27％、ハード交付金

 等の減少が48％となっております。

○玉城武光委員　企業局は30年以上値上げをせず、

 健全経営を行ってきました。

　水道料金値上げの理由は、燃油高騰とＰＦＯＳ対

策、ハード交付金減額などで８割近くあります。こ

 れは国の責任だと思います。

 　再質問します。企業局長に伺います。

　政府が燃油高騰対策やＰＦＯＳ対策、ハード交付

金をしっかりと確保できれば、水道料金は値下げす

 ることができますか。

○松田了企業局長　今般の料金改定につきましては、

令和６年から令和９年までの４年間の事業費を基に

 算出しております。

　御指摘の点につきましては、今後の状況を踏まえ

て、次回の料金改定時に反映してまいりたいと考え

 ております。

○玉城武光委員　しっかりと政府が対応すれば、ハー

ド交付金を組んで。そういう料金改定の問題で値下

 げができるという状況があるんじゃないですか。

○松田了企業局長　今後も施設整備費はさらに費用

 が増加するという状況になってございます。

　今御指摘のそういった費用について、ハード交付

金が私どもの要望額が措置されれば料金改定をせず

に済む、場合によっては料金の値下げも可能になる

 ということは想定される状況でございます。

○玉城武光委員　知事に伺います。 

　企業局長が答弁したように、政府がしっかりと対

応すれば値下げできるという答弁をいただきました。 

　知事は、すぐにでも政府に対して、燃油高騰対策

やＰＦＯＳ対策、ハード交付金の増額を要請すべき

 だと考えますが、知事の見解を伺います。

○松田了企業局長　企業局といたしましては、これ

までも知事部局と連携しまして、様々な要請を行っ

てきてございますけれども、今後は、事業の必要性、

費用の必要性、それからどういった費用であるかと

いうことについて、より詳細に丁寧に説明しまして、

所要額、あるいは、そのＰＦＯＳ対策費用等につい

て国からの支援をいただけるように、知事部局と連

 携して取り組んでまいりたいと考えております。

○玉城武光委員　次に、２番目の一括交付金の予算

要請について。アの一括交付金の推移について伺い

 ます。

○宮城力総務部長　沖縄振興公共投資交付金、いわ

ゆるハード交付金の当初予算額については、平成26年

度の932億円をピークに減額傾向にあり、令和元年度

は532億円、令和４年度以降は368億円の同額が続い

 ております。

 　以上です。

○玉城武光委員　次に、2024年度の要望額と措置額、

 その割合を伺います。

○宮城力総務部長　令和６年度の沖縄振興予算の確

保に係る国の要請に当たっては、ハード交付金につ

いては県、市町村の事業量を積み上げ、700億円を要

望しましたが、令和６年度の国の当初予算額は368億

 円でございます。

　県の要望額に対する予算額を割合で申し上げると、

 約53％となります。

○玉城武光委員　この一括交付金をどんどん減額し

ているんですが、この減額の理由について、政府は

 何と説明していますか。

○宮城力総務部長　内閣府によりますと、平成27年

度から29年度は執行率等を勘案した、平成30年度以

降はこれまでの継続していた事業の状況、新規事業
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の状況などを兼ね合わせて所要額を確保した、とさ

 れております。

 　以上です。

○玉城武光委員　今、所要額と、それから執行率の

問題で、いろいろ理由を述べていたという話なんで

 すが、県はそれに対して納得しているのですか。

○宮城力総務部長　当初、たしか平成29年度の国庫

要請の際に、執行率等が低いということで減額され

たところで、県、市町村を挙げて執行率の向上に努

 めてきたところでございます。

　近年は国として考える主要な額を措置したという

御説明を受けておりますが、県も市町村も特にハー

ド交付金については、非常にあらゆる箇所で事業の

進捗に遅れが生じているということを御説明してき

 たところでございます。

　増額に向けて今後も引き続き取り組んでいきたい

 というふうに考えております。

○玉城武光委員　今、答弁がありましたように、様

々なところで影響が出ているということがありまし

 た。

　県民生活への具体的な影響を示してですね、政府

 に一括交付金の確保を求めるべきではないですか。

 　知事の見解を伺います。

○玉城デニー知事　お答えいたします。 

　令和６年度の予算編成に当たっては、引き続き沖

縄振興予算の活用に加え、いわゆるハード事業にお

いては地方財政措置の有利な県債を、ソフト事業に

おいては各省計上補助金の積極的な活用を推進して

 きたところです。

　一方で、本県の重要施策を推進するためには、減

額傾向にある沖縄振興一括交付金を含む沖縄振興予

算の増額が必要と考えていることから、引き続き各

省計上予算や財政措置の有利な県債を活用しつつ、

 沖縄振興予算の増額確保に取り組んでまいります。

 　以上です。

○比嘉京子委員長　大城憲幸委員。 

○大城憲幸委員　お願いします。 

　１の知事が訪米する目的について。昨年に続く訪

 米だが誰に何を訴えるのかお願いします。

○玉城デニー知事　沖縄の基地問題の解決を図るた

めには、一方の当事者でもある米国政府に対しても、

知事が直接出向き、繰り返し訴え続けることが重要

 であります。

　次年度においては、県民の目に見える形での基地

負担の軽減が必要であることについて、米国政府、

米国連邦議会関係者はもとより、安全保障に関する

有識者や市民団体等の理解と協力を得たいと考えて

 おります。

　また、沖縄の基地問題の実情を効果的に発信する

 ための取組を検討しているところであります。

 　以上です。

○大城憲幸委員　先ほども議論ありました、大田知

事の時代から、具体的にこういう問題を訴えたよと

いう話がありましたけれども、結局、辺野古の問題

を中心に翁長知事以降というのは、なかなかこの辺

野古の問題も止まらない、そして国内法ではどんど

 ん最高裁も含めて結論が出ていく。

　そういう中で、去年に続いてのものですけれども、

具体的に、次年度はこれというものがあるんですか、

 お願いします。

○溜政仁知事公室長　県政の懸案事項であります辺

野古の基地問題について、引き続き訴える、あるい

は、ＰＦＯＳ等についての状況の確認と、その沖縄

の現状等について御説明をするということが基本に

 なろうかとは思っております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　随行者８名、1038万円の予算だが、

 ８名も必要なのか、お願いします。

○溜政仁知事公室長　御説明いたします。 

　随行者につきましては、外部通訳を含めて８名で

 積算しております。

　これまでは知事秘書のほか、事務を総括する公室

長、その補佐を担う課長、通訳を担う職員１名、記

録など庶務を担当する職員２名の６名で積算してお

 りました。

　次年度はですね、これまで基地対策調査費等、ほ

かの調査費等で対応していた外部通訳１名に係る旅

費を基地関係業務費で計上するとともに、知事訪米

の機会に合わせて、県の多角的な地域外交につなげ

る情報発信等の取組に対応するため、担当者１名を

 追加したものでございます。

 　以上です。

○大城憲幸委員　先ほど、台湾訪問の費用対効果の

議論もありました。そのときには６名の随行者でし

 たという話がありました。

　どうもやっぱり我々の感覚からすると、何で８名

も随行が必要なのかと思うし、先ほど来あったワシ

ントン事務所もあるわけですよ。向こうに１億円も

年間かかっているという話で、向こうで活動をして

いる人がいながら、沖縄からまた９名で行くという

ような部分がなかなか県民感覚から理解されないん

 じゃないかなと思います。
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　そして、また、訴える内容についても、引き続き

というような話になってしまいますので、この1038万

円の費用対効果という意味では、この職員の皆さん

が現場で一生懸命行政改革の中で頑張っている中で、

どうも見えてこない部分があるなと思っていますけ

 れども、その辺について再度答弁願えますか。

○溜政仁知事公室長　先ほどもお答えしたとおりな

んですけれども、これまで６名だったものを８名に

した理由としましては、１人は別の予算で積算して

いた外部通訳を今回積算に入れたということと、あ

と一つは、地域外交につなげる情報発信等の取組に

対応するための担当者を１名加えたということでご

 ざいます。

　ワシントン駐在におきましては、日々米国の政府

関係者、あるいは議会関係者への説明等を行ってお

り、知事訪米におきましても、知事のそのロジとか

ですね、先方とのアポイントということで重要な役

 割を担っております。

　ただ、やはり面談者に応じた知事の発言ですとか、

その取りまとめを行って、その日でマスコミにレク

チャーをするとかですね、ある程度の人数がやはり

 必要になってくるというふうに考えております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　すみません、なかなか答弁を聞い

ても、訴える内容、あるいは８名も必要な理由がな

かなか理解をし切れませんけれども、時間がありま

 せんので先に進みます。

　２の各省計上予算及び有利な県債活用など財源確

保の方針について、さらなる財源確保に向けた考え

 方を伺います。

○宮城力総務部長　県においては沖縄振興予算に加

え、公共事業においては地方財政措置の有利な県債

を、非公共事業においては各省計上補助金を積極的

 に活用することとしております。

　あわせて、本県における自主、自立的な財政運営

を推進する観点から、課税自主権の行使や徴収対策

の強化、使用料・手数料の見直しや、自動販売機の

貸付け、ふるさと納税を活用したクラウドファンデ

ィングなど、様々な取組を実施するとともに、宿泊

税の導入など新たな自主財源の確保や本県経済の活

性化に結びつく産業振興施策の推進による、さらな

 る財源の涵養を図っていきたいと考えております。

○大城憲幸委員　ポスト新・沖縄21世紀ビジョン基

 本計画について、考えをお願いします。

○玉城デニー知事　沖縄県の置かれた条件不利性な

ど、特殊な諸事情に鑑み、本土復帰以降、沖縄の自

立的発展の基礎条件の整備や自立型経済の構築に向

けては、高率補助制度等の沖縄振興策が実施されて

おりますが、自立型経済の構築は、なお道半ばとなっ

 ております。

　今後とも、特殊事情に起因する諸課題に対しては、

沖縄振興予算を有効に活用することが必要であると

 考えております。

　一方で、アジアの視点で沖縄の地理的特性を捉え

た場合、東アジアの中心に位置することを優位性に

 転換できる可能性も十分にあります。

　沖縄振興策やアジア諸国、地域との経済交流など

を通して、自立型経済の構築に向けてさらに全力を

 挙げて取り組んでまいりたいと考えております。

 　以上です。

○大城憲幸委員　今、知事からもあったように、こ

れまでの沖縄振興策、６次の振興策になります新・

 沖縄21世紀ビジョン計画の前期がもう終わります。

　その中で４つの不利的な特殊事情があると言って

いましたけれども、今回は、この地域外交方針の中

では、そのうちの３つを逆に有利と捉えて、沖縄の

 自立的経済をつくりますと言っているわけです。

　だから、それは私はすばらしいことだと思います

けれども、それに裏づけするものがないんですよね。 

　先ほど、国の減額が悪い、国が悪いというような

議論がありますけれども、省庁予算を増やす、有利

な財源を増やす、県債を増やすというのであれば、

やっぱり目標を決めてやるべきだと思いますけれど

も、900億円が300億円になる、だけれども省庁予算

 は25億円、県債は82億円。

　やっぱりこれ今後、どこぐらいまでやるって具体

的に決めてやるべきじゃないですか。少し言葉だけ

が躍って具体策がないように見えますけれども、そ

 の辺、再度お願いします。

○宮城力総務部長　各省計上予算についてはその時

々の課題があって、これに対応するために財源とし

て活用するということになりますし、県債の活用に

ついては、ハード――つまり公共インフラとして整

備が必要なのか、必要性の観点から議論がされるも

のですので、どのぐらいまで伸ばすかとか、どのぐ

らいにするというのは、今の時点で申し上げるとい

 うのは非常に難しいというところでございます。

○大城憲幸委員　今度、知事の思いも強くて、誇り

 ある豊かさという言葉を強く訴えています。

　そういう意味では、常に国が減額するからできな

いんだというふうな言い訳にしか聞こえませんので、

そこはやっぱり具体的に、沖縄でできることはもっ
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とあると思いますので、強い知事のメッセージを、

職員に対しても県民に対してもお願いしたいと思い

 ます。

 　以上です。

○比嘉京子委員長  上原章委員。 

○上原章委員　よろしくお願いします。 

　まず、先ほど来各委員からもいろいろ質問があり

ましたけれど、知事が訪問した台湾について、企業

誘致・経済交流で具体的な成果があればお聞かせく

 ださい。

○松永享商工労働部長　お答えいたします。 

　昨年11月の台湾訪問におきましては、コロナ禍か

らの復興を見据え、経済をはじめ、様々な分野の交

流を再び活発なものとすることを目的として、県内

経済界の皆様とともに、日本と台湾の経済交流を担

う団体等と意見交換を行い、今後の交流に向けた意

 欲を伝えたところでございます。

　一連の訪問を通して、観光、ＩＴ、半導体、スター

トアップ、貿易などの分野において、交流と連携を

深めていくことを確認することにより、交流が互恵

的に発展する展望が開けたと感じているところです。 

　その後、訪問した経済団体から、県内経済界との

交流を目的とした沖縄訪問の相談があるなど、今後

 につながる成果があったと考えているところです。

　今後とも、東アジアの中心に位置する沖縄の地理

的優位性やソフトパワーなどの強みを生かし、企業

誘致や経済交流がさらに発展するよう取り組んでま

 いります。

 　以上です。

○上原章委員　意欲とか、また今後、経済交流が進

むんじゃないかという。もう少し具体的に戦略的な

取組を私は期待したいんですけれども、先般、台湾

の大きな半導体企業が熊本県菊陽町に進出して、大

きなニュースになりましたけれど、こういった企業

誘致が本当に具体的な成果として進んでいる事案と

いうのは、私は非常に参考になるのかなと思うので

すが、この熊本県に進出した半導体の工場のきっか

けというのは、皆さんは聞いていますか、分かりま

 すか。

○松永享商工労働部長　具体的なところは今、手持

ちとしては持ってございませんが、まず、その半導

体が発展する要件としまして、まず広大な土地が必

要であるということと、水を多く使うという必要性

 がございます。

　そういう要件を熊本県に関してはそろっていたと

いうことで、そこで展開されているというふうに理

 解しているところです。

 　以上です。

○上原章委員　知事、熊本県のこの半導体工場です

ね、最初のきっかけは日本政府からの要請に応えた

 と、僕は聞いているんですよ。

　これだけの大がかりな取組の中で、やっぱり国の

しっかりした戦略と、また地元県とのいろんな取組

が功を奏したのかなと僕は思うんですが、いかがで

 すか。

○玉城デニー知事　海外からの企業を誘致する点に

おきましては、やはり国とその地域とのそれぞれの

事情に応じた基本的な外交と、その方針の確認が必

 要であろうというように考えております。

　今般の半導体企業の熊本県への進出についても、

そのような相互の様々な協議を重ねた上での、その

場所に最適であるという点で熊本県に誘致が決定し

 たというように認識をしております。

 　以上です。

○上原章委員　1980年代、日本の半導体は世界のシ

 ェア80％を擁していたとも聞くんですね。

　九州には約1000のこの半導体の企業さんもいると

いうことで、熊本にも200余りのこの半導体の企業さ

んがいると。いろんな環境が整っていたと思うんで

すけれども、ぜひ私たち一番近い台湾との経済交流、

文化、教育、いろんな分野があると思うんですけれ

ど、知事としても大きなこの戦略をしっかり持って、

地元沖縄の経済界と、また国とも連携を取る必要が

 あると私は思うんですが、いかがですか。

○玉城デニー知事　当然、沖縄振興に係る企業の誘

致、あるいは連携等につきましては、政府とも連携

をしながら沖縄の優位性を発揮できるよう、そのよ

 うな展開を併せて図ってまいりたいと思います。

○上原章委員　あと、２番目の公共事業の停滞。県、

市町村と私はあえて聞いておりますが、特に市町村

が大変厳しい、ハード・ソフトの交付金を減額され

て、本当に今、切実な状況だと思うんですが、知事

 の見解をお聞かせ願いますか。

○玉城デニー知事　近年のハード交付金の減少傾向

に伴い、道路、港湾などの公共事業全般において、

事業進捗の遅れなどに伴う地域経済の発展や、地域

住民の安全・安心の確保などへの影響が出ているも

 のと認識をしております。

　公共事業の予算確保については、ハード交付金に

加えて、各省計上予算等の獲得も必要と考えられま

 す。

　市町村と連携し、事業の必要性等を国に訴えなが



－428－

ら、ぜひ所要額の確保にこれからも努めてまいりた

 いと考えております。

○上原章委員　もう本当に、私は思うんですけれど、

要請して、それでも減額がこの何年も続いている。

本当に今、知事がトップセールスで、政府としっか

りした信頼関係を構築する必要があると思うのです

が、これからもこのような状態が続くんでしょうか。 

○玉城デニー知事　本県振興に係る予算の獲得につ

いては、あらゆる方面に対して精力的に予算獲得に

向けても頑張ってまいりたいというふうに考えてお

 ります。

○比嘉京子委員長　以上で、知事に対する総括質疑

 を終結いたします。

 　説明員の皆様、大変御苦労さまでございました。

 　休憩いたします。

 　　　（休憩中に、執行部退席）

○比嘉京子委員長　再開いたします。 

 　以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

　次回は、３月25日月曜日午前10時に委員会を開き、

 令和６年度当初予算の採決を行います。

 　委員の皆様、大変御苦労さまでした。

 　本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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令 和 ６  年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　 

 

開会の日時、場所 

　年月日　　令和６年３月25日 (月曜日)  

　開　会　　午前10時２分 

　散　会　　午前10時13分 

　場　所　　第７委員会室 

本日の委員会に付した事件 

　１　甲第１号議案 令和６年度沖縄県一般会計予

  算

 　２　甲第２号議案 令和６年度沖縄県農業改良資

  金特別会計予算

　３　甲第３号議案 令和６年度沖縄県小規模企業

 者等設備導入資金特別会計予

  算

　４　甲第４号議案 令和６年度沖縄県中小企業振

  興資金特別会計予算

　５　甲第５号議案 令和６年度沖縄県下地島空港

  特別会計予算

　６　甲第６号議案 令和６年度沖縄県母子父子寡

  婦福祉資金特別会計予算

　７　甲第７号議案 令和６年度沖縄県所有者不明

  土地管理特別会計予算

　８　甲第８号議案 令和６年度沖縄県沿岸漁業改

  善資金特別会計予算

　９　甲第９号議案 令和６年度沖縄県中央卸売市

  場事業特別会計予算

　10　甲第10号議案 令和６年度沖縄県林業・木材

  産業改善資金特別会計予算

　11　甲第11号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

　12　甲第12号議案 令和６年度沖縄県宜野湾港整

  備事業特別会計予算

　13　甲第13号議案 令和６年度沖縄県国際物流拠

 点産業集積地域那覇地区特別

  会計予算

　14　甲第14号議案 令和６年度沖縄県産業振興基

  金特別会計予算

　15　甲第15号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（新

 港地区）整備事業特別会計予

  算

　16　甲第16号議案 令和６年度沖縄県中城湾港マ

  リン・タウン特別会計予算

　17　甲第17号議案 令和６年度沖縄県駐車場事業

  特別会計予算

　18　甲第18号議案 令和６年度沖縄県中城湾港（泡

 瀬地区）臨海部土地造成事業

  特別会計予算

　19　甲第19号議案 令和６年度沖縄県公債管理特

  別会計予算

　20　甲第20号議案 令和６年度沖縄県国民健康保

  険事業特別会計予算

　21　甲第21号議案 令和６年度沖縄県病院事業会

  計予算

　22　甲第22号議案 令和６年度沖縄県水道事業会

  計予算

　23　甲第23号議案 令和６年度沖縄県工業用水道

  事業会計予算

　24　甲第24号議案 令和６年度沖縄県流域下水道

事業会計予算

出席委員 

　委 員 長　比　嘉　京　子 

　副委員長　小　渡　良太郎 

　委　　員　西　銘　啓史郎　　大　浜　一　郎 

 　　　　　　呉　屋　　　宏　　花　城　大　輔

　　　　　　島　袋　　　大　　仲　田　弘　毅 

　　　　　　山　里　将　雄　　照　屋　大　河 

　　　　　　平　良　昭　一　　仲宗根　　　悟 

　　　　　　崎　山　嗣　幸　　島　袋　恵　祐 

　　　　　　玉　城　武　光　　比　嘉　瑞　己 

　　　　　　大　城　憲　幸　　上　原　　　章 

　　　　　　上　原　快　佐 

欠席委員 

　　　　　　なし 

 3ii4

○比嘉京子委員長　ただいまから、予算特別委員会

 を開会いたします。

　甲第１号議案から甲第24号議案までの当初予算

 24件を一括して議題といたします。

　ただいまの議案に対する質疑については全て終結

予算特別委員会記録（第７号）
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 し、採決を残すのみとなっております。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、議案の採決の順序及び方法等に

ついて協議を行った。甲第１号議案につい

て、沖縄・自民党会派から修正案の提起を

予定しているので所属委員は採決に加わら

ないとの報告があった。） 

○比嘉京子委員長  再開いたします。 

　甲第１号議案令和６年度沖縄県一般会計予算につ

 いて、挙手により採決いたします。

 　なお、挙手しない者はこれを否とみなします。

   大浜一郎委員。

○大浜一郎委員　再度申し上げますが、我々会派沖

縄・自民党としましては、甲第１号議案令和６年度

沖縄県一般会計予算につきましては、修正案を最終

本会議に上程の予定をしております。知事から提出

された原案には問題点があると考えておりますので、

採決に当たっては退席をしたいというふうに思って

 おります。　

 　以上申し上げます。

○比嘉京子委員長  休憩いたします。 

       （休憩中に、沖縄・自民党所属委員が退席）

○比嘉京子委員長  再開いたします。 

 　大城憲幸委員。

○大城憲幸委員  維新・無所属の会ですけれども、

今ありました修正案の全容が見えない部分と会派調

 整も済んでいませんので、うちも退席いたします。

○比嘉京子委員長  休憩いたします。 

      （休憩中に、維新・無所属の会所属委員が退

 席）

○比嘉京子委員長  再開いたします。 

 　上原章委員。

○上原章委員  公明党会派としても、今回この甲第

１号令和６年度沖縄県一般会計予算の幾つかを

ちょっと確認したいものもございますので、退席さ

 せていただきたいと思います。

○比嘉京子委員長　休憩いたします。 

       （休憩中に、公明党所属委員が退席）

○比嘉京子委員長  再開いたします。 

 　甲第１号議案を採決いたします。

 　お諮りいたします。

　ただいまの議案は、原案のとおり決することに御

 異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長  御異議なしと認めます。 

　よって、甲第１号議案は原案のとおり可決されま

 した。

 　休憩いたします。

　　　（休憩中に、退席者入室。また、甲第１号議

案に係る附帯決議文案について協議を行い、

内容について意見の一致を見た。） 

○比嘉京子委員長  再開いたします。 

　甲第１号議案に対する附帯決議案については、休

 憩中に協議したとおり、質疑を省略いたします。

　よって、この際、甲第１号議案に対する附帯決議

案を議題として、質疑を省略の上、これより直ちに

採決を行いますが、その前に意見、討論等はありま

 せんか。

　　　（「意見・討論なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　意見、討論等なしと認めます。 

 　以上で、意見、討論等を終結いたします。

　これより、甲第１号議案に対する附帯決議案を採

 決いたします。

 　お諮りいたします。

  本附帯決議案は可決することに御異議ありません

 か。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）     

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

　よって、甲第１号議案に対する附帯決議案は可決

 されました。

　次に、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件

 を一括して採決いたします。

 　お諮りいたします。

　ただいまの議案23件は、原案のとおり決すること

 に御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

　よって、甲第２号議案から甲第24号議案までの23件

 は、原案のとおり可決されました。

 　次に、お諮りいたします。

　ただいま議決しました議案に対する委員会審査報

告書の作成等につきましては、委員長に御一任願い

 たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○比嘉京子委員長　御異議なしと認めます。 

 　よって、さよう決定いたしました。

　以上で、本委員会に付託された議案の処理は全て

 終了いたしました。

   委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

 　これをもって、委員会を散会いたします。
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予算特別委員会議案処理一覧表 

 

議 案 番 号 議　　　案　　　名 議決の結果  

 

甲 第 １ 号 令和６年度沖縄県一般会計予算  

 

甲 第 ２ 号 令和６年度沖縄県農業改良資金特別会計予算 〃  

 

甲 第 ３ 号 令和６年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算 〃  

 

甲 第 ４ 号 令和６年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算 〃  

 

甲 第 ５ 号 令和６年度沖縄県下地島空港特別会計予算 〃  

 

甲 第 ６ 号 令和６年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 〃  

 

甲 第 ７ 号 令和６年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算 〃  

 

甲 第 ８ 号 令和６年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃  

 

甲 第 ９ 号 令和６年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 0 号 令和６年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 1 号 令和６年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 2 号 令和６年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 3 号 令和６年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 4 号 令和６年度沖縄県産業振興基金特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 5 号 令和６年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 6 号 令和６年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 7 号 令和６年度沖縄県駐車場事業特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 8 号 令和６年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算 〃  

 

甲 第 1 9 号 令和６年度沖縄県公債管理特別会計予算 〃  

    

甲 第 2 0 号 令和６年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算 〃  

全 会 一 致


原 案 可 決
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議 案 番 号 議　　　案　　　名 議決の結果

甲 第 2 1 号 令和６年度沖縄県病院事業会計予算

甲 第 2 2 号 令和６年度沖縄県水道事業会計予算 〃

甲 第 2 3 号 令和６年度沖縄県工業用水道事業会計予算 〃

甲 第 2 4 号 令和６年度沖縄県流域下水道事業会計予算 〃

 

全 会 一 致


原 案 可 決
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令 和 ６ 年 第 １ 回 

沖縄県議会（定例会）　　　　

○総務企画委員会 

 

 別紙１（総務企画委員会）

 

総 括 質 疑 

 

１　知事が台湾を訪問した真意について（知事） 

　　【速報版】３月８日　Ｐ９～10、３月11日　Ｐ75 

 （総括質疑の内容）

　知事の台湾訪問に関し、去る２月28日の一般質

問で、知事は台湾への訪問については民間外交と

いう立場で行っていると答弁しているが、特別旅

費は公費から支出されている。民間外交に公費を

支出することが妥当かどうかも含め、訪問の真意

 について知事に聞きたい。

 　　

２　ワシントン駐在の在り方及びそれに対する予算

 の考え方について（知事）

　　【速報版】３月８日　Ｐ10～13、３月11日　Ｐ75～

 76

 （総括質疑の内容）

　　ワシントン駐在員活動に対し、年間約１億円の

予算をこれまで８年間にわたり投入してきたが、

基地問題は前進していない。ワシントン駐在の在

り方について戦略を練り直したほうがよいのでは

ないかと考える。今年のアメリカ大統領選挙で大

統領が替わる可能性も踏まえ、ワシントン駐在の

 在り方やその戦略について知事に聞きたい。

 

３　知事が訪米する目的について（知事） 

　　【速報版】３月８日　Ｐ93　３月11日　Ｐ76 

 （総括質疑の内容）

　　知事は昨年も訪米し、辺野古に基地を造らせな

いという目的があったと思われるが実現できてい

ない。全く効果がない中で令和６年度の知事訪米

には約1000万円の予算が計上されている。随行が

８名も必要なのかどうかも含め、訪米の目的につ

 いて知事に聞きたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各常任委員長からの予算調査報告書
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○経済労働委員会 

 

 別紙２（経済労働委員会）

 

 その他委員から特に申出のあった事項

 

１　甲第１号議案（令和６年度沖縄県一般会計予算）

に関し、飼料価格高騰等により大きな影響を受け

ている畜産業界の経営体質強化に係る支援のため、

さらなる予算措置を求める附帯決議を検討してい

 ただきたい。

（申出事項の内容） 

　現在、沖縄県の農業産出額の約半分を占める畜

産業については、飼料価格や電気料金などの高騰

により、かつてないほどの厳しい経営環境に置か

れている。このため、畜産業界からは飼料価格高

騰対策及び養豚・養鶏振興対策による経営体質強

化や、食肉加工施設への経営支援を求める強い要

 請がある。

  　そこで、持続可能な畜産経営が図られるようさ

らなる予算措置を早急に行い、経営体質強化に係る

 支援を行う必要がある。

 

 

 

○文教厚生委員会 
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○土木環境委員会 

 

 別紙１（土木環境委員会）

 

総 括 質 疑 

 

１　県及び市町村における公共事業の停滞の解消に

向け、特にハード交付金以外の各省計上予算の獲

得及び有利な県債の活用などの財源確保の取組方

 針について（知事）

　　【速報版】３月８日　Ｐ14～17、３月11日　Ｐ63～

 64

 （総括質疑の内容）

　ハード交付金の減額が続き公共事業が停滞して

おり、まちづくりに影響が出ている。その遅れを

取り戻すためには、ハード交付金のみに頼ること

は難しい状況である。各省計上予算の獲得や地方

債を増やすなど県として新たに取り組む旨の答弁

があったが、市町村からはまだ不足しているとの

要望があるものと考えられる。今後の財源確保の

 取組方針について知事に聞きたい。

 

２　水道料金値上げや導水管破裂の問題等も踏まえ

たハード交付金の在り方、各省との予算交渉及び

計画的な財源確保対策等に関する県水道行政の姿

 勢について(知事及び三役）

　【速報版】３月11日　Ｐ49～51 Ｐ63～64 

 （総括質疑の内容）

　水道料金の値上げと導水管破裂の主な要因は

ハード交付金の減額であり、ハード交付金の在り

方や配分の仕方が今後重要となる。企業局の予算

確保においてもハード交付金頼みでは難しい状況

であり、ハード交付金以外の予算を視野に入れ厚

生労働省や国土交通省と交渉すべきと考える。県

の水道行政に対する姿勢について県知事及び三役

 に聞きたい。

 


